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○令和3年2月10日　奄美市議会第1回定例会を招集した。

○会　期　37日間

○議事日程　

月  日 曜 区  分

 1  会議録署名議員の指名

 2  会期の決定（37日間）

 3  報告第1号(1件)　

 4  議案第1号～12号(12件) （現年分）　

 5  鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙

 6  奄美大島地区介護保険一部事務組合議会議員の選挙

　総務企画-陳情第1号・2号

　文教厚生-請願第1号

   【議題】 奄美群島議員大会議題について　ほか

2月18日 木 休  会

2月19日 金 休  会

2月20日 土 休  会

2月21日 日 休  会

2月22日 月 休  会

2月23日 火 休  会

2月24日 水 休  会

 上程　説明

 ※一般質問通告－順番抽選(本会議終了後)

 ※全員協議会(本会議終了後)

2月26日 金 休  会

2月27日 土 休  会

2月28日 日 休  会

      総務企画－議案第8号～9号(2件) 

 上程　説明　質疑　討論　採決

令和３年 第1回奄美市議会定例会議事日程表

日　　　　　　　　　程

2月17日 水 本会議

 上程　説明　質疑　付託

      文教厚生－議案第2号～5号，10号～12号(7件) 

      産業建設－議案第6号～7号(2件) 

　　　全委員会－議案第１号 令和2年度一般会計補正予算

　　　　　     （第12号）は，所管する各常任委員会に付託

　※請願・陳情付託報告

   　　　　 ③第８期奄美市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画について

　※会派代表者会（議運終了後～）

  ※ 午前９時30分から常任委員会審査（文教厚生）

2月25日 木 本会議

 1  議案第13号～34号(22件) 　

（令和３年度関係議案・施政方針等）

   　　　　 ②第２次奄美市地域情報化計画（案）について

   　　　　 ④令和３年度予算等審査特別委員会の構成・調整について　ほか

   【議題】 ①永田墓地利用計画について

（ 天皇誕生日）

  ※ 午前９時30分から常任委員会審査（総務企画）

　※議会運営委員会（本会議終了後～）

  ※ 午前９時30分から常任委員会審査（産業建設）

☆付託区分

☆付託区分

☆付託区分

☆付託区分

－ 1－
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日　　　　　　　　　程

2月17日 水 本会議

 上程　説明　質疑　付託

      文教厚生－議案第2号～5号，10号～12号(7件) 

      産業建設－議案第6号～7号(2件) 

　　　全委員会－議案第１号 令和2年度一般会計補正予算

　　　　　     （第12号）は，所管する各常任委員会に付託
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   　　　　 ③第８期奄美市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画について

　※会派代表者会（議運終了後～）

  ※ 午前９時30分から常任委員会審査（文教厚生）

2月25日 木 本会議

 1  議案第13号～34号(22件) 　

（令和３年度関係議案・施政方針等）

   　　　　 ②第２次奄美市地域情報化計画（案）について

   　　　　 ④令和３年度予算等審査特別委員会の構成・調整について　ほか

   【議題】 ①永田墓地利用計画について
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  ※ 午前９時30分から常任委員会審査（産業建設）

☆付託区分

☆付託区分

☆付託区分

☆付託区分

○令和3年2月10日　奄美市議会第1回定例会を招集した。

○会　期　37日間

○議事日程　

月  日 曜 区  分

令和３年 第1回奄美市議会定例会議事日程表

日　　　　　　　　　程

3月1日 月 休  会

3月2日 火 休  会

3月3日 水 休  会

3月4日 木 休  会

3月5日 金 本会議

3月6日 土 休  会

3月7日 日 休  会

3月8日 月 本会議

3月9日 火 本会議

3月10日 水 休　会

　　令和３年度関係議案

3月12日 金 休  会 ※予算等審査特別委員会審査

3月13日 土 休  会

3月14日 日 休  会

3月15日 月 休  会 ※予算等審査特別委員会審査

3月16日 火 休  会 （中学校卒業式）

3月17日 水 休  会 ※予算等審査特別委員会審査

3月18日 木 休  会 ※予算等審査特別委員会審査

3月19日 金 休  会 （私立幼稚園卒園式）

3月20日 土 休  会 （春分の日）

3月21日 日 休  会

3月22日 月 休  会 報告書整理

3月23日 火 休  会 報告書整理

3月24日 水 休  会 報告書整理

報告書整理・議案等調査

 1 一般質問－奥（輝）議員,川口議員,多田議員,大迫議員，西議員（質問順）

3月25日 木 本会議

 1  議案第13号，23号～29号，31号～33号(11件)　  上程　報告　質疑　討論　採決

 2  議案第14号～22号，30号，34号(11件)          上程　報告　質疑　討論　採決

報告書整理・議案等調査　　（高校卒業式）

報告書整理・議案等調査

3月11日 木 本会議

 2  陳情第1号（1件）  上程　報告　質疑　討論　採決

 3  議案第13号～34号(22件) (新年度議案）

 1  議案第1号～12号(12件)（現年度議案） 　　 上程　報告　質疑　討論　採決

 4  議員派遣について

 5  閉会中の継続審査について

 1 一般質問－奥（晃）議員,﨑田議員,安田議員,松山議員，関議員（質問順）

      一般会計予算等審査特別委員会

 上程　質疑　付託

      　議案第13号，23号～29号，31号～33号(11件)

報告書整理・議案等調査

 3  発議第1号　　　　　　　 　　　　　　    　　上程　説明　質疑　討論　採決

      特別会計予算等審査特別委員会

      　議案第14～22号，30号，34 号(11件) 

 1 一般質問－竹山議員,永田議員,正野議員,橋口議員，荒田議員（質問順）

☆付託区分

☆付託区分☆付託区分

－ 2－



 
○ 付議事件は，次のとおりである。 

番 号 議案等番号 件              名 議決年月日 議決結果 付託委員会 

  

専決処分の報告について 
（専決第１号 市営住宅明渡し等請求に関する

訴訟の提起について） 
   

  

専決処分の報告について 
（専決第２号 市営住宅家賃の徴収に係る民事

訴訟法第 395条の規定によりみなされる訴えの

提起について） 

   

(１) 報告第１号 

専決処分の承認を求めることについて 
（専決第３号 令和２年度奄美市一般会計補正

予算（第 11号）について） 
R3.2.17 承認 本会議 

(２) 議案第１号 
令和２年度奄美市一般会計補正予算（第 12号）

について 
R3.3.11 原案可決 全委員会 

(３) 議案第２号 
令和２年度奄美市国民健康保険事業特別会計補

正予算（第５号）について 
R3.3.11 原案可決 文教厚生 

(４) 議案第３号 
令和２年度奄美市国民健康保険直営診療施設勘

定特別会計補正予算（第４号）について 
R3.3.11 原案可決 文教厚生 

(５) 議案第４号 
令和２年度奄美市介護保険事業特別会計補正予

算（第３号）について 
R3.3.11 原案可決 文教厚生 

(６) 議案第５号 
令和２年度奄美市ふるさと創生人材育成資金特

別会計補正予算（第１号）について 
R3.3.11 原案可決 文教厚生 

(７) 議案第６号 
令和２年度奄美市水道事業会計補正予算（第３

号）について 
R3.3.11 原案可決 産業建設 

(８) 議案第７号 
令和２年度奄美市下水道事業会計補正予算（第

３号）について 
R3.3.11 原案可決 産業建設 

(９) 議案第８号 
奄美市土地開発基金条例を廃止する条例の制定

について 
R3.3.11 原案可決 総務企画 

(10) 議案第９号 工事請負契約の変更契約の締結について R3.3.11 原案可決 総務企画 

(11) 議案第 10号 工事請負契約の変更契約の締結について R3.3.11 原案可決 文教厚生 

（12） 議案第 11号 工事請負契約の変更契約の締結について R3.3.11 原案可決 文教厚生 

(13) 議案第 12号 工事請負契約の変更契約の締結について R3.3.11 原案可決 文教厚生 

(14) 請願第１号 

病児の難病治療で抗がん剤治療等による特別な

理由で抗体価が低下・消失した場合のワクチン

再接種費用助成制度を求める請願 
R3.3.11 継続審査 文教厚生 

(15) 陳情第１号 
「日本政府に核兵器禁止条約の調印、批准を求

める意見書」の提出を求める陳情 
R3.3.11 不採択 総務企画 

－ 3－



 
○ 付議事件は，次のとおりである。 

番 号 議案等番号 件              名 議決年月日 議決結果 付託委員会 

  

専決処分の報告について 
（専決第１号 市営住宅明渡し等請求に関する

訴訟の提起について） 
   

  

専決処分の報告について 
（専決第２号 市営住宅家賃の徴収に係る民事

訴訟法第 395条の規定によりみなされる訴えの

提起について） 

   

(１) 報告第１号 

専決処分の承認を求めることについて 
（専決第３号 令和２年度奄美市一般会計補正

予算（第 11号）について） 
R3.2.17 承認 本会議 

(２) 議案第１号 
令和２年度奄美市一般会計補正予算（第 12号）

について 
R3.3.11 原案可決 全委員会 

(３) 議案第２号 
令和２年度奄美市国民健康保険事業特別会計補

正予算（第５号）について 
R3.3.11 原案可決 文教厚生 

(４) 議案第３号 
令和２年度奄美市国民健康保険直営診療施設勘

定特別会計補正予算（第４号）について 
R3.3.11 原案可決 文教厚生 

(５) 議案第４号 
令和２年度奄美市介護保険事業特別会計補正予

算（第３号）について 
R3.3.11 原案可決 文教厚生 

(６) 議案第５号 
令和２年度奄美市ふるさと創生人材育成資金特

別会計補正予算（第１号）について 
R3.3.11 原案可決 文教厚生 

(７) 議案第６号 
令和２年度奄美市水道事業会計補正予算（第３

号）について 
R3.3.11 原案可決 産業建設 

(８) 議案第７号 
令和２年度奄美市下水道事業会計補正予算（第

３号）について 
R3.3.11 原案可決 産業建設 

(９) 議案第８号 
奄美市土地開発基金条例を廃止する条例の制定

について 
R3.3.11 原案可決 総務企画 

(10) 議案第９号 工事請負契約の変更契約の締結について R3.3.11 原案可決 総務企画 

(11) 議案第 10号 工事請負契約の変更契約の締結について R3.3.11 原案可決 文教厚生 

（12） 議案第 11号 工事請負契約の変更契約の締結について R3.3.11 原案可決 文教厚生 

(13) 議案第 12号 工事請負契約の変更契約の締結について R3.3.11 原案可決 文教厚生 

(14) 請願第１号 

病児の難病治療で抗がん剤治療等による特別な

理由で抗体価が低下・消失した場合のワクチン

再接種費用助成制度を求める請願 

R3.3.11 継続審査 文教厚生 

(15) 陳情第１号 
「日本政府に核兵器禁止条約の調印、批准を求

める意見書」の提出を求める陳情 
R3.3.11 不採択 総務企画 

 

  

番 号 議案等番号 件              名 議決年月日 議決結果 付託委員会 

(16) 陳情第２号 
奄美市議会から「駐屯地外・訓練等の市民広報」

を求める陳情 
R3.3.11 継続審査 総務企画 

(17) 議案第 13号 令和３年度奄美市一般会計予算について R3.3.25 原案可決 
一般会計等審

査特別委員会 

(18) 議案第 14号 
令和３年度奄美市国民健康保険事業特別会計予

算について 
R3.3.25 原案可決 

特別会計等審

査特別委員会 

(19) 議案第 15号 
令和３年度奄美市国民健康保険直営診療施設勘

定特別会計予算について 
R3.3.25 原案可決 

特別会計等審

査特別委員会 

(20) 議案第 16号 
令和３年度奄美市後期高齢者医療特別会計予算

について 
R3.3.25 原案可決 

特別会計等審

査特別委員会 

(21) 議案第 17号 
令和３年度奄美市介護保険事業特別会計予算に

ついて 
R3.3.25 原案可決 

特別会計等審

査特別委員会 

(22) 議案第 18号 
令和３年度奄美市訪問看護特別会計予算につい

て 
R3.3.25 原案可決 

特別会計等審

査特別委員会 

(23) 議案第 19号 令和３年度奄美市と畜場特別会計予算について R3.3.25 原案可決 
特別会計等審

査特別委員会 

(24) 議案第 20号 
令和３年度奄美市交通災害共済特別会計予算に

ついて 
R3.3.25 原案可決 

特別会計等審

査特別委員会 

(25) 議案第 21号 令和３年度奄美市水道事業会計予算について R3.3.25 原案可決 
特別会計等審

査特別委員会 

(26) 議案第 22号 令和３年度奄美市下水道事業会計予算について R3.3.25 原案可決 
特別会計等審

査特別委員会 

(27) 議案第 23号 
奄美市行政組織条例の一部を改正する条例の制

定について 
R3.3.25 原案可決 

一般会計等審

査特別委員会 

(28) 議案第 24号 
奄美市特別会計条例の一部を改正する条例の制

定について 
R3.3.25 原案可決 

一般会計等審

査特別委員会 

(29) 議案第 25号 
奄美市ふるさと創生人材育成基金条例の一部を

改正する条例の制定について 
R3.3.25 原案可決 

一般会計等審

査特別委員会 

(30) 議案第 26号 
奄美市固定資産評価審査委員会条例の一部を改

正する条例の制定について 
R3.3.25 原案可決 

一般会計等審

査特別委員会 

(31) 議案第 27号 

奄美市税外収入督促手数料及び延滞金の徴収に

関する条例及び奄美市後期高齢者医療に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 

R3.3.25 原案可決 
一般会計等審

査特別委員会 

(32) 議案第 28号 
奄美市子ども医療費の助成に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 
R3.3.25 原案可決 

一般会計等審

査特別委員会 

(33) 議案第 29号 
奄美市有墓地条例の一部を改正する条例の制定

について 
R3.3.25 原案可決 

一般会計等審

査特別委員会 

(34) 議案第 30号 
奄美市介護保険条例の一部を改正する条例の制

定について 
R3.3.25 原案可決 

特別会計等審

査特別委員会 
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番 号 議案等番号 件              名 議決年月日 議決結果 付託委員会 

(35) 議案第 31号 

奄美市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運

営に関する基準等を定める条例の一部を改正す

る条例の制定について 

R3.3.25 原案可決 
一般会計等審

査特別委員会 

(36) 議案第 32号 
奄美市ＩＣＴプラザかさり条例の一部を改正す

る条例の制定について 
R3.3.25 原案可決 

一般会計等審

査特別委員会 

(37) 議案第 33号 
奄美市立学校設置条例の一部を改正する条例の

制定について 
R3.3.25 原案可決 

一般会計等審

査特別委員会 

(38) 議案第 34号 
奄美市国民健康保険条例の一部を改正する条例

の制定について 
R3.3.25 原案可決 

特別会計等審

査特別委員会 

(39) 発議第１号 
奄美市議会委員会条例の一部を改正する条例の

制定について 
R3.3.25 原案可決 本会議 

 
※前議会からの継続審査事件 
 
 なし 
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番 号 議案等番号 件              名 議決年月日 議決結果 付託委員会 

(35) 議案第 31号 

奄美市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運

営に関する基準等を定める条例の一部を改正す

る条例の制定について 

R3.3.25 原案可決 
一般会計等審

査特別委員会 

(36) 議案第 32号 
奄美市ＩＣＴプラザかさり条例の一部を改正す

る条例の制定について 
R3.3.25 原案可決 

一般会計等審

査特別委員会 

(37) 議案第 33号 
奄美市立学校設置条例の一部を改正する条例の

制定について 
R3.3.25 原案可決 

一般会計等審

査特別委員会 

(38) 議案第 34号 
奄美市国民健康保険条例の一部を改正する条例

の制定について 
R3.3.25 原案可決 

特別会計等審

査特別委員会 

(39) 発議第１号 
奄美市議会委員会条例の一部を改正する条例の

制定について 
R3.3.25 原案可決 本会議 

 
※前議会からの継続審査事件 
 
 なし 

第１回定例会一般質問通告 

 
３月５日（金） 

◎自由民主党 奥 輝人 

１ 新型コロナへの対応について 

（１）コロナワクチンへの対応について 

①現在の接種準備の状況について 

②集団接種の会場について 

③短時間での接種について 

④二回目の接種について 

⑤副反応への対応について 

⑥接種後の生活様式 

⑦１６歳未満への対応について 

⑧今後のスケジュールについて 

⑨国産ワクチンについて 

（２）奄美市での発生状況について 

  ①原因について 

  ②水際対策について 

（３）農畜産業への影響について 

  ①たんかん、子牛相場、その他の作物について 

   

◎自由民主党 川口 幸義 

１ 市長の政治姿勢について 

（１）潜水艦衝突事故について 

（２）新型コロナ禍の中児童虐待が最多と言われているが 

（３）市民の防災意識を高めていく施策は 

（４）日常の住民をつなぐ取り組みが減災につながる 

（５）地域のコミュニティづくりについて 

（６）家庭でできる地域温暖化防止について 

（７）公営住宅整備事業について 

（８）住宅リフォーム等助成事業について 

２ 農業振興について 

（１）離島漁業再生支援交付金について 

（２）多面的機能支払い交付金事業について 

（３）古見安木屋場農道整備について 
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◎自民党奄美 多田 義一 

１ 新型コロナウイルス感染症対策について 

（１）市内経済をどの様に分析しているのか伺いします。 

（２）ワクチン接種について 

①希望者が少ない時の対策は。 

②施設入所者などはどの様にするのか。 

③集団活動を行っている子供達は親の判断がすべてなのか。 

④個別での病院接種はいつから予定しているのか。基本となる基準はあるのか。 

⑤一日の接種人数をどの程度想定しているのか。 

（３）経済の立て直しについて 

①最悪の事態を想定した場合の最大の予算規模をどの程度みていますか。 

②事業継続に対する支援は。 

③業態変更に対する支援は。 

④新規事業に対する支援は。 

（４）今の奄美市にとっての世界自然遺産とは。 

 

◎公明党 大迫 勝史 

１ 施政方針について 

（１）「子ども医療費助成制度」の拡充について 

①拡充対象となる中 3以上～１８歳の対象人数をお示し下さい 

②全体の現物支給の非課税世帯の割合をお示し下さい 

③将来的に現行の自動償還払いを現物支給に移行する可能性について伺う 

（２）「高校生遠距離通学支援制度」（新規）について 

①現状と新制度を比較して説明をお願いしたい 

②精算制度は改善されたか伺う 

（３）新型コロナウイルス関連について 

①最初に接種をする医療従事者の数を県が取りまとめているとの事ですが本市に

おける対象者数は把握できたか 

②医師会との調整の中で大きな課題があれば伺う 

③自宅療養者やホテル療養者への（症状急変の把握の為の）パルスオキシメータ

ーの無償貸与の体制と現状を伺う。 

（４）消防の救急出動について 

①コロナ感染関連の救急出動の際の装備、資機材について 

②日常の救急出動において適正でないと思われる出動の件数について直近の統計

を伺う。 
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◎自民党奄美 多田 義一 

１ 新型コロナウイルス感染症対策について 

（１）市内経済をどの様に分析しているのか伺いします。 

（２）ワクチン接種について 

①希望者が少ない時の対策は。 

②施設入所者などはどの様にするのか。 

③集団活動を行っている子供達は親の判断がすべてなのか。 

④個別での病院接種はいつから予定しているのか。基本となる基準はあるのか。 

⑤一日の接種人数をどの程度想定しているのか。 

（３）経済の立て直しについて 

①最悪の事態を想定した場合の最大の予算規模をどの程度みていますか。 

②事業継続に対する支援は。 

③業態変更に対する支援は。 

④新規事業に対する支援は。 

（４）今の奄美市にとっての世界自然遺産とは。 

 

◎公明党 大迫 勝史 

１ 施政方針について 

（１）「子ども医療費助成制度」の拡充について 

①拡充対象となる中 3以上～１８歳の対象人数をお示し下さい 

②全体の現物支給の非課税世帯の割合をお示し下さい 

③将来的に現行の自動償還払いを現物支給に移行する可能性について伺う 

（２）「高校生遠距離通学支援制度」（新規）について 

①現状と新制度を比較して説明をお願いしたい 

②精算制度は改善されたか伺う 

（３）新型コロナウイルス関連について 

①最初に接種をする医療従事者の数を県が取りまとめているとの事ですが本市に

おける対象者数は把握できたか 

②医師会との調整の中で大きな課題があれば伺う 

③自宅療養者やホテル療養者への（症状急変の把握の為の）パルスオキシメータ

ーの無償貸与の体制と現状を伺う。 

（４）消防の救急出動について 

①コロナ感染関連の救急出動の際の装備、資機材について 

②日常の救急出動において適正でないと思われる出動の件数について直近の統計

を伺う。 

③「＃7119」の現段階での進捗状況について伺う。 

（５）交通体系の整備について 

①市道「三儀山線」改良事業の詳細について伺う。 

２ 教育現場関係について 

（１）市内小中学校の照明器具の LED化について 

①LED化の現状について伺う 

②「ESCO事業」で省エネ対策や経費削減対策を行う考えはないか伺う。 

（２）冬季の通学時、また学校内での服装について 

①小中学校の現状について伺う。 

②冬季のコロナ禍での室内換気の必要もあり、寒気の厳しい季節の対応（改善）

が必要ではないか認識を伺う。 

３ 市営住宅について 

（１）連帯保証人について 

①２０１８年３月に国交省より公営住宅の入居要件から連帯保証人規定を外すよ

う通知があったようだが、現在までの本市の対応を伺う。 

②今後、身寄りのない高齢者や生活困窮世帯が連帯保人を確保できないために入

居が不可とならないように連帯保証人規定を削除すべきと思うが、見解を伺う 

４ 市民サービス 

（１）行政手続きにおける押印廃止と書面主義の見直しについて 

①先月までに国から押印廃止のマニュアルが配布されているのではないかと思い

ますが、その対応について取組みの現状を伺います 

②将来的に市民側から申請手続きの際の押印廃止や書類の簡素化などはどの程度、

簡略化できるか伺います。 

 

◎自民党奄美 西 公郎 

 １ コロナ禍における市民生活について 

（１）令和３年一般会計予算について 

  ①本市、市税についての考え方について 

  ②個人、法人均等割が前年よりも増加について 

  ③個人、法人所得割、法人割減少について 

  ④固定資産税 土地、家屋、償却資産について 

（２）本市、上下水道での新型コロナ感染対策について 

（３）本市里帰り出産についての現状 

  ①大島本島での現状について 

  ②奄美群島での現状について 

２ 観光産業について 
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（１）令和２年１月８日発生事故からの教訓について 

３ 環境行政について 

（１）大島本島における産業廃棄物処理状況について 

（２）今後、民間及び公共での議論についての見解 

４ 教育行政について 

（１）本市、教職員の定数について 

（２）教員免許更新制での本市助成制度について 

５ 専修学校の定員について 

（１）奄美福祉専門学校の現状について 

（２）奄振ソフト事業での人材育成について 

６ 奄美市開発公社について 

（１）公社職員への処遇改善について 

 

３月８日（月） 

◎自民党奄美 竹山 耕平 

 １ 市長の政治姿勢について 

（１）コロナ関連への対応について 

  ①個別事業者からの相談及び対応について、庁舎内各部署縦横の連携と協力体制

の状況は 

  ②これまでの支援策について、関連した団体や金融機関等を一堂に会し、事業の

検証と今後の取り組みを図るべき 

（２）環境・観光・生活に優しい脱炭素社会の構築について 

  ①本市の取組み（官民の取り組み状況） 

  ②まずは住用地区の公用車を優先した取組み 

  ③大島本島内の市町村連携協力体制の取組み 

（３）中心商店街（市街地）活性化について 

  ①末広港土地区画整理事業の進捗 

  ②活性化協議会の現状と１１ブロック（バスターミナル・福祉総合施設建設地区・

緑地公園）の整備計画について 

  ③基本計画の進捗状況と達成率 

  ④以前から商業を営み頑張っている事業者への支援策について 

（４）重要港湾に指定される名瀬港と周辺エリアの魅力あるまちづくりのグランドデ

ザインの形成（NPO等官民一体の活性化） 

（５）住用地区保育施設あり方検討委員会の現状について 

２ 教育行政について 

（１）コロナ禍における教育環境について 
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（１）令和２年１月８日発生事故からの教訓について 

３ 環境行政について 

（１）大島本島における産業廃棄物処理状況について 

（２）今後、民間及び公共での議論についての見解 

４ 教育行政について 

（１）本市、教職員の定数について 

（２）教員免許更新制での本市助成制度について 

５ 専修学校の定員について 

（１）奄美福祉専門学校の現状について 

（２）奄振ソフト事業での人材育成について 

６ 奄美市開発公社について 

（１）公社職員への処遇改善について 

 

３月８日（月） 

◎自民党奄美 竹山 耕平 

 １ 市長の政治姿勢について 

（１）コロナ関連への対応について 

  ①個別事業者からの相談及び対応について、庁舎内各部署縦横の連携と協力体制

の状況は 

  ②これまでの支援策について、関連した団体や金融機関等を一堂に会し、事業の

検証と今後の取り組みを図るべき 

（２）環境・観光・生活に優しい脱炭素社会の構築について 

  ①本市の取組み（官民の取り組み状況） 

  ②まずは住用地区の公用車を優先した取組み 

  ③大島本島内の市町村連携協力体制の取組み 

（３）中心商店街（市街地）活性化について 

  ①末広港土地区画整理事業の進捗 

  ②活性化協議会の現状と１１ブロック（バスターミナル・福祉総合施設建設地区・

緑地公園）の整備計画について 

  ③基本計画の進捗状況と達成率 

  ④以前から商業を営み頑張っている事業者への支援策について 

（４）重要港湾に指定される名瀬港と周辺エリアの魅力あるまちづくりのグランドデ

ザインの形成（NPO等官民一体の活性化） 

（５）住用地区保育施設あり方検討委員会の現状について 

２ 教育行政について 

（１）コロナ禍における教育環境について 

  ①コロナ関連の影響が一年以上経過したが、学校環境（児童生徒・教諭・家庭（保

護者））の状況等 

  ②学力・体力等への影響と対策の実施 

  ③奄美市緊急対策事業（第４弾）の実施状況と取組み 

   ア「卒業の思い出作り」応援事業の実施（取組み）状況 

   イ頑張る学生応援事業の実施（取組み）状況 

（２）ギガスクール構想の進捗状況について 

  ①設備の整備状況等（学校内、家庭への対応、その他） 

  ②タブレット端末の準備等 

  ③授業での活用計画等や教諭支援体制等について 

 

◎無所属 永田 清裕 

１ 令和３年度の奄美市政について 

（１）合併から１５年を振り返り思うこと、市長としての想い 

（２）新年度予算の特徴 

２ 新型コロナウイルス感染症対策について 

（１）水際対策について 

①空港と港湾２カ所の現状と今後の強化について 

（２）ワクチン接種について 

①今後の整備体制について 

（３）経済対策について 

①GOTOトラベル事業の経済的効果 

②GOTOトラベル事業の停止後の影響 

③宿泊体験プログラム助成事業について 

（４）奄美市新型コロナウイルス対策官民連携協議会の設置について 

①目的 

②構成メンバー 

③スケジュール 

３ 子供たちの教育・保育環境について 

（１）住用・笠利地区の保育所について 

①施設整備への進捗状況 

②今後の計画 

（２）名瀬地区の保育所について 

①小浜保育所再整備について 

４ 離島における諸課題について 

（１）輸血医療体制の強化について 
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◎チャレンジ奄美 正野 卓矢 

１ デジタル化について 

（１）Logoチャット・Logoフォームについて 

①全国で導入している数はどれくらいあるか 

②Logoチャットの説明 

③導入することであるメリットは 

④導入費用について 

⑤自治体交流について 

⑥Logoフォームについて 

⑦住民サービスについて 

２ 分煙環境について 

（１）奄美市の分煙環境について 

①公共施設の分煙環境は 

②分煙社会の実現に向けての取り組みについて 

③既存の施設・これから建設予定の施設にも分煙環境を整備する予定は 

３ 防災について 

（１）ハザードマップについて 

①配布時期と中身について 

②周知方法 

③出前講座について 

④学校での防災教育につかえるか 

（２）ペット避難について 

①ペット避難についての奄美市の見解は 

②笠利・住用・名瀬 3 地区にペットと同行避難できる避難場を設けることはでき

ないか 

③環境省がチェックリストを作成し方針を示すようだがそれによっての奄美市の

対応は 

 

◎公明党 橋口 耕太郎 
１ コロナワクチン接種事業について 

（１）政府が国家プロジェクトと位置付けたこの事業について、現在の奄美市として

の懸念事項は何か。 

２ 農業施策について 

（１）「奄美タンカン」のブランド化について、様々な課題があると考えるが、今後ブ

ランド化へ向けて本市として、まず取り組むべき課題は何か。 
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◎チャレンジ奄美 正野 卓矢 

１ デジタル化について 

（１）Logoチャット・Logoフォームについて 

①全国で導入している数はどれくらいあるか 

②Logoチャットの説明 

③導入することであるメリットは 

④導入費用について 

⑤自治体交流について 

⑥Logoフォームについて 

⑦住民サービスについて 

２ 分煙環境について 

（１）奄美市の分煙環境について 

①公共施設の分煙環境は 

②分煙社会の実現に向けての取り組みについて 

③既存の施設・これから建設予定の施設にも分煙環境を整備する予定は 

３ 防災について 

（１）ハザードマップについて 

①配布時期と中身について 

②周知方法 

③出前講座について 

④学校での防災教育につかえるか 

（２）ペット避難について 

①ペット避難についての奄美市の見解は 

②笠利・住用・名瀬 3 地区にペットと同行避難できる避難場を設けることはでき

ないか 

③環境省がチェックリストを作成し方針を示すようだがそれによっての奄美市の

対応は 

 

◎公明党 橋口 耕太郎 
１ コロナワクチン接種事業について 

（１）政府が国家プロジェクトと位置付けたこの事業について、現在の奄美市として

の懸念事項は何か。 

２ 農業施策について 

（１）「奄美タンカン」のブランド化について、様々な課題があると考えるが、今後ブ

ランド化へ向けて本市として、まず取り組むべき課題は何か。 

３ 奄美市水道事業経営戦略について 

（１）令和 2年度から令和 11年度までの今後 10年間の経営戦略が示されたが、本市

水道事業の将来の課題をどのように考えているか。 

４ 市民サービスについて 

（１）来年度以降のプレミアム商品券（ほーらしゃ券）のあり方について 

①昨年 11月から 12月に販売した分で、苦情が寄せられたと聞いたが、その内容

はいかがか。 

②次年度以降の販売のあり方、加盟登録店の換金手数料についての見解は。 

（２）ゴミの分別とリサイクルの今後について 

①ゴミの分別が各地域で守られているか、資源ゴミの回収分も含め現状はいかが

か。 

②更に分別の細分化を検討できないか。その可否を含めて本市の見解は。 

５ 教育行政について 

（１）公立学校の運営における、「コミニュニティ・スクール」の努力義務化について

本市の見解は。 

（２）「島外で頑張る学生応援事業」について 

①締切りが 3月 5日までであったが、直近の件数、支払い金額の状況はいかがか。 

②その内訳（大学・大学院・短大・専門学校・高校等）とそのデータを今後活用

できないか。 

６ 議会の取組について 

（１）茨城県古河市のような「女性議会」の取組ができないか。 

 

◎日本共産党 荒田 幸司 
１ 市長の政治姿勢について 

（１）安全保障に関して 

①2019年 3月 26日に陸上自衛隊奄美駐屯地が開設されて、間もなく 2年になろ

うとしています。現状について、どのような受け止めをなされているのか。 

（２）デジタル関連法案に関して 

  ①菅義偉内閣が2月9日に閣議決定し国会に提出したデジタル関連法案について、

いろいろな意見があることはご承知だと思うが、奄美市は、どのように受け止め

ているのか。 

  ②デジタル関連法案に関連するマイナンバーカードの普及促進について、奄美市

はかなり力を注いでいるようですが、どのような目的をもって普及促進をすすめ

ているのか。 

２ 新型コロナウイルス感染症対策について 

（１）事業所支援給付金に関して 
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  ①事業者への支援給付金として、鹿児島県事業継続緊急支援金や新型コロナウイ

ルス感染症対策時短要請協力金、奄美市タクシー等緊急支援金の交付がすすめら

れているが、この制度に該当しない事業者へ対し第２弾の事業所支援給付金の実

施ができないか。 

（２）ＰＣＲ検査の拡充に関して 

  ①医療や介護現場で働いている職員が安心して仕事に従事できる環境をつくるた

めに、職員の定期的なＰＣＲ検査ができる体制は構築できないのか。 

３ 教育問題について 

（１）ＧＩＧＡスクール構想に関して 

  ①「誰一人取り残すことのない、個別最適化された学びの実現に向け」をうたい

文句にはじまったＧＩＧＡスクール構想。現在の準備状況と今後の計画は。 

（２）子どもの視力低下に関して 

  ①文部科学省が 2019年 12月に発表した「学校保健統計調査」によると、視力が

1.0 に満たない近視の子どもの割合は、小学生で約 35％、中学生で約 58％、高

校生にいたっては約 68％となっています。ＧＩＧＡスクールの導入による影響

と対応は。 

４ 環境問題について 

（１）有限会社中部採石への岩石の採取認可に関して 

  ①有限会社中部採石（代表取締役 國馬英雄）が令和 2年 7月 27日付け鹿児島県

に申請した岩石の採取計画について、令和 3年 1月 21日付け認可が下りている。

鹿児島県の今回の対応についてどのように受け止めているか。 

（２）市湾沿岸に堆積している土砂の撤去に関して 

  ①住用町市湾の沿岸に堆積している土砂の撤去は、海岸の環境保全の観点からも

行政での対応が必要と考えるが、今後の対応は。 

 

３月９日（火） 

◎無所属 奥 晃郎 

１ 集落等の活性化に向けての対策について 

（１）人口減少の現状、対策について 

（２）自治会及び集落の会計状況について 

（３）集落の活性化に取り組む対策としてふるさと納税を活用することはできないか 

（４）集落等にある墓地の管理について 

２ コロナ感染症対策予算について 

（１）奄美市独自の支援 

  ①種類毎の予算額に対する執行率及び現在の残額 

  ②残額の使用計画について 
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  ①事業者への支援給付金として、鹿児島県事業継続緊急支援金や新型コロナウイ

ルス感染症対策時短要請協力金、奄美市タクシー等緊急支援金の交付がすすめら

れているが、この制度に該当しない事業者へ対し第２弾の事業所支援給付金の実

施ができないか。 

（２）ＰＣＲ検査の拡充に関して 

  ①医療や介護現場で働いている職員が安心して仕事に従事できる環境をつくるた

めに、職員の定期的なＰＣＲ検査ができる体制は構築できないのか。 

３ 教育問題について 

（１）ＧＩＧＡスクール構想に関して 

  ①「誰一人取り残すことのない、個別最適化された学びの実現に向け」をうたい

文句にはじまったＧＩＧＡスクール構想。現在の準備状況と今後の計画は。 

（２）子どもの視力低下に関して 

  ①文部科学省が 2019年 12月に発表した「学校保健統計調査」によると、視力が

1.0 に満たない近視の子どもの割合は、小学生で約 35％、中学生で約 58％、高

校生にいたっては約 68％となっています。ＧＩＧＡスクールの導入による影響

と対応は。 

４ 環境問題について 

（１）有限会社中部採石への岩石の採取認可に関して 

  ①有限会社中部採石（代表取締役 國馬英雄）が令和 2年 7月 27日付け鹿児島県

に申請した岩石の採取計画について、令和 3年 1月 21日付け認可が下りている。

鹿児島県の今回の対応についてどのように受け止めているか。 

（２）市湾沿岸に堆積している土砂の撤去に関して 

  ①住用町市湾の沿岸に堆積している土砂の撤去は、海岸の環境保全の観点からも

行政での対応が必要と考えるが、今後の対応は。 

 

３月９日（火） 

◎無所属 奥 晃郎 

１ 集落等の活性化に向けての対策について 

（１）人口減少の現状、対策について 

（２）自治会及び集落の会計状況について 

（３）集落の活性化に取り組む対策としてふるさと納税を活用することはできないか 

（４）集落等にある墓地の管理について 

２ コロナ感染症対策予算について 

（１）奄美市独自の支援 

  ①種類毎の予算額に対する執行率及び現在の残額 

  ②残額の使用計画について 

３ 奄美市内の児童・生徒の学力水準について 

（１）奄美市内の児童・生徒の学力について 

  ①鹿児島県内の水準について 

  ②分析及び学力向上施策について 

４ 奄美市における自衛隊について 

（１）陸上自衛隊に対する要望等 

  ①新配備予定の電子部隊について 

（２）航空自衛隊に対する要望等 

  ①笠利地区にある基地の現状について 

５ 職員の接遇について 

（１）本所と支所の連携について 

    

◎日本共産党 﨑田 信正 

１ 教育行政について 

（１）国会(国政)でうそ、隠蔽、改ざんなどという言葉が日常化していることは、教

育上大問題だと思うが見解は。 

（２）就学援助制度の完全実施を 

（３）少人数学級が子どもたちの教育上有効だと思うが見解は 

２ 社会保障、福祉政策について 

（１）国民健康保険制度について 

  ①累積赤字を解消したが、「近い将来、財源不足に陥る可能性も拭えない」と指摘

したとあるが、その真意は。 

  ②国保会計での基金積み立ての目標額はあるのか。 

（２）後期高齢者医療保険制度について 

 ①年収 200万円以上の者の医療費一部負担金が、2022年度後半までに 2割に引き

上げられるがその影響はどうなるのか 

（３）第 8期介護保険事業計画について 

  ①保険料所得区分の多段階化の目的は 

  ②保険料引き下げの実現を 

  ③利用料の負担軽減を 

（４）生活保護について 

  ①扶養照会について 

  ②生活保護基準の減額は違法とした判決の見解は 

３ 環境問題について 

（１）戸玉地域の採石問題での住民と業者の話し合いはどうなったか。 

４ 住宅政策について 
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（１）入居されている方の意見・要望の聞き取りは出来たのか。 

５ ジェンダー平等について 

（１）奄美市の現状と対策は 

６ 奄美和光園の将来構想について 

（１）現状とこれからの取り組みについて 

 

◎チャレンジ奄美 安田 壮平 

１ 新型コロナからの回復・再生 

（１）これからの時代の地域経営について 

①経済の立て直しに向けて、何を産業の柱と据え、どのような道筋を描いている

か。 

②デジタル化や情報通信技術（ＩＣＴ）活用の重要度は高まっていくが、ＩＣＴ

を活用した既存産業の振興をどのように図っていくか。 

③ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の活用や達成に向けて、どのような展開を考

えているか。 

（２）店舗等における感染防止の徹底について 

①「感染防止対策店舗支援事業」の利用状況は。 

②飲食店への戸別訪問による対策強化の現状は。 

（３）水際対策の徹底について 

①奄美空港や名瀬港等における実施状況は。 

②発熱者等に対しＰＣＲ検査につなげる仕組みの構築は。 

（４）今年度実施の商品券発行事業について 

①事業別の登録店舗数・利用率は。 

②事業別の利用数上位 10店舗における利用状況は。 

③新規の「感染防止対策宣言店舗等応援事業」について、登録店舗数を増やすた

めの取組は。 

④今後、希望者に対して電子マネーで発行することについての見解は。 

（５）レンタカー事業者への支援について 

①昨年の入込客数の状況は。 

②観光産業の中で、行政からの支援策に特に乏しいと見えるレンタカー事業者へ

の支援は考えられないか。 

（６）財政調整基金の活用について 

①今年度の基金繰入額と残高の状況は。 

②今後の活用についての考え方は。 

（７）「新型コロナ対策官民連携協議会」について 

①今年度の活動状況は。 
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（１）入居されている方の意見・要望の聞き取りは出来たのか。 

５ ジェンダー平等について 

（１）奄美市の現状と対策は 

６ 奄美和光園の将来構想について 

（１）現状とこれからの取り組みについて 

 

◎チャレンジ奄美 安田 壮平 

１ 新型コロナからの回復・再生 

（１）これからの時代の地域経営について 

①経済の立て直しに向けて、何を産業の柱と据え、どのような道筋を描いている

か。 

②デジタル化や情報通信技術（ＩＣＴ）活用の重要度は高まっていくが、ＩＣＴ

を活用した既存産業の振興をどのように図っていくか。 

③ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の活用や達成に向けて、どのような展開を考

えているか。 

（２）店舗等における感染防止の徹底について 

①「感染防止対策店舗支援事業」の利用状況は。 

②飲食店への戸別訪問による対策強化の現状は。 

（３）水際対策の徹底について 

①奄美空港や名瀬港等における実施状況は。 

②発熱者等に対しＰＣＲ検査につなげる仕組みの構築は。 

（４）今年度実施の商品券発行事業について 

①事業別の登録店舗数・利用率は。 

②事業別の利用数上位 10店舗における利用状況は。 

③新規の「感染防止対策宣言店舗等応援事業」について、登録店舗数を増やすた

めの取組は。 

④今後、希望者に対して電子マネーで発行することについての見解は。 

（５）レンタカー事業者への支援について 

①昨年の入込客数の状況は。 

②観光産業の中で、行政からの支援策に特に乏しいと見えるレンタカー事業者へ

の支援は考えられないか。 

（６）財政調整基金の活用について 

①今年度の基金繰入額と残高の状況は。 

②今後の活用についての考え方は。 

（７）「新型コロナ対策官民連携協議会」について 

①今年度の活動状況は。 

②今後、世界自然遺産登録をみすえた協議会として運用していくことはできない

か。 

     

◎自民党奄美 松山 さおり 

１ 特定健診、がん検診について 

（１）特定健診について 

①現在の年齢別の受診率を伺う 

②市民への広報、周知について伺う 

（２）がん検診について 

①がん検診の実施状況について 

②がん検診の項目ごとの受診率について伺う 

③乳がん検診の対象年齢、受診間隔の見直しができないか伺う 

④ウィッグ助成金について 

２ 市営住宅について 

（１）笠利地区の市営住宅の現在の入居状況について 

①家族世帯・単身用住宅の現状について伺う 

②期間限定での入居が可能か伺う 

３ コロナ禍の支援施策について 

（１）事業所支援給付金について 

①対象事業者数について伺う 

②幅広い活用ができないのか伺う 

（２）ひとり親世帯臨時特別給付金について 

①支給対象者の実績について伺う 

（３）島外学生応援支援金について 

４ 世界自然遺産登録について 

（１）海浜周辺の漂着ごみについて 

①現況について伺う 

②どのような施策がなされているのか伺う 

 

◎社会民主党 関 誠之 

１ 市長の政治姿勢について 

（１）令和 3年度・奄美市一般会計予算と施政方針について 

（２）奄美市総合計画の策定見送りについて 

（３）令和 2年度予算における新型コロナウイルス感染対策事業の成果と今後の追加

支援策事業について 

２ 行財政改革について 
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（１）奄美市の働き方改革における RPA導入の現状と今後の計画、その課題について 

（２）行政手続きにおける脱ハンコ（押印廃止）について 

３ その他の施政について 

（１）大学設立可能性調査における共同キャンパスの取組みについて 

（２）世界自然遺産登録の現況とビジターセンターの建設について 
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（１）奄美市の働き方改革における RPA導入の現状と今後の計画、その課題について 

（２）行政手続きにおける脱ハンコ（押印廃止）について 

３ その他の施政について 

（１）大学設立可能性調査における共同キャンパスの取組みについて 

（２）世界自然遺産登録の現況とビジターセンターの建設について 



2月17日（1日目）

○  出席議員は，次のとおりである。

1 番 正 野 卓 矢 君 2 番 弓 削 洋 平 君

3 番 永 田 清 裕 君 4 番 奥 晃 郎 君

5 番 荒 田 幸 司 君 6 番 﨑 田 信 正 君

7 番 安 田 壮 平 君 8 番 橋 口 耕 太 郎 君
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11 番 松 山 さ お り 君 12 番 林 山 克 巳 君

13 番 西 公 郎 君 14 番 関 誠 之 君

15 番 奥 輝 人 君 16 番 川 口 幸 義 君
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議長（与 勝広君） おはようございます。ただいまの出席議員は２０人であります。会議は成立いたし

ました。 

 これから，令和３年第１回奄美市議会定例会を開会いたします。（午前９時３０分） 

 直ちに本日の会議を開きます。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程に入ります前に，諸般の報告をいたします。 

 去る第４回定例会において可決されました不妊治療への保険適用拡大を求める意見書の提出につきま

しては，内閣総理大臣はじめ，関係方面に提出いたしましたので，御了承願います。 

 また，同定例会で議員派遣として可決されました鹿児島県市議会議員研修会及び議会報告会につきま

しては，新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となりましたので，御報告いたします。 

 次に，令和３年１月２２日付けで多田義一議員から議会運営委員会委員の辞任についての申し出があ

り，委員会条例第１４条の規定により，同日付けで許可いたしましたので，御報告いたします。 

 また，市長から地方自治法第１８０条第２項の規定に基づき，専決処分２件の報告がありました。そ

の内容は，お手元に配付いたした文書のとおりであります。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程に入ります。日程第１，会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員に，正野卓矢君，橋口耕太郎君，川口幸義君の３人を指名いたします。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程第２，会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期を，お手元に配付いたしました議事日程表のとおり，本日から３月２５日までの３７

日間とすることに御異議はありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，本定例会の会期は，本日から３月２５日までの３７日間とすることに決定いたしました。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程第３，報告第１号 専決第３号 令和２年度奄美市一般会計補正予算（第１１

号）について専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。 

 市長に提案理由の説明を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） おはようございます。ただいま上程されました報告第１号の専決につきまして，提

案理由を御説明申し上げます。 

 報告第１号 令和２年度奄美市一般会計補正予算（第１１号）の専決につきまして，主な内容を御説

明いたします。 

 新型コロナ緊急対策事業の第５弾として，２月８日に専決処分いたしました予算につきまして，歳出

の主な内容を申し上げます。 

 総務費の総務管理費におきまして，新型コロナワクチン接種体制構築に要する経費等を計上いたして

おります。また，事業所支援といたしまして，感染防止対策を行う登録店舗を対象としたプレミアム付

商品券発行事業やタクシー事業者等への緊急支援に要する経費を新たに計上いたしております。 

 次に，歳入の主な内容について申し上げます。 

 国庫支出金におきまして，ワクチン接種体制構築に要する財源といたしまして４，４２３万１，００

０円を計上いたしております。 

 以上が主な内容でありますが，今回の補正で４，４２３万１，０００円を追加することにより，令和

２年度奄美市一般会計予算の総額は４１０億８，１００万８，０００円となります。 

－ 21 －



 

- 21 - 

 

議長（与 勝広君） おはようございます。ただいまの出席議員は２０人であります。会議は成立いたし

ました。 

 これから，令和３年第１回奄美市議会定例会を開会いたします。（午前９時３０分） 

 直ちに本日の会議を開きます。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程に入ります前に，諸般の報告をいたします。 

 去る第４回定例会において可決されました不妊治療への保険適用拡大を求める意見書の提出につきま

しては，内閣総理大臣はじめ，関係方面に提出いたしましたので，御了承願います。 

 また，同定例会で議員派遣として可決されました鹿児島県市議会議員研修会及び議会報告会につきま

しては，新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となりましたので，御報告いたします。 

 次に，令和３年１月２２日付けで多田義一議員から議会運営委員会委員の辞任についての申し出があ

り，委員会条例第１４条の規定により，同日付けで許可いたしましたので，御報告いたします。 

 また，市長から地方自治法第１８０条第２項の規定に基づき，専決処分２件の報告がありました。そ

の内容は，お手元に配付いたした文書のとおりであります。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程に入ります。日程第１，会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員に，正野卓矢君，橋口耕太郎君，川口幸義君の３人を指名いたします。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程第２，会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期を，お手元に配付いたしました議事日程表のとおり，本日から３月２５日までの３７

日間とすることに御異議はありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，本定例会の会期は，本日から３月２５日までの３７日間とすることに決定いたしました。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程第３，報告第１号 専決第３号 令和２年度奄美市一般会計補正予算（第１１

号）について専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。 

 市長に提案理由の説明を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） おはようございます。ただいま上程されました報告第１号の専決につきまして，提

案理由を御説明申し上げます。 

 報告第１号 令和２年度奄美市一般会計補正予算（第１１号）の専決につきまして，主な内容を御説

明いたします。 

 新型コロナ緊急対策事業の第５弾として，２月８日に専決処分いたしました予算につきまして，歳出

の主な内容を申し上げます。 

 総務費の総務管理費におきまして，新型コロナワクチン接種体制構築に要する経費等を計上いたして

おります。また，事業所支援といたしまして，感染防止対策を行う登録店舗を対象としたプレミアム付

商品券発行事業やタクシー事業者等への緊急支援に要する経費を新たに計上いたしております。 

 次に，歳入の主な内容について申し上げます。 

 国庫支出金におきまして，ワクチン接種体制構築に要する財源といたしまして４，４２３万１，００

０円を計上いたしております。 

 以上が主な内容でありますが，今回の補正で４，４２３万１，０００円を追加することにより，令和

２年度奄美市一般会計予算の総額は４１０億８，１００万８，０００円となります。 
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 以上，報告第１号の提案理由を申し上げましたが，議会を招集する時間的余裕がないことが明らかで

ございましたので，地方自治法第１７９条第１項の規定により専決をいたし，同条第３項の規定により

報告を行い，承認をお願いする次第でございます。 

 何とぞ御審議の上，御承認くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

 

議長（与 勝広君） ただいまの報告に対する質疑に入ります。 

 なお，専決に対する質疑でありますので，所見等は述べないようお願いいたします。 

 通告がありましたので，社会民主党 関 誠之君の発言を許可いたします。 

 

１４番（関 誠之君） 市民の皆さん，議場の皆さん，おはようございます。ただいま上程のありました

報告１号，令和２年度奄美市一般会計補正予算（第１１号）について，質疑をさせていただきます。 

 （１）８ページの２款１項新型コロナ感染症緊急対策事業について，①１節報酬１３３万円の会計年

度任用職員，一般事務補助が５６万６，０００円，看護師７６万４，０００円の内訳と雇用状況，それ

に保健福祉部内に設置されるワクチン接種推進室の体制整備状況について，お示しをいただきたいと思

います。 

 ②７節報償費２５２万円の内訳と１２節委託料２，０９８万円の接種業務は，どこに委託をし，どの

ような形での接種になるのか，お示しいただきたいと思います。 

 ３番目は，１０節需用費の医療材料費２００万円の内訳をお示しいただきたいと思います。 

 四つ目，④１２節委託料８，３１３万円のワクチン接種予防システム業務の具体的説明と，住民に対

する接種の意思確認，接種の案内のあり方についてお答えをいただきたいと思います。 

 ⑤１２節委託料９０万円のデータプリントサービスプログラム作成業務の委託先とその内容につい

て，お示しをいただきたいと思います。 

 ⑥１８節負担金の感染防止対策宣言店等，プレミアム付商品券事業負担金２，５００万円について御

説明をいただきたいと思います。 

 ⑦９ページ，１８節の事業所支援金減額５，５８０万円，学生応援資金減額の７００万円となってお

りますけれども，その減額理由と各事業の実績について，お答えをいただきたいと思います。 

 ⑧新型コロナＰＣＲ検査助成金２，０００万円の事業内容と，事業創設以前の事例も対象と聞いてお

りますけれども，対象者は何名で，申請のあり方について，特に人権を大事にしていかなければならな

いという視点から，申請のあり方についてお答えをいただきたいと思います。 

 ⑨タクシー事業等緊急支援金について，１業種当たり５万円，１台当たり５万円とした根拠と，県に

よる事業継続支援金との関連を，どのように議論がなされたのか，お答えをいただきたいと思います。 

 ⑩新規サービス展開促進支援金対象者の資格事項と費用の助成金額は，どのような根拠に基づき決定

をしたのか，お答えをいただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 

 

健康増進課長（徳永明子君） おはようございます。健康増進課から御質問にお答えいたします。 

 １の（１）の①１節報酬１３３万円の会計年度任用職員一般事務補助５６万６，０００円，看護師７

６万４，０００円の内訳と雇用状況及びワクチン接種推進室の体制整備状況についてお答えいたしま

す。 

 まず，１節報酬費１３３万円の会計年度任用職員についてお答えいたします。一般事務補助職員につ

きましては，３月に開設を予定しておりますコールセンター業務に従事していただく２名に係る費用と

なっております。業務内容は，ワクチン接種に係る相談業務及び予約受付業務となっております。看護

師につきましては，ワクチン接種を安全かつ円滑に実施するために，決められた管理方法でのワクチン

－ 22 －
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管理や接種後の健康観察など，接種会場においてしっかりと責任を持って対応する固定した看護師が必

要であり，そのための看護師２名に係る経費を計上しております。 

 なお，雇用の状況につきましては，現在，募集を行っているところでございます。 

 次に，ワクチン接種推進室につきましては，庁内で横断的な協力の下，人員の確保が図られ，職員５

名と先ほどの会計年度任用職員，看護師２名の合計７名体制で接種業務を進めてまいります。 

 次に，②７節報償費２５２万円の内訳と，１２節委託料２，０９８万円の接種業務はどこに委託し，

どのような形での接種になるのか。また関連して，１３節使用料及び賃借料２１９万円についてお答え

いたします。 

 現在想定しているワクチンの接種体制としましては，まず，集団接種を一定期間行った上で，その

後，医療機関における個別接種を考えております。今回計上しました報償費につきましては，集団接種

会場における看護師に係る報償費となっています。受付，問診，接種，健康観察という流れを二つのレ

ーンで行う予定としており，ワクチンの希釈や接種準備，医師が行う問診の事前確認等について，１日

７名の看護師を雇用するための費用となっています。 

 １２節委託料につきましては，集団接種会場における問診や接種などの業務について，医師の確保に

係る内容となっており，現時点では大島郡医師会と協議を進めております。 

 １３節使用料及び賃借料の中の自動車借上料１２８万円は，集団接種会場までの医師の交通費，バス

借上料４１万円につきましては，集団検診会場までの移送手段として，高齢者の送迎用のバス借上げに

係る費用でございます。 

 会場使用料５０万円につきましては，集団接種会場として予定しております奄美市文化センターの借

用に係る費用となります。 

 次に，③１０節需用費の医薬材料費２００万円についてお答えいたします。 

 １０節需用費の医薬材料費につきましては，国から予防接種の実施に関する手引きが示されておりま

す。その中で，集団で行う場合の必要物品として，接種を受けた方がアナフィラキシーショック等の副

反応が見られた際に，救急対応ができるよう必要物品が示されており，具体的な物品としましては，血

管確保のための輸液セットや，ショック等に対応する薬剤，呼吸を確保するための医療器材等に係る経

費となっております。 

 次に，④１２節委託料８３１万３，０００円のワクチン接種予約システム業務の具体的説明と，住民

に対する接種の意思確認，接種案内のあり方についてお答えいたします。 

 ワクチン接種については，個別の案内を行った後，希望者については予約を行っていただくこととし

ております。予約の方法は，コールセンターへの電話予約とスマートフォンの機能を使った予約方法の

２種類を検討しており，今回計上しました費用は，接種券に同封するチラシにＱＲコードを印刷し，そ

れを読み取って予約ができるシステムとなっています。 

 住民に対する意思確認につきましては，接種を希望するかどうかについては，それぞれ御自分で判断

をしていただくことになりますが，その判断ができるためには，まず，ワクチン接種に関する正しい情

報の提供が重要だと考えています。今後，国や製薬会社から出される情報をはじめとして，市としての

接種体制や接種までの流れなどについても，分かりやすく情報を提供してまいりたいと考えています。 

 続きまして，⑤１２節委託料９０万円のデータプリントサービスプログラム作成業務の委託先と，そ

の内容についてお答えいたします。 

 委託料９０万円につきましては，新型コロナウイルスワクチン接種に係る予診票作成でございます。

委託先につきましては，ワクチン無料接種券などの一連の通知作業を受注している熊本県のトッパン・

フォームズを予定いたしております。 

 最後に⑧番です。新型コロナＰＣＲ検査費用助成金２００万円の事業内容と，対象者及び申請のあり

方についてお答えいたします。 

 新型コロナＰＣＲ検査助成金２００万円につきましては，事業内容としまして，保健所やかかりつけ

－ 23 －
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管理や接種後の健康観察など，接種会場においてしっかりと責任を持って対応する固定した看護師が必

要であり，そのための看護師２名に係る経費を計上しております。 

 なお，雇用の状況につきましては，現在，募集を行っているところでございます。 

 次に，ワクチン接種推進室につきましては，庁内で横断的な協力の下，人員の確保が図られ，職員５

名と先ほどの会計年度任用職員，看護師２名の合計７名体制で接種業務を進めてまいります。 

 次に，②７節報償費２５２万円の内訳と，１２節委託料２，０９８万円の接種業務はどこに委託し，

どのような形での接種になるのか。また関連して，１３節使用料及び賃借料２１９万円についてお答え

いたします。 

 現在想定しているワクチンの接種体制としましては，まず，集団接種を一定期間行った上で，その

後，医療機関における個別接種を考えております。今回計上しました報償費につきましては，集団接種

会場における看護師に係る報償費となっています。受付，問診，接種，健康観察という流れを二つのレ

ーンで行う予定としており，ワクチンの希釈や接種準備，医師が行う問診の事前確認等について，１日

７名の看護師を雇用するための費用となっています。 

 １２節委託料につきましては，集団接種会場における問診や接種などの業務について，医師の確保に

係る内容となっており，現時点では大島郡医師会と協議を進めております。 

 １３節使用料及び賃借料の中の自動車借上料１２８万円は，集団接種会場までの医師の交通費，バス

借上料４１万円につきましては，集団検診会場までの移送手段として，高齢者の送迎用のバス借上げに

係る費用でございます。 

 会場使用料５０万円につきましては，集団接種会場として予定しております奄美市文化センターの借

用に係る費用となります。 

 次に，③１０節需用費の医薬材料費２００万円についてお答えいたします。 

 １０節需用費の医薬材料費につきましては，国から予防接種の実施に関する手引きが示されておりま

す。その中で，集団で行う場合の必要物品として，接種を受けた方がアナフィラキシーショック等の副

反応が見られた際に，救急対応ができるよう必要物品が示されており，具体的な物品としましては，血

管確保のための輸液セットや，ショック等に対応する薬剤，呼吸を確保するための医療器材等に係る経

費となっております。 

 次に，④１２節委託料８３１万３，０００円のワクチン接種予約システム業務の具体的説明と，住民

に対する接種の意思確認，接種案内のあり方についてお答えいたします。 

 ワクチン接種については，個別の案内を行った後，希望者については予約を行っていただくこととし

ております。予約の方法は，コールセンターへの電話予約とスマートフォンの機能を使った予約方法の

２種類を検討しており，今回計上しました費用は，接種券に同封するチラシにＱＲコードを印刷し，そ

れを読み取って予約ができるシステムとなっています。 

 住民に対する意思確認につきましては，接種を希望するかどうかについては，それぞれ御自分で判断

をしていただくことになりますが，その判断ができるためには，まず，ワクチン接種に関する正しい情

報の提供が重要だと考えています。今後，国や製薬会社から出される情報をはじめとして，市としての

接種体制や接種までの流れなどについても，分かりやすく情報を提供してまいりたいと考えています。 

 続きまして，⑤１２節委託料９０万円のデータプリントサービスプログラム作成業務の委託先と，そ

の内容についてお答えいたします。 

 委託料９０万円につきましては，新型コロナウイルスワクチン接種に係る予診票作成でございます。

委託先につきましては，ワクチン無料接種券などの一連の通知作業を受注している熊本県のトッパン・

フォームズを予定いたしております。 

 最後に⑧番です。新型コロナＰＣＲ検査費用助成金２００万円の事業内容と，対象者及び申請のあり

方についてお答えいたします。 

 新型コロナＰＣＲ検査助成金２００万円につきましては，事業内容としまして，保健所やかかりつけ
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医においてＰＣＲ検査が必要とされた方に対し，検査に係る初診料や医学管理料等の自己負担分を助成

し，負担を軽減することで新型コロナ感染症に感染した方の早期発見と，感染拡大防止を図るもので

す。 

 対象者につきましては，正確な人数は把握できておりませんが，年末から１月にかけて感染者が急増

した際，また，店舗名を公表しての呼びかけもあり，１００人以上の方がＰＣＲ検査を受けていただい

たことが分かっています。申請方法につきましては，広報紙や新聞，ホームページを活用して，広く制

度の周知を行う予定としており，今後については保健所からの情報提供もお願いしていく予定です。 

 また，申請を行うにあたっては，直接窓口での申請に加え，プライバシーの配慮の観点から，関係書

類をそろえた上で，郵送による申請も受け付けることとしております。健康増進課から以上となりま

す。 

 

商工情報課長（向井 渉君） おはようございます。それでは，私のほうから１，（１）⑥，⑦の1，

⑨，⑩について答弁させていただきます。 

 まずはじめに，感染防止対策宣言等プレミアム商品券についてでございます。本事業につきまして

は，感染防止対策宣言店で使えるプレミアム付商品券を発行することにより，新型コロナの感染防止を

徹底する意識を高めるとともに，奄美市における消費行動を刺激し，中小小売店等の振興と地域経済の

活性化を図ることを目的としております。 

 商品券は，１冊５００円の１０枚綴りとなっており，この１冊５，０００円分の商品券を３，０００

円で１万冊を奄美市限定で販売いたします。プレミアム率は６６パーセントで，１人２冊までを購入限

度額としております。販売方法につきましては，昨年のほーらしゃ券での御意見等も踏まえ，事前申し

込み制とし，応募者多数の場合は抽選としております。申し込みにつきましては，スマホやインターネ

ット，所定の用紙，はがきなどによる申し込みを予定しております。 

 本事業の対象店舗については，感染防止対策宣言店舗で，ほーらしゃ券と同様に，市内に本社，本店

を置く事業所で，加盟店登録を行った店舗での利用を可能とし，ポスターやステッカーなどで周知を図

ってまいります。また，今回の商品券につきましては，新型コロナの感染防止対策に積極的に取り組む
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万円，三つ目に新規サービス展開促進事業２，１００万円の３事業に組み替えて活用することによる減

額となっております。 

 次に，事業所支援給付金の実績についてお答えします。本年１月３１日で本給付金の支援金の申請期

間も終了しており，２２５件６，６６４万９，０００円の支給を行いました。執行率は２３パーセント

の実績となっております。なお，執行残額につきましては，今回繰越明許費として計上し，新年度にお

いて今後のコロナの状況や国・県の動向などを注視しながら，必要な対策を検討してまいりたいと考え

ております。 
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 続きまして，タクシー事業者緊急支援についてでございます。本事業の支援金額は，御承知のように

事業者割と車両数割の合計額としております。事業者割の５万円，車両数割としての１台当たり５万円

につきましては，県の最低賃金を積算の基準額とし，１人１日８時間当たりの賃金を算出後，賃金の２

分の１の額を支援することとし，その額に営業時間短縮要請の期間である１４日を乗じ，１，０００円

未満の端数を切り上げて算出をいたしました。 

 次に，県による事業所継続支援金との関連についてでございますが，本事業の実施に当たり，事前に

霧島市が同様の事業を実施することについて把握はしておりましたが，県の事業所継続支援金の拡充に

つきましては，公表時に確認をした次第でございます。本事業につきましては，県による市内の飲食店

を対象に，営業時間の短縮を要請したことに伴い，利用客の減少などにより大きな影響を受けるタクシ

ー及び代行運転事業者に対し，事業の継続と雇用の安定を図るために緊急的に支給する支援金でござい

ます。 

 県の事業所継続緊急支援事業につきましても，新型コロナの状況が刻一刻と変化をする中で，対象事

業者の拡充や上限額の引き上げをスピード感を持って対応されたものと考えておりますが，事業の詳細

は検討中であり，まだ公表されてない状況であります。本市といたしましては，支援金の趣旨に鑑み，

県の支援金の有無に関わらず，令和３年１月２５日時点において市内で対象事業を営んでおり，今後も

事業を継続する意思があることや，新型コロナの感染症防止対策を遵守しているなどの支給要件を満た

す事業者に対し，支援金の支給をいたします。なお，本緊急支援金については，２月８日の専決日より

事業を実施しており，２月１６日現在でタクシー事業者３件の３６０万円，代行事業者７件の７５万円

の合計４３５万円の支援金の交付決定を既に行っているところでございます。 

 最後に，新規サービス展開促進支援金の対象者と資格事項についての質問です。本事業につきまして

は，外出自粛や営業時間短縮要請などによる新型コロナの影響が見通せない中で，事業者等が事業継続

ために販路開拓などの新たなサービスに取り組む費用を補助する事業でございます。 

 補助の対象者は，市内に店舗を有する法人または個人とし，対面で接客する機会の多い飲食店や小売

店を対象としております。補助対象事業といたしまして，一つ目にデリバリー・テイクアウト事業，二

つ目にキャッシュレス決済導入事業，三つ目に通信販売事業に新たに取り組む際の費用を対象とし，補

助金額につきましては３事業とも補助率１０分の１０で，２０万円を上限額としております。 

 本事業につきましては，県の同様の事業を参考に，多数の事業者の活用を促進するため，通信販売事

業を追加するほか，補助金額においては対象事業の補助率や金額を一部拡充する形で定めさせていただ

きました。 

 先日の全員協議会では，対象者を令和３年１月１日以降に事業を実施しているものと説明いたしまし

たが，その後に要望などもあり，要綱もまだ策定中であるため修正をいたしました。補助対象期間につ

きましては，県の事業が既に終了していることから，市としてその後の事業者の取組を支援するため，

デリバリー・テイクアウト事業につきましては，令和２年８月１日から令和３年６月３０日までに開始

または開始予定であること。キャッシュレス決済事業及び通信販売事業につきましては，令和２年１１

月１日から今年の６月３０日の期間に開始または開始予定であることとしており，申請期間は令和３年

３月１日から令和３年７月３１日を予定しております。 

 先ほども申し上げましたが，現在，要綱を作成中であり，決定次第，ホームページや広報紙等にて周

知を図ってまいりたいと考えておりますので，御理解をよろしくお願いいたします。 

 

教育委員会総務課長（徳永恵三君） おはようございます。それでは，１，（１）の⑦にあります学生応

援支援金７００万円の減額理由と事業実績についてお答えいたします。 

 島外で頑張る学生応援事業につきましては，当初，対象人数を１，４００名としまして１人当たり３

万円の支援を行うこととしております。対象人数の試算につきましては，県の学校基本統計に基づき，

過去４年間の奄美市における大学や専修学校等の進学状況と合わせて，市教委で把握している過去３年
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間の中学校卒業後の島外への高校進学状況から試算しております。 

 周知方法については，市内居住の保護者へ向けての情報発信や，島外の学生についてはＳＮＳ等を活

用し，積極的に周知を行ってまいりました。昨日の１６日現在の実績で７６２件，率にして５４パーセ

ント約２，３００万円の申請受付となっております。３月５日が締め切りとなっておりますが，今後，

申請者が１，０００名は超えないことが予想されることから，７００万円の減額を行うことといたしま

した。 

 この事業は，積極的な周知が鍵だと考えております。来月の３月５日が締め切りとなっております

が，積極的に周知を行い，支援金の活用が図られるよう取り組んでまいりたいと考えております。教委

総務課からは以上です。 

 

議長（与 勝広君） 答弁漏れはありませんね。 

 

１４番（関 誠之君） 答弁ありがとうございました。いくつか再質疑をさせていただきたいと思いま

す。大体これから先のワクチン接種等のことが分かってまいりましたけれども，今回のワクチン接種業

務といいますか，本当に年度末の中，住民全員を対象とする経験のしたことのない一大プロジェクトと

いいますか，そういったことで実施に当たって一番大切なのは，職員の士気や心身の健康，さらには公

共サービスの質や提供体制を守りながら，万全の体制で対応する必要があるという視点で再質問させて

いただきますけれども，まず，ワクチン推進室の職員や会計年度任用職員の勤務，健康管理について十

分な配慮が必要だと考えますけれども，例えば，時間外などなった場合の関連する予算措置は必要ない

のかどうかというのが1点。 

 二つ目は，先ほどの答弁でやられましたけれども，個別接種はできないのかなあという質問を考えて

おりましたけれども，団体，いわゆる集団接種を一定期間やったその後に，この個別の接種があるとい

うことですので，この２番目はいいといたしたいと思います。 

 ３番目に，ワクチンの接種手続などに関する相談に対応できる市のコールセンターの設置をという質

問を考えておりましたけども，先ほどの答弁では市のほうもコールセンター設置をしていくということ

ですから，それについてもう少し予算が，コールセンター設置ということで充実をしていかなければな

らないのかなと思いますが，この辺の予算措置についてのことを御答弁いただきたいと思います。 

 あと，登録店舗の関係でありますけど，プレミアム商品券の登録店舗の選定と公募抽選では，事業実

施の迅速性に問題が出てくるのではないかというふうに考えられますが，先ほど，日程を示して４月に

は大丈夫だということでありましたけど，この件についてさらに見解があればお示しをいただきたいと

思います。 

 それと，登録店舗限定ということで説明を受けたんでありますけれども，前回のプレミアム商品券の

登録店舗は対象になるのかや，新たにこういった感染防止をする登録店舗がその対象なのか，その辺を

はっきりしていただいて，店舗が限定されますと，消費者にとっては使い勝手が悪くなるということも

考えられますので，それに対する見解をお聞かせいただきたいと思います。 

 一つは，私はＰＣＲの行政検査，それはもう全くの国が全額見るというふうに思っておりましたけれ

ども，それを補助するということでありますから，自己負担があるということですよね。その辺のちょ

っと内訳的なものを含めてお答えいただければと思います。以上です。よろしくお願いします。 

 

議長（与 勝広君） 答弁お願いします。 

 

健康増進課長（徳永明子君） お答えいたします。まず最初の御質問，時間外手当等の予算は計上する必

要がないのかというお尋ねですけれども，新型コロナウイルスワクチンの接種業務については，議員御

案内のとおり，これまで経験したことのない業務でございます。現在，年度末を迎える中ではありまし
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たけれども，ワクチン接種推進室の職員については，全庁的・横断的に５名の人員確保が図られたとこ

ろでございます。このワクチンの接種につきましては，国から未だ示されていない部分もありますが，

まずはワクチン接種推進室の職員で業務を進めてまいりたいと存じます。 

 なお，今後予想を超える業務量等が想定される場合には，改めて全庁的な協力体制で業務を進めてま

いります。その中で，時間外業務が発生した場合は，健康面への十分な配慮を行いながら，柔軟な対応

を，現予算内での柔軟な対応を行ってまいりたいと考えております。 

 次に，市のコールセンターについてお答えいたします。ワクチン接種に関する相談体制の確保につき

ましては，先ほど御説明いたしましたように，３月をめどにコールセンターの開設を予定しておりまし

て，そのための報酬等について，今回予算措置を行ったところです。コールセンターにつきましては，

県も設置予定ですけれども，役割として市においてはどこで接種できるのか，予約方法はどうするのか

などの身近な質問に対応することとなっております。今後，さらに相談体制の充実が必要な際には，予

算確保を検討してまいりたいと思っているところです。 

 次に，ＰＣＲ検査についてです。ＰＣＲ検査の今回事業化，予算化した予算につきましては，これま

で実は私たちも行政検査として検査を受ける方は，全て無料で受けることができるという認識を持って

おりましたけれども，年末からこちら，かなり多くの方が受けられる中で，受けられた方の声として，

無料だと思って検査を受けましたら自己負担が生じましたということを伺いました。それで，医療機関

に問い合わせましたところ，検査，検体を採取して，送って，判定をするという検査そのものは無料で

行えますが，初診料であったり，それがまた時間外，休日，夜間というようなことがあれば，またさら

に加算がされる。それから，診察の結果を医学管理料としてそのまま検査をしていただくか，さらにこ

の場でほかの検査が必要なのかどうなのかという医者の判定料ですね，そういうことが保険診療として

加算される。３割を自己負担ということを伺いました。感染拡大の観点からは，多くの方が負担なく検

査に応じていただく，御協力をいただくことが非常に重要だと考えましたので，このような制度を今回

計上させていただいたところです。以上になります。 

 

商工情報課長（向井 渉君） それでは，お答えさせていただきます。今回の商品券事業は，感染防止対

策宣言店舗の登録と事前申込制や抽選方式など，新たな取組を行うこととしておりますが，まずは４月

上旬の商品券の販売，利用開始に向け，来週から市民向けに購入申込の受付を開始するとともに，ほー

らしゃ券の加盟全店舗への登録案内を同時並行で進めてまいります。両作業ともにひと月程度の期間を

設けて作業を進めるほか，申し込みから抽選にかけて電子申請を一部導入することで，事務の負担も軽

減される面もあり，スケジュール的にも対応できるものと考えております。 

 次に，ほーらしゃ券の登録店舗は対象となるのかとの質問でございますが，先ほども答弁したよう

に，ほーらしゃ券の対象店舗につきましては，感染防止対策宣言店舗の登録がある店舗につきましては

対象となります。感染防止対策宣言店舗及び本事業への店舗登録もチェックシート方式による申請書の

提出により登録を可能としておりますので，この機会に多くの店舗の登録をお願いしたいと考えており

ます。 

 次に，登録店舗が少ない場合，使い勝手が悪くなるのではないかとの御質問でございます。２月１６

日昨日現在，既に３００店舗が感染防止対策宣言店舗としての登録がされているところでございます。

本市といたしましても，感染防止対策に積極的に取組，市民が安心して買い物や食事などを楽しめる店

舗を，さらに増やしていけるよう，現在実施中の感染防止対策支援事業と組み合わせながら周知してま

いりたいと考えておりますので，御理解をよろしくお願いいたします。 

 

１４番（関 誠之君） はい，ありがとうございました。再々の質疑をさせていただきますが，市民のち

ょっと心配事といいますか，先ほどいわゆる集団接種ということで，奄美文化センターというふうに聞

いておりますけれども，臨時の医療機関とお伺いしますと，期間的に長くそこで接種をするというとき
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たけれども，ワクチン接種推進室の職員については，全庁的・横断的に５名の人員確保が図られたとこ
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には，この臨時の医療機関の届け出をしなければいけないというふうに聞いておりますけれども，そう

いうこともありますけれども，この集団接種が文化センター一つで大丈夫なのかというようなこともあ

りますし，もちろん利便性の問題等もありますが，その辺についてこの臨時の医療機関以外での接種は

できないのかなあという思いがありまして，その辺はどのような体制を取っていくのかということが１

点。 

 ２点目は，大事なことでありますが，先ほどＰＣＲを受けた助成の関係の，いわゆるプライバシーの

問題等々を考えますと，このワクチン接種というのは任意の接種であって，ワクチン接種の有無は偏見

や差別につながらないよう，住民への正しい理解の啓発活動が必要だと，私は考えますけれども，そう

いったことに対する具体的な策が，ちょっとまだ見えておりませんけれども，その辺の具体的なことに

ついて，見解をお聞かせいただきたいと思います。本当に私も新型コロナウイルスワクチンの接種体制

構築についてということで，令和３年１月１５日，厚生労働省健康課予防接種係の各県に指示をしたの

を読ませていただきましたけれども，市町村の段階でほとんど決まってないんですよね。そういう中

で，これだけの体制を整えていただいたということは，非常に尊敬を感謝を申し上げたいと思いますけ

れども，これから先，接種になっていろんなことが出てくると思います。そういう中で，３つ目は国や

県への意見や要望，課題をやったと思いますけれども，その辺があれば最後にそれをお示しいただきた

いと思います。以上で私の質疑は終わりたいと思います。よろしくお願いをいたします。 

 

健康増進課長（徳永明子君） 御質問にお答えいたします。奄美文化センターに臨時の医療機関を設置す

る理由と，それ以外は接種できないかということについてですけれども，奄美市において，この新型コ

ロナのワクチン接種の接種体制をどう構築していくかにつきましては，大島郡医師会と当初より十分連

携を図りながら協議を進めてまいったところでございます。その中で，奄美文化センターに臨時の医療

機関を開設する理由につきましては，集団接種を行う場所として，まず駐車場を含め，接種場所に十分

な広さがあること，そしてワクチン管理に支障がないよう，非常用電源の設備があること等々の条件か

ら，奄美文化センターとしたところでございます。また，医療機関ではない場所を接種機関として用い

る場合は，診療所の開設が必要とされておりまして，接種責任者は医師，運営管理責任者は奄美市とな

ります。 

 臨時の医療機関以外において接種できないのかにつきましては，住民への接種ができる医療機関は，

サテライト型施設として登録した上で，ワクチンの予約，それから住民の予約を受け付けるという必要

が出てきます。そこに関しては，今後，医師会を通して協力依頼を行っていく予定としております。ま

た，接種会場が，集団会場が文化センター一つということで，かなり議員がおっしゃるように利便性に

おいて心配な点もありますけれども，先ほど説明しましたように，送迎用のバス等を検討したり，ま

た，場合によっては巡回型として幾つかの会場でできるものなのかということについても，今後，医師

会等と協議を行ってまいりたいと考えているところでございます。 

 続きまして，ワクチン接種の有無が偏見や差別につながらないための対策についてお答えいたしま

す。接種を希望される方，されない方，お一人お一人の判断は尊重されるべきであると考えています。

議員御案内のように，住民に対する正しい情報を周知していくことが非常に重要だと考えます。今後示

される情報を基に，奄美市だよりや新聞，ホームページ等を活用し，しっかりと情報を提供し，ワクチ

ンの接種の有無が偏見や差別につながらないよう，そういうことも含めながら啓発を行ってまいりたい

と思っております。 

 最後に，国は県への意見，要望，課題等についてということでございますけれども，先日，ようやく

ファイザーのワクチンが承認され，それから本日，先行して医療従事者への接種が始まるとされていま

す。しかしながら，今後，ワクチンがいつ供給されるのか等につきましては，まだ示されていないのが

状況でございます。本市においては，３月下旬から予定されている文化センターでの医療従事者への接

種につきましても，今のところ県が調整を行っておりますが，何人の医療従事者が文化センターでの接
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種をされるのかということについても，提供がまだない状況で，確実な接種計画を立てられないという

状況にあります。医師や看護師などの確保など，限られた期間内での調整になることが予想されていま

す。また，市民に対する情報提供を遅れることなく実施するためには，国や県からの迅速で確実な情報

の提供が必要だと考えているところです。また，本市においては引き続き大島郡医師会等と連携を密に

しながら，しっかりと準備を進めてまいりたいと考えております。以上です。 

 

議長（与 勝広君） ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 報告第１号は，会議規則第３７条第３項の規定により，委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，本件は委員会付託を省略いたします。 

 これから，討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これから，報告第１号についてを採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本件は，これを承認することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，報告第１号 専決処分の承認を求めることについては，承認することに決定いたしました。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程第４，議案第１号 令和２年度奄美市一般会計補正予算（第１２号）について

から，議案第１２号 工事請負契約の変更契約の締結についてまでの１２件について，一括して議題と

いたします。 

 市長に提案理由の説明を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） それでは，ただいま上程されました議案第１号から第１２号までの提案理由を御説

明申し上げます。 

 議案第１号 令和２年度奄美市一般会計補正予算（第１２号）の主な内容につきまして説明いたしま

す。 

 第１表，歳入歳出予算補正につきまして，まず歳出の主な内容を申し上げます。 

 今回の補正におきましては，事業の執行見込や新型コロナの影響を踏まえ，関係する費目において減

額計上いたしております。 

 総務費の総務管理費におきましては，地域振興基金に３億７，０９７万９，０００円を，公共施設整

備事業基金に９，３８４万８，０００円を積み立てるほか，国の補正予算を活用いたしまして，集会施

設の改修に要する経費といたしまして４，５００万円を新たに計上いたしております。また，新型コロ

ナ感染症緊急対策事業におきまして，感染防止対策等の関連経費として３，２６１万８，０００円を追
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加計上いたしております。 

 民生費の社会福祉費におきましては，介護給付等事業費３，７７３万９，０００円を追加計上するほ

か，生活保護費におきましては医療扶助に要する経費として５，０００万円を追加計上いたしておりま

す。 

 商工費におきましては，廃止路線代替バス等運行費補助金として１，５００万円を追加計上するほ

か，新型コロナの影響により市からの要請に基づき休館措置を取った指定管理施設への支援金として

４，１４３万２，０００円を新たに計上いたしております。 

 教育費の社会教育費におきましては，市民交流センター建設事業の補助事業費の確定に伴い，１億

１，７７３万７，０００円を減額計上いたしております。 

 次に，歳入の主な内容について申し上げます。 

 地方交付税におきましては，今年度の地方交付税普通交付税算定額が確定したことに伴い，１億４，

２３４万４，０００円を追加計上いたしております。 

 国・県支出金におきましては，歳出予算の各事業費の変更に伴う所要額を計上いたしております。 

 寄附金におきましては，ふるさと納税寄附金の見込額として６，０００万円を追加計上いたしており
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 繰入金におきましては，今回の新型コロナ感染症緊急対策事業に要する財源といたしまして，財政調
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 以上が歳入歳出予算の主な内容でありますが，今回の補正で２億４，５５７万６，０００円を追加す

ることにより，令和２年度奄美市一般会計予算の総額は４１３億２，６５８万４，０００円となりま
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 次に，第２表，繰越明許費につきましては，新型コロナ感染症緊急対策事業，庁舎建設事業，市民交

流センター整備事業など，翌年度に繰り越す事業及び金額を計上いたしております。 

 また，第３表，地方債補正につきましては，事業の追加や変更等に伴う限度額の変更を行うものでご

ざいます。 

 次に，議案第２号 令和２年度奄美市国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）の主な内容につ

いて御説明いたします。 

 歳出につきましては，保険給付費におきまして，所要見込額を減額計上するとともに，基金積立金を

増額計上いたしております。また，諸支出金におきまして，所要見込額を増額計上いたしております。 

 歳入につきましては，県支出金及び繰入金におきまして，収納見込額を減額計上するとともに，繰越

金におきまして決算剰余繰越金を増額計上いたしております。 

 今回の補正によりまして，歳入歳出それぞれ３，２７６万３，０００円の増額となり，令和２年度奄

美市国民健康保険事業特別会計予算の総額は５１億８，３６５万１，０００円となります。 

 次に，議案第３号 令和２年度奄美市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算（第４号）の

主な内容につきまして御説明いたします。 

 歳出につきましては，総務費の施設管理費におきまして，介護分の新型コロナ感染症緊急包括支援交

付金を新たに計上いたしております。 

 歳入につきましては，歳出に要する財源として，県支出金を増額計上いたしております。 

 今回の補正によりまして，歳入歳出それぞれ１１３万９，０００円の増額となり，令和２年度奄美市

国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算の総額は２億７，２１４万２，０００円となります。 

 次に，議案第４号，令和２年度奄美市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）の主な内容につきま

して御説明いたします。 

 歳出につきましては，総務費，保険給付費及び地域支援事業費におきまして，これまでの実績を基に

所要見込額を計上いたしております。また，保険者機能強化推進交付金及び保険者努力支援交付金の受
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け入れに伴い，基金積立金を増額計上いたしております。 

 歳入につきましては，分担金，負担金，国庫支出金，支払基金交付金，県支出金及び繰入金におきま

して歳出の補正に係る相当額を負担割合にて計上いたしております。 

 今回の補正によりまして，歳入歳出それぞれ１億９５９万４，０００円の増額となり，令和２年度奄

美市介護保険事業特別会計予算の総額は５１億５，５６９万７，０００円となります。 

 議案第５号 令和２年度奄美市ふるさと創生人材育成資金特別会計補正予算（第１号）の主な内容に

つきまして御説明いたします。 

 歳出につきましては，当該特別会計の廃止に向け，今年度末での剰余金をふるさと創生人材育成基金

へ繰り出すため，繰出金を新たに計上いたしております。 

 歳入につきましては，歳出に要する財源として，決算剰余繰越金を同額計上いたしております。 

 今回の補正によりまして，歳入歳出それぞれ１，６６９万５，０００円の増額となり，令和２年度奄

美市ふるさと創生人材育成資金特別会計の総額は４，４７７万５，０００円となります。 

 次に，議案第６号 令和２年度奄美市水道事業会計補正予算（第３号）の主な内容につきまして，御

説明いたします。 

 収益的収入におきまして，新型コロナ対策の事業所支援といたしまして実施いたしました水道料金の

減免に係る給水収益を減額するとともに，減免措置分を一般会計から繰り入れるため，他会計補助金を

増額計上するものでございます。 

 次に，議案第７号 令和２年度奄美市下水道事業会計補正予算（第３号）の主な内容について御説明

いたします。 

 収益的収入につきましては，新型コロナ対策の事業所支援として実施いたしました下水道料金の減免

に係る下水道使用料を減額するとともに，減免措置分を一般会計から繰り入れるため，他会計補助金を

増額計上いたしております。 

 資本的支出につきましては，建設改良費において工事請負費の増となり，１，７７０万円を増額計上

するとともに，資本的収入におきまして企業債１，７７０万円を増額計上するものでございます。 

 次に，議案第８号 奄美市土地開発基金条例を廃止する条例の制定につきましては，公共用地の先行

取得を設置目的とした同基金について，今後，活用が見込まれないため廃止しようとするものでござい

ます。 

 次に，議案第９号 工事請負契約の変更契約の締結につきましては，奄美市市民広場，立体駐車場整

備工事において，設計内容や工期延長による諸経費の変更に伴い，変更契約を締結するため議会の議決

を求めるものでございます。 

 次に，議案第１０号から議案第１２号までの工事請負契約の変更契約の締結につきましては，奄美市

市民交流センター整備事業において，設計内容や工期延長による諸経費の変更に伴い変更契約を締結す

るため，議会の議決を求めるものでございます。 

 以上をもちまして議案第１号から議案第１２号までの提案理由の説明を終わりますが，何とぞ御審議

の上議決くださいますよう，よろしくお願い申し上げます。 

 

議長（与 勝広君） 暫時休憩いたします。（午前１０時３１分） 

                     ○              

議長（与 勝広君） 再開いたします。（午前１０時４５分） 

 これから，本案に関する質疑に入ります。 

 なお，議案に関する質疑でありますので，所見等は述べないようお願いいたします。 

 通告がありましたので，社会民主党 関 誠之君の発言を許可いたします。 

 

１４番（関 誠之君） 市民の皆さん，議場の皆さん，おはようございます。社会民主党の関 誠之でご
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ざいます。 

 議案第１号 令和２年度奄美市一般会計補正予算（第１２号）について，質疑をいたします。 

 まず最初に，６ページ第２表の繰越明許費についてお尋ねをいたします。 

 ①２款総務費，新型コロナ感染症緊急対策事業６億７，９０２万３，０００円の主な事業についてお

示しをいただきたいと思います。 

 二つ目は，７款商工費，ＩＣＴ及びフリーランス等産業支援拠点施設整備事業７，２７９万９，００

０円が予算措置をされた日，その額，進捗状況と繰越明許の理由についてお答えをいただきたいと思い

ます。 

 （２）１２ページ，７款１項１目地方消費税交付金１億２，３２８万６，０００円の減額についてで

あります。 

 ①地方消費税交付金は，当初予算において社会保障財源化分の一般財源として４億７，８１９万４，

０００円，４．１６パーセントが割り当てられておりますけれども，この減額により影響のあった事業

名と，その財源補填の方法についてお答えをいただきたいと思います。 

 （３）１５ページ，１６款２項１目総務費県補助金奄美群島成長戦略推進交付金２，７００万円が昨

年に比べ６００万円の減額になっておりますが，その理由と，２０ページ，歳出２款１項８目１４節工

事請負費４，５００万円の集会施設の内容についてもお答えをいただきたいと思います。また，奄美群

島成長戦略推進交付金の使途はどのようなものに支出できるのか。どのようなものに支出できるのか，

お答えをいただきたいと思います。 

 （４）１６ページ，２０款１項１目繰越金６，９５５万５，０００円の根拠と形式収支，実質収支，

単年度収支，実質単年度収支が出ておりましたら概算をお示しをいただきたいと思います。 

 （５）１９ページ，２款１項３目２４節積立金５億１，４６９万９，０００円とありますけれども，

各積立金の積み立てる理由と財源の根拠についてお示しをいただきたいと思います。 

 地域振興基金３億７，０９７万９，０００円は，補正による一般財源からの積立のようでありますけ

れども，決算剰余として扱うべきではないかと思いますが，見解をお聞かせいただきたいと思います。 

 （６）２１ページ，２款１項１７目１２節委託料情報システム運用業務１，７２０万円，奄美観光受

入態勢構築・誘客促進事業１，７３９万７，０００円について御説明ください。 

 ２８ページ，７款１項６目１２節，節が抜けておりますけれども，１２節委託料４，１４３万２，０

００円の事業内容をお示しください。 

 ３７ページ，当該年度起債見込みが６４億５，５５３万２，０００円となっておりますが，特殊要因

を除いた当該年度中の起債見込額をお示しください。 

 ２．議案第８号 奄美市土地開発基金条例を廃止する条例の制定について，令和元年度期末の残高５

億８，２５６万円あったようでありますけれども，廃止時の基金残額とその処理方法と廃止する理由に

ついてお答えください。 

 ３．議案第９号，議案第１０号，工事請負契約変更の締結について 

 （１）議案第９号，１０号の変更契約の主な要因についてお答えをいただきたいと思います。 

 （２）は地域外からの労働者確保に要する間接経費の設計変更があったのか。その額は幾らで，設計

変更の対象項目とその費用についてお示しをいただきたいと思います。 

 （３）入札工事及び説明書に，本工事が地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の対象工

事であることを記載していたかをお伺いいたします。 

 （４）特記仕様書に本工事が地域外からの労働者確保に要する間接経費の設計変更の対象工事である

ことが記載されたかについてお答えをいただきたいと思います。 

 最後になりますけれども，議案第１０号の工事請負費の変更契約は，当初の１５．７パーセントの契

約変更３億１，１４０万９，０００円となっておりますけれども，当初見積りができなかった理由とい

いますか，この１５．７パーセントの大幅な変更になった理由をお示しをいただきたいと思います。以
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上です。よろしくお願いします。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 

 

企画調整課長（國分正大君） それでは，お答えいたします。私のほうからは，企画調整課所管分とし

て，１の（１）の①，続きまして１の（６）の一部についてお答えさせていただきます。 

 まず，繰越明許費の新型コロナ感染症緊急対策事業の主な事業についてお示しいたします。新型コロ

ナ感染症緊急対策事業における繰越明許費６億７，９０２万３，０００円につきましては，全庁的な取

組で１６課１４事業から構成されているため，私のほうで答えさせていただきます。 

 まず，今回の繰越明許費の計上につきましては，コロナ禍での事業執行であることから，国の地方創

生臨時交付金においても繰越等を行うことで引き続き活用が可能であることから，新年度においても新

型コロナ対策を継続していくためのものでございます。 

 御質問の主な事業につきましては，先ほどもありましたが，感染拡大防止対策関連として，新型コロ

ナワクチン接種推進業務をはじめとした７事業，経済対策関連として店舗感染防止対策支援事業をはじ

めとした７事業となっております。 

 続きまして，（６）の一部につきましてお答えいたします。 

 １２節，予算書ですが，２１ページ，１２節委託料補正額４，０４７万７，０００円のうち情報シス

テム運用業務１，７２０万円の事業内容について御説明いたします。新型コロナ禍では本市業務におき

ましても高速大容量通信を必要とするテレビ会議やテレワークのニーズが高まっていることから，それ

に対応するため本市基幹ネットワーク環境の強化を行う事業として６５０万円，またポストコロナにお

ける働き方改革の一環として，業務のペーパーレス化を推進するため，タブレット端末等の導入や無線

ＬＡＮ環境を整備する事業費として１，０７０万円，合計で１，７２０万円となっております。以上で

す。 

 

商工情報課長（向井 渉君） それでは，１，（１），②の商工費ＩＣＴ及びフリーランス等産業支援拠

点施設整備の繰越明許の理由などについて，お答えさせていただきます。 

 ＩＣＴ及びフリーランス等産業支援拠点施設整備事業につきましては，当初予算で１億１，７０７万

７，０００円を計上しております。本整備につきましては，奄美市産業支援センターの全館空調設備改

修工事で４，２５０万６，０００円，同施設の２階部分をＩＣＴ及びフリーランス等の拠点施設として

改修する工事で，７，４５７万１，０００円を計上しております。なお，空調設備改修工事は１２月に

工事着工したところです。２階部分の改修工事は１０月末に詳細設計が完了しましたが，工事において

施設改修による廃棄物の撤去に不測の日数を要したことや，新型コロナの影響により資材の調達に不測

の日数を要したため，７，２７９万９，０００円を繰越明許費とするものですので，御理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

議長（与 勝広君） ほかに答弁ありますか。 

 

財政課長（永田公洋君） それでは，財政課に関しましてお答えいたします。 

 議案第１号，１の２の地方消費税交付金でありますが，社会保障施策に要する経費は４億７，８１９

万４，０００円を計上しておりますが，今般の国や県の動向を踏まえまして減額が見込まれるため，

６，４５７万９，０００円を減額計上いたしております。その影響は，障害者福祉や生活保護扶助費な

ど多岐にわたりますが，減収分は全て減収補填債として国の１０分の１０の財源措置が取られることと

なっており，今回，減収補填債７，７９３万７，０００円を追加計上いたしております。 

 次に，１の４の繰越金でありますが，令和元年度の一般会計における剰余繰越金の確定額は，実質収
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上です。よろしくお願いします。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 

 

企画調整課長（國分正大君） それでは，お答えいたします。私のほうからは，企画調整課所管分とし

て，１の（１）の①，続きまして１の（６）の一部についてお答えさせていただきます。 

 まず，繰越明許費の新型コロナ感染症緊急対策事業の主な事業についてお示しいたします。新型コロ

ナ感染症緊急対策事業における繰越明許費６億７，９０２万３，０００円につきましては，全庁的な取

組で１６課１４事業から構成されているため，私のほうで答えさせていただきます。 

 まず，今回の繰越明許費の計上につきましては，コロナ禍での事業執行であることから，国の地方創

生臨時交付金においても繰越等を行うことで引き続き活用が可能であることから，新年度においても新

型コロナ対策を継続していくためのものでございます。 

 御質問の主な事業につきましては，先ほどもありましたが，感染拡大防止対策関連として，新型コロ

ナワクチン接種推進業務をはじめとした７事業，経済対策関連として店舗感染防止対策支援事業をはじ

めとした７事業となっております。 

 続きまして，（６）の一部につきましてお答えいたします。 

 １２節，予算書ですが，２１ページ，１２節委託料補正額４，０４７万７，０００円のうち情報シス

テム運用業務１，７２０万円の事業内容について御説明いたします。新型コロナ禍では本市業務におき

ましても高速大容量通信を必要とするテレビ会議やテレワークのニーズが高まっていることから，それ

に対応するため本市基幹ネットワーク環境の強化を行う事業として６５０万円，またポストコロナにお

ける働き方改革の一環として，業務のペーパーレス化を推進するため，タブレット端末等の導入や無線

ＬＡＮ環境を整備する事業費として１，０７０万円，合計で１，７２０万円となっております。以上で

す。 

 

商工情報課長（向井 渉君） それでは，１，（１），②の商工費ＩＣＴ及びフリーランス等産業支援拠

点施設整備の繰越明許の理由などについて，お答えさせていただきます。 

 ＩＣＴ及びフリーランス等産業支援拠点施設整備事業につきましては，当初予算で１億１，７０７万

７，０００円を計上しております。本整備につきましては，奄美市産業支援センターの全館空調設備改

修工事で４，２５０万６，０００円，同施設の２階部分をＩＣＴ及びフリーランス等の拠点施設として

改修する工事で，７，４５７万１，０００円を計上しております。なお，空調設備改修工事は１２月に

工事着工したところです。２階部分の改修工事は１０月末に詳細設計が完了しましたが，工事において

施設改修による廃棄物の撤去に不測の日数を要したことや，新型コロナの影響により資材の調達に不測

の日数を要したため，７，２７９万９，０００円を繰越明許費とするものですので，御理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

議長（与 勝広君） ほかに答弁ありますか。 

 

財政課長（永田公洋君） それでは，財政課に関しましてお答えいたします。 

 議案第１号，１の２の地方消費税交付金でありますが，社会保障施策に要する経費は４億７，８１９

万４，０００円を計上しておりますが，今般の国や県の動向を踏まえまして減額が見込まれるため，

６，４５７万９，０００円を減額計上いたしております。その影響は，障害者福祉や生活保護扶助費な

ど多岐にわたりますが，減収分は全て減収補填債として国の１０分の１０の財源措置が取られることと

なっており，今回，減収補填債７，７９３万７，０００円を追加計上いたしております。 

 次に，１の４の繰越金でありますが，令和元年度の一般会計における剰余繰越金の確定額は，実質収
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支額６億４，０５４万２，０００円から決算剰余積立金３億３，０００万円を除いた３億１，０５４万

２，０００円となります。当初予算において２億円を計上しておりますので，差引額のうち４，０９８

万７，０００円を６月補正に，残りの６，９５５万５，０００円を今回計上いたしております。なお，

今年度の各収支につきましては，いまだ算出しておりませんので，御理解を賜りたいと存じます。 

 次に，１の５の積立金でありますが，減債基金は特殊要因とする事業の交付税措置を除く償還分を積

み立てるものでございます。昨年度完了しました教育施設冷房設備整備事業の確定に伴う積立金８，５

５１万２，０００円と，今年度の市民交流センターの事業費の変更に伴う３，５６４万円の減額との差

引額４，９８７万２，０００円を計上するものでございます。 

 公共施設整備事業基金は，土地開発基金の廃止に伴い，現金保有分を積み替えるものでございます。

地域振興基金は，歳入における普通交付税，前年度譲与繰越金，臨時財政対策債等の確定額と，歳出に

おける事業の執行見込額やコロナの影響等による減額との歳入歳出の差引剰余金を積み立てるものでご

ざいます。 

 次に，１の９の地方債でありますが，予算書３７ページに記載しております当該年度中起債見込額６

４億５，５５３万２，０００円は，令和元年度からの繰越事業に係る起債見込額も含まれておりますの

で，その繰越額を差し引いた令和２年度の起債見込額は４７億８，４８３万２，０００円となります。

この起債見込額から本庁舎や市民交流センター等の特殊要因を除いた一般会計の本年度の起債見込額は

２２億５，２４０万円となっております。 

 議案第８号の土地開発基金につきましては，令和元年度決算時においての残高として，５億８，２５

６万３３円となっており，現時点で残高に異動はございません。 

 基金残高の内訳は，主に現金と土地でございまして，処理方法については，現金は公共施設整備事業

基金に積み立てるため補正予算に計上いたしております。また，土地については既に行政財産や貸付地

として活用しておりますので，基金廃止後には所管課の財産として引継ぎ，さらなる有効活用に努めて

まいりたいと考えております。 

 次に，廃止の理由でございますが，当基金は昭和４０年代に旧名瀬市及び旧笠利町において設置さ

れ，土地の先行取得に活用してまいりました。しかし，平成２５年度を最後に，当基金による土地の取

得は行っておらず，今後もその計画がないことから，今回廃止を行おうとするものでございます。 

 次に，議案第９号 市民広場・立体駐車場整備の整備工事の変更契約について，質問１と２は関連い

たしますので，まとめてお答えいたします。 

 変更契約額は８，０９２万２，０００円の増額でございます。主な要因といたしましては，設計内容

の追加変更，工期延長に伴う諸経費，島外からの労働者確保に要する間接費の計上でございます。この

うちの間接費の変更額は１，１９２万８，０００円を見込んでおります。対象項目と費用は宿泊費等の

共通仮設費として３９４万８，０００円，赴任旅費等の現場管理費として７９８万円となっておりま

す。 

 続きまして，質問３と４も関連いたしますので，一括してお答えします。併せまして，議案第１０号

に関しましても同様の答弁になりますので，私のほうより一括して申し上げます。 

 間接費の変更設計は，工事執行の最初の段階であります入札公告におきまして，運用マニュアルに基

づき対象工事である旨を記載いたしております。この入札公告に則り，入札が成立し，契約が締結され

ることになりますので，対象工事は前提条件となっておりますことを御理解いただきたいと存じます。

以上です。 

 

市民協働推進課長（佐野早苗君） それでは，１の３奄美群島成長戦略推進交付金についてお答えいたし

ます。 

 まず，歳入の県補助金が昨年度比６００万円の減額となっている理由でございますが，昨年度はハザ

ードマップ更新事業６００万円と防災関連施設整備事業２，７００万円を計上しておりました。このう
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ち，ハザードマップ更新事業は完了することから，今年度は計上しておりませんので６００万円の減と

なっております。なお，防災関連施設整備事業につきましては，昨年度と同額の２，７００万円を計上

させていただいております。 

 次に，歳出の工事請負費４，５００万円の集会施設整備事業の内容についてお答えいたします。工事

箇所としましては，朝仁集会場，戸玉地区生活館，川内地区生活館，外金久生活館及び屋仁地区振興セ

ンターの５か所を予定しております。 

 施行内容としましては，外壁落下防止や屋上防水の改修等を実施し，指定避難所としての機能強化を

図るものです。 

 続きまして，奄美群島成長戦略推進交付金の対象事業についてお答えいたします。同交付金の対象事

業としましては，指定避難所改修等の防災対策の推進に関する事業や，農業の生産性の向上に関する事

業，観光旅客の来訪及び滞在の促進に資する事業などがございます。市民協働推進課からは以上でござ

います。 

 

紬観光課長（島袋 修君） おはようございます。それでは，１の（６），②１２節委託料のうち，奄美

観光受入体制構築誘客促進事業１，７３９万７，０００円の増額につきましては，特に新型コロナウイ

ルス感染症の影響を大きく受ける観光業への支援や，コロナ禍により生じた対策，または新たな観光ス

タイルなどに取り組むことにより，持続的な魅力ある奄美観光を実現していこうとするものでございま

す。 

 具体的には，コロナ禍により生じた新たなニーズとして，近年注目されているワーケーションについ

て，奄美らしいワーケーションスタイルの構築に資する取組として７７１万３，０００円，ＶＲ動画を

活用し，臨場感にあふれた奄美の観光資源の魅力を伝えるための取組として１，０００万円，ウエルネ

ス効果が期待できるタラソ施設を活用し，コロナ禍における引きこもり対策とともに，健康増進を図る

ための取組として５５０万円をそれぞれ計画し，持続的な魅力ある奄美観光の実現に向けて取り組んで

まいります。 

 この一方で，先の一般会計補正予算（第５号）において，おもてなし自然空間演出，自然環境調査保

全（外来植物駆除）事業１，９９７万８，０００円を予算化しておりましたが，予定していた作業を一

部縮小したため，５８１万６，０００円の減額が生じております。先ほどの三つの事業で２，３２１万

３，０００円の増額，今申し上げた外来種駆除事業で５８１万６，０００円の減額，これを合わせまし

て１，７３９万７，０００円を今回計上するものでございます。 

 次に，（８）１２節委託料４，１４３万２，０００円につきましては，指定管理施設の管理維持体制

持続化事業として計上させていただいております。具体的には，五つの施設における指定管理料の増額

分でございます。内訳といたしまして，大浜海浜公園及び海洋展示館に３８５万８，０００円，健康体

験交流施設タラソ奄美の竜宮に１，１１８万１，０００円，バンガロー施設及び内海公園に３４万３，

０００円，黒潮の森マングローブパークに２，５００万円，あやまる岬観光公園に１０５万円となって

おります。これらの指定管理料の増額につきましては，新型コロナ感染拡大防止のため，市の要請に対

して休館措置を講じた指定管理施設について，令和２年３月から令和３年２月までの期間における利用

料金減収額から，コロナ関連で交付された各種給付金である国の持続化給付金，雇用調整助成金，県の

休業協力金，市の事業所支援金などを控除した額の一部を指定管理者に対して支援するものでございま

す。以上でございます。 

 

生涯学習課長（大庭勝利君） それでは，生涯学習課からお答えいたします。 

 ３の１，議案第１０号 奄美市市民交流センター建築主体新築工事の変更契約についてでございま

す。なお，御質問の（１）と２は関連いたしますので，まとめてお答えいたします。 

 変更契約額は，３億１，１４０万９，０００円の増でございます。主な要因といたしましては，設計
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ち，ハザードマップ更新事業は完了することから，今年度は計上しておりませんので６００万円の減と

なっております。なお，防災関連施設整備事業につきましては，昨年度と同額の２，７００万円を計上

させていただいております。 

 次に，歳出の工事請負費４，５００万円の集会施設整備事業の内容についてお答えいたします。工事

箇所としましては，朝仁集会場，戸玉地区生活館，川内地区生活館，外金久生活館及び屋仁地区振興セ

ンターの５か所を予定しております。 

 施行内容としましては，外壁落下防止や屋上防水の改修等を実施し，指定避難所としての機能強化を

図るものです。 

 続きまして，奄美群島成長戦略推進交付金の対象事業についてお答えいたします。同交付金の対象事

業としましては，指定避難所改修等の防災対策の推進に関する事業や，農業の生産性の向上に関する事

業，観光旅客の来訪及び滞在の促進に資する事業などがございます。市民協働推進課からは以上でござ

います。 

 

紬観光課長（島袋 修君） おはようございます。それでは，１の（６），②１２節委託料のうち，奄美

観光受入体制構築誘客促進事業１，７３９万７，０００円の増額につきましては，特に新型コロナウイ

ルス感染症の影響を大きく受ける観光業への支援や，コロナ禍により生じた対策，または新たな観光ス

タイルなどに取り組むことにより，持続的な魅力ある奄美観光を実現していこうとするものでございま

す。 

 具体的には，コロナ禍により生じた新たなニーズとして，近年注目されているワーケーションについ

て，奄美らしいワーケーションスタイルの構築に資する取組として７７１万３，０００円，ＶＲ動画を

活用し，臨場感にあふれた奄美の観光資源の魅力を伝えるための取組として１，０００万円，ウエルネ

ス効果が期待できるタラソ施設を活用し，コロナ禍における引きこもり対策とともに，健康増進を図る

ための取組として５５０万円をそれぞれ計画し，持続的な魅力ある奄美観光の実現に向けて取り組んで

まいります。 

 この一方で，先の一般会計補正予算（第５号）において，おもてなし自然空間演出，自然環境調査保

全（外来植物駆除）事業１，９９７万８，０００円を予算化しておりましたが，予定していた作業を一

部縮小したため，５８１万６，０００円の減額が生じております。先ほどの三つの事業で２，３２１万

３，０００円の増額，今申し上げた外来種駆除事業で５８１万６，０００円の減額，これを合わせまし

て１，７３９万７，０００円を今回計上するものでございます。 

 次に，（８）１２節委託料４，１４３万２，０００円につきましては，指定管理施設の管理維持体制

持続化事業として計上させていただいております。具体的には，五つの施設における指定管理料の増額

分でございます。内訳といたしまして，大浜海浜公園及び海洋展示館に３８５万８，０００円，健康体

験交流施設タラソ奄美の竜宮に１，１１８万１，０００円，バンガロー施設及び内海公園に３４万３，

０００円，黒潮の森マングローブパークに２，５００万円，あやまる岬観光公園に１０５万円となって

おります。これらの指定管理料の増額につきましては，新型コロナ感染拡大防止のため，市の要請に対

して休館措置を講じた指定管理施設について，令和２年３月から令和３年２月までの期間における利用

料金減収額から，コロナ関連で交付された各種給付金である国の持続化給付金，雇用調整助成金，県の

休業協力金，市の事業所支援金などを控除した額の一部を指定管理者に対して支援するものでございま

す。以上でございます。 

 

生涯学習課長（大庭勝利君） それでは，生涯学習課からお答えいたします。 

 ３の１，議案第１０号 奄美市市民交流センター建築主体新築工事の変更契約についてでございま

す。なお，御質問の（１）と２は関連いたしますので，まとめてお答えいたします。 

 変更契約額は，３億１，１４０万９，０００円の増でございます。主な要因といたしましては，設計
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内容の追加変更，工期延長に伴う諸経費，島外からの労働者確保に要する経費，外構工事の追加による

増額計上でございます。このうち，間接費の変更額は１億９１４万５，０００円を見込んでおります。

対象項目と費用は，宿泊費等の共通仮設費として４，０５４万１，０００円，赴任旅費等の現場管理費

で６，８６０万４，０００円となっております。 

 次に，（５）当初で見積りができなかったかとの御質問でございますが，特に間接費につきまして

は，当初，設計から島外からの技術者や作業員等の労働者を確保するための設計は見込んでおらず，当

初設計において鉄筋，型枠，内装工の下請け業務につきましては，地元業者を採用していく内容の積算

となっております。今回のように，地元業者が繁忙で実施困難な場合に，条件を変更して市の運用マニ

ュアルに沿って設計変更をするものでございますので，御理解いただきたいと存じます。以上です。 

 

議長（与 勝広君） 答弁漏れありませんね。 

 

１４番（関 誠之君） 答弁ありがとうございました。繰越明許についてはですね，やはり単年度会計と

いうのが原則でありますから，そういう意味からかなり，例えば，平成２８年の繰越明許は２３億３，

５００万程度だったのが，平成３２年度の繰越に至っては３５億と，もちろん国の１５月予算というこ

とも関連をしておりますけれども，あまりに増えすぎておるんじゃないかということで，一般会計の単

年度会計ということを，少しやはり議論をしていただきたいというふうに思いますが，これに対しての

見解があればお聞かせをいただきたいというのが１点。 

 ２点目は，減収補填債７，７９３万７，０００円が予算書に載っておりますけれども，よく理解がで

きました。しかし，この減収補填債というのが，例えば，交付税で１００パーセントの措置をされるの

か，どういう形で市のほうにこの財源として入って来るのかというのが2点目。 

 ３点目は，当該年度中の起債見込み４７億８，４８３万２，０００円というのから繰り越しの関係の

工事があって２２億という話でありましたけども，逆に言えば，この繰り越しがなければ３６億とい

う，この規律が守られなかったのかどうか。もっと言えば，来年度はそういった起債がもう確定をして

おりますから，かなり３６億の起債の範囲内というのが窮屈になって来るんじゃないかと考えられます

けど，その辺について３点目，お願いをしたいと思います。 

 最後は，議案１０号の工事請負変更契約１５．７パーセント，確かに設計変更等々やれば，全体の量

からすればそうなるのかなあとも思いますけれども，あまりに変更額が３億１，１４０万９，０００円

と，１５．９パーセントの契約変更になるというのは，少し私は，もっと何か工夫があったんではない

かというふうに思っていますけども，この件に関して見解があればお聞かせをいただきたいと思いま

す。以上です。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 

 

財政課長（永田公洋君） まず１点目の減収補填債でありますが，これは先ほども申し上げましたとお

り，国が次年度以降，１０分の１０の財源措置をするということになっておりますので，交付税として

返って来るものと我々は想定をいたしております。 

 次の２点目，起債の我々が定めております財政規律の３６億円の枠でありますが，先ほどは一般会計

で今年度の起債見込を２２億５，２００万余りと申し上げました。さらに３６億につきましては，全会

計ということで，我々は枠を設けておりまして，今年度の全会計の起債見込額を申し上げますと，２９

億８，０６０万円を見込んでおりまして，財政規律として設定する３６億円枠内には収まるということ

にいたしております。なお，来年度のお話もありましたけども，新年度の予算も議案送付をさせていた

だいております。その中でも，規律の内に収まるということで編成をいたしておりますので，御報告さ

せていただきたいと思います。以上です。 

－ 36 －



 

- 37 - 

 

 

生涯学習課長（大庭勝利君） 先ほどの１５．７パーセントの変更契約が，あまりにも大きくないかとい

うふうな御質問だったかと思います。我々もこの事業に関しては，地元の業者のですね，状況などもい

ろいろと調査する必要があったかと思います。しかしながら，先ほど申し上げましたように，市の運用

マニュアルによってはですね，この事業を実施した状況の中で，島内での業者等のですね，繁忙状況を

ですね，確認した上での予算増というふうになったことを御理解ただだきたいと思います。以上です。 

 

財政課長（永田公洋君） 繰り越しの明許費でありますが，例年３０億余りのものを明許繰越費として計

上させていただいております。ただ，３月末までに事業は執行続きます。当然，明許繰越費内の超える

ことはありませんけども，ある程度いろんな事変を想定して，想定されるものを総額として計上させて

いただいております。特に，また今般で申し上げますと，先ほども答弁いたしましたように，新型コロ

ナの事業の予算が１次，２次，今般もう３次ということで交付がされてくる予定です。なお，ワクチン

の関係でも補正などを対応，いろいろとさせておりますので，そういう諸々を含めまして，やっぱり年

度内に完了が厳しいというものは，想定されるものは全て一応明許繰越費として計上させていただいて

いることを御理解いただきたいと存じます。以上です。 

 

１４番（関 誠之君） 財政課長のおっしゃることはよく理解をいたしました。でありますけれども，先

ほど申し上げたとおり，平成２８年度は２３億ぐらいだったんですよね。国の１５月計算ということを

考えても，３５億ですから１２億，その中には一般のものもあると思いますので，ぜひこの原則は単年

度予算主義ですから，議会が当初予算を組んだことについてはですね，十分努力をしているとは思いま

すけれども，結果として数字でかなりの明許繰越が出てくると，これは経済，まちの経済にとっても消

化するということは大事なことですから，その辺含めて，庁内で少し，しっかりと議論をしていただい

て，なるべく繰越がないような形で決算を終わるというようなふうに御指導をお願い申し上げて，私の

総括質疑を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

 

議長（与 勝広君） ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 ただいま上程されました議案第２号から議案第５号，議案第１０号から議案第１２号及び議案第１号 

令和２年度奄美市一般会計補正予算（第１２号）中の関係事項についての８件は，これを文教厚生委員

会に，議案第６号，議案第７号及び議案第１号 令和２年度奄美市一般会計補正予算（第１２号）中の

関係事項についての３件は，これを産業建設委員会に，議案第８号，議案第９号及び議案第１号 令和

２年度奄美市一般会計補正予算（第１２号）中の関係事項についての３件は，これを総務企画委員会に

それぞれ付託いたします。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程第５，鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。 

 鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会議員は，県内市町村の長及び議員のうちから市長区分６名，議

会議員区分６名，町村長区分４名，町村議会議員区分４人から構成されております。現在の広域連合議

会議員のうち市議会議員から選出する議員について，１名の欠員が生じているため，広域連合規約第９

条第３項及び広域連合議会の議員の選挙に関する規則の規定に基づき，選挙の告示を行い，候補者の届

け出を締め切ったところ，市議会議員から選出すべき人数を超える２名の候補がありましたので，広域

連合規約第８条第２項の規約により，選挙を行います。 

 この選挙は，同条第４項の規定により，全ての市議会の選挙における得票総数の多い順に当選人を決
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ナの事業の予算が１次，２次，今般もう３次ということで交付がされてくる予定です。なお，ワクチン
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定することになりますので，会議規則第３２条の規定に基づく選挙結果の報告のうち，当選人の報告及

び告知は行いません。 

 そこでお諮りいたします。 

 選挙結果の報告については，会議規則第３２条の規定に関わらず有効投票のうち候補者の得票数まで

を報告することとしたいと思いますが，御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 したがって，選挙結果の報告については，会議規則第３２条の規定に関わらず有効投票のうち候補者

の得票数までを報告することに決定いたしました。 

 選挙は投票で行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

 （議場閉鎖） 

 ただいまの出席議員は２０人であります。 

 投票用紙を配付させます。 

 （投票用紙配付） 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 配付漏れなしと認めます。 

 それでは，投票箱を改めさせます。 

 （投票箱点検） 

 異常なしと認めてよろしいですね。はい，認めます。 

 念のため申し上げます。 

 投票は単記無記名であります。 

 ただいまから投票を行います。 

 点呼に応じて順次投票をお願いいたします。 

 （点呼，投票） 

 投票漏れはありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

 （議場開場） 

 開票を行います。 

 会議規則第３１条第２項の規定によって，立会人に奥 晃郎君，奥 輝人君を指名いたします。 

 両君の立ち会いをお願いいたします。 

 （開票） 

 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数２０票，これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。 

 そのうち，有効投票２０票，無効投票０票。 

 有効投票のうち，森山良和君 １６票，大園たつや君 ４票。 

 以上のとおりであります。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程第６，奄美大島地区介護保険一部事務組合議会議員の選挙を行います。 

 この選挙は，地方自治法第１１８条第２項の規定により，指名推選により行いたいと思います。 
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 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，選挙の方法は指名推選により行います。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法は議長において指名することといたしたいと思いますが，これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，議長において指名いたします。 

 奄美大島地区介護保険一部事務組合議会議員に林山克巳君を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長において指名いたしました林山克巳君を，奄美大島地区介護保険一部事務組合議会議員

の当選人と決定することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，ただいま指名のとおり，林山克巳君が奄美大島地区介護保険一部事務組合議会議員に当選さ

れました。 

 林山克巳君が議場におられますので，会議規則第３２条第２項の規定により告知いたします。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 次に，本定例会において受理いたしました請願・陳情は，お手元に配付してありま

す文書表のとおり，所管の常任委員会に付託いたしましたので，御報告いたします。 

 お諮りいたします。 

 常任委員会審査報告及び審査及び報告書整理のため，明日１８日から２月２４日まで休会としたいと

思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，明日１８日から２月２４日まで休会とすることに決定いたしました。 

 以上で，本日の日程は終了いたしました。 

 ２月２５日午前９時３０分，本会議を開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。（午前１１時３２分） 
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議長（与 勝広君） おはようございます。ただいまの出席議員は２０人であります。会議は成立いたし

ました。 

 これから，本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

 本日の議事日程は，お手元に配付してあります議事日程第２号のとおりであります。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程に入ります。日程第１，議案第１３号 令和３年度奄美市一般会計予算につい

てから，議案第３４号 奄美市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてまでの２２件に

ついて，一括して議題といたします。 

 この際，市長に新年度に臨む施政方針並びに各会計予算，その他各議案等に関する提案理由の説明を

求めます。 

 

市長（朝山 毅君） おはようございます。新型コロナウイルス感染症が，国内で初めて確認されてから

１年が経過いたしました。この間，本市においても感染が確認されております。新型コロナに感染され

た方々に，改めてお見舞いを申し上げます。また，医療従事者の皆様をはじめ，新型コロナ感染拡大防

止などに取り組む全ての関係者の皆様に，深く敬意を表します。 

 それでは，令和３年第１回奄美市議会定例会が開会し，ここに一般会計及び各特別会計予算案，並び

に関連議案の御審議をお願いするに当たり，市政運営に臨む所信の一端を申し述べ，市民と議員の皆様

の御理解と御支援を賜りたいと存じます。 

 平成１８年３月２０日に奄美市が誕生し，１５年の節目を迎えます。当時を振り返りますと，国にお

ける三位一体の改革をはじめとする地方行財政改革の流れの中，新市としての一体感の醸成と将来的な

行財政運営の基盤づくりの両立という難しい舵取りが求められた時期でもございました。特に，合併当

初は大変厳しい財政状況からのスタートとなり，市民の皆様や議会の皆様の御理解，御協力をいただき

ながら，入りを計りて出を制すを基本に，徹底した行財政改革を行い，財政基盤の安定化を図ること

で，多様な施策の展開に結びつけてまいりました。 

 さて，私は平成２１年１１月に執行されました奄美市長選挙におきまして，市民の皆様の多数の御支

持と厳粛な付託を賜り，市長としての重責を担わせていただき，以来，１１年余が経過いたしました。

この間，一貫して市政の主人公は市民であるとの認識の下，市民の皆様の御理解，議会の皆様の御協力

をいただきながら，また，職員とともに一丸となって誠実に奄美市長としての責務を果たすよう尽くし

てまいった次第でございます。 

 私が市長に就任した当時，リーマンショックに端を発する世界的経済不況による国内の景気低迷の波

は本市にも及び，航空運賃の値上がりによる交流人口への影響や，有効求人倍率の低迷など，本市経済

は大変厳しい状況にございました。また，平成２２年１０月には，これまでに経験したことのない奄美

豪雨災害にも見舞われました。このため，市長に就任してからこれまでの間，奄美市としての一体感の

醸成はもとより，市民の生命と財産を守る安全・安心なまちづくりを最優先に取り組むとともに，奄美

群島振興開発特別措置法の充実による農業振興，観光振興など，地域経済の活性化に全力を傾注してま

いりました。 

 豪雨災害を契機に，地域住民のよりどころとして，また，地域防災の拠点としての住用・笠利の庁舎

を整備し，本庁舎も間もなく整備が完了いたします。また，市内全域における光ファイバー網整備によ

り，経済活動はもとより，将来のデジタル社会に備えた社会基盤も構築してまいりました。平成２６年

度からは，奄美群島振興交付金が創設され，航路・航空路運賃軽減事業や農林水産物等輸送コスト支援

事業など，奄美群島の長年の課題解決に向けた施策を展開してまいりました。市民のみならず，群島民

の皆様に政治を身近に感じていただくことができたいのではないかと考えているところでもございま

す。 

 これらの事業につきましては，市長とむんばなしをはじめ，市民の皆様の声を伺い，皆様が抱えてい
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り，経済活動はもとより，将来のデジタル社会に備えた社会基盤も構築してまいりました。平成２６年

度からは，奄美群島振興交付金が創設され，航路・航空路運賃軽減事業や農林水産物等輸送コスト支援

事業など，奄美群島の長年の課題解決に向けた施策を展開してまいりました。市民のみならず，群島民

の皆様に政治を身近に感じていただくことができたいのではないかと考えているところでもございま

す。 

 これらの事業につきましては，市長とむんばなしをはじめ，市民の皆様の声を伺い，皆様が抱えてい

 

- 44 - 

 

る課題や想いを共有した上で，事業として計画し，効果的な制度設計をすることで実現に向けて取り組

んでまいりました。新年度におきましても，地域の皆様が抱える課題の解決に向けて，各種事業を展開

してまいります。 

 私は，３度目の市長選挙公約において，人は財産，地域・集落はエネルギーとの考えをお示しいたし

ました。特に本市の未来を担う子どもたちのため，計画的な学校施設の改修のほか，冷房設備や１人１

台のデジタル端末の整備など，学校教育環境の充実に努めてまいりました。また，子育て世代を支援す

る子ども医療費助成制度につきましては，市長就任当時，未就学児を対象としていたものを，小学生，

中学生と対象範囲を段階的に引き上げてきたほか，不妊治療を受ける方々への本市独自の支援充実など

を推進してまいりました。新年度からは子育て世代へのさらなる支援策として，子ども医療費助成制度

の対象を１８歳まで拡充するとともに，高校生の通学に要する家計負担の軽減を図るため，高校生遠距

離通学支援制度を新設いたします。 

 奄美市攻めの総合戦略２０２０にも掲げておりますしあわせの島の実現に向けて，本市の未来の礎と

なる人づくり，まちづくりを推進してまいります。 

 平成２６年度の新規航空路線の就航から平成２９年３月の奄美群島国立公園指定，そしてその先の世

界自然遺産へと続く流れは，確かに私たち奄美群島の追い風となり，順風な未来を予見させるものであ

りました。しかしながら，新型コロナウイルス感染症の世界的な蔓延により，社会情勢は急転し，現在

の私たちは先の見通しが全く立たない状況に置かれております。このような中において，令和２年度は

議会の皆様の御理解もいただきながら，約６４億円の新型コロナ関係予算を計上し，感染防止対策や経

済対策などに努めてまいりました。 

 新年度においても，市民生活における安全・安心の確保と市内経済活動の回復に向けて，新型コロナ

緊急対策事業を計上し，引き続き感染防止対策と経済対策の両面を基軸とした事業の推進に最大限の努

力を傾注してまいります。 

 誰も経験したことのない混沌とした社会情勢であります。また，新型コロナを契機に，社会のあり方

が再構築され，新しい時代が始まっていく大きな時代のうねりも感じているところであります。互いに

思い合い，助け合う結いの心を持つ私たちは，ともに新型コロナの困難を乗り越えて行くことができる

ものと信じております。 

 また，私ども行政を預かる者が新たな事を為すにあたっては，先憂後楽の言葉のとおり，先んじて発

生しうる問題などを可能な限り想定しておいた上で，いざ実施に当たっては力強く事業を進めていくこ

とが肝要でございます。明るく元気に夢のあるまちづくりのため，私がこれまで皆様から与えていただ

いた経験を活かし，新型コロナ対策をはじめとする各種施策の推進に先頭に立って取り組んでまいる所

存でございます。 

 以上の基本姿勢を基に，令和３年度における重点施策について御説明申し上げます。 

 第１点目は，新型コロナウイルス感染症対策についてであります。新型コロナウイルス感染症対策に

つきましては，国や県による支援措置の対策と連動しながら，市独自の感染防止対策及び経済対策を基

軸に，機動的な対策を講じてまいりました。国は新型コロナウイルス感染症の抜本的な対策として，国

民へのワクチン接種の準備を進めております。現在，本市といたしましても，新型コロナウイルスワク

チン接種推進室を設置し，大島郡医師会など関係機関との連携により，ワクチン接種に向けた準備を進

めているところでございます。新型コロナ感染拡大防止対策の最重要項目として，推進室を中心に全庁

的な対応を図り，接種体制の構築及び市民の皆様の円滑なワクチン接種に万全を期して取り組んでまい

りたいと存じます。 

 また，市民の皆様へのきめ細やかな情報発信による正しい情報の普及啓発を行うとともに，感染状況

に応じたメリハリのある感染防止対策に努めてまいります。 

 市民の皆様の御協力をいただきながら，感染防止対策を徹底していくと同時に，経済回復の道筋もつ

けていかなくてはなりません。そのため，地域内での経済循環を喚起する即効性のある緊急的な経済対
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策を常に念頭に置きながら，需要回復のための中期的視点に立った対策を講じてまいります。 

 特に，世界自然遺産登録の実現などにより，需要回復の好機が期待される宿泊業や飲食業，ガイド事

業などの観光関連分野におきましては，国や県の施策とも連動させながら，奄美大島，ひいては奄美群

島が一体となった対策を講じてまいります。 

 本市は，奄美大島の空の玄関である奄美空港，海の玄関である名瀬港を抱えており，しっかりとした

感染防止対策の取組などにより，来島される皆様に対しても安全・安心を届ける責務も担っておりま

す。そのため，県と連動して取り組む水際対策をはじめ，奄美大島新型コロナ警戒レベルの運用など

に，引き続き生活圏域，経済圏域を同じくする奄美大島が一体となって取り組んでまいります。 

 市が主催する行事などの開催につきましては，令和２年度中は新型コロナの影響により，市民の皆様

が例年楽しみにされている行事を中止せざるを得ない状況がございました。新年度におきましては，こ

れまで培ってきた新型コロナ対策についての知見などに基づき，感染の状況なども考慮した上で，コロ

ナ禍での行事の開催について前向きに検討してまいりたいと存じます。 

 第２点目は，健康で長寿を謳歌するまちづくりの実現についてであります。豊かな福祉社会の形成に

つきましては，第１期奄美市地域福祉計画に基づき，児童，障害者，高齢者などの各分野における施策

に，横断的かつ総合的に取り組んでまいります。 

 児童福祉の向上につきましては，第２期子ども子育て支援事業計画にも示した子は島の宝の考えの

下，地域全体で子育てを支援する環境づくりに取り組んでまいります。住用・笠利地区における保育施

設などにつきましては，両地区の在り方検討委員からの報告を基に，事業化に向けた検討を進めてまい

ります。ひとり親家庭への支援につきましては，高等職業訓練促進給付金制度により就職に有利な資格

取得の支援に取組むとともに，医療費助成などの生活支援策を実施し，引き続ききめ細かな支援に取り

組んでまいります。 

 障害者福祉につきましては，関係機関と連携し奄美市第６期障害者計画・障害福祉計画，第２期障害

児福祉計画に基づく事業に取り組むとともに，各種支援策の分かりやすい情報発信に努めてまいりま

す。また，新たに０歳から２歳までの児童発達支援事業における利用者負担を無償化することにより，

早期療育の促進を図り，障害児福祉の向上に努めてまいります。 

 児童虐待，ＤⅤ関係につきましては，地域や学校，関係機関と連携を図りながら，事案の早期発見と

被害者への支援に努めてまいります。家庭相談，児童相談及び青少年の支援につきましては，一人一人

の事情が複雑多岐にわたっていることから，関係機関との情報共有や連携を図り，きめ細かな対応に努

めてまいります。 

 高齢者福祉につきましては，第８期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に基づき，高齢者が住

み慣れた地域での生活を継続できるよう，地域共生社会の実現に向けた施策の推進や健全な介護保険制

度の運営に取り組んでまいります。 

 また，地域包括支援センターの運営につきましては，介護予防事業に重点を置くとともに，高齢者の

生きがいづくりや健康寿命の延伸に取り組んでまいります。併せて，お達者ご長寿応援事業や長寿者褒

賞事業を実施し，高齢者がいきいきと生活できる環境づくりに取り組んでまいります。 

 生活保護行政につきましては，関係機関と連携し生活保護受給者の自立支援や健康管理支援に取り組

むとともに，永住帰国の中国残留邦人の支援を実施してまいります。 

 また，生活困窮者に対しては，各種事業を活用した生活再建や子どもの学習支援，日常的な生活習慣

の習得など，個々の状況に応じた必要な支援を推進してまいります。 

 市民の健康づくりにつきましては，第２次健康あまみ２１に基づき，誰もが健康で住みやすい地域づ

くりを推進してまいります。 

 また，特定健診やがん検診などの各種健診において受診がしやすい環境を整備するとともに，各種予

防接種事業を実施し，市民の健康増進に取り組んでまいります。併せて，地域や民間企業，関係機関と

連携し，子どもから働き盛りの若い世代を中心に，健康づくりの機運の醸成に努めてまいります。 
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策を常に念頭に置きながら，需要回復のための中期的視点に立った対策を講じてまいります。 

 特に，世界自然遺産登録の実現などにより，需要回復の好機が期待される宿泊業や飲食業，ガイド事

業などの観光関連分野におきましては，国や県の施策とも連動させながら，奄美大島，ひいては奄美群

島が一体となった対策を講じてまいります。 

 本市は，奄美大島の空の玄関である奄美空港，海の玄関である名瀬港を抱えており，しっかりとした

感染防止対策の取組などにより，来島される皆様に対しても安全・安心を届ける責務も担っておりま

す。そのため，県と連動して取り組む水際対策をはじめ，奄美大島新型コロナ警戒レベルの運用など

に，引き続き生活圏域，経済圏域を同じくする奄美大島が一体となって取り組んでまいります。 

 市が主催する行事などの開催につきましては，令和２年度中は新型コロナの影響により，市民の皆様

が例年楽しみにされている行事を中止せざるを得ない状況がございました。新年度におきましては，こ

れまで培ってきた新型コロナ対策についての知見などに基づき，感染の状況なども考慮した上で，コロ

ナ禍での行事の開催について前向きに検討してまいりたいと存じます。 

 第２点目は，健康で長寿を謳歌するまちづくりの実現についてであります。豊かな福祉社会の形成に

つきましては，第１期奄美市地域福祉計画に基づき，児童，障害者，高齢者などの各分野における施策

に，横断的かつ総合的に取り組んでまいります。 

 児童福祉の向上につきましては，第２期子ども子育て支援事業計画にも示した子は島の宝の考えの

下，地域全体で子育てを支援する環境づくりに取り組んでまいります。住用・笠利地区における保育施

設などにつきましては，両地区の在り方検討委員からの報告を基に，事業化に向けた検討を進めてまい

ります。ひとり親家庭への支援につきましては，高等職業訓練促進給付金制度により就職に有利な資格

取得の支援に取組むとともに，医療費助成などの生活支援策を実施し，引き続ききめ細かな支援に取り

組んでまいります。 

 障害者福祉につきましては，関係機関と連携し奄美市第６期障害者計画・障害福祉計画，第２期障害

児福祉計画に基づく事業に取り組むとともに，各種支援策の分かりやすい情報発信に努めてまいりま

す。また，新たに０歳から２歳までの児童発達支援事業における利用者負担を無償化することにより，

早期療育の促進を図り，障害児福祉の向上に努めてまいります。 

 児童虐待，ＤⅤ関係につきましては，地域や学校，関係機関と連携を図りながら，事案の早期発見と

被害者への支援に努めてまいります。家庭相談，児童相談及び青少年の支援につきましては，一人一人

の事情が複雑多岐にわたっていることから，関係機関との情報共有や連携を図り，きめ細かな対応に努

めてまいります。 

 高齢者福祉につきましては，第８期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に基づき，高齢者が住

み慣れた地域での生活を継続できるよう，地域共生社会の実現に向けた施策の推進や健全な介護保険制

度の運営に取り組んでまいります。 

 また，地域包括支援センターの運営につきましては，介護予防事業に重点を置くとともに，高齢者の

生きがいづくりや健康寿命の延伸に取り組んでまいります。併せて，お達者ご長寿応援事業や長寿者褒

賞事業を実施し，高齢者がいきいきと生活できる環境づくりに取り組んでまいります。 

 生活保護行政につきましては，関係機関と連携し生活保護受給者の自立支援や健康管理支援に取り組

むとともに，永住帰国の中国残留邦人の支援を実施してまいります。 

 また，生活困窮者に対しては，各種事業を活用した生活再建や子どもの学習支援，日常的な生活習慣

の習得など，個々の状況に応じた必要な支援を推進してまいります。 

 市民の健康づくりにつきましては，第２次健康あまみ２１に基づき，誰もが健康で住みやすい地域づ

くりを推進してまいります。 

 また，特定健診やがん検診などの各種健診において受診がしやすい環境を整備するとともに，各種予

防接種事業を実施し，市民の健康増進に取り組んでまいります。併せて，地域や民間企業，関係機関と

連携し，子どもから働き盛りの若い世代を中心に，健康づくりの機運の醸成に努めてまいります。 
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 妊娠から育児期までの切れ目のない支援につきましては，子育て世代包括支援センターによる相談支

援及び妊娠・出産包括支援事業の充実に努め，子育てへの不安の解消をはじめ，産後うつ病や虐待の未

然防止などに取り組んでまいります。 

 また，不妊・不育治療費助成事業を実施し，経済的負担の軽減を図ってまいります。併せて，乳幼児

健診などを通して健やかな発育，発達を支援するとともに，母子歯科保健につきましても，母親とその

子どもの口腔環境の向上を促進してまいります。 

 自殺対策につきましては，奄美市自殺対策計画の下，関係機関と連携を図りながら，人材育成や周知

啓発などに取り組んでまいります。 

 国民健康保険事業につきましては，収納率の向上による国保税収入の確保と特定健診の保健事業の推

進による医療費の適正化に努め，引き続き安定した運営に取り組んでまいります。 

 後期高齢者医療制度につきましては，新たに長寿個別健診などを実施し，生活習慣病の早期発見や重

症化予防を図るとともに，筋力や認知機能などの生活機能の低下防止に向けた取組を促進することで，

医療費の適正化に取り組んでまいります。 

 第３点目は，観光立島を目指した多様な産業連携のまちづくりの実現についてであります。農林水産

業の振興としまして，まず，農業基盤の整備につきましては，中山間地域総合整備事業や県営畑地帯総

合整備事業などを推進してまいります。 

 農地の有効活用につきましては，人・農地プランの更なる充実に取り組むほか，農地中間管理事業を

活用した農地利用の最適化を進めてまいります。また，多面的機能支払交付金や中山間地域等直接支払

交付金を活用し，農村集落の環境保全への取組を促進してまいります。 

 担い手の確保，育成につきましては，農業研修事業の実施とともに，新規就農者に対する農業次世代

人材投資事業資金を活用した支援を行うことで，就農後の定着を図り，担い手農家や認定農業者の確保

に努めてまいります。 

 サトウキビの振興につきましては，サトウキビ増産計画に基づく支援を行い，単収向上と生産量の拡

大を促進してまいります。園芸作物の振興につきましては，苗木や資材購入の助成を行い，重点品目の

生産拡大を支援してまいります。農作物の生産性向上につきましては，堆肥生産供給による土づくりの

促進や耕作放棄地の解消，鳥獣被害防止対策，特殊病害虫対策などを実施してまいります。 

 畜産の振興につきましては，繁殖用雌牛の導入や繁殖用豚の増頭，資材購入に対する助成を実施する

とともに，防疫体制の徹底を図り，品質の向上や規模拡大を支援してまいります。 

 林業の振興につきましては，森林環境譲与税を活用し，森林環境の保全と地場産材の活用に努めてま

いります。 

 水産業の振興につきましては，種苗放流，藻場造成などの漁場の生産力向上や加工品製造，魚食普及

をはじめとする実践的な取組を行う漁業集落などを支援してまいります。また，漁業後継者育成のた

め，漁業担い手育成支援事業により，新規漁業従事者に対する支援を行ってまいります。 

 農林水産業全体の振興のため，流通条件の不利性を軽減し，本土との競争力向上と販路拡大に向け輸

送コスト支援に取り組んでまいります。 

 商工業の振興につきましては，奄美市中小企業・小規模企業振興条例に基づき，奄美大島商工会議所

及びあまみ商工会など関係機関と連携した取組を推進してまいります。中心市街地の活性化につきまし

ては，出店支援やリフォーム補助など各種施策に取り組み，賑わいのある中心市街地の形成を推進して

まいります。創業支援につきましては，経営に関する知識，ノウハウを習得できるあまみ創業塾や事業

立ち上げに要する費用面を支援する創業支援事業助成金などに取り組んでまいります。地場産業の振興

につきましては，奄美ふるさと１００人応援団との連携などを推進するとともに，加工品生産者の群島

外への販路拡大を支援してまいります。 

 本場奄美大島紬につきましては，紬購入費等助成事業などに取り組み，紬の薫るまちづくりを推進し

てまいります。また，次期奄美大島紬産地再生計画の策定に，本場奄美大島紬産地再生協議会と連携し
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ながら取り組んでまいります。 

 奄美黒糖焼酎につきましては，海外を含む販路開拓への取組を促進するとともに，引き続き輸送コス

ト支援を実施してまいります。 

 観光の振興につきましては，魅力的な観光地づくりに向けた施設整備をはじめ，航路・航空路運賃低

減や旅行支援事業の充実，島づたい観光の促進などに官民一体となって取り組んでまいります。観光拠

点施設につきましては，奄美海洋展示館のリニューアルやあやまる岬観光公園の充実に取り組むととも

に，重点道の駅黒潮の森マングローブパークの活用を促進してまいります。また，環境文化を活用した

観光活性化の取組として，新たに佐仁地区において休憩施設の整備を推進してまいります。 

 観光満足度の向上につきましては，あまみ大島観光物産連盟などと連携し，本市の魅力を生かした着

地型観光メニューの造成やエコツアーガイドの連携による質の高い体験プログラムの提供を図ってまい

ります。また，奄美特産品カタログキャンペーン事業に取り組むほか，奄美大島５市町村が連携して実

施する奄美満喫ツアー助成事業において，修学旅行に関する取組を拡充するなど，奄美大島への更なる

誘致を促進してまいります。併せて，外国人観光客に対応するため，キャッシュレス対応や多言語表記

を促進するとともに，地域通訳案内士との連携や国際交流員の活動による受入体制の強化を図ってまい

ります。 

 新型コロナを契機に行政においては様々な場面でのデジタル活用が求められております。国の新型コ

ロナ対策として，過去に例のない大規模事業となった特別定額給付金事業において，給付金の早期支給

に向け，いち早くＡＩなどを活用した本市の取組は，先端的なデジタル技術を活用した地方自治体の先

駆けとなる事例として，全国的にも大きな注目を集めております。また，人々の生活が新しい生活様式

に移行される中，テレワークやオンライン会議が一般的なものになるなど，情報通信産業は新たな活

用・成長の機会を迎えているものと考えているところでございます。そのため，新年度からデジタル担

当部署を新設し，庁内における働き方改革の推進やＧＩＧＡスクール構想など，子どもたちの教育環境

の充実を図り，その効果を民間企業にも展開するよう努めてまいります。 

 また，外海離島の地理的不利性を克服しうる産業として，情報通信産業につきましては，これまでも

重点的な振興を図ってまいりました。引き続き人材育成に積極的に取り組むとともに，奄美市産業支援

センター内での整備を進めております産業連携拠点や，ＩＣＴプラザかさりなどを活用し，情報通信分

野の振興発展に努めてまいります。 

 雇用施策につきましては，雇用者確保総合支援事業を実施するとともに，国の地域雇用活性化推進事

業の活用を図り，更なる雇用機会の拡大に取り組んでまいります。また，事業所における人材の確保，

育成などを図るため，島外での資格取得を支援するキャリアアップ助成金事業に取り組むとともに，市

内中小企業の福利厚生向上を目的として，退職金共済への加入促進，ゆいセンターの取組を支援してま

いります。併せて，雇用機会の更なる創出に向けて，企業誘致，仕事誘致に取り組むとともに，企業の

高度化を促進してまいります。フリーランスの支援につきましては，フリーランスが最も働きやすい島

化計画に基づき支援を行ってまいります。また，個人の特技や技術を活用した副業や兼業など，新たな

ワークスタイルの普及啓発にも努めてまいります。併せて，本市の魅力的で多様な職業を子どもたちに

伝えるため，福祉・医療分野をはじめとする専門職への理解を深める進路ガイダンスや，楽しみながら

仕事をしてもらうおしごとテーマパークなどを実施してまいります。 

 地域においてイノベーションを誘発する産業連携につきましては，本場奄美大島紬やフリーランス，

情報通信産業など，多様な人材が集う奄美市産業支援センターを拠点に，産学官や異業種間による連

携，島内外企業のマッチングなどを促進してまいります。 

 令和２年度に大手旅行会社が発表しましたワーケーションしてみたい国内スポットランキングで，奄

美大島が１位に選ばれ，豊かな自然環境や市内全域に整備された光ファイバー網といった本市の魅力を

発揮する新たな観光事業として，ワーケーションの推進が注目されております。この新たな観光需要の

獲得に向け，観光分野における誘客対策を推進するとともに，宿泊業や情報通信業など多様な産業が連

－ 47 －



 

- 47 - 

 

ながら取り組んでまいります。 

 奄美黒糖焼酎につきましては，海外を含む販路開拓への取組を促進するとともに，引き続き輸送コス

ト支援を実施してまいります。 

 観光の振興につきましては，魅力的な観光地づくりに向けた施設整備をはじめ，航路・航空路運賃低

減や旅行支援事業の充実，島づたい観光の促進などに官民一体となって取り組んでまいります。観光拠

点施設につきましては，奄美海洋展示館のリニューアルやあやまる岬観光公園の充実に取り組むととも

に，重点道の駅黒潮の森マングローブパークの活用を促進してまいります。また，環境文化を活用した

観光活性化の取組として，新たに佐仁地区において休憩施設の整備を推進してまいります。 

 観光満足度の向上につきましては，あまみ大島観光物産連盟などと連携し，本市の魅力を生かした着

地型観光メニューの造成やエコツアーガイドの連携による質の高い体験プログラムの提供を図ってまい

ります。また，奄美特産品カタログキャンペーン事業に取り組むほか，奄美大島５市町村が連携して実

施する奄美満喫ツアー助成事業において，修学旅行に関する取組を拡充するなど，奄美大島への更なる

誘致を促進してまいります。併せて，外国人観光客に対応するため，キャッシュレス対応や多言語表記

を促進するとともに，地域通訳案内士との連携や国際交流員の活動による受入体制の強化を図ってまい

ります。 

 新型コロナを契機に行政においては様々な場面でのデジタル活用が求められております。国の新型コ

ロナ対策として，過去に例のない大規模事業となった特別定額給付金事業において，給付金の早期支給

に向け，いち早くＡＩなどを活用した本市の取組は，先端的なデジタル技術を活用した地方自治体の先

駆けとなる事例として，全国的にも大きな注目を集めております。また，人々の生活が新しい生活様式

に移行される中，テレワークやオンライン会議が一般的なものになるなど，情報通信産業は新たな活

用・成長の機会を迎えているものと考えているところでございます。そのため，新年度からデジタル担

当部署を新設し，庁内における働き方改革の推進やＧＩＧＡスクール構想など，子どもたちの教育環境

の充実を図り，その効果を民間企業にも展開するよう努めてまいります。 

 また，外海離島の地理的不利性を克服しうる産業として，情報通信産業につきましては，これまでも

重点的な振興を図ってまいりました。引き続き人材育成に積極的に取り組むとともに，奄美市産業支援

センター内での整備を進めております産業連携拠点や，ＩＣＴプラザかさりなどを活用し，情報通信分

野の振興発展に努めてまいります。 

 雇用施策につきましては，雇用者確保総合支援事業を実施するとともに，国の地域雇用活性化推進事

業の活用を図り，更なる雇用機会の拡大に取り組んでまいります。また，事業所における人材の確保，

育成などを図るため，島外での資格取得を支援するキャリアアップ助成金事業に取り組むとともに，市

内中小企業の福利厚生向上を目的として，退職金共済への加入促進，ゆいセンターの取組を支援してま

いります。併せて，雇用機会の更なる創出に向けて，企業誘致，仕事誘致に取り組むとともに，企業の

高度化を促進してまいります。フリーランスの支援につきましては，フリーランスが最も働きやすい島

化計画に基づき支援を行ってまいります。また，個人の特技や技術を活用した副業や兼業など，新たな

ワークスタイルの普及啓発にも努めてまいります。併せて，本市の魅力的で多様な職業を子どもたちに

伝えるため，福祉・医療分野をはじめとする専門職への理解を深める進路ガイダンスや，楽しみながら

仕事をしてもらうおしごとテーマパークなどを実施してまいります。 

 地域においてイノベーションを誘発する産業連携につきましては，本場奄美大島紬やフリーランス，

情報通信産業など，多様な人材が集う奄美市産業支援センターを拠点に，産学官や異業種間による連

携，島内外企業のマッチングなどを促進してまいります。 

 令和２年度に大手旅行会社が発表しましたワーケーションしてみたい国内スポットランキングで，奄

美大島が１位に選ばれ，豊かな自然環境や市内全域に整備された光ファイバー網といった本市の魅力を

発揮する新たな観光事業として，ワーケーションの推進が注目されております。この新たな観光需要の

獲得に向け，観光分野における誘客対策を推進するとともに，宿泊業や情報通信業など多様な産業が連
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携した受入環境の整備を促進することで，選ばれるワーケーションの島奄美の確立を図ってまいりたい

と存じます。 

 第４点目は，自然に囲まれた快適な暮らしのまちづくりの実現についてであります。 

 水道事業につきましては，笠利東部地区再編推進事業や重要配水管更新事業などを推進し，安全な生

活用水の安定供給や施設の耐震化対策に努めてまいります。下水道事業につきましては，経営基盤の確

立，強化に向けた経営戦略に基づき，中長期的な視点を持った運営の安定化に努めてまいります。 

 また，本年１月に部分供用開始となった下水道赤木名処理区においての接続促進に取り組むととも

に，地区全体の整備完了に向け，着実に事業を推進してまいります。併せて，公共下水道の処理区域外

における生活排水対策として，合併処理浄化槽設置に対する補助を実施してまいります。 

 中心市街地の整備につきましては，末広・港土地区画整理事業の早期完了に努めるとともに，第４期

都市再生整備計画事業を推進してまいります。また，小宿土地区画整理事業の導入につきましては，地

域での合意形成に向けた支援を行ってまいります。 

 都市公園につきましては，奄美市公園施設長寿命化計画に基づき順次改修を進め，快適に利用いただ

けるよう努めてまいります。 

 名瀬港本港地区マリンタウン整備事業につきましては，区域内の基盤整備が完了したため，引き続き

隣接道路などの整備を促進してまいります。 

 住宅政策につきましては，令和２年度に着手した次期奄美市住生活基本計画と併せて，新年度は奄美

市公営住宅等長寿命化計画の策定に取り組み，適正な住宅の維持管理に努めてまいります。また，市営

住宅においては，外壁改修や水洗化などの改善を進めるとともに，新たに手花部地区において１棟４戸

の住宅整備に着手してまいります。併せて，民間住宅においては，住宅リフォーム等助成事業などを実

施し，安全で快適な居住環境の整備を促進してまいります。 

 適切な土地利用の推進につきましては，優良農地を保全し，農業振興のための各種施策を計画的に実

施するため，農業振興地域整備計画の見直しを進めてまいります。 

 地籍調査事業につきましては，境界紛争の未然防止や土地取引の円滑化，更には災害復旧への迅速な

対応や公共事業の円滑な実施のため，事業を推進してまいります。 

 墓地管理につきましては，墓地台帳の整備や無縁化対策に取り組むとともに，永田墓地利用計画に基

づき空き区画の再貸し出しや，使用者の利便性向上のための環境整備を実施してまいります。 

 新たな食肉処理施設の整備につきましては，令和５年度の事業完了に向け，着実に事業を推進してま

いります。 

 道路整備につきましては，災害に強い道路網を形成するため，県と協力し国道５８号おがみ山バイパ

スの円滑な事業促進に努めてまいります。また，市道につきましては，伊津部勝，名瀬勝，小湊線や三

儀山線，手花部・節田線などの改良事業に取り組むとともに，橋梁の安全点検及び補修に取り組んでま

いります。 

 港湾整備につきましては，国・県と連携しながら，名瀬港整備を促進してまいります。離島航路や航

空路につきましては，住民の利便性向上，物流の効率化，運航経営への支援制度の充実とともに，安定

的な離島住民の生活航路の維持・確保に向けて，関係機関と連携し取り組んでまいります。 

 地域公共交通につきましては，廃止路線代替バス運行事業を実施するとともに，コミュニティバスの

運行など，持続可能な交通体系の構築に取り組んでまいります。 

 自然環境の保全及び活用につきましては，奄美大島独自の生物多様性を保全し，豊かな社会を形成し

ていくため，奄美大島生物多様性地域戦略に基づく取組を関係機関と連携して実施することといたして

おります。新年度におきましても，同戦略に基づき，パトロールやカメラ監視などによる希少種の盗

掘，盗採防止，ノネコの発生源対策，外来動植物の駆除，地域住民への意識啓発などを推進してまいり

ます。 

 また，持続可能な利用に向け金作原での利用ルール試行を継続するとともに，市道三太郎線周辺の夜
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間利用ルールの検討，世界自然遺産推薦区域における環境整備にも取り組んでまいります。 

 環境省において黒潮の森マングローブパーク敷地内へ整備予定の世界遺産センターにつきましては，

関係機関と連携し，円滑な事業促進に努めてまいります。 

 生活衛生対策につきましては，ごみの減量，分別の促進や海岸漂着物対策に取り組むとともに，環境

美化推進団体助成事業により，地域住民主体の美化活動を支援してまいります。 

 安全な地域づくりの推進につきましては，発生から本年で１０年となる東日本大震災はもとより，奄

美豪雨災害や全国で頻発する大規模自然災害を教訓として，奄美市地域防災計画に基づき，災害に強い

まちづくりに取り組んでまいります。 

 防災対策事業につきましては，急傾斜砂防事業などの土砂災害対策を推進するとともに，台風時など

の河川氾濫の防止に向けて，節田川の改修事業や緊急浚渫推進事業による河川の寄洲除去などを実施し

てまいります。 

 防災・減災対策の強化につきましては，市内全戸に配布する新たなハザードマップの活用などを通し

て，市民一人一人の防災・減災意識の醸成に取り組んでまいります。また，避難所に指定されている各

地域の集会施設の改修を計画的に実施し，避難所としての機能強化を図るとともに，自主防災組織を中

心とした地域の防災体制の強化を促進してまいります。併せて，奄美市防災訓練などを通して関係機関

との連携による対応力の向上に努めてまいります。 

 消防，救急体制の強化につきましては，水槽付消防ポンプ自動車の更新を行うほか，水害への対応力

強化に向けて，消防団員用アルミボートを配備するなど，機材の計画的な配備更新を行うとともに，職

員，団員の研修充実を図ってまいります。 

 防犯対策につきましては，警察などの関係機関と連携し，地域防犯体制の強化に努めてまいります。

交通安全対策につきましては，各学校，地域において，交通安全教室を実施するとともに，安全で安心

な交通環境の整備に向けて，交通安全施設整備事業によるガードレール，カーブミラーの更新などを実

施してまいります。 

 消費者行政につきましては，多様化する消費者問題から市民を守るため，弁護士会との連携や地域コ

ミュニティＦＭなどを活用した啓発活動など，今後も積極的に取り組んでまいります。 

 第５点目は，地域の中で教え，学ぶ教育・文化のまちづくりの実現についてであります。教育行政に

おきましては，本市の教育理念である地域に根差したふるさと教育，奄美の子どもたちを光にのもと，

活力ある教育を推進してまいります。確かな学力の定着，向上につきましては，本市が取り組んでいる

学力向上対策授業改善五つの方策の徹底に努めるとともに，家庭学習の習慣化と充実を促進してまいり

ます。 

 国は全国の小学校について１学年だけでなく全ての学年における３５人学級の実現に向けて，年次的

に改める方針を表明したところであります。本市におきましては，既に県全体で実施している１・２学

年での３０人学級に加え，全国的な取組に先駆けて５・６年についても３５人学級としているところで

あり，国の動向を注視しながら引き続き効果的な学級編成に取り組んでまいります。 

 また，児童・生徒１人１台のデジタル端末を活用して，一人一人の理解度に応じた個別学習の最適化

を図るとともに，児童・生徒と教師との相互コミュニケーションを通じた協同学習をより一層推進して

まいります。併せて，小学校５・６年生において，ＡＬＴの積極的な活動を含めた外国語学習に取り組

むほか，小学校におけるプログラミング教育についても充実を図ってまいります。加えて，特認校制度

や奄美くろうさぎ留学事業を継続し，小規模，複式校の教育の充実や幼・小・中の連携を図ってまいり

ます。 

 生徒指導，生徒支援につきましては，生徒指導ハンドブックに基づく各学校における取組を促進する

とともに，スクールソーシャルワーカーなどによる相談体制の充実や，ふれあい教室の活用を通して，

一人一人の児童・生徒の心に寄り添った支援に努めてまいります。 

 豊かな心の育成につきましては，児童・生徒と教師が一体となった花づくり，花いっぱい運動や市少
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間利用ルールの検討，世界自然遺産推薦区域における環境整備にも取り組んでまいります。 

 環境省において黒潮の森マングローブパーク敷地内へ整備予定の世界遺産センターにつきましては，

関係機関と連携し，円滑な事業促進に努めてまいります。 

 生活衛生対策につきましては，ごみの減量，分別の促進や海岸漂着物対策に取り組むとともに，環境

美化推進団体助成事業により，地域住民主体の美化活動を支援してまいります。 

 安全な地域づくりの推進につきましては，発生から本年で１０年となる東日本大震災はもとより，奄

美豪雨災害や全国で頻発する大規模自然災害を教訓として，奄美市地域防災計画に基づき，災害に強い

まちづくりに取り組んでまいります。 

 防災対策事業につきましては，急傾斜砂防事業などの土砂災害対策を推進するとともに，台風時など

の河川氾濫の防止に向けて，節田川の改修事業や緊急浚渫推進事業による河川の寄洲除去などを実施し

てまいります。 

 防災・減災対策の強化につきましては，市内全戸に配布する新たなハザードマップの活用などを通し

て，市民一人一人の防災・減災意識の醸成に取り組んでまいります。また，避難所に指定されている各

地域の集会施設の改修を計画的に実施し，避難所としての機能強化を図るとともに，自主防災組織を中

心とした地域の防災体制の強化を促進してまいります。併せて，奄美市防災訓練などを通して関係機関

との連携による対応力の向上に努めてまいります。 

 消防，救急体制の強化につきましては，水槽付消防ポンプ自動車の更新を行うほか，水害への対応力

強化に向けて，消防団員用アルミボートを配備するなど，機材の計画的な配備更新を行うとともに，職

員，団員の研修充実を図ってまいります。 

 防犯対策につきましては，警察などの関係機関と連携し，地域防犯体制の強化に努めてまいります。

交通安全対策につきましては，各学校，地域において，交通安全教室を実施するとともに，安全で安心

な交通環境の整備に向けて，交通安全施設整備事業によるガードレール，カーブミラーの更新などを実

施してまいります。 

 消費者行政につきましては，多様化する消費者問題から市民を守るため，弁護士会との連携や地域コ

ミュニティＦＭなどを活用した啓発活動など，今後も積極的に取り組んでまいります。 

 第５点目は，地域の中で教え，学ぶ教育・文化のまちづくりの実現についてであります。教育行政に

おきましては，本市の教育理念である地域に根差したふるさと教育，奄美の子どもたちを光にのもと，

活力ある教育を推進してまいります。確かな学力の定着，向上につきましては，本市が取り組んでいる

学力向上対策授業改善五つの方策の徹底に努めるとともに，家庭学習の習慣化と充実を促進してまいり

ます。 

 国は全国の小学校について１学年だけでなく全ての学年における３５人学級の実現に向けて，年次的

に改める方針を表明したところであります。本市におきましては，既に県全体で実施している１・２学

年での３０人学級に加え，全国的な取組に先駆けて５・６年についても３５人学級としているところで

あり，国の動向を注視しながら引き続き効果的な学級編成に取り組んでまいります。 

 また，児童・生徒１人１台のデジタル端末を活用して，一人一人の理解度に応じた個別学習の最適化

を図るとともに，児童・生徒と教師との相互コミュニケーションを通じた協同学習をより一層推進して

まいります。併せて，小学校５・６年生において，ＡＬＴの積極的な活動を含めた外国語学習に取り組

むほか，小学校におけるプログラミング教育についても充実を図ってまいります。加えて，特認校制度

や奄美くろうさぎ留学事業を継続し，小規模，複式校の教育の充実や幼・小・中の連携を図ってまいり

ます。 

 生徒指導，生徒支援につきましては，生徒指導ハンドブックに基づく各学校における取組を促進する

とともに，スクールソーシャルワーカーなどによる相談体制の充実や，ふれあい教室の活用を通して，

一人一人の児童・生徒の心に寄り添った支援に努めてまいります。 

 豊かな心の育成につきましては，児童・生徒と教師が一体となった花づくり，花いっぱい運動や市少
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年少女合唱団，地域に根差す活動などを通して情操教育を推進することにより，健全な自尊感情，自己

肯定感の育成や共感的な人間関係の構築を図ってまいります。 

 また，ふるさと読書の森推進事業により，学校図書室などの書籍の充実を図り，児童・生徒の読書習

慣の確立や多様な読書活動の促進に努めてまいります。 

 郷土を愛する心の育成につきましては，ふるさと学習を通して島口や島唄，新民謡，八月踊りや六調

などを伝承し，伝統文化を保存継承する世代づくりに取り組み，生まれ育った奄美に誇りを持つ児童・

生徒の育成に努めてまいります。 

 健やかな体の育成につきましては，１校１運動などを推進し，園児や児童・生徒の体力向上を図ると

ともに，学校給食を通して奄美の食材を生かした食育に取り組んでまいります。 

 安全・安心な学校づくりにつきましては，各学校での防災訓練などの防災教育を通して，児童・生徒

が主体的に行動する態度を育むとともに，通学路安全推進会議など，学校，地域が一体となった取組に

努めてまいります。 

 また，老朽化した朝日小学校の校舎大規模改修事業をはじめ，学校施設の改修を計画的に進めてまい

ります。 

 高等学校への取組につきましては，バス通学にかかる負担軽減を図る奄美市高校生遠距離通学支援制

度を新たに創設するとともに，高校の活性化を図るため地元高校魅力アピール支援事業を実施してまい

ります。 

 高等教育機関への取組につきましては，奄美看護福祉専門学校への支援を実施し，不足する医療・福

祉分野の人材育成や定住促進を図ってまいります。また，奄美大島５市町村が連携した共同キャンパス

の実現に向けた取組を進めるとともに，鹿児島大学国際島嶼教育研究センター奄美分室など，包括連携

協定を締結している大学などと連携した取組を推進してまいります。 

 生涯学習の推進につきましては，講座の充実，県立奄美図書館との連携，移動図書館車の市内巡回並

びに福祉フェスタの開催などを通して，生涯学習活動への参加意欲の向上に努めてまいります。また，

生涯学習の拠点となる市民交流センターにつきましては，早期完成に向けて整備を進めるとともに，市

民の皆様に親しんでいただける体制づくりにも取り組んでまいります。 

 社会教育の推進につきましては，家庭，地域の教育力向上の取組に加え，青少年教育やＰＴＡ活動の

充実を図り，学校，家庭，地域の連携を図ってまいります。 

 郷土学の振興につきましては，先人の教えである島唄半学の精神に倣い，シマグチ・シマユムタや地

域の伝統文化の保存継承活動を促進するとともに，奄美博物館において世界自然遺産に関わる企画展な

どを開催し，情報発信機能の強化に努めてまいります。 

 また，市民の文化財愛護思想の普及啓発と併せて，文化財を活用した地域活性化を図るため，文化財

説明板の設置を進めるとともに，新たに国指定史跡宇宿貝塚の保存活用計画の策定に取り組んでまいり

ます。 

 文化活動の振興につきましては，市民文化祭や市美術展覧会を開催するとともに，本年１０月に本市

では初開催となる県民フェスタに向けて，県文化協会などと連携して準備を進めてまいります。 

 また，地域に残る集落行事や伝統文化を映像に記録することで，地域文化の保存継承を図ってまいり

ます。 

 奄美市民歌につきましては，奄美市の更なる一体感の醸成と市民のふるさと意識の高揚を図るため，

市民に広く普及するよう取り組んでまいります。 

 奄美群島の復帰運動の伝承につきましては，日本復帰記念の日の集いを開催するとともに，奄美博物

館に所蔵する貴重な資料の保存に向けた取組を推進してまいります。 

 社会体育の振興につきましては，市民体育祭や地区対抗駅伝競走大会など，市民が広くスポーツに親

しむ機会づくりに取り組むとともに，大島地区大会などの開催にあたっては，円滑な運営に向けて各種

団体と協力連携してまいります。 
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 また，小・中学生のスポーツ文化活動の支援のため，全国大会などへの大会出場助成を実施してまい

ります。併せて，総合運動公園などにおいて施設の安全性の確保と利用促進に努めてまいります。 

 スポーツ合宿につきましては，官民連携による受入体制の強化を図るとともに，合宿チームと連携し

て地域の競技力向上に努めてまいります。 

 令和５年に延期となった特別国民体育大会相撲競技につきましては，改めて関係機関と連携し，大会

成功へ向けて準備を進めてまいります。 

 第６点目は，魅力ある地域づくりに向けてについてであります。市民協働の推進につきましては，市

長とむんばなしなどをとおして，市民と直に語り合うとともに，地域の行政協力員などと連携し，地域

の課題解決に向けて取り組んでまいります。また，１集落１ブランド事業や紡ぐきょらの郷づくりなど

により，地域や各種団体の知恵と工夫を生かした取組と，活力ある地域づくりを支援してまいります。 

 男女共同参画の推進につきましては，男女共同参画あまみ会議と連携し，市民の意識啓発活動を推進

してまいります。 

 定住促進につきましては，定住促進住宅の整備に取り組むほか，Ｕ・Ｉターン者への住宅購入費，リ

フォーム助成制度の活用を促進するとともに，空き家バンク制度や移住支援情報の充実を図り，積極的

な移住・定住施策を展開してまいります。また，奄美市空き家等対策計画に基づき，総合的かつ計画的

に空き家，廃屋などの適切な管理，利用促進を図ってまいります。 

 国際交流につきましては，将来の奄美を担うグローカル人材の育成を図るため，ナカドゥチェス市と

の中学生交換留学を実施するとともに，中学生と南カリフォルニア奄美会との交流を図ってまいりま

す。 

 地域間交流につきましては，友好都市である兵庫県西宮市，大阪府豊中市との地域間交流を推進する

ほか，長野県小川村，群馬県みなかみ町との交流事業に取り組んでまいります。また，香川県小豆島で

開催予定の全国離島交流中学生野球大会に参加し，全国離島地域との交流機会の創出にも取り組んでま

いります。 

 市民サービスの向上につきましては，市税などについて新たにクレジットカードによる納付サービス

を開始し，市民の利便性向上を図ってまいります。また，市民生活において今後利活用が広がるマイナ

ンバーカードの更なる普及促進を図ってまいります。 

 併せて，各種研修などによる市職員の資質向上に取り組むとともに，各種ＩＣＴツールを活用した職

員の働き方改革と，公務能率の向上を図り，質の高い行政サービスの提供に努めてまいります。 

 ふるさと納税につきましては，返礼品の更なる充実を図るとともに，いただいた寄附金については，

世界自然遺産関連事業への活用など，寄附者の想いに応えられるよう，計画的な運用を推進してまいり

ます。また，企業版ふるさと納税制度に取り組み，法人からの寄附を募ることで，新たな財源の確保に

努め，地方創生の取組を加速させてまいります。 

 公共施設の適切な管理につきましては，指定管理者制度などを活用し，民間事業者との連携による市

民サービスの向上に努めてまいります。 

 行政情報力の向上につきましては，広報紙やインターネットの活用，報道機関との連携など，様々な

手法による市政情報の提供を行うとともに，市民の皆様から各種施策に対する御意見を，より一層お寄

せいただけるよう，広聴活動の充実を図ってまいります。 

 広域行政の推進につきましては，奄美群島成長戦略ビジョンに基づく取組を着実に実施するととも

に，新年度は５年間の時限立法である現行奄振法の折り返し地点を迎えることから，次期奄振に向けて

も奄美群島広域事務組合を中心に，１２市町村一体となって検討を進めてまいります。 

 ここまで，本市の主要施策を申し述べさせていただきました。 

 続いて，これらの主要施策の推進にあたり編成いたしました令和３年度予算案の概要について，申し

上げます。 

 国は，令和３年度予算編成の基本方針において，新型コロナ感染症により甚大な影響を受けた国内経
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 また，小・中学生のスポーツ文化活動の支援のため，全国大会などへの大会出場助成を実施してまい

ります。併せて，総合運動公園などにおいて施設の安全性の確保と利用促進に努めてまいります。 

 スポーツ合宿につきましては，官民連携による受入体制の強化を図るとともに，合宿チームと連携し

て地域の競技力向上に努めてまいります。 

 令和５年に延期となった特別国民体育大会相撲競技につきましては，改めて関係機関と連携し，大会

成功へ向けて準備を進めてまいります。 

 第６点目は，魅力ある地域づくりに向けてについてであります。市民協働の推進につきましては，市

長とむんばなしなどをとおして，市民と直に語り合うとともに，地域の行政協力員などと連携し，地域

の課題解決に向けて取り組んでまいります。また，１集落１ブランド事業や紡ぐきょらの郷づくりなど
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の中学生交換留学を実施するとともに，中学生と南カリフォルニア奄美会との交流を図ってまいりま

す。 
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 ふるさと納税につきましては，返礼品の更なる充実を図るとともに，いただいた寄附金については，
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 公共施設の適切な管理につきましては，指定管理者制度などを活用し，民間事業者との連携による市

民サービスの向上に努めてまいります。 

 行政情報力の向上につきましては，広報紙やインターネットの活用，報道機関との連携など，様々な

手法による市政情報の提供を行うとともに，市民の皆様から各種施策に対する御意見を，より一層お寄

せいただけるよう，広聴活動の充実を図ってまいります。 

 広域行政の推進につきましては，奄美群島成長戦略ビジョンに基づく取組を着実に実施するととも

に，新年度は５年間の時限立法である現行奄振法の折り返し地点を迎えることから，次期奄振に向けて

も奄美群島広域事務組合を中心に，１２市町村一体となって検討を進めてまいります。 

 ここまで，本市の主要施策を申し述べさせていただきました。 

 続いて，これらの主要施策の推進にあたり編成いたしました令和３年度予算案の概要について，申し

上げます。 

 国は，令和３年度予算編成の基本方針において，新型コロナ感染症により甚大な影響を受けた国内経
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済を内需主導で成長軌道に戻していくことができるよう，経済の下支えを行いながら感染症拡大防止と

社会経済活動の両立を図っていくこととしております。こうした国の動向を踏まえ，本市といたしまし

ても新型コロナ対策を重要課題として捉え，各種取組を切れ目なく継続していくために，令和２年度繰

越予算と令和３年度予算を連動した１５か月予算として組み立て，実行してまいりたいと思います。 

 一般会計の歳出では，本庁舎や市民交流センターの大型事業が完了を迎え，普通建設事業費は大きく

減額となったものの，人件費，扶助費，公債費の義務的経費は増加傾向にあります。 

 一方で歳入においては，新型コロナの影響により自主財源である市税や地方消費税交付金などの減収

が見込まれるなど，地方財政を取り巻く環境は更に厳しくなることが想定されております。 

 このような中，新年度当初予算は，前年度と比較して，一般会計総額で２１億円ほど減額となりまし

たが，新型コロナ対策予算，攻めの総合戦略の実現に向けた地方創生予算，ふるさと納税を活用した世

界自然遺産関連予算などを確保し，引き続き限られた財源の有効活用と財政の健全化に努めてまいりた

いと存じます。 

 それでは，令和３年度の各会計の当初予算案について，概略を申し上げたいと存じます。 

 まず，議案第１３号，一般会計予算は，普通建設事業費の減額などにより，対前年度６．３パーセン

ト減の３１５億２，４３５万７，０００円であります。 

 次に，議案第１４号，国民健康保健事業特別会計予算は，事業費納付金の減額などにより，対前年度

１．６パーセント減の５０億７，０８７万３，０００円であります。 

 議案第１５号，国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算は，医療設備費の増額などにより，対前

年度２．０パーセント増の２億７，０５１万８，０００円であります。 

 議案第１６号，後期高齢者医療特別会計予算は，前年度並みの５億２，８７９万３，０００円であり

ます。 

 議案第１７号，介護保険事業特別会計予算は，介護給付費の増額などにより対前年度３．９パーセン

ト増の５１億４，８１３万１，０００円であります。 

 議案第１８号，訪問看護特別会計予算は，前年度並みの３，５３１万８，０００円であります。 

 議案第１９号，と畜場特別会計予算は，普通建設事業費の増額により対前年度７８５．８パーセント

増の８，０１５万９，０００円であります。 

 議案第２０号，交通災害共済特別会計予算は，前年度並みの７８４万円であります。 

 議案第２１号，水道事業会計予算は，建設改良費の増額などにより，収益的支出と資本的支出の合計

額は，対前年度１２．６パーセント増の２３億２，８５８万１，０００円であります。 

 議案第２２号，下水道事業会計予算は，建設改良費の増額などにより，収益的支出と資本的支出の合

計額は，対前年度０．９パーセント増の３２億５，３２２万５，０００円であります。 

 以上，一般会計，特別会計及び企業会計予算を合わせた予算総額は，対前年度３．３パーセント減の

４８２億４，７７９万５，０００円であります。 

 引き続き，議案第２３号から議案第３４号までの提案理由の御説明をいたします。 

 議案第２３号 奄美市行政組織条例の一部を改正する条例の制定につきましては，新たなデジタル社

会に対応する部署として，商工観光情報部を設置するため，所要の規定を整備しようとするものでござ

います。 

 議案第２４号 奄美市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について，及び議案第２５号 奄美

市ふるさと創生人材育成基金条例の一部を改正する条例の制定につきましては，同基金を活用した奨学

金制度の弾力的な運用を図るため，所要の規定を整備しようとするものでございます。 

 次に，議案第２６号 奄美市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定につきまして

は，関係法令等の改正に伴い，審査申出書への押印を廃止するなど，所要の規定を整備しようとするも

のでございます。 

 議案第２７号 奄美市税外収入督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例及び奄美市後期高齢者医療
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に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては，地方税法等の改正に伴い，税外収入等の延

滞金の特例規定に関しても同様の改正を行うため，所要の規定を整備しようとするものでございます。 

 次に，議案第２８号 奄美市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定につきま

しては，現行の助成の対象を１８歳に達する年度の子どもにまで拡充するとともに，非課税世帯の窓口

負担を軽減するため，所要の規定を整備しようとするものでございます。 

 議案第２９号 奄美市有墓地条例の一部を改正する条例の制定につきましては，新たに作成した永田

墓地利用計画を円滑に推進するため，所要の規定を整備しようとするものでございます。 

 議案第３０号 奄美市介護保険条例の一部を改正する条例の制定につきましては，第８期事業計画の

策定に伴い，新たに算定された介護保険料を定めるため，所要の規定を整備しようとするものでござい

ます。 

 次に，議案第３１号 奄美市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

の一部を改正する条例の制定につきましては，関係法令の改正に伴い管理者要件適用の猶予期間を延長

するなど，所要の規定を整備しようとするものでございます。 

 議案第３２号 奄美市ＩＣＴプラザかさり条例の一部を改正する条例の制定につきましては，入居の

更新期限を定め施設の活用化を促すため，所要の規定を整備しようとするものでございます。 

 次に，議案第３３号 奄美市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定につきましては，幼稚園と

小学校の連携を推進し，幼児教育の充実を図るため，所要の規定を整備しようとするものでございま

す。 

 次に，議案第３４号 奄美市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につきましては，関係法

令の一部改正に伴い，新型コロナウイルス感染症の定義を明記するなど，所要の規定を整備しようとす

るものでございます。 

 令和３年度の市政運営における基本姿勢及び予算編成を申し述べさせていただきました。 

 本年の干支丑は，勤勉に働く姿が誠実さを表すとされ，丑年は一歩一歩着実に物事を進めることが大

事な年だといわれております。昨年，新型コロナの影響により延期となっていた世界自然遺産委員会

が，本年６月から７月に予定されております。これまで誠実に，そして一歩ずつ進めてまいりました世

界自然遺産登録への取組の成果が実を結ぶにふさわしい年であると考えているところでございます。 

 私たちの長年の念願が成就するよう，関係機関と連携し，世界自然遺産登録に向けた確かな一歩を進

めていかなくてはならないと存じます。 

 子どもたちのためにと花火を打ち上げた方々がいらっしゃいました。高校生が自らのアイデアで医療

従事者を応援する動画を発信していただきました。本市には１０万枚を超えるマスクや，多くの御寄

附，消毒液など，市内外大変多くの方々からの思いが寄せられております。誰もが経験したことのない

コロナ禍において，私たちは互いに支え合うことのすばらしさを改めて実感いたしております。まず和

して，而る後に大事なす，この言葉にありますように，まさに今，私たち市民が一つとなって新型コロ

ナに対して取り組んでまいりますれば，大きな成果を上げることができるものと信じております。その

ためにも，市民と議会の皆様，そして職員とともに和をなし，絆を強いものとして，引き続き奄美市の

発展に精一杯努力してまいりますことをお誓い申し上げ，私の施政方針とさせていただきます。御清聴

ありがとうございました。 

 

議長（与 勝広君） 以上で ，市長の新年度に臨む施政方針並びに各会計予算，その他各議案等に関す

る提案理由の説明を終わります。 

 お諮りいたします。 

 報告書整理及び議案等調査のため，明日２６日から３月４日まで休会としたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては，地方税法等の改正に伴い，税外収入等の延

滞金の特例規定に関しても同様の改正を行うため，所要の規定を整備しようとするものでございます。 

 次に，議案第２８号 奄美市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定につきま

しては，現行の助成の対象を１８歳に達する年度の子どもにまで拡充するとともに，非課税世帯の窓口

負担を軽減するため，所要の規定を整備しようとするものでございます。 

 議案第２９号 奄美市有墓地条例の一部を改正する条例の制定につきましては，新たに作成した永田

墓地利用計画を円滑に推進するため，所要の規定を整備しようとするものでございます。 

 議案第３０号 奄美市介護保険条例の一部を改正する条例の制定につきましては，第８期事業計画の

策定に伴い，新たに算定された介護保険料を定めるため，所要の規定を整備しようとするものでござい

ます。 

 次に，議案第３１号 奄美市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

の一部を改正する条例の制定につきましては，関係法令の改正に伴い管理者要件適用の猶予期間を延長

するなど，所要の規定を整備しようとするものでございます。 

 議案第３２号 奄美市ＩＣＴプラザかさり条例の一部を改正する条例の制定につきましては，入居の

更新期限を定め施設の活用化を促すため，所要の規定を整備しようとするものでございます。 

 次に，議案第３３号 奄美市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定につきましては，幼稚園と

小学校の連携を推進し，幼児教育の充実を図るため，所要の規定を整備しようとするものでございま

す。 

 次に，議案第３４号 奄美市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につきましては，関係法

令の一部改正に伴い，新型コロナウイルス感染症の定義を明記するなど，所要の規定を整備しようとす

るものでございます。 

 令和３年度の市政運営における基本姿勢及び予算編成を申し述べさせていただきました。 
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が，本年６月から７月に予定されております。これまで誠実に，そして一歩ずつ進めてまいりました世

界自然遺産登録への取組の成果が実を結ぶにふさわしい年であると考えているところでございます。 

 私たちの長年の念願が成就するよう，関係機関と連携し，世界自然遺産登録に向けた確かな一歩を進

めていかなくてはならないと存じます。 

 子どもたちのためにと花火を打ち上げた方々がいらっしゃいました。高校生が自らのアイデアで医療

従事者を応援する動画を発信していただきました。本市には１０万枚を超えるマスクや，多くの御寄

附，消毒液など，市内外大変多くの方々からの思いが寄せられております。誰もが経験したことのない

コロナ禍において，私たちは互いに支え合うことのすばらしさを改めて実感いたしております。まず和

して，而る後に大事なす，この言葉にありますように，まさに今，私たち市民が一つとなって新型コロ

ナに対して取り組んでまいりますれば，大きな成果を上げることができるものと信じております。その

ためにも，市民と議会の皆様，そして職員とともに和をなし，絆を強いものとして，引き続き奄美市の

発展に精一杯努力してまいりますことをお誓い申し上げ，私の施政方針とさせていただきます。御清聴

ありがとうございました。 

 

議長（与 勝広君） 以上で ，市長の新年度に臨む施政方針並びに各会計予算，その他各議案等に関す

る提案理由の説明を終わります。 

 お諮りいたします。 

 報告書整理及び議案等調査のため，明日２６日から３月４日まで休会としたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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 御異議なしと認めます。 

 よって，明日２６日から３月４日まで休会とすることに決定いたしました。 

 以上で，本日の日程は終了いたしました。 

 ３月５日午前９時３０分，本会議を開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。（午前１０時４０分） 
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議長（与 勝広君） おはようございます。ただいまの出席議員は１９人であります。会議は成立いたし

ました。 

 これから，本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

 本日の議事日程は，一般質問であります。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程に入ります。日程第１，一般質問を行います。 

 この際，申し上げます。一般質問は個人質問とし，各自持ち時間は答弁を含めて６０分以内といたし

ます。なお，重複する質問事項につきましては，極力避けられますよう，質問者において御配慮をお願

いいたします。また，通告項目の積み残しのないよう，時間配分をよろしくお願いいたします。さら

に，当局に置かれましても，答弁については時間の制約もありますので，できるだけ簡潔明瞭に行われ

ますよう，あらかじめお願いをしておきます。 

 通告に従い，順次質問を許可いたします。 

 最初に，自由民主党 奥 輝人君の発言を許可いたします。 

 

１５番（奥 輝人君） 議場の皆さん，市民の皆さん，そして笠利総合支所１階正面入口のモニター前で

御覧の皆さん，すかんまんきゃあ，うがみしょうら。おはようございます。令和３年第１回定例会，一

般質問一番くじを引き当てトップで質問を行います，自民党会派の奥 輝人です。 

 一般質問に入ります前に，少々所見を述べたいと思います。私は過去に２回の一番くじがあり，これ

で３回目となりました。今回の私の質問は，コロナオンリーの１００パーセントであり，他の同僚議員

と同様の質問項目が数件ありますが，いの一番ということは誰にも被らない，そして議長いわく，な

お，重複する質問事項については，極力避けられますように質問者において御配慮をお願いしますとい

うことにも当てはまらないということで，一番目の特権を生かして簡潔明瞭に進めていきたいと思いま

す。 

 さて，令和３年の新しい年が明けてから，もう３月ということで，今年度末で定年退職される職員の

皆さん，あと残りわずかとなってきました。対象となる職員は昭和３５年度生であり，ネズミ年と丑年

の早生まれの職員であります。長きに渡り役所勤めの奉公，本当にお疲れ様でした。４月からは新たな

人生の旅立ちであります。定年退職される皆さんは，まだ６０代なり初めであります。もう６０代では

ありません。もう６０代とは，おじさん，おばさんの取り扱いになりますので，もうは使わないで，ま

だを使いこなしてほしいと思います。まだまだ現役ばりばりの６０代，ヤングマンであり，キャリアマ

ン，キャリアウーマンであります。その若さをこれからも十二分に生かして，これまでの経験と体験を

各地域で，さらに活躍して地域の活性化に奮闘していただきたいと思います。頑張ってください。 

 さて，新型コロナの影響についてでありますが，まだまだその影響は続きそうで，いったいいつにな

ればコロナの収束日がくるのか，本当に待ち遠しい限りであります。国においては，海外のコロナワク

チンが承認され，国民への接種が始まり，明るい兆しは見えてはいるものの，いつになれば脱マスクや

三密の回避，不要不急の外出の自粛の回避，そして新しい生活様式の回避など，コロナ対策の回避とな

るのか，まだまだ先は全然見通せない感じであります。現在，全国においてコロナの感染者数，新規の

感染者数は減少傾向に転じてはいるものの，関東方面の緊急事態宣言が全て解除となったときに，ワク

チンの接種が追い付かなければ，さらに次の第４波が来ないか，危惧されている面もあり，まだまだ油

断禁物で取り組まなければならない状況下であると思います。 

 そのような中，地域のコロナ状況はと言いますと，地域経済は疲弊化し，地域集落は沈静化し，夜の

街は静寂化し，本当に元気のない，活力のない，それが今の地域，そして奄美市の姿であると思いま

す。さて，脱コロナの時代が一日も早く収束化し，そして元の通常の生活様式に一日でも早く戻れるこ

とを祈念いたしまして一般質問に入ります。 

 １，新型コロナへの対応について。（１）コロナワクチンへの対応について。①現在の接種の準備に
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ついてであります。米国のファイザーワクチンの承認申請が２月１４日に承認され，鹿児島県内でも先

行接種があり，２月の１９日から鹿児島市の国立鹿児島医療センター内で始まっています。職員数は約

１，０００人のうち，初日は医師や看護師など２４人が接種を受けています。残りの医師，看護師，薬

剤師，事務員，委託職員など，約４００名ほどは接種を希望しており，随時接種を受けている状況下で

あると思います。 

 さて，奄美市において国からの指針に基づき，接種準備の対応に各種シミュレーションを描いて急ピ

ッチで取り組んでいる状況であると思います。現在の奄美市においての接種準備の状況について伺いた

いと思います。 

 後の質問からは発言席で行います。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） おはようございます。それでは，早速奥議員にお答えさせていただきます。 

 議員お話のとおり，新型コロナ感染症につきましては，昨年の１月１５日に国内で最初の感染者が確

認され，これまでの感染累計者数は４３万人を国内で超えております。また，死亡者も８，０００人を

超えている状況でございます。改めまして，お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りいたしますと

ともに，感染された方々にお見舞いを申し上げたいと思います。 

 さて，新型コロナウイルスのワクチン接種につきましては，昨年９月に全国民を対象に無料で接種を

行うと，国が方針を決定いたしております。２月１７日に早速医療従事者を対象とした先行接種が始ま

っております。この国家プロジェクトとも言えるワクチン接種につきまして，本市では全庁的，横断的

な協力体制で接種推進室を設置するとともに，大島郡医師会や関係機関とも連携し，準備を進めている

ところであります。ワクチン接種に当たりましては，以前お話申し上げましたとおり，はじめに奄美文

化センターを会場とする集団接種を計画いたしております。また，必要となる費用につきましても，先

般，議会の御理解の下，予算の確保をいたしたところであります。いずれにいたしましても，市民の皆

様が安心して円滑にワクチン接種ができますよう，万全の体制で準備を進めておりますので，今後とも

御理解と御協力を賜りますよう，よろしくお願いを申し上げます。 
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たいと思います。 
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ていますが，現在の状況はどのようであるのか。また，その１台のですね，容積は７０リットルという

ことになっていますが，１台でワクチンの１瓶の入る量はいくらぐらいなのかまで，ちょっと尋ねたい
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保健福祉部長（山下能久君） おはようございます。それでは答弁させていただきます。 

 まず初めに，超低温冷凍庫ディープフリーザーにつきましては，本市に３台配置されることになって
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はワクチンが１９５バイアル，１９５本入っており，１バイアル１本当たり５回接種分となっているた
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め，１０箱で９，７５０回分を保管することができます。 

 

１５番（奥 輝人君） 分かりました。３月末日までにあと２台が入るということでありますので，そこ

ら辺りも，やっぱり保管状況なども確認しながらですね，進めてもらいたいと思います。またですね，

７０リットル中に１０箱ですか，入るということでありますので，１瓶で５名ないし６名の接種した場

合は，約２００名ぐらいですかね，５００名ぐらいですかね，５，０００か。ちょっと計算が，まった

いよ。１瓶では何名ぐらいの接種ができるのか，そこまでちょっと伺いたいと思います。１瓶ですね。 

 

保健福祉部長（山下能久君） この１瓶のことをバイアルと呼んでおりますが，この１バイアル当たり５

回接種分という形になっております。 

 

１５番（奥 輝人君） １瓶で５回接種分ということになっているということですよね。そういった場

合，５回では，さっき言った１０箱に換算したときに，５，０００名とか言っていたような気がします

けど，それに市民の皆さんの数は合うんですか。 

 

保健福祉部長（山下能久君） ワクチンの供給につきましては，現在，国のほうでファイザー社と契約を

結んで順次供給をするという流れになっていますが，まだまだ，いつ，どのくらいの量が届くかという

のは，示されてない状況でございます。つきましては，こういった国からの情報を基に，ワクチン接種

につきましては，まず，集団接種から進めていきたいと考えておりまして，国からの情報を基に予約制

にて接種という形で進めさせていただきたいと考えております。 

 

１５番（奥 輝人君） 分かりました。私の考えでは１瓶からですね，最大で６回接種ということを情報

で聞いております。今，注射器関係で，やっぱり６回打てる注射器がなくて，５回になるという，要す

るに液が残るということで５回分しかないということも情報で流れていますけど，それで一応，注射器

の件について，ちょっと聞きたいんですけど，注射器については１瓶６回接種，そしてさっき言われた

ように，注射器のシリンダーと，その針との間に液が残るということで５回ということになってますけ

ど，この注射器の確保について，その新しい６回分の注射器が，この奄美市にも届くのか，そこ辺りは

どうなっているんですか。 

 

保健福祉部長（山下能久君） ワクチン接種用の注射器につきましては，特殊なシリンジを使用すると，

１バイアル当たり６回分を接種することができますが，生産が追いついていないため，本市に届くもの

につきましては，１バイアル当たり５回分と想定をしているところでございます。 

 

１５番（奥 輝人君） はい，分かりました。５回分ということで，分かりました。それでですね，この

ワクチンについてですけど，一応マイナス７０度ということは，本当，冷凍ということで，その後の解

凍するんですけど，その解凍する時間とか，そういった，ワクチンの解凍するときに，どのような形で

解凍していくのか。もうそのまま外に置いて解凍していくのか，または，何か液とか入れて，水とか，

お湯とか入れて解凍していくのか，そこ辺り，ちょっとお願いしたいと思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 接種までの流れにつきましては，超低温冷凍庫から冷蔵庫で解凍する場合

は，３時間で解凍となっております。もしくは，室温状態で解凍する場合は３０分で解凍ということが

示されております。解凍したバイアルを上下にゆっくりと１０回転させます。その後に生理食塩水を吸

引し，バイアル内に注入し希釈する。針を抜く前に空になった希釈用シリンジに空気を１．８ミリリッ

トル吸引しまして，生理食塩を注入したバイアルを上下にゆっくり，また１０回転させます。希釈した
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日時をバイアルのラベルに記録し，室温で保管，希釈したバイアルから接種量０．３ミリリットルの溶

液を，接種用のシリンジに吸い上げ，５回分をそれぞれ吸い上げ，医療用バットに準備して接種をする

という流れになっております。 

 

１５番（奥 輝人君） 分かりました。そこら辺りは，医師とそういった看護師などが，そうやって対応

していくと思いますので，間違いがないようにお願いしたいと思います。それではですね，一応，ワク

チンの導入状況についてでありますけど，やはり，ワクチンが奄美市にまだ届いてないということで，

早く届いて市民の皆さんに接種をさせなければいけないというのが，当たり前の日々であるかと思いま

すけど，着実に入荷できそうなのは，いつ頃なのか。また，そのワクチンの輸送について，どのような

手段で奄美本島内に入って来るのかを伺いたいと思います。 

 

議長（与 勝広君） 答弁をお願いいたします。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 本市へのワクチンの供給でございますが，３月の１週目に出荷ということ

で，ファイザー社のほうから１箱届くことが決まっております。また，３月中にもう１箱ということ

で，これはまだ未確定の部分なんですが，４月に１箱という形で，現在のところ県のほうから情報をい

ただいております。 

 このワクチンの輸送，運搬につきましては，ファイザー社から直接の発送となるため，航空便での輸

送になるのではないかと，県から連絡を受けているところでございます。 

 

１５番（奥 輝人君） はい，よく分かりました。一応，ワクチンが本当，３月中にはもう入ってくると

いうことでありますので，その場合ですね，接種の開始時期ということでありますけど，先ほどちょっ

と３月の下旬頃と思いますけど，詳しいですね，奄美文化センターでの接種開始が始まるということ

で，３月下旬頃となっていますけど，具体的なそういった日程等があれば，お願いしたいと思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 本市におけるワクチン接種の開始につきましては，のど自慢終了後の３月

２２日より文化センターを借用し，医療機関，医師会とも連絡調整を図りながら開始を進めたいと考え

ているところです。 

 

１５番（奥 輝人君） はい，分かりました。３月２２日より接種の準備にかかるということでありま

す。そのですね，一応，奄美文化センター，振興会館のほうでは，その前日にですね，今言われたのど

自慢の予選会と本番がありますので，それに支障が出ないようにということでの２２日以後だと思いま

す。それでですね，その奄美文化センター，その後，ずっとですね，このワクチンの接種会場というこ

とで，そのまま，いつ頃まで，この奄美文化センターを利用するのか。なぜならば，奄美文化センター

も，やっぱり使いたいとか，イベントでやりたいとか，そういった団体とかもいると思うんですよ。

今，コロナの状況で，そこらあたり自粛自粛で，そういった公演とか，イベントが中止になっています

けど，やはり新年度明けてからは，やっぱり何らかのイベントをやりたいという，そういった申し込み

とかあった場合のことを考えてですけれど，いつ頃まで奄美文化センターを利用していくのかをちょっ

と聞きたいと思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 奄美文化センターの借用につきましては，３月２２日から８月末までを借

用としております。ワクチンの接種につきましては，先ほど市長からもありましたとおり，国家的プロ

ジェクトであり，また新型コロナウイルスの感染防止対策の決め手となるものでございますので，これ

を第一と考えているところではございますが，ワクチンの供給量とか，そういったことも踏まえまし
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て，イベントの開催につきましては検討課題とさせていただきたいと存じます。 

 

１５番（奥 輝人君） はい，分かりました。一応，市民の皆さんが，やっぱり使いたいというときは，

そういった配慮をしてですね，奄美文化センターが使えるようなことに検討してもらいたいと思いま

す。例えば，土曜日とか日曜日，こういったイベントがしたいという，そういった希望があれば，そこ

辺りもくみ取ってもらいたいなあという思いがしております。 

 それじゃですね，②番目の集団接種の会場についてであります。今，言ったように，集団接種の会場

としては，奄美文化センターということでありますので，まずは医療従事者からの接種となると思いま

す。医療従事者等については，数も限られ，交通手段も確保され，スムーズな体制で接種が可能だと思

われます。その後の４月からですけれど，高齢者に移っていきますけれど，そのときに高齢者のことを

考えてですね，集団接種会場の，やっぱり分散というか，奄美文化センター以外に笠利とか，住用のほ

うでも集団接種会場等が，設営できないのか。そこ辺り，今後どのように考えているのかを聞きたいと

思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 本市におきましては，奄美文化センターを集団接種会場とし，現時点では

国からのワクチンの供給状況で変更の可能性もございますが，８月末までは集団接種会場を中心に接種

を行う計画を進めております。これは，国から供給予定のファイザー社のワクチンが，マイナス７５度

での保管が必要ということで，市内の医療機関等では保管が難しいということから，国から支給される

超低温冷凍庫を奄美文化センターに設置し，ワクチンの集団接種を行うものでございます。 

 高齢者のワクチン接種につきましては，送迎等の検討も行っておりますので，奄美文化センターでの

集団接種会場において接種を行っていただきたいと考えております。しかしながら，移動が長時間にな

り，身体への負担になる高齢者につきましては，笠利地区，住用地区での接種について，大島郡医師会

や関係機関と協議を進めているところでございます。 

 

１５番（奥 輝人君） はい，分かりました。一応８月頃までは集団接種を一応やっていくと。その中

で，笠利・住用については一応検討はしていくということでありました。やはり交通手段としては，笠

利・住用の場合はやっぱり，この前の全員協議会の中でも出たんですけど，高齢者については大型バス

などを借りながら，輸送するということでありましたので，そこら辺り，笠利から来るとなれば，やっ

ぱり何名行くのか，そこら辺りも計算をしながらですね，高齢者の方が安心して接種できるように整え

ていただきたいと思います。 

 それじゃですね，一応，それと医師，看護師の状況についてまで，ちょっと聞きたいと思います。医

師や看護師の確保については，集団接種会場奄美文化センターでありますけど，この前の説明の中で

も，そういった数なども示されていましたけれど，そのような状況でよろしいのか。医師や看護師など

は確保されているのかを聞きたいと思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 本市では，これまで大島郡医師会の担当医や医師会事務局とワクチンの接

種につきまして協議を重ねており，その中で，まずは奄美文化センターでの集団接種をすることを決め

ております。しかしながら，安全で円滑な集団接種を行うに当たりましては多くの従事者が必要とな

り，特に医師・看護師の確保が重要と考えております。そのため，医師・看護師の確保につきまして

は，先日，大島郡医師会の定例会におきまして，接種体制等の説明をさせていただき，協力体制を取っ

ていただけることを確認できております。今後，具体的な接種計画を立てた時点で，再度，協力の依頼

を行ってまいりたいと考えているところです。 

 

１５番（奥 輝人君） はい，よく分かりました。医師会と連携を密にしてですね，取り組んでもらいた
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思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 本市におきましては，奄美文化センターを集団接種会場とし，現時点では

国からのワクチンの供給状況で変更の可能性もございますが，８月末までは集団接種会場を中心に接種

を行う計画を進めております。これは，国から供給予定のファイザー社のワクチンが，マイナス７５度

での保管が必要ということで，市内の医療機関等では保管が難しいということから，国から支給される

超低温冷凍庫を奄美文化センターに設置し，ワクチンの集団接種を行うものでございます。 

 高齢者のワクチン接種につきましては，送迎等の検討も行っておりますので，奄美文化センターでの

集団接種会場において接種を行っていただきたいと考えております。しかしながら，移動が長時間にな

り，身体への負担になる高齢者につきましては，笠利地区，住用地区での接種について，大島郡医師会

や関係機関と協議を進めているところでございます。 

 

１５番（奥 輝人君） はい，分かりました。一応８月頃までは集団接種を一応やっていくと。その中

で，笠利・住用については一応検討はしていくということでありました。やはり交通手段としては，笠

利・住用の場合はやっぱり，この前の全員協議会の中でも出たんですけど，高齢者については大型バス

などを借りながら，輸送するということでありましたので，そこら辺り，笠利から来るとなれば，やっ

ぱり何名行くのか，そこら辺りも計算をしながらですね，高齢者の方が安心して接種できるように整え

ていただきたいと思います。 

 それじゃですね，一応，それと医師，看護師の状況についてまで，ちょっと聞きたいと思います。医

師や看護師の確保については，集団接種会場奄美文化センターでありますけど，この前の説明の中で

も，そういった数なども示されていましたけれど，そのような状況でよろしいのか。医師や看護師など

は確保されているのかを聞きたいと思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 本市では，これまで大島郡医師会の担当医や医師会事務局とワクチンの接

種につきまして協議を重ねており，その中で，まずは奄美文化センターでの集団接種をすることを決め

ております。しかしながら，安全で円滑な集団接種を行うに当たりましては多くの従事者が必要とな

り，特に医師・看護師の確保が重要と考えております。そのため，医師・看護師の確保につきまして

は，先日，大島郡医師会の定例会におきまして，接種体制等の説明をさせていただき，協力体制を取っ

ていただけることを確認できております。今後，具体的な接種計画を立てた時点で，再度，協力の依頼

を行ってまいりたいと考えているところです。 

 

１５番（奥 輝人君） はい，よく分かりました。医師会と連携を密にしてですね，取り組んでもらいた
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いと思います。それではですね，先日の新聞報道等でもですね，このワクチンの接種と保管を担う基本

型接種施設ということで，これが奄美文化センターだと私は思っております。そして，そこからワクチ

ンを移送してですね，連携型接種施設に移送されるということでありますけれども，奄美市ではもう７

施設，こうやってそういう施設があるということでありますけれど，この条件について説明をしていた

だきたいと思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 議員御案内の連携型接種施設とは，医療従事者等への接種に当たり，接種

を行う施設が希望した場合，ワクチンを基本型，奄美文化センターの基本型施設から冷蔵で移送し，有

効な期間内に自分の医療機関の施設で従事者に対して接種する施設でございます。この連携型接種施設

につきまして，本市では県立大島病院，中央病院，徳洲会病院，奄美病院，徳洲会笠利病院，奄美和光

園の７施設が登録をしているという状況でございます。 

 

１５番（奥 輝人君） その連携型施設７施設は，医療従事者を専門に一応，接種していくという形を取

っているということですか。分かりました。それじゃあですね，ちょっと時間も過ぎていっていますの

で，一応，次の短時間での接種についてを伺いたいと思います。 

 本当，全国の多くの自治体からの声でですね，一応，ワクチン接種までの時間がかかり過ぎるという

意見があります。まず最初の聞き取りや問診であります。特に，高齢者等においてはですね，各種の疾

患や病気歴，現在の薬の投与関連など，時間がかかるとのことでありました。最短での接種には事前の

ですね，問診，接種券等，同時送付が必要であるとのことであります。ほかの自治体ではそういうこと

を実行している自治体もあります。奄美市においてはですね，こういう短時間での接種について，どの

ように考えているのかを聞きたいと思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） ワクチンの接種につきましては，新型コロナ感染防止のため，予約制にて

行うこととしております。接種会場における流れといたしましては，入口での受付，予診票確認，医師

による問診，その後にワクチンの接種と接種済証の交付，接種後の健康観察となります。厚生労働省と

川崎市が新型コロナウイルスワクチン接種会場の運営訓練を１月２７日に実施しております。この訓練

では，想定よりも問診に時間がかかるなどの問題点が報告されております。 

 御質問の接種券と予診票の同時送付につきましては，ワクチンの接種券に予診票を同封し，発送をす

る準備を進めております。この予診票を前もって送付することで，記入にかかる時間の短縮を図り，さ

らには予診票記入場所へ看護師や職員を配置し，医師の問診を受ける前に記入漏れがないか，医師の確

認が必要な点はないかなど，あらかじめ確認を行うことでスムーズな接種につながり，時間を短縮する

ことができると考えております。 

 

１５番（奥 輝人君） よく分かりました。一応，そういうことで対応していただきたいと思います。特

定健診もそういう対応になっていますので，自分たちも前日の日までに問診を書いて，特定健診の日は

それを出せば，ただチェックしてすぐ行けるという，そういったスピード感が出ますので，よろしくお

願いしたいと思います。 

 それじゃあ，④番目のですね，２回目の接種についてであります。ワクチンの効果を発揮させるため

には２回の接種が必要であるということであります。１週間目の接種から約３週間後であります。ま

ず，医療従事者から始まって高齢者へとつながっていきますが，集団接種会場の混乱等も危惧されてい

ると思います。特にですね，高齢者の接種で１回目，２回目ですね，の方の仕分けなどについてであり

ますが，スムーズに接種できるような体制はできているのか，いつ頃できる体制には，どのように対応

していくのか，対応していくのかを聞きたいと思います。 
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保健福祉部長（山下能久君） ワクチンの接種につきましては，先ほどもお答えしましたとおり予約制と

しております。先行して接種しますファイザー社のワクチンにつきましては，１バイアルが５回分であ

ることや，生理食塩水で希釈後は６時間以内に接種しなければならないとされており，このワクチンを

無駄にしないためにも，予約制にて接種を実施いたします。また，ファイザー社のワクチンにつきまし

ては，１回目の接種後，３週間の期間をおいて２回目の接種をすることとされており，接種会場におい

て接種券により１回目，２回目の接種を確認することができます。本市の文化センターでの集団接種で

は，１時間当たり２０名の枠を設け，電話や予約システムを利用し予約してもらうことを想定しており

ます。なお，１回目の接種後に２回目の予約を行うことも予定しており，予約時や接種会場において周

知を図ってまいります。いずれにしましても，国や他自治体の訓練における課題等も参考にし，本市の

接種会場で混乱が出ないよう，スムーズな接種のための準備を進めてまいりたいと存じます。 

 

１５番（奥 輝人君） はい，よく分かりました。予約制でやるということでありますので，スムーズに

流れるように期待したいと思います。 

 それじゃあですね，２回接種することによって，そのワクチンのですね，有効期間ですね，有効期

間，どのぐらいの，２回打って，期間があるのか。いつ頃まで期間があって，そして切れるのかをちょ

っと聞きたいと思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 新型コロナワクチンの効果につきましては，感染予防の効果が確認されて

いるところでございますが，臨床試験や接種が始まってから時間があまり経過していないことから，効

果の持続性についてはまだ明らかにされておりません。新型コロナワクチンは新しいワクチンであり，

これから多くの方に接種されることにより，その有効期間を含む効果について明らかになると考えてお

ります。２月１５日に開催されました厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において，妊婦につい

ては努力義務の対象から除外することが承認されております。いずれにしましても，国からの情報をも

とに市民の皆様へしっかりと情報の提供を図ってまいりたいと存じます。 

 

１５番（奥 輝人君） はい，よく分かりました。それじゃあですね，ワクチンの接種の呼びかけについ

てでありますけれど，これは個人の任意であり，義務化ではなく，個人判断であります。国としては全

ての国民は接種をと呼びかけております。妊婦においてはですね，赤ちゃんへのリスク等も考えられる

から，医師との相談をしての努力義務となっております。奄美市において，この接種の周知についてを

伺いたいと思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） ワクチンの接種の周知につきましては，国からの正しい情報を基に，ホー

ムページ，奄美市だより，他の手段を用いて市民に対しまして周知を図ってまいりたいと考えていると

ころです。 

 

１５番（奥 輝人君） はい，分かりました。やっぱりコロナワクチンの報道番組，ニュース等でほとん

ど出ておりますので，多分，そういったことは市民の皆さんや国民の皆さんは，もう十分承知されてい

るとは思いますので，奄美市が集団接種されるときのさらなる接種の確率が上がるようにですね，やっ

てもらいたいと思います。またですね，やはり全国においても接種を希望しない方も，やっぱり約３０

パーセントぐらい，まだいるということがありますので，そういった接種を希望しない方々への対応等

についてもですね，きめ細かく接種をすることによって，このコロナの収束が見える化になりますとい

うことなど，やっぱり情報発信しながらですね，接種を希望しない方の対応もよろしくお願いしたいと

思います。 

 それではですね，⑤番目の副反応への対応についてであります。ワクチン接種後においてですね，副
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保健福祉部長（山下能久君） ワクチンの接種につきましては，先ほどもお答えしましたとおり予約制と

しております。先行して接種しますファイザー社のワクチンにつきましては，１バイアルが５回分であ

ることや，生理食塩水で希釈後は６時間以内に接種しなければならないとされており，このワクチンを

無駄にしないためにも，予約制にて接種を実施いたします。また，ファイザー社のワクチンにつきまし

ては，１回目の接種後，３週間の期間をおいて２回目の接種をすることとされており，接種会場におい

て接種券により１回目，２回目の接種を確認することができます。本市の文化センターでの集団接種で

は，１時間当たり２０名の枠を設け，電話や予約システムを利用し予約してもらうことを想定しており

ます。なお，１回目の接種後に２回目の予約を行うことも予定しており，予約時や接種会場において周

知を図ってまいります。いずれにしましても，国や他自治体の訓練における課題等も参考にし，本市の

接種会場で混乱が出ないよう，スムーズな接種のための準備を進めてまいりたいと存じます。 

 

１５番（奥 輝人君） はい，よく分かりました。予約制でやるということでありますので，スムーズに

流れるように期待したいと思います。 

 それじゃあですね，２回接種することによって，そのワクチンのですね，有効期間ですね，有効期

間，どのぐらいの，２回打って，期間があるのか。いつ頃まで期間があって，そして切れるのかをちょ

っと聞きたいと思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 新型コロナワクチンの効果につきましては，感染予防の効果が確認されて

いるところでございますが，臨床試験や接種が始まってから時間があまり経過していないことから，効

果の持続性についてはまだ明らかにされておりません。新型コロナワクチンは新しいワクチンであり，

これから多くの方に接種されることにより，その有効期間を含む効果について明らかになると考えてお

ります。２月１５日に開催されました厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において，妊婦につい

ては努力義務の対象から除外することが承認されております。いずれにしましても，国からの情報をも

とに市民の皆様へしっかりと情報の提供を図ってまいりたいと存じます。 

 

１５番（奥 輝人君） はい，よく分かりました。それじゃあですね，ワクチンの接種の呼びかけについ

てでありますけれど，これは個人の任意であり，義務化ではなく，個人判断であります。国としては全

ての国民は接種をと呼びかけております。妊婦においてはですね，赤ちゃんへのリスク等も考えられる

から，医師との相談をしての努力義務となっております。奄美市において，この接種の周知についてを

伺いたいと思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） ワクチンの接種の周知につきましては，国からの正しい情報を基に，ホー

ムページ，奄美市だより，他の手段を用いて市民に対しまして周知を図ってまいりたいと考えていると

ころです。 

 

１５番（奥 輝人君） はい，分かりました。やっぱりコロナワクチンの報道番組，ニュース等でほとん

ど出ておりますので，多分，そういったことは市民の皆さんや国民の皆さんは，もう十分承知されてい

るとは思いますので，奄美市が集団接種されるときのさらなる接種の確率が上がるようにですね，やっ

てもらいたいと思います。またですね，やはり全国においても接種を希望しない方も，やっぱり約３０

パーセントぐらい，まだいるということがありますので，そういった接種を希望しない方々への対応等

についてもですね，きめ細かく接種をすることによって，このコロナの収束が見える化になりますとい

うことなど，やっぱり情報発信しながらですね，接種を希望しない方の対応もよろしくお願いしたいと

思います。 

 それではですね，⑤番目の副反応への対応についてであります。ワクチン接種後においてですね，副

 

- 64 - 

 

反応の心配があるとのことであります。副反応の症状は痛みや頭痛，また疲労，発熱，アナフィラキシ

ー，急激なアレルギーなどであります。接種後，特にアナフィラキシー等に備えて，その場所で約３０

分の待機をしなければいけないとなっております。もし，体調が変化したり，アナフィラキシーなど副

反応が出た場合にはですね，対応できる体制を敷いていると私は思っております。ただ，その場所で副

反応が出ないでですね，自宅へ帰ってから，そういった出た場合の対応ですね，奄美市の対応を聞きた

いと思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） お答えいたします。日本でも国立病院等の医療従事者への先行接種が２月

１７日に開始され，２月２６日までに２万８，５３０人の方へ接種されております。このうち３件の副

反応報告がされております。副反応の内容につきましては，皮膚及び口腔内のアレルギー反応，これは

じんましんになります，や脱力，発熱などで症状については改善されていると報告されております。ワ

クチンの接種後は副反応等の健康状態に異常がないことを確認するため，１５分から３０分程度，接種

会場において健康観察を行います。体調に異変が生じたときは，接種会場の医師などが対応いたします

が，症状によっては医療機関への救急搬送ということも想定し，救急対応を含めた安全対策について

も，現在，大島郡医師会と協議をしているところでございます。議員御質問の自宅に帰ってから体調不

良等の異変に気付いた際は，まずはかかりつけ医に相談していただき，症状によっては受診をしていた

だきたいと考えております。また，かかりつけ医がいない場合，県の設置するコールセンターへ問い合

わせをしていただき，症状について相談をしていただくことになります。接種後の副反応にかかわる医

学的知見が必要となる専門的な相談につきましては，県が相談体制を確保することとなっております。

ワクチンについての安全性や副反応についての情報につきましては，国から示される正確な情報につい

て市民の皆様にホームページや広報紙等で周知してまいりたいと考えております。 

 

１５番（奥 輝人君） はい，よく分かりました。是非そのように取り組んでいただきたいと思います。 

 それじゃあですね，⑥番目の接種後のですね，生活様式についてであります。ワクチン接種後，２回

目の終了後においての生活様式についてでありますが，これまで同様にマスクの着用や三密の徹底，集

団での会食自粛など，これまでと変わらない生活様式であるとのことでありますが，周知等について伺

いたいと思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） お答えいたします。ワクチン接種を受けた方は，新型コロナウイルス感染

症の発症を予防すると期待されております。しかし，ワクチンの効果期間等は分からない点も多くござ

います。また，ワクチン接種が進んで行く段階では，接種が終わった方と接種をしていない方が混在

し，社会生活を営んでいくことになるため，市民の皆様には引き続きマスクの着用や手洗い，消毒，三

密を避けるなど，感染予防対策を取っていただくようお願いいたします。ワクチンの接種後もこれまで

とおり感染症予防対策が必要であるということにつきましては，市のホームページを通して周知してま

いりたいと考えております。 

 

１５番（奥 輝人君） はい，分かりました。これから，本当，年度末から年度初めにかけてはですね，

やっぱり送別会やら歓迎会とか，いろいろ催し物があると思いますので，その中で，やっぱり今までど

おりの新しい生活様式のままで，やっぱり対応していただきたいということを，やっぱり市民の皆さん

にも周知させていただきたいと思います。 

 それじゃあですね，⑦番目の１６歳未満への対応についてであります。基本１６歳以上の方がです

ね，今回のコロナワクチンの接種の範囲であります。１６歳未満の学生や子どもたちにおいてはです

ね，接種の範囲では，今のところありません。ワクチンの接種は健康への被害やその他の被害など，リ

スクがあると思いますけど，この１６歳未満の接種が範囲でないのはどのようなことなのかを聞きたい
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と思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） お答えいたします。今回の新型コロナワクチンの接種対象者は，議員御案

内のとおり１６歳以上となっており，新型コロナウイルスに感染したことがある方も対象となっており

ます。現在，承認されておりますファイザー社のワクチンにつきましては，１６歳未満への臨床試験の

データが少ないため，１６歳以上が国の薬事承認対象となっております。ファイザー社以外のアストラ

ゼネカ社やモデルナ社は，１８歳以上に対して臨床試験が行われており，今後提出された臨床試験のデ

ータに基づき，接種年齢が決まることになります。また，ファイザー社やモデルナ社は１２歳以上の小

児を対象とした臨床試験も開始されています。臨床試験のデータによっては，対象年齢が広がる可能性

もございます。このように，各社のワクチンにつきましては，臨床試験のデータによる年齢の設定とな

っているところでございます。 

 

１５番（奥 輝人君） はい，分かりました。一応，子どもたちの感染経路というのが，やっぱり家庭内

感染が一番多くてですね，あとは飲食感染とかありますけれど，そこ辺り，やっぱり１６歳未満の子ど

もたちの，やっぱりそういった健康を守るためにもですね，今後はワクチンのこの供給状態によっては

ですね，やっぱり１６歳未満も，やっぱりやっていただきたいなあという思いがしておりますので，今

後それは検討されると思いますので，これはよろしいかと思います。 

 それじゃあですね，⑧番目の今後のスケジュールについてであります。米国のファイザーワクチンに

続いて英国のですね，アストラゼネカワクチンが承認申請を出しております。また，米国のモデルナワ

クチンもですね，承認申請を検討しているとのことであります。このままのワクチンの承認が出ればで

すね，早い時期での接種が可能となると思います。奄美市のですね，今後のスケジュール等についてで

すね，伺いたいと思います。まずは１番目に医療従事者からということで，２番目に高齢者ということ

で，そういった日程ですね，具体的な日程等が分かればお願いしたいと思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） お答えいたします。ワクチンの接種スケジュールについて，国は令和３年

２月から令和４年２月末までの接種を予定期間と示しております。接種順位につきましては，医療従事

者，６５歳以上の高齢者，基礎疾患を有する方などとしております。ワクチン接種を担当しております

河野大臣が，高齢者については４月１２日から限定的に接種を開始し，４月２６日の週から全ての自治

体に行き渡る数量のワクチンを配送したいというスケジュールを発表しております。本市におきまして

は，３月末に医療従事者への接種を開始し，４月中旬には高齢者の接種を開始するという計画を立てて

おりましたが，先日の大臣のスケジュール発表により，高齢者は４月下旬からの開始になると考えてい

るところでございます。このように，ワクチンの供給により接種スケジュールを計画することとなりま

すので，高齢者以外の一般の方への接種につきましては，早くても６月以降になるのではないかと，現

在，想定しているところでございます。国からワクチンが供給されることになっているため，ワクチン

供給に合わせて，本市における接種計画の変更等も行いながら接種を進めていくことになります。ワク

チンの供給に合わせて，具体的な接種スケジュールをお示しすることができるよう，今後も国の動向等

を注視し，接種体制の整備を行ってまいりますので，御理解をお願いいたします。 

 

１５番（奥 輝人君） はい，分かりました。一応，奄美市の市民の一般の方は，６月以降ということに

なっておりますが，やはりできれば早め早めのですね，やっぱりワクチンが，それにはやっぱりワクチ

ンが届かなければ，接種ができないということでありますので，ワクチンの供給などについても，問題

があるのかなと思いますけど，早め早めの対策を取っていただきたいと思います。 

 それではですね，次の国産ワクチンについてであります。現在の状況について，伺いたいと思いま

す。 
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保健福祉部長（山下能久君） お答えいたします。国産ワクチンの開発につきましては，国が国内の研究

開発の加速化，薬事承認の迅速化，生産体制の整備について，ワクチン開発加速並行プランを策定し，

取り組んでおります。国内においては，２社が臨床試験を実施しており，他の２社も今春にかけて臨床

試験を開始する予定になっておりますが，実用化につきましては，まだ見通しが立ってない状況です。

また，開発と並行して生産体制の整備も進められており，国は令和２年度の第２次補正予算に生産設備

などの費用を補助するワクチン生産体制等緊急整備基金として１，３７７億円を計上しております。こ

の生産体制の整備につきましては，国内６社が助成を受けているところでございます。新型コロナにつ

きましては，長期化が予想される中，国内における安全・安心なワクチンが安定供給され，スムーズな

接種が早期に可能となるよう望むものでございます。 

 

１５番（奥 輝人君） はい，分かりました。本当，新聞紙上等でもですね，やっぱりコロナワクチンの

国産のワクチンが，本当に出るのが遅いという指摘も受けております。約５社ぐらいが，今準備を進め

ていますけど，今，臨床試験ということで，早くても来年の３月以降になるのかなという，年度末から

という話も聞いていますけど，早いうちの国産ワクチンですね，やっぱり供給してもらいたいなあと思

っております。米国においてはですね，今度はジョンソンエンドジョンソンのワクチンが承認されてで

すね，これはもう１回で，２回じゃなくて１回の接種だけで済むようなワクチンも開発されております

ので，日本の技術も高くなってきていますので，本当，外国に負けないようにですね，やっぱり早く開

発してもらいたいなという思いがありますので，この件については終わりたいと思います。 

 次にですね，（２）番に移りたいと思います。奄美市での発生状況についてであります。①原因につ

いて，１２月の年末からですね，１月の中旬頃にかけて，コロナ感染者が多発している状況でありま

す。約奄美市では２８名の方が確認されております。そのまず最初の感染者の原因ですね，どのような

感染経路なのか，また，追跡調査などはできているのかを伺いたいと思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） お答えいたします。議員御指摘のとおり，年末から１月中旬にかけて，本

市を含む奄美大島にて新型コロナ陽性者が多数確認されました。市民の皆様も新型コロナが身近に迫る

思いをされたかと存じます。まず，年末年始における最初の感染者の感染経路についてでございます

が，感染された方は島外への渡航歴はなく，原因は不明となっております。この感染者に対する追跡調

査につきましては，感染者が確認された時点で保健所が行い，全ての感染者の追跡調査は完了しており

ますが，年末年始における感染経路については特定されてない状況でございます。議員御承知のとお

り，新型コロナには無症状の感染者が存在し，いつ，どこで感染したのか，また，感染させたのかが分

からない感染症でございます。これからの市民の皆様に対し，感染防止対策への御協力について周知し

てまいりたいと考えているところでございます。 

 

１５番（奥 輝人君） はい，分かりました。本当，原因については，本当，分からないということであ

りますが，一応，この鹿児島県においてはですね，感染経路の分からない感染者が増加しているという

ことで，県内でもですね，３１パーセントを占めていると。また，全国においてはですね，東京におい

ては，約５１パーセントが感染経路が分からないと，無症状者，軽症者ですね，分からないということ

でありました。今後はやっぱりこれまで同様の新しい生活様式で，やっぱり，を導入してですね，取り

入れて，やっぱり対応していかなければいけないのかなあという思いがしておりますので，本当，感染

経路の分からないことについては，今後の課題だなあという思いがしております。 

 それでですね，②番目の水際対策について伺いたいと思います。この水際対策についてでありますけ

れど，本当，この大島，奄美本島内に島外からですね，コロナウイルスが持ち込まれているのが本当

の，この先ほどの原因の第一位だと思います。本当，島外に出なくて，島内の方が感染するということ
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は，島外から来た人からの感染ということがありますので，そこ辺りは前回の質問や前々回の質問等で

水際対策をどのようにするのかということで質問しておりますけど，今はですね，空の玄関口の奄美空

港や海の玄関口の名瀬港では，今，サーモグラフィーとか，検温などを実施している状況であります。

そしてですね，無症状者や軽症者が全然分からないのが本当，欠点でありますので，そのためには，や

っぱり自分たち同僚議員もだったんですけど，ＰＣＲ検査をやっていただきたいとか，抗原検査をその

場でやっていただきたいという要望をしてきたんですけど，やはり経費と時間と，そういった諸々の関

係で，やっぱり厳しいということで，前回まではありました。そういうことを踏まえてですけど，最近

ですね，日本航空においてはですね，ＪＡＬにおいては奄美への来島者を対象に，２月１５日からなる

んですけど，ＰＣＲ検査を提供する無料のサービスが開始しております。出発日のですね，１０日前ま

での申し込みが必要であるということでありますけど，このサービスについて，本当，できれば早いう

ちにですね，昨年から，こういうことができるのであれば，昨年からやっていただきたいなあという思

いがしております。今回，申込期間については３月１１日までということになっています。本当，年度

内ということだと思いますけど，これについてですけど，さらなるですね，延長とか，新年度において

もこういうことが，こういった計画ができないのか，そこら辺りを確認したいと思います。 

 

商工観光部長（武下義広君） おはようございます。それでは，御質問にお答えしたいと思います。御質

問の日本航空による無償ＰＣＲ検査の提供サービスは，奄美群島航空航路運賃軽減協議会の交流事業喚

起対策特別事業として実施するものでございます。この奄振交付金による無償ＰＣＲ検査の提供以前

に，同社においては昨年の１０月下旬から旅マエＰＣＲ検査と称しまして，全国的なＰＣＲ検査の割引

事業を自前で提供されていた経緯もございます。さて今回の交流需要喚起対策特別事業を活用した無償

ＰＣＲ検査の提供サービスは，閑散期における関東や関西など，都市圏から奄美群島へ来島を需要喚起

し，交流人口の増加につなげることを目的として実施する事業でございます。本事業の実施につきまし

ては，以前から検討されていたようでございますが，特に１２月頃から国内においてコロナ感染者の急

増による国の緊急事態宣言の再発出，県の感染拡大警報の発令など，奄美群島への来訪を促す取組の実

施が難しい状況にあったこともあり，また，令和２年度の事業ということでもありますので，期間とし

ては３月８日から２１日出発までとして設定し，現在のところ期間の延長についてはですね，難しいと

いうことでございますので御理解を賜りたいと思います。以上です。 

 

１５番（奥 輝人君） はい，分かりました。本当，この事業は本当，島外から来る人の，その確認の意

味で，本当必要な，やっぱり事業だと思いますので，今，部長が言われたように，来年度も新年度もで

すね，これがこうやって引き続きできるような，やっぱり，体制を要望してもらいたいなあと思います

ので，よろしくお願いしたいと思います。 

 それとですね，さらにですね，ここから，奄美からですね，自分たちが島外に出て，例えば鹿児島に

行って，鹿児島から帰って来るときなどは，島外者の方にも対象になるのか，１０日前までに予約して

おけば，鹿児島から帰って来ますよというときに，そういったＰＣＲ検査などを受けられるのか，その

辺りは島民も対象であるのかを聞きたいと思います。 

 

商工観光部長（武下義広君） それではお答えいたします。本事業につきましては，奄美群島を旅行の訪

問先とした安全・安心な来訪需要の喚起を目的とした事業で取り組むものであるためですね，奄美市在

住が，例えば奄美を出発して都市部へ行って帰って来るという予定ではですね，これについては対象と

ならないということでありますので，御理解いただきたいと思います。 

 

１５番（奥 輝人君） はい，分かりました。自分もコロナワクチンの関係を今回質問してきましたけ

ど，やはりコロナワクチンで，やっぱりこうやって奄美の経済が潤っていくように，やっぱり早くコロ
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ナワクチンを打ってですよ，元の生活に戻れることを，やっぱり期待したいと思います。 

 それではですね，次にもう最後になりますけど，（３）番目の農畜産業への影響についてでありま

す。これは，①現在の状況ですけど，タンカン農家，子牛セリ，その他の作物と書かれていますけど，

今のこのコロナに対して影響度があるのかないのか，そこ辺り，どのようになっているのかを聞きたい

と思います。 

 

農林水産部長（栄 広久君） おはようございます。それでは，タンカン，子牛，その他の作物における

新型コロナの影響についてお答えいたします。 

 初めに，タンカンでございますが，名瀬中央青果株式会社における令和３年２月末までの今年産のタ

ンカンの状況につきましては，出荷量が約１８１．６トン，取引金額は約３，７５６万３，０００円

で，１キログラム当たりの単価は約２０７円となっております。これは，昨年同期の単価４７６円の約

４３パーセントとなっております。昨年同期は１３６．４トンと出荷量が少なく，単価が高い年でござ

いましたが，今年は豊作による出荷量増加や船便の欠航などに伴う単価下落影響が大きく，新型コロナ

の影響は少ないのではないかと考えております。 

 次に，子牛相場への影響についてでございますが，昨年は新型コロナの感染拡大とともにインバウン

ド需要や外食産業での和牛消費が冷え込んだことなどにより，全国的に子牛価格の下落傾向が続きまし

た。笠利市場におきましても，令和２年３月，５月の子牛平均売却価格が大幅に下落したところでござ

います。しかしながら，新型コロナウイルスにかかる緊急事態宣言解除後の牛肉消費増加に伴いまし

て，７月からは子牛価格も回復し始め，直近であります令和３年１月セリでは，平均６９万９，８４３

円と，昨年１月より価格が上がっている状況でございます。 

 その他作物における影響につきましては，花卉において，花ですね，送別会，歓迎会，結婚式，各種

イベントなどの自粛や縮小による需要の減少に伴いまして，名瀬中央青果株式会社における３月から５

月の単価が下落したところでございます。その後は回復してきております。 

 以上のことから，奄美大島におけるタンカン，子牛，その他作物の新型コロナの影響につきまして

は，最小限の影響で推移していると，あるいは現在のところは落ち着いた状況であるというふうに考え

ているところでございます。以上です。 

 

１５番（奥 輝人君） はい，よく分かりました。一応，今の状況ではあまり影響度はないということで

ありますので，本当，子牛のセリもですね，今始まっているところでありまして，やっぱり市況を見れ

ば，やっぱり好相場かなという思いがしております。その理由としましてもですね，自分たち，やっぱ

り家で宅飲み，食べしながらですね，肉を一杯食べてですね，やっぱり需要喚起を促していきたいと思

いますので，どうか皆さん，牛肉など食べながらですね，気分転換を図りながら過ごしてもらいたいな

と思いますので，是非食べていただきたいと思います。肉だけじゃなくタンカンも全てですね，奄美の

地産地消につながりますので，そこ辺りを十分把握しながら取り掛かってもらいたいと思います。以上

で私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

 

議長（与 勝広君） 以上で，自由民主党 奥 輝人君の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。１０時４５分に再開いたします。（午前１０時３１分） 

                     ○              

議長（与 勝広君） 再開いたします。（午前１０時４５分） 

 引き続き，一般質問を行います。 

 自由民主党 川口幸義君の発言を許可いたします。 

 

１６番（川口幸義君） 市民の皆様，議場の皆様，おはようございます。令和３年度第１回定例議会にて
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一般質問をいたします自由民主党会派の川口幸義でございます。 

 さて，一般質問の前に私の所見を少々述べさせていただきます。今年３月で定年退職を迎えられる職

員の皆さん，長い年月御苦労様でございます。また，地域に皆様方は地域の大事なアドバイスとして，

それぞれの地域で市民の皆様に，これまで培った経験などを生かして，協力していただければありがた

いかなと，このように思っております。どうぞこれから健康に留意されて頑張っていただきたいと思っ

ております。 

 それでは，所見を述べたいと思っております。コロナが２年目に入りました。対策は長期戦になって

おります。長期戦になればなるほど，コロナを制御しなければ経済を回していく知恵が必要でありま

す。要するに，ブレーキとアクセルを同時に踏むことが必要であります。要は，さじ加減，踏み加減で

あります。過去の検証によれば，やはり三密な状態の会食が一番避けるべきであります。緊急事態宣言

の解除に従って，会食のあり方を厳格に規定していくことが肝要かと思います。某週刊誌によります

と，金田勝年予算委員長が秘書を伴ってホテルで昼食を取ったことを非難しておりました。そのホテル

は，ワンテーブルに二人までしか着席せず，しかも向かい着席で隣のテーブルとの距離も取っていると

いうことです。会食する場合は検温をし，手洗い，除菌をし，テーブルに満席にせず，可能であればア

クリル板対応と，懸命に努力をしている店と，何の対応をせず深夜まで騒いでいるお店も，一緒にしな

いよう，しっかり区別すべきではないでしょうか。アクセルを踏みながらブレーキも踏むとは，そうし

たことであります。緊急事態宣言下で新規罹患者数が次第に減ってきております。悪戦苦闘中の欧米の

状況と比較すれば，我が国は不思議な現象であります。やはり，マスク，手洗い，消毒文化が定着した

結果ではないでしょうか。この防御策を緩めることなく，ワクチン接種が充実していくことが最強の手

段だと思います。 

 これより質問に入ります。本土大手新聞社説によりますと，高知県沖の太平洋上で海上自衛隊の潜水

艦そうりゅうと民間の貨物船が衝突した。自衛官３人が軽傷を負ったという岸防衛相，事故について謝

罪するとともに，再発防止に取り組むと強調した。事故現場はカツオ漁船などで多くの漁船が行き来す

る海域だ。民間人の死傷者が出なかったのは，貨物船のほうが潜水艦より大きかったためにすぎない。

巻き込まれたのが小型の漁船であれば，沈没は免れなかっただろう。事故は水中を航行していたそうり

ゅうが海面近くに浮上した際に起きた。民間の船舶が海中の潜水艦を見つけることはできない。安全確

保は潜水艦の責任は重大だ。一歩間違えば大惨事につながったことであろうと思うが，（１）１番目

に，潜水艦衝突事故について，朝山毅市長の見解を伺いいたします。この後は発言席にて質してまいり

ます。当局の誠意ある御答弁を求めます。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） それでは，川口議員にお答えいたします。 

 議員がお話のとおり，過去にも自衛隊潜水艦によるハワイ沖，また東京湾，今回の議員がお話になり

ました高知県沖での海上自衛隊潜水艦衝突事案が発生いたしました。今年の２月８日に高知県の沖合

で，海上自衛隊の潜水艦が海面に浮上しようとした際，貨物船と衝突し，議員がお話になりました潜水

艦の乗組員３名が怪我をした事故でございます。事故原因については，現在，海上保安本部が調査中の

ことでございますので，もうしばらくその原因について結果がかかるものと，結果発表がかかるものと

認識いたしております。また，今回の事故では無線や船舶電話など，通信手段が不能となったとの報道

等もございましたが，これらを含めて，海上自衛隊の事故再発防止については，所管官庁であります防

衛省が対策を講じるものと考えているところでございます。 

 いずれにいたしましても，外海離島である奄美大島近海での安全航行という観点からも，このような

事故が二度と発生しないよう，防衛省においては再発防止に努めていただきたいと存じます。以上でご

ざいます。 
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市長（朝山 毅君） 議員がおっしゃるのは，やはり領海，領空をしっかりと守るという前提の下，かか

るような事案が二度と発生しないように，国防を担う自衛隊においてはなお一層の注意を喚起していた

だきたいという思いでの御質問，また御意見だろうと思っておりますので，真摯に受け止め，我々も自

衛隊を誘致した陸上自衛隊が，また瀬戸内町には海上自衛隊もあるというふうなことから，領海，領

空，領土をしっかり守っていただく。そのためには，まず安全性を確保するという上での国防を担って

いただきたいというふうな思いは，議員と等しく感じるものがあろうかと思います。私の思いとしては

かようなものであります。 

 

１６番（川口幸義君） ありがとうございました。それでは，（２）番，新型コロナ禍の中，児童虐待が

最多と言われておりますけれども，これについてお伺いをしたいと思っておりますが，奄美市ではどの

ような対応を取っていらっしゃるのか伺いたいと思います。 

 

福祉事務所長（永田孝一君） それではお答えいたします。児童虐待，まず件数をお知らせしてよろしい

ですかね。令和２年度，まだ年度途中ではございますが，２月末現在で相談を受けた件数は３９件とな

っています。令和元年度が４８件でしたので，まだ年度途中なので正確に比較はできないんですが，少

しだけ減っているという感じです。３９件のうちに身体的虐待が４件，性的虐待が１件，保護の怠惰・

拒否，いわゆる育児放棄という，ネグレクトというやつですけども，３４件ということになっておりま

す。虐待者の種類ですけれども，実の父親，実父が８件，実の母親，実母が３０件，実父以外の父親が

１件ということになっております。 

 対応といたしましては，まず通報が何よりも大事なんですが，発見が大事なんですけれども，発見通
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報があった際には，虐待を受けた子どもたちは，事件性がある場合には警察への連絡をします。それで

保護が伴うような場合には児童相談所へ連絡をして，関係機関と連携して取り組んでいるという状況で

ございます。 

 

１６番（川口幸義君） このコロナ禍の中でですね，こういった虐待が非常に全国的に多いんですよね。

これでちょっとこの新聞をちょっと読んでみたいと思います。新型コロナウイルスの流行で児童虐待へ

の対応が難しくなっている。家庭訪問を拒まれ，ケースが目立っており，見守りに工夫が必要だ。全国

の警察が昨年に児童虐待の疑いがあるとして児童相談所に通告した子どもは，前年比９パーセント増の

１０万７，０００人に上った。１０万人を超えるのは初めてだ。暴行や傷害など，刑事事件として摘発

したケースも，過去最多の２，１３１件だった。５年間で倍増しており，深刻な事態である背景には，

虐待の意識が高まって通報が増え，警察が積極的に事件として取り上げるようになったこともあるのだ

ろう。コロナ禍で家庭の在宅時間が伸びた影響だとの指摘もある。外出自粛などによるストレスや経済

的な困窮など，虐待を引き起こす家庭のリスクが増えている。感染の収束が見通せない。被害が深刻化

しないよう引き続き注意深く見ていく必要がある。埼玉県のあるまちではね，昨年９月，生後３か月の

女児が衰弱死した事件では，両親が保護責任者遺棄容疑で逮捕された。まちの担当者は両親に３０回以

上も電話で連絡を試みたが，感染の懸念などを理由に訪問を拒否された。近隣住民からは大きな泣き声

がするよとの通報が寄せられていた。幼い命を救えなかったことを重く受け止め，関係機関で何が足り

なかったのか検証すべきだ。家庭訪問が困難になっている状況を踏まえ，対応策を練っている自治体も

ある。東京都江戸川区の児童相談所では，無料通信アプリラインのビデオ機能を使い，親や子どもの話

をしながら様子を見守る取組も進めている。親に電話をかけて子どもに代わってもらい，安全が危ぶま

れる場合には，直接会いに行く運用をしている児童相談所もある。様々な方法で子どもの安全を確認し

てほしい。児童の体制強化が急務である厚生労働省は，２０１８年度から児童福祉士を５年間で２，０

００人増やす計画を進めており，達成目標を１年前倒しするという。増員は歓迎すべきだが，経験の浅

い児童福祉士が増えているのが気になる。福祉士全体の半数は，勤務が３年未満の人たちだ。虐待の対

応には配偶者への暴力や生活困窮に関する幅広い知識が認められるようになった。厚労省は家庭福祉を

専門とする資格，子ども家庭福祉士の創設を検討している。こうした人材を活用し，広い視点から虐待

防止に努められたいという，こういうあれもあるんですけれども，奄美市はこういった専門家などは，

何名ぐらいいて，またいなければ，将来こういったことも考えられるのかなあと思うんですけれども，

どうですかね。 

 

福祉事務所長（永田孝一君） 今，議員からお尋ねのありました児童福祉士の資格を有する専門員は，今

配置はございません。ただ，福祉政策課内に家庭児童相談室という部屋，仕切りとかはないんですけれ

ども，部署を設置しておりまして，家庭相談員が１名，それから婦人相談員が１名配置してございま

す。子どもの虐待だけではなく，不登校とか非行の問題，それからＤⅤに対する相談，ひとり親家庭の

支援などについて，先ほど申し上げた関係機関と連携をするというところです。それから，健康増進課

なんですけれども，そちらのほうに子育て世代包括支援センターというのがあります。助産師が２名配

置されておりますが，そちらのほうで若年妊婦さんでありますとか，要は母親のほうですね，支援をし

て，虐待，育児不安とか持っている母親の相談に乗ってあげたりして，虐待につながらないような支援

をしているという状態でございます。 

 

１６番（川口幸義君） この種のですね，やっぱりなかなか表に出て来ないこの種の案件は，非常に表に

出ないのが結構あると思うんですよね。だから僕は，福祉，その関係でね，やっぱりこういった専門家

をですね，配置をする必要があるのではないかなあと思って，今回はこの問題もちょっと取り上げたん

ですけれども，将来的にはどうですかね，奄美市はこれでいいのかね。結構聞いてみると３０何件と
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か，いろいろ，これは表に出た一部分だと思っておりますので，どうですか。 

 

福祉事務所長（永田孝一君） 先ほどですね，発見通報が第一ということだったんですが，なかなか表に

出ないというのも議員おっしゃるとおりだと思います。対策と言いますか，今後の方向なんですけれど

も，これは国の方針なんですけれども，市町村で今現在子育て包括支援センターの話をしましたが，そ

れに合わせて，要保護児童対策協議会というのを持っております。これは保護が必要な子どもたちの処

遇とか対応について話し合う会議なんですけれども，それらを合わせて子ども家庭総合支援拠点という

のをつくるという流れがあります。そういう拠点を設置して，相談がしやすい体制づくりとか，すぐ動

ける体制をつくるような方向がありますので，そういった方向で進んで行きたいと思っております。 

 

１６番（川口幸義君） 奄美市も将来的にはそういった体制を整えつつあると，そういった理解でいいで

すかね。ここでですね，これはね，児童相談所，この専門家のそういった施設の中でもね，虐待に近

い，こういった状況があるのよ。これ，専門家。それをね，虐待などを理由に保護された児童の養護状

況を巡る総務省の調査で，３４自治体のうち２０自治体が児童養護施設への定期監査の際に，職員によ

る児童虐待の有無も確認していなかったことが分かった。総務省は厚生労働省が示した監査の確認事項

に不備があるとして，１５日，これはね，昨年の１２月のあれですからね，同所に改善を求める勧告を

行った。都道府県などは年に１回以上，児童養護施設に定期監査を行っている。総務省が今月までの１

年間，３４の都道府県，政令中核都市を抽出して調査結果，虐待の有無確認したのは１４自治体にとど

まった。残りの２０の自治体の大半は，虐待防止体制の整備状況などは確認していたが，虐待そのもの

は調べていなかった。総務省は厚生労働省，自治体に通知して，監査の確認事項に虐待の有無が明記さ

れていないのが原因と指摘。定期監査に埋もれている虐待事案を見つける端緒となるとして厚生労働省

に手引きに明示するよう求めたと，このようにしてありますので，これはですね，やはりこういった施

設の中でもね，虐待に近いそういったものが発生しているということをね，厚生労働省はちゃんと把握

しておって，これからの監査について，漏れたところはしっかり監査をすると，こういう指摘もありま

すので，奄美市には児童相談所はあると思うんですよね。これは県が管理，県かな，国かな，ちょっと

そこら辺りで，ちょっと情報があれば聞かせていただきたいんですけれども。 

 

福祉事務所長（永田孝一君） 児童の施設につきましては，児童相談所は県の施設になりますが，児童虐

待の基本的な動きをするのは児童相談所ということになります。もし，親子分離とかが必要な場合には

児童相談所に一時保護という形で保護をします。それから，児童養護施設というのは奄美市に一つあり

まして，そちらのほうも児相の委託とかもあるんですけれども，養護が必要な児童を引き取って，そこ

で養育するという形になっております。今おっしゃった，そういった施設での虐待というのは，虐待が

あったから保護して施設に行っているわけでありまして，そういった施設で虐待が起こるというのはあ

ってはならないことだと考えております。ただその監査等につきましては，市の業務ではございません

ので，内情は把握はしてございません。以上です。 

 

１６番（川口幸義君） どうもありがとうございました。それでは，（３）番，市民の防災意識を高めて

いく施策は，奄美市はどのように頑張っていらっしゃるか，ちょっとお願いしたいと思っております。 

 

総務部長（三原裕樹君） それではお答えいたします。御質問の市民の防災意識を高めていく施策につき

ましては，自治会や学校，地域における訓練や出前講座，自主防災組織等に対する各種支援，防災広報

などを実施をしているところでございます。そのような中，本年度は新型コロナの影響により中止とな

りましたが，毎年８月に全市民，地域を対象に防災訓練を行い，自治会や地域で避難手法の確認や炊き

出し訓練を実施をしております。その他，各学校や自治会と連携をして避難訓練を実施しており，要望
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に応じ防災講話も行っているところでございます。出前講座につきましては，高齢化や防災意識の醸成

など，地域が抱える問題に応じて講話内容を変えるなど，柔軟に対応を実施しております。地域防災支

援につきましては，地域の防災力の要となる自主防災組織の設立や防災活動の支援を行っており，昨年

６月には自治会未組織地域を含め，複数の地域がまとまった自主防災組織設立支援を行い，市内におい

て３月１日時点でございますが，約８６パーセントという組織率も高まってきたところでございます。 

 また，防災広報につきましては，出水期や台風前に広報紙などで防災情報を提供する他，今年度にお

きましては奄美豪雨１０年のパネル展や各種メディアを通じたタイムリーな広報を実施しております。

その他，誰にでも適切な避難行動を取れるようにハザードマップ，これを今回更新をいたしまして，全

戸配布に準備を進めているところでございます。いずれにいたしましても，引き続き各種施策を通じて

防災意識の醸成に進めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。 

 

１６番（川口幸義君） 市民の皆さんで，この防災意識を高めるということは，やはりこの自治会活動が

一番，僕は大事だろうと思うんですよね。笠利とか住用地域とか，旧三方村，この地域については，集

落単位だから非常に防災意識が高いんですよ。だから，中心街について僕はこれ，聞いているわけです

よ。中心街の防災意識については，非常に意識がなかなかうまくいかない。これについては，どのよう

に手立てをすればいいのか，ちょっとそれを伺いたいんですが，どうですかね。 

 

総務部長（三原裕樹君） おっしゃるとおりですね，この名瀬市街地の自治会の組織率がかなり低い状況

でございました。これを踏まえて，必然的に自主防災組織率も低い状況でございましたけれども，今

回，自治会組織を少し広げまして，市内の奥行きを広げて，自主防災組織の講習会，支援を行いまし

て，旧名瀬市で５９パーセントぐらいの組織率でございましたが，今回，８６パーセントまで自主防災

組織が引き上がりましたので，今後も引き続きそういった活動を進めてまいりたいというふうに考えて

おります。以上でございます。 

 

１６番（川口幸義君） どうもありがとうございました。中心街についてはですね，いろいろあの手この

手，皆さんは努力はなさっていらっしゃることは御存知です，知っていますけど，それでは，（４）番

に移りたいと思います。日常の住民をつなぐ取組が減災につながる，これについてはいかがでしょう

か。 

 

総務部長（三原裕樹君） 議員御指摘のとおり，常日頃から市民の皆様同士のコミュニケーションこそが

防災・減災の要となっているものと考えております。住民をつなぐ取組といたしましては，先ほども申

し上げましたが，自主防災組織の訓練や設立支援の他，鹿児島県の避難力強化支援事業を通し，住宅，

団地などの建築物が多い浜里町防災会，それから海岸に面した笠利地区の外金久防災会を対象とした地

区防災計画の作成や運用の支援を行っているところでございます。本計画は，病院や介護支援事業者な

ども一同に参画し，災害の際に危険となり得る場所の確認，それから，避難先の把握，要配慮者におい

ては個別避難計画を定めるなど，地域全体で作成をする防災計画となっております。今後も本市の福祉

部局と連携をした災害弱者への支援や自主防災組織の設立支援を通じて，地域の皆様の御協力も得なが

ら，より多くの市民の方が参画できるよう，防災・減災に引き続き努めてまいりたいというふうに考え

ております。以上でございます。 

 

１６番（川口幸義君） この日常の防災・減災につながるという，これをですね，やはり命を守る，３軒

両隣りとかですね，新たに引っ越しされた方々には，なかなかこういった連携が取れないと思うんです

よね。こういった方々にも見えた形でですね，防災については，自治会活動が一番，僕はこういったも

のについてはね，役に立っていくのかなあと思ってですね，これをセットでこのようにしてやっている
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んですけど，この４番，それから５番の地域のコミュニティづくり，これはもう一緒にして，ちょっと

質問したいんですが，よろしいですか。５と４番と（５）と一緒になって，大体同じようなことだと思

うんですけども，これが一応防災・減災につながる一つの要因だと思ってですね，地域のコミュニティ

づくりと日常の住民の取組を減災につなげるという，この両方をですね，セットにして伺いたいと思い

ますが，よろしいですか。 

 

市民部長（満永亮一君） ただいま議員がおっしゃったように，自治会づくり，またそれが防災・減災に

つながるというのは，十分認識しているところでございます。そこで，まず自治会づくりが，まず重要

じゃないかということで，私ども自治会づくりのですね，自治会づくりをするときに事業を補助金を出

しております。この補助金は，自治会組織づくりに要した通信運搬費や消耗品などの対象経費につい

て，５０万を限度に出しているもんですが，直近３年間におきましては，永田町おがみ山自治会，また

黒潮第一自治会，春日町自治会の３団体に補助金を活用いただいております。これらの自治会におかれ

ましては，市民清掃，また地域の美化活動，防犯灯設置や維持管理など，議員がおっしゃったような防

犯，災害の関係などにも非常に地域づくりに尽力しているというふうに考えているところでございま

す。 

 

１６番（川口幸義君） 部長ね，この自治会づくりについては，皆さん，努力をなさっていらっしゃいま

す。５０万も予算を計上してね，新たに自治会が４団体が新たに復活したと，非常にありがたい話なん

ですが，この自治会を一くくりにするとね，なかなか活動する人と参加しない人がまた出てくるわけ

よ。だから，この集合住宅について，僕が皆さんにちょっと努力してもらいたいなあと思って，これ，

取り上げたんですけども，例えば，この集合住宅，例えば，一つの１棟に対して３０戸ぐらいの戸数が

入っているわけだよ。そうすると，田舎にすればね，これ，一つの集落なんだよ，一つの集落と見て，

この一つの集合住宅に対しては，４０戸も５０戸もある大きな建物もあるわけだ。そうすると，これは

もう田舎にすれば一つの集落になるわけでね，そこで区長さんがちゃんといる。そういうところは，し

っかり自治会活動がね，取り組んでできるわけですから，だから，そういった大きなその集合住宅につ

いて，この自治会の一くくりの中じゃなくて，また新たにその集合住宅の中で，ミニ自治会みたいなも

のを，さらにね，これを皆さんが何と言うかな，手ほどきをして，これを組み立てることによって，僕

はさらにその自治活動がね，盛んになるのではないかなあと思って，今回この質問を取り上げたんです

けども，そこら辺りはどのように考えられますかね。 

 

市民部長（満永亮一君） それでは，小規模なただいま申し上げました小規模な自治会組織ということに

ついてお話したいと思います。本市といたしましては，自治会の組織設立を支援する場合に，世帯数に

条件は付しておりません。既存の自治会におきましても，２０世帯未満の自治会がございます。また，

今，ただいま議員がおっしゃいました集合住宅の中でもですね，本市には３か所ございまして，朝戸の

コリドール朝戸，これが７棟で４５世帯で一つの自治会を作っております。また，シダーサ真名津，こ

れも２棟で６２世帯で一つの集合住宅で自治会を作っています。また，向里団地，これは７棟で１５５

世帯で一つの自治会を作っております。先ほど申し上げました小さな自治会と申しますと，平田奥又自

治会で１３世帯で自治会もありますし，また井根町の１７自治会で１６世帯，また逆に大きいところを

申し上げますと，平松自治会の６５０世帯とか，様々あるんですが，住民自治の観点からうちのほう

で，市のほうで小さな自治会を作ってくださいということは言えないんですが，皆さんのそういった自

治会の中でですね，小さい単位でも要望があれば私ども歓迎と言いますか，やっていきたいというふう

に思っております。 

 

１６番（川口幸義君） これがね，これから僕は大事なことじゃないかなあと思ってね，そうすることに
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よって，やっぱり市との連携もうまくいくのかなあと。そうすると，自治会単位で一くくりをすると，

結構範囲が大きくて，いつも参加する，連絡する人だけの顔しか見えない。そうであれば，１棟当た

り，この一つの集合住宅でミニ集会みたいなのをね，やっぱり行政が音頭を取って，やっぱりアドバイ

スをしてね，そういったものの連携を取れば，僕は自然とこの活動の輪が大きくなるのではないかなあ

と思って，このようにして取り上げたんですけども，今後の課題かと思いますけども，できるだけ市民

協働の名にかけてもね，こういったものを取り組んでいただきたいなあと思っておりますけど，いかが

ですか，これについてもう一回お聞きしたい。 

 

市民部長（満永亮一君） 今議員がおっしゃったように，小さな自治会，そういったのも支援してまいり

たいというふうに思います。そしてそれが奄美市の地域活動，また防災・減災にもつながればというふ

うに思っておりますので，今後とも支援してまいりたいと思います。以上です。 

 

１６番（川口幸義君） どうも，頑張ってください。よろしくお願いします。 

 それでは，（６）番，家庭でできる地球温暖化防止について伺いたいと思います。どんなことができ

るのか，伺いたいと思います。 

 

市民部長（満永亮一君） それでは，家庭でできる温暖化防止ということで答弁させていただきます。 

 地球温暖化の原因の一つと言われます二酸化炭素排出量は，全体の実に１５パーセントが家庭から排

出されております。その内訳は，照明，家電製品などが約３０パーセント，自動車などが約２６パーセ

ント，冷暖房機器が約１６パーセント，給湯器が約１４パーセントとなっております。これらのことか

ら，議員の御指摘のとおり，家庭から取り組む温暖化対策は，大変重要で取り組むべきことであると認

識しているところでございます。本市としましては，家庭ごみの中で３割，４割を占める紙ごみ対策を

強化したいというふうに考えております。このために，学校や自治会，町内会などのコミュニティによ

る紙ごみなどの資源ごみに特化した集団回収の実証実験に取り組みたいと考えているところでございま

す。また，政府が推奨します国民運動でありますクールチョイス，賢い選択運動ですが，身近な実践例

としまして，冷暖房設定温度の調整，また自家用車の運転アイドリングの抑制，不用電源の削減，シャ

ワー時間の短縮などが示されており，家庭で実践いただきましたら効果も大きいことから，啓発に努め

市民の皆様に御参加いただけるよう取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 

１６番（川口幸義君） これは脱炭素でね，やっぱりもう３０年にはゼロにしたいという菅総理の意気込

みがありますので，家庭からまず頑張れば，これはすごい効果が出るのかなと僕は思っているんですけ

れども，何でも行政がやるんじゃなくて，家庭からやっぱりこういったものを意識付けをするというの

が大事じゃないかなあと思うんですよ。よりよい環境を次世代へつなぐために，いくために，家庭での

ＣＯ2削減に向けた取組の主体となる市民の意識向上や，具体的に取り組む動機付けとなるような体験

しながら，効果が学べる講座などの取組や多様な主体が連携した啓発の実施など，行政としても取り組

んでいく必要があろうかなと，このように思っておりますので，ひとつね，住民と一体となって地球温

暖化に，今から遅くないと思うんですよ，今から取り組んでいけば，必ず僕は実践できる，することに

よって達成できるんじゃないかなあと，このように思って取り上げました。ありがとうございました。 

 それでは，（７）番，公営住宅整備事業について伺います。よろしくお願いします。 

 

建設部長（保浦正博君） お答えいたします。公営住宅等の新築整備等につきましては，公営住宅等長寿

命化計画及び地域住宅計画に位置付けており，この計画に基づいて順次整備をいたしているところでご

ざいます。 
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スをしてね，そういったものの連携を取れば，僕は自然とこの活動の輪が大きくなるのではないかなあ

と思って，このようにして取り上げたんですけども，今後の課題かと思いますけども，できるだけ市民

協働の名にかけてもね，こういったものを取り組んでいただきたいなあと思っておりますけど，いかが

ですか，これについてもう一回お聞きしたい。 

 

市民部長（満永亮一君） 今議員がおっしゃったように，小さな自治会，そういったのも支援してまいり
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１６番（川口幸義君） これは脱炭素でね，やっぱりもう３０年にはゼロにしたいという菅総理の意気込

みがありますので，家庭からまず頑張れば，これはすごい効果が出るのかなと僕は思っているんですけ

れども，何でも行政がやるんじゃなくて，家庭からやっぱりこういったものを意識付けをするというの

が大事じゃないかなあと思うんですよ。よりよい環境を次世代へつなぐために，いくために，家庭での

ＣＯ2削減に向けた取組の主体となる市民の意識向上や，具体的に取り組む動機付けとなるような体験

しながら，効果が学べる講座などの取組や多様な主体が連携した啓発の実施など，行政としても取り組

んでいく必要があろうかなと，このように思っておりますので，ひとつね，住民と一体となって地球温

暖化に，今から遅くないと思うんですよ，今から取り組んでいけば，必ず僕は実践できる，することに

よって達成できるんじゃないかなあと，このように思って取り上げました。ありがとうございました。 
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１６番（川口幸義君） 今回は資料を見ますとね，笠利町手花部で１戸建ての４世帯，これが敷地の造成

工事するんだということで，資料を見ましたけれども，これ，どんどんどんどんね，市は住宅をね，建

てていかないと，僕はね，この住宅を造ることが人口が増えることかなと，僕はこのように思うんです

よ。住宅を造ると，費用対効果がどうかなと，皆さん，そう考えになると思うんですけども，人が増え

ると，これはもう家賃どころじゃないと僕は思いますよ。地方交付税なんて一人の人が増えることで何

十万単位で国からもらえるわけだよ。そういったことを考えたときに，地方交付税イコール，家賃はま

あそこそことしたとしても，住民税も上がれば，人口が増えるということはそういう相乗効果があるか

ら，どんどん僕はね，笠利，あの辺は古い建物が結構ありますのでね，整備をしてどんどん住宅を建て

て，若者がその新しい住宅に喜んで応募して来れるようなですね，土壌づくりが必要だと思うんです

よ。部長，そうするとね，若者がまた奄美市に戻って来るんだよ。今ね，ちょっと隣の町に，何か新し

いのが建つと，どんどんどんどん，若い人が向こうでね，逆に向こうのほうに人口が移動している。こ

れはやっぱり奄美市のパイは大体決まっていますからね，向こうが政策が良いから人口が増えたじゃな

いんですよ，これ。立地条件がよくて新しいのを造るから，若いのが新しいのに行くわけで，逆に言え

ば，どんどん建てていくとね，逆に言えば，みんなまた奄美市に，また引っ越して来ると，僕は想定し

て，今，聞いているんですが，部長，どうですか。 

 

建設部長（保浦正博君） 公営住宅の担うべき役割がございまして，令和２年度において住生活基本計画

を，今策定中でございます。これは奄美市全体の住宅環境をですね，現状を把握してその後の政策に生

かすと。令和２年度３年度において，公営住宅等長寿命化計画，これは具体的に今ある住宅，建て替え

なのか，改修なのか，また，新たに地域などからの要望がございましたら，それに対しての対応をいう

ことで，いずれにしましても公営住宅の担うべき戸数を，今後しっかりと検討して地域の活性化にもつ

なげてまいりたいと考えております。 

 

１６番（川口幸義君） はい，ありがとうございました。それは大いに期待をしておりますので，よろし

くお願いします。 

 それでは，（８）番，住宅リフォームなどの助成事業について伺います。 

 

建設部長（保浦正博君） お答えします。住宅リフォーム等助成制度は，市民の居住環境向上と住宅投資

の波及効果による地域の経済の活性化を図ることを目的としまして，平成２３年度より実施いたしてお

ります。令和元年度までの９年間の実績としまして，交付決定件数２，３１７件，補助総額約２億２，

７００万円，対象となる工事費の総額は約２４億６，２００万となっております。 

 議員御案内のとおり，市民の要望の高いことは十分承知しておりますことから，今後も継続して取り

組みたいと考えております。以上でございます。 

 

１６番（川口幸義君） 部長，このね，この住宅のリフォーム助成事業については，非常に市民のね，人

気の高いこの事業なんですけれども，これは今年は事業費が１，６００万ほど計上されていますけど，

これが半年ぐらいでなくなる可能性もあると思うんですよ。第２次の補正などはいけるのかどうか，そ

こまでちょっと聞かせてください。 

 

建設部長（保浦正博君） 今，議員御指摘のとおり，令和３年度は１．６００万計上しております。た

だ，令和２年度においても当初予算では１，６００万の計上としております。年度が明けまして，申請

状況を見極めながら，対応をしっかりしてまいりたいと考えております。 

 

１６番（川口幸義君） このリフォーム事業はですね，これは３０万以上のリフォームであれば，市から
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１０万の助成が出ると，こういうことなんですけども，これ，例えば２００万ぐらいかかっても１０万

なのか，線引きはあるんですか。 

 

建設部長（保浦正博君） 今，議員御指摘のとおり，３０万以上で補助率が２０パーセントですので，満

額の限度額の１０万円を交付するとなると，５０万以上の工事費が必要だとなります。以上です。 

 

１６番（川口幸義君） よく理解できましたので，これはどんどんね，宣伝したほうがいいと思います

よ。これは非常に市民の皆さんのね，人気の高い事業なんで，ひとつ今後も切れ目がないように取り組

んでいただきたいなあと，このように思っております。 

 それでは，大きな２番，農業振興についてであります。（１）番，離島漁業再生支援事業交付金につ

いて伺います。よろしくお願いします。 

 

農林水産部長（栄 広久君） それでは，離島漁業再生支援交付金につきましてお答えいたします。 

 議員の御質問のとおり，農業におきましては農業未経験者の研修を奄美市農業研究センターにおきま

して２年間行っております。研修期間中につきましては，国の農業次世代投資事業によりまして，年間

１５０万円の交付を行っております。その後，就農後につきましても，最大５年間の支援を行っている

ところでございます。漁業におきましても，経験ゼロからでも円滑に就業できるよう，鹿児島県及び鹿

児島県漁業協同組合連合会がかごしま漁業学校を設置し，漁業体験や技術の習得，研修などの新規就業

者への支援体制の充実，強化を図っており，最長３年間の長期研修や最大１５０万円の就業準備資金の

支援も実施しているところでございます。以上です。 

 

１６番（川口幸義君） 部長，例えばですね，農業の場合は担い手農業センターにしては３年ぐらい助成

金が出るわけよね。この漁業については，どのような形で担い手漁業の支援というのは，例えば船を一

つ購入するにも，どの程度の助成金があって，向こう何年間はどのような支援が受けられるのかを伺い

したいと思います。 

 

農林水産部長（栄 広久君） 漁業におきましてもですね，経験ゼロからでも就業できるようにですね，

鹿児島本土のほうになるんですが，鹿児島県と県の漁業協同組合連合会のほうがかごしま漁業学校を設

置しております。そこで漁業体験とか，習得研修などの支援体制の充実強化を図っております。その場

合，最長３年間の長期研修，それとかあと最大１５０万円の就業準備資金の支援も行っております。

今，議員御提案の離島漁業再生支援交付金のほうで新規就業者の支援ができないかということだと思い

ますが，離島漁業再生支援交付金の一環としまして，新規就業者特別対策交付金事業というのがありま

す。これは，独立して３年未満の漁業者を対象とした事業であり，事業内容といたしましては，就業に

必要な漁船や漁具のリース料を補償するもので，１人当たりの支援額は上限として２５０万円，支給期

間は最長３年間で，リース料につきましては漁船の価格，漁船登録料，検査費用等の管理料や税金を加

えたものから算定しております。 

 令和３年度当初予算におきまして，離島漁業再生支援交付金としまして１，１９５万２，０００円を

計上しております。別のそういった担い手，後継者の育成のための該当者がいらっしゃいましたら，新

たにまた申請を行うことが可能だということになっております。 

 それと別にですね，本市の単独事業としまして，奄美市漁業担い手育成支援事業がございます。正組

合員の資格の取得後３年以内の新規漁業者を対象とした事業でありまして，支援内容としましては，就

業初年度に２０万円の奨励金があります。そして，３年間につきまして上限５万円の水揚げ手数料を補

助しております。これらの事業を通じまして，新規漁業者のサポートを継続しているところでございま

す。以上です。 
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１６番（川口幸義君） この３年間に５万円というのは，これは月に対しての５万円，年間の５万円な

の。 

 

農林水産部長（栄 広久君） 市のほうの単独の３年間の補助につきましては，年間当たり上限が５万円

ということになっております，の３年間ということになっておりますので１５万円までは水揚げ手数料

の補助があるということになります。 

 

１６番（川口幸義君） 漁業のこの担い手というのが，若者が今，そういった後継者が，今市に対して申

し込んだり，そういった新しい漁業で生計を立てようという若者が，こういった支援金があるというこ

とも分かっていてなのか，分からずなのか分かりませんが，これについては申し込みなどありますか

ね，奄美市に対して。 

 

農林水産部長（栄 広久君） 先ほど申し上げました国のというか，リース事業の件なんですが，これに

つきましては，平成２８年度から平成３０年度にかけまして，名瀬地区のほうで１名の利用がございま

す。それとあと，市の単独のほうの手数料補助につきましては，新規就業者が今年度が１人で，手数料

補助も申請がございます。以上です。 

 

１６番（川口幸義君） こういったですね，水産関係については，やはり行政からこういった支援策もあ

りますよということを，やっぱりね，広報などをして，漁民に若者に対して，やっぱり周知しなければ

いけないのかなと。農業の場合は，皆さん，結構，担い手農業，そういった方が頑張っているの，目に

見えますので，水産についてはあまり我々もよく分からないんですけれども，そういったものはできる

だけ広報でもしてね，やっぱり漁業関係にも活性化になるようなことを，やっぱり行政が手だてをして

いただきたいと思っております。 

 それでは，（２）番，多面的機能支払い交付金事業について伺います。 

 

農林水産部長（栄 広久君） それでは，多面的機能支払い交付金事業の組織数，事務の簡素化，事業の

推進についてということでよろしいでしょうか。 

 現在，本事業は平成１９年度から始まり，今年で１４年になります。現在，本市で２３組織ございま

すが，内訳は名瀬で４組織，住用で４組織，笠利１５組織で，農用地及び農地の法面の草刈り，水路の

土砂上げ，農道の路面維持等の補修活動を行っている事業でございます。以上です。 

 

１６番（川口幸義君） 時間があまりありませんので，この多面的支払い機能交付金，この制度はね，非

常にありがたいなあと僕は思っているんですけれども，農地を災害から守るという，農地の保全をする

ために，この予算が僕はあると思うので，国や県，市が一部負担をして，この助成をしていると思うん

ですよ。それで，笠利地区は割と１５地区，この事業について頑張っておられるわけ。ただ，少ないの

が名瀬地区，住用地区が４地区だけなんですけども，これはどういうことなのかなあ。書類上の難しさ

があってしないのか，ちょっとそこら辺りは御存知かな，ちょっと聞かせてください。 

 

農林水産部長（栄 広久君） 書類が難しいんじゃないかというお話なんですが，事務の簡素化につきま

してはですね，交付金事業ということもありまして，組織からですね，年度末に実績報告書の提出の際

に精査，助言等を行っております。ただし，事務量が多大でございますので，本市としましても国や県

に事務の簡素化ができないかということを要望を行っているところです。今後とも本事業の推進を，ま

た図っていきたいというふうに考えております。 
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 あとですね，名瀬地区が少ないというお話なんですが，名瀬地区につきましては，今年度から新規で

古見方地区のほうで８集落，これは朝戸，伊津部勝，西田，西仲勝，前勝，小湊，名瀬勝，崎原という

形で古見方美島人（こみほうきょらじまんちゅ）という組織を立ち上げまして，現在，活動を行ってい

るところです。これは面積的には６６ヘクタールと，ほぼすべての面積をカバーしているというような

状況でございます。以上です。 

 

１６番（川口幸義君） 時間がありませんので，急いで，（３）番，古見地区の安木屋場農道の整備につ

いて伺います。ちょっと把握できていたら。 

 

農林水産部長（栄 広久君） それでは，古見方地区の安木屋場農道整備についてお答えいたします。 

 本農道につきましては，基幹農道舗装事業小湊地区ということで整備しましたが，  

 

議長（与 勝広君） 以上で自由民主党 川口幸義君の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。午後１時３０分再開いたします。（午前１１時４６分） 

                     ○              

議長（与 勝広君） 再開いたします。（午後１時３０分） 

 午前に引き続き一般質問を行います。 

 自民党奄美 多田義一君の発言を許可いたします。 

 

２２番（多田義一君） 議場の皆様，市民の皆様，こんにちは。自民党奄美の多田義一でございます。令

和３年第１回定例会にあたり，一般質問を行いたいと思います。 

 質問に入ります前に所見を述べさせていただきます。 

 まずはじめに，３月末をもって退職をされる職員の方々に，長きに渡る公務員としての大変重い職責

に対し，敬意を表したいと思います。まさしく激動の時代を支えてきた皆さんの経験は，大きな財産で

あると思います。今後の奄美市を担う現役職員の指導や，また地域活動においても，市民生活の向上に

そのお力を貸していただけたらと思いますので，まずは退職を満喫していただき，その知恵と経験を貸

してほしい人が現れたら，そのときは是非力を貸していただきたいと思います。本当にお疲れ様であり

ました。 

 それでは，質問に移りますが，今回も私の質問のメインは新型コロナウイルス感染症対策についての

みであります。何においてもこの問題を乗り越えないと，明るい活気のある元の奄美市の姿はないとの

認識の中で，質問をさせていただきます。 

 昨年２月より影響が出始め，１年以上が経過をいたしました。幸い奄美市において死亡者は出ておら

ず，感染者の方々においても回復に向かっていることは，大変喜ばしいことだと思います。改めて感染

リスクが一番高い医療従事者の皆様に，深く感謝と敬意を表するものであります。 

 奄美市内の経済状況を見てみますと，飲食業やサービス業，また観光業，小売業など，多くの分野に

おいてかなりの影響が出ているのが現状かと思います。私も飲食業に関わっている一人としてよく分か

りますが，２月から，まず団体の動きが徐々になくなっていきました。そして５月のゴールデンウイー

クの頃には，最悪だったことを覚えております。その後も団体客は動かず，観光客すら対応できないほ

どの状況となりました。年末には市内においても感染者が増え始め，年明けには２度目となる県の時短

要請が出され，現在に至っているわけでありますが，そこで質問いたしますが，現在の市内経済をどの

ように分析をしているのかをお伺いいたします。 

 次の質問からは発言席にて行います。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 
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市長（朝山 毅君） それでは，多田議員にお答えさせていただきます。 

 多岐にわたるようでございますので，角度を変えた御質問でコロナウイルスの御質問でありますの

で，私のほうで前段答弁させていただきます。 

 議員御指摘のように，鹿児島県は１月２２日に独自の感染拡大警報を発令いたしました。発令に至っ

た経緯といたしましては，年末年始期間中から全国的に感染が拡大中であったこと，１月２０日に過去

最高となる５９名の新規感染者数が確認されたこと，入院患者のうち６０歳以上の高齢者が約７０パー

セントを占めており，医師や看護師など医療従事者の負担が蓄積している状況等を受け，このままでは

県の医療提供体制がひっ迫する恐れがあることから発令されたと認識いたしております。発令に伴い，

営業時間短縮や感染拡大地域への往来自粛や来県自粛などの要請が行われ，本市経済，特に飲食店の関

係する業種，宿泊事業者を含めた観光業等へのダメージは，大きいものがあると認識いたしておりま

す。 

 本市においては，１月１８日以降，新規感染者は出ておられませんが，奄美大島コロナ警戒レベルも

３となっております。また，ワクチンの接種など，明るい材料もあるところでありますが，未だ一部の

都道府県に緊急事態宣言の再発令が行われており，先行きについては不透明な部分がまだまだ多くある

ことが現実でございます。とりわけ，新型コロナに関しましては，医療供給体制が脆弱な奄美大島など

離島における感染拡大が与える影響は，大都市より大きなものがあり，今はまだ感染防止，感染拡大防

止を最優先すべき状況であると考えているところでございます。 

 そのような中，市といたしましても，今般の状況を踏まえ，専決予算におきまして，今，行える支援

策をとりまとめ，順次実行に移しているところでもございます。今後とも国や県，新型コロナの感染状

況や動向を注視しながら，市民生活や経済状況の把握に努め，適時適切に必要な対策を講じてまいりた

いと考えておりますので，どうか御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

２２番（多田義一君） 市長，ありがとうございました。やはりこの２度目の緊急事態ということと，あ

と鹿児島県において時短要請の，この２度目ということもありまして，実際，やはり昨年の２月から，

事業者の皆さんは年末に向けて少し期待をしていた部分もありましたし，しかしやはり，寒い時期にな

ると，また蔓延していくんじゃないかなあという不安は，それぞれあったと思いますが，実際に，それ

を奄美市の中で感染者が増えていく状況を目の当たりにして，実際，商売をやられている皆さんは，そ

こですごくダメージを受けたと，まずは一発目に１２月ですよね。年間で最も人が動くはずの時期が，

結局，一番人が動かない時期へと変わってしまったと。実際に１月から１月の２０日以降に，２４日か

らでしたかね，時短要請が発令されたという流れとなっております。 

 やはり，この期間において，またこの前後においてですね，この影響というのはかなり出ていると思

いますので，私たちが知らない部分でも，かなりの影響が，僕は出ていると思っています。なので，実

際，一度ですね，この影響という部分を再度深堀りして分析をして，今後の市の施策に転嫁できるよう

な形を取れればという思いがあり，この質問をまず最初にさせていただきました。 

 市長の言葉でもあったように，やはり影響はかなり大きいものがあるということで，皆さんも認識し

ていると思いますので，次の質問に移りますけども，私は今回の質問は全て連動しておりまして，まず

は市内経済の状況を全体的に把握することが，まず第一であると。次に，最優先すべきことは，やはり

感染者をこれ以上増やさないために，このワクチン接種，ここは避けては通れないというのは，もう間

違いないと思いますので，このワクチン接種，２番目についての質問に移りたいと思います。 

 まずは，午前中の奥議員でもいろいろ細かく聞かれておりましたが，私は少し角度が違いますので，

それぞれ質問を行っていきたいと思います。 

 まずこのワクチン接種ですが，これは強制ではないので，受ける方，受けない方，いると思うんです

が，思っている以上に，この受診率というか，接種率が伸びないときの対策などを，何か検討されてい
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るのかどうか。あればお伺いしたいと思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） お答えいたします。新型コロナワクチンの接種希望者が少ないときの対

策，また，接種率を高める対策についてお答えいたします。 

 新型コロナワクチンの接種は，国において新型コロナの感染拡大を防止するための重要な柱であると

位置付けております。また，個人の健康と命を守ることにつながることはもちろん，医療機関の負担を

減らすことや，社会経済活動を活発化させることなど，社会全体としての意義も大きなものがございま

す。そのため本市においても多くの市民の皆様に早期に新型コロナワクチンの接種を受けていただくこ

とが重要であると認識をしております。接種につきましては，市民お一人お一人が受けるかどうかの判

断をしていただき，同意を得た上で実施することになります。そのため，受けることによって得られる

効果だけではなく，副反応などのリスクも含め，判断ができるような情報提供をしっかり行うことが，

接種率を上げることにつながると考えております。また，受付から接種までの流れや，接種会場におい

て安全な環境を整えることなど，受けやすい環境づくりを行い，情報提供していくことも接種率の向上

には重要だと考えております。現在，土日の休日も含めた接種計画を大島郡医師会と検討をしていると

ころでございます。今後，奄美市だよりやホームページ，各種団体への説明会などの方法により，しっ

かりと情報提供をし，安全で受けやすい接種体制の構築を進めながら，接種についての呼びかけを行っ

てまいりたいと考えております。 

 

２２番（多田義一君） はい，ありがとうございます。まさしく，情報提供という部分が今できる最大の

ことでもありますし，そのリスクというお話でしたけども，そのリスクは，じゃあ，どういうリスクが

あるのかという部分を，詳しく，やはり隠さずですね，広く伝えていくというのも重要になってくると

思います。その中で，例えば国からの，リスクはこういうことですよと，いろいろ都道府県，自治体に

示されている部分があると思いますけども，その広報用で使えるという部分で，チラシとかの原本にな

るような，そういうものって存在しているんですかね。そういう広報用ですね。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 国からのリスクに関するチラシ，そのようなものはまだ市のほうには届い

てない状況でございます。 

 

２２番（多田義一君） はい，分かりました。と申しますのも，市長が前段で述べられたように，やはり

この離島においてのコロナという部分は，本土と比べるとかなりリスクが高いと思うんですよね。この

離島における医療体制というのも，やはり本土と比べると満足なものではないでしょうし，また，医療

従事者の数でも圧倒的に足りないという部分はあるでしょうから，そう考えると，やはり国の出方を待

つというよりかは，奄美における実情をどう市民に伝えるかという部分が，僕は大きいかなあと思いま

すので，是非この情報提供という部分に関して，少し力を入れていく必要があるのかなというふうに感

じます。これはできるできないは別として，僕はちょっと思ったのはですね，やはりちょっとお話をさ

せてもらったんですが，早く皆さんに行ってもらって，ある程度区切りをどこかでかつける必要がある

のかなと，じゃあ，いつまで無料でやるんですかと，１年ですか，２年間なんですかと，こういう議論

にもなってくる。ここは当然お金の出元は国でしょうから，そういう国のほうでの議論にもなるとは思

うんですけども，これが一般的に広がっていくと，なかなかいつでもいいかなという人たちが増えるの

も事実なんですよね。やはり，巷で聞こえる声としては，様子を見てからとかという方がかなり多いの

が実情です。その中で，じゃあ，無料接種はいつまでですよと，それ以上になると自己負担が発生しま

すとか，そういうのも一つの方法なのかなという気はいたします。これについては答弁はいいので，今

後，受診率を上げるために，あらゆる方法という部分で，少し，やっぱり今後検討する余地はあるのか

なあと思いますので，まずは部長がおっしゃったように，情報提供をしっかりしていただいて，市民の
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 新型コロナワクチンの接種は，国において新型コロナの感染拡大を防止するための重要な柱であると

位置付けております。また，個人の健康と命を守ることにつながることはもちろん，医療機関の負担を

減らすことや，社会経済活動を活発化させることなど，社会全体としての意義も大きなものがございま

す。そのため本市においても多くの市民の皆様に早期に新型コロナワクチンの接種を受けていただくこ

とが重要であると認識をしております。接種につきましては，市民お一人お一人が受けるかどうかの判

断をしていただき，同意を得た上で実施することになります。そのため，受けることによって得られる

効果だけではなく，副反応などのリスクも含め，判断ができるような情報提供をしっかり行うことが，

接種率を上げることにつながると考えております。また，受付から接種までの流れや，接種会場におい

て安全な環境を整えることなど，受けやすい環境づくりを行い，情報提供していくことも接種率の向上

には重要だと考えております。現在，土日の休日も含めた接種計画を大島郡医師会と検討をしていると

ころでございます。今後，奄美市だよりやホームページ，各種団体への説明会などの方法により，しっ

かりと情報提供をし，安全で受けやすい接種体制の構築を進めながら，接種についての呼びかけを行っ

てまいりたいと考えております。 

 

２２番（多田義一君） はい，ありがとうございます。まさしく，情報提供という部分が今できる最大の

ことでもありますし，そのリスクというお話でしたけども，そのリスクは，じゃあ，どういうリスクが

あるのかという部分を，詳しく，やはり隠さずですね，広く伝えていくというのも重要になってくると

思います。その中で，例えば国からの，リスクはこういうことですよと，いろいろ都道府県，自治体に

示されている部分があると思いますけども，その広報用で使えるという部分で，チラシとかの原本にな

るような，そういうものって存在しているんですかね。そういう広報用ですね。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 国からのリスクに関するチラシ，そのようなものはまだ市のほうには届い

てない状況でございます。 

 

２２番（多田義一君） はい，分かりました。と申しますのも，市長が前段で述べられたように，やはり

この離島においてのコロナという部分は，本土と比べるとかなりリスクが高いと思うんですよね。この

離島における医療体制というのも，やはり本土と比べると満足なものではないでしょうし，また，医療

従事者の数でも圧倒的に足りないという部分はあるでしょうから，そう考えると，やはり国の出方を待

つというよりかは，奄美における実情をどう市民に伝えるかという部分が，僕は大きいかなあと思いま

すので，是非この情報提供という部分に関して，少し力を入れていく必要があるのかなというふうに感

じます。これはできるできないは別として，僕はちょっと思ったのはですね，やはりちょっとお話をさ

せてもらったんですが，早く皆さんに行ってもらって，ある程度区切りをどこかでかつける必要がある

のかなと，じゃあ，いつまで無料でやるんですかと，１年ですか，２年間なんですかと，こういう議論

にもなってくる。ここは当然お金の出元は国でしょうから，そういう国のほうでの議論にもなるとは思

うんですけども，これが一般的に広がっていくと，なかなかいつでもいいかなという人たちが増えるの

も事実なんですよね。やはり，巷で聞こえる声としては，様子を見てからとかという方がかなり多いの

が実情です。その中で，じゃあ，無料接種はいつまでですよと，それ以上になると自己負担が発生しま

すとか，そういうのも一つの方法なのかなという気はいたします。これについては答弁はいいので，今

後，受診率を上げるために，あらゆる方法という部分で，少し，やっぱり今後検討する余地はあるのか

なあと思いますので，まずは部長がおっしゃったように，情報提供をしっかりしていただいて，市民の
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皆さんが正しい情報で判断できるような材料を多く出していただきたいなあと，このように思いますの

で，よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは，次の②の質問にいきますが，この施設入所者，要は老人ホームであったり，特老だったり

とかというところを指すわけですが，結局，長期で滞在されている高齢者の皆さんが多くいらっしゃっ

て，医者が常駐しているわけではないと思いますけども，こういうケースでの接種についての対応，か

なり難しい部分があると思うんですよね。例えば，本人自体が結局，自分で意思をはっきり表示できな

いとか，それを尋ねる身内の方も奄美にいらっしゃらないケースであったりとか，多くいろんなパター

ンが想定できると思いますが，その辺の対応というのは，どのように考えていらっしゃるのか，お伺い

いたします。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 高齢者施設の入所者などの方への新型コロナワクチンの接種についてお答

えいたします。 

 高齢者施設などに入所されている方につきましては，施設の嘱託医の御協力の下，入所されている高

齢者施設において実施ができますよう，現在，大島郡医師会と調整を行っているところでございます。

接種の同意につきまして，御本人の意思確認が難しい場合につきましては，国からの通知では御家族や

嘱託医の協力を得ながら意思確認をし，同意が得られた場合に接種を行うと示されております。今後，

施設従事者への説明会等の中で，意思確認につきましても施設従事者の協力が得られますよう，進めて

まいりたいと存じます。 

 

２２番（多田義一君） はい，分かりました。やはり，高齢者の方になって，よく理解ができない方も中

にはいらっしゃるでしょうし，むしろその理解はしたけども，うまく伝えられないケースもあると思い

ます。なので，その辺は親切に丁寧にですね，対応していただいて，できれば，やはり高齢者の皆さん

は，コロナに罹ると危険度が高いという報道等もありますので，その辺をしっかりと，ゆっくり，丁寧

に説明しながらですね，是非実施に向けて取り組んでいただきたいなあと思いますので，よろしくお願

いしたいと思います。 

 次の質問に移りますが，ここで指す集団活動というのは，子どもたちを含めて１６歳未満は，国から

の指針には入っていないということでしたので，ここで指すのは１６歳以上，高校生ということになる

と思いますが，その集団生活の中で，やはり感染リスクという部分で言うと，やはり人がたくさん集ま

っているところなので，仮に無症状の子が来ていてという場合になったりすると，想定すると，やはり

多く感染が広がってしまうのかなあという懸念があるわけですが，この辺りの親の判断が，もし受けさ

せないという判断であれば，それがもう全てとなってしまうのかどうか，この辺の，要は判断基準，先

ほどの情報提供という部分がありましたけども，その辺りについてのお考えというのがあれば，お伺い

いたします。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 集団活動を行っている子どもたちへの接種について，お答えいたします。 

 現在のところ，国から提供される予定のファイザー社の新型コロナワクチンにつきましては，１６歳

未満の子どもに対する有効性，安全性が確立されていないことから，接種対象は１６歳以上となってお

ります。今後，承認予定の各社の新型コロナワクチンの内容によっては，接種の対象となる年齢が異な

ってくる可能性があると考えておりますが，その際には接種方法や同意の取り方などについて，大島郡

医師会や関係機関と十分協議を行ってまいりたいと存じます。また，子どもたちを感染から守るために

も，家族を含めた周りの大人たちの接種率を上げていくことが重要なことと考えております。働き盛り

の世代等が接種についてしっかりと理解し，接種につながるよう学校や団体との協力をいただきなが

ら，周知に努めてまいりたいと考えているところでございます。 
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２２番（多田義一君） はい，ありがとうございます。まさしく，そのとおりで，周りの大人が接種をし

ていれば，子どもたちに及ぶ危険のリスクもかなり減ると思います。なので，ここはどちらかという

と，やはり親を含めて，関わる大人の周りの皆さんが，やはり真剣に向き合えるような，その情報があ

れば，やはり家族で話し合うことも可能でしょうし，職場で話し合うことも可能でしょうし，そうなっ

てくると，先ほど言った正確な情報提供という部分がすごく大きくなってくるのかなあと思います。こ

れはもう現役で働く僕たち大人の責任だと思いますので，是非その辺を理解を求めるようにお願いした

いなあと思います。少しちょっと僕が気になる点ですが，今，まさしく周りの大人が打っていけばとい

うところで，考えられるのが保育所の先生とか，幼稚園の先生，学校の先生，市役所も当然そうです

し，何かあったときに，一番最初に緊急的な搬送を行う消防ですよね，を含めて，やはりその集団の中

で，罹ったら，やっぱりちょっと他にうつすリスクが高い人たちの接種計画というのは，どのようにな

っているか，もし分かれば教えていただきたいなと思います。分かる範囲で結構です。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 接種計画につきましては，国のほうから示されておりまして，まず，感染

リスクの高い医療従事者，その後に６５歳以上の高齢者，また基礎疾患のある方，その後に一般の方と

いう接種順位が決められております。議員御案内の消防の，まず，搬送する職員につきましては，医療

従事者の中の一つとして位置付けられておりまして，まず最初の接種となることになります。保育所で

あったり，幼稚園であったり，学校の関係の職員につきましては，一般の方の接種順位と，今のところ

はなっているところでございます。 

 

２２番（多田義一君） はい，分かりました。この間，消防の議会でもちょっと聞かせていただいて，消

防のほうは計画があると，あとは自治体と調整中ということではありましたけれども，少し，ちょっと

びっくりなのは，幼稚園だったり，保育所だったり，学校の先生とかというのは，一般扱いになってい

るんですね。それがちょっとどうなのかなあという気はいたしますけれども，できれば，奄美市の指導

の下，学校に関わる先生方は，先ほど言った周りの大人が，まず接種を受けることによって，子どもた

ちの安全はある意味，多少なり確保されるわけですから，そういう部分で市からの指導という部分を，

是非していただきたいなあというふうに考えますが，教育長，その辺は何かできるでしょうかね。 

 

教育長（要田憲雄君） 市の方針が出れば，それは可能だと考えております。やっぱり学校はリスクが高

いわけですから，先生方もですね。以上です。 

 

２２番（多田義一君） はい，分かりました。ここはもう，本当，周りの大人の責任だということで，や

はり子どもを守っていく環境を作るためには，今言う，子どもたちを関わる皆さんが先に，やはり打っ

ていく必要が，僕はあると思いますので，その辺は市のほうでも是非議論していただいて，早めに接種

が受けられるような体制づくりに取り組んでいただきたいと思います。 

 それでは，次の⑤の質問に移りますが，先ほど，奥議員の質問の中で少しは触れられていましたけど

も，１日の接種人数をどの程度想定しているのか，ここを少しお伺いしたいと思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） １日の接種人数を含めた接種計画についてお答えいたします。 

 先ほどお答えしましたように，新型コロナワクチンの接種につきましては，奄美文化センターでの集

団接種を一定期間実施し，その後，医療機関での個別接種を予定しております。またその間，高齢者施

設などでの接種も同時に実施していく予定としております。 

 本市における接種計画では，市民の約６割の方に接種をしていただくことを目標としております。ま

ず，８月をめどに実施する集団接種の中で，そのうちの約半数の接種を目指し，その後，個別接種での

接種を考えておりますが，個別接種の期間につきましては，現在，検討しているところでございます。 
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で，罹ったら，やっぱりちょっと他にうつすリスクが高い人たちの接種計画というのは，どのようにな

っているか，もし分かれば教えていただきたいなと思います。分かる範囲で結構です。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 接種計画につきましては，国のほうから示されておりまして，まず，感染

リスクの高い医療従事者，その後に６５歳以上の高齢者，また基礎疾患のある方，その後に一般の方と

いう接種順位が決められております。議員御案内の消防の，まず，搬送する職員につきましては，医療

従事者の中の一つとして位置付けられておりまして，まず最初の接種となることになります。保育所で

あったり，幼稚園であったり，学校の関係の職員につきましては，一般の方の接種順位と，今のところ

はなっているところでございます。 

 

２２番（多田義一君） はい，分かりました。この間，消防の議会でもちょっと聞かせていただいて，消

防のほうは計画があると，あとは自治体と調整中ということではありましたけれども，少し，ちょっと

びっくりなのは，幼稚園だったり，保育所だったり，学校の先生とかというのは，一般扱いになってい

るんですね。それがちょっとどうなのかなあという気はいたしますけれども，できれば，奄美市の指導

の下，学校に関わる先生方は，先ほど言った周りの大人が，まず接種を受けることによって，子どもた

ちの安全はある意味，多少なり確保されるわけですから，そういう部分で市からの指導という部分を，

是非していただきたいなあというふうに考えますが，教育長，その辺は何かできるでしょうかね。 

 

教育長（要田憲雄君） 市の方針が出れば，それは可能だと考えております。やっぱり学校はリスクが高

いわけですから，先生方もですね。以上です。 

 

２２番（多田義一君） はい，分かりました。ここはもう，本当，周りの大人の責任だということで，や

はり子どもを守っていく環境を作るためには，今言う，子どもたちを関わる皆さんが先に，やはり打っ

ていく必要が，僕はあると思いますので，その辺は市のほうでも是非議論していただいて，早めに接種

が受けられるような体制づくりに取り組んでいただきたいと思います。 

 それでは，次の⑤の質問に移りますが，先ほど，奥議員の質問の中で少しは触れられていましたけど

も，１日の接種人数をどの程度想定しているのか，ここを少しお伺いしたいと思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） １日の接種人数を含めた接種計画についてお答えいたします。 

 先ほどお答えしましたように，新型コロナワクチンの接種につきましては，奄美文化センターでの集

団接種を一定期間実施し，その後，医療機関での個別接種を予定しております。またその間，高齢者施

設などでの接種も同時に実施していく予定としております。 

 本市における接種計画では，市民の約６割の方に接種をしていただくことを目標としております。ま

ず，８月をめどに実施する集団接種の中で，そのうちの約半数の接種を目指し，その後，個別接種での

接種を考えておりますが，個別接種の期間につきましては，現在，検討しているところでございます。 
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 接種人数につきましては，１時間当たり２０人から２５人，これを２列で行いますので，１日では２

４０人から３５０人を見込んでおります。そのため，現時点では集団接種を８月までと想定しておりま

すが，これは国からのワクチンの供給が十分なされることを前提とした計画となっております。しかし

ながら，現在示されているワクチンの３月４月の供給計画では，対象者に全く足りない状況であり，当

初の計画を見直さなければならない状況ですが，見直すにいたしましても今後の供給計画が示されなけ

れば難しい状況でございます。従いまして，先ほどお示ししました計画は，今後，状況を踏まえながら

検討せざるを得ない状況であることを御理解いただきたいと思います。 

 

２２番（多田義一君） １個飛ばしましたね，４番飛ばしました，すみませんでした。今，部長の答弁の

中で，個別接種についてもちょっとお話がありましたので，実際，個別接種はいつからスタートできる

か，今の段階では分からないということですよね，ですね。 

 この１日の接種人数をどの程度想定しているかという部分に関しては，２４０名から３５０名を想定

していると。しかし，国のほうからのその状況次第では，これも大きく崩れる可能性があるということ

ですね。はい，分かりました。私は，これをちょっと聞きたかったのはですね，なぜかと言いますと，

結局，このワクチン接種がこの後の奄美市の経済活動に大きく影響するというのがまず一つ，大前提と

して，私はこのワクチン接種を聞いたのは，当然ながら感染拡大を防止するのが一つありますけども，

その背景にあるその後の経済活動を，この接種受診率を上げることによって，より強固なものになると

いうふうに考えています。なので，１日の接種人数が明確になることによって，人口掛ける６割だった

ら６０パーセント，掛ける２ですよね，２回ですから。これを割っていくと，おおよそ終わるけつの時

間は見えてくるのかなあという思いがありましたけれども，実際には未知数な部分が多くて，伸びる可

能性のほうが高いということですよね。というので，分かりましたので，実際にワクチン接種が目標の
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ので，まずそれが大体どれぐらいを，今想定してしているのかというのを，ちょっとこの場で改めて確

認をしたくての質問でした。なので，できるだけ多くの市民の皆さんにまず情報提供をし，受診率，接

種率を上げていただきたいなあと，これはもう切なる要望ですので，よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 それでは，次の経済の立て直しについて，質問をいたします。まず最初に，ここはちょっと僕の中で

明確に聞いておきたいなあという思いがあったので，あえて最初のほうに持って来ましたが，これから

先ですね，どういう状況が起きるかというのは，まだまだ想定ができないというのが，今の現状だと思

いますが，今も大変経済状況は悪いと思います。決していい状況とは言い難いのが現状であり，その最
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注入できるという部分を，どの程度見ているのか，大変難しい質問であるのは分かっていますが，まず

そこを聞いてから，次の質問に移りたいと思いますので，よろしくお願いしたいと思います。 

 

総務部長（三原裕樹君） それでは，お答えいたします。本市における新型コロナへの対応につきまして

は，議会の皆様の御理解をいただきながら，昨年５月のコロナ対策第１弾から第５弾までの専決予算及

び各定例会に上程させていただいた補正予算を合わせまして，約６４億２，０００万円の関連予算を計

上させていただいたところでございます。また，令和３年度におきましても，御案内のとおり令和２年

度の繰越予算と合わせて１１億５，０００万円の予算を確保しております。そのような中で，最悪の自

体を想定した場合の最大の予算規模はとの御質問でございますが，新型コロナの収束が見えない中で

は，あらゆる事態に対応するための心構えと準備が必要と考えております。そのため，現時点において

はその時々の市内経済の状況を踏まえながら，的確な新型コロナ対策を実施していくことが肝要と考え

おりますので，予算につきましては，特段の上限は設けておりません。今後とも本市の経済状況に注視
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しつつ，国の臨時交付金の活用をはじめ，財政調整基金の活用など，時期を逸することなく，必要な財

政出動に努めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。 

 

２２番（多田義一君） ありがとうございます。今の答弁で，市の意気込みというのは，ある程度伝わっ

たのかなあと思いますので，是非ですね，その状況に応じて対応していただきたいという思いから，次

の質問に移りますが，この②と③，④これも事業の継続性，またこの事業を継続していくために，この

業態を変えて事業を継続しながら社員の雇用を守るとか，いろんな方法があると思います。さらに今度

は，新規事業をどう後押しするかによって，また市内経済というのは元の状況，もしくはそれ以上に戻

していくことが，僕は可能だと考えています。それも前提としては，やはりこのワクチン接種の受診率

というか，接種率を上げていく，これが大前提でありますので，それを念頭に置きながら，まず②の事

業継続に対する支援ということでの質問に移りたいと思いますが，当然，今の事業者支援金やいろい

ろ，コロナ感染対策防止に関わる事業であったり，行っているのは，当然，理解をしておりますが，そ

こも含めての答弁になると思いますので，あとそれと今後について，何か考えがあればお聞かせいただ

きたいと思います。 

 

商工観光部長（武下義広君） それでは，お答えいたします。議員から御案内のあったようにですね，市

においても事業所支援金，その感染予防対策という形で，様々な支援金を出していることは御承知のこ

とと思います。これで新型コロナの影響を受ける方に対してはですね，市をはじめ，国・県，ほか各種

公的機関等が事業の継続を支援するため，様々な支援制度を設けております。特に，国・県においては

大きな金額を出して，しっかりと支援していこうという形で出されていると思っております。持続化給

付金に代表される給付金のほか，無利子融資などによる資金繰り支援，補助金等による販路拡大支援，

雇用関係や税，社会保障，保険，公共料金等の支払い猶予や減免など，幅広い範囲にわたり様々な支援

策が用意されていることは御存知のことかと思います。それぞれの支援策につきましては，一定の要件

等があり，また，窓口等も多岐にわたりますが，事業者への影響を緩和し，事業継続を支援するため，

市をはじめ，商工会議所などの関係機関で随時相談を受け付けておりますので，積極的に御活用いただ

ければというふうに考えております。本市といたしましても，新型コロナの先行きが見通せいない中，

事業所の実情に応じた支援が適切に行えるよう，国・県，商工会議所等関係機関と連携して取り組んで

まいりたいと考えております。以上です。 

 

２２番（多田義一君） ありがとうございます。実際今，国の事業や県の事業，また市の事業等，いろん

な種類で支援策というのは打たれているのが現状ではありますけれども，やはりその要件に合致しない

であったりとか，いろんな申請するのにハードルがあったりするものも中にはありますので，僕がやは

り危惧するのは，国の事業，県の事業にについて，市民の皆さん，小規模でやっている経営者の皆さん

が相談に行ったときに，例えば，国の事業であれば商工会議所のほうに職員が配置されて，しばらくの

間いたんですよね，持続化給付金や家賃支援などですね，サポートする人たちがいました。実際，本当

に助かった方は多いと思います。しかし，今度はじゃあ，市が独自の，例えば窓口相談業務であったり

とか，いろんなものを開設して，一つ一つ聞いていけてる状況なのかなあと考えると，やはり今，商工

会議所のほうがそれを担っているような状況で，確かに会議所が一番把握するのがベストなことかもし

れませんが，相談に行く人たちからすると，やはり奄美市に制度はないですかという話は，僕はたくさ

ん聞きますので，その辺りも市として，例えば窓口を，今，設けていらっしゃるとは思いますけども，

その広報活動にも力を入れながら，また市に来たときに，あらゆることが想定できると思います。例え

ば，もうその事業を継続できないと，生活困窮に陥った方も中にはいると思います。そうした場合に，

どういうふうに支援できるかという，今，市の持っている制度の中で十分対応できると思うんですよ

ね。その辺も踏まえて，やはり相談をしたときに，きめ細かな対応という部分で，やはり対応していた
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だきたいなあという思いがありまして，あと，それと先ほど言った最悪の事態を想定したときに，更な

る支援策というのは，僕は絶対必要になってくると思うんですよ。そこで，先ほど予算の上限という部

分で確認をしておく必要があったので，当然，市としては，その救済，事業を継続するのに対して予算

の上限は設けてないというお話でした。しかしながら，お金がないのに事業は当然できないわけであっ

て，事業をするにも限度があるのは十分承知をしております。その中で，やはり市が使える，どこまで

いけるかという部分をしっかり想定しておく必要があるのかなあと思って，あえてこの質問を取り上げ

させていただきました。 

 まず，本当にできる，まず一つは事業を継続する，そのためにどういう支援があるのかというのが一

つですね，1点目。次には，この③の質問に移りますが，今度は今までの業態ではちょっと厳しいと，

この事業継続は厳しいと。ここで業態を変更するという部分で，やはり市ももう少し後押しができるよ

うな支援策が，僕は必要じゃないかなあというふうに思います。一つは，今年３月から経済産業省のほ

うが，業態変更についての補助金を打ち出しておりますけれども，これはかなりハードルが高くて，し

かも先にお金を投資しないといけないんですよね。投資して，後に，その前に認定を受け，投資をし

て，その分が認められた後，１年後ぐらいに，要は補助金としてお金が入ると。更に，売り上げの５パ

ーセントを伸ばしていく必要がある。また，人件費の３パーセントをこの数年かけて到達，目標到達ま

でもっていく。毎年報告義務が発生するということで，かなりハードルが高いと。また，支援機関，こ

こで言うと商工会議所，または銀行，あと税理士事務所ですね，この３か所を交えて事業計画を作って

いく必要があると。この内容を見る限り，多分，かなり難しいのかなという思いがするんですよね。額

は確かに大きいと思います。１００万以上で個人事業で６，０００万ほどでしたかね。法人においても

１億近い補助が出るということで，奄美市においても，市内においても事業所で取り組んでいく事業所

は，僕は出てくるのかなあと思いますけども，やはり個人事業主である部分であれば，かなりハードル

が高いと思いますので，そこも念頭に入れながら，市としての事業，業態変更について，何かしら支援

を，僕はもっとするべきだという思いから質問いたしますので，よろしくお願いいたします。 

 

商工観光部長（武下義広君） それでは，お答えいたします。まず，業態変更に対するですね，基本的な

考えという形で，まず述べさせていただいて，後から先ほどの対応についてという形でお答えさせてい

ただきたいと思います。 

 業態変更に対する支援といたしましては，新型コロナの流行を契機に，移動の抑制や三密の回避な

ど，いわゆる新しい生活様式に基づいた行動が人々に求められております。こうした人々の行動変容に

対応するため，様々な業界でガイドライン等が作成され，特に飲食業につきましては，売上の確保のた

め，業態変更などの対応が求められているところでございます。先ほども申し上げましたが，新型コロ

ナに関しましては，国・県・市のほか，多数の公的機関が様々な支援策を行っております。新型コロナ

の影響は業種や規模の相違などにより，事業所が置かれている状況は様々でありますが，この新型コロ

ナの影響を乗り切っていくためには，まず，活用できる支援策を漏れなく探し出すと，そして一刻も早

く支援策の申請を行い，そしてその間に必要な経営改善を図っていくということが非常に大事なことじ

ゃないかというふうに考えております。そのためにもですね，まず専門機関である，まず商工会議所，

金融機関など，外部の力を借りながら取り組んでいく必要が重要なのではないかというふうに考えてお

ります。本市といたしましても，事業所支援のため国や県，その他の公的機関の支援情報の提供，そし

てまた相談窓口の紹介などに最大限努めてまいりたいと考えております。 

 先ほどのあと１点につきましては，国の多分，事業再構築補助金ですかね，の件だと思いますが，こ

れについては，補助額も１００万から６，０００万とかなりの金額で，補助率も３分の２ということに

なっております。おっしゃったようにですね，なかなか競争率も激しい部分があるんじゃないかと思っ

ています。ただこれに当たってはですね，当然，申請に当たっては，金融，それとまた経営の関係，こ

の付近は専門的な分野で，なかなかその付近に長けている方が指導しないと，なかなかその付近は計画
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も作れないだろうということも考えております。いかんせん，市の職員がですね，なかなかその付近の

専門家もいない状況ではありますが，ただ市としては一生懸命ですね，商工会議所，そういう金融機

関，その付近はしっかりつないで，連携を取ってつないでく，そのような形でですね，対応していかせ

ていただければというふうに考えております。以上です。 

 

２２番（多田義一君） 今，部長がおっしゃったように，実際，国の今度の制度というのは，新制度は，

補助金も相当大きいんですよね。想定件数が全国で５万５，０００社ほどというふうな形でしたけど

も，おそらく，件数が，申請件数が増えれば，また補正などで対応するような案件ではあるとは思うん

です。ただし，支援機関というところでいうと，商工会議所，また金融機関，税理士事務所も全て対象

となっているようでありますが，実際にこれまでちょっと大変な作業になってくると，市のほうにも僕

は相談があるというふうに思っています。なので，その辺りの対応をしっかりと市のほうでも取れるよ

うに，確かに専門者はいないですし，この事業そのものが過去類を見ないような事業になっていまし

て，要は制度に精通した人間は，世の中誰もいないという状況ですので，手探りにはなると思います

が，親身に話を聞いてくれる場所があるだけで，事業をされている方は少し安心すると思うんですよ。

その辺りをしっかりと市のほうがリードしていくような形で，その支援機関を紹介するとか，場合によ

っては，結局金融機関を挟まないといけない場合も出るでしょうし，その辺り，先ほど，もし何かあれ

ば一言お願いします。 

 

商工観光部長（武下義広君） すみません。私のほうはサポートのそういう支援をということでしたけ

ど，お聞きしたもんですから，先ほどの形になったんですけども，当然，相談が来て，についてはです

ね，しっかりと市民にその相談を受けて，どのような部分が，やはりこれについてはこういうふうに支

援があるよねと，そういう相談とかはしっかりと対応していきたいと思いますので，市民の皆さん，事

業所の皆さんで困りごとがあればですね，まず市役所のほうに来ていただいて，その中で支援ではこの

ような紹介とかですね，いう形で対応は万全を尽くしてやっていきたいと思っていますので，先ほどの

あれは，サポートをという形での私の言葉でしたので，一応そういう形で相談が来たら，しっかりと親

身になって相談に対応していきたいと，そういうふうに考えております。以上です。 

 

２２番（多田義一君） その辺りは是非お願いをしたいと思います。必ずそういう相談は，僕はあると思

いますので，この対応によっては，やはりその方の，要は人生そのものを左右する，しかねないよう

な，僕は状況であると考えていますので，是非その辺の対応をしっかりとお願いしたいと思います。 

 続いてですが，今，事業継続，その事業の形態を変更するというところのお話をさせていただきまし

たが，今度はその新規事業に対する支援も同時に行っていく必要があると，僕は考えています。ここで

言う部分でいうと，市のほうでもいろいろ事業は当然やられているのは分かっていますけども，例え

ば，今，屋仁川で商売を始めるとしたときに，昼間からの営業を条件，営業時間がありますよね，確

か，９時までの間に何時間でしたかね，それをノルマをクリアしないと家賃の半分助成はしませんとい

うふうになっていて，皆，要は昼間からの営業をやらないといけなくなっているんですよね。なので

今，この現状でそういう部分で，僕はいいのかなあという思いがあります。なので，この新規事業に対

する支援のあり方というのは，再度考える必要があるんじゃないのかなあと思っての質問ですが，その

辺りも含めて，少し答弁いただければと思います。以上です。 

 

商工観光部長（武下義広君） それでは，お答えいたします。多分，議員がおっしゃったのは，中心市街

地での出店支援事業についてのお話じゃないかなと思いましたので，その観点でお答えさせていただき

たいと思います。 

 出店支援事業につきましては，新型コロナに関連した支援事業ではなく，あくまでも中心市街地活性
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も作れないだろうということも考えております。いかんせん，市の職員がですね，なかなかその付近の
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化基本計画に基づく事業で，中心市街地に多種多様な商業店舗の出店促進と新規創業者の育成を行うこ

とにより，魅力ある中心市街地の形成と活性化を図ることを目的と，まずしているということです。こ

れは，日中において不特定多数の人を中心市街地に集客することにより，まちの顔としての賑わいを創

出するために実施をしておりますので，まずその政策目的が異なることを，まず御理解いただきたいと

いうふうに考えております。 

 なお，新型コロナに関する新規事業に対する支援としましては，先ほどの事業変更に対する支援でも

申し上げましたが，申し訳ありません，国の補助金のほか，市の新規サービス展開促進事業において補

助金の活用も可能でございますので，積極的に検討をしていただきたいと考えております。今後も新型

コロナ感染状況や市の経済状況を見ながら，引き続き必要な事業所支援策に取り組んでまいりたいと存

じますので，御理解を賜りたいと思います。以上です。 

 

２２番（多田義一君） 今，部長がおっしゃるもの当然分かります。分かった上で，中心市街地の活性化

という目的があっての事業というのも，当然理解していますけれども，この目的を，要は制度を作った

ときの状況と，この今における状況というのは，全く異なると思うんですよ。何においても，中心市街

地の活性化は，このコロナを乗り越えない限り，出店意欲を持つ人が少ないということですよね。なの

で，出店意欲を高めるために，じゃあ，どうするかという部分の議論をしたいんですよ。でなければ，

目的が違うので，じゃあ，コロナは関係ありませんとなった場合，今のこの状況で，じゃあ，昼間ラン

チしてください，夜まで９時まで営業してくださいよで半分出しますとなったら，やる人って僕，そん

なにいるかなあと思うんですよね。実際は，この危機をチャンスとして考えて，出店しようという意欲

のある方もいらっしゃるのも事実です，実質。ただ，その反面で今の社会情勢を見た場合，やはり多く

の方は二の足を踏むというのが現状だと思うんですよ。そういう時代背景もある中で，じゃあ，中心市

街地の活性化，新規事業の支援をどうするかというのを考えてほしいというのが僕の思いなので，今，

結局，目的が違うからそれはというような感じに僕は聞こえたんですが，実際，そのハードルをもう少

し低くすることによって，中心市街地，当然商店街もそうですね，屋仁川のほうもそうです。僕は，ち

ょっとやっぱりすみませんが，飲食業に携わっているものですから，どうしても見方がですね，これは

申し訳ないと思いますけども，屋仁川のほうになってしまっている部分はあるので，実際，商店街のほ

うも大変苦慮している話は多く聞きます，実際ですね。なので，その中心市街地をどうするかという大

きな目的，目標からでもいいので，次の支援策という部分で，やはり柔軟に考えてほしいなあという思

いがあり，質問させていただきましたが，何かここに対して御答弁あれば。 

 

商工観光部長（武下義広君） そうですね，これ，あくまでも先ほど出店支援というのは，さっきも何度

も言うようにですね，やはり中心市街地活性化基本計画を作って，やはり市街地をやはり活性化してい

こうと，そういう形の目的で作った計画です。そのためには，当然お店が日中開いていて，その中で人

がどんどん集まってくると，そのような視点での，やはり計画ですので，その中心市街地の中に，そこ

例えば１時間でも開いて，それを認めろと言うとですね，やはりその付近，ちょっと中心市街地活性化

基本計画の中では，なかなか考えづらい部分が出てくるのじゃないかなあと思っています。後々また今

後ですね，コロナ対策という形でですね，そういう検討ができるのかどうかですね，その付近での話に

なっていくんじゃないかというふうに考えております。以上です。 

 

２２番（多田義一君） はい，分かりました。この事業に関しては中心市街地の活性化基本法，そこに則

って行っている事業であるということは理解をしました。実際に，恐らく今からですね，考えられる，

想定できるのは，屋仁川には空き店舗が徐々に出て来ると思います。そのときに何が起きるかという

と，やはりそのビルのオーナーさんであったりとか，収入が落ちていくというと，金融的な部分での相

談も多くなると思いますし，またそこにかかる固定資産税の話にもなって来ると思います。いろんなこ
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とが想定できるわけですが，やはりそこに出店を後押しするような，このコロナ対策でもいいと思いま

すので，僕は目的としては新規事業を参入しやすいような，ハードルをもう少し何か考えられないかな

あという思いがあっての質問ですので，是非この辺は状況を見ながらですね，判断をしていただいて，

その新規事業参入に後押しをできるように，是非取り組んでいただきたいなと思いますので，よろしく

お願いしたいと思います。 

 それでは，最後の４番目の質問に移りますが，これは市長の所信表明でもありました，やはりこの世

界自然遺産登録というのは，数年前からの奄美市民の群島民の希望でもあったと思います。それがしか

しながら，この近年のコロナウイルス関係対策に追われてしまい，実際に昨年行われるはずだった委員

会のほうも行われず，今年６月と延びているのが現状であり，市民の皆様方の関心も，やはりコロナの

ほうに少し行っているのかなあというふうに感じます。その中で，実際に奄美市にとって世界自然遺産

とはという部分で，再度認識をするためにも，あえてお聞かせをいただきたいと思います。 

 

総務部長（三原裕樹君） お答えいたします。議員御案内のとおり，入込客の大幅減少など，本市経済も

深刻なダメージを受けている中，日本国内最後ともいわれる世界自然遺産のニュースは，コロナ禍から

の再生を予感させる明るい話題として，国内外から大きな注目を集めることが予想されて，島民の寄せ

る期待は以前にも増して高まっているものと認識をしております。 

 申し上げるまでもなく，世界自然遺産登録は本市の最重要施策の一つでありまして，登録実現後の自

然環境保全の継続と持続可能な利用による地域経済の波及効果を実現していかなければならないと考え

ております。 

 これまでの取組を少し申し上げますと，環境保全分野におきましては希少種保護，外来種対策，普及

啓発などを進める一方，観光分野におきましても奄美空港の拡張，金作原における利用ルールの施行，

市道三太郎線等におけるナイトツアー利用ルールの検討，奄美博物館のリニューアルなどを行ってきた

ところでございます。また，新年度予算案におきましても，環境保全等適切な観光利用との両立を図る

ため，世界自然遺産エリア環境整備事業など新規事業を計上したほか，年度内に完了します魅力発信事

業や繰越予算として実施をするメディアジャック事業，魅力普及啓発事業などによるＰＲ効果，ふるさ

と納税を通じた特産品分野の活性化などに取り組む予定としております。いずれにいたしましても，世

界自然遺産登録は地域の環境保全について重大な責務を負うと同時に，経済分野におきましてもかつて

ない追い風となりうるトピックスであり，引き続き関係機関と連携し，確かな一歩を進めてまいりたい

というふうに考えています。 

 

２２番（多田義一君） はい，ありがとうございます。実際，この６月にその委員会が行われたとして，

認定されるとすれば７・８月夏場になるんですかね。７・８月ぐらいですよね。考えますと，実際，先

ほど来，議論になっていますこのワクチン接種の期間中に，まさしくそういう明るい話題が提供される

という状況になると思います。ですので，あえて，なぜ僕がこれを聞いたかというと，市民に対して

の，この世界遺産の機運醸成を図らないといけないと思うんですよ。今，全体的にコロナのほうに市民

の関心事というのは傾いていっている中で，実際，その最中に世界遺産，もしなったとして，地元の盛

り上がりという部分で，やはり僕はちょっと不安なんですよね。当然，観光に携わる皆さんであった

り，直接の利害が発生する皆さんは，当然，これは大きな光として待ち望んでいるわけですが，そうで

はない方たちも多くいるのも事実だと思うんですよ。その中で，コロナワクチンをやりながら，接種を

しながら，同時に世界遺産というところでは，もう少しアピールしていく必要が，僕はあるのかなあと

いう思いがありまして，今回，最後にこの質問を入れたんですが，その辺りはどうですか。同時並行し

てやらないといけないというのはあると思うんで，ちょっとお考えを再度お願いします。 

 

総務部長（三原裕樹君） 確かにおっしゃいますとおり，今後のスケジュールにつきましては，まだ環境
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総務部長（三原裕樹君） 確かにおっしゃいますとおり，今後のスケジュールにつきましては，まだ環境
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省から新しい情報は入っておりません。６月か７月にかけてということのみしか入っていません。そう

いうのを踏まえまして，新年度予算につきましても，先ほどちょっと申し上げましたが，メディアジャ

ック，これ５，０００万程度規模の予算で全国にＰＲしようというのも一つ，そして地元にもそういっ

たＰＲで啓発をしようという予算もしっかりと組み込んで，今準備を進めているところでございます。

先ほども言いましたが，国内最後の自然遺産候補地というふうに言われていますので，しっかりと取り

組んでまいりたいというふうに思っております。以上でございます。 

 

２２番（多田義一君） はい，分かりました。当然，国内外のＰＲは大事だと思います。同時に市民に対

しての周知も，非常に大事だと思いますので，これは大変難しい問題だとは思いますが，是非同時に行

って，このコロナの中でも明るい話題として，是非市民を挙げて取り組んでいけるような形を，役所が

作ってほしいなあと思いますので，是非頑張って取り組んでいただきたいと思います。 

 これで私の一般質問は終わります。ありがとうございました。 

 

議長（与 勝広君） 以上で，自民党奄美 多田義一君の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。１４時４５分再開いたします。（午後２時２９分） 

                     ○              

議長（与 勝広君） 再開いたします。（午後２時４５分） 

 引き続き一般質問を行います。 

 公明党 大迫勝史君の発言を許可いたします。 

 

１０番（大迫勝史君） 議場の皆様，こんにちは。公明党の大迫勝史でございます。令和３年第１回質問

に先立ちまして，御報告を兼ねた所感を述べさせていただきます。 

 公明党新型コロナウイルスワクチン接種対策本部は，２月の２８日午前，東京都新宿区の党本部で各

都道府県本部設置の接種対策本部などとオンラインでつなぎ，全国会議を開催しました。会議には約５

００会場から８７２人が参加。奄美市からは私と橋口耕太郎議員が参加をいたしました。会議では，大

都市と地方都市や過疎地，離島では全く状況が異なるため，各地域の特性に応じたきめ細やかな対応が

必要であり，また，円滑な接種体制の構築へ党のネットワークを生かして全力で取り組む方針を改めて

共有。３月中旬を目途に全ての自治体が住民への接種計画を策定し，都道府県に報告するといった自治

体の準備スケジュールや，現在，政府が公表している供給見通しなどの説明がありました。自治体の接

種計画策定やワクチン接種記録システムの導入をめぐる現場の課題を探るため，自治体意向調査の実施

を提案。３月７日までに党所属議員が全ての自治体への聞き取り調査を展開していくことを申し合わせ

ました。本市の状況は，当局からの協力をいただき，３月の１日に報告済みであります。今後，寄せら

れた現場の声を共有し，制度的な課題を打開しながら，接種の体制を整えていくことに党一丸となり，

全力を尽くしてまいる所存でございます。ワクチン接種記録システムについて，小林史明内閣府大臣補

佐官から説明があり，従来のワクチン接種事業とは異なり，第一に，約１億人が短期間で２回接種する

ため，記録の管理が煩雑になる。第二に，多数の問い合わせが予想される。第三に，住民の求めに応じ

て接種証明を出すことも想定されるといった課題が出てくるとして，新システムを構築，導入していく

必要性を強調され，力作業の手間を少なくすることや，必要な経費の支援などに万全を期す考えを示さ

れました。 

 会議では，地方議員から接種に関わる，携わる医師らに日常の通常診療への影響を考慮した協力金な

どを支給できないか。重症化リスクが非常に高い人には，かかりつけ医での接種を強く推奨すべきだ。

各種のシステムは現場の業務負担が軽減される設計にといった提案や要望が各地から寄せられておりま

す。 

 結びに，元国交大臣の石井啓一本部長は，日々情報が更新され，走りながら考えている状況であり，
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もどかしく思うこともあるかもしれないが，国民が期待するワクチン接種へ，万全な体制を整えていこ

うと呼びかけました。ワクチン関連は後ほど若干の質問をいたします。 

 話は変わりまして，今定例会を最後に行政の第一線から退かれる職員の皆様におかれましては，長き

に渡る御精勤，大変に御苦労様でした。来月以降は任用職員として再度奉職される方，別な人生に赴か

れる方，それぞれの道での御活躍，御健闘を願っております。私の尊敬する偉人の言葉に，人には周り

に応じて３種類の人間がいると申しております。そこにいてもらいたい人，いてもいなくてもどちらで

もいい人，いてもらっては困る人の３種類です。どうか皆さんは地域コミュニティにおいては，絶対に

いてもらいたい人になっていただきたいと，強く希望をいたします。 

 それでは，通告に従いまして，順次質問をいたします。 

 施政方針について，（１）子ども医療費制度の拡充について，拡充対象となる中学３年生以上から１

８歳までの本市における対象人数をお示しください。 

 次の質問からは発言席にて行います。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） それでは，早速大迫議員にお答えさせていただきます。 

 子ども医療費助成制度につきましては，制度開始当時，未就学児童を対象としておりましたが，平成

２８年度に小学校卒業まで，また平成３０年度に中学校卒業まで，市単独事業として拡充してまいりま

した。令和３年度より子育て世帯の負担軽減を図るため，１８歳までの子どもを医療費助成の対象とし

て拡充いたしたいと存じます。なお，このうち非課税世帯につきましては，県と連携いたしまして，窓

口負担のない現物支給方式での助成となります。新年度より制度の対象として拡充されることとなる人

数につきましては，８６８名と見込んでいるところでございます。以上でございます。 

 

１０番（大迫勝史君） ありがとうございます。大変な御英断だと思います。今，市長の御答弁の中に，

現物給付の話がございましたが，確か説明の中で施政方針の中では助成対象者の非課税世帯の方のみ現

物給付かなと，私は理解しておりましたが，そのとおりでございましょうか。 

 

福祉事務所長（永田孝一君） 議員のおっしゃるとおり，非課税世帯が現物給付という制度を４月から行

う予定でございます。 

 

１０番（大迫勝史君） それではですね，先ほどの対象人数が８６８名，この方々が助成対象者になるわ

けですけども，その中で非課税世帯の割合とその世帯数が分かればお示しをしていただきたいと思いま

す。 

 

福祉事務所長（永田孝一君） 先ほど拡充分の人数については，現行制度から推計した値でございますの

で，現在の現行の中で御説明させていただきます。子ども医療費全体の現物支給の対象となる非課税世

帯の割合については，子ども医療費助成対象世帯数及びひとり親医療世帯対象世帯数の全体のうち約２

割が非課税世帯となっております。以上です。 

 

１０番（大迫勝史君） ２割が現物給付の対象になるということですが，了解いたしました。 

 それでは，③にいきますが，この２割と言わずに将来的にですね，全対象者が自動償還払いではな

く，全面的に現物給付に移行する可能性について，お伺いいたします。 

 

福祉事務所長（永田孝一君） それでは，お答えいたします。４月からの子ども医療費の利用者負担の助
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成につきましては，先ほど申し上げましたとおり，課税世帯が自動償還払い，非課税世帯が現物給付と

なる予定にしております。御存知だと思いますが，自動償還払いは一度医療機関の窓口で医療費を負担

していただきます。後日対象者の口座に振り込むと，現物給付につきましては，医療費の利用者負担分

を市から支払機関を通して医療機関へ支払うということになっております。医療費の自己負担金全てを

現物給付にという御質問でございますが，その影響についてですけども，現物給付方式は窓口での医療

費負担がないために，経済的理由で医療機関の受診を控えるということがなくなって，早期受診による

子どもの疾病の重篤化を防ぐという，結果的に医療費の抑制となるということが期待できることがある

一方，適切な受診を行わないと，医療費が増加してしまうという半面可能性もあると思います。自治体

の判断で現物給付方式を行った場合には，それに伴った増額した医療費につきましては，国民健康保険

ではですね，国庫負担金の減額調整措置の対象ともなるという，減額分は市の負担となるという影響も

出てきます。全体の８割が自動償還払いとなっておりますので，その全てが現物給付へ移行した場合の

影響は，少なからずあるであろうということが推測されます。財政への影響ということですが，このよ

うに影響が多岐に渡るため，現時点でこの負担について明確な数字をお示しすることは，非常にちょっ

と困難ではないかと考えております。この先ですね，制度を運営していく中で，安定した財源が確保で

きるのか，財源状況などを見極めながら検討していきたいと思っておりますので，御理解よろしくお願

いいたします。 

 

１０番（大迫勝史君） 財政負担については，最終で聞く予定だったんですよ。分かりました。本当に，

お金がなくて経済的なことがあって受診控えがなくなる，そして重症化を防ぐということでは，大変将

来的にもいいことだと思いますが，できることでありますればですね，やはり全面現物給付をですね，

切に希望いたしまして，次の質問にまいります。 

 （２）高校生遠距離通学支援制度支援事業についてお伺いします。現在の通学支援制度と比較して，

新規，これから，新年度から始まるこの支援制度を，今の現行の制度と比較しながら説明を願いたいと

思います。 

 

教育部長（福長敏文君） それでは，お答えをいたします。まず現状についてお答えをいたします。 

 市内の高校生への遠距離通学費補助としましては，高校が設置されていない住用地区では，名瀬地区

に通学する生徒に対し，バス定期券代の３分の１を補助を行っております。また，大島北高等学校の活

性化及び学校存続対策に寄与することを目的に，笠利町区域外から通学する生徒に対し，バス定期券代

の３分の２の補助を行っております。これを新制度では，高校までのバスの通学距離が９キロ以上ある

全ての市内居住の高校生へ，一律定期券代の３分の２の補助を予定しております。 

 改善された主な点といたしまして，住用地区からの通学補助が３分の１から３分の２に拡充をされま

す。それから，これまで補助対象外であった笠利地区から名瀬地区への通学補助が開始をされるという

ことになります。このことによって，予算では約１，７００万円の拡充を図り，対象者が現年度７１名

から約１３０名ほどに増加することを見込んでいるところでございます。以上です。 

 

１０番（大迫勝史君） 大分拡充されるということで，大変，特にですね，笠利町辺りから大島高校へ通

っておられた高校生の親御さんたちからは，再三そういう要望を受けておりましたので，大変よかった

なと思います。以前ですね，また定例会の一般質問で，橋口耕太郎議員が質問しておりましたが，この

精算制度，現在は学期末精算かと思っておりますが，その精算制度をですね，やはりそうなのか，それ

とも限度額認定みたいに，先にもう負担分だけを支払うのか，どういう制度になったのか，その辺まで

よろしくお願いします。 

 

教育部長（福長敏文君） それでは，議員御指摘のとおり，現行では笠利町の区域外から大島北高等学校
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に通う生徒に対する通学費補助につきましては，一旦，バスの定期代全額を支払っていただき，その

後，３分の２をお返しするという精算制度になっておりました。今回の新制度では，保護者の皆様の支

払時の負担軽減と手続の簡素化を図る意味で，購入時に自己負担分３分の１を支払することによって全

て終わるという形で改善をさせていただいております。以上です。 

 

１０番（大迫勝史君） 大変にありがとうございます。これまでの課題が解決されて，親御さんたちもで

すね，高校生を持つ親御さんたちも喜んでおります。こういうすばらしい政策をするときには，派手に

広報紙などでもですね，紹介していただきたいと思います。 

 次に，（３）新型コロナウイルスワクチン関連についてでございますが，ワクチン接種におきまし

て，最初に接種する医療従事者の人数を県がとりまとめていると聞いております。いろいろ午前中より

ウイルス関係の質問がありまして，若干重複するところもあるかもしれませんが，一生懸命整理しなが

ら質問するつもりなので，よろしくお願いします。 

 この県がとりまとめた対象人数が，今，把握できていると思いますので，その人数をお伺いいたしま

す。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 本市におけるワクチン接種の対象となる医療従事者につきましては，２，

６８３名ということで県のほうから連絡を受けております。以上でございます。 

 

１０番（大迫勝史君） ２，６８３名，それではですね，厚労省の健康局健康課予防接種室の各機関への

事務連絡におきましては，午前中，部長からも答弁がありましたが，ワクチンの出荷が３月の第１週と

第２週に分けて，全国で５００箱ずつ出荷する中で，鹿児島県には１０箱ずつの２回にわたりまして計

２０箱，１箱１９５バイアル，これは説明されておりましたが，総数で２０箱で３，９００バイアル，

県は２月２４日までに配送先，配送箱数を厚労省担当局へ必着。電子で登録するとのことで，現時点で

の対象者は分かっているはずだと思い，お聞きしました。県全体で，この数だと本市での必要数が数量

的に賄えるのか，不安に思います。１バイアル何回分できると，何回接種できるかというのは，午前中

の奥議員の質問の答弁で５回分だということを認識しました。今，午前中の答弁どおり，この時点で届

く本数量は，３月中で２箱ということでよろしいでしょうか。 

 

保健福祉部長（山下能久君） ワクチンの供給につきましては，現在，県からの通知により本市へのワク

チンの配置は３月１日，今週に出荷されることが分かっております。それ以後の供給につきましては，

こちらのほうに情報が入っていないということで，また，４月につきましては，１箱入荷されるという

ことが連絡が届いている状況でございます。 

 

１０番（大迫勝史君） 本市がとりあえず当面必要とする医療従事者数の数の分が２，６８３人分という

ことで，必要数量には足りないと思いますが，対応はどのように考えておられますか。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 議員御案内のとおり，１箱に入っているワクチンにつきましては，１箱で

９７５回分でございます。奄美市の医療従事者は，先ほどお答えしましたが，２，６８３人となってお

りまして，足りないという状況です。この接種につきましては，医師会等とも含め，今後，その順位，

どういった形で接種するのかについて協議をさせていただきたいと考えているところです。 

 

１０番（大迫勝史君） 順次，この接種をしていかなきゃならないわけですが，全市民に行き渡る分の４

月以降の見通しが立たない状況では，医療従事者に続きまして高齢者，基礎疾患保有者，介護従事者，

消防隊員，自衛隊，一般と，今後の的確なスケジュールも立てようがないと思います。 
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 また，アストラゼネカ社の１億２，０００回分のうち９，０００万回分を国内製造が可能になったと

の情報もあります。状況も変わってくるのではないかと思っております。我々公明党市議団の現場の厳

しい状況を逐一中央に届けてまいります。 

 それでは，②の医師会との連携調整で大きな課題があれば伺います。例えば，人材や医療機材など，

計画どおり準備できるのかまで，合わせてお願いします。 

 

保健福祉部長（山下能久君） お答えいたします。今回のワクチン接種につきましては，規模やワクチン

の特殊性から，接種体制をどう構築していくかにつきまして，行政だけでは検討していくことが難し

く，当初から医師会との協議を行いながら接種体制を検討してまいりました。現在におきましても医師

会との連絡調整を密に行いながら進めているところでございます。しかしながら，先ほども申し上げま

したが，ワクチンの供給量がはっきりとしておらず，具体的な日程が確定できないため，大枠での協力

体制は得られているところではございますが，医師の確保の依頼もできてない状況でございます。集団

接種が長期間にわたるため，通常の診療を行いながらの協力となりますので，医師の確保につきまして

は，今後とも大島郡医師会やその他の医療機関の協力が得られるよう，連携を図ってまいりたいと存じ

ます。以上でございます。 

 

１０番（大迫勝史君） 分かりました。その器材，希釈用のシリンジなど，医師会が手配するけど，まだ

不透明であるということでよろしいですか，器材等については。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 器材等についてお答えいたします。２月８日の専決予算にて，医療器材に

つきましては予算化をさせていただいております。この集団接種に必要な物品等につきましては，現

在，不足がないよう発注等を行っているところでございます。 

 

１０番（大迫勝史君） 発注はしてあるということですね。午前中の答弁にあったかと思いますけども，

接種用の注射器等は国から配布されるんですよね。しかし，希釈用のシリンジ，針，注射器セットは市

町村で対応という予定ではなかったですかね。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 希釈用の注射針，シリンジにつきましても，国のほうから提供されるとい

うことになっております。 

 

１０番（大迫勝史君） はい，ありがとうございます。昨日，３月４日のですね，私どもの機関紙には，

今の答弁のとおりですね，ファイザー社製のワクチンの希釈用の注射器についても，国が責任を持って

配布するということが書いてありました。これもですね，ちょっと手前味噌になりますが，公明党の中

央議員がですね，地方の厳しい市町村の声を拾い上げてですね，強く政府に要望した結果として申し添

えておきます。 

 次に，③ですが，新型コロナに感染して，軽傷や無症状に近い場合であっても，症状が進む前触れに

血中の酸素濃度が低くなっていくとのことです。それを防ぐために，自宅療養やホテル療養者にパルス

オキシメーターの無償貸与を国も援助しながら進めていると思います。本市においては，その体制が整

っているか，また，ホテル療養者については，一時期マックスで２０人超だったと認識しております

が，現状はどうか伺います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 新型コロナに感染された方の療養や入院につきましては，保健所が調整

し，宿泊療養所の管理運営は県，療養されている方の療養管理につきましては大島郡医師会が中心とな

って担っております。この宿泊療養所に入所された方の健康状態の管理につきましては，常駐しており
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ます看護師が行い，体内の酸素の状況や脈拍の状況が分かるパルスオキシメーターを，全入所者に貸与

し，健康観察を行っている状況でございます。なお，現在は宿泊療養所に入所されている方はございま

せん。以上でございます。 

 

１０番（大迫勝史君） はい，ありがとうございます。分かりました。この接種に対する費用に関してで

すけれども，３月１日の衆議院予算委員会で北側一雄公明党の副代表がですね，質問しております。自

治体の接種事業に対する国の補助金に上限額が設けられているのはおかしいと。自治体の財政負担につ

いて，政府の見解を質した。その答弁として，菅首相は目安となる上限は示しているが，各自治体でか

かったお金は，全て国が責任を持って支払うと明言しております。どうか，御参考にお願いします。 

 次に，（４）消防の救急出動について伺います。まず，消防職員，救急隊の皆様におかれましては，

２４時間救急体制維持に心身ともに最大限に尽力されていることに，深く感謝申し上げます。コロナ感

染，あるいは疑いのあるケースの出動や搬送の場合は，特殊な防護服や資器材等が整備されていると思

いますが，現状では万全かどうか，また充足状況など，お示しください。 

 

総務部参事（野崎浩敏君） お答えいたします。通常の救急出場はサージカルマスク，感染防護衣，ゴム

手袋を着装して出場し，新型コロナ感染が疑われる場合には，ゴーグル，Ｎ９５マスク，全身タイプの

感染防護衣，ゴム手袋を着装し，出場しております。なお，新型コロナ関連資器材につきましては，奄

美市６月補正予算の新型コロナウイルス感染症緊急対策事業を執行し，また，民間からの御寄贈もあ

り，現場活動において支障のない備蓄となっております。 

 

１０番（大迫勝史君） 大変安心をいたしました。ありがとうございます。この救急の出動についてでご

ざいますが，日常の救急出動におきまして，言うなれば適正な装いでない場合もあると思われますが，

どの程度の割合で，不適正と申しますか，適正でないんじゃないかという出動があるのか，直近のデー

タがあればお示しをいただきたいと思います。 

 

総務部参事（野崎浩敏君） 令和２年中の奄美市の救急出場件数は２，３２３件，そのうち不搬送件数は

２０．７パーセントの４８０件で，不搬送件数のうち緊急性なしが６６．７パーセントの３２０件とな

っております。 

 

１０番（大迫勝史君） 大分，不搬送の中でも搬送の必要がないというのが６６．７パーセント，高い割

合だと思います。その折にですね，そういう場合の対処法について，お示しをいただきます。 

 

総務部参事（野崎浩敏君） その際の対応につきましては，救急隊は緊急性が認められないと判断された

方には，緊急性がない旨の説明を行い，同意する署名を得て，不搬送としております。また，救急車は

地域の限りある医療資源ですので，救急車の適正利用につきまして，救急の日行事，総務省・消防庁作

成リーフレットの活用及び救急講習等で呼びかけをおこなっております。 

 

１０番（大迫勝史君） はい，ありがとうございます。それでは，③のですね，不急な救急出動の抑制の

ために，消防庁は救急配信センター事業＃７１１９を県単位の設置を推奨しているようです。現行の小

児救急相談事業＃（シャープ）８０００の一般向け仕様のようなイメージを持っておりますが，現在は

１１都道府県と五つの地域が導入済みで，国民の４３パーセントが利用できる状況にあるとのことで

す。しかしながら，九州では今のところ福岡県しか導入されていない現状にあります。その中で，鹿児

島県においては，設置に向けて取り組んでいるとのことを聞いておりますが，現在の進捗状況が分かれ

ばお聞かせをいただきたいと思います。 
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一般の市民からも再三要望をいただいておりまして，進捗を見守りたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 次に，教育現場関係についてお伺いいたします。まず，（１）市内小・中学校の照明器具等のＬＥＤ

化について伺います。まず，本市における小・中学校のＬＥＤ化の現状について伺います。 

 

教育部長（福長敏文君） それでは，市内の小・中学校における照明器具のＬＥＤ化割合につきまして，

お答えをいたします。普通教室の数ということでお答えをさせていただきます。普通教室２６６室に対

しまして，５９室にＬＥＤ照明が設置をされております。教室のＬＥＤ化率といたしましては，約２６

パーセントというふうになっております。 

 

１０番（大迫勝史君） 分かりました。現状を伺いました。次にですね，②のほうですけれども，ＥＳＣ

Ｏ事業というのがありまして，これでＥＳＣＯ事業とは，省エネルギー改修工事により実現する経費の

削減分で，工事費，工事請負業者の経費，顧客の利益等，全てを賄うことを保証し，これが実現しない

部分については，ＥＳＣＯ事業者が損失補填を行うというパフォーマンス契約は，このＥＳＣＯ事業の

最も大きな特徴でもあります。このパフォーマンス契約を結ぶということは，ＥＳＣＯ業者も補償リス
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クを負うわけですから，その時代に合った最適な技術提案を行うことが補償リスクの軽減や利益につな

がります。つまり，自治体にとりまして最大の省エネルギー効果の達成が期待できることとなります。

環境省や国交省も推奨しております。この事業導入で学校関連施設のＬＥＤ化は考えられないか伺いま

す。 

 

教育部長（福長敏文君） それでは，議員御提案のＥＳＣＯ事業につきまして，この事業につきまして

は，一般的に光熱水費の削減分を原資として，改修計画が立案されることから，２４時間稼働する病院

や研究機関施設などのエネルギー消費量が多く，改修や運用改善などにより，消費量の削減が多く見込

まれる施設などが，事業導入による効果が高いとされております。一方，官公庁など，施設の大部分が

事務用途である施設につきましては，エネルギー消費量が少ないことにより，事業導入の効果が低いと

判断されております。また，パフォーマンス契約による保証リスクが大きいことから，やっぱり学校施

設でのＥＳＣＯ事業の導入によるＬＥＤ化につきましては，大変難しいのかなというふうに考えており

ます。 

 本市としましては，今後もこれまで同様，既設の照明を十分活用させていただきながら，順次ＬＥＤ

化を進め，省エネや経費節減に努めてまいりたいと考えておりますので，御理解をお願いいたします。 

 

１０番（大迫勝史君） これまでどおり，順次，少しずつ更新のたびにですね，ＬＥＤ化していくことで

よろしいですね。東京都の小平市で小・中学校の照明をＬＥＤ化する事業を導入しておりまして，一

応，折があれば参考に研究していただきたいと思います。 

 次に，（２）の冬季の通学時や校内での服装について伺います。現在の小・中学校の通学時や校内で

の冬季の服装についての現況を伺います。 

 

教育長（要田憲雄君） お答えを申し上げます。まず，児童・生徒の服装について，御説明を申し上げま

す。服装や身なりにつきましては，各学校の校則及び児童・生徒心得によって規定されております。議

員御指摘の登校時の服装についてでございますが，小学校・中学校ともに冬服標準学生服を着用して登

校することを原則としております。しかしながら，健康上の配慮から気温の低い日や，体調がすぐれな

い場合につきましては，本人や保護者の申し出によって，上着の下からセーターやトレーナーを着用し

たり，特にスカートを着用している女子につきましては，防寒用のタイツですとか，あるいはジャージ

の着用を認めたりするなど，児童・生徒の体調等に応じて個別に対応をしているところでございます。

学校内での服装についてでございますが，小学校においては各学校の朝の活動をしやすくするために，

体育服に着替える学校もございます。中学校においては，全ての学校が標準学生服となっているところ

です。先ほどもお答えしましたが，校内においても気温が低い日や，体調がすぐれない場合は，一定の

範囲内で防寒具の着用を認めるなど，児童・生徒の健康面に十分配慮して，各学校で対応をしていると

いうことを御理解いただきたいと思います。以上でございます。 

 

１０番（大迫勝史君） はい，分かりました。一応，少し柔軟な対応はしているということで，最初に教

育長がおっしゃっていました体調や健康上の理由で父兄が申し出る場合には，その限りではないという

ことですが，後段で，本人の判断で防寒着を途中で着てもいいみたいなことをおっしゃいましたが，最

初の父兄が申し出るのではなくてですね，登校時に父兄と本人の判断で，そういうことを防寒の対策を

してもいいのではないかなあと思います。コロナ禍での冬季は室内換気もしなければなりません。今年

の冬は冷え込みが厳しく，外気温が１０度から１２度でも，北風が強いときは体感温度が４度から５度

という日が何日もありました。季節によって，やっぱりそれなりの対応が必要ではないかと思って質問

いたしましたが，教育長の答弁でおおむね理解はできました。ただ一つ，いちいち父兄が申し出て許可

を得るということは外せないものか，改めてお聞きしますが。 
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教育長（要田憲雄君） 私は大変難しい問題だと思っているんです。今のようなことになりますと，子ど

もも保護者も自由に学校にそういう服装をして登校することになるわけでありまして，私が申し上げて

いるのは，子どもが具体的に申し出る，そして保護者も当然，子どもか保護者がそうしたいという申し

出があれば許可するということにしているところだと思うんですよ。そうでなければ，全く登校時に自

由に服装をして来るのではないだろうかという感覚を持っているところです。 

 

１０番（大迫勝史君） 大変よく分かりました。父兄の方から，そういうことを私は言われたわけではな

くてですね，一般の市民の方が寒いときに，素足を出して歩いている子どもたちの姿を見て，ああ，か

わいそうだなあということで，どうにかならんねということがあったもんですから，現場サイドでそう

いったことをしておられるんだったら，それで結構だと思います。分かりました。よろしくお願いいた

します。 

 次に，市営住宅について伺いをいたします。（１）連帯保証人についてでございます。国交省は独居

高齢者らが保証人を確保できず，公営住宅に入れないケースが全国的に増えていることなどを受けまし

て，２０１８年３月から入居条件から保証人確保を外すように全国の自治体に通達していると聞いてい

ます。ただ，保証人規定を残すかどうかは，自治体の判断に委ねられているとのことですが，本市の対

応はどうなっているのか，伺います。 

 

建設部長（保浦正博君） 議員御指摘のとおり，国交省からの通達を受け，令和２年３月に市営住宅管理

条例の改正を行い，連帯保証人につきましては１名の個人もしくは法人とし，特別の事情がある場合に

は必要としない規定としております。併せて，市営住宅の入居に係る連帯保証人事務取扱要領を改正

し，連帯保証人を確保することができない場合には，知人や親族等の緊急連絡先の届け出のみとし，免

除できる旨の規定を設けております。 

 

１０番（大迫勝史君） 免除規定があるということですね。その家賃債務保証業者を利用して，それを連

帯保証の代わりにするということではないわけですね。確認します。 

 

建設部長（保浦正博君） 今，議員が御指摘したとおり，保証業務を法人に頼むこともできます。ただ，

今回はですね，保証人の規定というのは，住宅使用料の管理において，非常に重要ですので，そこを削

除するんじゃなくて，配慮の必要な方々に対して配慮規定を設けたということでございます。 

 

１０番（大迫勝史君） ありがとうございます。なかなか粋なことをされておりますが，よろしくお願い

します。 

 また，例えば，保証人しっかりつけられる方においてもですね，２０２０年度から施行されておりま

す改正民法で，賃貸住宅契約者の保証人が背負う上限額の明示が義務づけられておりますが，本市にお

いては明確にしておられるか伺います。 

 

建設部長（保浦正博君） 今，御指摘がありましたとおり，民法改正に併せた条例改正も本市において行

っております。保証人が責任を負う上限額といたしまして，入居時における１２か月の家賃相当額と定

めており，契約書である請書においても明記してございます。 

 

１０番（大迫勝史君） はい，しっかり対応しておられるということで，認識をいたしました。ありがと

うございます。 

 次に，市民サービスについてお伺いします。先月の１月，この行政手続における押印廃止と書面主義
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の見直しについてでございますが，先月の１月末までに押印廃止のマニュアルが国のほうから配布済み

ではないかと思います。その対応について，まず全庁的な取組，対応についての現状を伺います。 

 

総務部長（三原裕樹君） お答えいたします。地方公共団体における押印の見直しにおきましては，議員

御案内のとおり，昨年１２月に国においてマニュアルが策定されております。本マニュアルにおいて

は，住民に身近で多くの行政手続の窓口となる地方公共団体が各種手続における押印の見直しを実施す

る際の作業手順や押印廃止の判断基準等が示されており，国の法令や地方公共団体の条例，慣行等によ

り押印を求めている全ての手続を対象としております。その中で，本市といたしましては，押印の見直

しは申請手続のオンライン化を促進し，市民の負担軽減と利便性向上を図るとともに，受付業務等のデ

ジタル化による事務の効率化が進むことで，より質の高い行政サービスの提供を実現しうる取組の一つ

と認識をしております。 

 本市における取組の現状との御質問でございますが，まず，職員の出勤簿，これや福利厚生に係る一

部の申請書類において押印を不要とするなど，庁内のできることから取組を既に進めているところでご

ざいます。また，福祉部門においては，例えば出産祝い金，この申請書の押印廃止の検討など，先行し

て検討を進めているものもございまして，こうした取組をこれから全庁的に進めていく予定といたして

おります。 

 なお，国への補助金申請等の手続におきましても，例えば，今般の新型コロナ地方創生臨時交付金，

この申請様式など，押印を不要とするものも出てきているところでございます。本市といたしまして

は，今後，押印を求めている全ての手続の洗い出しと併せて，国のマニュアルに基づき押印を求める趣

旨や，その効力，押印に代わる手段のあり方などについて，全庁的に整理を行っていく予定としており

ます。以上でございます。 

 

１０番（大迫勝史君） また，今後の洗い出して，まだその押印省略の件数が増えていくということで，

理解でいいですね。はい，了解しました。 

 将来的に，市民側から申請手続の際の押印廃止を含めました提出書類の簡素化などは，どの程度簡略

できるものか，伺います。 

 

総務部長（三原裕樹君） 先ほど少し申し上げましたが，一部先行して検討を進めている状況でございま

すが，このように市民や事業者から提出される各種申請書等における押印につきましても，書類の簡素

化も含めて，将来的に見直しできるものは見直してまいりたいというふうに考えております。 

 今後の見通しということでの御質問でございますが，全庁的な検討を進めていく上で，押印を廃止す

ることによる影響，それから関係法令，そういった整備もございます。そういった考慮すべき事項が多

くございますことから，まずは市として全体方針を整理をした上で，段階的に検討を進めてまいりたい

というふうに考えております。以上でございます。 

 

１０番（大迫勝史君） いろいろありがとうございます。是非しっかりですね，その方面，進めていただ

きたいと思います。冒頭にも申し上げましたが，今般，３月をもって退職される職員の皆様，しっかり

ですね，地域で頑張っていかれるように，絶対にいてほしい一人になっていただくべく，社会的にも人

生の勝利者になっていただきますよう切にお願いしまして，私の質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

 

議長（与 勝広君） 以上で，公明党 大迫勝史君の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。１５時５０分に再開いたします。（午後３時３５分） 

                     ○              
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議長（与 勝広君） 再開いたします。（午後３時５０分） 

 引き続き一般質問を行います。 

 自民党奄美 西 公郎君の発言を許可いたします。 

 

１３番（西 公郎君） 皆さん，こんにちは。自民党奄美の西 公郎です。令和３年第１回定例会初日最

後の登壇となりましたが，最後までお付き合いのほどよろしくお願いをいたします。 

 一般質問に入ります前に，少々所見を述べさせていただきます。本市経済対策事業第１弾から第５弾

と，コロナ関連予算累計６３億３，８００万余り，内訳としまして，国庫補助金及び臨時交付金で５８

億７，４００万余り，財政調整基金から４億６，２００万余りと計上してきたところであります。財政

調整基金残高３１億８，９００万ほどになっているところですが，本市の経済状況はいまだ回復状況で

はないと思っているところです。今後も経済対策事業ですので，第６弾以降のタイミングにつきまして

は，その時期を逃さず，専決の御判断をお願いしたいと思っております。 

 さて，今回私の一般質問１，コロナ禍における市民生活についての（１）令和３年度一般会計予算に

ついての①本市歳入試算についての基本的な考え方についてお伺いをいたします。 

 以下の質問は発言席にて行います。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） それでは早速，西議員にお答えいたします。 

 設問が市税の全体的な予算についてということのようでありますので，その件についてお答えいたし

ます。令和３年度一般会計予算歳入３１５億２，４３５万７，０００円のうち，自主財源である市税収

入は３７億２，８１７万１，０００円で，全体の１１．８パーセントとなっております。本市では，個

人市民税，法人市民税，固定資産税，軽自動車税，たばこ税があります。このうち，土地家屋に係る固

定資産税や軽自動車税，たばこ税については，安定した歳入を確保する一方，個人市民税や法人市民

税，償却資産に係る固定資産税については，経済状況等により変動がございます。本市では，令和２年

度当初予算において，それまでの交流人口の拡大や大型公共事業による経済活性化の流れの中で，４０

億円を超える市税歳入を計上いたしましたが，新型コロナの影響によりまして，今後，市税の減収も見

込まれているところであります。そのような中，自主財源の確保は本市にとって重要な課題であります

ので，滞納整理室を中心とした徴収体制の下，徴収率の向上などに努めて自主財源の確保に努めてまい

りたいと考えておりますので，御理解をよろしくお願いいたします。 

 

１３番（西 公郎君） 次に，②の個人，法人均等割が前年よりも増加していることについてお伺いをい

たします。 

 

市民部長（満永亮一君） それではお答えします。個人市民税均等割につきましては，過去５年間の納税

義務者の推移を基に，令和３年度の税収を推計しております。納税義務者は過去５年間，毎年増加して

おりまして，令和３年度においても微増と見込んでおります。自衛隊駐屯地の効果もあるかと存じます

ので，新型コロナの影響を受けても，直ちに減少に転ずることはないと考えております。法人市民税均

等割につきましては，過去５年間の調定額の推移から令和３年度の税収を見込んでおります。これにつ

きましても，市内に設置されております事業所の数や法人の資本金の額によって税収が定まってまいり

ますので，ただちに減収に転ずるものではないと推測しております。以上です。 

 

１３番（西 公郎君） 次に，③個人，法人，所得割，法人割，これの減少についてお伺いをいたしま

す。 
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市民部長（満永亮一君） それではお答えします。個人分所得割につきましては，やはり新型コロナの影

響による市民所得の減少を見込んで推計しております。令和２年度と比較しまして，約３，０００万円

の減額を見込んでおります。法人分法人税割につきましては，既に新型コロナの影響を受けていると推

定される令和２年度調定見込額から税率引き下げ影響額を見込んで推計しております。税率の引き下げ

につきましては，消費税１０パーセントの増税に併せ，法人税割の税率が１２．１パーセントから８．

４パーセントに引き下げられた影響が，令和３年１０月まで続くものと考えております。令和２年度当

初予算と比較いたしますと，約３，５００万円の減額となっております。個人所得割，法人税割ともに

収益に対して課税するもので，景気変動の影響を受けやすい税目でございます。現在，給与支払報告書

の入力作業や住民税等の申告を受け付けておりますので，その積み上げの結果や今後の経済情勢から，

さらに減収を見込む必要が出てくる可能性は否めないと考えております。当初予算の積算時点において

推計される金額を計上しておりますので，御理解いただきたいと思います。 

 

１３番（西 公郎君） 次に，固定資産税，土地，家屋，償却資産についての考え方をお伺いします。 

 

市民部長（満永亮一君） それでは，固定資産税の減少についてお答えします。これは，国の施策であり

ます新型コロナの影響により，事業収入が減少している中小企業等に対し，令和３年度における固定資

産税の１年分に限り，事業用家屋や償却資産に係る固定資産税について，税の軽減を行う特例措置によ

るものが主な要因となっております。 

 それでは，御質問の土地，家屋，償却資産，それぞれの減少について，説明させていただきます。 

 最初に土地についてですが，土地については，令和３年度が３年に一度の評価替えの年となってお

り，本来なら本市の土地の評価も若干の上昇，もしくは横ばいとなりますが，新型コロナによる経済状

況の影響等を考慮したことにより，約２００万円の減となっております。ただし，現在，国会で審議さ

れております前年度より土地の価格が上昇するものについては，前年度の価格を据え置くとの税制改正

案も出ておりますので，それによってはさらに減収となる可能性が出てきております。 

 次に，家屋についてですが，本来なら令和２年中に建築された新築に係る課税や，新築後３年が経過

し２分の１の軽減措置が終了となることで増額となる予定でございましたが，事業用家屋については，

先ほど申し上げました軽減措置により，全額または２分の１が軽減されることとなりますので，家屋全

体として前年度より約１億４，０００万円の減を見込んでいるところでございます。 

 最後に償却資産になりますが，これは事業用に用いる資産になりますが，そちらについても軽減措置

により全額または２分の１が軽減されること，また，償却資産には航空機や船舶などの寄港回数により

総務大臣が関係する市町村に配分を行う大臣配分という固定資産税がありますが，こちらも令和２年中

の航空機の減便などがありましたので，その二つの要素を鑑み，償却資産全体で７，４００万円の減と

いうことになっております。 

 今回の軽減の特例措置により減収となりました税につきましては，国より新型コロナウイルス感染症

対策地方税減収補填特別交付金として補填されることが決定しておりますので，固定資産税としては大

幅な減とならないと考えております。 

 また，今回の予算の積み上げにつきましては，新型コロナの影響による減収の把握は大変難しかった

ことなどから，今後，補正予算などで増減の対応をさせていくことも考えておりますので，御理解のほ

どをよろしくお願いいたします。 

 

１３番（西 公郎君） 先ほど家屋の１，４００万の減，これは法人税の軽減だという答弁だと思います

が，このコロナ禍において個人の雇止め，解雇がある場合もあり得る話で，個人のそういった対象者向

けの減免措置については，奄美市としてどのような考えでいるのか，そういった要望があれば応じる窓
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市民部長（満永亮一君） それではお答えします。個人分所得割につきましては，やはり新型コロナの影
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の減額を見込んでおります。法人分法人税割につきましては，既に新型コロナの影響を受けていると推

定される令和２年度調定見込額から税率引き下げ影響額を見込んで推計しております。税率の引き下げ

につきましては，消費税１０パーセントの増税に併せ，法人税割の税率が１２．１パーセントから８．
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初予算と比較いたしますと，約３，５００万円の減額となっております。個人所得割，法人税割ともに

収益に対して課税するもので，景気変動の影響を受けやすい税目でございます。現在，給与支払報告書

の入力作業や住民税等の申告を受け付けておりますので，その積み上げの結果や今後の経済情勢から，

さらに減収を見込む必要が出てくる可能性は否めないと考えております。当初予算の積算時点において

推計される金額を計上しておりますので，御理解いただきたいと思います。 

 

１３番（西 公郎君） 次に，固定資産税，土地，家屋，償却資産についての考え方をお伺いします。 
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ます新型コロナの影響により，事業収入が減少している中小企業等に対し，令和３年度における固定資

産税の１年分に限り，事業用家屋や償却資産に係る固定資産税について，税の軽減を行う特例措置によ

るものが主な要因となっております。 

 それでは，御質問の土地，家屋，償却資産，それぞれの減少について，説明させていただきます。 
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口等が開設できるか，そこら辺りについてお伺いをします。 
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解いただきたいと思います。 

 

１３番（西 公郎君） 先ほど同僚の多田議員が話してました経済状況，やはりコロナの収束，予防接種
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０万人，７０万人，８０万人という対応ができるかどうかによって，本市の経済は大きく左右されるだ

ろうなあと思いまして，この問題を取り上げさせていただきました。 

 次に，（２）本市上下水道での新型コロナ感染症対策についてであります。本市でも陽性者が出たわ

けで，待機組というか，ホテル待機，ホテル入所組もいたわけなんですね。ということは，自然的に汚

水はウイルス感染されているはずなんですよ。そこら辺りのほうが，対応がですね，上下水道でいかな

る対応だったのか，お伺いをいたします。 

 

上下水道部長（藤山浩俊君） それではお答えさせていただきます。上下水道部として，まず水道事業に

つきまして，平田浄水場では膜処理方式を採用しております。水をろ過する過程で塩素消毒がなされ，

末端給水栓，蛇口では毎日，残留塩素の濃度の測定を毎日行っており，指定検査機関による水質検査も

毎月実施しております。また，水道水の安全性については，インフルエンザや新型コロナウイルスに対

しても，一般的に塩素による消毒効果が高いとされており，水道水は法令に定められた適切な塩素消毒

を実施しておりますので，安心して御利用いただけます。 

 続きまして，下水道事業におきましては，奄美市名瀬浄化センターなど汚水処理施設は，生活排水処

理という業務の性質により，平時より新型コロナウイルスを含め衛生管理を徹底しております。汚水処

理につきましては，固形物を取り除き，その後，汚泥を分離した後，処理水を海に放流するという行程

になりますが，放流水の水質については，場内で毎日検査を行うほか，法令に基づく検査を定期的に指

定検査機関により実施しております。 

 最後になりますが，水道事業と同様に放流水は最終行程として塩素消毒を行い，細菌ウイルスの除染
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を実施しておりますので，安全性を確保していると考えております。以上です。 

 

１３番（西 公郎君） 分かりました。次に，（３）本市里帰り出産の状況について，①大島本島での現

状についてお伺いをいたします。 

 

保健福祉部長（山下能久君） お答えいたします。現在，奄美大島本島内で分娩ができる施設といたしま

しては，県立大島病院，名瀬徳洲会病院の２施設となっております。新型コロナの全国的な感染拡大に

伴い，日本産婦人科学会，日本産婦人科医会及び日本産婦人科感染症学会では，里帰り分娩を推奨しな

いとしており，島内の２施設においても里帰りのための移動を推奨しておらず，同様の対応となってお

ります。以上でございます。 

 

１３番（西 公郎君） 次にですね，大島，奄美群島での状況について，お伺いをいたします。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 議員御指摘のとおり，奄美群島内においては一定の基準を設けて里帰り出

産を受け入れている医療機関もございます。しかしながら，島内の２施設におきましては，新型コロナ

感染防止対策として里帰り出産の受け入れができていない状況でございます。子育て支援の立場から，

里帰り出産の受け入れが重要であることは十分承知しております。島内の医療機関にお伺いしましたと

ころ，一定基準を設けて里帰り出産を受け入れる体制を検討していたようでございますが，新型コロナ

の発生により実現に至ってないということでございました。里帰り出産につきましては，感染防止を第

一に考えながら，妊婦さんや御家族の声にも耳を傾け，医療機関に前向きに検討していただけるよう相

談してまいりますので，御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

１３番（西 公郎君） この件は，去年の夏以降ですね，私のほうで相談あった件数で４・５件あったん

ですね。奄美市にもそういった問い合わせがなかったのかどうなのか。また，あったとしたら何件ほど

の問い合わせがあったのか，お伺いをいたします。 

 

保健福祉部長（山下能久君） まずこの相談件数なんですけれども，医療機関のほうにはちょっとお聞き

していない状況ではあるんですが，県立大島病院，名瀬徳洲会病院とも，例年４０件程度の里帰り出産

がされているということを聞いております。そういったことから，問い合わせ件数についても，これに

近い件数がきているのではないかと考えているところです。以上でございます。 

 

１３番（西 公郎君） 私が申し上げたいのは，同じ，本島では受け入れてない，徳之島では帰省後２週

間の期間を経て，ＰＣＲがマイナスであれば受け入れましょうと，ばらつきがあるんですね。奄美市も

幸せの島を謳っていることですしね，これは何らかのルール化が必要だろうと思っています。これに同

僚議員の永田議員が提案されています新型コロナウイルス対策官民連携協議会，やはりですね，ここで

いろんなこういったテーマも乗せて議論をしなければ前に進まないだろうと，私は思っているんです

よ。やはりそれは医療体制の問題もあるでしょう。ですけど，母子感染のデータがないだけに，受け入

れ側も恐らく心配をされたんでしょう。ですけども，徳之島でできて奄美でできないという自体が，あ

まり，理解に苦しむ状況ですよね。例年４０名ほどの里帰り出産があるということは，受け入れができ

なかったその母親は，職を辞して本土に１か月間向かったはずなんですよ。ほぼそういった内容の問い

合わせでした。それが果たして，奄美市がやろうとしている政策と，いくら県であっても，やはりそう

いったのをオープンにして，違いますよと，何らかのルールで前向きに検討してくれと，そういったこ

とがない限り，この問題は，今回はたまたま新型ウイルスでしたよ。他の感染症でも起こり得るんで

す，間違いなく。私はそれが私たち政治の責任なのか，行政の責任なのか，そこは問いませんが，何ら
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かのルールをもってしっかりと対応する仕組みを作らないと，いつまで経ってもこういう問題は解決し

ないだろうなあと思っています。 

 次に，２の観光産業についての（１）令和２年１月８日発生事故からの教訓についてお伺いをいたし

ます。 

 

笠利総合支所事務所長（濱田洋一郎君） それではお答えいたします。議員お尋ねの件についてでござい

ますが，事故機の早期撤去に至らなかった経緯については，昨年６月議会で議員の御質問にお答えして

おりまして，その際，滑走路の閉鎖により県本土から機材が搬入できなかったこと，また事前準備が不

十分であったことが原因との報告があったということで答弁させていただいております。その後の対応

でございますが，運行管理者のＪＡＣは，まず事案に係る航空事故処理規定というものを改訂をしまし

て，機体の撤去について緑地帯からのけん引という特殊な方法に対応するための手順の設定，そして奄

美空港の特性に合わせた施設の整備や，資材を島内で調達できるように対応業者，対象業者のリスト化

をするというようなことを行っております。したがいまして，議員御指摘の事故発生を教訓としてです

ね，しっかりとした対応策が講じられたものと承知しております。以上です。 

 

１３番（西 公郎君） この問題をなぜ私が追いかけるかと言いますとね，やっぱり観光立島を目指す奄

美市ですよ。それが，あれが火事での，犠牲者がいたらちょっとそこまでは言えませんが，やはりあの

場所に空港があるということは，いつでも起こり得る状況だと，僕は思っています。そんな状況の中，

午前中１０時に起きた事故を夜まで撤去できなかった原因は何なのか。そこについて，原因がお分かり

であればお伺いをしたい。意見をお伺いいたします。 

 

笠利総合支所事務所長（濱田洋一郎君） お答えいたします。先ほど県本土から機材が搬入できなかった

と申し上げましたけども，実はけん引するロープと荷重メーターというものをですね，セスナ機で喜界

空港までは搬送をしていたそうです。ただ，滑走路が閉鎖されていますから着陸できないということ

で，国土交通省が海上保安部に依頼をして，宇宿漁港へ運ぼうとしたんですが，当時の気象の状況で，

海が時化ていて，それで海路，海からも運べなかった，空路も無理というところで，いつまでも閉鎖し

ておくわけにはいかないということでですね，調査に関しては，当初，奄美署の鑑識が入ったというこ

とを書かれていますが，あわや重大事故になりかねないという事態で，国土交通省の運輸安全委員会は

重大インシデントというふうに認定したわけですから，そういったことも含めて，改めて鹿児島県警の

ほうに要請をしたようで，捜査一課の鑑識がですね，ヘリで佐大熊のヘリポートに降りて，そこから入

って調査をして，結局資材は船を引っ張る，船を係留するロープを代用して，奄美空港にあるトーイン

グ車，牽引車で移動させたということで聞いております，ということです。 

 

１３番（西 公郎君） 再発防止策としてですね，あの緑地帯をアスファルトで，全てアスファルトにす

る，それも一つの方法なんですよね。自力で脱出できなくて牽引が必要だったわけですよ。次，こうい

ったことが起これば，そういった対応になるかも分かりませんけども，その強風の影響で現状の奄美笠

利，奄美喜界間の欠航が多くなったということですよね。それでよろしいですか。 

 

笠利総合支所事務所長（濱田洋一郎君） 今，議員の御指摘のあったことも，こういった事故が発生した

ということも要因であろうかなと思いますけど，やはり第一に気象の状況が一番かなというふうに，私

は考えておりまして，利用される方の安全性の確保というものを第一に判断をして，欠航するかどうか

ということを運航管理者が判断していくものだと，そのように承知しております。以上です。 

 

１３番（西 公郎君） 今日の地元紙にありましたように，喜界の離発着の遅れが出ないように，県は今
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年度，来年度ですか，ＧＰＳをつけるらしいという記事もありましたので，やはり向こうの機能を強化

しない限り，いろんな問題が起こるよなという思いはあるんですね。やはり，観光立島を目指す奄美市

はそこら辺りをしっかりと，やっぱり考えていかないと，やはり観光客の誘致，それに弊害が出たわけ

ですからね，そこら辺りも県と連携取りながら，しっかりと進めていただきたいと思います。 

 次に，（３）環境行政についてであります。１の大島本島における産業廃棄物処理状況について，２

の今後民間及び公共での議論についての見解について，一括してお伺いをいたします。 

 

市民部長（満永亮一君） それではお答えします。産業廃棄物処理業につきましては，県が許可し，指導

監督が行われているところでございます。市内の産業廃棄物の状況につきましては，県の許可を受けた

処理業者が再利用や島内外で処分を行っている状況でございます。県に確認したところ，一部処理業者

において受入処理に時間がかかっていると伺っておりますが，島内１５の許可業者で対応いただいてい

る状況であるようでございます。 

 また，民間と，２の民間と公共での議論の場ということにつきましては，鹿児島県産業資源循環協会

を通しまして，許可権者であります県に要望等の協議が行われると伺っております。産業廃棄物の処理

が適切に行われるよう，市としても情報収集に努めるなど，対応していきたいというふうに考えており

ます。以上です。 

 

１３番（西 公郎君） 次にですね，４の教育行政についてであります。（１）本市教職員の定数につい

てお伺いをいたします。 

 

教育長（要田憲雄君） お答え申し上げます。教職員の定数につきましては，文部科学省，県の定められ

た規定によって各学校における児童・生徒数に基づいて，定められた学級数に応じて算定されるという

ことになります。 

 

１３番（西 公郎君） 現状，本市の教員数については，定員減でも定数は満たしているという考えでよ

ろしいでしょうか。 

 次にですね，（２）の教員免許更新制度の本市の助成制度について，お伺いをいたします。 

 

教育長（要田憲雄君） 教員免許更新制について，お答え申し上げます。おそらく議員も御存知だと思い

ますが，教員が一定期間ごとに教育に関する講習を受講し，必要に応じて知識を身につけることで，資

質の向上を図ることをねらいとして，免許状の更新があるというふうに御理解ください。免許状更新に

つきましては，放送大学もございます。それから，鹿児島辺りでも大学を開設し，大学が講習をさせる

状況もございます。しかも，本市で受講できるものや，インターネットを介して受講するものがござい

まして，形態は様々ございます。受講者自身が選択して，その開設者に申し込むことになるわけです。

したがって，奄美市にいながら各講習を受講することができるわけですから，免許更新につく助成は行

っていないということです。 

 

１３番（西 公郎君） これからＧＩＧＡスクール構想とかですね，教員の先生方もちょっといろいろ大

変だろうなあと，そう思っておりますが，リモートでできるのであればですね，助成する必要はないで

すし，そのリモートができる環境になったというのは，本市がやはり光ファイバーを巡らした，これが

大きな要因かなあと思っています。他のコロナ禍で，いろんな講習がですね，今，オンラインで行われ

て，こっちの離島としてのハンディは，すごく解消されているのが現状なんですね。東京，大阪でしか

ない講習もありますけれども，それがオンライン講義で受けることができる。地方の不利性を奄美市が

手掛けた光ファイバー網というのが，非常に今，役に立っている時が来たんだなあと痛感をしていま
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す。 

 次に，専修学校の定員について，（１）奄美福祉専門学校の現状についてお伺いをいたします。 

 

総務部長（三原裕樹君） 奄美看護福祉専門学校の現状についてということで，まず，入学者数につい

て，直近３か年の推移をお答えいたします。平成３０年度入学者につきましては，看護学科が定員４０

名に対して入学者数４０名，こども・かいご福祉学科は定員４０名に対して入学者数１２名，ビジネス

情報・医療秘書学科が定員２０名に対して入学者６名，調理師養成学科は４０名に対して入学者１０

名，平成３０年度の入学者は計６８名となっております。次に平成３１年度令和元年度でございます

が，の入学者数でございます。この年度からビジネス情報学科及び調理師養成学科の両学科の募集は停

止をされ，看護学科及びこども・かいご福祉学科のみの入学者となっております。入学者数は看護学科

が４０名，こども・かいご福祉学科が１８名，計５８名となっております。定員は両学科とも４０名で

ございます。最後の直近でございます令和２年度の入学者数を申し上げますと，看護学科が４０名，こ

ども・かいご福祉学科が１１名の５１名となっております。また，令和２年度の卒業生ということでの

御質問がございましたが，看護学科が３７名，こども・かいご福祉学科が１３名の計５０名となってお

ります。 

 なお，学校創立以来，今回の令和２年度までの卒業生の総数につきましては，１，９７５名というふ

うになっております。以上でございます。 

 

１３番（西 公郎君） 次にですね，奄振ソフト事業での人材育成についてお伺いをいたします。 

 

総務部長（三原裕樹君） 今，看護福祉専門学校の入学者数の推移をお答えいたしましたが，看護学科に

ついては，この３年間は定員に充足をする状況にございます。しかしながら，こども・かいご福祉学科

につきましては，定員の半数に満たない状況ということでございます。しかしながら，介護福祉分野に

おきましては，本市はもとより，奄美群島内，ひいては全国的に見ても，今後ますます有益な人材が求

められているところでもございます。そのような中，奄美看護福祉専門学校のこども・かいご福祉学

科，この学科につきましては，介護福祉国家資格，それから保育士資格，幼稚園教諭資格，この三つを

同時に取得できる全国でも唯一の特徴を有している学科でございます。このほか，同学科を卒業するこ

とで，短期大学卒業資格，これも取得できるなど，大きな魅力を有しているものと認識をいたしており

ます。このようなことから，本市におきましては平成２７年度から同専門学校への支援制度を実施をし

ておりまして，学生の通学費の助成，それから地元就職を促進をするための奨励金など，同校の生徒確

保に向けた支援などに努めてまいりました。 

 御提案の奄振交付金の活用に向けましては，本市のみならず奄美群島における唯一の看護福祉の専門

人材を輩出する同校の重要性を改めて共有をし，群島として取り組む必要がございます。まずは１２市

町村で情報共有を進めながら，本市といたしましては設立当初の趣旨に鑑み，同校に対するより効果的

な支援について連携をして取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 

１３番（西 公郎君） 現状の看護科はですね，ある程度８割９割の定員は埋まっているんですよね。問

題はこのこども・かいご福祉学科，この定員がなかなか３割前後で動いていると。私が奄振のソフト事

業と言いましたのは，現状の奄振では無理なはずなんですね。法制度が整ってないんですよ。２年後を

見据えて，やはり各市町村，１２市町村で推薦枠を一人に，推薦枠をやるとですね，１２名集まってく

るわけですよ。それで３割の向こうの定員を確保できる。これが各町村割，人口割でやるとそれ以上増

えてくるかもしれませんよ。そういった仕組みを作らない限り，いくら人材育成だ，やれ定住促進だと

言ってもですね，なかなかうまくいかないのが現状じゃないかなあと思っています。やはり，３年間ソ

フト事業で出して，各市町村に３年以上住んでいただく。それが１年置きでもいいんですが，毎年でも
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これはできるのであれば毎年でもいいでしょう。そうすることによって，人口減を抑えることができる

はずなんですよね。新たな制度じゃない限り，このこども・かいご学科，薬草学科が廃止になった，調

理師が廃止になった，このままの状況が続くと，おそらくこれ，廃止になる可能性が非常に高いのかな

あと思っています。やはり，政治がそういった新たな仕組みを作り，各市町村の定住枠を，定住促進を

作ってやる。やはりこういう仕組みがない限り，これ，沖永良部でも人材不足がクローズアップされて

いるんですね。奄美市も２月末の新聞紙上の求人を見ても，ほとんど介護職，保育士，その求人が８割

だったと思います。現状はそういう状況ですので，市長の市政方針にありました奄美福祉専門学校への

支援を実施し，不足する医療，福祉分野の人材育成や定住促進を図ってまいります。これをやはり，ど

うやって進めていくかというのは，本市が毎年１，０００万出しているのは，これは十分わかっていま

すよ。それでも，定数が確保できないというのは，根本的な仕組みを変えない限り続くと，私は思って

います。是非，そういう次期奄振延長に向けてですね，行政の皆さんたちも，議員も然りですが，やっ

ぱりそういった改正，仕組みを変えていきたいと思い，次の質問へと移ります。 

 ６奄美市開発公社について，（１）公社職員への処遇改善についてお伺いをいたします。 

 

総務部長（三原裕樹君） 開発公社の契約社員の処遇につきましては，同公社契約職員及び臨時職員就業

規則の中で雇用契約，それから勤務時間，休暇，給与及び賃金，社会保険等について運用がなされると

伺っております。また現在，開発公社の契約職員につきましては，道路補修，公園施設管理，伐採等の

業務に従事しており，その勤務体系等につきましては基本的に市に準じているとのことでございます。

議員御案内のとおり，本市におきましては，今年度より会計年度任用職員制度を導入をし，運用がなさ

れていることから，同公社におきましても令和２年度に就業規則の見直しを行い，令和３年度からの処

遇改善を理事会に諮る予定というふうに伺っております。いずれにいたしましても，最終的には開発公

社において決定をされるものでございますが，市の出資団体でもございますので，今後も情報提供，そ

れから共有に努めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。 

 

１３番（西 公郎君） 確かに本市の会計年度任用職員，今令和３年度から予算化されていますよ。やは

り，準ずる開発公社にしても，事業団にしても，やはりそこら辺りの待遇を変えてやらない限り，どう

なんでしょう。今，公社の，開発公社の職員募集でも，なかなか募集が集まらないと聞いていますよ。

そういった処遇を改善してやらないとですね，なかなか人材が長続きをしない。これが事業団も含め

て，公社も含めてですね，やっぱり奄美市の看板があるわけですから，是非早い段階での，やっぱり制

度を作って，還元できる仕組みにしていただきたいなあと思っております。 

 私が議員の処遇改善もやりたかったんですが，議員の議員年金が平成２３年に廃止されて，もう１０

年近くなってきますけども，未だに奄美市の負担割合，２，７００万ぐらい出しているんですか。１０

年前は５，８００万ぐらい年間出しとったはずなんですね。その制度は現状，その時の対象者がいなく

なるまで，これは続くわけで，やはり議員の処遇改善，何が言いたいかというとですね，やはり４年に

一遍の退職一時金の制度が，仕組みができないかと。自治法の改正も必要でしょうけど，やはり町村の

議員においてはなり手がいない。これは何かと言うと，不安定であり，それで生活ができない。ここ奄

美市においても，おそらく非常に厳しいのかなあと思っています。私たちは２４名から２２名の２減の

定員減をやってきました。ということは，年間１，０００万ぐらいの金が浮いてきたはずなんですよ。

私は議員の処遇改善は一時金で何千万も退職金をやれという考えは全然ないんですね。やはり，それを

４年間すると４，０００万，これを単純計算２２名で割ると１人頭１８０万ぐらいになるのかな。そこ

から税金引かれても，１５０万ぐらい残ってくるはずなんです。やはり，そうやって当局と議員は一体

だよと，両輪だよ。特別公務員で退職金が出ているのは，三役並びに消防団団員。やはり議員の処遇改

善もやらないと，これから先，なり手が出てくるのか，非常に疑問のところであります。 

 それともう１点は，旧庁舎で３年ほど前でしたか。奄美市栄誉市民の表彰が３名行われた。スポーツ
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すよ。それでも，定数が確保できないというのは，根本的な仕組みを変えない限り続くと，私は思って

います。是非，そういう次期奄振延長に向けてですね，行政の皆さんたちも，議員も然りですが，やっ

ぱりそういった改正，仕組みを変えていきたいと思い，次の質問へと移ります。 

 ６奄美市開発公社について，（１）公社職員への処遇改善についてお伺いをいたします。 

 

総務部長（三原裕樹君） 開発公社の契約社員の処遇につきましては，同公社契約職員及び臨時職員就業

規則の中で雇用契約，それから勤務時間，休暇，給与及び賃金，社会保険等について運用がなされると

伺っております。また現在，開発公社の契約職員につきましては，道路補修，公園施設管理，伐採等の

業務に従事しており，その勤務体系等につきましては基本的に市に準じているとのことでございます。

議員御案内のとおり，本市におきましては，今年度より会計年度任用職員制度を導入をし，運用がなさ

れていることから，同公社におきましても令和２年度に就業規則の見直しを行い，令和３年度からの処

遇改善を理事会に諮る予定というふうに伺っております。いずれにいたしましても，最終的には開発公

社において決定をされるものでございますが，市の出資団体でもございますので，今後も情報提供，そ

れから共有に努めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。 

 

１３番（西 公郎君） 確かに本市の会計年度任用職員，今令和３年度から予算化されていますよ。やは

り，準ずる開発公社にしても，事業団にしても，やはりそこら辺りの待遇を変えてやらない限り，どう

なんでしょう。今，公社の，開発公社の職員募集でも，なかなか募集が集まらないと聞いていますよ。

そういった処遇を改善してやらないとですね，なかなか人材が長続きをしない。これが事業団も含め

て，公社も含めてですね，やっぱり奄美市の看板があるわけですから，是非早い段階での，やっぱり制

度を作って，還元できる仕組みにしていただきたいなあと思っております。 

 私が議員の処遇改善もやりたかったんですが，議員の議員年金が平成２３年に廃止されて，もう１０

年近くなってきますけども，未だに奄美市の負担割合，２，７００万ぐらい出しているんですか。１０

年前は５，８００万ぐらい年間出しとったはずなんですね。その制度は現状，その時の対象者がいなく

なるまで，これは続くわけで，やはり議員の処遇改善，何が言いたいかというとですね，やはり４年に

一遍の退職一時金の制度が，仕組みができないかと。自治法の改正も必要でしょうけど，やはり町村の

議員においてはなり手がいない。これは何かと言うと，不安定であり，それで生活ができない。ここ奄

美市においても，おそらく非常に厳しいのかなあと思っています。私たちは２４名から２２名の２減の

定員減をやってきました。ということは，年間１，０００万ぐらいの金が浮いてきたはずなんですよ。

私は議員の処遇改善は一時金で何千万も退職金をやれという考えは全然ないんですね。やはり，それを

４年間すると４，０００万，これを単純計算２２名で割ると１人頭１８０万ぐらいになるのかな。そこ

から税金引かれても，１５０万ぐらい残ってくるはずなんです。やはり，そうやって当局と議員は一体

だよと，両輪だよ。特別公務員で退職金が出ているのは，三役並びに消防団団員。やはり議員の処遇改

善もやらないと，これから先，なり手が出てくるのか，非常に疑問のところであります。 

 それともう１点は，旧庁舎で３年ほど前でしたか。奄美市栄誉市民の表彰が３名行われた。スポーツ
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関係だったと思いますが，２月末に南日本放送で放映された奄美市の写真家の放映，皆さんも御覧にな

ったと思いますが，やはりそういった方々も，やっぱりアマミノクロウサギで奄美の注目を大きく集め

てきた方かなあと，私は思っています。やはり，一過性でスポーツも大事だけど，そういう文化的，芸

能的活躍されている方々もいるわけで，やはりそういう人たちも光をあてないと，やっぱり公正・公平

かなあと，それに欠けるんじゃないかなあと思っています。そういう意味で，そういう対象者を次の選

考会がいつ開かれるか分かりませんが，是非光を当てて，本当にいろんな場面で使われていますよ，あ

の写真家の写真というのは。それで脚光を浴びてきたのは事実ですし，それに報いるだけの奄美市であ

っていただきたいと要望して，私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

 

議長（与 勝広君） 以上で自民党奄美 西 公郎君の一般質問を終結いたします。 

 これにて，本日の日程は終了いたしました。 

 ３月８日午前９時３０分，本会議を開きます。 

 本日はこれをもって散会いたします。（午後４時３９分） 
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議長（与 勝広君） おはようございます。ただいまの出席議員は，２０人であります。会議は成立いた

しました。 

 これから，本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

 本日の議事日程は，一般質問であります。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程に入ります。日程第１，一般質問を行います。 

 この際，申し上げます。一般質問は個人質問とし，各自持ち時間は答弁を含めて６０分以内といたし

ます。なお，重複する質問事項につきましては，極力避けられますように，質問者において御配慮をお

願いいたします。また，通告項目の積み残しのないよう，時間配分をよろしくお願いいたします。更

に，当局におかれましても，答弁については時間の制約もありますので，できるだけ簡潔，明瞭に行わ

れますよう，予めお願いをしておきます。 

 通告に従い，順次，質問を許可いたします。 

 最初に，自民党奄美 竹山耕平君の発言を許可いたします。 

 

２０番（竹山耕平君） 市民の皆様，議場の皆様，おはようございます。自民党奄美の竹山耕平でござい

ます。まずは，昨日，真名津町で発生いたしました火災におきまして，１棟全焼を含む，その罹災され

た皆様にはお見舞いを申し上げます。東日本大震災から１０年を迎えました。発生当時の奄美市議会で

は，予算委員会の真っ最中であり，地震の揺れはなかったものの津波の心配があるとして，委員会を中

断いたしました。そして，みんなでテレビを見ましたが，その恐ろしい映像に目を疑ったことを昨日の

ように覚えております。改めてお亡くなりになりました方々への哀悼の意と，今なお苦しまれている皆

様に対してお見舞いを申し上げます。奄美市においても，平成２２年集中豪雨災害から１０年経過する

中，昨年１２月には住用石原地区に排水機場が完成いたしました。未だに関連するインフラ事業が未だ

進められている状況です。防災，減災，国土強靭化が進められておりますが，あらゆる災害に対し，想

定外を想定内という意識を持ち続け，安全・安心な地域づくりに努めていただきたいと思います。 

 更に，３月をもって退職される市職員の皆様に対し，長きにわたり市政発展に御尽力をいただきまし

たことに敬意を表するとともに，今後，益々の御健勝と，今後，益々の御活躍を期待いたします。 

 それでは，個人質問に移ります。 

 まず，はじめに，コロナ関連への対応についての質問を行います。市役所には市民の皆様が個人の事

案や福祉面，そして，事業面，衛生面など，様々な相談が寄せられています。特に個人事業者や各種団

体からの要望が届き，そして，これまでにもありますように，緊急支援策として，国・県の事業を補填

しながら，地元事業者や団体の皆様方の思いに応えようと，本市独自の支援策を講じられてきました。

市民や事業者の皆様からも，感謝のお言葉もいただいております。また，各種の団体，業界の要望につ

きましては，公益性も高く，そして，公正，公平な観点からも，支援策に結び付けやすいというふうに

思います。しかし，市内の事業者には，個人経営で団体や組合にも属さない方々もいらっしゃいます。

昨日の一般質問にもありましたように，同僚議員の質問においても分かるように，コロナが長期化する

ことにより，既存の制度ではどうしようもできない，対応ができない方々がいることも事実です。その

ようなことから，相談に訪れる業種，多岐にわたる事業，事案につきまして，ただ既存の支援策や融資

の説明を案内するしか方法はないのか。その後も庁舎内の担当する各部署において，相談の内容，報

告，連携について，その後の必要な対応ができ得るものなのか。また，今後の必要な支援策として，対

応ができないものなのか。そのような事案についての取組について，お示しをお願いいたします。 

 次の質問から，発言席にて行います。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 
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 それでは，個人質問に移ります。 

 まず，はじめに，コロナ関連への対応についての質問を行います。市役所には市民の皆様が個人の事

案や福祉面，そして，事業面，衛生面など，様々な相談が寄せられています。特に個人事業者や各種団

体からの要望が届き，そして，これまでにもありますように，緊急支援策として，国・県の事業を補填
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応ができないものなのか。そのような事案についての取組について，お示しをお願いいたします。 

 次の質問から，発言席にて行います。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 
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市長（朝山 毅君） おはようございます。それでは，さっそく竹山議員にお答えさせていただきます。

議員がお話のとおり，新型コロナ対策につきましては，これまで各種団体からの要望等，並びに寄せら

れた意見を受け止め，その時々の新型コロナの状況に応じて，国や県の事業も踏まえながら，即応的に

対応してきたところでございます。また，新型コロナの影響を受けながらも，国や県の制度の対象とな

らない事業者に対しては，申請段階からのきめ細かな相談体制を含めて，支援の網から漏れることのな

いよう，制度設計に努めてきたところでございます。御質問の，個別の相談があった場合につきまして

は，まずは現行の国・県・市の事業において，相談にお答えをいたします。そして，その上で，活用で

きる事業があれば，事業導入に向けた支援をすることになります。一方，相談時点で該当するような事

業がなかった場合には，相談を受けた部署はもとより，新型コロナ対策室も含めて情報共有を行いなが

ら，新たな対策事業の制度設計に向けて参考にさせていただくということになります。そのため，厳し

い状況下におかれている事業者の方には，まずは市に御相談をしていただければと思うところでありま

す。また，個別事業者からの相談につきましても，まずは担当課において対応をいたします。その上

で，関連支援も含めた必要な対策事業が利用できるよう，各課が連携し取り組んでいるところでありま

す。例えば，本市独自の事業所支援給付金の対象につきましては，連動して対応となり得る上下水道，

基本料金の減免申請を行えるように，担当課が横断的に連携を図りながら対応しているところでござい

ます。今後とも，新型コロナに対する事業所支援につきましては，引き続き横の連携を深めながら，庁

内での意思疎通を図り，きめ細かに対応してまいりたいと存じますので，議員の皆様方の御理解と御協

力もよろしくお願い申し上げます。 

 

２０番（竹山耕平君） はい，ありがとうございます。今，市長から答弁ありましたようにですね，やは

りその支援の網から漏れないような対応を図っていると。これまでも支援策として，市独自のやつにも

取り組んできたということであるとは思います。それは，しっかりと十分に理解しておりますが，先の

一般質問でも同僚議員，我が会派の２人の議員からもありましたように，そういう対応に，どうしても

対応ができない，これは国・県も含めてですけれども，そういう事業に対してですね，やはり議員の皆

さん含めてですね，そういう方々から相談，そして，できないことについての，本当に必死の，困窮す

るお願いが寄せられております。そういったところから，やはりその質問だとか，こういう場でしっか

りと皆さん方に対し，当局に対してですね，しっかり訴えていく。そして，その制度につなげていくと

いうことを訴えていると思います。そういう思いで，皆さん，それぞれの各議員が，それぞれの市民

の，住民の，事業者の皆さんから切実なる思いをですね，受けて，このような場で，議場の場で発して

いると思いますので，それぞれ本当に対応していただければなと。確かに，今，市長がおっしゃったよ

うに，もう新たな制度を設ける仕組みを，やはりできるような体制づくりを，その庁舎内の関係部署で

行っていくということをですね，是非，今後も対応していただきたいと。先ほども少しありましたけれ

ども，言葉尻を捕まえるようではありませんけれども，まずは市にそういう相談をしてほしいと。しか

し，そういう市に相談をした中で，やはりどうしてもできない。やはり，どうしてもやっぱり既存の制

度，国・県・市の制度を活用する，そして，案内する方法でしかないとは思います。なので，そういっ

たところをどうやって次につなげていくのかというものが，やはり大事だと。今後もやっぱり必要な，

その財政調整基金。まだまだ十分，枠はやはり，余分にはありませんけれども，まだまだ使途の使い道

はあると思いますので，是非対応をお願いしたいと思います。 

 それではですね，次の質問に移りますが，官民連携したこの協議会の開催について，お伺いをいたし

ます。この官民連携協議会とも少し通じるところでもありますが，私が前回質問したのは，この協議会

が発足するという前の質問でありましたので，これまでにですね，行ってきた，この国・県及び，この

本市独自の支援策について，この関連する団体，商工会議所や商工会，そして，社会福祉協議会や窓口

となる様々な団体，そして，地元経済の動向を十分に熟知するこの金融機関等を一堂に会してですね，

この事業の検証，そして，分析，そして，今後も想定される，そして，必要な支援策等へつながるよう
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なことに図るべきだというふうに考えますが，お示しをお願いします。 

 

総務部長（三原裕樹君） おはようございます。それでは，お答えいたします。本市における新型コロナ

対策につきましては，議会の皆様にも御理解をいただきながら，昨年５月のコロナ対策第１弾から第５

弾までの専決予算及び各定例会に上程させていただきました補正予算を合わせまして，約６４億２，０

００万円の関連予算を計上させていただいております。議員御質問の事業の検証と今後の取組の検討を

行うための，関係団体が一堂に会する場につきましては，まずは各分野での意見交換や情報共有を先行

し，実施したほうがよいとの御意見がございましたので，経済団体の会議に，本市健康増進課が参加を

させていただき，感染防止対策の情報共有を行うなどの取組を行っております。いずれにいたしまして

も，議員御提案の金融機関，これを含むメンバー構成をはじめとした会議のあり方につきましては，市

内の経済状況などを図る上で重要と認識をしております。そのような中，現在，ワクチン接種に係る取

組も取り掛かっている最中でございますので，民間団体等とも連携しながら，引き続き開催時期を含め

て検討してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。 

 

２０番（竹山耕平君） はい，分かりました。もう早急にですね，昨年から始まりましたこの支援策であ

りますので，国・県含めてですね，その検証は一刻も早く行って，その都度，その都度の対応な，必要

な対応にですね，早急に進められるような取組を図っていただきたいと思います。今，ありましたよう

に，本当に福祉政策課ですかね，福祉事務所ですかね，そういう関係団体との意見交換を行っていると

いうことでしたけれども，やはりもっともっとですね，今，部長から，総務部長からもありましたよう

に，やっぱりそのコロナの感染防止。そして，経営に対しての支援。そして，今度はもうコロナワクチ

ンに対して，ワクチン接種に対してですね，あらゆる問題，課題点がですね，もう目白押しになってき

ますので。目の前に迫ってきています。そういったものに対して，その時に対応していかないといけな

いと考えますので，是非是非この点につきましても，早急にお願いしたいと思います。よろしくお願い

します。 

 それでは，次の質問に移ります。環境，観光，生活に優しい脱炭素社会の構築についてということで

質問いたします。国は排出量の削減を目指し，ゼロカーボンシティの実現に向け動き出しました。再生

可能な自然エネルギーの取組，そして，輸送，移動によるもの，自然環境保護等が挙げられます。その

ような中，本市のこれまでの施策，事業として，代表的なものは風力発電や，この文化センター，金久

中学校などの新築工事に係る教育施設に対してのこの太陽光発電が挙げられると思います。そして，ま

た民間事業者におきましてもですね，この太陽光発電の導入や，身近なところで，個人的なそのハイブ

リッド車や電気自動車の導入，笠利や名瀬のホテルでは，そして，住用の観光案内施設でも，このレン

タル自転車ということも増えてきています。このようなことから，本市独自の施策，これまで取り組ん

できたこと。そしてまた，官民の取組について，お示しをお願いいたします。 

 

商工観光部長（武下義広君） おはようございます。それでは，お答えいたします。御質問の脱炭素社会

の構築に資する事業としましては，本市が，先ほど議員から御案内がありましたが，出資する風力発電

所事業などが最も代表的なものであると考えております。また，民間における取組としましては，広大

な敷地を利用したものから，個人宅にも多く設置されている太陽光発電システムが挙げられるところで

あり，個人レベルから企業レベルまで，脱炭素社会に向けての意識が高まっているものと考えておりま

す。観光分野における環境に配慮した取組について，まずお答えしたいと思います。議員御案内の奄美

大島内における取組について，近年，特にｅ－バイクと呼ばれる電気自転車の導入が盛んになってきて

いるようでございます。自転車を活用した，いわゆるサイクルツーリズムについては，平成２０年度か

ら奄美大島全体をフィールドとした奄美大島チャレンジサイクリングを開催してきており，奄美大島の

豊かな自然を体感できる観光形態として，かねてから注目しているところでございます。このような状
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況の中，同時期程度から，宿泊施設におけるレンタサイクルの導入が進んできているほか，それ以前よ

り，特に名瀬地区では一部の自転車販売店舗においても，レンタサイクル事業を展開されていらっしゃ

るとお聞きしております。これらの状況を踏まえ，本市も含めた取組といたしまして，地域の観光の拠

点でもある住用三太郎の里において，平成３０年の開所当初より１５台のレンタルサイクルを整備して

いるほか，奄美の空の玄関口である奄美空港においても，令和元年にあまみ大島観光物産連盟によっ

て，５台のレンタルサイクルを導入してきたところでございます。議員御案内のとおり，環境に配慮し

た取組は，期待される世界自然遺産登録地として，また，ＳＤＧｓにも資する取組として，今後，欠か

すことのできない視点となっておりますので，引き続き脱炭素社会実現に向けて取り組んでまいりたい

と考えております。以上です。 

 

２０番（竹山耕平君） はい，分かりました。今の事業を挙げられましたが，率先してですね，市が，本

市がですね，次につながるので，ここではちょっと，まずはもう，次の質問に移ります。 

 それではですね，この自然遺産登録もですね，間近に迫り，世界遺産センター，このビジターセンタ

ーの計画もですね，もう見えている中，まずはその住用地区への脱炭素型の公用車を，その優先して，

積極的に取り組んでいただきたいというふうに考えます。この点について，御見解をお願いします。 

 

商工観光部長（武下義広君） それでは，お答えいたします。議員御案内のとおり，住用地区における電

気自動車の導入強化は，脱炭素社会に向けた取組として，同地区のイメージアップにつながるアイディ

アと認識いたしております。名瀬の市街地などと比較しますと，住用地区における自動車での１回当た

りの移動に要する距離は相当に長いものと推察されます。従いまして，誰でも利用できる公衆用の充電

スポットが適切な間隔で整備されることが，電気自動車の普及につながるものと考えております。住用

総合支所への電気自動車の配備につきましては，長距離の移動が多いことを踏まえまして，これらの充

電インフラの整備状況などを見ながら検討を進めてまいりたいと考えておりますので，御理解賜りたい

と思います。以上です。 

 

２０番（竹山耕平君） はい，分かりました。今の答，最後の答弁は，前回，どなたか，同僚議員がです

ね，質問した答弁だというふうに思いますが，今ですね，ありましたように，この，やはりその住用地

区に，住用地区に電気自動車は置いてあるんですか。あとは，その充電スポット，施設というものは配

備されているのか。その住用支所に。 

 

住用総合支所事務所長（弓削洋一君） 現在は設置をされておりません。 

 

２０番（竹山耕平君） はい，分かりました。そういったところがですね，やはりその自然遺産，この含

めて，自然遺産とこの，イコール，全てはイコールとは思いませんが，そういったところでは，自然遺

産をですね，もう１０数年前からの案件であり，やはりその住用も新庁舎が，その間に建設された。そ

ういったところから敏感にですね，なって，取り組む必要性もあったのかなというふうに思います。そ

してまた，その庁舎の公用車に対して。更には，このやはり，マングローブパーク。世界遺産センター

も建設されようとしています。そして，三太郎の里も新たに新設されました。体験交流館もございま

す。あとは，やはりガイドの，例えばガイドツアー車の電気化も含めてですね，今ありましたように，

その充電スポットも，まずはその住用地区に限ってですね，多分，その住用地区の今の公共施設プラ

ス，例えば公益性，公共的なものとして，やはりその簡易郵便局などが挙げられると思います。あと

は，そうですね，そういったものが，まず各地域に挙げられます。そういったところを，まず重点して

配備することに，整備することによってですね，この充電スポットっていう，この，今，長距離，長期

間という部長の答弁ありましたけれども，そこもいろいろとカバーできていくとは思うんですよ。だか
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ら，そういったところに対して，やはり多額な，そういう充電スポットに対して係るということであり

ますが，やはりその視点もおいてですね，是非，今，市民部長，来ていませんけれども，是非，もう一

度，お願いしたいと思います，答弁を。 

 

商工観光部長（武下義広君） それでは，答弁いたします。当然，先ほど認定ツアーガイドの電気自動車

等に対する充電スポットも必要だというお話も出てきたと思います。その中で，当然，一番の，電気自

動車にとっての一番の関心事は，やはり，今，議員がおっしゃったように，充電スポットの整備という

ことが第一になると考えております。ただ，その中でやはり，例えば公用車ではそういう形で充電スポ

ットっていうことを整備していくっていうのも必要になってくると思うんですけれども，例えば認定ガ

イドの自動車なんかについてですね，やはり認定ガイドにつきましては，やっぱり事業の一環，それ

も，業務の一環という形での電気自動車，立場で電気自動車を使うんだったらですね，そういう形の使

用になると考えます。そのときに，やはり，要は自動車を使うガソリン代に係る電気部分になりますの

で，その付近のですね，ことも考えながら，しっかりどのような整備がいいのか，その付近は考えてい

かなければいけないんじゃないかというふうに考えております。以上です。 

 

２０番（竹山耕平君） はい，分かりました。そのガイド車につきましてはですね，今後の課題として，

今，挙げられましたので，是非一度，一度というか，そういう協議会の場で，その整備に向けて，ま

た，課題に向けてですね，前向きに取り組んでいただきたいなというふうに思います。 

 では，次の③の質問。この大島本島内，隣接する町村自治体でも，各種，独自の施策が講じられてい

ます。このメディア等でも発表されていますので，御存知だろうとは思いますが，瀬戸内町では，この

加計呂麻のほうでアシスト付きの自転車。この宇検村ではグリーンスローモビリティとして，この脱炭

素型のこの電気自動車。龍郷町では龍郷サイクルプロジェクト，そういったものが挙げられます。これ

らの，その世界自然遺産登録や観光立島の確立などを，大島本島内の各市町村が連携，協力した取組，

そして，体制が図られている中，それぞれの各自治体独自の取組とですね，やはりその，予算，補助予

算のその先が違いますので，総務省であったり環境省であったりしますので，そういった独自の取組と

併せてですね，やはり広域的な，この協力，連携について，この成長戦略ビジョンに乗っけていただい

て，この積極的にですね，この広域事務組合を含めて，中心となって進めてほしいというふうに考えま

すが，御見解をお願いします。 

 

商工観光部長（武下義広君） それでは，お答えいたします。広域的な取組としまして，先ほど答弁でも

申し上げましたが，５市町村連携の下，あまみ大島観光物産連盟において，奄美空港内にレンタサイク

ルを導入してきているところでございます。このサイクル関係につきましては，各自治体での導入等が

進んできておりますので，新年度において，５市町村での連携を深め，環境にも配慮したよりよい展開

について取り組んでまいりたいと考えております。また，これも先ほどの答弁と重複いたしますが，サ

イクル関係に限らず，環境に配慮した取組は，期待される世界自然遺産の登録地として，また，ＳＤＧ

ｓに資する取組として，欠かすことのできない視点となっておりますので，引き続き実現に向けて取り

組んでまいりたいと考えております。以上です。 

 

２０番（竹山耕平君） はい，それでは，その意をもってですね，連携を図って，もうしっかり取り組ん

でいただきたいと思います。 

 次にですね，その（３）中心商店街，市街地，中心市街地の活性化について質問します。まずはこの

末広・港土地区画整理事業の現在のその進捗状況をお示しください。 

 

建設部長（保浦正博君） おはようございます。それでは，末広・港土地区画整理事業の進捗状況につい
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ら，そういったところに対して，やはり多額な，そういう充電スポットに対して係るということであり

ますが，やはりその視点もおいてですね，是非，今，市民部長，来ていませんけれども，是非，もう一

度，お願いしたいと思います，答弁を。 

 

商工観光部長（武下義広君） それでは，答弁いたします。当然，先ほど認定ツアーガイドの電気自動車

等に対する充電スポットも必要だというお話も出てきたと思います。その中で，当然，一番の，電気自

動車にとっての一番の関心事は，やはり，今，議員がおっしゃったように，充電スポットの整備という

ことが第一になると考えております。ただ，その中でやはり，例えば公用車ではそういう形で充電スポ

ットっていうことを整備していくっていうのも必要になってくると思うんですけれども，例えば認定ガ

イドの自動車なんかについてですね，やはり認定ガイドにつきましては，やっぱり事業の一環，それ

も，業務の一環という形での電気自動車，立場で電気自動車を使うんだったらですね，そういう形の使

用になると考えます。そのときに，やはり，要は自動車を使うガソリン代に係る電気部分になりますの

で，その付近のですね，ことも考えながら，しっかりどのような整備がいいのか，その付近は考えてい

かなければいけないんじゃないかというふうに考えております。以上です。 

 

２０番（竹山耕平君） はい，分かりました。そのガイド車につきましてはですね，今後の課題として，

今，挙げられましたので，是非一度，一度というか，そういう協議会の場で，その整備に向けて，ま

た，課題に向けてですね，前向きに取り組んでいただきたいなというふうに思います。 

 では，次の③の質問。この大島本島内，隣接する町村自治体でも，各種，独自の施策が講じられてい

ます。このメディア等でも発表されていますので，御存知だろうとは思いますが，瀬戸内町では，この

加計呂麻のほうでアシスト付きの自転車。この宇検村ではグリーンスローモビリティとして，この脱炭

素型のこの電気自動車。龍郷町では龍郷サイクルプロジェクト，そういったものが挙げられます。これ

らの，その世界自然遺産登録や観光立島の確立などを，大島本島内の各市町村が連携，協力した取組，

そして，体制が図られている中，それぞれの各自治体独自の取組とですね，やはりその，予算，補助予

算のその先が違いますので，総務省であったり環境省であったりしますので，そういった独自の取組と

併せてですね，やはり広域的な，この協力，連携について，この成長戦略ビジョンに乗っけていただい

て，この積極的にですね，この広域事務組合を含めて，中心となって進めてほしいというふうに考えま

すが，御見解をお願いします。 

 

商工観光部長（武下義広君） それでは，お答えいたします。広域的な取組としまして，先ほど答弁でも

申し上げましたが，５市町村連携の下，あまみ大島観光物産連盟において，奄美空港内にレンタサイク

ルを導入してきているところでございます。このサイクル関係につきましては，各自治体での導入等が

進んできておりますので，新年度において，５市町村での連携を深め，環境にも配慮したよりよい展開

について取り組んでまいりたいと考えております。また，これも先ほどの答弁と重複いたしますが，サ

イクル関係に限らず，環境に配慮した取組は，期待される世界自然遺産の登録地として，また，ＳＤＧ

ｓに資する取組として，欠かすことのできない視点となっておりますので，引き続き実現に向けて取り

組んでまいりたいと考えております。以上です。 

 

２０番（竹山耕平君） はい，それでは，その意をもってですね，連携を図って，もうしっかり取り組ん

でいただきたいと思います。 

 次にですね，その（３）中心商店街，市街地，中心市街地の活性化について質問します。まずはこの

末広・港土地区画整理事業の現在のその進捗状況をお示しください。 

 

建設部長（保浦正博君） おはようございます。それでは，末広・港土地区画整理事業の進捗状況につい
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てお答えいたします。令和２年度末の進捗率といたしましては，事業費ベースで９２．２パーセント，

建物移転契約ベースで９７パーセントを見込んでおります。引き続き，事業完了に向け取り組んでまい

りますので，御理解を賜りたいと存じます。以上です。 

 

２０番（竹山耕平君） 順調ということでよろしいですね。はい，ありがとうございます。しっかりとし

たですね，進捗を，是非，お願いしたいと思います。 

 次に，この中心商店街，市街地の活性化の核となる，昨日の議会でもありましたが，この基本計画が

進められています。先日の部長答弁にもありましたが，この商工会議所，この通り会，この行政で構成

される，この活性化協議会の現状について，お示しをお願いします。そして，併せて，この１１ブロッ

ク，この区画内のですね，このバスターミナルや，この福祉総合施設の建設地域，地区，そして，緑地

公園が整備される，このブロックを１１ブロックとして示されておりますが，この現在のこのブロック

全体としての，この整備計画について，併せてお示しをお願いしたいというふうに考えております。 

 

商工観光部長（武下義広君） はい，それではお答えいたします。中心市街地活性化協議会につきまして

は，市が策定した基本計画及びその実施に関し必要な事項や，その他中心市街地の活性化の総合的かつ

一体的な推進に関し，必要な事項について協議するために設置しております。活性化協議会では，毎年

度，計画における実施事業の進捗状況や目標の達成事項の報告のため，年１・２回程度開催し，委員の

意見をお伺いしているところでございます。現在，中心市街地活性化基本計画の変更について，国と協

議を進めているところです。協議が整いましたら，市民交流センター，子育て・保健・福祉複合施設の

整備状況や計画期間の変更等について意見を伺うため，活性化協議会を開催する予定と考えているとこ

ろです。 

 次に，１１ブロックに建設予定の３施設の進捗についての御質問でございます。中心市街地は買い物

や業務を行う場所だけではなく，人との出会いや交流の場となることから，主要な公共施設はもとよ

り，多様な都市機能の集積が求められており，中心市街地活性化基本計画に基づき，道路や市庁舎など

の基盤整備のほか，新規出店者の支援など，ハード，ソフト両面から事業に取り組んでいるところでご

ざいます。議員の御質問の１１ブロックにつきましては，マリンタウン地区への測候所移転後におきま

して，バスセンターについては，中心市街地の利便性を高める交通拠点として，子育て・保健・福祉複

合施設については，世代間の交流と賑わいの拠点として，また，緑地公園につきましては，憩いの場と

しての施設整備を計画しております。現在，測候所関係についてですね，国の関係機関を協議を進めな

がら，これらの事業実施に向けて取り組んでいるところでございます。以上です。 

 

２０番（竹山耕平君） はい，現状が分かりました。そこでですね，今，全体的な構想を聞きました。や

はり，個人的には以前からも申し上げているとおりですね，そして，活性化基本計画の中にある，この

賑わいある，そして，人の流れをつくって，そして，そこから発信させられるような取組を，基本計画

の中心としておいています。そういったところから，この１１ブロック，以前８ブロックもありました

けれども，この１１ブロックの今後の，やはりできる，その未来像がですね，やはりその奄美は駅があ

りませんので，その町の駅として，というそのイメージであったり，そういったところに人が集まって

流れていくような，各町村に対してもですね，そういったブロックになってもらいたいな。そして，子

育て，高齢者へのその福祉計画にいたしましても，しっかりとした，今までのその市民の皆様からの，

子育て世代の多くの皆様からの声が反映できるような基本構想にはなっていますので，この屋内で遊べ

る，利用ができるような，有効な施設として，そういったところで，施設が挙げられているんですけれ

ども，もう，約，もう２年前でしたかね，２・３年前に，これ，基本設計，実施設計，終わっていると

思うんですよ。しかし，設計の計画が，一応，２年後ですかね，を見通しているということであります

が，その辺りのその設計に対してはですね，この，今，いろいろな情報入ると，いわゆる資材高騰，資
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材，機材の高騰やいろんなところでの，あとは昨日，これまでにもあったとおり，その用地取得にかか

わる，そういったところから遅れっていうふうにも出ていましたけれども，そういったところにかなり

の影響が出てくるんじゃないかなと。今，進められている庁舎と市民交流センターの，このいろんな設

計面におきましても，設計，その積算につきましてもですね，もうかなり影響が出てくるような施設で

はないのかなというふうに思っていますので，かなり僕は注視をしております。そういったところで，

この福祉施設の，やはりソフト面の充実を図るべきっていうのは，ずっと言い続けていますので，この

件につきましてはですね，しっかりと対応して，財政課も含めて対応していただきたいという，もうそ

の思いの詰まった施設と。高齢者からは，子育て世代，お子さんまで。そして，このバスターミナルも

含めてです。バスターミナルも，最初はＰＦＩ，ＰＰＰのほうからありました。そして，生涯学習セン

ター。この，今回のバスターミナル。住宅含めて，この，そのような，この今の現時点でのこのバスタ

ーミナルの構想っていうのはないんですか。個別な。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 

 

商工観光部長（武下義広君） そしたら，バスセンターとの整備の現状についてということですので。バ

スセンターにつきましては，公共交通機関による中心市街地のアクセス向上と，観光客を含めた利用者

の利便性の向上を図る拠点として，中心市街地活性化基本計画の中で位置付けをしております。本市に

おきましては，昨年度に国の補助事業を活用し，ＰＦＩ事業手法による整備の運営の可能性調査を行っ

たところでございます。本調査では，バスセンターの単独案や，店舗や宿泊施設の複合案など５パター

ンにおける用地調達方法や事業手法の可能性を取りまとめをいたしたところでございます。今後は，今

後はその内容を基にですね，バス事業者や商工・観光団体との意見交換を行い，計画の方向性を示して

まいりたいと考えておりますので，御理解賜りたいと思います。以上です。 

 

２０番（竹山耕平君） はい，分かりました。いろいろ調査されているということなので，その調査を含

めて，結果を含めてですね，これまでもいろいろと市の施設のあり方について，変わってきております

ので，是非，魅力のあるこのブロックづくりに，お願いしたいなというふうに思います。 

 それでは，この次の活性化基本計画の進捗状況。その中で，特段に挙げられる事業がございました

ら，事業の成果ですね，がありましたら，お示しを願います。 

 

商工観光部長（武下義広君） 申し訳ありません。ちょっと，資料のほうが。申し訳ありません，すいま

せん。それでは，中心市街地活性化基本計画の進捗率と達成率ということで，お答えいたします。中心

市街地活性化基本計画を策定した市町村は認定基本計画に記載された事業等の着実な実施を通じて，中

心市街地の活性化を実現できるよう，計画期間中，原則，毎年フォローアップ，自己評価を行うことと

なっております。フォローアップに当たっては，認定基本計画の目標達成状況に関する目標指標を設定

している場合には，当該目標の達成状況について，目標指標に基づき評価を行うこととなっており，本

市の計画におきましては，１，来る人を増やす，いもーれとして，主要９通りにおける営業店舗数。二

つ目に，観光客を中心市街地へ呼び込むＣｏｍｅもーれとして，中心市街地への宿泊者数。三つ目に，

人が触れ合うゆてぃもーれとして，交流施設の利用者数の三つの目標としております。上記目的の結果

につきましては，まず１点目の営業店舗数は，基準となる計画策定時の平成２８年度の２４７店舗に対

し，令和３年度に２８０店舗を目標としております。令和元年度は２６９店舗となっており，目標値は

達成しておりませんが，出店支援事業やリフォーム事業などにより，基準値より２２店舗の増加となっ

ているところでございます。２点目の中心市街地での宿泊者数につきましては，平成２７年の１４万８

００人に対し，令和３年度は２２万１，８００人を目標としております。令和元年は１９万６，９００

人となっており，目標値は達成していないものの，世界自然遺産登録が見込まれる中，観光客の増加に
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材，機材の高騰やいろんなところでの，あとは昨日，これまでにもあったとおり，その用地取得にかか

わる，そういったところから遅れっていうふうにも出ていましたけれども，そういったところにかなり

の影響が出てくるんじゃないかなと。今，進められている庁舎と市民交流センターの，このいろんな設

計面におきましても，設計，その積算につきましてもですね，もうかなり影響が出てくるような施設で

はないのかなというふうに思っていますので，かなり僕は注視をしております。そういったところで，

この福祉施設の，やはりソフト面の充実を図るべきっていうのは，ずっと言い続けていますので，この

件につきましてはですね，しっかりと対応して，財政課も含めて対応していただきたいという，もうそ

の思いの詰まった施設と。高齢者からは，子育て世代，お子さんまで。そして，このバスターミナルも

含めてです。バスターミナルも，最初はＰＦＩ，ＰＰＰのほうからありました。そして，生涯学習セン

ター。この，今回のバスターミナル。住宅含めて，この，そのような，この今の現時点でのこのバスタ

ーミナルの構想っていうのはないんですか。個別な。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 

 

商工観光部長（武下義広君） そしたら，バスセンターとの整備の現状についてということですので。バ

スセンターにつきましては，公共交通機関による中心市街地のアクセス向上と，観光客を含めた利用者

の利便性の向上を図る拠点として，中心市街地活性化基本計画の中で位置付けをしております。本市に

おきましては，昨年度に国の補助事業を活用し，ＰＦＩ事業手法による整備の運営の可能性調査を行っ

たところでございます。本調査では，バスセンターの単独案や，店舗や宿泊施設の複合案など５パター

ンにおける用地調達方法や事業手法の可能性を取りまとめをいたしたところでございます。今後は，今

後はその内容を基にですね，バス事業者や商工・観光団体との意見交換を行い，計画の方向性を示して

まいりたいと考えておりますので，御理解賜りたいと思います。以上です。 

 

２０番（竹山耕平君） はい，分かりました。いろいろ調査されているということなので，その調査を含

めて，結果を含めてですね，これまでもいろいろと市の施設のあり方について，変わってきております

ので，是非，魅力のあるこのブロックづくりに，お願いしたいなというふうに思います。 

 それでは，この次の活性化基本計画の進捗状況。その中で，特段に挙げられる事業がございました

ら，事業の成果ですね，がありましたら，お示しを願います。 

 

商工観光部長（武下義広君） 申し訳ありません。ちょっと，資料のほうが。申し訳ありません，すいま

せん。それでは，中心市街地活性化基本計画の進捗率と達成率ということで，お答えいたします。中心

市街地活性化基本計画を策定した市町村は認定基本計画に記載された事業等の着実な実施を通じて，中

心市街地の活性化を実現できるよう，計画期間中，原則，毎年フォローアップ，自己評価を行うことと

なっております。フォローアップに当たっては，認定基本計画の目標達成状況に関する目標指標を設定

している場合には，当該目標の達成状況について，目標指標に基づき評価を行うこととなっており，本

市の計画におきましては，１，来る人を増やす，いもーれとして，主要９通りにおける営業店舗数。二

つ目に，観光客を中心市街地へ呼び込むＣｏｍｅもーれとして，中心市街地への宿泊者数。三つ目に，

人が触れ合うゆてぃもーれとして，交流施設の利用者数の三つの目標としております。上記目的の結果

につきましては，まず１点目の営業店舗数は，基準となる計画策定時の平成２８年度の２４７店舗に対

し，令和３年度に２８０店舗を目標としております。令和元年度は２６９店舗となっており，目標値は

達成しておりませんが，出店支援事業やリフォーム事業などにより，基準値より２２店舗の増加となっ

ているところでございます。２点目の中心市街地での宿泊者数につきましては，平成２７年の１４万８

００人に対し，令和３年度は２２万１，８００人を目標としております。令和元年は１９万６，９００

人となっており，目標値は達成していないものの，世界自然遺産登録が見込まれる中，観光客の増加に
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より順調に宿泊者数は増加しております。３点目の交流施設の利用者数につきましては，中心市街地に

あるＡｉＡｉひろば，公民館，保健センター等の公共施設の利用者数としております。平成２８年度は

２２万５，５２６人に対し，令和３年度に３７万９，８００人を目標としておりますが，令和元年度は

１０万８，５１５人となりました。公民館や保健センターの代替施設となる市民交流センターや子育

て・保健・福祉複合施設完成後は見込みどおりの利用者が期待できるものと考えているところでござい

ます。以上です。 

 

２０番（竹山耕平君） ５分，もったいないことをしました。それではですね，その点を含めてですね，

今，先ほど部長の答弁からもありましたように，この活性化基本計画の，いわゆるその次期活性化基本

計画に向けての時期が来て，タイミングが来ています。そのようなことも含めて，次の質問に移ります

が，この大変な，重要な課題でもあると思います。そして，多くの声が聞こえてくる問題です。以前か

ら，この商売，商業を営み続けている事業者の皆様に対しての，この支援策，必要な支援策に対し，今

あったこの基本計画にも大切に位置付けをお願いしたいなというふうに考えるところです。本当に，

今，既存の方々が利用するとしたら，ここで，細かなことはよろしいんですけれども，リフォーム制度

とか，いろいろありますけれども，やはりその，今，頑張っている，もう何とかこの商店街を守り続け

ている皆様に対しての，この声を拾う，声を聞く場もちゃんと設けているとは思いますが，それをしっ

かりと政策に反映する，基本計画に乗っける，そういった思いを込めてですね，この御見解をお願いし

ます。 

 

商工観光部長（武下義広君） はい，それではお答えいたします。本市においては，中心市街地活性化基

本計画に基づき，多種多様な商業店舗の出店を促進するとともに，新規創業者の育成を行うことによ

り，魅力ある中心商店街の形成及び活性化を図るため，平成２６年度より出店支援制度やリフォーム制

度により，支援を行っているところです。これですね。その中で，出店支援制度の認定の際は，通り会

や商工会議所の加入の義務付けなどを行っておりますが，今後の課題として，出店の定期的な巡回指導

や効果的なサポートが行われるよう，商工会議所を検討してまいりたいと考えております。それで，す

いません，以前から商店街で頑張っている店舗に対して，何らかの支援が必要ではないかということで

ございますが，既存店舗の強化も中心市街地活性化の一つとなるものだと考えております。まずはです

ね，既存店舗に対しましては，商工会議所や関係機関による経営，金融，財政・労務など，幅広い分野

において補助制度や支援策がありますので，まず店舗の実情に応じ活用していただきたいと考えており

ます。そのために，しっかりと市もサポートしていきたいというふうに考えておりますので，御理解賜

りたいと思います。以上です。 

 

２０番（竹山耕平君） 分かりました。もう，いろいろと申しませんけれども，やはりそういう場をです

ね，設ける場は，今までも何度もあるとは思いますので，それをこの基本計画に，しっかり，大変重要

な位置付けとしてですね，是非，乗っけてもらえるような，今，サポートをしたいっていうことであり

ましたので，是非，その協議会の中，協議の中でもですね，しっかりとした個人，テナントの皆さん，

店子の皆さん，事業所の皆さん，いろいろ含めて，声を拾い上げる。そして，聞く場を設けてもらいた

いと思います。よろしくお願いします。 

 次の質問であります。次にですね，今現在，進められている，重要港湾に指定される，この名瀬港な

んですけれども，この名瀬港につきましては，先の県議会におきましても，令和４年春には旅客船が，

この岸壁とボーディングブリッジの利用を見込んでいると。そして，更に重要性を増していく名瀬港と

して期待するということでありました。また，その周辺エリアとして，このマリンタウン地区では，中

心商店街を結ぶ，もう臨港道路，もう形が見えてきました。そして，今後，一体化される，この長浜

の，長浜バースなど，この面として考えても，大変魅力ある，奄美市を代表するエリアとなることが期
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待をしています。そのようなことからですね，この重要港湾である名瀬港の，このネームバリューや，

そして，メリットを生かして，この魅力あるこのエリアづくり，まちづくりの形成，そして，活性化に

つなげられないものか。そして，ここでちょっと紹介させていただきますけれども，この国交省があ

る，国交省の中にですね，このみなとオアシス事業っていうものが，全国展開しています。この事業は

ですね，運営主体がこの地方公共団体，ＮＰＯや各団体ということで，この魅力あるまちづくり，海づ

くり，港づくり，エリアづくりの創出という観点からもですね，今後も官民一体による取組について，

必要性を考えています。このことについて，御見解をよろしくお願いします。 

 

建設部長（保浦正博君） お答えします。まず，議員御質問の名瀬港と周辺エリアの魅力あるまちづくり

のグランドデザインの形成ということにつきましては，マリンタウン地区と中心商店街が相互に補完

し，かつ，相乗効果を発揮する一体性の高い広域拠点づくりを目指しているところでございます。議員

御案内のみなとオアシス，これは地域の住民の交流や観光振興を通して地域の活性化につなげるという

ことで，港を核としたまちづくりということでございます。今後，関係機関との連携，また，その運営

に対して，住民参加のあり方等をですね，検討してまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

２０番（竹山耕平君） 分かりました。今後ですね，もうあらゆる，この，やっぱりどうしてもまだ完成

していませんけれども，やはりその期待されるエリアではありますので，今でも十分にですね，それぞ

れイベント，それぞれの面で，昨日の土木フェアもそうですけれども，いろんなイベントで活躍の場，

活用されている，そして，場である，市民交流含めてですね，活用されている場ではありますので，よ

ろしくお願いしたいなというふうに思います。そして今，部長からもありましたように，この運営主体

がですね，今，この，例えば鹿児島では，今，二つしかありませんが，この鹿児島ではＮＰＯ，このゆ

めみなと鹿児島がこのみなとオアシス事業を展開しています。そして，薩摩川内におきましては，みな

とオアシス薩摩川内として，この令和２年に，新たに，１１月にですね，登録されましたが，これ，全

国１４６か所，この九州では２１か所目，鹿児島では２か所目というふうになっております。そして，

その全てがですね，この地方公共団体のホームページを見るとですね，であったり，そのＮＰＯであっ

たりですね，やはり官民が連携した取組が生かされないと，この事業はですね，やはり魅力のあるもの

は展開されていくことができないと思いますので，是非，今，部長が，もう答弁でありましたように，

もう是非，その人材づくりという観点からもですね，是非，一つの大きな目玉となれるような事業展開

を図っていただきたいというふうに思っていますので，よろしくお願いします。 

 それではですね，次に，住用地区の保育施設あり方検討委員会の現状と申しますか，この点について

お伺いしたいことは，この場所の選定からですね，保育の詳細について，前回の質問では５回協議を行

って，令和２年３月には方向性が決定される。そして，その後には，その詳細を含めて，事業の推進を

図るということがありましたので，安心をしておりました。しかしですね，先の文教厚生委員会の中で

もありましたように，やはりこの土地問題が浮上したと。そして，その次のステップが中断して，この

難航しているというふうの話も聞きました。しかし，次の，先日，先々日ですかね，笠利のほうでは，

やはりちょっと，いろんな方向性が決まって，次に向けて着実にステップをつなげているというふうな

こともありましたが，住用におきましても，当然，そのようなことを想定しており，答弁もありました

ので，安心を，そして，しておりましたが，そういったことがありましたので，その状況とですね，こ

の，今後の見通しを簡潔にお願いしたと思います。 

 

住用総合支所事務所長（弓削洋一君） はい，それではお答えいたします。住用地区保育施設あり方検討

委員会は，東城へき地保育所が土砂災害で被災し，利用できない状況になったことから，住用地区にお

ける新たな保育施設拠点施設のあり方も含め。 
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待をしています。そのようなことからですね，この重要港湾である名瀬港の，このネームバリューや，

そして，メリットを生かして，この魅力あるこのエリアづくり，まちづくりの形成，そして，活性化に

つなげられないものか。そして，ここでちょっと紹介させていただきますけれども，この国交省があ

る，国交省の中にですね，このみなとオアシス事業っていうものが，全国展開しています。この事業は

ですね，運営主体がこの地方公共団体，ＮＰＯや各団体ということで，この魅力あるまちづくり，海づ

くり，港づくり，エリアづくりの創出という観点からもですね，今後も官民一体による取組について，

必要性を考えています。このことについて，御見解をよろしくお願いします。 

 

建設部長（保浦正博君） お答えします。まず，議員御質問の名瀬港と周辺エリアの魅力あるまちづくり

のグランドデザインの形成ということにつきましては，マリンタウン地区と中心商店街が相互に補完

し，かつ，相乗効果を発揮する一体性の高い広域拠点づくりを目指しているところでございます。議員

御案内のみなとオアシス，これは地域の住民の交流や観光振興を通して地域の活性化につなげるという

ことで，港を核としたまちづくりということでございます。今後，関係機関との連携，また，その運営

に対して，住民参加のあり方等をですね，検討してまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

２０番（竹山耕平君） 分かりました。今後ですね，もうあらゆる，この，やっぱりどうしてもまだ完成

していませんけれども，やはりその期待されるエリアではありますので，今でも十分にですね，それぞ

れイベント，それぞれの面で，昨日の土木フェアもそうですけれども，いろんなイベントで活躍の場，

活用されている，そして，場である，市民交流含めてですね，活用されている場ではありますので，よ

ろしくお願いしたいなというふうに思います。そして今，部長からもありましたように，この運営主体

がですね，今，この，例えば鹿児島では，今，二つしかありませんが，この鹿児島ではＮＰＯ，このゆ

めみなと鹿児島がこのみなとオアシス事業を展開しています。そして，薩摩川内におきましては，みな

とオアシス薩摩川内として，この令和２年に，新たに，１１月にですね，登録されましたが，これ，全

国１４６か所，この九州では２１か所目，鹿児島では２か所目というふうになっております。そして，

その全てがですね，この地方公共団体のホームページを見るとですね，であったり，そのＮＰＯであっ

たりですね，やはり官民が連携した取組が生かされないと，この事業はですね，やはり魅力のあるもの

は展開されていくことができないと思いますので，是非，今，部長が，もう答弁でありましたように，

もう是非，その人材づくりという観点からもですね，是非，一つの大きな目玉となれるような事業展開

を図っていただきたいというふうに思っていますので，よろしくお願いします。 

 それではですね，次に，住用地区の保育施設あり方検討委員会の現状と申しますか，この点について

お伺いしたいことは，この場所の選定からですね，保育の詳細について，前回の質問では５回協議を行

って，令和２年３月には方向性が決定される。そして，その後には，その詳細を含めて，事業の推進を

図るということがありましたので，安心をしておりました。しかしですね，先の文教厚生委員会の中で

もありましたように，やはりこの土地問題が浮上したと。そして，その次のステップが中断して，この

難航しているというふうの話も聞きました。しかし，次の，先日，先々日ですかね，笠利のほうでは，

やはりちょっと，いろんな方向性が決まって，次に向けて着実にステップをつなげているというふうな

こともありましたが，住用におきましても，当然，そのようなことを想定しており，答弁もありました

ので，安心を，そして，しておりましたが，そういったことがありましたので，その状況とですね，こ

の，今後の見通しを簡潔にお願いしたと思います。 

 

住用総合支所事務所長（弓削洋一君） はい，それではお答えいたします。住用地区保育施設あり方検討
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ける新たな保育施設拠点施設のあり方も含め。 
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２０番（竹山耕平君） 概要は，すいません，概要は大丈夫です。もう前回，聞きました。 

 

住用総合支所事務所長（弓削洋一君） そうですか。いずれにいたしましても，今後の建設計画につきま

しては，関係機関との協議状況を踏まえながら進めてまいりますので，御理解をよろしくお願いいたし

ます。 

 

２０番（竹山耕平君） 所長もですね，しっかりと，今，この土地問題というのは，もう致し方ないと思

います。もう今，どういうすることもできません。もう出てきた問題は，もう前に向かってですね。や

はり，子どもたちもやっぱり１日１日成長していきますので，そういった子どもたちを大切にできるよ

うな，この住用の保育のあり方を，是非，頑張っていただきたい。この，もうこの，難航している課題

についてもですね，もう解消していただけるように，もう御尽力してくださいというふうにしか申し上

げられませんので，よろしくお願いします。頑張ってください。 

 それではですね，次の教育行政について，質問を行います。質問に入ります前に，この卒業を迎え

た，そして，これから迎えるこの卒業生の皆様に対しては，心からのお祝いを申し上げます。そして，

今年度の最上級生にいたしましては，このコロナ禍の１年間を通した中で過ごし，この大変な環境下で

あっただろうと思います。これから不安のこともあるとは思いますが，若い皆さんには多くの夢と希望

が詰まっており，これからの御活躍を期待いたしたいと思います。そのようなことも踏まえて，コロナ

禍における教育現場について質問します。 

 コロナ禍により，様々な行事やイベント，ＰＴＡ活動等，特に子どもたちを取り巻く教育環境に対し

ては，そして，かかわる皆様には様々な対応に追われたと思います。この子どもたちも様々な我慢，そ

して，自粛，制限される中，本当に頑張ってくれました。そのようなことから，このコロナ関連の影響

が１年以上経過する中，学校環境において，児童・生徒，教諭，家庭，保護者の状況をどのように受け

止めていますでしょうか，お願いします。 

 

教育長（要田憲雄君） お答えを申し上げます。学校環境における新型コロナの影響でございますが，各

学校におきましては，令和２年１２月に文部科学省から示されております学校における新型コロナウイ

ルス感染症に関する衛生管理マニュアルというのを来ているわけですが，それを基に感染症対策に徹底

して取り組んでいるところです。具体的に申し上げますと，三密を防ぐこと，マスクを着用する，手洗

い，手指の消毒の励行，教室等の換気，家庭と連携した日々の検温などを実施しているところでありま

す。これらの実践によりまして，児童・生徒や教職員，保護者の感染症対策に対する意識がかなり高ま

ってきておりまして，児童・生徒におきましても，マスクの着用や手洗い，手指消毒の励行など，子ど

もたちが自発的に感染症対策に取り組んでいるというふうに理解しております。以上でございます。 

 

２０番（竹山耕平君） はい，分かりました。今，もう教育長からありましたようにですね，いろんな指

針，そして，教育委員会の指導，そういったところから，この学校とですね，子どもたち含めて，学校

と家庭のその対応，そして，その信頼関係の，おかげさまをもちましてですね，大きな，大きな広がり

も，感染拡大も見られずにですね，本当にこの授業，そして，自粛の中での家庭学習，そして，衛生面

においても対応した。そういったことには，本当に感謝するしかない。この子どもたちを守ってくれた

というふうに実感しております。そういったことで，今，教育長も答弁がありました。そういったとこ

ろからですね，このコロナの影響から，全国，全体的には２度にわたりこの休校措置など，子どもたち

にとっても不安な状況がありました。そういう中，学力や体力等へどのような影響があったのか，なか

ったのかについて，お願いしたいと思います。 

 

教育長（要田憲雄君） お答えを申し上げます。コロナ禍における児童・生徒の学力につきましては，児
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童・生徒の学びを保障するために，引き続き授業改善に努めたり，補充指導や個別指導を充実したり，

家庭学習の充実と習慣化を呼び掛けたりするなど，各学校で学力を高める取組を随時行ってまいりまし

た。その結果ですね，２か月前に行われました鹿児島学習定着度調査におきましては，小学校では県平

均以上，中学校ではこれまで飛躍的に向上し，低迷が続いておった中学校も，県平均を上回ったところ

でございます。小・中学校ともに，コロナ禍においても，しっかりと学力の向上が図られたと考えてお

ります。 

 次に，児童・生徒の体力につきましては，今年度は学校における体力づくりの活動自粛や，スポーツ

少年団や部活動の活動の制限ですとか，あるいは帰宅後の外遊びを控えるなど，児童・生徒が運動に親

しむための機会が例年に比べると大変少なくなっているという，子どもたちも実感もあるでしょうが，

そのために体力低下が懸念されているところではございますが，各学校において，感染症対策を徹底す

るなど，あるいは朝のランニングや縄跳び運動など，それぞれの学校で１校１運動と申しましょうか，

そういうのにも取り組んでおります。更に，学校体育における補強運動の強化ですとかですね，運動量

の確保などを進めて，コロナ禍においても，児童・生徒の体力を維持，増進するための取組は継続的に

実践したというふうに考えております。以上でございます。 

 

２０番（竹山耕平君） はい，ありがとうございました。もう，今のことで分かりました。その中であり

がたいというか，もう本当にこの子どもたちがコロナ禍の中ですね，この学力，そのテストに対して平

均，県の平均以上ということで，という結果が結果として出たということは本当にすばらしいことだと

思います。しかし，それを今度は継続を，持続をする努力をですね，しなければいけませんので，その

辺りに対してですね，お願いをしたいというふうに思います。よろしくお願いします。また，体力づく

りに対しても，教育長からありましたので，是非，そういう思いを持ってですね，本当にのびのびと生

活ができるような，運動ができるような環境に努めてほしいなというふうに思います。 

 次にですね，この③，緊急対策事業，この第４弾の実施状況の取組について，アとイ，一括して質問

をします。この卒業の思い出づくり，また，応援事業のこの実施，取組状況について。そして，イ，頑

張る学生応援事業の実施，取組状況についてお示しください。 

 

教育部長（福長敏文君） それでは，お答えをいたします。まず，卒業の思い出づくり応援事業につきま

して。本事業は，新型コロナウイルス感染症拡大の影響により，学校の各種行事が中止や縮小となって

いることから，学生生活最後の卒業イベントを応援するために，奄美市内の全小・中学校及び高等学校

の計３７校，１，２６０名を対象に，１人当たり５，０００円の助成をするものでございます。また，

全校児童・生徒数が１００名未満の小・中学校におきましては，貸切バス等利用の場合は５万円を上限

として追加の助成をしております。３月４日現在，全体の８１パーセントに当たる３０校から実施申請

書が提出されております。今後，未申請の学校に申請依頼をするとともに，全学校が実施できるよう

に，そしてまた，卒業生の思い出づくりに協力してまいりたいと考えております。 

 次に，頑張る学生応援事業の実施，取組状況についてお答えいたします。奄美市島外で頑張る学生応

援事業につきましては，対象者を１，４００名と試算をいたしまして事業を実施しております。事業実

施するに当たりまして，進学後の対象者の特定が難しいことから，対象者の周知が重要であると考えま

して，広報紙や地元新聞，また，ＳＮＳ等を活用いたしまして，できる限りの周知を行ってまいりまし

た。その結果，３月５日現在，８８０名，２，６４０万円の支援が図られている状況でございます。以

上です。 

 

２０番（竹山耕平君） はい，分かりました。今，８０パーセントの申請ということでしたよね。これ

は，年度，これ，繰り越すわけにはいきませんので，１００パーセント，目指せるものなのか。どうな

んでしょう。 
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家庭学習の充実と習慣化を呼び掛けたりするなど，各学校で学力を高める取組を随時行ってまいりまし

た。その結果ですね，２か月前に行われました鹿児島学習定着度調査におきましては，小学校では県平

均以上，中学校ではこれまで飛躍的に向上し，低迷が続いておった中学校も，県平均を上回ったところ

でございます。小・中学校ともに，コロナ禍においても，しっかりと学力の向上が図られたと考えてお

ります。 

 次に，児童・生徒の体力につきましては，今年度は学校における体力づくりの活動自粛や，スポーツ

少年団や部活動の活動の制限ですとか，あるいは帰宅後の外遊びを控えるなど，児童・生徒が運動に親

しむための機会が例年に比べると大変少なくなっているという，子どもたちも実感もあるでしょうが，

そのために体力低下が懸念されているところではございますが，各学校において，感染症対策を徹底す

るなど，あるいは朝のランニングや縄跳び運動など，それぞれの学校で１校１運動と申しましょうか，

そういうのにも取り組んでおります。更に，学校体育における補強運動の強化ですとかですね，運動量

の確保などを進めて，コロナ禍においても，児童・生徒の体力を維持，増進するための取組は継続的に

実践したというふうに考えております。以上でございます。 

 

２０番（竹山耕平君） はい，ありがとうございました。もう，今のことで分かりました。その中であり

がたいというか，もう本当にこの子どもたちがコロナ禍の中ですね，この学力，そのテストに対して平

均，県の平均以上ということで，という結果が結果として出たということは本当にすばらしいことだと

思います。しかし，それを今度は継続を，持続をする努力をですね，しなければいけませんので，その

辺りに対してですね，お願いをしたいというふうに思います。よろしくお願いします。また，体力づく

りに対しても，教育長からありましたので，是非，そういう思いを持ってですね，本当にのびのびと生

活ができるような，運動ができるような環境に努めてほしいなというふうに思います。 

 次にですね，この③，緊急対策事業，この第４弾の実施状況の取組について，アとイ，一括して質問

をします。この卒業の思い出づくり，また，応援事業のこの実施，取組状況について。そして，イ，頑

張る学生応援事業の実施，取組状況についてお示しください。 

 

教育部長（福長敏文君） それでは，お答えをいたします。まず，卒業の思い出づくり応援事業につきま

して。本事業は，新型コロナウイルス感染症拡大の影響により，学校の各種行事が中止や縮小となって

いることから，学生生活最後の卒業イベントを応援するために，奄美市内の全小・中学校及び高等学校

の計３７校，１，２６０名を対象に，１人当たり５，０００円の助成をするものでございます。また，

全校児童・生徒数が１００名未満の小・中学校におきましては，貸切バス等利用の場合は５万円を上限

として追加の助成をしております。３月４日現在，全体の８１パーセントに当たる３０校から実施申請

書が提出されております。今後，未申請の学校に申請依頼をするとともに，全学校が実施できるよう

に，そしてまた，卒業生の思い出づくりに協力してまいりたいと考えております。 

 次に，頑張る学生応援事業の実施，取組状況についてお答えいたします。奄美市島外で頑張る学生応
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教育部長（福長敏文君） 今，申請状況ということでお話をいたしました。３７校の学校がございます

が，中には卒業生がいらっしゃらない学校もございますので，少し数が減りますけれども，全ての学校

が実施できるよう，今，学校のほうと連絡を取っているところでございます。 

 

２０番（竹山耕平君） はい，分かりました。小規模校，大規模校，また，学校においてはですね，この

時期は時期でありますので，卒業遠足とか，いろんなことも，やはりその思い出づくり，毎年，やっぱ

りやっているところに，このあれが，制度，事業が重なってきていますので，学校側のその単位の日

数，そして，授業のあり方含めてですね，クリアするところもありますけれども，是非，これ１００パ

ーセント，その申請ができない学校を除いた１００パーセントがしっかりと３月以内に，卒業までにで

すかね，実施できるようお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは，この最後の（２）ＧＩＧＡスクール構想の進捗状況について。①，②について，③も，に

ついて一括して質問いたします。この設備の整備状況についてお願いします。この学校内，そして，家

庭等への対応があるのか。また，その他があるのか。②のタブレットの端末の準備状況。そして，③の

授業でのこの活用計画。そして，教員への，教える，指導する教員へのこの支援体制を含めて，答弁を

お願いします。 

 

教育部長（福長敏文君） それでは，まず，現在の整備状況でございますが，学校については，普通教

室，特別教室，体育館等への無線ＬＡＮの整備を行っており，３月中旬の完成を予定しております。家

庭への対応ですが，教員，児童・生徒のタブレットの使用状況を見ながら，家庭学習への対応を検討し

てまいりたいと考えております。 

 次に，タブレット端末につきましては，これも３月中旬に納品を予定しておりまして，保管庫への収

納を行いまして，準備ができた学校から，随時使用していただきたいというふうに考えております。 

 

教育長（要田憲雄君） 授業における活用計画と，それから，教育の支援体制について御説明します。タ

ブレットはいいですね。私も１時間ほど，先日，研修を受けました。子どもたちが大変興味を持って取

り組むであろうと予想をしているところです。授業での活用計画等につきましては，児童・生徒が１人

１台のタブレットを活用することによって，自らの課題に応じて情報収集，選択したり，文章や図表に

まとめたり，表現したりすることができるところでございます。また，タブレットを用いて，各自の考

えを説明したり，電子黒板を提示し合ったりするなどして，協働的に深い学びにつなげ，教科内容のよ

り深い理解を促すことができると考えております。支援体制につきましてでございますが，先般，研修

計画を策定いたしました。また，先日ですが，先ほど申し上げましたように，３月３日に管理職を対象

にした研修会を開催しましたし，２日後の３月５日には，学校の先生方を対象にした研修会も開催いた

しまして，非常に好評でございました。今後も企画委員会を推進するなどして，具体的に支援する体制

を整えてまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

２０番（竹山耕平君） はい，ありがとうございました。もう最後なんですけれども，今，先ほど教育部

長からおっしゃったように，家庭環境だとか学校とか，いろんな，様々な課題が，今後，出てきて，ま

た，利用する中で分かってくると思いますので，早急な対応というか，迅速な対応をお願いしたいと思

います。そしてまた，先生方も大変でしょうが，是非頑張ってもらいたいなと思います。 

 これで，私の一般質問を終了いたします。 

 

議長（与 勝広君） 以上で，自民党奄美 竹山耕平君の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。１０時４５分，再開いたします。（午前１０時３１分） 
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                     ○              

議長（与 勝広君） 再開いたします。（午前１０時４５分） 

 引き続き，一般質問を行います。 

 無所属 永田清裕君の発言を許可いたします。 

 

３番（永田清裕君） 市民の皆様，議場の皆様，そして，インターネットを御覧の皆様，こんにちは。無

所属の永田清裕でございます。一般質問に臨むに当たり，一言，私の所見を述べさせていただきます。 

 はじめに，未だ衰えることのない新型コロナウイルスに感染され，全国でお亡くなりになられた方々

に衷心よりお見舞いを申し上げます。また，罹患し治療中の方々にお見舞いを申し上げ，１日も早い快

復を心よりお祈りいたします。また，全国各地において，最前線で新型コロナウイルス感染症に対処な

されている医療関係をはじめ，多くの関係機関の皆様に心から敬意と感謝を申し上げたいと存じます。

また，この奄美市においても，感染者が発生するなど不安を身近に感じる中，市民の皆様を支える生活

支援，事業者の皆様を支える経済対策，そして，今般のワクチンの接種への対応。あらゆる対策に多く

の予算を投じ，迅速に取り組んでおられる朝山市長はじめ当局の皆様に，その御尽力に心より敬意を表

したいと存じます。 

 さて，私も奄美市議会に参加をさせていただきまして，早２年目となりました。コロナ禍の影響によ

り，多くの行事が中止となり，市民の皆様とも触れ合う機会が少ない年でありました。しかしながら

も，現在もコロナ禍の厳しい状況が続いておりますので，市民の皆様に寄り添い，市民の皆様の声を聞

き，行政に届ける。行政とのパイプ役を務める。また，初心を忘れずに，当局の皆様と建設的な議論を

重ね，市民の皆様にお応えする，そういう思いで，今後の議員活動を果たしてまいりたいと存じます。

引き続き御指導賜りますようよろしくお願いいたします。 

 それでは，通告に沿って質問を行います。 

 まず，最初の質問でございます。令和３年度の奄美市政について。合併から１５年を振り返ってみて

思うこと，感じることについて，お伺いいたします。本市も合併から節目の１５年を迎えました。ま

た，朝山市政誕生から３期目の最終年度を迎え，現在の奄美市の状況を見て，市長としての思い，ま

た，感じることなどがあれば，お聞かせいただきたいと存じます。 

 次の質問からは発言席にて行います。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） それでは，永田議員にお答えさせていただきます。先般の施政方針でも申し上げま

したとおり，本年３月２０日で奄美市誕生から１５年の節目を迎えます。合併当初を振り返りますと，

国の三位一体の改革をはじめとする行財政改革の流れの中，新市としての一体感の醸成と，将来的な行

財政運営の基盤づくりの両立という難しい舵取りが求められた時期でもございました。いろんなことを

経験させていただきましたが，中でも財政基盤の観点から申し上げますと，私が就任した平成２１年度

末時点での基金の総額は約５８億円程度でございました。中でも，財政調整基金は約６億円程度と，財

政の安定化が喫緊の課題でございました。現時点においても，十分な財政力を確保しているとは言えな

い状況ではございます。その中で，令和３年度当初においては，基金の総額で約１４８億円と，当時に

比べると９０億円近く増加してきたほか，柔軟に，かつ，弾力的に活用できる財政調整基金について

は，ここ数年，３０億円程度を確保し，財政の安定化に努めてまいったところでございます。これまで

奄美豪雨災害を契機として，住民の拠り所である住用・笠利の庁舎をはじめ，本庁舎も新年度にはグラ

ンドオープンを迎えるほか，市民に安心・安全な水の提供を行うための平田浄水場の更新事業，子ども

たちの食育を支える奄美市給食センター整備や，デジタル社会に対応するための市内全域の光ファイバ

ー整備，市民交流センターなど大型事業を推進してまいりました。これらの大型事業につきましては，
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                     ○              
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市民共有の財産を形成するための先行投資である一方，今後は市民生活の中において，ソフト的な活用

を図っていくことが期待されている事業であると存じております。また，各種事業の推進に当たって

は，補助事業の導入や有利起債の活用など，実施計画や財政計画などに基づき，計画的に事業を実施し

てまいったところでございます。合併からの１５年を振り返りますと，新市における一体感の醸成はも

とより，名瀬・住用・笠利の特性を生かした施策を推進するとともに，将来にわたる財政基盤の安定化

を図りながら，市民サービスや産業振興に必要な事業については，概ね計画的に実行できてきたもので

はないかと思うところでございます。以上です。 

 

３番（永田清裕君） 市長，ありがとうございました。奄美群島で唯一合併を経験したこの奄美市であり

ます。今，御答弁にもありましたように，合併当初は大変厳しい財政状況からのスタートでありまし

て，あの奄美豪雨災害を乗り越えて，３地域の庁舎をはじめ，学校施設であるとか，道路や公園，そし

て，商店街やマリンタウンの中心地，中心市街地の整備，多くの事業が着実に進められていると，その

ように感じております。３地域ともに，生活環境など，１５年前と比べますと格段に良くなってきてお

ります。その中で，多くの大型事業が実施された中で，基金も多く確保し，財政の安定化にもしっかり

と取り組んでこられた朝山市政。その市政を支えてこられた職員の皆様の努力に，改めて心から敬意を

表したいと思います。 

 それでは，次の令和３年度の新年度予算の特徴ということで，お聞きいたします。令和３年度の重点

施策についてであります。新年度の予算を見ますと，前年度より減額となっておりますが，その中で

も，令和３年度には世界自然遺産の誕生が期待され，明るい兆しが伺え，いよいよ経済再生が図られる

年だと確信しております。先日の施政方針の中で，各分野の令和３年度に取り組む内容はお示しいただ

きましたけれども，そこで，新年度の期待のもたれること。力を入れて取り組むこと。また，奄振法の

折り返しの年となりますが，奄振法の延長を見据えた取組についてもお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 

総務部長（三原裕樹君） お答えをいたします。まず，新年度予算の特徴ということでございますけれど

も，コロナ禍において，歳入の厳しい状況が続きますが，安定した行政サービスの提供はもとより，新

型コロナ対策につきましても，引き続き最優先に取り組んでまいりたいというふうに考えております。

そのような中で，コロナに関しましては，ワクチン接種が進んでまいります。そのことによって，人や

経済の動きも回復されてまいります。また，令和３年度には本庁舎や市民交流センターがグランドオー

プンを迎えます。併せて，夏には念願の世界自然遺産登録という，歴史に刻まれる明るい話題も期待を

されております。これからも市民の皆様と一丸となって，コロナの対策に立ち向かい，そして，世界自

然遺産登録の大きなチャンスを起爆剤に，官民一体となって取り組むことで，必ずや経済の回復につな

がってくるものと考えております。 

 次に，奄振法の改正に向けてでございますけれども，道路や農業基盤などのインフラ整備はもとよ

り，奄振交付金を活用した航路・航空路運賃軽減，それから，各種ソフト事業の奄振予算は，奄振法に

基づくものでございまして，その令和３年度は，現行奄振法の５か年期限の折り返しを迎えることとな

ります。つきましては，令和６年度の奄振法延長を見据え，令和３年度から，次期奄美群島成長戦略ビ

ジョンの策定に，奄美群島広域事務組合が中心となって取り組んでいくこととしております。いずれに

いたしましても，地元の意見をしっかりと反映をしていただくことが重要と認識しておりますので，本

市といたしましても，奄美群島広域事務組合と連携をして取り組んでまいりたいと存じます。以上でご

ざいます。 

 

３番（永田清裕君） はい，ありがとうございました。答弁にもありましたように，やはりコロナ禍の厳

しい中にあっても，世界自然遺産の誕生というのは，奄美にとっては未来への大きな希望でありまし
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て，コロナ禍の中からの経済回復にもつながる大きなチャンスだと期待しております。 

 それから，奄振法でありますけれども，奄美群島の，やはり振興，発展には，奄振事業っていうの

は，将来の奄美群島の自立に向けての非常に重要な役割だと，そのように認識しております。そのため

にも，今後の奄振法の延長は必ず成し遂げていかなければならないと，そういう思いでございます。令

和３年度から延長に向けて動き出すようですが，ただの延長っていうことではなくて，やはり今後を見

据えた法改正の中での中身が重要だと，そのように考えます。答弁にもありましたが，やはり地元の意

見，地元が必要とすることがしっかりと内容に反映されるように，是非，奄美市がリーダーシップを発

揮して，奄美群島が一丸となって進めていただきたいと，そのように強く期待しております。ありがと

うございます。 

 次に，新型コロナウイルス感染症対策でございます。様々な対策があろうかと思います。まずはワク

チン接種について，国からの情報も日々変動し，なかなか具体的な計画も立てられない中で奮闘されて

いるワクチン接種推進室の皆様をはじめ，関係職員の御苦労に心より敬意を表したいと思います。 

 それでは，先に水際対策についてのお伺いです。奄美市においても，医療体制を含めて脆弱なところ

があります。地域の実情を加味した万全の態勢で対応されることを強く願うところであります。離島に

おいては，まずは入り口で水際対策が肝要であると考えますけれども，現状と今後の強化があれば，お

示しください。 

 

保健福祉部長（山下能久君） それでは，お答えいたします。水際対策につきましては，県や奄美大島５

市町村と連携をとりながら，奄美空港におきましては４月２１日から，名瀬港におきましては４月２９

日から職員を動員し，実施してまいりました。奄美空港での民間委託につきましては，昨年の１０月１

日から行っております。また，名瀬港での民間委託におきましては，船舶の到着時間や人員の確保が困

難なこともございましたが，委託事業者の御理解により，１２月１日から委託開始しております。委託

内容につきましては，設置いたしましたサーモグラフィーにより体表温測定を行います。体温が高い方

へは，連絡先や滞在先等の聞き取りを行い，市健康増進課へ報告を行います。体温が高いとされたその

日に，保健師が該当の方へ体調確認についての連絡を行い，必要に応じて県の受診相談センターへの連

絡や医療機関への受診を促しているところでございます。これからも引き続き，県や委託事業所，奄美

大島５市町村で連携をとりながら，水際対策に努めてまいりたいと存じますので，御理解をお願いいた

します。以上でございます。 

 

３番（永田清裕君） はい，ありがとうございます。空港が１０月，港が１２月に民間委託されたという

ことですね。空港については，１０月っていうのは報道で聞いておりましたけれども，港のほうが民間

委託されたかっていうのが非常に，私の情報不足で分からなかったもんですから，質問させていただき

ました。確認できて安心しました。ありがとうございます。 

 そこで，要は水際対策はいつまでやるのかと，その付近について教えていただけますか。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 水際対策につきましては，やはりその出入口，玄関口であるところでしっ

かりと新型コロナの感染を食い止めるということで進めさせております。この期限につきましては，県

も含めた，今からの協議になるんですけれども，新型コロナがある程度の収束を見るまでは続けさせて

いただきたいと考えているところでございます。以上でございます。 

 

３番（永田清裕君） はい，ありがとうございます。やっぱり水際対策っていうのは，期間を設けず，コ

ロナ収束まで徹底するって，そういうのが重要だと，そのように考えます。今後も県と連携して取り組

んでいただきたいと，そのようにお願いして終わりたいと思います。 

 次に，ワクチン接種についてお伺いします。感染拡大防止対策の最重要項目であると，そのように考
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日から行っております。また，名瀬港での民間委託におきましては，船舶の到着時間や人員の確保が困

難なこともございましたが，委託事業者の御理解により，１２月１日から委託開始しております。委託

内容につきましては，設置いたしましたサーモグラフィーにより体表温測定を行います。体温が高い方

へは，連絡先や滞在先等の聞き取りを行い，市健康増進課へ報告を行います。体温が高いとされたその

日に，保健師が該当の方へ体調確認についての連絡を行い，必要に応じて県の受診相談センターへの連

絡や医療機関への受診を促しているところでございます。これからも引き続き，県や委託事業所，奄美

大島５市町村で連携をとりながら，水際対策に努めてまいりたいと存じますので，御理解をお願いいた

します。以上でございます。 

 

３番（永田清裕君） はい，ありがとうございます。空港が１０月，港が１２月に民間委託されたという

ことですね。空港については，１０月っていうのは報道で聞いておりましたけれども，港のほうが民間
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 そこで，要は水際対策はいつまでやるのかと，その付近について教えていただけますか。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 水際対策につきましては，やはりその出入口，玄関口であるところでしっ
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３番（永田清裕君） はい，ありがとうございます。やっぱり水際対策っていうのは，期間を設けず，コ

ロナ収束まで徹底するって，そういうのが重要だと，そのように考えます。今後も県と連携して取り組

んでいただきたいと，そのようにお願いして終わりたいと思います。 

 次に，ワクチン接種についてお伺いします。感染拡大防止対策の最重要項目であると，そのように考
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えます。先日来，説明いただいております，先週もトップバッターの同僚議員のほうから，もう詳しい

質問もあり，また，詳しい答弁もいただきましたので，そこで市民の皆様へはお届けできたと，そのよ
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保健福祉部長（山下能久君） お答えいたします。まず，送迎につきましては，基本的に奄美文化センタ
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上でございます。 

 

３番（永田清裕君） はい，ありがとうございました。円滑な接種が行われることを期待したいと思いま

す。スタッフの確保についても，やはり大島郡医師会と連携しながらやっていただきたい。参考まで

に，先日の報道の中でも，県でも市町村を支援するために県看護協会から看護師を派遣する仕組みを準

備していると，そういう案内もありましたので，そういったところも，県と連携をですね，強化してい

ただきたいと，そのように思います。いずれにしましても，ワクチン接種は市民の皆様の安心につなが

り，そこから新たな経済復興の出発につながる，きっかけになる，そういう対策であると，そのように

も思います。ワクチン接種には，これから様々なハードルがあると思います。国や県の主導になると思

いますけれども，やはり市民の皆様へ細やかな情報を発信し，円滑なワクチン接種に向けての体制構築

に努めていただきたいと，そのようにお願いして終わりたいと思います。 

 続いて，経済対策についてお伺いします。ＧｏＴｏキャンペーントラベル事業，２０２０年７月から

日本における観光業の需要を喚起して，新型コロナ感染症の流行により疲弊した景気経済を再興させる

ことを目的とし，開始されたと認識しておりますが，奄美市においての経済効果と，同年の１２月２８

日から停止されましたけれども，その後の影響について，お聞かせください。 

 

商工観光部長（武下義広君） はい，それでは，お答えいたします。議員御案内のＧｏＴｏトラベル事業
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は，コロナ禍により疲弊した景気，経済の回復を目的とし，国の補正予算として延べ約１．７兆円をか

けたＧｏＴｏキャンペーンの一環として，主に宿泊，交通，土産などの観光関連産業の需要喚起対策と

して実施されたものでございます。御質問の経済効果についてですが，まずＧｏＴｏトラベル事業につ

いて，民間の調査会社による全国における経済効果の試算を見ますと，直接効果として３兆円，間接効

果として１．９兆円が見込まれるとのことでございます。一方で，この事業における特定地域での経済

効果については，現在のところ，該当する調査結果はなく，利用状況等についても，県をはじめ，本市

といたしましても情報を持ち得ていないところでございます。しかしながら，県が公表しております観

光動向調査報告書によりますと，首都圏における緊急事態宣言が初めて発出された昨年４月以降の奄美

地区の宿泊延べ人数についてですが，４月が６，６８２人。前年同月日７５．７パーセントの減。５月

が４，２０１人の８４．８パーセントの減。６月が１万１，５３６人の７６．７パーセントの減と，前

年同月を著しく下回っている一方，ＧｏＴｏトラベル事業が一部開始された７月以降については，７月

が２万４５５人の３９．６パーセントの減。８月が２万１，８６６人の３６．６パーセントの減。９月

が２万２，４３６人の１１．９パーセントの減と，徐々に回復し，東京都も含めて本格稼働となった１

０月以降については，１０月が２万８，３５０人の８，６パーセントの増。１１月が３万７９０人の１

１．５パーセントの増。最新の１２月が２万３，５７１人の２パーセントの減と，前年同月を上回る月

もあるなど，急激に回復してきており，県内の他の観光地についても同様の傾向が見られ，ＧｏＴｏト

ラベル事業実施の間，一定の効果を発揮したものと認識しているところでございます。 

 次に，新型コロナウイルス感染拡大を受けて，昨年末の１２月２８日からＧｏＴｏトラベル事業が全

国一斉に停止されました。併せて，コロナ対策として，２回目となる都市圏での緊急事態宣言の発出。

更には，本県においても感染拡大警報が発令されるなど，様々な状況が同時期に重なったところでござ

います。このような中，航空事業者が発表した奄美大島への１月の輸送実績は２万２，６１５人で，前

年同月比４５．６パーセントの減となっております。また，これに伴って，奄美大島における２月時点

の全路線の減便数は３９．９パーセント。奄美群島路線以外の都市路線については，減便率が５３．１

パーセント。更に，３月の減便率についても，既に全路線が２３パーセント，都市路線が２８．６パー

セントとなるなど，厳しい状況となっているところです。今後についてですが，最新の情報によります

と，政府はＧｏＴｏトラベル事業の全国停止を３月８日以降も継続する考えを示しており，本格的な再

開までには暫くの時間を要することが予想されます。本市といたしましては，まずは国の動向を注視す

るとともに，島民の宿泊や体験プログラムの利用を助成する島民向け宿泊体験プログラム利用助成事業

など，人の流れが制限される状況下においても実施できる域内観光を積極的に展開することで，大きな

影響を受けている観光業界をしっかりと支え，コロナ後も持続的な奄美観光の実現に向け，取り組んで

まいりたいと考えております。以上です。 

 

３番（永田清裕君） 今，部長からも答弁ありましたけれども，ＧｏＴｏトラベル停止中の中で行われて

いる島民向け宿泊体験プログラム助成事業についてでありますけれども，２月末で終了したばかりの事

業だと思いますが，事業の実績を簡単にで結構ですので，お示しください。 

 

商工観光部長（武下義広君） はい，それではお答えいたします。議員御質問の島民向け宿泊体験プログ

ラム助成事業についてでございますが，本事業は御承知のとおり，奄美大島５市町村で連携して実施し

ており，事業の内容としましては，奄美大島にお住いの方が島内の宿泊施設，または，体験プログラム

を利用した際に，１人１泊，若しくは１人１回当たり体験プログラム費用の５０パーセントを助成する

ものであり，上限額を２万円として実施いたしております。事業者の登録状況につきましては，宿泊事

業者が６３事業者，体験プログラム事業者が３９事業者，８５プログラムの登録を行っていただいてお

ります。島民の応募状況につきましては，５市町村合計で２，３０４名となっており，そのうち奄美市

民が１，６２３名，７０．４パーセントの方に御利用いただくこととなっております。助成額の実績に
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ついてですが，現在，事業終了後であり，事業者からの申請期間中であることから，詳細については追

って御報告させていただきたいと思いますので，ご理解いただきたいと思います。以上です。 

 

３番（永田清裕君） 様々な努力を重ねながら実施していかれていることだと思います。第１弾，第２弾

をしっかりと検証し，次回の事業ではより効果的に，市民に響く形で，市民の使い勝手の良い事業を具

現化していただきたいと，そう思います。多くの皆様に受け入れられる事業であることと，あとは地域

の皆様が利用することで，逆に事業者の皆様のスキルアップにもつながると，そういう事業であること

を期待いたします。ありがとうございました。 

 続きまして，奄美市新型コロナウイルス対策官民連携協議会の設置についてでございます。先ほどか

ら述べさせてもらっておりますが，新型コロナウイルス対策には様々な課題があると思います。そこ
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総務部長（三原裕樹君） それでは，お答えいたします。まず，目的についてでございますけれども，新
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まずは各分野での意見交換，情報共有を先行して実施をしたほうがよいとの御意見がございましたの

で，まずは商工団体の会議に，先ほども少し御答弁申し上げましたけれども，本市健康増進課が参加を

させていただきまして，感染防止対策について情報共有するなどの取組を行っているところでございま

す。以上でございます。 

 

３番（永田清裕君） この協議会の設置っていうことは，やはり即効性のある，緊急的な経済対策へつな

がるっていうことでの設置を目的とされていると承知しております。いずれにしましても，コロナに関

しては，ワクチン接種も始まり，これから生活や経済の動きも徐々に戻ってくると期待しているところ

であります。これからも，コロナへの取組がどうであるのか。地域経済の状況がどうなっているのか。

タイムリーに関係する皆様が同じテーブルにつき，情報を共有し，意見を出し合い，一緒になって課題

解決に向けて取り組んでいく。併せて，コロナ収束後を見据えた課題にも取り組んでいくことが重要だ

と，そのように強く思っています。私のほうにも，その機会を設けてほしいとの意見もありますので，

是非，早期に協議会の開催を考えていただきたいとお願いしておきます。以上です。 

 それでは，次に，子どもたちの教育，保育環境についてのお伺いでございます。公共施設っていうの

は，数多く存在しますけれども，学校施設を見てみますと，笠利中学校は立派な校舎ができあがりまし

た。それぞれの地域において，計画的に整備が進められている，そのような状況であると認識しており

ます。新しい校舎ができて，その新しい環境の中で子どもたちが学び，成長していくためにも，校舎を

活用した中身の濃い教育がとても重要だと，そのように思います。教育のデジタル化っていうのも進ん

でいるようでございます。施設の整備とともに，子どもたちの学力向上はもちろんのこと，その中での

感性を育てる情操教育や郷土教育にも更に力を入れていただきまして，奄美市らしい教育の向上に期待

しておるところでございます。そこで，保育施設についてでありますが，住用・笠利地区において，施
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設の整備のあり方が議論されてきております。そこで，（１）住用・笠利地区の保育所について伺いま

す。令和元年度に住用，令和２年度に笠利に保育施設あり方検討委員会が開催されておりますけれど

も，その後の進捗状況など，現状をお示しください。 

 

住用総合支所事務所長（弓削洋一君） お答えいたします。先ほどの竹山議員への答弁と重複いたします

が，住用地区保育施設あり方検討委員会は東城へき地保育所が土砂災害で被災し，利用できない状況に

なったことから，住用地区における新たな保育拠点施設のあり方も含め，同委員会の意見をまとめ，あ

り方としての報告を市長へ提出したところでございます。この報告を受け，準備を進めているところ，

建設予定地の一部に国所有の土地が含まれていることが判明したことから，現在，関係機関と協議を進

めているところでございます。 

 次に，今後の計画についてまで，はい。いずれにいたしましても，今後の建設計画につきましては，

関係機関との協議状況を踏まえながら進めてまいりますので，御理解をよろしくお願いいたします。以

上です。 

 

笠利総合支所事務所長（濱田洋一郎君） それでは，続けて笠利地区における保育施設整備の進捗状況並

びに今後の計画について，お答えいたします。本年度設置いたしました，笠利地区保育施設等あり方検

討委員会は，これまで委員会を６回開催をさせていただいて，先日，３月５日に最終会合を行ったとこ

ろでございます。この委員会では，施設の老朽化，待機児童の解消，認定こども園の新設など，笠利地

区の課題を踏まえ，将来にわたる保育施設の望ましいあり方について議論を重ねまして，今月の２４日

の日に報告書を提出する予定となっております。今後の計画でございますが，あり方検討委員会の報告

を受け，関係部局と協議，調整を図り，更には保護者や地域住民の理解を得ながら，令和３年度に具体

的な基本方針を策定していこうと予定しているところでございます。以上です。 

 

３番（永田清裕君） すいません，ありがとうございました。それで，住用の保育所についてであります

けれども，私がまず思うことは，建設場所っていうのを委員会で話し合ってもらう際には，候補地とす

る土地が利用可能なのかどうか，調べて確認していなかったのか。また，そういう話し合いの後に問題

が生じたのか。本当に，非常に，正直言って疑問に思うところであります。地域の皆様には検討委員会

が終わり，早く新しい設備が，施設が整備されることを期待して待っていることだと，そのように思い

ます。そこで，土地は，今，県や国と協議中と答弁ありましたけれども，いつ頃に協議が終了する見込

みなのか。整備に入れるのはいつ頃の見込みなのか，まずお聞かせいただきたいと思います。それか

ら，やはり心待ちにしている保護者の皆様，地域の皆様，そして，話し合っていただいた委員会の皆様

には，現在の状況，今後の整備に向けた計画など，御説明しているのかどうか，併せてお聞かせいただ

きたいと思います。 

 

住用総合支所事務所長（弓削洋一君） お答えいたします。繰り返しになりますが，今後の計画につきま

しては，国・県との協議を，今，進めているところでございますので，今しばらく，進めている段階で

ございますので，御理解をいただきたいと思います。 

 それと，以前の旧あり方検討委員会の皆様には，令和３年の２月１２日に現況の報告をしてありま

す。それと，令和３年の２月２６日に，保護者，また，地域向けの説明会を開催したところでございま

す。その中で，保護者からの御意見等もいただきまして，早期の建設を望まれておりますので，先ほど

も繰り返し申し上げていますけれども，関係機関との協議状況を踏まえながら，早く進めてまいります

ようにいたしますので，御理解をよろしくお願いいたします。以上です。 

 

３番（永田清裕君） いつ頃っていうのをお聞きしたかったんですけれども，今，協議中なので，後から
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でも結構ですので，是非そこのときはしっかりと進めていただきたいと思います。整備に向けては，

様々なハードルがあると思いますけれども，解決すべく，一つ一つ丁寧に取り組んで，着実に進めてい

ただきたい，そういう思いからの，私は質問でございます。関係職員一丸となって進めていただきたい

と，そのようにお願いをして終わりたいと思います。 

 それと，続きまして，笠利保育所についてでございますけれども，笠利保育所は今月の２４日でした

っけ，委員会から報告書が提出されて，令和３年度に基本方針を策定するっていうことですので，これ

も引き続き，計画を着実に進めていただきたいと希望して，終わりたいと思います。ありがとうござい

ました。 

 それでは，次に，名瀬地区の保育所についてのお伺いでございます。小浜保育所再整備についてとい

うことでお伺いします。まず，小浜保育所の保育所施設あり方検討委員会の開催の御予定をお示しくだ

さい。 

 

福祉事務所長（永田孝一君） それでは，お答えいたします。小浜保育所の整備につきましては，老朽化

が指摘されているところですが，今現在，保育所は，施設のあり方検討委員会の開催は計画はしており

ません。 

 

３番（永田清裕君） はい，ありがとうございます。それでは，小浜保育所整備について，前回の御答弁

で，アンケートやヒアリングを実施して，地域や保護者の方々からの意見を伺うとしましたけれども，

どのような意見が届いておるか，お聞かせいただきたいと思います。 

 

福祉事務所長（永田孝一君） 地域や保護者からの御意見ということでございますが，内部の，保護者向

けにアンケートを実施するとか，ヒアリング等は，まだ実施しておりませんので，ご理解いただきたい

と思います。内部の職員等からの老朽化の話などは伺っております。 

 

３番（永田清裕君） それでは，いつ頃実施する予定なのか，お聞かせいただいてよろしいでしょうか。 

 

福祉事務所長（永田孝一君） アンケート調査，ヒアリング等については，今後，調査を行って意見を集

約したいと思っておりますので，御理解をよろしくお願いいたします。 

 

３番（永田清裕君） 先に進みたいと思います。ありがとうございました。小浜保育所については，私は

昨年から質問させていただいております。理由を申し上げますと，住用・笠利は先行して委員会を開催

し，整備計画がまとめられ，今後，整備も進められることになると，そのように思います。答弁にもあ

りましたように，小浜保育所っていうのは，約５０年近く，建築してから５０年近くなる施設でありま

す。建物の老朽化も激しく，毎年，修繕などで対応しているようです。更に，子どもたちが多い割には

土地は狭く，窮屈に感じるところであります。また，名瀬地区においては，社会福祉事業団が運営する

保育所が６か所がありまして，３か所，失礼しました，３か所ありまして，いずれは事業団の施設も改

修や整備が必要になってくるところだと，そのように思います。このような状況を見ますと，やはり今

後は名瀬地区，そして，小浜地区の今後について議論をしていく必要性を強く感じるところでありま

す。答弁にありましたように，いずれにしましても，計画を立てるためにも，話し合いから始めて，ど

こにどのような施設を整備するのか。財源はどうするのかなどなど，実際に整備を始めるまでも，当

然，長い時間が必要になることは理解しております。従って，今後に向けた，名瀬地区の保育環境を考

えますと，早期に検討を始めていくべきだと思いますけれども，再度，市のお考えをお聞かせくださ

い。 
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福祉事務所長（永田孝一君） 小浜保育所の整備につきましては，施設の老朽化，先ほどから出ておりま

すけれども，につきましては十分認識をしております。それらの老朽化に伴う課題などについて，まず

は整理をさせていただきたいと考えております。部内の協議を進めていく上で，それから，先ほど申し

ましたアンケートやヒアリング等を行った上で，整理をさせていただいた上で，具体的な計画について

は，また，住用・笠利の話もありましたけれども，施設整備に加えて，本市の他の施設整備事業等の平

準化などもございますので，それらを考えながら取り組んでいきたいと考えておりますので，御理解を

よろしくお願いいたします。 

 

３番（永田清裕君） あと，もう１点だけお伺いしたいんですけれども，保育施設の設備についての議論

っていうのは，前回の御答弁の中で，子ども子育て会議以外で検討する旨の答弁をいただきましたけれ

ども，それ以外の場っていうのは，どういったところが議論の場になるんでしょうか，お聞かせいただ

きたいと思います。 

 

福祉事務所長（永田孝一君） 子ども子育て会議，９月議会だったと思いますけれども，子ども子育て会

議について御答弁をさせていただきました。現在，子ども子育て会議の使い方としては，定数ですと

か，そういった，学童保育の定数ですとか，そういった課題，内面的な，ソフト的な課題が出たときに

開いているという話をしておりましたが，その当時の答弁でも，子ども子育て会議も含めて，こういっ

た議論の場というのは設けられるという回答をしたつもりでございます。なので，そういったものも含

めて，先ほどのあり方の話もございましたが，外部との，保護者等も交えた協議は必要になってくると

は考えております。ただ，現在では，その前に内部での整理をする時間をくださいということでござい

ます。 

 

３番（永田清裕君） 確かに，子ども子育て会議で定数を議論するっていうことは，定数が入るかどうか

はという，施設の議論も当然，あって然るべきだと，私，思っていまして，そこの中でちょっと見させ

てもらうと，部会を設置するっていう項目もありますので，もうちょっと広範囲というか，間口を広げ

てですね，議論するっていう，そういうことも併せてお願いしたいと思います。ありがとうございまし

た。 

 それでは，４番目の離島における諸課題についてと題しまして，輸血医療体制の強化についてお伺い

したいと思います。離島が故の課題は多くあると思いますけれども，その一つに輸血医療体制があると

考えます。先日，医療関係の方から，奄美市に血液備蓄所がない。安定した供給を得ることが必要だ

と，改めてお聞きしましたので，この質問をさせていただきます。この血液，輸血医療体制について，

奄美市において，この件に関して，現在，どのように感じておられるのかをお伺いしたいと思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） お答えいたします。奄美大島における輸血医療体制につきましては，昭和

３７年に緊急用輸血運搬中の自衛隊機が墜落し，１３名の方が亡くなったことから，昭和４５年に県立

大島病院内に赤十字名瀬出張所が設置され，昭和５５年には民間の血液備蓄所が設置されておりまし

た。しかしながら，この民間の血液備蓄所につきましては，血液製剤を製造，販売する日本赤十字社が

医薬品販売業の許可を受けたもの以外の販売や貯蔵などを禁じる医薬品医療機器法との整合性に疑義が

あるということから，平成３０年４月に備蓄所の制度は廃止されております。現段階では，備蓄所の開

設は検討されてないようでございますが，日本赤十字社では，供給に支障がないような対応を進めてい

ると伺っているところでございます。このような中，県立大島病院では，平成３０年７月から厚生労働

省科学研究補助金を活用いたしました，離島の中核病院における血液製剤利用に対して，複数の医療機

関が支援を行う運用の研究，これをブラッドローテーションと呼んでおりますが，これを開始し，昨年

２月まで実施されております。この研究につきましては，保存期間の短い血液製剤の有効活用につい
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福祉事務所長（永田孝一君） 小浜保育所の整備につきましては，施設の老朽化，先ほどから出ておりま

すけれども，につきましては十分認識をしております。それらの老朽化に伴う課題などについて，まず

は整理をさせていただきたいと考えております。部内の協議を進めていく上で，それから，先ほど申し

ましたアンケートやヒアリング等を行った上で，整理をさせていただいた上で，具体的な計画について

は，また，住用・笠利の話もありましたけれども，施設整備に加えて，本市の他の施設整備事業等の平

準化などもございますので，それらを考えながら取り組んでいきたいと考えておりますので，御理解を

よろしくお願いいたします。 

 

３番（永田清裕君） あと，もう１点だけお伺いしたいんですけれども，保育施設の設備についての議論

っていうのは，前回の御答弁の中で，子ども子育て会議以外で検討する旨の答弁をいただきましたけれ

ども，それ以外の場っていうのは，どういったところが議論の場になるんでしょうか，お聞かせいただ

きたいと思います。 

 

福祉事務所長（永田孝一君） 子ども子育て会議，９月議会だったと思いますけれども，子ども子育て会

議について御答弁をさせていただきました。現在，子ども子育て会議の使い方としては，定数ですと

か，そういった，学童保育の定数ですとか，そういった課題，内面的な，ソフト的な課題が出たときに

開いているという話をしておりましたが，その当時の答弁でも，子ども子育て会議も含めて，こういっ

た議論の場というのは設けられるという回答をしたつもりでございます。なので，そういったものも含

めて，先ほどのあり方の話もございましたが，外部との，保護者等も交えた協議は必要になってくると

は考えております。ただ，現在では，その前に内部での整理をする時間をくださいということでござい

ます。 

 

３番（永田清裕君） 確かに，子ども子育て会議で定数を議論するっていうことは，定数が入るかどうか

はという，施設の議論も当然，あって然るべきだと，私，思っていまして，そこの中でちょっと見させ

てもらうと，部会を設置するっていう項目もありますので，もうちょっと広範囲というか，間口を広げ

てですね，議論するっていう，そういうことも併せてお願いしたいと思います。ありがとうございまし

た。 

 それでは，４番目の離島における諸課題についてと題しまして，輸血医療体制の強化についてお伺い

したいと思います。離島が故の課題は多くあると思いますけれども，その一つに輸血医療体制があると

考えます。先日，医療関係の方から，奄美市に血液備蓄所がない。安定した供給を得ることが必要だ

と，改めてお聞きしましたので，この質問をさせていただきます。この血液，輸血医療体制について，

奄美市において，この件に関して，現在，どのように感じておられるのかをお伺いしたいと思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） お答えいたします。奄美大島における輸血医療体制につきましては，昭和

３７年に緊急用輸血運搬中の自衛隊機が墜落し，１３名の方が亡くなったことから，昭和４５年に県立

大島病院内に赤十字名瀬出張所が設置され，昭和５５年には民間の血液備蓄所が設置されておりまし

た。しかしながら，この民間の血液備蓄所につきましては，血液製剤を製造，販売する日本赤十字社が

医薬品販売業の許可を受けたもの以外の販売や貯蔵などを禁じる医薬品医療機器法との整合性に疑義が

あるということから，平成３０年４月に備蓄所の制度は廃止されております。現段階では，備蓄所の開

設は検討されてないようでございますが，日本赤十字社では，供給に支障がないような対応を進めてい

ると伺っているところでございます。このような中，県立大島病院では，平成３０年７月から厚生労働

省科学研究補助金を活用いたしました，離島の中核病院における血液製剤利用に対して，複数の医療機

関が支援を行う運用の研究，これをブラッドローテーションと呼んでおりますが，これを開始し，昨年

２月まで実施されております。この研究につきましては，保存期間の短い血液製剤の有効活用につい

 

- 132 - 

 

て，一定の効果をあげているとの報告を受けているところでございます。奄美大島５市町村において

も，血液製剤の安定供給は日本赤十字社の責務と考え，このブラッドローテーションの仕組みが研究終

了後も継続して実施することについて，要望書を，日本赤十字血液センターに対し，昨年の２月１７日

に提出しているところでございます。本市といたしましては，善意の献血が有効に活用されますよう，

今後とも奄美大島５市町村と連携を図り，輸血医療体制の強化に努めてまいりたいと存じているところ

でございます。以上でございます。 

 

３番（永田清裕君） 詳しく調べていただきまして，ありがとうございました。２年前からの課題という

ことになろうかと思いますけれども，現在，民間の血液備蓄所も撤退をし，県の赤十字血液センターか

ら直販体制っていうのに移行して，県病院内の在庫を持つようになると，なっていると，そのように伺

っております。そこで，廃棄する血液が多くなって，多額の費用の負担が問題になっているというか，

問題を抱えていると，そういう状況であります。やはり，離島においては，本土と異なり，大きなリス

クを伴っております。安定した血液供給の下で救命救急センター，あるいはドクターヘリ，そして，緊

急手術，あるいは普通の定時手術に携わることが肝要であると，そのように思います。そこで，奄美市

においても，答弁でありましたように，ブラッドローテーションを継続させることなど，奄美大島５市

町村で連携して積極的に要望していただきたい。また，併せて県病院とも協議することも，是非，前向

きに考えていただきたいと，今回は，そうお願いして質問を終わりたいと思います。ありがとうござい

ました。 

 

議長（与 勝広君） これの質問ね。はい。どうぞ，続けてください。 

 

３番（永田清裕君） そうお願いして，質問終わりますって，いいですか。それでは，最後になります

が，３月３１日をもって奄美市役所を卒業される同級生の皆様に，心から御礼を申し上げたいと思いま

す。合併から１５年。中堅職員として合併を経験し，それぞれ自治体の規模も違う中でのスタートであ

りましたが，現在では各部署を取りまとめる立場となり，朝山奄美市政を中核で支え，現在のすばらし

い環境が整備されてきた，この奄美市の発展に御尽力なされた皆様であります。同級生の全ての皆様に

敬意を表し，市民の１人として心から感謝を申し上げます。一方で，６０歳の還暦と言えば，今の時代

では気力も体力もまだまだ青年だと，私も自負しているところであります。これからは引退ではなく，

是非，奄美市の庁内，庁外を問わず，経験豊富な即戦力の１人として，奄美市をしっかり支え，引き続

き活躍されますことを心から御期待申し上げ，お礼の挨拶といたします。お世話になりました。ありが

とうございました。 

 一般質問を終わります。 

 

議長（与 勝広君） 以上で，無所属 永田清裕君の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。午後１時３０分，再開いたします。（午前１１時４０分） 

                     ○              

議長（与 勝広君） 再開いたします。（午後１時３０分） 

 午前に引き続き，一般質問を行います。 

 チャレンジ奄美 正野卓矢君の発言を許可いたします。正野卓矢君から一般質問中の資料投影のた

め，書画カメラ使用の申し出がありましたので，これを許可いたします。 

 

１番（正野卓矢君） 市民の皆さん，議場の皆さん，そして，インターネット中継を御覧の皆さん，こん

にちは。チャレンジ奄美の正野卓矢です。 

 質問に入る前に，少々所見を述べさせていただきます。夏頃には悲願の世界自然遺産登録が控えてい
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るわけであります。もちろん，登録がゴールではなく，スタートであることは，皆さん御承知のとおり

だと思います。先祖から受け継がれた島に流れているゆるりとした空気。ここにしかない生態系。暮ら

しに根付いた文化など，たくさんの財産を次へつなげていく。これらは私たちが生きていく島で生かせ

てもらうために守っていかなければならないものだと感じています。そういった暮らしの中で生まれて

くる魅力的なストーリーだったり，これは観光の面に対してもいい方向へ向かわせてくれると思いま

す。奄美に何度も遊びに来てくれる方々には，ここにしかない生態系，美しい海や広大な森などの豊富

な自然を感じ，たくさんある島の魅力を楽しんで行かれる方も多いと思います。ですが，それだけでは

なく，あの人に会いたいとか，また会いに行こう。そうやって，島の人に，人に会いに来てくれる方々

も多いと思います。リピーターとして何度も島にいらっしゃる方々の中には，この部分が多く占めてい

るのではないかと感じるほどです。島の方々の気前とでも言いますか，もてなしたいというＤＮＡは本

当にすばらしいなと思うわけです。こういった島人の気前やおもてなしの心，これは島の魅力の一つで

あり，貴重な財産です。世界自然遺産ともなれば，大勢の方々が来島が予想されます。ですので，この

おもてなしの心や気前の部分も持続可能なものでならなくてはならないと考えます。満足できる観光体

験と地域の宝，住民の暮らし，そして，島の経済，これらがどれかに偏るわけではなく，この四つが上

手く循環して回る，全てがＷｉｎＷｉｎの関係で続いていく，そのことが大切になると思います。この

関係性を持続可能なものにするために，この島ならではの受入のためのルール作り，これが必要になっ

てくると思います。島に遊びに来ていただき，私たちは喜びとともに受け入れる態勢ができている。そ

んな独特なルールであれば，そのルールさえも観光につながっていくのかもしれません。受入のための

細やかなルール作りは，もう必要な時期に来ていると思います。世界自然遺産登録というすばらしい結

果を待ちながら，住民を皆さんを巻き込んでのルール作り，これをやっていけたらと思っております。 

 それでは，質問に入ります。行政の行っている業務には，変えられるものと，変えられないものがあ

ります。住民との対話であったり，福祉サービスや公共インフラの維持，災害対応，町の活性化への取

組など，今後，より重要になってくるもの，変えることのできないアナログな業務がたくさんあり，こ

のような業務は自治体の職員数が，今後，減っていったとしてもですね，変えることはできませんし，

力を入れていくべき大切な業務だと思います。このような人と人がかかわるアナログな業務に丁寧に取

り組むためにも，変えることのできる業務，これをＩＣＴの力を借りて業務効率を高めることで，自治

体職員が地域のために使える時間を創出していける。デジタル化にはこういった目的があるかと思いま

す。そこで，昨年より奄美市でも取り入れているＬｏＧｏチャットについての質問です。（１），Ｌｏ

Ｇｏチャット，ＬｏＧｏホームについて。①，このＬｏＧｏチャットですが，今現在，全国でどれぐら

いの自治体が導入していて，奄美市の職員は何名ぐらいが登録されているか，お答えください。 

 次の質問から発言席にて行います。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 

 

総務部長（三原裕樹君） それでは，ＬｏＧｏチャットの導入自治体について，まずお答えをいたしま

す。本サービスの提供事業者によりますと，２月末現在で，全国５９７自治体が利用していると伺って

おります。なお，本市では約５５０名の職員がＬｏＧｏチャットへ登録して，利用をしているところで

ございます。以上でございます。 

 

１番（正野卓矢君） はい，ありがとうございます。全国の自治体数が１，７４１ですので，５９７って

いったら３分の１弱ぐらいの自治体が導入されているわけですね。よく分かりました。ちなみに，奄美

市の６５０人という登録者数ですが，全職員では何パーセントぐらいに。５５０人という登録者数で

は，全職員で言えば何パーセントぐらいの割合になりますかね。 
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るわけであります。もちろん，登録がゴールではなく，スタートであることは，皆さん御承知のとおり

だと思います。先祖から受け継がれた島に流れているゆるりとした空気。ここにしかない生態系。暮ら

しに根付いた文化など，たくさんの財産を次へつなげていく。これらは私たちが生きていく島で生かせ

てもらうために守っていかなければならないものだと感じています。そういった暮らしの中で生まれて

くる魅力的なストーリーだったり，これは観光の面に対してもいい方向へ向かわせてくれると思いま

す。奄美に何度も遊びに来てくれる方々には，ここにしかない生態系，美しい海や広大な森などの豊富

な自然を感じ，たくさんある島の魅力を楽しんで行かれる方も多いと思います。ですが，それだけでは

なく，あの人に会いたいとか，また会いに行こう。そうやって，島の人に，人に会いに来てくれる方々

も多いと思います。リピーターとして何度も島にいらっしゃる方々の中には，この部分が多く占めてい

るのではないかと感じるほどです。島の方々の気前とでも言いますか，もてなしたいというＤＮＡは本

当にすばらしいなと思うわけです。こういった島人の気前やおもてなしの心，これは島の魅力の一つで

あり，貴重な財産です。世界自然遺産ともなれば，大勢の方々が来島が予想されます。ですので，この

おもてなしの心や気前の部分も持続可能なものでならなくてはならないと考えます。満足できる観光体

験と地域の宝，住民の暮らし，そして，島の経済，これらがどれかに偏るわけではなく，この四つが上

手く循環して回る，全てがＷｉｎＷｉｎの関係で続いていく，そのことが大切になると思います。この

関係性を持続可能なものにするために，この島ならではの受入のためのルール作り，これが必要になっ

てくると思います。島に遊びに来ていただき，私たちは喜びとともに受け入れる態勢ができている。そ

んな独特なルールであれば，そのルールさえも観光につながっていくのかもしれません。受入のための

細やかなルール作りは，もう必要な時期に来ていると思います。世界自然遺産登録というすばらしい結

果を待ちながら，住民を皆さんを巻き込んでのルール作り，これをやっていけたらと思っております。 

 それでは，質問に入ります。行政の行っている業務には，変えられるものと，変えられないものがあ

ります。住民との対話であったり，福祉サービスや公共インフラの維持，災害対応，町の活性化への取

組など，今後，より重要になってくるもの，変えることのできないアナログな業務がたくさんあり，こ

のような業務は自治体の職員数が，今後，減っていったとしてもですね，変えることはできませんし，

力を入れていくべき大切な業務だと思います。このような人と人がかかわるアナログな業務に丁寧に取

り組むためにも，変えることのできる業務，これをＩＣＴの力を借りて業務効率を高めることで，自治

体職員が地域のために使える時間を創出していける。デジタル化にはこういった目的があるかと思いま

す。そこで，昨年より奄美市でも取り入れているＬｏＧｏチャットについての質問です。（１），Ｌｏ

Ｇｏチャット，ＬｏＧｏホームについて。①，このＬｏＧｏチャットですが，今現在，全国でどれぐら

いの自治体が導入していて，奄美市の職員は何名ぐらいが登録されているか，お答えください。 

 次の質問から発言席にて行います。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 

 

総務部長（三原裕樹君） それでは，ＬｏＧｏチャットの導入自治体について，まずお答えをいたしま

す。本サービスの提供事業者によりますと，２月末現在で，全国５９７自治体が利用していると伺って

おります。なお，本市では約５５０名の職員がＬｏＧｏチャットへ登録して，利用をしているところで

ございます。以上でございます。 

 

１番（正野卓矢君） はい，ありがとうございます。全国の自治体数が１，７４１ですので，５９７って

いったら３分の１弱ぐらいの自治体が導入されているわけですね。よく分かりました。ちなみに，奄美

市の６５０人という登録者数ですが，全職員では何パーセントぐらいに。５５０人という登録者数で

は，全職員で言えば何パーセントぐらいの割合になりますかね。 
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総務部長（三原裕樹君） 職員が約６００名ですから，ほとんどの職員が利用しているということでござ

います。 

 

１番（正野卓矢君） ありがとうございます。 

 それでは，２の質問へと移ります。２の質問。ＬｏＧｏチャットの説明についてなんですが，ＬｏＧ

ｏチャットって一体なんだと思われる方も多いと思うので，ＬｏＧｏチャットについてどういったもの

か，簡単にお示しください。質問内容が被ってくる部分もありますので，④の導入費用についても一緒

にお聞きしたいと思います。このＬｏＧｏチャットのセキュリティ面や初期費用も含めて，どれぐらい

費用がかかるのかまでお示しください。 

 

総務部長（三原裕樹君） まず，ＬｏＧｏチャットの機能，セキュリティ，費用面について，それぞれお

答えをいたします。まず，ＬｏＧｏチャットの機能につきましては，ＬｏＧｏチャットはチャットと呼

ばれる短い文章や写真等について，迅速に情報のやり取りを行うことができるサービスとなっておりま

す。ＬｏＧｏチャットを活用することで，情報共有や意思決定を迅速に行い，業務の効率化が期待でき

ることから，まず本年度より試行的に運用を行っているところでございます。セキュリティの面につき

ましては，本サービスは管理者によって登録された利用者のみが利用できまして，登録されていない人

とは利用ができないというような仕組みになっております。また，登録済みの利用者につきましても，

ＬｏＧｏチャットを使用できる端末を限定する機能などを備え，利用中の情報漏洩や不正利用を防止す

るためのセキュリティ対策が提供をされております。費用面につきましては，今年度は事業者による試

行，トライアルですね，期間でございますので，費用は発生しておりません。今後，試行が終了して有

償サービスへ移行した場合には，利用者１人当たり月額４４０円のサービス利用料が発生することとな

ります。従いまして，総額でいいますと約２８０万程度かかってくるというふうになります。以上でご

ざいます。 

 

１番（正野卓矢君） 御説明，ありがとうございます。取り敢えず，今現在はトライアル期間中というこ

とで，無料ということで，新型コロナの課題がいろいろあるときに，こういったサービスがあるのはあ

りがたいと思います。 

 次，今，部長さんもおっしゃったんですが，中で，③のＬｏＧｏチャットを導入することによって効

果，メリット，たくさんあると思いますけれども，まだ，あったらお願いします。 

 

総務部長（三原裕樹君） 導入のメリットにつきましては，本サービスを活用することで情報共有や意思

決定を迅速に行い，業務の効率化が図られることが一番のメリットであると考えております。実際に，

昨年の９月の台風１０号による避難所開設では，ＬｏＧｏチャットを用いた連絡体制を構築すること

で，被災情報の共有や各避難所間の連絡に活用し，迅速な情報共有を図ってまいりました。また，これ

まで文書での案内を行っていた通知，それから，時間外の会議などに，一部ＬｏＧｏチャットでの情報

共有に変えることによりまして，ペーパーレスや時間外手当の縮減が図られております。併せて，昨日

の真名津町での火事，火災が発生をいたしましたが，その件につきましても，関係課と協議をいたしま

して，その日のうちに焼け出された方の市営住宅の手配もできたというふうなこともございました。更

に，利用中の職員を対象としましたアンケート調査では，平均して職員１人１日当たり約３０分の業務

時間削減の効果が見られたという結果も出ているところでございます。以上でございます。 

 

１番（正野卓矢君） はい，ありがとうございます。メリットはたくさんあるってことですね。報告，連

絡，相談とか，テーマごとに履歴が蓄積されていきますので，必要な情報を探すのに，数年ごとに職員

の皆さんは異動されますので，個人で蓄積されたノウハウを組織力として発揮して，しやすくなるとか
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ですね。すごい利用することで，大変メリットがあると思います。今，少しおっしゃったんですが，利

用して感じた効果といいますか，このシステムをどんどん取り入れていくことで創出されていく時間，

今，３０分とおっしゃいましたけれども，ペーパーレスによって生まれた経費，人件費など，削減効果

の部分ですが，今，３０分，１人３０分。職員６００人ですんで，年間となれば相当な時間が節約され

ると思います。これで，ペーパーレスにされることによる経費削減の部分でしたり，人件費の部分でし

たり，もし具体的な削減数字があったらお願いします。 

 

総務部長（三原裕樹君） 具体的に時間外が幾らという数字まで，まだ試行期間で検証しておりません。

しかしながら，このＬｏＧｏチャットがいいところ，ＬＩＮＥと違いまして，誰がこの文章を見たかっ

ていうのが確認できます。ですので，連絡がしっかり届いているかどうかっていうのが確認ができると

ころが，またこのチャットのいいところでございまして，そういうのを含めて，時間外の縮減と，ま

た，業務の縮減を図れたということになっているということでございます。 

 

１番（正野卓矢君） はい，ありがとうございます。ちなみにＬｏＧｏチャットを運営している会社が行

った九つの自治体でですね，ＬｏＧｏチャットを利用する職員１，３１６名を対象にした試算効果では

ですね，職員１人当たり平均は，１日，平均２５分ですね，一緒ぐらいですね。就労日数が年間２４０

日だとして，年間９８時間の業務削減効果を試算していました。これがそのまま奄美市に当てはまるわ

けではないと思いますが，それなりの時間を職員の皆さんに創出することになると思います。庁内の大

変な業務改善につながると思いますので，是非積極的に取り入れてってほしいと思います。 

 次に，⑤自治体間交流についてお聞きします。ＬｏＧｏチャットの魅力として，その一つとして自治

体間の交流や，全国の自治体職員が多数参加しているユーザーグループがあり，そこではたくさんのテ

ーマ別にトークルームが設定してあり，いろいろな課題について，担当者同士が情報交換できるそうで

すが，奄美市において，他の自治体との連携はどう考えておられますか。 

 

総務部長（三原裕樹君） 他の自治体との情報交換ができる仕組みにつきましては，現在，９５のテーマ

について，全国の自治体が参加をし，情報交換が行う場が提供されているというふうに聞いておりま

す。本市におきましては，現在，ＬｏＧｏチャットの試験利用と効果の検証を行っているところでござ

いまして，情報交換につきましては，現在のところ参画はしておりませんけれども，本サービスの利用

に限らず，他の自治体との情報交換は課題解決に当たり重要であるというふうに認識をしております。

今後は，本サービスの活用などを通じた情報交換についても検討を進めてまいりたいというふうに考え

ております。以上でございます。 

 

１番（正野卓矢君） ありがとうございます。コロナの問題でしたり，ワクチン接種，ＧＩＧＡスクール

など，今までに経験したことのない対応を求められていく中，各自治体が持つ知識をですね，ユーザー

グループ内で共有して，そこで得た情報をもう一度奄美市で共有していく。奄美市として単独で考える

こともとても大事ですが，いろいろ複雑化してきた地域課題への対応や新しい問題，このデジタル化に

対する進め方など，リアルタイムで同じ課題を抱える全国の職員と担当者が相談できるというのは。ち

なみに，全国共通の課題では，個別に関係機関に問い合わせるより，チャット上で答えを得られること

もあると書いてありました。担当される方が新しい提言を行うにしても，他の地域の事例や先進の取

組，成功例や失敗例ですね，ノウハウを知ることはとても心強いと思います。これは，奄美市において

もプラスに働くことにつながると考えます。世界自然遺産となれば，奄美５市町村はもちろん，徳之

島，沖縄，西表島まで，ノウハウの共有や連携，業務の標準化は大切になってくると思います。これ

は，同じシステムを導入していることが前提となりますが，デジタルを通じて互いに協力し，ともにプ

ロセスを経て，効率的に担当者レベルで話し合いができればですね，更によりよい関係が築いていける
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ですね。すごい利用することで，大変メリットがあると思います。今，少しおっしゃったんですが，利

用して感じた効果といいますか，このシステムをどんどん取り入れていくことで創出されていく時間，

今，３０分とおっしゃいましたけれども，ペーパーレスによって生まれた経費，人件費など，削減効果

の部分ですが，今，３０分，１人３０分。職員６００人ですんで，年間となれば相当な時間が節約され

ると思います。これで，ペーパーレスにされることによる経費削減の部分でしたり，人件費の部分でし

たり，もし具体的な削減数字があったらお願いします。 

 

総務部長（三原裕樹君） 具体的に時間外が幾らという数字まで，まだ試行期間で検証しておりません。

しかしながら，このＬｏＧｏチャットがいいところ，ＬＩＮＥと違いまして，誰がこの文章を見たかっ

ていうのが確認できます。ですので，連絡がしっかり届いているかどうかっていうのが確認ができると

ころが，またこのチャットのいいところでございまして，そういうのを含めて，時間外の縮減と，ま

た，業務の縮減を図れたということになっているということでございます。 

 

１番（正野卓矢君） はい，ありがとうございます。ちなみにＬｏＧｏチャットを運営している会社が行

った九つの自治体でですね，ＬｏＧｏチャットを利用する職員１，３１６名を対象にした試算効果では

ですね，職員１人当たり平均は，１日，平均２５分ですね，一緒ぐらいですね。就労日数が年間２４０

日だとして，年間９８時間の業務削減効果を試算していました。これがそのまま奄美市に当てはまるわ

けではないと思いますが，それなりの時間を職員の皆さんに創出することになると思います。庁内の大

変な業務改善につながると思いますので，是非積極的に取り入れてってほしいと思います。 

 次に，⑤自治体間交流についてお聞きします。ＬｏＧｏチャットの魅力として，その一つとして自治

体間の交流や，全国の自治体職員が多数参加しているユーザーグループがあり，そこではたくさんのテ

ーマ別にトークルームが設定してあり，いろいろな課題について，担当者同士が情報交換できるそうで

すが，奄美市において，他の自治体との連携はどう考えておられますか。 

 

総務部長（三原裕樹君） 他の自治体との情報交換ができる仕組みにつきましては，現在，９５のテーマ

について，全国の自治体が参加をし，情報交換が行う場が提供されているというふうに聞いておりま

す。本市におきましては，現在，ＬｏＧｏチャットの試験利用と効果の検証を行っているところでござ

いまして，情報交換につきましては，現在のところ参画はしておりませんけれども，本サービスの利用

に限らず，他の自治体との情報交換は課題解決に当たり重要であるというふうに認識をしております。

今後は，本サービスの活用などを通じた情報交換についても検討を進めてまいりたいというふうに考え

ております。以上でございます。 

 

１番（正野卓矢君） ありがとうございます。コロナの問題でしたり，ワクチン接種，ＧＩＧＡスクール

など，今までに経験したことのない対応を求められていく中，各自治体が持つ知識をですね，ユーザー

グループ内で共有して，そこで得た情報をもう一度奄美市で共有していく。奄美市として単独で考える

こともとても大事ですが，いろいろ複雑化してきた地域課題への対応や新しい問題，このデジタル化に

対する進め方など，リアルタイムで同じ課題を抱える全国の職員と担当者が相談できるというのは。ち

なみに，全国共通の課題では，個別に関係機関に問い合わせるより，チャット上で答えを得られること

もあると書いてありました。担当される方が新しい提言を行うにしても，他の地域の事例や先進の取

組，成功例や失敗例ですね，ノウハウを知ることはとても心強いと思います。これは，奄美市において

もプラスに働くことにつながると考えます。世界自然遺産となれば，奄美５市町村はもちろん，徳之

島，沖縄，西表島まで，ノウハウの共有や連携，業務の標準化は大切になってくると思います。これ

は，同じシステムを導入していることが前提となりますが，デジタルを通じて互いに協力し，ともにプ

ロセスを経て，効率的に担当者レベルで話し合いができればですね，更によりよい関係が築いていける
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のではと思っております。ですので，デジタル化を通じて，自治体間交流にも積極的に取り組んでいっ

ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは，⑥のＬｏＧｏフォームについてなんですが，ＬｏＧｏフォームはですね，２０２０年３月

に提供が開始され，２０２１年２月１５日時点で，全国２０２自治体が利用しています。このＬｏＧｏ

フォームはですね，対面，紙，ハンコに頼らない行政手続きや申し込み受付など，簡単かつ効率的にデ

ジタル化できる自治体のネットワーク，ＬＧＷＡＮ対応の電子申請システムです。このサービスを取り

入れることによって，住民の皆さんはこのフォームで作られた申請フォームを通じて２４時間３６５

日，パソコンやスマホなどで様々な行政手続きや住民アンケートや予防接種，イベント等の予約申し込

みができますし，自治体職員はプログラミングやＩＴ技術を使わず，ノーコードで電子フォームの作

成，自動集計やグラフ化，データベース化をすることができ，業務効率化や委託料のコストの削減，行

政のデジタル化などのスピード向上につながります。このＬｏＧｏフォームにこだわっているわけでは

ありませんが，住民サービスにもつながる行政手続きのデジタル化について，奄美市としての見解をお

願いいたします。 

 

総務部長（三原裕樹君） 議員からもございましたけれども，ＬｏＧｏフォームにつきましては，フォー

ムと呼ばれるインターネットから情報を入力する様式を作成，公開することで，電子申請やＷｅｂアン

ケートなどに活用することができるサービスとなっております。本市では，同様の機能を持つ鹿児島県

電子申請共同運営システム，いわゆるｅ－申請と言っておりますけれども，これを現在，利用中でござ

います。このｅ－申請を利用しまして，これまでも市民向けのアンケートや入札参加資格申請など，電

子申請にも活用を行っているとのことでございます。現在のところ，インターネットを活用した電子申

請及びアンケートなどについては，このｅ－申請システムを活用し，更なる利用を図ってまいりたいと

考えておりますけれども，御質問のＬｏＧｏフォームにつきましては，現在，先ほども申しましたけれ

ども，試験利用でございますので，この効果検証を踏まえて研究してまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 

１番（正野卓矢君） はい，ありがとうございます。ＬｏＧｏチャット同様，相当の業務の効率化ができ

ると思います。ｅ－申請，ＬｏＧｏフォームにこだわっているわけじゃないのでいいと思います。一

応，ＬｏＧｏフォームについて喋りますけれども，昨年の８月にはマイナンバーカードとスマホを連携

して，自治体窓口でハンコや身分証による本人確認が必要だった行政手続きもオンラインで完結できる

ようになったそうです。奄美市が計画の中で実施に向けて，パブリックコメント等に対する市民の反応

を届けやすいシステムだと思いますので，行政のデジタル化を積極的に進めていってほしいと思いま

す。 

 それでは，（１）の最後の質問。⑦住民サービスについてです。デジタル化が進めば進むほど，アナ

ログな仕事，人と人がかかわる仕事が大切になってくると考えます。デジタル化へシフトしていくこと

で生まれてくる時間やお金などを住民サービスへつなげていくために，奄美市としてどんな考えをお持

ちでしょうか。 

 

総務部長（三原裕樹君） 御質問のＬｏＧｏチャットの活用と住民サービスのつながりについてでござい

ますけれども，ＬｏＧｏチャットの活用により，今，ございましたが，職員間の情報共有が早く，正確

にできること。また，業務の効率化で得られた時間を職員にしかできない，例えば市民からの問い合わ

せなどの業務へ注力することなどで，より市民サービスの質の向上に資することができるというふうに

考えております。いずれにいたしましても，今年度はまずは試行期間ということでございます。これら

の検証も踏まえ，今後，デジタル化の波が大きく寄せてくると思いますので，ＡＩ，ＲＰＡなどの活用

も，活用した事務の効率化を図りながら，市民サービスの向上に努めてまいりたいというふうに考えて
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おります。 

 

１番（正野卓矢君） はい，ありがとうございます。島らしさ，奄美らしさを持ち合わせたですね，アナ

ログな仕事の形，触れ合いが大事になってくると思います。将来的には便利なツール，デジタルを取り

入れてですね，作業に，細かい作業に手間をかけるのではなく，住民，地域住民とのかかわりの部分に

手間をかけて，より住民に寄り添った，丁寧な対応に力を入れていってほしいと願って，この質問は終

わります。 

 続いて，２の（１）奄美市の分煙環境についてです。現在，奄美市にある公共施設，それぞれの分煙

環境はどうなっていますか。 

 

保健福祉部長（山下能久君） お答えいたします。国では望まない受動喫煙をなくすことを柱とした健康

増進法の一部を改正する法律を，平成３０年７月に公布し，平成３１年４月に全面施行しております。

改正法は，望まない受動喫煙の防止を図る観点から，多数の者が利用する施設などについて，その区分

に応じ，当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに，当該施設等の管理権限者が講ずべき

措置等を定めることを趣旨としております。御質問の公共施設における喫煙場所につきましては，議員

から聞き取りの中でお伺いしている奄美文化センター，ＡｉＡｉひろばにつきましては，まず奄美文化

センターにつきましては，第２種施設と位置付けられており，多くの者が利用する第１種施設以外の施

設としておりまして，原則，屋内禁煙とされております。奄美文化センターやＡｉＡｉひろばにおける

喫煙場所につきましては，奄美文化センターでは敷地内禁煙としておりまして，喫煙所は設けておりま

せん。ＡｉＡｉひろばにつきましては，屋外に喫煙場所を設け，運用している状況でございます。以上

でございます。 

 

１番（正野卓矢君） はい，ありがとうございます。公共の施設はまだたくさんあるのかなと思いますけ

れども，そのまま２へ移ります。分煙社会の実現に向けての取組についてってことなんですが，望まな

い受動喫煙を防止するという観点から，分煙の進んだ社会への取組はもっと検討されるべきだと思いま

す。きちんとタバコを吸うべき場所が設置されることにより，歩きタバコやポイ捨ての減少など，環境

においての美化の推進にも期待が持てますし，無用のトラブルを避けることにもつながります。世界遺

産ともなれば，大勢の方々の来島が予想されます。でありましたら，タバコを吸う方にも，吸わない方

にも，優しく快適で双方が共存できる環境整備や，島ならではのルール作りが大切になってくると思わ

れます。この分煙環境の整備について，奄美市としての考えをお示しください。 

 

保健福祉部長（山下能久君） お答えいたします。本市の健康づくり計画でございます健康あまみ２１第

２次の調査では，各年代の喫煙率は減少傾向にあるものの，目標値に達していない状況でございます。

特に妊婦の喫煙率は国・県と比較して高い状況となっております。このようなことから，あらゆる機会

を捉えて，喫煙やタバコの火が消された後に，壁や衣類などに残留する化学物質を吸入し，健康被害を

受ける３次喫煙を含めた受動喫煙の影響について，正しい知識の普及，啓発を行い，市民の健康増進を

図ってまいりたいと考えております。議員御質問の環境整備につきましては，国が受動喫煙防止対策助

成金を創設し，職場における受動喫煙対策に取り組む事業所に対し支援をしておりますので，このこと

について周知をしてまいりたいと考えております。しかしながら，市内事業所におきましては，敷地が

狭く，隣家への影響も含め，喫煙スペースの確保が難しいなどの課題があることも認識しているところ

でございます。このような状況を踏まえまして，分煙社会の実現に向けて，どのような方法がとれるの

か。また，市として担うべき役割は何かを研究し，県と協力して受動喫煙をなくすための取組を進めて

まいりたいと存じますので，御理解をお願いいたします。 
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１番（正野卓矢君） はい，ありがとうございます。愛煙家の方には吸える環境で堂々とタバコを吸って

いただき，吸わない方はそこへ行くことなければ煙も気にならない，そういった環境ができるのが理想

だと思いますので，是非ですね，県と，検討して，前向きに考えていただきたいと思います。 

 それでは③，先ほど１でお答え，公共の施設ですね，既存の公共施設，また，建設中の，現在，建設

中のですね，市民交流センターをはじめ，これから建設予定の公共施設にも分煙環境を整備する予定は

ってことなんですが，ここで資料のほうをお願いしてよろしいでしょうか。先ほど部長もおっしゃりま

したが，健康増進法では望まない受動喫煙を防止するために，一定の場所以外の喫煙が禁止されまし

た。図でもあるように，施設には第１種施設と第２種施設があります。第１種施設としてはですね，学

校，ちょっと見えないですね，学校，病院，児童福祉施設，行政機関の庁舎，旅客運送事業自動車，航

空機などです。第１種の施設は原則として敷地内が禁煙です。ですが，屋外で必要な措置が取られた喫

煙所は設置が可となっております。建物出入口の前ではとか，そういった場所ではなく，裏や屋上に設

置を想定して，そういうことだと思います。役所の４階がそういった場所になるわけですね。そして，

この①で聞いた公共の施設のほとんどが，この第２種の施設に当たります。第２種の施設の場合です

と，原則，屋内禁煙ではありますが，必要な措置が取られた喫煙専用施設は設置可能となっています。

ですが，今更その既存の施設にそういった専用室は無理だと思いますので，屋外で必要な措置，望まな

い受動喫煙を防止しながら分煙環境を整備していただき，これから建設予定のですね，幾つかあるかと

思いますが，そういった場所でも分煙の取組はされるべきだと。公共が進んで取組をスタートさせるこ

とで，町として，市として，島として分煙の機運が醸成されるのかと思いますが，見解をお示しくださ

い。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 議員御指摘の受動喫煙防止のため，分煙環境を整備していく必要性につい

ては理解をしておりますが，本市が整備予定の市民交流センターや子育て・保健・福祉複合施設では，

喫煙所の設置を予定しておりません。また，環境省が所管する世界遺産センターにつきましても，喫煙

所の設置の予定はないということでございました。なお，世界遺産センターに，建設予定場所に隣接し

ますマングローブパークには，屋外に喫煙所が設置されているところでございます。これら建設予定の

施設の屋外での喫煙所につきましては，法令上，設置は可能ではございますが，市民交流センター，福

祉複合施設につきましては，子どもからお年寄りまで幅広い年齢層に御利用していただく施設でござい

ます。また，敷地周辺は住家が隣接する場所でもございますので，分煙環境が十分に整わないものと考

えております。このようなことから，禁煙という形で受動喫煙をなくしていく方向性であることを御理

解いただきたいと思います。本市では市民の健康増進のため，また，受動喫煙防止の点からも，喫煙者

の減少に取り組んでおりますが，分煙社会の実現につきましては，県や市内事業所とも連携をとりなが

ら，先ほど国の助成金の周知も含め，気運の醸成に努めてまいりたいと存じますので，御理解をお願い

いたします。 

 

１番（正野卓矢君） はい，ありがとうございます。正直，今現在，喫煙所のない公共施設ではですね，

敷地外へ出て，道路で，もちろん公道ですので子どもも近くを通るわけです。そういった場所で普通に

タバコを吸っているわけです。望まない受動喫煙を防止することができているとは言えない状況だと思

います。法令や条例を守って喫煙場所を確保してですね，分煙には様々な形があると思います。禁煙を

目指すということでしたけれども，タバコを吸う人もですね，吸わない人もストレスなく共存できる空

間づくりが，よりよい分煙社会であると考えています。安定して入るですね，財源として，とても大切

なタバコです。実現に向けて，是非，取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは，３，防災についてです。（１）ハザードマップについてです。質問通告のタイミング，そ

のぐらいで，もう配布されていたんですけれども，地元２紙にも取り上げていただき，この記事をあま

みＦＭさんも取り上げて，放送していました。何度も質問させていただいて，しつこい感じで申し訳あ
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りませんが，ハザードマップの配布の時期と，その中身について，もう一度お聞かせください。よろし

くお願いいたします。 

 

市長（朝山 毅君） 正野議員にお答えします。正野議員におかれては，議員に御就任以来，このこと，

ライフワークと言いますか，その都度ハザードマップについて質問していただきました。今，議員がお

話のとおり，ハザードマップの冊子が納品いただき，今，市内各家庭にお配りしておりまして，既に届

いた方もいらっしゃるかと思います。まだの方もいらっしゃるかも分かりませんが，どうかそのことに

ついては御理解いただきたいと思います。このハザードマップの作成には，名瀬測候所，消防，自衛隊

の防災関係機関も作成当初から御参加いただいて，災害警戒区域の表示のほか，避難のポイントや，防

災に関する知識など，多くの防災情報を分かりやすく掲載いたしております。今回のハザードマップで

は，冊子版において，市全体の災害警戒区域を１冊で網羅し，土砂，浸水被害などの災害リスクが一目

で分かるように，警戒区域を併せて表示しているほか，住民一人ひとりが家庭ごとに防災行動計画を時

系列で組み立てるマイタイムラインなど，防災教養資料も強化し，市民の皆様が自ら考え，命を守る避

難行動の一助となるようなハザードマップで，なっているところでございますので，御理解いただきた

いです。また，Ｗｅｂ版におきましても，３月１日に運用が開始され，スマートフォン，タブレットな

どから閲覧できるデータマップとなっており，最新の災害警戒区域の更新や英語表示にも対応できてい

ることから，海外からの旅行者であっても活用できるようになっております。更に，任意に地点の拡

大，縮小や印刷機能もあり，自宅周辺を印刷することで，個別のマイハザードマップの作成にも活用で

きるようになっておりますので，これらを活用することにより，市民の皆様の安全・安心につながるも

のと考えておりますので，どうか皆さん，御利用いただくようによろしくお願いいたします。 

 

１番（正野卓矢君） はい，市長，ありがとうございます。もう既に手にしている人もいるわけですね。

中身としてもですね，高齢者や色覚に障害のある方にも見やすいように，分かりやすく作っていただ

き，度々質問させていただいた私としてはありがたく感じております。マイタイムライン作成資料も付

いているとのことですので，是非，各家庭で取り組んでいっていただきたいと思います。Ｗｅｂ版のほ

うも早速公開されて，今，市長おっしゃいましたけれども，ＧＰＳで避難所までの距離を知ることがで

きたり，地図の拡大機能や印刷機能，英語表記など，旅行者にとっても安心できる材料の一つとなりそ

うですね。防災情報は随時更新していけるのも，今の時代，何が起こるか分かりませんので，常に最新

の情報を知るというのは重要な部分だと思います。ありがとうございます。ちなみに，更新可能ってこ

とで考えますと，スマホを扱うのが苦手な方のために，Ｗｅｂ版では音声ガイダンスだったり，コクト

くんがコンシェルジュとして出てきてルート案内してくれたり，災害時には避難情報としてＬｏＧｏチ

ャットを使って得られた最新情報などが見られたらすごいなと，僕なりに思います。 

 それでは，次の２の周知方法についてですが，奄美市だよりや地元２紙，ラジオでも取り上げていま

すので，これ以上何があるんだと思いますが，ハザードマップが配布されても，やはりそれ自体が何か

分からずなくしてしまう。そういう方も出てくると思います。ですので，出来たての今の熱い時期だけ

ではなく，時期をずらしてですね，市民の皆さんに自分事として考えていただけるよう，また，このハ

ザードマップが浸透していけるように周知していってほしいと思っていますが，いかがでしょうか。 

 

総務部長（三原裕樹君） お答えします。東日本大震災から１０年を迎えまして，連日テレビで当日，特

に津波に関する報道がなされている状況でございます。そういうことからも，ハザードマップの役割と

いうものは十分大きいというふうに感じておりまして，その周知方法が重要と考えているところでござ

います。周知方法につきましては，先ほどございましたが，これまで地元紙やコミュニティＦＭ，ま

た，本市の広報紙，ホームページ，それから，ツイッター，フェイスブック等でも，多様な手段を使っ

て周知を図ってきたところでございます。今後につきましても，ハザードマップの使用方法，それか
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りませんが，ハザードマップの配布の時期と，その中身について，もう一度お聞かせください。よろし

くお願いいたします。 

 

市長（朝山 毅君） 正野議員にお答えします。正野議員におかれては，議員に御就任以来，このこと，

ライフワークと言いますか，その都度ハザードマップについて質問していただきました。今，議員がお

話のとおり，ハザードマップの冊子が納品いただき，今，市内各家庭にお配りしておりまして，既に届

いた方もいらっしゃるかと思います。まだの方もいらっしゃるかも分かりませんが，どうかそのことに

ついては御理解いただきたいと思います。このハザードマップの作成には，名瀬測候所，消防，自衛隊

の防災関係機関も作成当初から御参加いただいて，災害警戒区域の表示のほか，避難のポイントや，防

災に関する知識など，多くの防災情報を分かりやすく掲載いたしております。今回のハザードマップで

は，冊子版において，市全体の災害警戒区域を１冊で網羅し，土砂，浸水被害などの災害リスクが一目

で分かるように，警戒区域を併せて表示しているほか，住民一人ひとりが家庭ごとに防災行動計画を時

系列で組み立てるマイタイムラインなど，防災教養資料も強化し，市民の皆様が自ら考え，命を守る避

難行動の一助となるようなハザードマップで，なっているところでございますので，御理解いただきた

いです。また，Ｗｅｂ版におきましても，３月１日に運用が開始され，スマートフォン，タブレットな

どから閲覧できるデータマップとなっており，最新の災害警戒区域の更新や英語表示にも対応できてい

ることから，海外からの旅行者であっても活用できるようになっております。更に，任意に地点の拡

大，縮小や印刷機能もあり，自宅周辺を印刷することで，個別のマイハザードマップの作成にも活用で

きるようになっておりますので，これらを活用することにより，市民の皆様の安全・安心につながるも

のと考えておりますので，どうか皆さん，御利用いただくようによろしくお願いいたします。 

 

１番（正野卓矢君） はい，市長，ありがとうございます。もう既に手にしている人もいるわけですね。

中身としてもですね，高齢者や色覚に障害のある方にも見やすいように，分かりやすく作っていただ

き，度々質問させていただいた私としてはありがたく感じております。マイタイムライン作成資料も付

いているとのことですので，是非，各家庭で取り組んでいっていただきたいと思います。Ｗｅｂ版のほ

うも早速公開されて，今，市長おっしゃいましたけれども，ＧＰＳで避難所までの距離を知ることがで

きたり，地図の拡大機能や印刷機能，英語表記など，旅行者にとっても安心できる材料の一つとなりそ

うですね。防災情報は随時更新していけるのも，今の時代，何が起こるか分かりませんので，常に最新

の情報を知るというのは重要な部分だと思います。ありがとうございます。ちなみに，更新可能ってこ

とで考えますと，スマホを扱うのが苦手な方のために，Ｗｅｂ版では音声ガイダンスだったり，コクト

くんがコンシェルジュとして出てきてルート案内してくれたり，災害時には避難情報としてＬｏＧｏチ

ャットを使って得られた最新情報などが見られたらすごいなと，僕なりに思います。 

 それでは，次の２の周知方法についてですが，奄美市だよりや地元２紙，ラジオでも取り上げていま

すので，これ以上何があるんだと思いますが，ハザードマップが配布されても，やはりそれ自体が何か

分からずなくしてしまう。そういう方も出てくると思います。ですので，出来たての今の熱い時期だけ

ではなく，時期をずらしてですね，市民の皆さんに自分事として考えていただけるよう，また，このハ

ザードマップが浸透していけるように周知していってほしいと思っていますが，いかがでしょうか。 

 

総務部長（三原裕樹君） お答えします。東日本大震災から１０年を迎えまして，連日テレビで当日，特

に津波に関する報道がなされている状況でございます。そういうことからも，ハザードマップの役割と

いうものは十分大きいというふうに感じておりまして，その周知方法が重要と考えているところでござ

います。周知方法につきましては，先ほどございましたが，これまで地元紙やコミュニティＦＭ，ま

た，本市の広報紙，ホームページ，それから，ツイッター，フェイスブック等でも，多様な手段を使っ

て周知を図ってきたところでございます。今後につきましても，ハザードマップの使用方法，それか
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ら，重要性などを自治会連合会，それから，駐在員会，嘱託員会，併せて出前講座などの各種機会を通

じて更なる周知に努め，活用していただくよう努めてまいりたいというふうに考えております。以上で

ございます。 

 

１番（正野卓矢君） はい，ありがとうございます。大雨や台風が予想される時期の前とかですね，また

周知していただけたら，自分事として考えていただける材料の一つとなると思いますので，よろしくお

願いします。 

 それでは，今，部長からもでましたが，出前講座についてなんですが，要望があれば出向いて行っ

て，講習などを危機管理室のほうでやってくれるとのことですが，この出前講座，すばらしいと思って

います。地域の皆さんにたくさん出前講座を受けていただけたらと思いますが，地域の皆さんからのこ

う出前講座の要望を，こう増やしていくためには，何が必要だと感じておられますか。 

 

総務部長（三原裕樹君） 防災に関する出前講座につきましては，高齢化や防災意識の醸成など，地域が

抱える問題に応じて，現在，講話内容を変えるなど柔軟に対応し，実施をしているところでございま

す。議員御案内のハザードマップの出前講座につきましても，これまで同様，自治会などの要望に応じ

実施をしてまいりたいと考えております。ハザードマップにつきましては，適切な避難行動を誰でもと

れるように，避難のポイント，それから，マイタイムラインなど，防災教養資料を分かりやすくまとめ

てあります。まずは多くの皆様にハザードマップを手に取って見てもらうような周知広報が，これ，重

要だと思っておりますので，出前講座に関しましても，駐在員会や嘱託員会などで広報をしてまいりま

す。併せて，よい多くの市民にハザードマップを活用していただくためにも，市民の皆様の要請に応じ

まして，積極的に対応してまいりたいというふうに考えておりますので，お声掛けをしていただきたい

というふうに思っております。以上でございます。 

 

１番（正野卓矢君） はい，ありがとうございます。地域だったり，自主防災組織の意識の持ち方，意識

の醸成の向上だと思います。特に中心市街地，旧名瀬地区はなかなか難しかったりするのかもしれませ

ん。ですので，危機管理室のほうからですね，出前講座を受けるようにいざなっていただくというかで

すね，土砂災害の危険性のある地域。浸水被害が予想される地域。それぞれ，地域に合った避難の仕方

を知ってもらう。地域の危険を知ってもらう，提案型の出前講座も，是非，検討していただきたいと。

自助の部分，共助の部分の意識醸成のためにですね，そういうふうに思います。よろしくお願いしたい

と思います。 

 それでは，④です。学校での防災教育に使えるかということなんですけれども，学校によって立地条

件も違いますので，学校内にいるときや通学路など，その時と場合によって何が大切なのかを，この新

しいハザードマップを使って，それぞれの地域に合った，子どもたちにより専門的な方々による授業は

できないかと思ったりしますが，いかがでしょうか。 

 

教育長（要田憲雄君） お答えいたします。学校における防災教育につきましては，避難訓練などを通し

て，現在，全ての学校で行われているところです。今回，８年振りに更新されましたハザードマップに

つきましては，風水害，台風などの災害への対応や，災害発生時の避難のポイントが掲載されておりま

す。今後，学校でのハザードマップの活用につきましては，関係各課と連携しながら，各学校へハザー

ドマップを配布したり，管理職研修会などで説明をしたりするなど，周知に努めてまいります。また，

授業につきましても，講師の招聘をするなど，これまでもそうしているところですが，関係機関と連携

を図りながら，学校における防災意識が更に高まるように検討してまいりたいと考えております。以上

でございます。 
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１番（正野卓矢君） はい，ありがとうございます。市長もですね，施政方針でおっしゃっていました

が，子どもたちは島の宝でございますので，まず命を守る行動を正しい知識で，正しい避難，そして，

自分で判断できる力をですね，身に着けていけるような授業に取り組んでいってほしいと思います。子

どもたちが学校で確かな知識を学ぶことで，親の，保護者の意識もいい変化が現れてくるかと考えま

す。自助への意識が高まると思いますので，是非，学校での防災教育の方，よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは，（２）ペット避難についてです。①災害時のペットとの同行避難について，奄美市の見解

をお示しください。 

 

総務部長（三原裕樹君） ペット避難につきましては，不特定多数の方々が利用する避難所では，避難所

の中に持病や動物アレルギーの疾患をお持ちの方も想定をされること。また，ペットの鳴き声や他のペ

ットや人に噛みついて怪我をさせるなど，避難所内での大きなストレスやトラブルを起こす原因となり

得ることなど，全国における事例が報告をされております。このことから，本市においては，現時点で

は避難所へのペットの受け入れは厳しいと判断しているところでありまして，これまで飼い主の方へは

知人宅への避難やペットホテルへの一時預かりなどへの御理解と御協力をお願いをしているところでご

ざいます。しかしながら，飼い主にとってペットは大切な存在であることも十分認識をしておりまし

て，大変悩ましいところでもございます。今後，他自治体や国や県から示される避難所運営マニュアル

なども参考にしながら，研究をさせていただきたいというふうに考えております。以上でございます。 

 

１番（正野卓矢君） はい，ありがとうございます。アレルギーの方もいらっしゃいますし，基本的には

禁止していると。災害時には事前にペットホテルや知人宅に預けてほしい。特例として，地域の方の理

解が得られたらという形だったと思います。近年，ペットは家族の一員であることが一般的になってき

ているので，そこで②の質問に移ります。避難所において，発熱者の避難所があるようにですね，笠利

地区，住用地区，名瀬地区，それぞれにペットと同行避難できるような避難所を設けることはできない

かということなんですが。 

 

総務部長（三原裕樹君） 先ほどの答弁と少し重複をいたしますが，不特定多数の方々が利用される避難

所におきましては，避難所の中に持病や動物アレルギーの疾患をお持ちの方々もおられ，本市といたし

ましては，まずは避難者の皆様の安全と健康面を最優先としているところでございます。前回の，先の

台風１０号におきましても，実際，ペットで避難された方もいらっしゃいまして，避難所エリアじゃな

く，廊下辺りにケージを持って対応をさせていただきました。このような対応は，その避難所で臨機応

変にできるとは考えております。ただ，これらの一つ一つの課題をですね，クリアをして，どういった

避難所運営ができるのかというのも，他事例を参考に，今後また研究をさせていただきたいというふう

に考えております。以上でございます。 

 

１番（正野卓矢君） はい，ありがとうございます。特例として，地域の方の理解や，学校，避難所の管

理者の柔軟な対応によって，避難できたペットもいたっていうことですね。ペットへの愛着からです

ね，離れて生活することができずに車中で避難することを選んで，エコノミークラス症候群になった方

や，一旦非難はしましたけれども，ペットが気になって自宅に戻って，２次災害に巻き込まれた事例も

あります。環境省の災害時におけるペットの救護対策ガイドラインでも同行避難を推奨していますの

で，是非前向きに協議して検討していただきたいと思います。 

 それで，③の質問に変わります。環境省が避難所でのペットの受け入れが円滑に進むようにですね，

自治体管理者向けにチェックリストを作成し都道府県に通知する方針を決めたと，ネットニュースで見

たんですが，こういった通知が出た場合，奄美市との対応は変わるのか，対応をお聞かせください。 

－ 141 －



 

- 141 - 

 

１番（正野卓矢君） はい，ありがとうございます。市長もですね，施政方針でおっしゃっていました

が，子どもたちは島の宝でございますので，まず命を守る行動を正しい知識で，正しい避難，そして，

自分で判断できる力をですね，身に着けていけるような授業に取り組んでいってほしいと思います。子

どもたちが学校で確かな知識を学ぶことで，親の，保護者の意識もいい変化が現れてくるかと考えま
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の中に持病や動物アレルギーの疾患をお持ちの方も想定をされること。また，ペットの鳴き声や他のペ

ットや人に噛みついて怪我をさせるなど，避難所内での大きなストレスやトラブルを起こす原因となり

得ることなど，全国における事例が報告をされております。このことから，本市においては，現時点で

は避難所へのペットの受け入れは厳しいと判断しているところでありまして，これまで飼い主の方へは
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ざいます。しかしながら，飼い主にとってペットは大切な存在であることも十分認識をしておりまし

て，大変悩ましいところでもございます。今後，他自治体や国や県から示される避難所運営マニュアル

なども参考にしながら，研究をさせていただきたいというふうに考えております。以上でございます。 

 

１番（正野卓矢君） はい，ありがとうございます。アレルギーの方もいらっしゃいますし，基本的には

禁止していると。災害時には事前にペットホテルや知人宅に預けてほしい。特例として，地域の方の理

解が得られたらという形だったと思います。近年，ペットは家族の一員であることが一般的になってき
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総務部長（三原裕樹君） 先ほどの答弁と少し重複をいたしますが，不特定多数の方々が利用される避難
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ね，離れて生活することができずに車中で避難することを選んで，エコノミークラス症候群になった方

や，一旦非難はしましたけれども，ペットが気になって自宅に戻って，２次災害に巻き込まれた事例も

あります。環境省の災害時におけるペットの救護対策ガイドラインでも同行避難を推奨していますの
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 それで，③の質問に変わります。環境省が避難所でのペットの受け入れが円滑に進むようにですね，

自治体管理者向けにチェックリストを作成し都道府県に通知する方針を決めたと，ネットニュースで見

たんですが，こういった通知が出た場合，奄美市との対応は変わるのか，対応をお聞かせください。 
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総務部長（三原裕樹君） 議員御案内のとおり，環境省において避難所でのペット同行避難のチェックリ

スト案を策定中との，一部報道については，我々も承知をしているところでございます。しかしなが

ら，現在，まだ正式な通知などは発出をされていない状況でございます。仮に正式に通知があった場合

には，通知内容を精査した上で，本市の避難所でどのような対応ができるのか，他自治体にそういった

事例もあるようでございますので，取組事例も参考にしながら，関係機関と研究をしてまいりたいとい

うふうに考えております。以上でございます。 

 

１番（正野卓矢君） ありがとうございます。国の方針も同行避難を推奨していることですので，市とし

ても検討していただくのは大変ありがたく感じます。実際，避難させるとなったら，先ほど部長もおっ

しゃいましたが，飼い主には日頃からの心構えが必要となります。ペットのしつけについては，他の自

治体では小冊子などで事前の準備や平常時からの飼い主としてのマナーの重視など，理解を求めている

ようです。新しいハザードマップに付いているマイタイムラインなどを利用してですね，飼い主には同

行避難の仕方をイメージしていただくとかですね，ことも大切じゃないかと思います。また，同行避難

とは避難所までの避難行動を言うらしいです。ペットと人が同じスペースで過ごすということが絶対で

はないので，ケージ等の用意も後々できればと思っております。災害時にはもちろん人命が優先されま

すが，近年，ペットは家族の一員であるとの意識が一般的であることから，奄美市としてもペット避難

についても取り組んでほしいと，そういうふうに思います。よろしくお願いします。 

 これで，一応質問は終了しますが，３月で退職される皆さん，６０歳，６０歳関係ないか，お仕事御

苦労様でした。私は昨日，私事ですが，健康増進課のリフレッシュ体操教室に行って，血管年齢を測っ

たら６９歳。昨日から一般質問のことより，そのことが頭でいっぱいです。皆さん，退職されても健康

に気を付けて頑張っていってください。お疲れ様でした。ありがとうございます。 

 これで，一般質問を終わります。 

 

議長（与 勝広君） 以上で，チャレンジ奄美 正野卓矢君の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。 

 １４時４０分に再開いたします。（午後２時２２分） 

                     ○              

議長（与 勝広君） 再開いたします。（午後２時４０分） 

 引き続き，一般質問を行います。 

 公明党 橋口耕太郎君の発言を許可いたします。橋口耕太郎君から一般質問中の資料投影のため，書

画カメラ使用の申し出がありましたので，これを許可いたします。 

 

８番（橋口耕太郎君） 市民の皆様，議場の皆様，中継を御覧の皆様，こんにちは。公明党の橋口耕太郎

でございます。 

 質問に入る前に，少々所見を述べたいと思います。まずは，昨日の真名津町の火災で被災をした皆様

に心からお見舞いを申し上げます。幸いにも人的被害はなかったようですが，被災された皆様が１日も

早く日常の生活に戻れるよう，お祈り申し上げます。 

 さて，３月１１日は東日本大震災から１０年が経過をいたします。昨今，全国各地で想定外の災害が

頻発しております。先日も福島県沖で震度６強の地震が発生したことは記憶に新しいところです。災害

はいつ，どこで，どんな状況下で起こるか分かりません。市民の防災意識を高めることができるような

様々な取組を引き続きお願いしたいと思いますし，私たち一人ひとりも災害に対する備え，心構えを更

に深める活動をしていかなければならないと思っております。 

 さて，明日から２日間は県立高校の一般選抜試験であります。大島学区の全日制の倍率は０．５９倍

－ 142 －



 

- 143 - 

 

とのこと。奄美高校の情報処理科を除き，大きく定員割れしている状況が少し心配ですが，とにかく生

徒の皆さんが全員が志望校に合格することを願っています。頑張ってください。 

 さて，３月８日，本日は国連が定める国際女性デーです。今回の定例会では，我が党の栄議員が質問

をお休みしておりますので，代わってＰＲをさせてください。一般質問の中でも関連質問を入れており

ます。女性が活躍する社会は平和を象徴する社会でもあると思います。男女共同参画については，奄美

市も率先して進めておりますが，引き続き推進していただきたいと思います。 

 それでは，通告に従いまして，質問に入っていきます。 

 質問の１，新型コロナウイルスワクチンの接種についてお伺いいたします。（１）政府が国家プロジ

ェクトと位置付けたこの事業について，現在の市としての懸念事項は何かについて伺いたいと思いま

す。大迫議員からの報告があり，少し重複をいたしますが，２月１７日に厚生労働省から自治体向けに

初めての説明会が開催をされました。それによると，従来の予防接種事業と今回の新型コロナワクチン

接種事業との相違点や取組の課題等が示されたようです。とにかく初めての事業で，ワクチンがファイ

ザー社からしっかりと供給できない。そして，遅れた分をどのように分配，配分しなければならないな

どの課題が示されました。また，新たなワクチン接種事業のシステムの構築など，政府が方向性をきち

んと示すことができない中，それでも進めていかなければならない事業で，市としても困惑しているこ

とと思います。そこで，県や国に訴えるためにも，今現在，奄美市として最も懸念していることを示し

ていただき，それをしっかりと国・県につないでいくために質問をさせていただきます。見解をお示し

ください。 

 以下の質問からは発言席にて行います。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） それでは，橋口議員に御答弁させていただきます。コロナワクチンについては，感

染症については，全ての議員の皆さんが御質問しておられますが，それぞれ角度を変えての御質問であ

りますので，この件について私のほうで答弁させていただきます。新型コロナのワクチン接種につきま

しては，政府も国家プロジェクトと位置付けて，取組を進めております。市におきましても，大島郡医

師会や他の医療機関との協力体制を構築しながら，接種に向けて準備を進めているところでございま

す。さて，この度のワクチン接種を進める上で，市として懸念していること，心配されることとの御質

問でございますが，大きく３点あろうかと思います。まず，１点目に，ワクチンの供給量に関する情報

が予め示されていない。量的に十分に確保できないこと，現在において。２点目に，市民の皆様が安心

して接種を受けるための正確な情報提供が必要であること。３点目として，現在，国が開発を進めてお

りますシステムについて，自治体はもとより，医療機関や住民の皆様にとりましても，使い勝手のいい

ものとしていただきたいことなど，以上の３点が挙げられるかと思います。特にワクチンの供給に関す

る情報につきましては，全世界的にワクチンの確保が，各国の課題となっている中であります。国も全

力で必要なワクチン確保に努めておられるという状況下にございます。より早く，具体的な情報によ

り，本市をはじめとする基礎自治体の接種計画を後押しするものになる，大変重要な事項であります。

このような課題はありますが，本市といたしましては，今後とも関係機関と連携を図りながら，市民の

皆様に御理解いただけるよう，情報を提供し，安全で円滑な接種体制が構築できるよう取り組んでまい

りたいと思いますので，皆様方の御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

８番（橋口耕太郎君） はい，今，市長から大きく三つあるということで，供給量がきちんと示されてい

ないということと，正確な情報がまだまだ少ないと。それから，システムについて使い勝手のいいもの

にしてほしいと，そういったことでありました。先日，大迫議員からも報告がありましたが，システム

については，端末を全国で４万台ぐらい確保をして，接種会場に１台ずつ届けて，そこで入力をすると
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いうふうに私は伺っているところです。ちょっと気になっているのがですね，接種計画というのを県に

示さないといけないと思うんですけれども，何もまだ決まっていない状況で，接種計画をまだ，当面，

今月は２箱，来月１箱ということでしたけれども，決まっていない中で，決まっている段階の接種計画

を出します。それで，また変わった場合に，また，再度それ出さないといけないのか。そういったとこ

ろの心配があるんですけれども，そこら辺，部長，いかがですかね。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 議員御質問の接種実施計画についてお答えします。この実施計画につきま

しては，国のほうから市町村は新型コロナワクチンの接種を円滑に行うために必要な作業内容と手順，

作業に必要な資源等を明確に，この実施計画の中で明確にする必要があるということで，策定について

通知がきておりますが，この実施計画をいつまでに出すのかとか，その内容については，まだ市町村の

ほうに届いていない状況でございます。接種については，国・県のほうから，まずは接種準備を早急に

進めてくださいということで，連絡が来ているところでございます。以上でございます。 

 

８番（橋口耕太郎君） はい，分かりました。何もまだ確実なことが分かっていない状況で，実施計画を

つくること自体，まず難しい問題ではないかなと思っていましたので，取り敢えず聞かせていただきま

した。国・県からの指示をしっかりとまた受け取って，実施計画をつくっていただいて，着実な実施を

進めて行っていただきたいと思います。この間のその公明党のオンライン会議の中でも，医師会と連携

をしてというお話の中で，個人の開業医の方が，例えばその接種会場へ担当で行って，行っている間，

自分の病院は閉めないといけないと。そういった部分で，休業補償も必要なのではないかとか，そうい

った意見も出されておりました。とにかく，様々な課題がですね，この接種事業にあると思いますの

で，情報をしっかりと，また，受け止めていただいて，進めて行っていただきたいと，このように思い

ます。 

 それと，私が年末年始にかけまして，このコロナのことで事業者の方からいろんなこう御意見，御要

望をいただいた中でですね，なかなか答えられない自分がいまして，今月の議会だよりのあとがきのほ

うに書かせていただきましたけれども，ちょっと読みます。政治家として何ができるか。やはり困って

いる方に対し，受容，傾聴，共感し，少しでも寄り添い，一緒に戦っていく，そんな政治活動をこれか

らも心掛けていきたいと書かせていただきましたが，もう何分，正解のないこのコロナウイルスですの

で，当局のほうも，国も県も，そして，我々議員も，そして，市民も，なかなかこうもやもやした中で

の，このコロナのワクチンの接種事業であったと思います。ただ，もうこの接種事業が着実に進むこと

でですね，経済の回復に必ずつながっていくと思いますので，まだまだ不明確な部分もあって，担当

部，課におきましては，御苦労が続くかと思いますけれども，しっかりと対応していただきたいと思い

ます。 

 最後に，我が党のＰＲですけれども，公明党はコロナワクチン接種対策本部っていうのをつくってお

りまして，こういうワクチン情報っていうのを常に気にしている人に投げていきます。国の情報がいち

早く入ってきますので，もし御要望等ございましたら，逐一届けたいと思いますので，そちらのほうも

対応していっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 次に，２番の農業施策について質問させていただきます。（１）奄美タンカンのブランド化につい

て，様々な課題があると考えますが，今後，ブランド化へ向けて，市としてまず取り組むべき課題は何

かを伺います。２月１日，はさみ入れ式をした奄美タンカンですが，今年は豊作で非常によかったと思

っております。２月１８日に鹿児島市で行われました販売会でも，用意した２．１トンのタンカンが１

時間で完売をしたという地元の記事を見ました。私自身も，奄美のタンカンはとてもおいしくて，どこ

に出しても誇れるすばらしい果実で，是非ともブランド化をして，全国にＰＲをしてほしいと思ってい

ますが，産地ブランド化は長年の課題だと聞いております。昨年夏に行われました，県の２０１９年度

奄美農業支援プロジェクト事業の成果報告会で，鹿児島大学の農学部の李准教授が，タンカンが奄美の

－ 144 －



 

- 145 - 

 

経済と農業を支える最も重要な商材と位置付けています。課題として，３点挙げておりまして，一つ目

が，品質基準が低く，価格や産地の評価低下を招いている。２，農協との取引量が少なく，島外からの

大口注文に対応できない。３番，産地として売り込みが不十分で，マーケットが限定されていると指摘

をしております。私の友人にもタンカン農家の友人がいらっしゃって，ずっと前から産地ブランド化と

いう声があるが，なかなか実現をしていないと。何とかしたいという声を聞いています。本市として，

今後，どのように進めていくか，方向性を含め，見解を伺いたいと思います。 

 

農林水産部長（栄 広久君） それでは，タンカンのブランド化についてお答えいたします。まず，生産

された農畜産物をブランド化するためには，安定した品質，量を継続的に出荷し，市場関係者や消費者

などから適正に評価されることが必要となっております。奄美大島のタンカンがなかなかブランド化さ

れない理由としましては，隔年結果が激しく，反収が低いといった栽培技術の問題や，台風など気象災

害により生産が安定しないことなどに加えて，ＪＡ共販量が少なく，個人販売や地元青果市場出荷が多

いといった流通形態も原因と認識しております。平成２４年度には，奄美大島選果場を整備し，出荷基

準を統一し，ブランド産地の形成を図っているところでございますが，依然として取扱量が少ないのが

現状となっております。このような中，大島支庁や他町村，ＪＡなどと連携し，巡回指導などを通じ

て，まずは生産者組織活動の強化や選果場への利用を促進し，奄美大島選果場を通した品質の一定した

タンカンを多く流通させ，ブランド産地の形成を図ってまいりたいというふうに考えております。ま

た，果樹経営支援対策事業など，新植，改植並びに未収益期間の経費に対する支援や輸送コストの支

援，タンカンの農業研修実施など，新規就農者の確保や担い手農家の育成。土壌，土層改良や防風施設

の整備など，引き続き支援し，タンカンの規模拡大並びに品質や生産量の向上に取り組み，併せて地元

の流通関係者や消費者などにも，選果場を通した果実品質の保証されたタンカンを広く知っていただく

ために，のぼり旗やシール，あとチラシなどを用いてＰＲを行うとともに，本市ふるさと納税返礼品等

を活用し，選果場を通したタンカンの販路拡大につなげてまいりたいというふうに考えております。今

後も生産者やＪＡ，行政だけでなく，流通業者や消費者が一体となった奄美大島のタンカンブランド化

に取り組んでまいりたいというふうに考えておりますので，御理解賜りたいと存じます。以上です。 

 

８番（橋口耕太郎君） 産地化するためには，ちょっと欠点として，欠点っていいますか，隔年，裏と表

っていうことですよね，裏表の年がある。それから，台風災害があると。それから，ＪＡの取引量が少

ないということです。今，部長がおっしゃるように，様々なですね，関係者が，こうしっかりと噛み合

わないとですね，ブランド化っていうのはできないのではないかなと，私も思います。ちょっと，少し

勉強しただけですけれども，今年は豊作ということで，来年が恐らくちょっと少なくなるんだろうと。

初日の答弁で，今年が１８１．６トン，３，７５０万円余りと。去年が１３６．４トン，４７６円と，

キロでね。今年と全然違うわけですよね，キロ単価も。それは，私も友人に聞いたら，やっぱり安定し

た量を出すためには，摘果，実をきちんと毎年取って，同じ量ができるようにしないといけないってい

うのを，なかなかできていないと。なる分，なりっぱなしにして，いっぱい取れて，次の年はその木は

あまりならないと，そういったのがこう続いているというふうに聞いていますけれども，なかなかそこ

ら辺の品質の関係もあると聞いていますけれども，今，部長がおっしゃったように，生産者，ＪＡ，そ

れから，市場関係者，消費者，流通業者，そういったところが，全て絡まない，噛み合わないと，ブラ

ンド化ってやっぱり難しいのかなっていう気がしますが，エースの僕は商材だと，奄美の農業の，農産

物のエースだと思っていますので，是非，そのブランド化についてですね，また，課題は多いと思いま

すけれども，引き続き取り組んでいただきたいと思います。 

 それでは，次の質問に入っていきます。質問３，奄美市水道事業経営戦略についてでございます。水

道課のほうから，この奄美市水道事業経営戦略概要版というのをいただいて，読ませていただきまし

た。（１）令和２年度から令和１１年度までの，今後の１０年間の経営戦略が示されましたが，本市水
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経済と農業を支える最も重要な商材と位置付けています。課題として，３点挙げておりまして，一つ目
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道事業の将来の課題をどのように考えているのかをお伺いいたします。この経営戦略の水道事業の現状

分析では，経常収支比率が１１０パーセント，流動比率が１，０００パーセントと非常に高く，財政的

には安定しており，安定経営と判断。しかしながら，企業債残高対給水収益比率や管路更新比率が低

く，施設の更新が進んでいないことを示唆。今後，財政と施設の健全性を両立する計画的な施設更新計

画を策定する必要があると結論付けておりました。私も以前，この定例会でですね，管路の更新状況や

管路の耐震対策について伺ったことがあります。日本全体が高度経済成長期に一気に上下水道が整備さ

れ，水道管の耐用年数が経過をして，その更新に各自治体が苦慮しているといった内容であったと思い

ます。本市も例外ではなくて，これから水道管の管路更新が，私は課題ではないかと思っています。ま

た，人口の課題もあります。人口は減少傾向にあり，イコール給水人口に直結し，結果，給水収益が減

少し経営が厳しくなってくることになります。本経営戦略ではそのような課題も十分に考慮されて策定

されておりましたが，私が話したことと違う点，また，角度からの課題などがあれば，改めてお示しを

いただきたいと思います。 

 

上下水道部長（藤山浩俊君） それでは，お答えさせていただきます。昨年３月に策定しました水道事業

経営戦略におきましては，将来にわたり安定的に事業を継続するための経営の基本方針や経営計画をお

示ししているところであります。この中で，将来の課題等についても検討しておりますが，内容としま

しては，ただいま議員から御案内のあったとおりでございます。本市水道事業は，旧名瀬市が創設認可

を受けて以降，昭和３０年から４０年代に多くが整備され，今後２０年程度の間に耐用年数を迎える資

産も，また多くなっております。人口減少による給水収益の減少が見込まれる中で，耐震化対策も含め

た水道施設及び管路の更新を進めながら，経営の安定化に努めていくことが重要な課題であり，今後も

計画的に施設，管路の更新を行い，持続的に安心・安全な水道水を供給する体制を確保してまいりたい

と思います。また，今回の経営戦略では，１０年間は水道料金の改定を行わないことを前提としており

ますが，今後，５年毎との経営戦略の見直しにおいて，給水収益の状況などを見据えながら検討を続け

ていく必要があると考えておりますので，御理解をお願いします。 

 

８番（橋口耕太郎君） はい，分かりました。当然，人口が減ると，収益が減ってきますので，料金の値

下げも考えなくてはいけないことが発生するということも，この計画書にはですね，パターンをいろい

ろ変えて，上げない場合，少し上げた場合，もう少し上げた場合と，３段階ぐらいで示されております

が，今後１０年間は，部長が，今，おっしゃったとおり，上げないで取り敢えず進んでいくという方向

ですけれども，５年後，もう一度こう，ＰＤＣＡを回して，必要であればまた検討材料にあがってくる

のかなという気がしますが，人口減少だけはですね，やっぱり避けて通れない部分が結構あると思って

おりますので，逆にまた，交流人口が，コロナが落ち着いて，交流人口が増えることで，例えばホテル

とか，そういったところの給水需要が増えると，若干，また少しいいのかなという側面もありますけれ

ども，抜本的には，やっぱり総人口が減ってくると，当然，収益にも影響してくるので，今後のその計

画的な更新，浄水場の更新もあるでしょうし，管路の更新もあるでしょうから，そういったところを計

画的にですね，しっかりしていただきたいというふうに思いますが，以前，何年か前ですかね，水道事

業もコンセッション方式ということで，民間委託もできるような改正がされましたけれども，市長も以

前，どなたかの答弁で，奄美市では考えていないというようなことを言われたことがあると思います。

水道も本当に生命を維持するためにはですね，絶対に必要な資源でありますし，市としてもしっかりと

管理をしていただいて，継続的に事業が運営できるように，よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 次の質問に入っていきます。４番，市民サービスについてであります。（１）来年度以降のプレミア

ム商品券，ほーらしゃ券のあり方についてであります。①昨年１１月から１２月に販売した分で，当局

に苦情が若干寄せられたと聞いております。その内容はいかがかということであります。この，昨年の

１１月から１２月に販売した分は，新型コロナウイルス感染症緊急対策事業第３弾で，経済の活性化を
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目的に５，５００円のほーらしゃ券が４，０００円で購入でき，プレミアム率が３７．５パーセントと

いうことで非常に人気があり，購入者が殺到し，即完売という状況が１１月も１２月も続きました。一

方で，当局にはですね，苦情が若干あったとお聞きをしております。まず，その苦情の内容をお示しし

ていただければと思います。 

 

商工観光部長（武下義広君） それでは，お答えいたします。今年度のほーらしゃ券につきましては，１

冊５，５００円分の商品券を４，０００円で販売いたしました。プレミアム率が３７．５パーセントと

いうこともあり，１１月と１２月の販売では，ともに即日完売するなど，大変御好評いただきました。

一方で，例年にもないほど購入者が殺到し，長時間並んだのに買えなかったなどの御指摘も多くいただ

いたところでございます。その中でも，特に多かった意見について御紹介いたしたいと思います。ま

ず，購入希望者が殺到し，長蛇の列ができ，密になっていると。そして，事前に購入希望冊数を聞き，

引換券を配布するなどして，長時間並ぶ必要や，並んだ末，購入ができないなどの不便をなくしてほし

い。そしてまた，高齢者や体が不自由な人でも購入できるように，代理購入を認めてほしい。そして，

誰でも平等に購入できるように，先着順ではなく抽選方式にしてほしい。以上のような御意見をいただ

いたところでございます。以上です。 

 

８番（橋口耕太郎君） はい。今，部長からありました，長蛇の列で密ではないかと。あと，引換券など

を発行して，並んでも買えないというような状況ができないこととか，高齢者に配慮して代理で購入で

きないか。あと，平等に購入するっていう意味で，先着順ではなくて，別の方法を考えないといけない

かと，そういうことですね。私も１２月の１５日は，確か本会議だったと思うんですけれども，駐車場

に止めて歩いていると，販売所，あの通りでは３か所ですかね，３か所，４か所の販売所の前にすごい

列ができていまして，また寒かったんですね，１２月１５日って。寒くて，並んで買われた方をお見受

けしました。今，部長がおっしゃったように，平等，最後の平等に購入できるようにということで，今

回，第５弾の中には抽選で葉書，若しくはスマートフォンのとか，パソコンから入って申し込んで，多

い場合は抽選でということで対応していただいたから，今後のその動向によっては，そういう形での販

売になるのかなというふうに思います。是非とも，また，それを検討していただきたいと思います。 

 ②に行きます。次年度以降の販売のあり方。加盟登録店の換金手数料について，見解をお伺いしたいと

思いますが，今後，コロナウイルスのですね，影響がどこまで続くか分かりませんけれども，恐らく次

年度もですね，影響が残っている可能性があると思います。そこで，提案ですが，二つありまして，１

点目はですね，販売日の変更です。年末の販売は毎年１１月１日と１２月１５日です。１２月１５日は

年金受給者に配慮をして，年金受給日を販売としておりました。昨年は人気があったこともありますけ

れども，年金が口座に入金されるのが１５日で，金融機関でお金を下ろしたあと，販売店へ並んで間に

合わなかった方もいらっしゃいまして，私のところにも苦情や要望が寄せられました。なので，販売日

を１日ずらして１６日にしていただきたいというのが１点。２点目は，加盟登録店の換金手数料であり

ます。平素であれば，１枚５００円に対して１０円の手数料がかかって，事業者のところには４９０円

入るということですけれども，今年度に関してはコロナの対策で手数料がかかりません。よって，加盟

登録店も，今年度はすごく増えたというふうに聞いております。次年度まで，最低次年度までですね，

コロナの影響の有無にかかわらず，引き続き換金手数料をゼロにしていただきたいという２点でありま

すが，以上について，見解をお示しいただきたいと思います。 

 

商工観光部長（武下義広君） はい，それではお答えいたします。次年度以降の販売のあり方で，２点，

御質問がございました。１点目の，販売日を年金支給日から１日ずらすことにつきましては，市民から

も御意見をいただいているところでございまして，現在，実施している事業の紹介を兼ねてお答えさせ

ていただきたいと思います。本市においては，先ほど申し上げた御意見を受け，本年４月に販売を予定
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引換券を配布するなどして，長時間並ぶ必要や，並んだ末，購入ができないなどの不便をなくしてほし
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誰でも平等に購入できるように，先着順ではなく抽選方式にしてほしい。以上のような御意見をいただ

いたところでございます。以上です。 

 

８番（橋口耕太郎君） はい。今，部長からありました，長蛇の列で密ではないかと。あと，引換券など

を発行して，並んでも買えないというような状況ができないこととか，高齢者に配慮して代理で購入で

きないか。あと，平等に購入するっていう意味で，先着順ではなくて，別の方法を考えないといけない

かと，そういうことですね。私も１２月の１５日は，確か本会議だったと思うんですけれども，駐車場

に止めて歩いていると，販売所，あの通りでは３か所ですかね，３か所，４か所の販売所の前にすごい

列ができていまして，また寒かったんですね，１２月１５日って。寒くて，並んで買われた方をお見受

けしました。今，部長がおっしゃったように，平等，最後の平等に購入できるようにということで，今

回，第５弾の中には抽選で葉書，若しくはスマートフォンのとか，パソコンから入って申し込んで，多

い場合は抽選でということで対応していただいたから，今後のその動向によっては，そういう形での販

売になるのかなというふうに思います。是非とも，また，それを検討していただきたいと思います。 

 ②に行きます。次年度以降の販売のあり方。加盟登録店の換金手数料について，見解をお伺いしたいと

思いますが，今後，コロナウイルスのですね，影響がどこまで続くか分かりませんけれども，恐らく次

年度もですね，影響が残っている可能性があると思います。そこで，提案ですが，二つありまして，１

点目はですね，販売日の変更です。年末の販売は毎年１１月１日と１２月１５日です。１２月１５日は

年金受給者に配慮をして，年金受給日を販売としておりました。昨年は人気があったこともありますけ

れども，年金が口座に入金されるのが１５日で，金融機関でお金を下ろしたあと，販売店へ並んで間に

合わなかった方もいらっしゃいまして，私のところにも苦情や要望が寄せられました。なので，販売日

を１日ずらして１６日にしていただきたいというのが１点。２点目は，加盟登録店の換金手数料であり

ます。平素であれば，１枚５００円に対して１０円の手数料がかかって，事業者のところには４９０円

入るということですけれども，今年度に関してはコロナの対策で手数料がかかりません。よって，加盟

登録店も，今年度はすごく増えたというふうに聞いております。次年度まで，最低次年度までですね，

コロナの影響の有無にかかわらず，引き続き換金手数料をゼロにしていただきたいという２点でありま

すが，以上について，見解をお示しいただきたいと思います。 

 

商工観光部長（武下義広君） はい，それではお答えいたします。次年度以降の販売のあり方で，２点，

御質問がございました。１点目の，販売日を年金支給日から１日ずらすことにつきましては，市民から

も御意見をいただいているところでございまして，現在，実施している事業の紹介を兼ねてお答えさせ

ていただきたいと思います。本市においては，先ほど申し上げた御意見を受け，本年４月に販売を予定
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しております感染防止対策宣言店舗奄美市プレミアム商品券において，試験的に完全事前申し込みによ

る販売を行うこととしております。本商品は２月２２日より３月１９日の間で，事前の購入を申し込み

を受け付けており，申し込み多数の場合は抽選を行い，当選した方のみが４月５日から４月１８日の期

間に購入できるようになっております。申し込みはインターネットによる電子申請。そして，指定様式

を事務局へ郵送。そして，指定様式を３支所に設置しておりますが，投函箱への投函。いずれかの３パ

ターンで受け付けており，代理の方でも申し込みができるようになっております。当選した方には，当

選発表の後，事務局より購入引換券を送付しますが，その際に，販売店を指定することで，一部の店舗

へ密集することを避けられるほか，購入期間も一定期間設けることにより，議員御提案の年金支給日と

の調整も可能となるなど，寄せられた苦情等に対する改善が図られるものと考えております。参考まで

に申し上げますと，３月４日現在，感染防止対策宣言店舗奄美市プレミアム商品券事業で電子申請１，

９９９件。指定様式９１０件の合計２，９０９件の申し込みを，現在，受け付けているところでござい

ます。本市といたしましては，この販売方法を次年度以降のほーらしゃ券でも活用することで，市民の

皆様に長く親しんでいただける事業となるよう，取り組んでまいりたいと考えているところでございま

す。 

 ２点目の加盟店の換金手数料につきましては，令和２年度奄美市発行の商品券事業におきましては，

新型コロナの影響を受けた事業所を支援する考えから，例年，店舗に御負担いただいている１枚当たり

１０円の換金手数料を負担なしで換金しておりました。換金手数料をなくしたことにより，昨年度のほ

ーらしゃ券では２６８店舗であった加盟店が，今年度は奄美市応援券で６３６店舗。ほーらしゃ券では

６３１店舗となり，市民の皆様にとってより使いやすくなったかと思われますが，本来，商品券事業に

つきましては，これまで加盟店舗と奄美市の共同で行っている事業であることから，今後の経済状況や

他自治体の事例なども参考に検討させていただきたいと，このように考えております。以上です。 

 

８番（橋口耕太郎君） 部長から加盟登録店の換金手数料は次年度までゼロですという答えを期待してお

ったんですけれども，引き続き検討ということで，分かりました。販売方法につきましては，今度の４

月に行われる方法が，運用が上手くいくと，そういった部分も，来年度はプレミアム率が元に戻るの

か，そうでないのか，まだ分かりませんけれども，当面，予算としては例年どおりだと思いますが，そ

れがどうなるかは分かりませんし，また，プレミアム率が上がった場合は，そういったその平等に購入

できる方法としての，４月の引換券方式がですね，どのように働くかっていうのは，しっかり，また，

研究をしていただいて，来年度の商品券の発行のあり方について参考にしていただきたいというふうに

思いますので，よろしくお願いいたします。 

 それでは，次の質問に入っていきます。（２）ごみの分別とリサイクルの今後についてということで

あります。①ごみの分別が各地域で守られているか。資源ごみの回収分も含めて，現状はいかがか伺い

たいと思いますが，ここでちょっと画像をお願いしたいと思います。これは本市のホームページに載っ

ておりますチラシなんですけれども，左側のほうをちょっとアップしながら，上から，左ですね，は

い。まず，燃えるごみ，燃えないごみに対して。次，段ボールですね。新聞紙，その他の紙類。上にあ

がってもらえますか。ペットボトル。ビンが３種類ありまして，透明，茶色，その他。それから，スプ

レー缶。蛍光灯。今現在，恐らく１１種類の，大きく分別があると思います。各地域で燃えるごみが週

２回，燃えないごみが週１回。新聞，段ボール等，そして，月１回の資源ごみの回収が行われていると

思いますが，現状の市民の皆様の状況はいかがかという質問です。ルールを守られているのかどうか，

大体で構いませんので，お示しいただきたいと思います。 

 

市民部長（満永亮一君） それでは，お答えします。ただいまの議員御案内のとおり，本市の家庭ごみに

つきましては，１１種類に分けまして，それぞれの地域で回収日を定めて収集しているところでござい

ます。ごみ出しマナーの現状につきましては，自治会，町内会が未組織であるなど，地域により異なる
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状況があり，特に指定しました資源ごみ回収においては，残念ながら分別ルールが守られていない地域

がございます。御存知のとおり，指定されております資源ごみはペットボトル，ビン，スプレー缶，蛍

光灯となっておりますが，回収対象外の乾電池，空き缶，粗大ごみを出されているような状況がござい

ます。対応としましては，分別がなされていないステーションにつきましては，クリーン監視員を配置

しまして，ごみ出しマナーについて指導を行うなど，改善に努めているところでございます。以上で

す。 

 

８番（橋口耕太郎君） 資源ごみについてはですね，私の自治会でも，よくですね，スチール缶が置かれ

ていてですね，会長が苦慮しているところもあったりして，先ほど言ったペットボトル，ビンの透明，

茶色，その他，それから，蛍光管，それから，スプレー缶だと思いますけれども，資源ごみのときはで

すね，ペットボトルと。そういったところがやっぱり守って，部長の答弁では地域によって異なるけれ

ども，資源ごみは乾電池が入っていたりと，そういうところがあるということで，クリーン監視員を配

置しながら指導してるということでありますが，なぜこんな質問をしたかというとですね，やっぱり６

月に世界自然遺産登録に向けて市民の意識をまた向上する上でも，分別っていうのはしっかりしていか

ないといけないということで，意識を向上していっていただきたいという意味で質問をしたんですけれ

ども。②に入りますね。更に，分別の細分化を検討できないか，本市の今後の見解を伺いたいと思いま

すが，鹿児島県にはですね，大崎町，それから，志布志市と，ごみの分別，リサイクルに力を入れる自

治体があります。大崎町においては，リサイクル率なんと８３．１パーセントと，１２年連続日本一と

なっております。ＳＤＧｓも絡めた施策でも，２０１８年に第２回ジャパンＳＤＧｓアワードで内閣官

房長官賞なども受賞しております。非常に参考になると思いますが，奄美市でも大崎町とまではいかな

くとも，少しずつでも分別の更なる推進をすべきと考えていますが，本市の見解をお願いしたいと思い

ます。 

 

市民部長（満永亮一君） 県内の大崎町などが先進例としまして，よく紹介されておりますが，同町は焼

却施設がなく，全てを埋め立て処分していたため，処分場の余剰がなくなる中で，新たな処分場の建設

ではなく分別リサイクルに取り組むことで，処分場の延命化を目指すという選択を住民自ら行ったとお

聞きしております。また，当初より住民自ら独自の衛生自治会を組織しまして，分別ステーションの管

理を行うことで各自が責任を持って分別ルールに従う体制を組織化できたことが，このすばらしい結果

を生んだと伺っております。奄美市におきましては，外海離島という海上輸送コストの課題や自治会，

町内会の組織状況の課題もあり，大崎町のような分別リサイクルによるごみ処理は難しいものと考えて

おりますが，ごみ減量と分別リサイクルに取り組むことは，最終処分場の延命化につながることから，

分別種類を増やすことや，市役所及び有屋町内会の２か所に設置してあります常設回収所の増設，学校

や自治会，町内会などのコミュニティを活用した集団回収にも取り組むことで，資源リサイクルの推進

策を進められればと考えているところでございます。以上です。 

 

８番（橋口耕太郎君） 大崎町は焼却施設がないため，住民自ら，もうリサイクルを徹底していくんだと

いうことで始まったということですね，分かりました。本市でも，１１種類っていうのは，私は結構分

別しているほうではないかなと。ある先輩に聞くと，昔はもう，燃える，燃えないだけでやっていたと

いう話を聞いていますし，分別したことで，今の焼却場がですね，寿命が大分延びているという話も，

もうもちろん伺っております。ただ，さっきも言いましたが，世界自然遺産登録を見据えて，市民の皆

様の意識向上のために，のきっかけに一つでも多く，また，分別するといいのではないかなという気が

して，質問をいたしました。最後，部長で，最後，集団回収とかの実証実験とかいうお言葉が出ました

けれども，初日の川口幸義議員のですね，質問の中でも，そういった言葉が出たんで，何かそういう方

法が考えられているのかどうか，ちょっと私も川口議員の質問で聞き取れなかった部分があったので，
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状況があり，特に指定しました資源ごみ回収においては，残念ながら分別ルールが守られていない地域

がございます。御存知のとおり，指定されております資源ごみはペットボトル，ビン，スプレー缶，蛍

光灯となっておりますが，回収対象外の乾電池，空き缶，粗大ごみを出されているような状況がござい

ます。対応としましては，分別がなされていないステーションにつきましては，クリーン監視員を配置

しまして，ごみ出しマナーについて指導を行うなど，改善に努めているところでございます。以上で

す。 

 

８番（橋口耕太郎君） 資源ごみについてはですね，私の自治会でも，よくですね，スチール缶が置かれ

ていてですね，会長が苦慮しているところもあったりして，先ほど言ったペットボトル，ビンの透明，

茶色，その他，それから，蛍光管，それから，スプレー缶だと思いますけれども，資源ごみのときはで

すね，ペットボトルと。そういったところがやっぱり守って，部長の答弁では地域によって異なるけれ

ども，資源ごみは乾電池が入っていたりと，そういうところがあるということで，クリーン監視員を配

置しながら指導してるということでありますが，なぜこんな質問をしたかというとですね，やっぱり６

月に世界自然遺産登録に向けて市民の意識をまた向上する上でも，分別っていうのはしっかりしていか

ないといけないということで，意識を向上していっていただきたいという意味で質問をしたんですけれ

ども。②に入りますね。更に，分別の細分化を検討できないか，本市の今後の見解を伺いたいと思いま

すが，鹿児島県にはですね，大崎町，それから，志布志市と，ごみの分別，リサイクルに力を入れる自

治体があります。大崎町においては，リサイクル率なんと８３．１パーセントと，１２年連続日本一と

なっております。ＳＤＧｓも絡めた施策でも，２０１８年に第２回ジャパンＳＤＧｓアワードで内閣官

房長官賞なども受賞しております。非常に参考になると思いますが，奄美市でも大崎町とまではいかな

くとも，少しずつでも分別の更なる推進をすべきと考えていますが，本市の見解をお願いしたいと思い

ます。 

 

市民部長（満永亮一君） 県内の大崎町などが先進例としまして，よく紹介されておりますが，同町は焼

却施設がなく，全てを埋め立て処分していたため，処分場の余剰がなくなる中で，新たな処分場の建設

ではなく分別リサイクルに取り組むことで，処分場の延命化を目指すという選択を住民自ら行ったとお

聞きしております。また，当初より住民自ら独自の衛生自治会を組織しまして，分別ステーションの管

理を行うことで各自が責任を持って分別ルールに従う体制を組織化できたことが，このすばらしい結果

を生んだと伺っております。奄美市におきましては，外海離島という海上輸送コストの課題や自治会，

町内会の組織状況の課題もあり，大崎町のような分別リサイクルによるごみ処理は難しいものと考えて

おりますが，ごみ減量と分別リサイクルに取り組むことは，最終処分場の延命化につながることから，

分別種類を増やすことや，市役所及び有屋町内会の２か所に設置してあります常設回収所の増設，学校

や自治会，町内会などのコミュニティを活用した集団回収にも取り組むことで，資源リサイクルの推進

策を進められればと考えているところでございます。以上です。 

 

８番（橋口耕太郎君） 大崎町は焼却施設がないため，住民自ら，もうリサイクルを徹底していくんだと

いうことで始まったということですね，分かりました。本市でも，１１種類っていうのは，私は結構分

別しているほうではないかなと。ある先輩に聞くと，昔はもう，燃える，燃えないだけでやっていたと

いう話を聞いていますし，分別したことで，今の焼却場がですね，寿命が大分延びているという話も，

もうもちろん伺っております。ただ，さっきも言いましたが，世界自然遺産登録を見据えて，市民の皆

様の意識向上のために，のきっかけに一つでも多く，また，分別するといいのではないかなという気が

して，質問をいたしました。最後，部長で，最後，集団回収とかの実証実験とかいうお言葉が出ました

けれども，初日の川口幸義議員のですね，質問の中でも，そういった言葉が出たんで，何かそういう方

法が考えられているのかどうか，ちょっと私も川口議員の質問で聞き取れなかった部分があったので，
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もし補足があればお願いできますか。 

 

市民部長（満永亮一君） それでは，集団回収について，ちょっと触れたいと思います。本市の，昨年

度，家庭から出ました可燃ごみは約８，０６６トンでございました。この中で，約２割から３割が資源

化できる紙ごみがあるものというふうに考えております。紙ごみの回収につきましては，現在，第２水

曜日に段ボール，新聞。第４水曜日にその他紙類を回収し，昨年度は約２６０トンを回収しておりま

す。また，常設回収所２か所においては，約９０トンを回収し，合わせて３５０トンを年間，回収して

いる状況でございます。先ほど申し上げました，家庭から出される可燃ごみに，未だ約１，６００から

２，４００トンの紙ごみが含まれていると推定できることから，自治会やその他の団体などのコミュニ

ティを活用した集団回収による回収効果及び啓発効果を検証しまして，新たな対策を検討しているとい

うことでございます。以上です。 

 

８番（橋口耕太郎君） はい，分かりました。家庭内のごみが，紙をまだ分ける余地があるということが

分かっているということですね。部長，おっしゃられたように，自治会なり，単位単位で集団でそこに
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きたいと思います。 

 次の質問に移ります。質問の５番です。教育行政についてお伺いいたします。（１）公立学校の運営
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比べて２．７倍になったと。図の方，拡大していただけますか。これは，コミュニティスクールのイメ

ージです。見えますかね。左側に市区町村の教育委員会とありまして，矢印が教育委員会から学校の指

定取消，委員の任命。そして，真ん中に学校運営協議会があって，それは地域，住民，保護者などが委

員として参加と。そして，校長から学校運営の基本方針が説明されて，協議会が承認。そして，下のほ

うが，学校運営から，運営や教育活動について説明が校長からあって，それに意見を述べると。協議会

からは，学校運営に関する意見と人事に関する意見を市区町村の教育委員会に戻すという，こうコミュ

ニティスクールなんですけれども，これがですね，私は小学校のＰＴＡの役員をしていたこともありま

して，現在，市内の小・中学校では学校評議員会をですね，年２回程度実施をして，地域の皆様と意見

交換の場を設けていると思いますと。これは，２０１７年に改正された地方教育行政法を取り上げたも

のですけれども，現在の評議員会よりもですね，もっと学校経営，運営に意見が言える，学校運営協議

会を設けて，住民や保護者が公立学校の運営に参画するコミュニティスクールを設置するというもので

あります。私自身も勉強不足の部分がありますけれども，現行の県，そして，本市の方向性などがあれ

ば，お示しをいただきたいと思います。 

 

教育長（要田憲雄君） お答えを申し上げます。ただいま御紹介いただきましたコミュニティスクールに
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ついてでございますが，学校運営協議会と言いまして，学校と地域住民が力を合わせて学校の運営に取

り組むことが可能となる，いわゆる地域とともにある学校への転換を図るための有効な仕組みとして，

文部科学省から示されているところでございます。鹿児島県の現況につきましては，私ども県の教育長

会でもいろいろ議論もございました。例えば，人事に関する云々というのがありますが，それについて

はどうなのかというようなこともございまして，ただそれは地域から住民の方が学校に対して希望や意

見を言うというふうなことだから，そう難しいことでないというような話もありました。県の状況です

が，指宿市や志布志市，南さつま市など８市町村で導入している学校がございます。奄美市につきまし

ては，以前から，議員がさっきおっしゃったように，学校評議員会の制度について積極的に導入し，推

進してまいったところでございます。また，教育行政の基本方針として，地域に根差したふるさと教育

を掲げまして，地域との緊密な連携を推進し，常に地域とともにある学校となるように指導しておりま

すし，そのように進んでいると認識しているところです。現在，地域と学校が密接にかかわりを持って

おりまして，学校行事に対しましても，保護者だけでなく，地域の方々が積極的に学校に協力してくだ

さっているということは，議員も御承知だと思うんです。更に，八月踊り，島口，島唄，あるいは地域

の伝統文化などの継承につきましても，多くの保護者や有志，老人会，あるいは青壮年団の方々の協力

をいただいているというふうに承知をしております。そのような状況を考えますと，文部科学省が掲げ

るコミュニティスクールの地域とともにある学校という定義につきましては，これ，私が就任当初から

進めてきたところでございますから，奄美市ではしっかり根付いているというふうに考えておりまし

て，現在のところコミュニティスクールの設置につきましては，検討はしていないところですが，今

後，また文科省のいろんな状況の変化があれば，研究してまいりたいと考えております。教育委員会と

いたしましては，地域に根差したふるさと教育，奄美の子どもたちを光にの基本方針がございますが，

これを基にしまして，今後もふるさとに愛着を持って，ふるさとを誇れるような児童・生徒の育成に向

けて，地域と協力しながら継続して取り組んでまいりたいと考えているところでございます。以上でご

ざいます。 

 

８番（橋口耕太郎君） はい，分かりました。もう奄美市は既に，この記事でいきますとですね，地域の

創意工夫ある学校運営制度の導入ということで，このコミュニティスクールっていうのを導入するんで

すけれども，奄美市はもう既に，もう地域とともに学校をつくっているということでよろしいですね，

教育長ね。逆に，もう視察に来ていただきたいぐらいじゃないでしょうか。分かりました。これはも

う，国としては国主導の画一的な，もう形を決めた教育から脱却して，地域と一緒に歩んでいかなけれ

ばいけないので，できないところはこれを利用すると。できているところは，もうしっかりそのまま進

めていくということでいいと思う，努力義務ですので，そういうことでいいと思いますので，教育長

が，今，自信を持っておっしゃいましたので，またしっかりその評議員会もですね，充実させていって

いただきたいと思います。 

 次に，②に入ります。（２）ですね。島外で頑張る学生応援事業についてお伺いします。午前中の竹

山議員の質問でもありましたけれども，①締め切りが３月５日，先週の金曜日までだったんですけれど

も，件数，支払い金額の状況はいかがかということですが，竹山議員の質問で８８０名，２，６４０万

円という答弁がございました。これも，この人数，金額で締め切ったということでよろしいんですか

ね，部長。 

 

教育部長（福長敏文君） お答えをいたします。午前中，竹山議員にもお答えいたしましたが，３月５日

が窓口，直接の申し込みの締切日ということで設定をさせていただいて，先ほどの数字を申し上げたと

ころでございます。また，郵送等で，今日以降届く分につきましても，できるだけすくい上げてです

ね，できるだけこう支援をできる体制で続けてまいりたいというふうに考えております。以上です。 
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８番（橋口耕太郎君） はい，分かりました。もう，そんなに多くはないんでしょうけれども，３月５日

締切ですので，概ねこういう人数で確定するのかなというふうに思いますが，そのまま②に入ります

ね。今回は島外で頑張る学生応援事業ということで，大学とか，大学院，あるいは短大，専門学校，高

校，そういった方の保護者なり本人が申し出をして申請があったと思うんですけれども，そのデータと

言うんですか，大学が何名でとか，そういうのが，内訳が分かりましたらお示しいただきたいと思いま

す。 

 

教育部長（福長敏文君） それでは，学生応援事業の申請者の内訳ということの御質問ですので，お答え

させていただきます。これも３月５日現在ということで，御理解をお願いします。その主なものとしま

しては，大学生が４７２名で，率にしまして５３．６パーセント。専門学校生が２１０名で２３．９パ

ーセント。高等学校生が１２５名で１４．２パーセント。短期大学生が４１名で４．７パーセント。大

学院生が１５名で１．７パーセントなどとなっておりまして，全体で８８０名ということでございま

す。以上です。 

 

８番（橋口耕太郎君） やはり大学生が一番多いんですね。大学，専門学校，そして，高校，短大，大学

院という順番になると思います。こういったデータはですね，恐らく初めて奄美市としてですね，どこ

どこのお子さんが，親戚とか知人であれば分かるんでしょうけれども，どこの大学に行っているとか，

高校が行っているとかいうことが初めて分かったと思います。せっかくこう集まったデータですので，

何か有効利用できないかということについて，何か見解がありますか。お願いします。 

 

教育部長（福長敏文君） このアンケート等のほうも実施しておりますので，これの事業データの活用と

いうことでお答えをいたします。今回，これほど多くの島外学生とかかわる機会は，正直，ほとんどな

かったことから，事業申請の際にアンケート調査を実施しております。その中で，今後の雇用政策等に

生かせるよう，雇用についても質問を入れさせていただきました。内容といたしましては，卒業後に島

内，島外，どちらで就職するのか。島外で就職する理由，働きたい分野，就職先を選ぶ際に重視してい

ることなどを調査しておりまして，雇用関係担当課と情報を共有しております。今後，学生の卒業後の

島内での雇用を喚起するための基礎データとして，今回のアンケート調査の結果は大事なものになると

いうふうに考えております。 

 

８番（橋口耕太郎君） はい。是非，雇用が特にですね，今，４年生，例えば３年生とかに，企業のほう

にもですね，関係部署から，商工会議所通じてでもいいですけれども，島外に帰りたい人がこういうふ

うにいるとか，そういう，個別の名前までは必要ないと思いますが，そういったアンケートが出ている

っていうことを示していっていただいて，是非活用していただきたいと思います。 

 最後になります。質問６番です。（１）茨城県古河市のような女性議会の取組ができないかという提

案でございます。また，ここで書画カメラをお願いいたします。これも，我々の公明新聞の２月１７日

の記事でございます。１日議員が市に提言。実りある女性議会ということで，女性が活躍する社会を

と，前安倍政権が推奨し，現菅総理も引き継いでいると思います。奄美市でも女性の幹部登用が，我々

の公明党の栄議員の質問でも取り上げられ，前進していることが確認されております。奄美市議会に

は，現在，２名の女性議員が在籍し，女性の目線，母親の目線などで様々なことが訴えられております

が，まだまだ十分に声が行き届いていないのが現状だと思います。市議会で実施している年２回の議会

報告会の参加者も男性が多く，なかなか女性の声が届かないのが現状であります。そこで，年１回，女

性の声をしっかりと議会として，１日女性議会に取り組んではどうかとの提案でございます。御見解を

お願いいたします。 
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市民部長（満永亮一君） それでは，お答えします。議員御提案の女性議会の取組につきましては，現在

の奄美市男女共同参画あまみ会議の前身であります男女共同参画ＮＡＺＥ女性会議が，旧名瀬市時代の

平成９年２月，平成１１年２月，平成１３年３月に女性模擬議会として，合計３回開催しているという

実績がございます。その内容につきましては，女性目線の意見が出され，大変有意義な議会であったと

伺っております。議員が提示されました古河市の事例にもありますとおり，奄美市議会とは別に，日頃

地域で活動している各種女性団体が女性議会を開催することは，男女共同参画社会の形成に向け，大き

な啓発になると考えられますので，今後とも奄美市男女共同参画あまみ会議の皆様を含め，検討してま

いりたいと思います。以上です。 

 

８番（橋口耕太郎君） 是非，この議場でもあちらに２名，男性比率が圧倒的に多いわけでございまし

て，女性が是非ですね，活躍できる社会も含めて，実現をしていただきたいと思います。 

 最後に，今年度で市役所を退職される職員の皆様，長い間本当に御苦労様でございました。今後は一

市民として，これまでの行政経験を生かし，今度は地域で自治会，民生委員，保護司など，行政にかか

わりの深い役職を是非担っていただきたいと思います。また，健康には留意され，新しいステージに幸

多かれと祈念をいたしまして，私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

 

議長（与 勝広君） 以上で，公明党 橋口耕太郎君の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。１５時５５分，再開いたします。（午後３時４０分） 

                     ○              

議長（与 勝広君） 再開いたします。（午後３時５５分） 

 引き続き，一般質問を行います。 

 日本共産党 荒田幸司君の発言を許可いたします。なお，荒田幸司君から一般質問中の資料投影のた

め，書画カメラ使用の申し出がありましたので，これを許可いたします。 

 

５番（荒田幸司君） 議場の皆さん，また，市民の皆さん，こんにちは。日本共産党の荒田幸司でござい

ます。一般質問２日目，本日最後の質問者となりました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 さて，多くの同僚議員が皆様に申し述べましたように，東日本大震災から間もなく１０年を迎えま

す。改めて震災に関連し，お亡くなりになられた方に哀悼の意を表するとともに，未だに避難生活を余

儀なくされている方々，そして，生活再建の途上にある方々，１日も早く元の生活に戻れることを願う

ものであります。また，３月１１日には，本日の地元紙に掲載がされていましたけれども，さよなら原

発奄美行動があります。東日本大震災から，原発事故から１０年の節目に，原発について改めて考える

機会になればということで，この企画を計画したということです。是非，５時半から永田橋交差点，ま

た，５時１５分から長浜町の旧奄美中央病院前でスタンディング行動があります。多くの皆様の御参加

をよろしくお願いいたします。 

 さて，昨年の９月１６日，菅義偉政権は発足をし，もうすぐ半年になろうとしています。発足当時，

７０パーセント前後であった内閣支持率は２月の１３日，１４日に朝日新聞社が実施をした世論調査で

は３４パーセントと，３割台となっております。これは菅内閣に対する国民の期待が裏切られた結果を

示すものではないでしょうか。今，まさに安倍内閣の７年と８か月を含めて，菅義偉首相が進めてきた

政治の正体が国民の目に明らかになっている，そのように，そのような状況にあるのではないかと感じ

ております。立憲民主党の小沢一郎衆議院議員は３月７日のツイッターで，自民党のスローガン，国民

のために働く。この上に，一握りの，付けないと正しくない。総理や自民党政権と親しいほんの一握り

の国民だけが利益を得る国へ。そんな国になってしまった。五輪前に世界中に恥をさらしていると投稿

したことを，デイリースポーツが報じています。また，先日地域の方が，地域を訪問した折に，地域の

方々より次のようなことを耳にしました。連日，テレビなどで報道されている菅政権のやっていること
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市民部長（満永亮一君） それでは，お答えします。議員御提案の女性議会の取組につきましては，現在

の奄美市男女共同参画あまみ会議の前身であります男女共同参画ＮＡＺＥ女性会議が，旧名瀬市時代の

平成９年２月，平成１１年２月，平成１３年３月に女性模擬議会として，合計３回開催しているという

実績がございます。その内容につきましては，女性目線の意見が出され，大変有意義な議会であったと

伺っております。議員が提示されました古河市の事例にもありますとおり，奄美市議会とは別に，日頃

地域で活動している各種女性団体が女性議会を開催することは，男女共同参画社会の形成に向け，大き

な啓発になると考えられますので，今後とも奄美市男女共同参画あまみ会議の皆様を含め，検討してま

いりたいと思います。以上です。 

 

８番（橋口耕太郎君） 是非，この議場でもあちらに２名，男性比率が圧倒的に多いわけでございまし

て，女性が是非ですね，活躍できる社会も含めて，実現をしていただきたいと思います。 

 最後に，今年度で市役所を退職される職員の皆様，長い間本当に御苦労様でございました。今後は一

市民として，これまでの行政経験を生かし，今度は地域で自治会，民生委員，保護司など，行政にかか

わりの深い役職を是非担っていただきたいと思います。また，健康には留意され，新しいステージに幸

多かれと祈念をいたしまして，私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

 

議長（与 勝広君） 以上で，公明党 橋口耕太郎君の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。１５時５５分，再開いたします。（午後３時４０分） 

                     ○              

議長（与 勝広君） 再開いたします。（午後３時５５分） 

 引き続き，一般質問を行います。 

 日本共産党 荒田幸司君の発言を許可いたします。なお，荒田幸司君から一般質問中の資料投影のた

め，書画カメラ使用の申し出がありましたので，これを許可いたします。 

 

５番（荒田幸司君） 議場の皆さん，また，市民の皆さん，こんにちは。日本共産党の荒田幸司でござい

ます。一般質問２日目，本日最後の質問者となりました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 さて，多くの同僚議員が皆様に申し述べましたように，東日本大震災から間もなく１０年を迎えま

す。改めて震災に関連し，お亡くなりになられた方に哀悼の意を表するとともに，未だに避難生活を余

儀なくされている方々，そして，生活再建の途上にある方々，１日も早く元の生活に戻れることを願う

ものであります。また，３月１１日には，本日の地元紙に掲載がされていましたけれども，さよなら原

発奄美行動があります。東日本大震災から，原発事故から１０年の節目に，原発について改めて考える

機会になればということで，この企画を計画したということです。是非，５時半から永田橋交差点，ま

た，５時１５分から長浜町の旧奄美中央病院前でスタンディング行動があります。多くの皆様の御参加

をよろしくお願いいたします。 

 さて，昨年の９月１６日，菅義偉政権は発足をし，もうすぐ半年になろうとしています。発足当時，

７０パーセント前後であった内閣支持率は２月の１３日，１４日に朝日新聞社が実施をした世論調査で

は３４パーセントと，３割台となっております。これは菅内閣に対する国民の期待が裏切られた結果を

示すものではないでしょうか。今，まさに安倍内閣の７年と８か月を含めて，菅義偉首相が進めてきた

政治の正体が国民の目に明らかになっている，そのように，そのような状況にあるのではないかと感じ

ております。立憲民主党の小沢一郎衆議院議員は３月７日のツイッターで，自民党のスローガン，国民

のために働く。この上に，一握りの，付けないと正しくない。総理や自民党政権と親しいほんの一握り

の国民だけが利益を得る国へ。そんな国になってしまった。五輪前に世界中に恥をさらしていると投稿

したことを，デイリースポーツが報じています。また，先日地域の方が，地域を訪問した折に，地域の

方々より次のようなことを耳にしました。連日，テレビなどで報道されている菅政権のやっていること
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は，子どもたちの目にも何か悪いことをやっているという印象を与えており，教育上よろしくない。孫

を見ていて，そのことをすごく感じると。また，別の方は，菅政権のやっていることは，何か悪いこと

をしても責任をとらないで逃げ切れたらいいのだという印象を国民に与えており，このままでは日本と

いう国が駄目になってしまわないか心配だというものでした。皆さん，今まさに地方から政治を変える

正念場になっているのではないでしょうか。地方自治の精神を生かした政治を実現するために，微力で

はありますが，引き続き力を尽くしていく決意を申し上げ，質問に入ります。 

 １，市長の政治姿勢について。１，安全保障に関して。２０１９年３月２６日に陸上自衛隊奄美駐屯

地が開設をされ，間もなく２年になろうとしています。陸上自衛隊の受入の当初目的は，離島防衛にお

ける抑止力。経済や人口増対策。災害対策などにあったと思っておりますが，現在の状況をどのように

捉えておられるのか，お示しをいただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。 

 次の質問からは発言席で行います。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） それでは，さっそく荒田議員にお答えいたします。まず，自衛隊は我が国の平和と

安全の確保はもとより，防災面においても，先般の栃木県における山火事の消火活動や本市での豪雨災

害での支援活動に見られますように，各種災害時の救助，復旧活動など，全国各地で活躍しておりま

す。また，新型コロナ対応では，全国各地で医療，消毒活動など，自治体への支援をはじめ，奄美群島

におきましても，自衛隊ヘリによる離島・本土間の患者搬送に御支援をいただいているところでありま

す。御案内のとおり，本市に奄美駐屯地が開設され，防衛上においての機動力と，それを効率的に展開

する組織力を併せ持った警備部隊が駐屯することは，台風常襲地帯である本市の防災面においても，市

民の皆様方の安全・安心の礎となっていると考えております。奄美駐屯地は開設当初から台風の際など

には，災害対策本部に隊員を派遣し，本市と連携した対応を行っていただいているほか，今回のハザー

ドマップ更新作業にも参画していただくなど，本市防災行政に多方面から御協力をいただいているとこ

ろでございます。また，人口面の効果につきましては，隊員３５０名とその御家族約２５０名の計６０

０名ほどの転入があり，子ども，園児から高校生まで，約１８０名が各学校などに在籍をいたしており

ます。隊員や御家族の皆様は，地域の清掃活動や行事，イベントなどにも積極的に参加し，地域の方々

からも非常に喜ばれ，地域に活力を与えていただいていると伺っております。また，経済面の効果につ

きましては，駐屯地の建設工事や日々の生活消費に加え，先の議会答弁でもお答え申し上げましたが，

今年度の隊員等に係る市民税として，市の税収約７，０００万円を見込んでいるところであります。い

ずれにいたしましても，奄美駐屯地は市民の安全，安心に寄与するとともに，地域の活性化や経済にも

大きな波及効果を与えているものと認識をいたしているところでございます。以上であります。 

 

５番（荒田幸司君） 御答弁，ありがとうございました。市長のおっしゃることは，よく理解できます

し，やはり奄美市の経済にとっても，また，人口増対策にとっても，しっかり効果を発揮しています，

いうことのお話だったと考えます。また，市民の安心・安全もありましたということのお考えだという

ふうに理解します。その上に立って，その，それはそれで，評価として理解します。その上に立っての

質問になりますけれども，自衛隊が，駐屯地ができたことで，日米共同訓練，また，自衛隊の独自の訓

練などが激しくなったということは事実ではないかなというふうに考えているんですね。それから，あ

と基地建設の差し止め申し立て裁判では，その当時は基地外では訓練は今のところいたしませんという

ような話でした。それが，実質的にはやっぱり基地外での訓練も実施をされているというところで，非

常に危惧しているところがございますけれども，それについてはどのような受け止めをしていただいて

いるんでしょうか，お示しください。 
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総務部長（三原裕樹君） 基地内の訓練，基地外での訓練。これは，自衛隊に限らずですね，こういった

駐屯地ができますと，他の分も一緒だと思いますけれども，安全・安心を守るための訓練というのは，

当然，必要になってまいります。そのような中で，そういった基地外で，基地以外で訓練をする際に

は，我々にも情報が入ってまいりますし，そういった情報については皆さんにも情報を共有してお知ら

せをしたいというふうに考えております。自衛隊ですから，訓練するのは当然だというふうに思ってお

りますので，御理解をお願いいたします。 

 

５番（荒田幸司君） はい。今の説明は，一応，もっともな説明かなというふうに思いますけれども，私

にとってはですね，やはりあの当時，私も一緒にその基地の工事差し止めの，一応債権者に入ったんで

すね。実質的に，いろいろやり取りをした中で，防衛省の方々を，実際の答弁じゃないんですけれど

も，文書通じた，やはり答弁の中には，今のところというようなお話でした。実質的に，そういったこ

とはもう十分に想定をされるわけですから，なぜそのときにそういったことをおっしゃらないのか，そ

の辺が非常に不信感がやっぱり募るところじゃないかなというふうに思ってますね。そういって，それ

と，実質的には基地外でのやっぱり行進っていうかな，それを去年と今年，やっているわけですが，今

年は行って，山の中でやっているので，それほど人目に触れてはいないんでしょうけれども，去年の場

合は，子どもたちがやっぱり見ている前で歩行訓練を，銃を構えてということがありました。そういっ

たことを考えたときですね，決してやはり，これは見解の違いになるかもしれませんが，いい影響はや

はり与えないのではないかなというふうに私は考えているんですね。子どもたちへのその影響って言い

ますかね，その辺についてはどう捉えていらっしゃるんでしょうか。 

 

総務部長（三原裕樹君） 昨年の件につきましては，その行進の時間が子どもさんの登校の時間と重なっ

たということだろうと思います。その時間等については，我々もちょっと事前に把握はしておりません

でしたけれども，訓練ですので，自衛隊の方々も地域の皆さんには迷惑をかけないようにということで

の配慮はしているところでございます。先については，そういうところで，時間のそういった配慮が，

もしかしたら把握をされてなかったかもしれません。今後は，そういったことがあればですね，そうい

ったものは自衛隊のほうに申し入れをしながら対処してまいりたいというふうに考えております。 

 

５番（荒田幸司君） その辺のところは，是非，今後ですね，よろしくお願いしたいというふうに思いま

す。 

 続けて，幾つかお聞きしますけれども，この自衛隊の駐屯地ができたことにですね，やはりまちづく

り，今，奄美市の一定の長期の計画がありますけれども，そういったところにどう，やはり影響してい

るのか。何も影響していないのかどうか。その辺とですね，あとはやはり，最近，米軍機のやっぱり低

空飛行訓練は非常に激しくなっているというのは，皆様も実感していると思うんですよね。その辺が，

その基地ができたことと関連性がないか。なかなか確かめる術がないのかもしれませんが，やはりこの

南西諸島，沖縄で，今，鹿児島県の馬毛島のほうにも，少しそういった兆候があります。そういったこ

とを含めて，やはりこの奄美大島を含む南西諸島全体が，やはりこの軍事の基地化されていくことで

の，やはり流れの中にこれがあるんじゃないかなというふうに私は心配しているところですけれども，

その辺の，特に先週などは，先週の水曜日，木曜辺りかな，オスプレイの低空がすごかったと思うんで

す。この庁舎の上もずっと飛んでいると思うんですよね。そういった事態は御存知だと思うんですけれ

ども，その辺のところでは，感覚としてもいいんですが，どう捉えていらっしゃるんでしょうか。 

 

総務部長（三原裕樹君） まず，まちづくりについてという御質問でございますけれども，これは，今，

２年，やがて２年になりますけれども，今のところまちづくりについて影響があるかというと，影響は

ございません。 
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総務部長（三原裕樹君） 基地内の訓練，基地外での訓練。これは，自衛隊に限らずですね，こういった

駐屯地ができますと，他の分も一緒だと思いますけれども，安全・安心を守るための訓練というのは，

当然，必要になってまいります。そのような中で，そういった基地外で，基地以外で訓練をする際に

は，我々にも情報が入ってまいりますし，そういった情報については皆さんにも情報を共有してお知ら

せをしたいというふうに考えております。自衛隊ですから，訓練するのは当然だというふうに思ってお

りますので，御理解をお願いいたします。 

 

５番（荒田幸司君） はい。今の説明は，一応，もっともな説明かなというふうに思いますけれども，私

にとってはですね，やはりあの当時，私も一緒にその基地の工事差し止めの，一応債権者に入ったんで

すね。実質的に，いろいろやり取りをした中で，防衛省の方々を，実際の答弁じゃないんですけれど

も，文書通じた，やはり答弁の中には，今のところというようなお話でした。実質的に，そういったこ

とはもう十分に想定をされるわけですから，なぜそのときにそういったことをおっしゃらないのか，そ

の辺が非常に不信感がやっぱり募るところじゃないかなというふうに思ってますね。そういって，それ

と，実質的には基地外でのやっぱり行進っていうかな，それを去年と今年，やっているわけですが，今

年は行って，山の中でやっているので，それほど人目に触れてはいないんでしょうけれども，去年の場

合は，子どもたちがやっぱり見ている前で歩行訓練を，銃を構えてということがありました。そういっ

たことを考えたときですね，決してやはり，これは見解の違いになるかもしれませんが，いい影響はや

はり与えないのではないかなというふうに私は考えているんですね。子どもたちへのその影響って言い

ますかね，その辺についてはどう捉えていらっしゃるんでしょうか。 

 

総務部長（三原裕樹君） 昨年の件につきましては，その行進の時間が子どもさんの登校の時間と重なっ

たということだろうと思います。その時間等については，我々もちょっと事前に把握はしておりません

でしたけれども，訓練ですので，自衛隊の方々も地域の皆さんには迷惑をかけないようにということで

の配慮はしているところでございます。先については，そういうところで，時間のそういった配慮が，

もしかしたら把握をされてなかったかもしれません。今後は，そういったことがあればですね，そうい

ったものは自衛隊のほうに申し入れをしながら対処してまいりたいというふうに考えております。 

 

５番（荒田幸司君） その辺のところは，是非，今後ですね，よろしくお願いしたいというふうに思いま

す。 

 続けて，幾つかお聞きしますけれども，この自衛隊の駐屯地ができたことにですね，やはりまちづく

り，今，奄美市の一定の長期の計画がありますけれども，そういったところにどう，やはり影響してい

るのか。何も影響していないのかどうか。その辺とですね，あとはやはり，最近，米軍機のやっぱり低

空飛行訓練は非常に激しくなっているというのは，皆様も実感していると思うんですよね。その辺が，

その基地ができたことと関連性がないか。なかなか確かめる術がないのかもしれませんが，やはりこの

南西諸島，沖縄で，今，鹿児島県の馬毛島のほうにも，少しそういった兆候があります。そういったこ

とを含めて，やはりこの奄美大島を含む南西諸島全体が，やはりこの軍事の基地化されていくことで

の，やはり流れの中にこれがあるんじゃないかなというふうに私は心配しているところですけれども，

その辺の，特に先週などは，先週の水曜日，木曜辺りかな，オスプレイの低空がすごかったと思うんで

す。この庁舎の上もずっと飛んでいると思うんですよね。そういった事態は御存知だと思うんですけれ

ども，その辺のところでは，感覚としてもいいんですが，どう捉えていらっしゃるんでしょうか。 

 

総務部長（三原裕樹君） まず，まちづくりについてという御質問でございますけれども，これは，今，

２年，やがて２年になりますけれども，今のところまちづくりについて影響があるかというと，影響は

ございません。 
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 それから，米軍機の飛行につきましては，自衛隊の駐屯地とは直接影響があるかということになりま

すと，私どものほうでは直接の影響はないというふうに考えております。ただ，議員御指摘のとおり，

オスプレイ含めて，最近飛行が多いという，市民の皆様からの意見も伺っております。このことにつき

ましては，九州防衛局を通じ，防衛省から米軍のほうにその旨，通知をして，その返事をいただいてい

るところでございます。先般も防衛省から，ちょっと表敬でお見えになった際にも，市長のほうから直

接，その米軍機の話はいたしました。また，九州防衛局においてもですね，この，実際その現状を調査

をしたいということも聞いておりますので，また，そういったのを踏まえまして，今後は我々も申し入

れることは申し入れるというふうに考えておりますので，御理解をよろしくお願いいたします。 

 

５番（荒田幸司君） はい，分かりました。今後の対応の仕方ではですね，少しやはりこれまでと違った

形で力を入れていきますということでおっしゃっていただきましたので，それを是非よろしくお願いし

たいというふうに思います。私はこの間，自衛隊の問題について，議会ごとにやはり何らの形でやっぱ

り質問させていただいています。それは，やはり基地ができたことによって，将来的に，やはりこの軍

拡のやっぱりこの，何て言うかな，こっちが中心になって，南西諸島が本当に軍事一色になってしまわ

ないか。そして，最終的には，やはり第２次世界大戦で経験したように，沖縄同様，捨て石にされる。

そういった危険性は十分にはらんでいるんじゃないかなということで，その心配があってですね，ずっ

と質問しているわけです。ですから，電子戦部隊も来年度，配備されるということで，非常に心配は増

えるわけですけれども，引き続き，ですから，引き続きこの問題については，注視をしていきたいと考

えていますので，よろしくお願いいたします。今日については，これで質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。 

 それじゃ，引き続いて次の質問に入ります。二つ目のデジタル関連法に関してです。菅義偉首相の肝

いりの政策，官民のデジタル化を推進するためのデジタル改革関連６法案が閣議決定され，国会に提出

されています。政府のデジタル化推進はマイナンバーの活用拡大。脱ハンコによる行政手続きのオンラ

イン化。地方自治体のシステム統一，標準化を加速をさせる。行政サービス向上や経済成長につながる

狙いがあると言われています。情報通信などデジタル技術の進歩を国民生活の向上に生かしていくこと

を否定するものではありません。しかし，２０２０年度版情報通信白書によると，企業などが提供する

サービスを利用する際に，個人情報を提供することについて，８割が不安を感じていると答え，インタ

ーネットを利用する際に感じる不安については，個人情報や利用履歴の漏洩が８８．４パーセントに上

ると報道されています。デジタル先進国では，プライバシーは守り，安全性やデータ保護を確実にする

規制やルールの制定，監視，監督機関の設置などが進んでいると言われております。ところが，１月１

８日の菅首相の所信表明演説では，デジタル関連の推進に熱弁をふるうだけで，プライバシーの保護，

情報保護については一言も触れていません。それで，お伺いをいたします。菅義偉内閣のデジタル関連

法については，奄美市はどのように受け止めをされているのか，お聞かせください。お願いします。 

 

総務部長（三原裕樹君） 御質問のデジタル関連法案につきましては，新型コロナ禍における特別定額給

付金のオンライン申請手続きや接触確認アプリＣＯＣＯＡの不具合などを発端に，日本社会のデジタル

化の遅れが顕在化したことを受け，国においてデジタル改革を強く推進するため，同法案を今国会に提

出されたものと認識をしております。国が示すこの法案の主な内容といたしましては，同法案を統括す

るため，新たにデジタル庁を設置するほか，公的給付への対応，個人番号の利用，地方公共団体の情報

システムの標準化などが盛り込まれております。議員御指摘の個人情報保護の点についてでございます

けれども，デジタル化を推進する上で，個人情報の取り扱いや管理を適正に行うことは，これは極めて

重要な責務であります。従いまして，国においてもそのような対策は十分なされると認識をしておりま

すけれども，本市におきましても，国の動向に注視しながら，着実な対応をしてまいりたいと考えてお

りますので，御理解をお願いいたします。 
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５番（荒田幸司君） ありがとうございます。そうですね，この質問を私もさせていただいたのはです

ね，新聞報道の中でしか情報を掴んでいませんけれども，やはりこの法案が通ることで，各自治体ので

すね，個人情報保護条例，そういったものはやはりなくなるって言いますかね，ないがしろに，それが

効果を発揮しなくなるって言いますかね，そういったことが謳われているんですね。それをやはり，非

常に心配しておりまして，やはりこの，ちょっと前のめりに，前のめりでこれが進んでいるんじゃない

かなということを危惧していた関係で，この質問をさせていただきました。今，国会の審議状況をしっ

かりやっぱり注視をしながら進めていくということの答弁でしたので，少し安心したところですが，実

質的には，やはり，このデジタル化の前提，大前提のですね，政治のやっぱり透明性。それから，説明

責任を果たす。それから，個人情報を適切に管理。そして，安心・安全を求める。やはり，国民に信頼

される政府の存在を，しっかりやっぱりつくっていくということが，非常に，前提条件じゃないかなと

いうふうに私は考えています。最初にも述べましたように，今の菅政権，なかなか信頼できるなという

ことには，私自身はならない，いうことをですね，そういった意味では，これはもう少し国会で審議の

状況，恐らく野党側のいろんな形で，やはり，この法案の審議に入ったときは，この内容を深堀してい

くと思いますので，是非，これを見守っていただきたいというふうに考えております。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 それでは，次の質問に入ります。②のマイナンバーの件ですね。菅政権のデジタル化の工程表では，

マイナンバーカードの普及について，２０２１年１月２３日現在，２４．８パーセントにとどまってい

る。全国のマイナンバーカードの普及率を２０２２年までにはほぼ全国民に普及する計画となっており

ます。昨年，マイナンバーカードの普及を図るために，菅政権が力を入れた５，０００円のポイントが

付くマイナポイントの事業に取り組みました。しかし，思ったように普及促進はできませんでした。集

客サイト，クレジットカード，企画，ガイドが実施したマイナポイント申し込み状況に関するアンケー

トでは，政府なんて一番信用できない。文書破棄，捏造，隠蔽，何でもやるなどのマイナンバー制度を

推し進める政府への不安の声が大きくある，多く聞かれています。そのような中で，奄美市はマイナン

バーカードの普及にかなり力を注いでいるように感じられますけれども，その意図するところはどうい

ったところにあるんでしょうか。現在の到達状況と今後の計画について，お示しください。よろしくお

願いします。 

 

市民部長（満永亮一君） それでは，マイナンバーについてお答えします。奄美市のマイナンバー交付率

は３１．３２パーセント，これは，令和３年２月の２１日現在でございますが，住民票等のコンビニ交

付，マイナポイント事業が開始されたことで，市民の方の利便性などが向上し，マイナンバーカードの

申請，交付件数も伸びているものというふうに考えております。全国的に見ますと，先ほど議員がおっ

しゃったのとはちょっとパーセントが違いますが，私どもが直近のもので，交付率が２５．９パーセン

トとなっておりまして，全国の交付率が，国民全体への普及は今後の課題であり，普及が進まない要因

の一つとして，先ほど議員がおっしゃったマイナンバーカード紛失時の個人情報流出の懸念があるかと

いうふうに考えております。マイナンバーカードには，氏名，住所，生年月日，性別の情報しか入って

いないため，もしカードをなくしましても，カード表面に記載されている以上の情報が流出することは

なく，カードの顔写真により本人になりすまして使用することも防止できるということでございます。

カードについておりますＩＣチップの情報を使うには暗証番号が必要であり，入力を３回間違えると使

用できなくなり，再設定は市町村の窓口でしか行えません。不正に情報を盗み出そうとするとチップが

破損する安全対策もとられております。また，行政機関がマイナンバーで情報を一元管理することは法

律で禁止されており，マイナンバーを元に情報が流出することはないものというふうに考えておりま

す。今後の取組としては，改めてマイナンバー制度と保険証機能をはじめ，今後，広がるメリットにつ

いて周知を図り，マイナンバーカードを希望される市民の方々に安心して申請いただけるよう努めてま
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５番（荒田幸司君） ありがとうございます。そうですね，この質問を私もさせていただいたのはです

ね，新聞報道の中でしか情報を掴んでいませんけれども，やはりこの法案が通ることで，各自治体ので

すね，個人情報保護条例，そういったものはやはりなくなるって言いますかね，ないがしろに，それが

効果を発揮しなくなるって言いますかね，そういったことが謳われているんですね。それをやはり，非

常に心配しておりまして，やはりこの，ちょっと前のめりに，前のめりでこれが進んでいるんじゃない

かなということを危惧していた関係で，この質問をさせていただきました。今，国会の審議状況をしっ

かりやっぱり注視をしながら進めていくということの答弁でしたので，少し安心したところですが，実

質的には，やはり，このデジタル化の前提，大前提のですね，政治のやっぱり透明性。それから，説明

責任を果たす。それから，個人情報を適切に管理。そして，安心・安全を求める。やはり，国民に信頼

される政府の存在を，しっかりやっぱりつくっていくということが，非常に，前提条件じゃないかなと

いうふうに私は考えています。最初にも述べましたように，今の菅政権，なかなか信頼できるなという

ことには，私自身はならない，いうことをですね，そういった意味では，これはもう少し国会で審議の

状況，恐らく野党側のいろんな形で，やはり，この法案の審議に入ったときは，この内容を深堀してい

くと思いますので，是非，これを見守っていただきたいというふうに考えております。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 それでは，次の質問に入ります。②のマイナンバーの件ですね。菅政権のデジタル化の工程表では，

マイナンバーカードの普及について，２０２１年１月２３日現在，２４．８パーセントにとどまってい

る。全国のマイナンバーカードの普及率を２０２２年までにはほぼ全国民に普及する計画となっており

ます。昨年，マイナンバーカードの普及を図るために，菅政権が力を入れた５，０００円のポイントが

付くマイナポイントの事業に取り組みました。しかし，思ったように普及促進はできませんでした。集

客サイト，クレジットカード，企画，ガイドが実施したマイナポイント申し込み状況に関するアンケー

トでは，政府なんて一番信用できない。文書破棄，捏造，隠蔽，何でもやるなどのマイナンバー制度を

推し進める政府への不安の声が大きくある，多く聞かれています。そのような中で，奄美市はマイナン

バーカードの普及にかなり力を注いでいるように感じられますけれども，その意図するところはどうい

ったところにあるんでしょうか。現在の到達状況と今後の計画について，お示しください。よろしくお

願いします。 

 

市民部長（満永亮一君） それでは，マイナンバーについてお答えします。奄美市のマイナンバー交付率

は３１．３２パーセント，これは，令和３年２月の２１日現在でございますが，住民票等のコンビニ交

付，マイナポイント事業が開始されたことで，市民の方の利便性などが向上し，マイナンバーカードの

申請，交付件数も伸びているものというふうに考えております。全国的に見ますと，先ほど議員がおっ

しゃったのとはちょっとパーセントが違いますが，私どもが直近のもので，交付率が２５．９パーセン

トとなっておりまして，全国の交付率が，国民全体への普及は今後の課題であり，普及が進まない要因

の一つとして，先ほど議員がおっしゃったマイナンバーカード紛失時の個人情報流出の懸念があるかと

いうふうに考えております。マイナンバーカードには，氏名，住所，生年月日，性別の情報しか入って

いないため，もしカードをなくしましても，カード表面に記載されている以上の情報が流出することは

なく，カードの顔写真により本人になりすまして使用することも防止できるということでございます。

カードについておりますＩＣチップの情報を使うには暗証番号が必要であり，入力を３回間違えると使

用できなくなり，再設定は市町村の窓口でしか行えません。不正に情報を盗み出そうとするとチップが

破損する安全対策もとられております。また，行政機関がマイナンバーで情報を一元管理することは法

律で禁止されており，マイナンバーを元に情報が流出することはないものというふうに考えておりま

す。今後の取組としては，改めてマイナンバー制度と保険証機能をはじめ，今後，広がるメリットにつ

いて周知を図り，マイナンバーカードを希望される市民の方々に安心して申請いただけるよう努めてま
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いりたいというふうに感じております。以上です。 

 

５番（荒田幸司君） はい，御答弁ありがとうございます。私が心配しているように，マイナンバーにつ

いては，心配しているようなことはありませんと。大丈夫，安心してよろしいですよということです

が，よろしいんですね，はい。そういうことで受け止めをします。ただ私は，個人的にはですね，やは

り政府がマイナンバーカードの普及にこれだけやっぱり力を注いでいる。その意図するところがよく見

えないです。個々人のあらゆる情報がマイナンバーカードに紐づけされて，要するにマイナンバーにと

いうことですね，政府に都合よく利用される国民総監視社会になるのではないかとの不安があります。

従って，政府としてももう少しデジタル関連法の国会審議の行方を見守って，やはり，全体を，行政と

してもやっぱり進めていくことが必要じゃないかなということの心配を持っておりますので，是非，お

含みいただきたいというふうに考えています。よろしくお願いします。それでは，この質問について

は，以上で終わります。 

 次に，新型コロナウイルス感染症対策について，質問をさせていただきます。まず，１，事業所支援

給付金について。現在，新型コロナウイルス対策の支援事業として，鹿児島県事業継続緊急支援金や新

型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金，また，奄美市のタクシー等の緊急支援金の交付が進めら

れています。一方で，この支援事業に該当しない事業者，特に観光関連のお店でですね，売上が前年よ

り，前年より５０パーセント未満の事業主，そこに悲鳴が上がっている状況が，私の耳にも聞こえてき

ます。奄美市として，事業者の状況をどのように捉えているのか。また，第２弾の事業所支援給付金の

実施はできないか，見解をお願いいたします。 

 

商工観光部長（武下義広君） それでは，お答えいたします。今回の鹿児島県における事業継続緊急支援

金や時短要請協力金につきましては，本市を含みます県内におきまして，年末年始にかけて感染者が拡

大し，過去最高となる新規感染者数を確認するなど，医療提供体制が逼迫する恐れがあったことから，

県独自の感染拡大警報を発令し，接触機会の低減と事業継続の支援を行うために，感染リスクの高い飲

食店等に対し，営業時短要請を行い，協力金や支援金の支給を行うものと認識しております。県の今回

の対策では，要請に応じた飲食店に対する協力金の支給に加え，事業継続緊急支援金の対象業種の拡充

や，支援金額の引き上げが行われたこともあり，多くの事業所が対象になるものと思われますので，申

請状況等を注視してまいりたいと，このように考えております。本市といたしましては，感染拡大防止

の更なる徹底と，今後のコロナの影響が特に大きい事業者の支援，また，今後のコロナを見据えた事業

展開の支援を行う観点から，先の専決予算にて各種事業を実施したところでございます。今後とも国や

県及び新型コロナの感染状況や経済状況を踏まえながら，適切な時期に必要な支援策を講じてまいりた

いと考えておりますので，御理解賜りたいと思います。以上です。 

 

５番（荒田幸司君） 部長がおっしゃった内容については，私も十分理解しているつもりです。その上に

立って，この質問をさせていただいたんですけれども，それでもやはりなかなか救済されない方がいら

っしゃるということは事実だと思います。そういった中でですね，やはり小さな事業所の方々ですか

ら，何らかの形で，やはり，行政が応援しているよということのメッセージですね，そういったことが

発せられると，やはり元気が出ると思うんですよ。金額にもよりますけれども，そこまで大きな金額

云々じゃないと思うんです。やはり，みんなで応援しているよということのメッセージを，是非，出し

ていただけないかなというふうに思って，この質問をさせていただきましたので，是非，その辺のとこ

ろは御検討いただきたいということをお願いして，この質問を終わります。よろしくお願いします。 

 それじゃ，次に進みます。ＰＣＲ検査の拡充についてです。昨年１月に国内で新型コロナウイルスの

感染が確認されて１年余り，２月１７日よりワクチンの接種が始まり，接種体制やワクチンの量の確

保，副反応の問題など課題はあるものの，多くの国民が期待を寄せているところです。しかし，ワクチ
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ン接種によってコロナ感染が収束をするものではないことも事実です。感染防止対策がおろそかになる

と，再び感染拡大が起こることは容易に想像できます。そこで，感染防止拡大の要となるのがＰＣＲ検

査と考えております。元日本がん学会会長，元岐阜大学学長の黒木登志夫氏は，最近の論文では，５９

パーセントが無症状者からの感染であるとされているというようなお話をされています。そこで，お伺

いをいたします。奄美市におけるＰＣＲ検査の現状と今後の見通しについてお示しください，お願いし

ます。 

 

保健福祉部長（山下能久君） それでは，お答えいたします。まず，現在のＰＣＲ検査体制につきまして

御説明いたします。感染症指定病院でございます県立大島病院において，昨年９月に新たにＰＣＲ検査

機器が配備され，検体採取当日に結果が判明する体制が整備されました。しかしながら，現在，検査試

薬の供給が限定されているため，感染リスクが高い方や，検査対象者の人数などにより，県立大島病院

での検査対象となるか，鹿児島へ検体を輸送し検査するのかにつきましては，医師の判断の下，実施し

ている状況でございます。以上でございます。 

 

５番（荒田幸司君） すいません。聞き逃したかもしれませんが，今，県立大島病院での検査の件数はど

れぐらいまで受入が可能というような状況なんでしょう。 

 

保健福祉部長（山下能久君） お答えいたします。ＰＣＲ検査を受けられた方の人数につきましては把握

しておりませんが，特に年末から１月にかけまして，感染者が急増し，また，店名公表などにより，こ

の時期に行政検査を受けられた方は１００名以上にのぼることは把握しているところでございます。以

上でございます。 

 

５番（荒田幸司君） 検査の，１日のその受入の件数はどのぐらいキャパがあるかということはお分かり

になりますか。 

 

保健福祉部長（山下能久君） お答えいたします。県立病院のＰＣＲ検査機器につきましては，１回で４

件。１日当たり１０件程度の検査ができるとお伺いしているところでございます。以上でございます。 

 

５番（荒田幸司君） はい，ありがとうございます。私がこの質問をしたのは，実質的にはですね，なか

なか鹿児島県ではクラスター起きないし，そういった，全国的にもなかなか体制が，ＰＣＲ検査は普及

していないというのが実態なんですが，ただやはり進んだ県ではですね，全国の自治体，少なくとも１

８都道府県で，高齢者施設などでＰＣＲ検査を，社会的検査を実施している状況があると。市町村独自

の取組も，少しずつやっぱり広がっているという状況があります。奄美市においても，医療や介護現場

で働いている職員が，やはり，安心して仕事に従事できる環境をつくるということは，この，今後，ワ

クチン接種が進んでいっても，やはり必要じゃないかなというふうに思っているんですね。特に，島外

からの方々が多く来島するということは，今後，予想されますので，そういった状況をつくっておくと

いうことは，今後の備えとしても非常に重要じゃないかなというふうに考えています。是非，ＰＣＲ検

査のですね，拡充を進めてほしい。県ともいろいろ話をしていかなくちゃないと思うんですけれども，

是非，その辺は視点において進めていただくということをお願いしたいと思います。何かございます

か。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 議員御案内のとおり，医療や介護施設では全国及び県において，クラスタ

ーがこれまで数多く発生しており，感染のリスクが高い職場であることは認識しております。感染症の

専門家によりますと，感染が拡大している地域において，リスクが高い集団に対するＰＣＲ検査を一定
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期間定期的に実施することで，潜在する感染者を特定し，感染拡大を抑え込むことが期待できるという

考えが示されており，全国の中では実施された施設もあるとお伺いしているところでございます。現

在，本市においては，感染が拡大している状況ではございませんが，今後の感染状況によりましては，

医療や介護の従事者をはじめ，感染のリスクが高い特定の集団に対するＰＣＲ検査の必要性について，

専門家の御意見等を伺いながら検討してまいりたいと存じます。 

 

５番（荒田幸司君） はい，ありがとうございます。引き続き，よろしくお願いいたします。 

 それじゃ，続けて次の質問に移っていきたいと思います。教育問題，ＧＩＧＡスクール構想につい

て。この問題，この件については午前中の竹山議員から質問があり，大体概略的なことはお話をいただ

きました。ただ，私がよく理解していないところがありまして，このＧＩＧＡスクールで，実質的には

どういった，やはり，内容の教育って言いますかね，そういった授業がなされていくのか。その辺の具

体的なところが，もしお分かりでしたら，少しお話いただきたいというふうに思います。タブレット，

教育長は非常に気に入ったというお話をされていました。そういった意味では，非常に何というか，す

っとやはり入っていったんだろうなというふうな，思ったりもしたんですけれども，その辺も含めて，

よろしくお願いいたします。 

 

教育部長（福長敏文君） それでは，実際にそのＧＩＧＡスクール構想ということで，一括して事業の名

前の中で１人１台のタブレットの端末を子どもたちの教育活動に生かすという事業ではございます。実

際，具体的にどういう使い方をするかということは，もちろん，新年度に入っていろんな研修会の中で

実施をされていくことになるかと思いますけれども，まずは子どもたちにその時間内で，まずこう，授

業に対して興味を抱いていただけるために，まずはタブレットで今日はこういう勉強をするんですよと

いうことをしっかり理解をしてもらって，実際，教科書を使って勉強すると。それから，例えば練習問

題をそこでやっていったりとかいうこと。そして，最終的には，子どもたちが発表の原稿をタブレット

の中で書き込んで，それをまた先生が電子黒板で紹介するということで，授業全般に至って，それぞれ

の科目であったり，児童・生徒，それから，先生の教科によって使い方は変わってくると思いますけれ

ども，その辺りは十分研究をしながら，研修を積み重ねて実施をしてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 

５番（荒田幸司君） はい，ありがとうございました。一定のところは理解できました。それで，私，こ

の質問を取り上げたのはですね，次の質問にちょっとつなげたいというものがあったんです。やはり，

今，子どもの視力の問題が非常に問題化されております。このＧＩＧＡスクールが導入されることで，

更に，そこに拍車をかけないかなということの心配があって，次の質問をさせていただきました。文部

科学省が２０１９年１２月に発表した学校保健統計調査によると，視力が１．０に満たない近視の子ど

もの割合は小学生で約３５パーセント，中学生で約５８パーセント，高校生に至っては，約６８パーセ

ントとなっています。実に小学生の３分の１，中学生の半数，高校生の３分の２以上の方々が，やはり

近視であると。５０年以上前の私にとっては，非常に考えられないことなんですけれどもね，そういっ

た状況が，やはり，子どもたちにあると。これは，世界でもいって，流れの中で，今のやはりある意味

ではデジタル化でしょうね，そういったところの問題が，テレビ，それから，携帯電話，いろんなもの

をやはり身近に見るっていうかな，そういった，目に決して優しくない生活スタイルになっていると思

う。そういった中で発生していることじゃないかなと思います。従って，このＧＩＧＡスクールの導入

によって，どのようなやはり影響が考えられるのか。そして，その対応ですね。そういったものをどう

お考えなのか，是非お聞かせください。よろしくお願いします。 

 

教育長（要田憲雄君） お答えを申し上げます。本市の児童・生徒の視力の現状でございますが，視力が
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１．０未満の児童・生徒の割合につきましては，小学校が２９パーセント，中学校が４６パーセントと

いう状況です。先ほど，議員がお示しになられました文部科学省の調査と比較いたしましても，本市の

児童・生徒の視力は全国調査の結果よりも，現在のところ良い結果でございますが，しかし，年々視力

が低下しているというふうに予想しているところです。文部科学省は児童・生徒の視力低下の原因の一

つとして，スマートフォンの普及などで近くでものを見る時間が増えたり，屋外で遊ぶ機会が減ったり

して，あまり遠くを見なくなったりしていることが背景にあるのではないだろうかという推測もしてい

るところでございます。本市におきましても，令和３年度から児童・生徒は授業において本格的に１人

１台のタブレットを使用して授業を受けることになってまいります。そのために，各学校におきまして

は，文部科学省が作成しております児童・生徒の健康に留意してＩＣＴを活用するためのガイドブック

というのがございますが，これを基にしながら，児童・生徒の目の健康を守るための取組も進めてまい

りたいと考えているところです。以上でございます。 

 

５番（荒田幸司君） はい，ありがとうございます。ということでは，やはり今後，対策としてはです

ね，今後，やっていくということになろうかと思いますが，是非，やはり子どもの目を守るって言いま

すかね，そういったセーブから，十分にやはりその配慮をしていただいているということは考えていま

すけれども，引き続き力を，そこにもやっぱり，ＧＩＧＡスクールを導入するに当たって力を注いでい

ただきたいということをお願いして，この件については質問を終わります。ありがとうございました。 

 それじゃ，四つ目の環境問題について，質問をさせていただきます。まず，有限会社中部採石への採

石の許可認可に関して。①有限会社中部採石が２０１９年，令和元年１２月２７日付，鹿児島県大島支

庁に申請をした岩石の採取計画は，奄美市長の意見を聴取の上，内容を審査した結果，当該計画及び認

可条件に従って採取する限り，採石法第３３条の４に抵触するとは認められないの考えの下，２０２０

年，令和２年の１０月の１５日付，認可されました。その対応は，奄美市長の認可申請に対する意見。

地域住民から提出をされた岩石採取計画の認可申請に対する意見。また，中部採石の岩石採取変更計画

に反対する意見。これは，その集落から出ていますけれども。それから，公害防止協定を踏まえてのも

のと。そういったものを踏まえて，審査をしています。加えて，同社が２０２０年７月の２７日付，鹿

児島県に申請をした岩石の採取計画については，２０２１年，今年の１月の２１日付，認可が下りてお

ります。このときも，前者同様に，奄美市長の意見，そして，その地域の方々の岩石採取計画の認可申

請に関する意見，そういったものを踏まえて，その上で公害防止協定も添付もしています。こういった

ものを見たときにですね，奄美市長の回答とか，そうした，参考に付けた添付資料，そういったもの

が，やはり大島支庁でどういうふうに扱われているのかな。その辺が非常にやはり疑念があるって言い

ますかね，法令に則ってちゃんとやっていますというようなことがありますけれども，なかなか見えて

こないし，本当に穿った見方したら，行くことにしてないんじゃないかなと思ったりもするんですね。

その辺のところを踏まえて，市としてはですね，どういったふうに，この認可を受け止めていらっしゃ

るか，お伺いをいたします。 

 

住用総合支所事務所長（弓削洋一君） それでは，お答えいたします。議員の御質問にありますとおり，

令和３年１月２１日付で，業者に対しまして岩石採取計画の認可がされております。県知事は，この認

可を出す際には，採石法第３３条の６において，関係市町村長の意見を聞くこととなっており，以前も

答弁いたしましたが，その内容は法に従い，３項目になっております。１項目めが，採石法第３３条の

４に係る事項。２項目が，その他，岩石採取に当たっての注意事項。３項目が，その他，参考となる事

項となっております。更に，一つ目の法に係る事項につきましては，更に，３項目に分かれており，各

項目は，（１）他人に危害を及ぼし，公害の福祉に反する事項。（２）公共の用に供する施設を損傷

し，公共の福祉に反すると認められる事項。（３）が，農業，林業，若しくは他の産業の利益を損じ，

公共の福祉に反すると認められる事項となっております。本市の意見につきましては，関係機関，近隣
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１．０未満の児童・生徒の割合につきましては，小学校が２９パーセント，中学校が４６パーセントと
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ね，今後，やっていくということになろうかと思いますが，是非，やはり子どもの目を守るって言いま

すかね，そういったセーブから，十分にやはりその配慮をしていただいているということは考えていま

すけれども，引き続き力を，そこにもやっぱり，ＧＩＧＡスクールを導入するに当たって力を注いでい

ただきたいということをお願いして，この件については質問を終わります。ありがとうございました。 

 それじゃ，四つ目の環境問題について，質問をさせていただきます。まず，有限会社中部採石への採

石の許可認可に関して。①有限会社中部採石が２０１９年，令和元年１２月２７日付，鹿児島県大島支

庁に申請をした岩石の採取計画は，奄美市長の意見を聴取の上，内容を審査した結果，当該計画及び認

可条件に従って採取する限り，採石法第３３条の４に抵触するとは認められないの考えの下，２０２０

年，令和２年の１０月の１５日付，認可されました。その対応は，奄美市長の認可申請に対する意見。

地域住民から提出をされた岩石採取計画の認可申請に対する意見。また，中部採石の岩石採取変更計画

に反対する意見。これは，その集落から出ていますけれども。それから，公害防止協定を踏まえてのも

のと。そういったものを踏まえて，審査をしています。加えて，同社が２０２０年７月の２７日付，鹿

児島県に申請をした岩石の採取計画については，２０２１年，今年の１月の２１日付，認可が下りてお

ります。このときも，前者同様に，奄美市長の意見，そして，その地域の方々の岩石採取計画の認可申

請に関する意見，そういったものを踏まえて，その上で公害防止協定も添付もしています。こういった

ものを見たときにですね，奄美市長の回答とか，そうした，参考に付けた添付資料，そういったもの

が，やはり大島支庁でどういうふうに扱われているのかな。その辺が非常にやはり疑念があるって言い

ますかね，法令に則ってちゃんとやっていますというようなことがありますけれども，なかなか見えて

こないし，本当に穿った見方したら，行くことにしてないんじゃないかなと思ったりもするんですね。

その辺のところを踏まえて，市としてはですね，どういったふうに，この認可を受け止めていらっしゃ

るか，お伺いをいたします。 
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項目は，（１）他人に危害を及ぼし，公害の福祉に反する事項。（２）公共の用に供する施設を損傷

し，公共の福祉に反すると認められる事項。（３）が，農業，林業，若しくは他の産業の利益を損じ，
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集落からも意見をいただき，令和２年１２月１５日に回答いたしました。意見書の内容につきまして御

説明しますと，騒音，粉塵，振動の防止。車両運行の適正。汚濁水流出防止の徹底。公共施設の適正使
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で，御理解をよろしくお願いいたします。以上です。 
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言いますかね，御配慮をお願いしたいというふうに思っています。よろしくお願いします。 
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今，向こうの海岸は少しやっぱり波が荒れたり，そして，天気が悪かったり，雨が降ったり，そういっ

た状況の中で，どうしてもこういった濁りが出てくるというところです。原因は，やはり下に沈んでい

る土砂，赤土ですね，そういったものと，海岸線沿いに，まだ土砂が堆積している状況で，少しずつ少

しずつ，やっぱり流れている。その状況がずっとやはり続いていると見なきゃならないかなというふう

に考えております。次の写真，お願いいたします。はい，これは，少しアップでしたところですが，土

砂のまだ，海岸線沿いに堆積している状況ですね。もう少しアップできますか。はい，ありがとうござ

います。そういった状況で，これはどう見ても，元々の海岸の砂じゃありませんよね。私はそう見てい

ますけれども。こういった状況を見たら，やはり，この写真はですね，先ほどの濁った海の１週間後に

撮影された写真です。ですから，ほとんど直近と考えていただいていいと思います。そういった状況

が，今，市の沿岸部には広がっています，広がっているのが，そういった状況だということを，是非，

御理解いただきたいと思います。写真，ありがとうございました。今のように，やっぱり市湾沿岸の現

状を写真で見ていただいたんですけれども，この状況をどのように，やはり捉えるかで，対応が分かれ

るところじゃないかと，私は考えています。私は明らかに土砂が堆積をしており，海岸の環境保全の観

点からも，行政，特に大島支庁への対応が問われる問題だと考えておりますけれども，その辺について

はいかがでしょうか。 

 

住用総合支所事務所長（弓削洋一君） それでは，お答えいたします。市湾の海岸につきましては，県管
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理の海岸でありますが，市としましても，降雨時はパトロールを行うなど，状況の確認に努めていると

ころです。今後も引き続き，状況を確認し，市の管理する河川に土砂等の流出が認められる場合は，採

石業者に対し，河川管理者として流出防止対策を講じるよう指導を行うこととしており，海岸に異常が

確認された場合は海岸管理者である県に連絡するなど，対応に努めてまいりたいと存じますので，御理

解をお願いいたします。 

 

５番（荒田幸司君） はい。今の所長の答弁は，今後の対応ということで，現在，このある土砂をです

ね，何とか撤去できないかというのが，市の集落の方々の御希望なんですよね。今，見ていただいたよ

うに，やはり明らかに土砂が堆積をして，海を汚していると。その現状があるわけですから，その現状

を，どう，やはり捉えて対応していくかということが，非常に重要じゃないかなと思う。海岸の保全に

ついては，一応，県の管理。海の中っていうかな，海のほうは市の管理というふうに聞いていますが，

ですから，一番やっぱり大元になっているのは県の管理している土砂の堆積だと思うんですよね。その

辺のところについては，大島支庁への何らかのアプローチはなさらないんでしょうか。 

 

住用総合支所事務所長（弓削洋一君） お答えいたします。海岸沿いに堆積している土砂について，海岸

管理者である県におかれましては，採石業者が県の許可を得て土砂の撤去を行ったものと見解を示され

た上で，採石場からの土砂流出を防ぐため，沈砂池の定期的な浚渫な実施など，汚濁水流出防止対策の

徹底について，指導を継続するものとしております。以上です。 

 

５番（荒田幸司君） はい。その土砂の撤去のですね，前後のことについては，私も承知をしているんで

すね。ただ，これは私は県が指導して，その土砂を撤去してくださいということで，業者がやり始めた

のかな，という理解をしていたんですが，最近になって違ったというのが分かりました。これは，業者

さんのほうが，自分たちがやりますからということの，県のほうに申請をして，県は許可して撤去した

と。だから，どこまでやるかっていうのは，業者さんにやっぱり任されているという状況だったと思う

んですよね。それを，だから，県は受け，撤去が終わったんですねっていうことで受け取って，書類上

はもう終わっているということです。ただ，実質的に，そこに堆積している土砂を全て撤去していると

いうふうなことではないんですね。以前に，平成２７年に師玉敏代議員が質問されたときの答弁書の中

には，ちゃんと集落の皆さんもそこに案内をして，きれいになりましたよねということを確認して終わ

っているというようなお話が，答弁がありますけれども，それは地元の方に聞いたら，決してそういう

ことはありませんと。一度，台風が来るんで，暫く工事を中止しますから，ちょっと見てくださいと。

そのときは確かに行きました。その後は何もなかったというような説明なんですね。どちらを信用する

かということはありますけれども，ただ，やはり，今現在，その土砂があるっていう事実はあるわけで

すね。やはり環境保全の面からも，それは撤去していかないとならないということは事実じゃないかと

思うんですね。でないと，結局その土砂が堆積したあとに，結局はその地域の方々も楽しみにしていた

その潮干狩りとか，海水浴もできないという状況ですね，アオサや貝拾いなど，やっぱり季節によって

やっぱり，海からの恵みを受けたりしていたんですけれども，そのことが全くというほどできないとい

うことです。しいては，やっぱり生活の潤いをやっぱり奪っていると，現実があると思うんですよ。そ

のことはやっぱり重く見て，対応していくことが非常に必要じゃないかなと考えてまして，少しこの，

しつこいようですけれども，このことについては何度も質問させていただいているというところなんで

すけれども，その辺はいかがでしょうか。 

 

住用総合支所事務所長（弓削洋一君） それでは，お答えいたします。繰り返しになるかも分かりません

けれども，今後も引き続き県と連携を図りながら，地域住民の皆様が安心・安全に過ごせるよう，ま

た，私どもも努力してまいりたいと思いますので，御理解よろしくお願いします。 
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５番（荒田幸司君） はい，分かりました。これ以上，私も，今回，申し上げませんけれども，是非，県

とですね，お話していただいて，対応していただきたいというふうに思います。そのことをお願いし

て，一応，この件についての質問は終わります。 

 最後になりますが，この３年間，この３月で定年をお迎えになる奄美市の職員の皆さん，本当に長年

の頑張りに敬意を表します。これからの人生，更に実りがあるものになることを心から願いつつ，お礼

を申し上げたいと思います。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。質問を終わります。 

 

議長（与 勝広君） 以上で，日本共産党 荒田幸司君の一般質問を終結いたします。 

 これにて，本日の日程は終了いたしました。 

 明日，午前９時３０分，本会議を開きます。 

 本日はこれをもって散会いたします。お疲れ様でした。（午後４時５５分） 
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議長（与 勝広君） おはようございます。ただいまの出席議員は，２０人であります。会議は成立いた

しました。 

 これから，本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

 本日の議事日程は，一般質問であります。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程に入ります。日程第１，一般質問を行います。 

 この際，申し上げます。一般質問は個人質問とし，各自持ち時間は答弁を含めて６０分以内といたし

ます。なお，重複する質問事項につきましては，極力避けられますよう，質問者において御配慮をお願

いいたします。また，通告項目の積み残しのないよう，時間配分をよろしくお願いいたします。更に，

当局におかれましても，答弁については時間の制約もありますので，できるだけ簡潔，明瞭に行われま

すよう，あらかじめお願いをしておきます。 

 通告に従い，順次，質問を許可いたします。 

 最初に，無所属 奥 晃郎君の発言を許可いたします。 

 

４番（奥 晃郎君） 市民の皆様，議場の皆様，おはようございます。私は党籍自民党，奄美市議会会派

は無所属の奥 晃郎でございます。令和３年第１回定例会に当たり，１１番のくじを引き，本日，トッ

プバッターで一般質問の機会をいただきましたので，一般質問を行います。 

 質問に入る前に，所見を述べさせていただきます。何人かの議員の方々の所感にもありましたが，こ

の３月に定年を迎える職員の方々に対する思いは同様であります。ちなみに，私は陸上自衛官で定年は

５５歳の誕生日が定年の日で，駐屯地に勤務する隊員，職員等約８００人が参加した退官式，所属部隊

長，部課長との懇親会食，昼休み時間の見送り，そのときにかかった曲がいい日旅立ちで，昨日，今日

のように鮮明に思い出してしまいました。私事ではありますが，この場を借りまして，自分の所感とい

うことで。自分のことはさておき，新型コロナウイルスに感染され，お亡くなりになった方々の御冥福

をお祈り申し上げますとともに，未だもって病床等に伏されておられます方々の１日も早い快方を願

い，また，昼夜を問わず医療施設等において頑張っておられます医療従事者の方々の御苦労に対し，敬

意と感謝を申し上げます。全国感染者数は４４万人を超え，死者も８，３００人を超えております。鹿

児島県の感染者，累計１，７６２名，２７名の方がお亡くなりになっておりますが，６日連続で感染者

なしという状況であります。奄美市においても，今年１月１８日，２８人目の感染者が確認されて以

来，感染者はありません。感染者数は減少傾向にあります。ワクチンの接種も始まっており，一日も早

い収束及び早期の経済回復を望む１人であります。また，国連教育文化機関ユネスコが，新型コロナウ

イルスの影響で延期されている世界自然遺産委員会が，この夏に開催される予定と聞いております。ユ

ネスコが課題として挙げている希少動物を捕食する野猫などの外来種対策の進捗状況も気になります

が，官民挙げての取組が世界自然遺産に向けての成果として見えてきているものと期待し，群島民とと

もに吉報を待ちたいと思います。並びに，昨年末１２月２５日の恒例となっている日本復帰記念行事

は，コロナウイルス感染防止のため，参加人員を制限して開催されたことから，私は参加できませんで

したが，同日，大島高校１学年の自主研究発表会に参加する機会をいただきました。各クラスに研究テ

ーマが与えられ，中間の発表がなされました。私は，防災・減災についての課題テーマのクラスに参加

をしましたが，台風，豪雨，交通災害等について，高校生目線であらゆる角度から熱心に解決策を研究

している姿に心を打たれました。私も話をする機会がありましたので，生徒たちよりも人生経験を少し

重ねてきた先輩として，卒業したら１回島を出て，全国各地の人たちに出会い，その人たちに島の良さ

を伝え，そしてまた，島に帰り，島を盛り上げてほしい。そのときになし得てないことがあれば，今日

の研究テーマの経験を踏まえて，島の活性化に向けて取り組んでもらいたいと伝えました。 

 前置きが少し長くなりましたが，通告してあります項目について，順次質問させていただきます。私

の選挙公約って言いますか，モットーは，政治は集落にあるというふうに思っております。集落の活性
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議長（与 勝広君） おはようございます。ただいまの出席議員は，２０人であります。会議は成立いた
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ます。なお，重複する質問事項につきましては，極力避けられますよう，質問者において御配慮をお願

いいたします。また，通告項目の積み残しのないよう，時間配分をよろしくお願いいたします。更に，

当局におかれましても，答弁については時間の制約もありますので，できるだけ簡潔，明瞭に行われま

すよう，あらかじめお願いをしておきます。 

 通告に従い，順次，質問を許可いたします。 

 最初に，無所属 奥 晃郎君の発言を許可いたします。 

 

４番（奥 晃郎君） 市民の皆様，議場の皆様，おはようございます。私は党籍自民党，奄美市議会会派

は無所属の奥 晃郎でございます。令和３年第１回定例会に当たり，１１番のくじを引き，本日，トッ

プバッターで一般質問の機会をいただきましたので，一般質問を行います。 

 質問に入る前に，所見を述べさせていただきます。何人かの議員の方々の所感にもありましたが，こ

の３月に定年を迎える職員の方々に対する思いは同様であります。ちなみに，私は陸上自衛官で定年は

５５歳の誕生日が定年の日で，駐屯地に勤務する隊員，職員等約８００人が参加した退官式，所属部隊

長，部課長との懇親会食，昼休み時間の見送り，そのときにかかった曲がいい日旅立ちで，昨日，今日

のように鮮明に思い出してしまいました。私事ではありますが，この場を借りまして，自分の所感とい

うことで。自分のことはさておき，新型コロナウイルスに感染され，お亡くなりになった方々の御冥福

をお祈り申し上げますとともに，未だもって病床等に伏されておられます方々の１日も早い快方を願

い，また，昼夜を問わず医療施設等において頑張っておられます医療従事者の方々の御苦労に対し，敬

意と感謝を申し上げます。全国感染者数は４４万人を超え，死者も８，３００人を超えております。鹿

児島県の感染者，累計１，７６２名，２７名の方がお亡くなりになっておりますが，６日連続で感染者

なしという状況であります。奄美市においても，今年１月１８日，２８人目の感染者が確認されて以

来，感染者はありません。感染者数は減少傾向にあります。ワクチンの接種も始まっており，一日も早

い収束及び早期の経済回復を望む１人であります。また，国連教育文化機関ユネスコが，新型コロナウ

イルスの影響で延期されている世界自然遺産委員会が，この夏に開催される予定と聞いております。ユ

ネスコが課題として挙げている希少動物を捕食する野猫などの外来種対策の進捗状況も気になります

が，官民挙げての取組が世界自然遺産に向けての成果として見えてきているものと期待し，群島民とと

もに吉報を待ちたいと思います。並びに，昨年末１２月２５日の恒例となっている日本復帰記念行事

は，コロナウイルス感染防止のため，参加人員を制限して開催されたことから，私は参加できませんで

したが，同日，大島高校１学年の自主研究発表会に参加する機会をいただきました。各クラスに研究テ

ーマが与えられ，中間の発表がなされました。私は，防災・減災についての課題テーマのクラスに参加

をしましたが，台風，豪雨，交通災害等について，高校生目線であらゆる角度から熱心に解決策を研究

している姿に心を打たれました。私も話をする機会がありましたので，生徒たちよりも人生経験を少し

重ねてきた先輩として，卒業したら１回島を出て，全国各地の人たちに出会い，その人たちに島の良さ

を伝え，そしてまた，島に帰り，島を盛り上げてほしい。そのときになし得てないことがあれば，今日

の研究テーマの経験を踏まえて，島の活性化に向けて取り組んでもらいたいと伝えました。 

 前置きが少し長くなりましたが，通告してあります項目について，順次質問させていただきます。私
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化なくして，奄美市の発展はないというふうに思っております。ここで，お聞きしますけれども，奄美

市の人口減少について，いかにお考えか，質問させていただきます。お答えよろしくお願いします。 

 次の質問からは，一般席にて行います。よろしくお願いします。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） おはようございます。それでは，さっそく奥議員にお答えいたします。本市の人口

の推移と言いますか，状況ということでありますので，申し上げます。本市の人口推移につきまして

は，住民基本台帳では平成１８年３月末時点が４万９，０９０名でありました。平成２３年３月末時

点，４万６，４３５名。また，今年の２月末，令和３年２月末時点では，４万２，５９４人となってお

り，これまで合併以降，６，４９６名の減少となっております。このような中，人口減少対策といたし

ましては，全国的に少子高齢化が進行する中，住まい，雇用及び子育て環境など，多方面からの支援が

必要と考えております。定住の支援策といたしましては，定住促進住宅の整備をはじめ，Ｕ・Ｉターン

者向けの住宅購入費リフォーム補助制度や空き家バンク制度により，移住促進の施策を実施しておりま

す。これら，本市の施策を通して，平成３０年度は１６世帯の４０名，令和元年度は１７世帯の３９

名，令和２年度におきましては，令和３年の２月１７日現在でありますが，２１世帯の４６名の方が本

市へ転入されております。年間約４０名ほどの少数ではありますが，本市へ定住する明確な意思を持っ

て移住して来られた皆様でありますので，確実に人口減少対策に少しはつながっているものと考えてお

ります。今後も引き続き，これら施策を推進しながら，移住定住促進に努めて，人口減少対策を講じて

まいりたいと存じますので，御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

４番（奥 晃郎君） ありがとうございました。合併当時からしますと，約６，５００人。これだけの人

員が減少しているということですので，いろんな策を講じて，人口減少に歯止めをかけていただきたい

というふうに思います。また，特に笠利・住用地区においては，その減少幅が大きいものと捉えており

ます。過疎と言われる，その辺の人口増加についての対策のほど，よろしくお願いします。 

 それでは，次の質問に移らせていただきます。自治会及び集落の会計状況についてであります。奄美

市における自治会及び集落の団体数が，前回ですかね，質問のときに１０９の団体があると，市民部

長，お答えいただいておりますけれども，これらの団体の会計状況ですね，これについて，いかに把握

しているのか，お尋ねいたします。 

 

市民部長（満永亮一君） それでは，お答えいたします。自治会及び集落会の会計状況につきましては，

住民自治の観点から，行政が関与することは適切でないという考えの下，町内会，集落会の会計決算報

告は受けておらず，詳細については把握していない状況でございます。自治会及び集落会の収入につき

ましては，一般的には寄附金のほか，会費を徴収し運営しているようでございます。しかしながら，現

在，少子高齢化，また，人口減少，また，新型コロナウイルス感染症の影響等から，町内会，集落会の

会費や寄附金等の収入が減となり，一部の集落におきましては，以前より運営状況が厳しくなっている

ことはお聞きしているところであり，大変憂慮すべき課題だというふうに認識しているところでござい

ます。以上です。 

 

４番（奥 晃郎君） はい，分かりました。ちなみに私の集落，笠利地区の手花部でありますが，区長か

ら承諾もいただいておりますので，ちょっと状況をここで説明させていただきますが，我が集落の状

況，８２世帯，人口約１４０人の集落です。１世帯平均１．７人という小集落であります。２０２０年

は，コロナ感染症の関係で笠利地区の各種行事が中止されたことで参考になりませんが，２０１９年度

の会計状況について紹介したいと思います。年間の収入は，約１１０万円ほどございます。主な収入源

－ 168 －



 

- 169 - 

 

は種おろしの寄附，それから，地域おこし協議会の寄附，これは俗にいうみどり事業ですね。そのほ

か，街灯の電気料の補助金。街灯の補助金４分の１ということで，約１０万円程度の補助をいただいて

おります。それに対して，年間の支出は約１４０万円ほどございます。主に光熱水料。先ほどの街灯の

４分の３も含めまして，集会場の電気料等ありますので，約２２万円。それから，集落の行事ですね，

浜下れ，それから，六月灯，何ですか，敬老会等々ありまして，その経費が約４０万円ほどでありま

す。笠利地区の４大行事，地区から選手を出して競うわけですけれども，そのときの応援に来られる

方，選手の皆さんの昼食代も，弁当代を出して，なるべく多くの方に参加をしてもらおうということ

で，支出が約２１万円ほどございます。それらをトータルしますと，年間約３０万円が不足する状況に

なっております。高齢化が進む中，これからはますます不足額が増えるというふうに思われます。この

ような状況を呈している集落は，我が手花部集落だけじゃなく，結構な集落がそういう状況になってい

るというふうに思います。せめて，集落が管理する光熱水道料金，この水道料金というのは，昔はって

言いますか，何年か前まではお墓の水道代は補助をいただいていたというふうに聞いております。今，

その辺の補助はないということでありますので，光熱水料，水道料金の補助を切にお願いいたしたいと

いうふうに思います。これがためですね，集落の活性化に取り組む対策として，ふるさと納税を活用す

ることはできないのかということであります。ふるさと納税は２００８年に始まり，応援したい都道府

県や市町村に寄附をすると，自己負担の２，０００円を除いた額が所得税や住民税から差し引かれる制

度でありますが，返礼品に高額な商品や通販大手Ａｍａｚｏｎのギフト券を用意した自治体に寄附が殺

到し，加熱したことから，過度な返礼品を，調達費が寄附額の３０パーセント以下の地場産品と規制す

る現制度に見直されております。鹿児島県内の市町村の中には，２０１９年度実績として１０市町が１

０億円を超え，トップは南さつま市で４６億４，４１９万円。全国８位だそうです。また，２０２０年

４月から１２月の大崎町へのふるさと納税寄附額は４６億６，９９７万円。この大崎町は人口１万３，

０００人だそうです。今年，２月２１日の南日本新聞に，大崎町長のコメントが掲載されておりました

ので，一部紹介したいというふうに思います。伸びた要因はということを，大崎町長に聞いていますけ

れども，ここぞというタイミングで動けていること。返礼品の中心は鰻，肉で変わらないが，寄附者が

従来の富裕層から一般サラリーマンに広がっている。新型コロナウイルス禍の巣ごもり需要も捉え，業

者の協力を貰いながら，返礼品の種類を増やしたり，供給量を増やしたりした。それから，国連の持続

可能な開発目標の考えが広まり，昨日の大崎町の紹介もありましたように，リサイクル率１２年連続日

本一の取組との相乗効果も出たと思うということとですね，職員は地元事業者の意識は変わったのかと

いう質問に対しまして，職員の意欲が高まり，自分たちの町にこんなに売れるものがあるんだと，誇り

や自信が芽生えた。町内の商工業者は人口減で商圏が縮小しているにも，お客が来るのを待っている状

態だった。その商圏が返礼品という形で全国に広がった。勉強会を重ね，少しでもいいものを提供しよ

うとする勤勉さ。クレームに真剣に対応する誠実さは大崎ブランドの人気につながったというようなコ

メントをしております。奄美市における今年度のふるさと納税額は，おおよそ２億６，０００万円。１

件５００万円を筆頭に，１万２，４２６件というふうに聞いており，返礼品，諸経費を除き，自主財源

になっているようですが，これがふるさと納税でできました，こう使いました等が明確ではありませ

ん。奄美市においても，工夫を凝らし，納税額を増やすよう，奄美市の特産品を返礼品として発信して

いると思いますが，奄美大島への旅行，宿泊，食事券，お墓参りの代行等々の返礼品も一考だというふ

うに思いますが，いかがでしょうか。ふるさと納税の広報のあり方ですが，私が参加した集会等におい

て，ふるさと納税に関することが話題になったことがありません。ふるさと納税のチラシ，ポスター，

のぼり等も市内で見かけたことはほとんどありません。当局は市民の皆さんにふるさと納税の仕組み等

について周知し，市民全員が広報官という意識で，島を離れた親戚，友人，知人等はもちろん，島を訪

れる旅行者等にも挨拶代わりに，奄美市へのふるさと納税，よろしくお願いしますと声掛けすれば，奄

美市のふるさと納税も倍増するのではないでしょうか。また，別の観点から，このふるさと納税が各集

落を指定でき，その一部が指定された集落の活性化活動費に利用できるような仕組みができたら，奄美
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は種おろしの寄附，それから，地域おこし協議会の寄附，これは俗にいうみどり事業ですね。そのほ

か，街灯の電気料の補助金。街灯の補助金４分の１ということで，約１０万円程度の補助をいただいて

おります。それに対して，年間の支出は約１４０万円ほどございます。主に光熱水料。先ほどの街灯の

４分の３も含めまして，集会場の電気料等ありますので，約２２万円。それから，集落の行事ですね，

浜下れ，それから，六月灯，何ですか，敬老会等々ありまして，その経費が約４０万円ほどでありま

す。笠利地区の４大行事，地区から選手を出して競うわけですけれども，そのときの応援に来られる

方，選手の皆さんの昼食代も，弁当代を出して，なるべく多くの方に参加をしてもらおうということ

で，支出が約２１万円ほどございます。それらをトータルしますと，年間約３０万円が不足する状況に

なっております。高齢化が進む中，これからはますます不足額が増えるというふうに思われます。この

ような状況を呈している集落は，我が手花部集落だけじゃなく，結構な集落がそういう状況になってい

るというふうに思います。せめて，集落が管理する光熱水道料金，この水道料金というのは，昔はって

言いますか，何年か前まではお墓の水道代は補助をいただいていたというふうに聞いております。今，

その辺の補助はないということでありますので，光熱水料，水道料金の補助を切にお願いいたしたいと

いうふうに思います。これがためですね，集落の活性化に取り組む対策として，ふるさと納税を活用す

ることはできないのかということであります。ふるさと納税は２００８年に始まり，応援したい都道府

県や市町村に寄附をすると，自己負担の２，０００円を除いた額が所得税や住民税から差し引かれる制

度でありますが，返礼品に高額な商品や通販大手Ａｍａｚｏｎのギフト券を用意した自治体に寄附が殺

到し，加熱したことから，過度な返礼品を，調達費が寄附額の３０パーセント以下の地場産品と規制す

る現制度に見直されております。鹿児島県内の市町村の中には，２０１９年度実績として１０市町が１

０億円を超え，トップは南さつま市で４６億４，４１９万円。全国８位だそうです。また，２０２０年

４月から１２月の大崎町へのふるさと納税寄附額は４６億６，９９７万円。この大崎町は人口１万３，

０００人だそうです。今年，２月２１日の南日本新聞に，大崎町長のコメントが掲載されておりました

ので，一部紹介したいというふうに思います。伸びた要因はということを，大崎町長に聞いていますけ

れども，ここぞというタイミングで動けていること。返礼品の中心は鰻，肉で変わらないが，寄附者が

従来の富裕層から一般サラリーマンに広がっている。新型コロナウイルス禍の巣ごもり需要も捉え，業

者の協力を貰いながら，返礼品の種類を増やしたり，供給量を増やしたりした。それから，国連の持続

可能な開発目標の考えが広まり，昨日の大崎町の紹介もありましたように，リサイクル率１２年連続日

本一の取組との相乗効果も出たと思うということとですね，職員は地元事業者の意識は変わったのかと

いう質問に対しまして，職員の意欲が高まり，自分たちの町にこんなに売れるものがあるんだと，誇り

や自信が芽生えた。町内の商工業者は人口減で商圏が縮小しているにも，お客が来るのを待っている状

態だった。その商圏が返礼品という形で全国に広がった。勉強会を重ね，少しでもいいものを提供しよ

うとする勤勉さ。クレームに真剣に対応する誠実さは大崎ブランドの人気につながったというようなコ

メントをしております。奄美市における今年度のふるさと納税額は，おおよそ２億６，０００万円。１

件５００万円を筆頭に，１万２，４２６件というふうに聞いており，返礼品，諸経費を除き，自主財源

になっているようですが，これがふるさと納税でできました，こう使いました等が明確ではありませ

ん。奄美市においても，工夫を凝らし，納税額を増やすよう，奄美市の特産品を返礼品として発信して

いると思いますが，奄美大島への旅行，宿泊，食事券，お墓参りの代行等々の返礼品も一考だというふ

うに思いますが，いかがでしょうか。ふるさと納税の広報のあり方ですが，私が参加した集会等におい

て，ふるさと納税に関することが話題になったことがありません。ふるさと納税のチラシ，ポスター，

のぼり等も市内で見かけたことはほとんどありません。当局は市民の皆さんにふるさと納税の仕組み等

について周知し，市民全員が広報官という意識で，島を離れた親戚，友人，知人等はもちろん，島を訪

れる旅行者等にも挨拶代わりに，奄美市へのふるさと納税，よろしくお願いしますと声掛けすれば，奄

美市のふるさと納税も倍増するのではないでしょうか。また，別の観点から，このふるさと納税が各集

落を指定でき，その一部が指定された集落の活性化活動費に利用できるような仕組みができたら，奄美

 

- 170 - 

 

市の納税額も，また，増えるのではないでしょうか。縷々申し上げましたけれども，集落の活性化活動

費として，ふるさと納税を活用し，寄附を募ることは考えられないか，お尋ねをします。 

 

総務部長（三原裕樹君） はい，いろいろ御提言，ありがとうございました。今年度のふるさと納税の予

算額につきましては，６，０００万円追加をいたしまして，２億６，０００万円の予算となっておりま

す。つい先日，２億６，０００万円を突破いたしました。そういうことも含めまして，返礼品のあり方

も含めまして，いろいろ検討しながら，毎年徐々にではございますが，ふるさと納税も伸びている状況

ですので，今後とも，またよろしく御指導いただきたいと思います。また，ＰＲにつきましてもです

ね，ホームページを見ていただければ分かると思いますけれども，動画のビデオを流していますし，空

港辺りでも随時流しております。そういったことで，ＰＲには努めているつもりでございますので，そ

の辺についても御理解をいただきたいというふうに思います。それらを踏まえまして，財源の活用とい

うことでお答えをいたします。まず，市町村などの地方公共団体への寄附金につきましては，寄附金の

使途を指定しない一般寄附金，それから，使途を指定する，これは指定寄附金と，何々に使ってくださ

いという使い道を指定する指定寄附金，それと，ふるさと納税における寄附金と，この三つに大別され

るというふうに認識をしております。ふるさと納税につきましては，御寄附をいただく際に，ふるさと

応援基金条例というのがございまして，八つの使い道が定められております。もう，八つ申し上げませ

んが，これらの八つに該当する施策を，ふるさと納税等活用事業として実施をしているところでござい

ます。このようなことから，寄附者の思いに答えるべく，なるべく多く市民の皆様に理解が得られる事

業を基本に，経常経費には一応充当はしないという方針で，今，取り組んでいるところでございます。

御提案の集落の寄附につきましては，これまでも指定寄附ということでいただいた実績もございます。

これらを踏まえ，今後は企業版ふるさと納税，それから，ガバメントクラウドファンディングというの

がございます。それで，地域の活性化に取り組む資金調達の手段というのも多様化しておりますので，

幅広に研究をさせていただきたいというふうに考えています。以上でございます。 

 

４番（奥 晃郎君） 御答弁，ありがとうございます。私は空港の近くなもんですから，空港によく行く

んですけれども，空港に座ってビデオを見るということはないんで，ビデオでふるさと納税の広報があ

るようでしたら，また，見てみたいというふうに思います。ちょっと話は変わりますけれども，ここで

言う話かどうかは分かりませんが，向こうに奄美大島の観光名所の地図がありますけれども，そこにで

すね，田中一村記念館というふうに本来書くべきところをですね，田村一村記念館というふうに書いて

ありまして，あれ，俺間違ってたのかなとついつい思ったことがあるんですけれども，なかなか修正は

されませんで，一応近くのお店の人に，あれ間違っているよねということを言ったことがあるんですけ

れども。そういうこともありますので，その観光客にですね，奄美市へふるさと納税お願いしますと，

私たちも含めまして，奄美大島にふるさと納税お願いしますということで，少しでもふるさと納税が増

えるよう，努力をしてまいりたいというふうに思いますので，行政のほうもよろしくお願いいたしま

す。 

 次に移ります。集落等にある墓地の管理等についてです。少子高齢化，人口の減少が進行する中で，

墓地の維持管理に不安を持つ人も増えていると思いますが，奄美市においては，市有墓地，永田墓地の

管理や墓地利用のあり方等について，永田墓地の適正な利用を考える計画審議委員会の中で方向性が示

されておりますが，その他の墓地等が奄美市内においてどれだけ存在するのか。集落の墓地では無縁墓

地も増えております。今後，墓地の管理体制の整備が求められるものと思いますが，３地域内に墓地が

何か所あり，その管理がどのようになっているのか，お尋ねします。よろしくお願いします。 

 

市民部長（満永亮一君） それでは，お答えします。本市は，議員がおっしゃるように，来年度から市有

永田墓地利用計画により，永代使用料を徴収しながら管理を行う計画を進めております。その利用計画
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の中でも，無縁墓の取り扱いについて，適切な墓地管理により，無縁化防止を行いながら，既に確認さ

れた無縁墓の無縁納骨などを将来的に検討することとしております。一方，集落墓地につきましては，

名瀬地区に１７か所，住用地区が２０か所，笠利地区が２１か所ございまして，集落ごとに管理をお任

せしている現状でございます。本市としましては，集落墓地無縁化対策として，平成２２年度に納骨堂

設置や墓参道整備についての補助金制度を制定し，各集落の墓参道改修や手すり設置等に活用いただい

ており，今後の更なる活用のためにも，各集落の代表者等が集います町内会，自治会連合会の場でも本

制度の説明を行いたいというふうに考えております。継承者のいない無縁化の増加と，その計画的な対

策の必要性が，今後は懸念されるところでもありますので，市有永田墓地の利用計画に併せまして，集

落墓地の無縁化も今後の検討課題として検討していきたいというふうに考えております。以上です。 

 

４番（奥 晃郎君） ありがとうございました。先ほど，手花部集落の会計状況について紹介をしました

けれども，墓地についてもですね，高齢化が進み，上りを上るのには大変だと。事故でも起きたら大変

だということで，手すりを付けました。役所の補助もいただきまして，大変喜んでおります。それと，

先ほど申し上げました，水道代ですね，この辺も補助していただければ助かるなというふうに思ってお

ります。 

 次は，コロナ感染症対策予算についてでございます。奄美市においても，市独自の支援策がいろいろ

講じられております。市独自の支援について，いかなる支援策を講じたのか，これはもう，いろんな広

報紙等で，あるいは新聞等で取り上げておりますから，皆さん承知しているかと思いますが，奄美市独

自の支援としてこういうことをしましたよということ，また，その成果について，お尋ねをいたしま

す。よろしくお願いします。 

 

総務部長（三原裕樹君） 新型コロナ対策事業につきましては，その時々の新型コロナの状況に応じて，

国や県の事業も踏まえながら，感染防止対策と経済対策を基に，市単独事業を実施をしてまいりまし

た。主な事業を申し上げますと，まず感染防止対策といたしまして，店舗感染防止対策支援事業を実施

をし，２月２６日時点で５１４件の実績となっており，飲食店等の店舗感染防止対策が促進をされてお

ります。また，県と奄美大島５市町村が連携をした取組となりますけれども，奄美空港と名瀬港におい

て検温を実施するなど，水際対策の強化にも取り組んでおります。次に，経済対策といたしまして，１

人当たり５，０００円の商品券を給付する緊急経済対策商品券給付事業，それと，コロナ禍で特に厳し

い経営状況にあった飲食店等を支援するため，プレミアム率６６パーセントで発行しました緊急対策プ

レミアム商品券事業及び緊急経済対策ほーらしゃ券発行事業，この三つの商品券発行事業がございま

す。この事業につきましては２月２４日時点で３事業合計の換金率，これが９１．１パーセントとな

り，市中の経済循環につながったものと考えております。更に，感染防止対策，経済対策と同時に，生

活支援や事業所支援など，住民及び事業所に寄り添う事業を展開することで，地域の実情に応じた効果

的な事業を実施していると考えております。以上でございます。 

 

４番（奥 晃郎君） 各種支援，ありがとうございます。ということで，いろいろな支援をして，予算も

計上しているわけでございますが，これらの経費に対する執行率及び残額について，トータルでお尋ね

をしたいというふうに思います。 

 

総務部長（三原裕樹君） これまでの専決予算及び各定例会にて計上させていただきました新型コロナ対

策事業のうち，本市独自事業の全体に係る執行率についてお答えをいたします。新型コロナ感染症緊急

対策事業，予算現計額１２億１，１００万円に対しまして，２月末時点で６２パーセントとなっており

ます。しかしながら，引き続き更なる執行に努めてまいると考えているところでございます。また，こ

の執行率につきまして，今後，本市の新型コロナ事業につきましては，繰越予算，６億７，９００万円
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ほどございますけれども，これを含め，１５か月予算として，約１１億５，０００万円を確保しており

ます。新年度におきましても，感染防止対策及び経済対策を基軸とした事業展開を行っていくこととし

ておりますので，よろしくお願いいたします。 

 

４番（奥 晃郎君） 分かりました。市独自の計上経費，１２億１，０００万円以上ということで，執行

率６２パーセント，残額６億７，９００万円ほどですかね，ということでありますけれども。国におい

ては，家賃補助も実施し，奄美市内の事業者も対象になっているものと思いますが，事業者個人が借入

等により取得した事業主等は，これに該当することなく，コロナ感染症による影響で返済に苦慮してい

る方々も多いというふうに思います。支援の対象でない，それから，弁当屋さんとか，飲食店のテイク

アウト等により，非常に売上が減少しているということも聞いております。また，小さいことですけれ

ども，スナックにそのカラオケ等をリースで置いている業者と，コロナの感染前と変わらないリース料

４万円を払っているようであります。そういうことも含めましてですね，奄美市における自己所有の小

規模事業者及び個人事業主がどれほどいるのか，答えることが可能であれば，お答えいただきたいとい

うこと。 

 

総務部長（三原裕樹君） 本市において，土地や建物を自己所有とする小規模事業者及び個人事業主との

御質問でございますけれども，事業所，企業を対象に，その経済活動を明らかにすることを目的とする

経済センサスという調査がございます。ただ，しかしこの経済センサスの統計調査の中でも，該当する

項目がございません。また，商工会議所にも確認をいたしましたけれども，実態は把握できていないと

いう状況でございました。以上でございます。 

 

４番（奥 晃郎君） 分かりました。例えばですね，青森県の青森市辺りは，家賃補助に該当しない小規

模事業者及び個人事業主を対象に補助しているということであります。先ほど，その２例お答えいただ

きました執行残についての使途，これ，先ほど次年度への繰越というふうにお答えいただいております

けれども，その使途をいかにお考えでしょうか，お答えをいただきたいというふうに思います。 

 

総務部長（三原裕樹君） 執行残ということですけれども，繰越をして，そのまま予算を確保しておりま

す。この事業については，事業間流用ができることになっておりますので，執行残を出さないように，

時期を逸せず，経済対策，感染対策に努めてまいる予定でございますので，基本的に執行残という考え

方は，今，持っていないということでございます。以上でございます。 

 

４番（奥 晃郎君） 分かりました。今年度，予算を計上して，議会のほうでも承認しているわけですか

ら，当然，それが１００パーセント使われたということでも，次年度の市の財政に影響はないものとい

うふうに考えております。次年度，もう予算も成立するところでございますので，補正でも組んで，こ

の残額をですね，先ほども申し上げました家賃補助に該当しない小規模事業者とか，あるいは時短等の

補助に該当しない弁当屋さんとか，特にどこにも取り上げられていない，カラオケのリース料を補助す

るとか，いろんな角度からですね，きめ細かな支援の御検討もよろしくお願いいたします。 

 次の質問に移ります。奄美市の学力についてでございます。昨日の質問ですかね，コロナの感染に関

することで，学力は落ちていないかという質問に対して，数字も上がっているというような話も聞いて

いますけれども，奄美市の児童・生徒の学力は，全国，県のどの程度の水準にあるのか，気になるとこ

ろであります。過去何年かの推移について，お尋ねをします。 

 

教育長（要田憲雄君） お答えを申し上げます。本市の学力につきましては，年々確実に向上していると

考えております。まず，昨年度，令和元年度の全国学力学習状況調査につきましては，中学校は県の平

－ 172 －



 

- 173 - 

 

均並みの水準となっておりましたが，小学校では県の平均だけではなくて，全国平均を上回る結果が出

ているところです。次に，令和２年度の，今年度の全国学力学習状況調査につきましては，新型コロナ

のために全国的に中止をしたというふうなことでございます。更に，今年１月に行われました，鹿児島

学習定着度調査につきましては，小学校は県の平均を上回る結果でございましたが，更に，中学校でご

ざいますが，これまでと比べて学力が飛躍的に伸びておりまして，県の平均を上回る結果が出ました。

従って，小・中学校とも学力が向上しているというふうに，はっきり申し上げられると思います。従っ

て，今後も各種調査などの結果を生かしながら，授業改善が最も大事でございますので，家庭学習の習

慣化をしっかり取り組むことを指導しながら，着実に向上していくものと考えております。以上でござ

います。 

 

４番（奥 晃郎君） ただいまの答弁により，奄美市の児童・生徒の学力が向上していることが確認でき

ました。このことは，教育委員会の各学校職員に対する指導及び各学校教職員の御苦労の賜物と，感謝

を申し上げます。この水準，県の平均以上とかいう水準で止まることなく，県の何番目という順位は出

ないかもしれませんが，奄美市の児童・生徒は鹿児島県のトップですよと言えるような学力を身に付け

ていただきたいというふうに思います。この水準を踏まえた分析及び今後の施策について，お尋ねをし

ます。よろしくお願いします。 

 

教育長（要田憲雄君） 学力向上を図るためには，先生方の授業改善が最も大切であります。 

 私は授業改善というよりも，授業改革と言って指導を重ねてきたところでございます。そこで，児

童・生徒の学力向上と教職員の指導力向上を目指す取組について，少し御説明を申し上げたいと思いま

す。まず，その授業改善でございますが，いわゆる昔流の，従来の教師が教え込む授業，あるいは，講

義型，大学の先生がやる講義型の授業では上手くいかないわけでありまして，これは児童・生徒による

主体的で対話的で深い学びと言いますが，いわゆる子どもたちが主体的，積極的に活動する，いわゆる

今流のアクティブラーニングと言いますか，そういう授業を進めることが非常に大事であります。従っ

て，これは教師主導型の授業や講義型の授業では，現在，今の世の中で求められている思考力ですとか

判断力ですとか表現力ですとか，あるいは資質，能力を子どもたちに蓄えるということになるわけです

が，昔流の授業では大変難しいということでございまして，私ども市教育委員会では，授業を改善する

ための五つの方策というものをつくりました。その五つのうちで，一つは基本的な学習習慣をしっかり

子どもたちに教え込んでいくということが一つです。そして，目当て黒板っていう小さい黒板を全ての

学校，全教室に配布しました。先生方がきちんと目当て黒板をして，今日はこういう授業ですよ，こう

いう，設けてやりますよということを進める。一番大事なのは，４５分から５０分の授業があります

が，そのうちの２０分以上は子どもたちだけで主体的に，自主的に活動する，積極的に活動する，そう

いう授業を取り入れようということですね。もう一つ，最後に机間指導して，子どもたちに寄り添う指

導をしようと。こういうことを繰り返し繰り返しずっと指導してきて，ようやくそれが実ってきたと。

それによって，学力が高まったということは，明確に言えるというふうに考えているところでございま

す。私も時間があるたびに市内の学校をずっと回っているところですが，直接，校長，教頭や先生方に

指導を進めてきたというふうに御理解ください。更に，指導主事が７名，８名おりますが，休まずその

都度学校を訪問して，具体的に先生方の授業を見て，確かにここはああいうふうにしたほうがいい，こ

ういうふうにしたほうがいいということで，指導を進めているということも御理解ください。更に，市

内の大きい学校はですね，市の教育委員会が学力向上をしていこうというふうに指定しまして，その都

度，指導主事が訪問をして指導して，学力が高まっているというふうなことが言えると思います。もう

一つはですね，家庭学習を習慣化させる。宿題は学校が出すもの，担任が出すもの，これでは，なかな

か習慣化できないということで，宿題以外に自分で時間をつくって，子どもが自主的に，主体的に自分

の勉強をする。そういう時間を必ず取ろうということで進めているわけでありまして，今，そのことも
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学習定着度調査につきましては，小学校は県の平均を上回る結果でございましたが，更に，中学校でご
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従って，小・中学校とも学力が向上しているというふうに，はっきり申し上げられると思います。従っ
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４番（奥 晃郎君） ただいまの答弁により，奄美市の児童・生徒の学力が向上していることが確認でき
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の勉強をする。そういう時間を必ず取ろうということで進めているわけでありまして，今，そのことも
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着実にそれぞれの学校で工夫して進んできているということであります。今のような状況を進めていく

ことによって，学力が確かに高まっていくというふうに理解しておりますので，御理解賜りたいと思い

ます。 

 

４番（奥 晃郎君） はい，よく分かりました。今，教育長，言われました五つの施策，これを進めて，

それこそ県トップの学力，あるいは全国トップの学力が身につくよう，御指導のほど，よろしくお願い

いたします。 

 次の質問に移りますけれども，奄美市における自衛隊についてです。防衛省は電波や赤外線など，電

磁波を使って相手の通信機器やレーダーを妨害して攻撃を防ぐ電子戦に関し，２０２１年春に陸上自衛

隊で８０人規模の専門部隊を創設する。健軍駐屯地，熊本市に配置し，南西諸島などの離島防衛能力を

高め，専門人材の育成も強化する旨，発表しております。陸上自衛隊奄美駐屯地に配備予定の電子部隊

について，編成人員等についてお尋ねをします。 

 

総務部長（三原裕樹君） 電子戦部隊につきましては，電波の収集，分析や，通信，電子活動の妨害，無

力化を目的とした部隊でございまして，令和３年度末に約４０名の人数が編成される予定というふうに

伺っております。以上でございます。 

 

４番（奥 晃郎君） 了解いたしました。私の聞くところによると，この電子部隊が奄美駐屯地に配備さ

れるということについてですね，お隣の龍郷町はその宿舎を龍郷町にという陳情を行っているようであ

りますが，奄美市はどのような働きかけをしているのか，お尋ねをいたします。 

 

総務部長（三原裕樹君） 新たな編成につきましては，事前に奄美駐屯地や九州防衛局に新たな宿舎建設

予定についてお聞きをしました。そのところ，新たな宿舎建設の計画は，現在なく，既存の宿舎と民間

の物件で対応を予定をしているということでございました。以上でございます。 

 

４番（奥 晃郎君） 了解いたしました。今の回答を聞いて，奄美市の人口，また，幾らか増えるのかな

ということで，安心をしました。 

 それから，笠利地区には航空自衛隊があります。この編成，それから，人員等がどれぐらいいるの

か，分かっていればお答えをいただきたいというふうに思います。 

 

総務部長（三原裕樹君） 航空自衛隊奄美通信隊につきましては，中継所の運用，関連機材の保守整備を

目的として，昭和５０年に開設をされております。隊員の人数について，奄美通信隊にお聞きをいたし

ましたけれども，施設の防衛上，公表はしていないということでございました。ただ，居住地区につい

ては笠利の宿舎等で居住をしているということでございました。以上でございます。 

 

４番（奥 晃郎君） はい，承知をいたしました。瀬戸内には海上自衛隊の分遣隊があり，瀬戸内につい

ては，防衛省に人員の増員等を要望しているようであります。それらのことは，人口が増えるというこ

とでありますので，機会を捉えて，その人員増の要望も出していただけたらというふうに思います。 

 あと，最後の質問になりますけれども，奄美市政が誕生して１５年が経過をしました。この名瀬総合

支所，住用・笠利，３地区のそれぞれのその事務ですね，この辺がいかに連携をされているのか。いう

ならば，当然コンピューターでつながっているというふうに思っております。どこに行っても，誰がど

こに行っても，どこでも対応してくれるものというふうに思っておりましたが，市民の方から私にこん

なクレームがありました。私は住所は笠利です。仕事は名瀬でやっています。マッサージの鍼灸の補助

券ですね，これを貰いに名瀬の役所に行きました。そこで言われたことは，あなたは住所は笠利にあり
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ますから，笠利に行ってくださいと言われて，時間を割いて笠利に行っていただいたようですけれど

も，リアルタイムにつながっているはずですから，笠利の人が名瀬で貰いましたよというのは，すぐ分

かるはずだと思いますが，この辺のことはどうなっているのか，お尋ねをしたいというふうに思いま

す。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 答弁いたします。鍼灸受診券につきましては，名瀬総合支所におきまして

は，国保加入者に対し国保年金課で，７０歳以上の方につきましては，高齢者福祉課にて発行しており

ます。議員御質問の７０歳以上の鍼灸受診券のことについてお答えいたします。鍼灸受診券につきまし

ては，１人１冊１５枚綴りを年間４冊まで発行しております。現在，鍼灸受診券の重複発行を避けるた

め，各総合支所ごとに台帳を作成し，発行した冊数の管理を行ってきているところでございます。この

ため，議員御案内のとおり，笠利に住所がある方につきましては，笠利総合支所で鍼灸受診券を受領す

るようお願いしてきているところでございます。しかしながら，御案内のとおり，名瀬・住用・笠利の

総合支所は合併時に光ファイバーでネットワークを構築いたしまして，住民基本台帳，各税システム，

また，文書を共有できるシステムなど，リアルタイムで運用をしている状況でございます。今後，７０

歳以上の方への対応につきましては，市民の住所が名瀬・住用・笠利のいずれであっても，鍼灸利用券

が発行できますよう，また，市民の方の利便性が向上しますよう，事務の見直しを早急に図ってまいり

たいと考えております。また，鍼灸受診券の件に限らず，議員御指摘の本庁と支所の連携につきまして

は，各部課において連携をとり，職務を遂行しているところでございます。改善すべきものは改善し，

市民サービスの向上に努めてまいりたいと存じます。 

 

４番（奥 晃郎君） ありがとうございました。よろしくお願いします。 

 

議長（与 勝広君） 以上で，無所属 奥 晃郎君の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。１０時４５分，再開いたします。（午前１０時３１分） 

                     ○              

議長（与 勝広君） 再開いたします。（午前１０時４５分） 

 引き続き，一般質問を行います。 

 日本共産党 﨑田信正君の発言を許可いたします。 

 

６番（﨑田信正君） おはようございます。日本共産党の﨑田信正です。 

 さて，年度末の議会となり，既にもう多くの同僚の議員の皆さんが，今度退職される方に，労いと今

後の御活躍を期待し，エールを送られておりますけれども，私も同じ思いでございます。定年とはい

え，まだ６０歳ですから，私は７０歳を超えましたけれども，このようにまだまだ元気でこの場に立た

せていただいております。退職される皆さん方も，まだまだこれからだとの思いではないでしょうか。

４月を過ぎれば，もう庁舎内で顔を合わすことはほとんどなくなりますけれども，これからはいろんな

イベントなども，昨年はね，なかなかできませんでしたが，開催されるようになれば，お互いにその場

で元気な姿で顔を合わすことができればいいなと思っておりますので，よろしくお願いをいたします。 

 それでは，通告に従って順次質問させていただきますので，よろしくお願いをいたします。 

 最初に，教育問題ですけれども，この質問は１２月議会で，安倍政権では国会，国政の場で嘘や改

竄，隠蔽などという言葉が頻繁に使われるようになりました。日常化しているということですが，これ

らの言葉が飛び交う出来事があるということになりますが，そのようなことが指摘されれば，真実を述

べ，真相を明らかにし，間違いがあれば速やかに正していくということが社会生活で大切なこと，当た

り前のことだと思いますと申し上げて，答弁をいただくところでしたが，時間切れとなりました。これ

はもう，１２月１１日でしたけれども，その後も相変わらず安倍前総理の桜を見る会で事実と異なる答
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弁を１１８回も繰り返していたことが明らかになるなど，この状況が続いていることから，改めて取り

上げたいと思いました。年が改まりましたけれども，やはりその状況は変わりません。２月１９日の朝

日新聞社説では，議員の夜飲食，自民の規律が問われるとの見出しで，またかと驚き呆れると書き出

し，緊急事態宣言下での自民党議員による夜の酒場通いのことだ。しかも，今回は同様の振る舞いで，

与党議員が議員辞職や離党に追い込まれた直後のことであるとし，松本氏，これ，新聞で名前が出てお

りましたので，そのまま使いますが，松本氏は当初，１人で店に行ったと嘘をつきと，ここで嘘という

言葉が出てまいります。このように，国会，国政の場での嘘発言が横行する現状は，子どもの教育上，

大変問題だと思っております。これは，これまでも度々こういう言葉は述べてきましたけれども。子ど

もたちにこういった状況を話す機会もあるんじゃないかなと思いますけれども，そのときに教育者とし

てはどう説明するのか。この事態をどう捉えられているのか，まず御見解をお伺いをしたいと思いま

す。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 

 

教育長（要田憲雄君） それでは，答弁を申し上げます。議員御指摘の内容は１２月の議会で取り上げて

いただきましたが，時間切れということでしたので。このことにつきましては，国会の中の議論でござ

いますので，恐れ多くて，私の立場で見解を申し上げることは控えさせていただきたいと思います。た

だ，行政の，教育行政に携わる者としては，子どもたちの健やかな成長を心から願っておりますし，私

は管理職研修会等を通して，法を守ることや礼節の大切さなどについては，市内の各小・中学校におき

ましては，人権同和教育に関する研修を必ず実施するなど，具体的に子どもたちの心に寄り添うことの

大切さも含めて，毎回，指導しているところでございますので，そのことはそれぞれの学校の管理職が

しっかり捉えて指導しているというふうに思っておりますので，御理解ください。以上です。 

 

６番（﨑田信正君） 国政の場だから言えないという答弁だったと思うんですけれども，そういうことを

聞いているんじゃないんですよね。授業で，教科書で国会のことも出てきますよね。そのときに，もし

子どもたちが質問が出た場合ですよ，そういう，教育長が言われるようにね，これは国会のことだから

ということで過ごすわけにはいかないんで，教育者としてどう捉えているのかということでの質問です

ので，もう一度。 

 

教育長（要田憲雄君） 先ほど申し上げましたようにですね，校長研修会，教頭研修会でそのようなこと

については，随時，私のほうで指導をしているところです。従って，校長，教頭は学校に持ち帰って，

それぞれの先生方に具体的に指導しているということになるわけです。その先生方は，当然，授業の中

で，今，おっしゃるようなことが出れば，具体的に指導するということになりますので，御理解くださ

い。以上です。 

 

６番（﨑田信正君） 指導するという言葉ですけれどもね，私が代わりに言えば，具体的に言えばね，や

っぱり国会で嘘は駄目だよねと，君たちが大きくなれば，そんなこと，そんな大人になる，なるなよ

と，そういったことぐらいは言えるんじゃないかなというふうに思うんですね。そこで，これ，テレビ

のドラマなんですが，これ，税務調査官窓際太郎の事件簿というドラマがあります。これＢＳ放送であ

ってて，１２月２１日，２７日に奄美で放送された分です。ここで，こういう台詞，言っているんです

ね。不正を働く政治家に対しての台詞なんですが，窓際太郎，窓辺太郎というらしいんですが，あなた

に限らず，今の日本の政治家は皆嘘をついています。真実に目を背け，数字を誤魔化し，１０年後，２

０年後の日本がどうなっているかなんて考えてるやつは誰もいやしませんよ。でもね，怖いのは，大半

の大人たちが政治家が嘘をついていることを見て見ぬふりをしていることですよ。大人が嘘をつけば，
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子どもは嘘をついてもいいんだと思ってしまいます。大人が真実から目を背け誤魔化せば，子どもも誤

魔化してもいいんだと思ってしまいます。そして，そんな子どもたちが大人になれば，目の前の問題に

目を背け，誤魔化し，平気で嘘をつくようになる。そのときの日本は何て言われますかねと，こういう

台詞があるんですよね。ドラマでこういう台詞が出てくるということは，もう国会が，最初述べたよう

に，もうこういったことが日常化しているということなんですよ。これはもう，教育としてはゆゆしき

問題だというふうに思います。ついでに，ついでって言ったら，半沢直樹，皆さん，ドラマ，よく見ら

れていたかと思いますが，最終回でもこういう台詞があるんですね。これも不正を働く政治家に対して

の台詞です。半沢氏，直樹がですね，選挙運動，収支報告書にも政治資金収支報告書にも記載されてい

ません。これはどういうことでしょうかとその政治家に聞いて，不正政治家，記憶にないなと，こうい

う答弁なんですね。そのときに言ったのが，半沢は，記憶にないで済むのは国会答弁だけの話ですよ。

ここは国会ではありません。そんな馬鹿げた言い訳は一般社会では通用しない，こういう台詞なんです

ね。この台詞，私は国会は誤魔化しの場の状況を肯定しているような感じになるので，賛成はできませ

んけれども，国会は言論の府と呼ばれております。その国会で嘘が横行し，記憶にないなどの馬鹿げた

言い訳は，国会でこそあってはならないと，そういう思いがしますので，子どもたちがすくすく健全に

育つためにはね，やっぱりそういったこともきちんと事実を示して，そうではないということを教育の

場でもしっかりやっていただきたいと思いますので，よろしくお願いをいたします。 

 次に，これまで再三取り上げてまいりましたけれども，就学援助制度のことです。完全実施を求めて

きておりますけれども，現在，まだ実施をされていない項目があれば，何なのか，お示しをいただきた

い。是非，新年度から実現をしていただきたいと思いますけれども，いかがでしょうか。 

 

教育部長（福長敏文君） それでは，お答えをいたします。本市におきましては，文部科学省初等・中等

教育局財務課が定める補助対象費目に準じて，準要保護の費目を定めております。準要保護の費目につ

きましては，新入学児童生徒学用品費，通学用品費，校外活動費，学校給食費，修学旅行費，医療費の

６費目がございます。また，中学校につきましては，体育実技用具費も対象をなっております。県下，

他市の補助対象費目を調査いたしました。その中で，今申し上げた６費目以外に，ＰＴＡ会費やクラブ

活動費，生徒会費，卒業アルバム代の４費目を補助対象に加えているのは１市でございました。この４

費目の補助については，本市の対象額を試算してみましたが，約２，０００万円というふうになりま

す。この実施について，新年度からということでの御質問でございますが，どうしても恒久的な財源確

保が必要でございます。そのため，どうしても今後の検討課題とさせていただきたいというふうに思い

ますので，御理解を賜りたいと思います。 

 

６番（﨑田信正君） これ，実施されているところも多いですよね，自治体はね。実施をしている，完全

実施をやっているところも多くあると思いますが，今の試算では２，０００万円という数字が出てきま

したけれども，実現の見通しは，今の状況ではないのか。実現するために努力することがあるのか。そ

このところだけ，ちょっと教えてもらえませんか。 

 

教育部長（福長敏文君） 実際にこの補助費目の拡充というか，拡大につきましては，平成３１年の２月

に県の教育委員会のほうからも，各自治体のほうで検討してください，努力を促すような文書をいただ

いているところでございます。担当部局としましては，今現在の支給基準の中ででも，更に拡充ができ

ないか，担当レベルではいろいろ検討させていただいておりますが，なかなか財源も含めまして，制度

のほうに，やっぱりどうしても基づくという形になりますので，現段階では，まだ検討課題ということ

で，更に研究をさせていただきたいというふうに思っております。以上です。 

 

６番（﨑田信正君） 就学援助制度については，この間，ずっと取り上げてきてね，入学準備金などは７
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子どもは嘘をついてもいいんだと思ってしまいます。大人が真実から目を背け誤魔化せば，子どもも誤

魔化してもいいんだと思ってしまいます。そして，そんな子どもたちが大人になれば，目の前の問題に

目を背け，誤魔化し，平気で嘘をつくようになる。そのときの日本は何て言われますかねと，こういう

台詞があるんですよね。ドラマでこういう台詞が出てくるということは，もう国会が，最初述べたよう

に，もうこういったことが日常化しているということなんですよ。これはもう，教育としてはゆゆしき

問題だというふうに思います。ついでに，ついでって言ったら，半沢直樹，皆さん，ドラマ，よく見ら

れていたかと思いますが，最終回でもこういう台詞があるんですね。これも不正を働く政治家に対して

の台詞です。半沢氏，直樹がですね，選挙運動，収支報告書にも政治資金収支報告書にも記載されてい

ません。これはどういうことでしょうかとその政治家に聞いて，不正政治家，記憶にないなと，こうい

う答弁なんですね。そのときに言ったのが，半沢は，記憶にないで済むのは国会答弁だけの話ですよ。

ここは国会ではありません。そんな馬鹿げた言い訳は一般社会では通用しない，こういう台詞なんです

ね。この台詞，私は国会は誤魔化しの場の状況を肯定しているような感じになるので，賛成はできませ

んけれども，国会は言論の府と呼ばれております。その国会で嘘が横行し，記憶にないなどの馬鹿げた

言い訳は，国会でこそあってはならないと，そういう思いがしますので，子どもたちがすくすく健全に

育つためにはね，やっぱりそういったこともきちんと事実を示して，そうではないということを教育の

場でもしっかりやっていただきたいと思いますので，よろしくお願いをいたします。 

 次に，これまで再三取り上げてまいりましたけれども，就学援助制度のことです。完全実施を求めて

きておりますけれども，現在，まだ実施をされていない項目があれば，何なのか，お示しをいただきた

い。是非，新年度から実現をしていただきたいと思いますけれども，いかがでしょうか。 

 

教育部長（福長敏文君） それでは，お答えをいたします。本市におきましては，文部科学省初等・中等

教育局財務課が定める補助対象費目に準じて，準要保護の費目を定めております。準要保護の費目につ

きましては，新入学児童生徒学用品費，通学用品費，校外活動費，学校給食費，修学旅行費，医療費の

６費目がございます。また，中学校につきましては，体育実技用具費も対象をなっております。県下，

他市の補助対象費目を調査いたしました。その中で，今申し上げた６費目以外に，ＰＴＡ会費やクラブ

活動費，生徒会費，卒業アルバム代の４費目を補助対象に加えているのは１市でございました。この４

費目の補助については，本市の対象額を試算してみましたが，約２，０００万円というふうになりま

す。この実施について，新年度からということでの御質問でございますが，どうしても恒久的な財源確

保が必要でございます。そのため，どうしても今後の検討課題とさせていただきたいというふうに思い

ますので，御理解を賜りたいと思います。 

 

６番（﨑田信正君） これ，実施されているところも多いですよね，自治体はね。実施をしている，完全

実施をやっているところも多くあると思いますが，今の試算では２，０００万円という数字が出てきま

したけれども，実現の見通しは，今の状況ではないのか。実現するために努力することがあるのか。そ

このところだけ，ちょっと教えてもらえませんか。 

 

教育部長（福長敏文君） 実際にこの補助費目の拡充というか，拡大につきましては，平成３１年の２月

に県の教育委員会のほうからも，各自治体のほうで検討してください，努力を促すような文書をいただ

いているところでございます。担当部局としましては，今現在の支給基準の中ででも，更に拡充ができ

ないか，担当レベルではいろいろ検討させていただいておりますが，なかなか財源も含めまして，制度

のほうに，やっぱりどうしても基づくという形になりますので，現段階では，まだ検討課題ということ

で，更に研究をさせていただきたいというふうに思っております。以上です。 

 

６番（﨑田信正君） 就学援助制度については，この間，ずっと取り上げてきてね，入学準備金などは７
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月の支給から３月に支給されると改善されておりますけれども，元々子どもの貧困が問題になったとき

に，これを取り上げてきたわけですけれども，是非ですね，子どもの貧困の改善にもつながる，家庭の

経済的援助ですから，是非，実現の方向にやっていただきたいと。これ，一般財源に入っているけれど

も，元々補助金でやって，だから，需用費に組み入れられている内容じゃないかなと思いますので，是

非，教育が最優先という感じでですね，取り組んでいただきたいというふうに思います。 

 次に，少人数学級が子どもたちの教育上有効だと思うんですが，先ほどの答弁で，奄美市の学力，向

上しているということはありましたけれども，昨年の９月議会で国の責任による，２０人学級を展望し

た少人数学級の前進を求める陳情が出されておりました。これ，残念ながら賛成少数で不採択でありま

したけれども，この陳情に関しての意見で，学校教育課長ですね，小学校１・２年生は３０人学級を実

現，５・６年生は３０人，３５人学級を実現している。すくすくプランにより，２０人程度の学級にな

っていると説明されました。２０人学級の実現には，教員の確保及び教室等の新たな設置，それに伴う

予算措置など，多くの課題があると説明をされております。２１人となった場合，１０人，１１人の２

学級となると説明されておりますけれども，私もこの間の取組については評価されるべきものだと考え

ております。更に，児童・生徒の学びを保証することがまず必要との考えてについても，私も全く同感

でありますから，そのためにあらゆる努力を講じていただきたいと思っております。何ら否定するもの

ではありません。しかし，このことによって，国の責任による２０人学級を展望した少人数学級の前進

を求めることは必要ないということにはならないと私は思います。鹿児島県議会は同趣旨とも言える安

心・安全な教育環境のための少人数学級を求める意見書を全会一致で採択をしているんですね。地方や

教育団体からも意見があがっております。全国市長会は，まずは３５人，そして，３０人が多くの意見

とし，全国町村会は少人数学級はかねてからの要望としております。日本ＰＴＡ全国協議会も少人数ク

ラスの実現は避けられないとの立場のようであります。少人数学級に向けたこれらの動きについて，奄

美市教育委員会の御見解を改めてお伺いをいたします。 

 

教育長（要田憲雄君） お答えを申し上げます。縷々議員から御説明があったとおりでございますが，私

ども少人数学級における大きなメリットというのは，個人指導の時間が多く確保できること，きめ細や

かな指導ができることだというふうに考えているところです。先ほどお話がありましたように，義務教

育標準法の改正案が閣議決定されたことによりまして，全国の公立小学校で１学級当たりの上限人数が

順次引き下げられてくると。２０２５年度，いわゆる令和７年度に全学年が３５人学級になるというこ

とが予定されております。これに沿って，私どももその方向で進むだろうと。それ以降については，ま

た，国や県の動向を見極めながら進めていくことになるだろうと思うんです。本市におきましては，大

規模の小学校の算数や中学校の数学，英語などで加配教員によってクラスを分けまして，少人数学級で

指導をしているということは御理解ください。更にまた，１２月も申し上げましたが，本市の独自の施

策としまして，小学校５・６年生につきましては，いわゆる奄美っ子すくすくプランという規定がござ

いまして，これによって進めているところです。令和２年度は伊津部小学校が該当しましたので，伊津

部小学校だけ１人配置をしているということになると思います。今後につきましては，いわゆる文部省

の状況等，あるいは県の状況等踏まえながら，本市としても前向きに取り組んでいくことになるであろ

うというふうに考えておりますので，御理解ください。以上です。 

 

６番（﨑田信正君） はい，ありがとうございます。今，教育長の答弁の独自の施策ということが言われ

ましたけれども，陳情は国の責任によるというふうに言っていますよね。国の責任によるということ

で，これが実現したときに，メリットはないんでしょうか。分かります。国の責任であった場合に，そ

の，今，独自で配置しているのが，国の責任上，予算措置されるとか，例えばですよ。そういうメリッ

トがあるのかないのか。 
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教育長（要田憲雄君） これは，私の考え方ですが，今，本市が取り組んでいるすくすくプランにつきま

しては，国がその方針を進めれば，県も当然，そう進めるであろうし，私どももこのことは解消して，

国の方針に従って進めるということになろうと思います。以上です。 

 

６番（﨑田信正君） 陳情のときに意見を述べられているわけですけれどもね，そういったときに，国の

責任によって，独自政策のところが国の政策で取り入れることができれば，加配教員とかいろいろある

んでしょう。そういったところにもプラスになるんだというような説明はされてないですよね。されて

なかったと思うんですが，なぜそういった，メリットがないと思われたのか，メリットの説明はなかっ

たと思うんですけれども，それは何か，真意，意図がありますか。 

 

教育長（要田憲雄君） 全ての学年，学級を進めるということは，大変な資産が必要になるわけでありま

して，その時点で，私どもが予想したのは，国が進めているという状況は分かってきておりますので，

恐らくは近い将来，国と県が進めてくるであろうという思いは持っていたことは御理解いただきたいと

思います。以上です。 

 

６番（﨑田信正君） そういうことも説明のときにきちんとされれば，また，陳情を採択，不採択の判断

材料にもなったのではないのかなという思いもするもんですから，確認をさせていただきました。 

 次に，国民健康保険制度についてですが，私も２０年の議員生活で，一般質問で何回となく取り上げ

てきました。国保税の収納率が伸びないで８８パーセント前後で推移をして，累積赤字は膨らむ一方だ

という時期も経験をしてきました。当局も国保会計を支えるために，名瀬，旧名瀬市議会のときから，

一般財源から繰入をして，国保税を値上げしないという大変な努力をされてきたことも承知をしており

ます。しかし，まだこれをもって，私たちが望む，誰もが納めやすい国保税とは言い難いというのも事

実だと思うんですね。国の負担を減らし続けてきた制度上に大きな原因があることは明らかであります

けれども，それで，全国知事会は公費を１兆円投入して，国保税を中小企業の労働者が加入する協会け

んぽ並みに値下げすることを，全国市長会が，知事会が提案しております。このような状況の中で，２

月３日の地元新聞，これ，国保運営協議会の内容ですが，国保税率据え置きへ，１９年度に累積赤字解

消との大きな見出しで報じられました。コロナ禍の下で，国保税が据え置かれたことは，一定の評価で

ありますけれども，先に述べたように市民経済及び市民生活を思いやれば，やはり引き下げは必要だと

思うんです。いろいろなやり方もありますから，これについては改めて取り上げたいと思います。今回

は，先ほどの記事では末尾のほうですね，近い将来，財源不足に陥る可能性もぬぐえないと指摘をした

と書いてありました。収納率もここ数年は安定して高い収納率を維持してきて，医療費も抑えられてい

るという印象がありますけれども，その真意についてですね，近い将来，財源不足に陥る可能性もぬぐ

えないという，そのことについて，お伺いをいたします。 

 

市民部長（満永亮一君） それでは，財源不足に陥る可能性についての意味と，その背景となります国保

財政の今後についてお答えいたします。財源不足に陥る可能性の意味といたしましては，今後の国保財

政の二つの懸念材料を示しております。一つ目の懸念材料でございます。財源補填繰入金は平成３０年

度から開始されました新たな国保制度の中では，解消，削減すべき赤字と捉えられております。赤字は

計画的，段階的に解消を図っていくものと整理がなされており，本市といたしましても，県の国保運営

方針に則した形で赤字解消計画を策定し，財源補填繰入金を解消する目標年次を令和５年度と設定いた

しております。計画どおりの解消となりますと，単純に収入減となりますので，将来的に奄美市の国保

財政を悪化させる可能性がございますが，令和５年度以降に，財源補填繰入金を実施しますと，県の国

保運営方針に反する形となりますので，何らかのペナルティが発生する恐れもございます。そのような

場合におきましても，国保財政の悪化につながることが予想されます。もう一つの，二つ目の懸念材料
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しております。計画どおりの解消となりますと，単純に収入減となりますので，将来的に奄美市の国保

財政を悪化させる可能性がございますが，令和５年度以降に，財源補填繰入金を実施しますと，県の国
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といたしまして，県内の保険料水準の統一でございます。厚生労働省が令和２年５月に国保運営方針策

定要領を改訂し，保険料については市町村ごとの設定が基本とした原則を削除した上で，新たに都道府

県での国保，保険料水準の統一を目指すことを明確化いたしております。具体的には，いつまでにどの

ような形で保険料水準の統一を図るとは記載されておりませんが，県といたしましては，令和３年度か

らの新たな県の国保運営方針におきましては，保険料水準の統一に向けて，統一化の定義や課題を整理

し，算定方式の統一や赤字の計画的，段階的な解消などの環境整備を行うと明記されております。本市

は現状で１人当たりの保険税必要額が他市よりも低くなっておりますので，単純に県内の市町村におい

て１人当たりの保険税必要額を平準化，統一いたしますと，奄美市が県に納めます事業費納付金の額が

増額になることを示しております。以上のことから，本市といたしましては，将来的な備えが必要だと

考えております。その備えの一つとしまして，今回，行います基金積立金を行いまして，将来に備える

ことで安定した国保財政の運営を図りたいというふうに考えているところでございます。以上です。 

 

６番（﨑田信正君） 基金積立金の話も出ましたけれども，目標額はどうされているのか，その目的につ

いても，今，答弁がありましたので。将来の不安と言えばね，何て言いますかね，この一般財源から２

億５，０００万円繰り入れた，最大ですね，これ，市長の英断だったと思うんですよ。それ，なぜかっ

ていうと，お金が有り余って繰り入れているわけじゃないのは，もちろんみんな知っているわけですよ

ね。何のためか。市民にこれ以上負担させることはできないからの取組だと思うんですよね。今後，国

保会計で，またそういう危惧が出た場合ですね，ペナルティがあるということ自体がおかしいんだとい

うことは，みんな，市長会とかみんなで話し合ってですね，そこを変えていくと。やむを得ず，もう国

保税は値上げできない。そのときは一般会計から，また，繰入しなけりゃならない。それは，市民のた

めの対策ですから，それが国があーだこーだと言うこと自体がおかしい。国が元々ね，国保会計に国の

負担をもっと多くすれば，昔，あったわけですから，そういった対応をしてもらいたいということを強

く言ってですね，国保税が，もし，私は引き下げるべきだと思うんですが，値上げがあるようなことが

あればですね，そういった立場で，一般財源の繰入もやむを得ないという立場は堅持していただきたい

というふうに希望を述べておきます。 

 次に，後期高齢者医療保険制度についてですが，１２月議会では，高齢者の声が反映される仕組みに

ついて質問をいたしました。年金が増えない状況で，いろんな負担が増えれば，高齢者の生活が厳しく

なると危惧をしておりますけれども，医療費の窓口負担が年収２００万円以上，７５歳以上の方です

ね，２００万円以上の方は，１割か２割へと倍増することが閣議決定されております。実施は来年の後

半からということのようですが，被保険者の負担がどうなるのか。先に現役並みの所得のある人は３割

負担になっているわけですが，その方も含めて，どのぐらいの負担になるのか，お示しをいただきたい

と思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） お答えいたします。本市において２割負担の対象として見込まれる方々

は，令和３年２月１日現在になりますが，被保険者及び所得情報を基に，先月５日閣議決定されました

医療制度改革関連法案に示された条件で抽出した結果，被保険者数，本市の被保険者数６，１３０名の

うち，約６７０名で，割合といたしましては全体の約１１パーセントとなっております。また，現在３

割負担でございます，いわゆる現役並み所得者は２３３名で，割合にいたしまして全体の３．８パーセ

ントとなっております。以上でございます。 

 

６番（﨑田信正君） ２割負担の導入はですね，ここで１１パーセント程度だということですが，受診控

えにつながって，健康悪化に，招くんじゃないかという心配もされているわけですね。このことについ

て，御見解を。 
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保健福祉部長（山下能久君） お答えいたします。医療費一部負担金が２割に引き上げられた場合の影響

といたしましては，対象の方々の窓口負担が増加することに加え，議員御案内の負担増に伴う受診控え

などが懸念されるところでございます。この制度改正につきましては，団塊の世代が後期高齢者へ移行

し，医療給付費の増を見据え，現役世代の負担軽減を図るものとされております。現在，国におきまし

ては，急激な負担増に配慮し，通院回数の多い外来患者に対しては，導入から３年間は１か月分の負担

増を３，０００円以内に抑える経過措置につきましても議論されております。いずれにいたしまして

も，法改正が必要となりますので，国の動向を注視してまいりたいと存じます。 

 

６番（﨑田信正君） ７５歳以上の方というのは，病院に行く確率は多いですよね。現役の方でも。だか

ら，１割から２割負担になったということで，倍だけれども，回数が多い分だけ負担が多くなる。年金

は上がらないから，やっぱり生活を切り詰めることになるんですよね。それで，ここ，先ほどの答弁で

１１パーセントぐらいが影響，なるということでしたが，この２割負担の導入というのは，当初，年収

１７０万円以上からか２４０万円から，どうするのかといういろんな議論がありましたけれども，結局

２００万円ということになりました。事の本質はですね，１７０万円，２４０万円じゃなくって，２割

負担を導入するかどうかなんですよね。そこで，確認したいと思うんですが，これ，政令で今後は所得

を変えることができるというような話も，本当かどうか分からん，聞いたんですけれども，そうなれば

政権にフリーハンドを与えることになるとの指摘もあるということですが，そういうことはあり得るの

かどうか，分かれば教えていただけますか。 

 

保健福祉部長（山下能久君） それでは，お答えいたします。まず，政令改正の手続きにつきましては，

内閣法等に基づき，閣議において決定されるとされており，その後の流れにつきましては，主任国務大

臣が署名し，内閣総理大臣が連名する，天皇が公布する，次に，官報に掲載されるという流れになって

おります。議員御指摘のフリーハンドを与えるとのことでございますが，政令改正に当たりましては，

全世代型社会保障検討会議等の中で，高齢者の生活実態を踏まえた丁寧な議論がなされた上で決定がな

されるものと考えております。また，本市の取組といたしましては，後期高齢者医療保険制度につい

て，保険料上昇抑制も踏まえまして，全国市長会を通して，国の責任において，十分な財政措置を講じ

ることを内容といたしました提言，これ，重要提言でございますが，これを毎年国に提出しているとこ

ろでございます。以上でございます。 

 

６番（﨑田信正君） これ，２割負担が来年の後半以降ということですが，その間にしても，いろんな動

きが出てくると思いますので，よろしくお願いします。 

 次に，第８期の介護保険事業計画についてです。保険料は基準額が月額６，６００円で据え置かれる

ということですが，この額自体は，この間，ずっと言っている，高いんですね。今回，これまでの保険

料の所得区分は９段階，標準９段階という言い方ですが，これを１４段階へと，多段階化が進むことに

なりますけれども，その目的について，お示しをいただきたいと思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 第８期計画におきます介護保険料所得区分の多段階化についてお答えいた

します。第１号被保険者の介護保険料につきましては，市町村の状況により，国が示す標準の９段階を

多段階化することや，補正係数を変更することが可能となっております。本市の介護保険料が第６期以

降，県内でも高く設定されていることから，市では第８期計画策定委員会へ，高齢者の保険料に対する

負担軽減の方策の一つとして，多段階化を提案し，議論，検討を重ねてまいりました。本委員会で出さ

れました結論といたしまして，今後も高齢化が進み，介護給付費も増加することが見込まれている状況

から，介護保険料の減額も難しいことが想定されるため，低所得者や滞納者の多い所得段階の保険料負

担に配慮するためには，本市においても第８期計画からの保険料所得区分を国標準の９段階から，本市

－ 181 －



 

- 181 - 

 

保健福祉部長（山下能久君） お答えいたします。医療費一部負担金が２割に引き上げられた場合の影響

といたしましては，対象の方々の窓口負担が増加することに加え，議員御案内の負担増に伴う受診控え

などが懸念されるところでございます。この制度改正につきましては，団塊の世代が後期高齢者へ移行

し，医療給付費の増を見据え，現役世代の負担軽減を図るものとされております。現在，国におきまし

ては，急激な負担増に配慮し，通院回数の多い外来患者に対しては，導入から３年間は１か月分の負担

増を３，０００円以内に抑える経過措置につきましても議論されております。いずれにいたしまして

も，法改正が必要となりますので，国の動向を注視してまいりたいと存じます。 

 

６番（﨑田信正君） ７５歳以上の方というのは，病院に行く確率は多いですよね。現役の方でも。だか

ら，１割から２割負担になったということで，倍だけれども，回数が多い分だけ負担が多くなる。年金

は上がらないから，やっぱり生活を切り詰めることになるんですよね。それで，ここ，先ほどの答弁で

１１パーセントぐらいが影響，なるということでしたが，この２割負担の導入というのは，当初，年収

１７０万円以上からか２４０万円から，どうするのかといういろんな議論がありましたけれども，結局

２００万円ということになりました。事の本質はですね，１７０万円，２４０万円じゃなくって，２割

負担を導入するかどうかなんですよね。そこで，確認したいと思うんですが，これ，政令で今後は所得

を変えることができるというような話も，本当かどうか分からん，聞いたんですけれども，そうなれば

政権にフリーハンドを与えることになるとの指摘もあるということですが，そういうことはあり得るの

かどうか，分かれば教えていただけますか。 

 

保健福祉部長（山下能久君） それでは，お答えいたします。まず，政令改正の手続きにつきましては，

内閣法等に基づき，閣議において決定されるとされており，その後の流れにつきましては，主任国務大

臣が署名し，内閣総理大臣が連名する，天皇が公布する，次に，官報に掲載されるという流れになって

おります。議員御指摘のフリーハンドを与えるとのことでございますが，政令改正に当たりましては，

全世代型社会保障検討会議等の中で，高齢者の生活実態を踏まえた丁寧な議論がなされた上で決定がな

されるものと考えております。また，本市の取組といたしましては，後期高齢者医療保険制度につい
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 次に，第８期の介護保険事業計画についてです。保険料は基準額が月額６，６００円で据え置かれる

ということですが，この額自体は，この間，ずっと言っている，高いんですね。今回，これまでの保険

料の所得区分は９段階，標準９段階という言い方ですが，これを１４段階へと，多段階化が進むことに

なりますけれども，その目的について，お示しをいただきたいと思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 第８期計画におきます介護保険料所得区分の多段階化についてお答えいた

します。第１号被保険者の介護保険料につきましては，市町村の状況により，国が示す標準の９段階を

多段階化することや，補正係数を変更することが可能となっております。本市の介護保険料が第６期以

降，県内でも高く設定されていることから，市では第８期計画策定委員会へ，高齢者の保険料に対する

負担軽減の方策の一つとして，多段階化を提案し，議論，検討を重ねてまいりました。本委員会で出さ

れました結論といたしまして，今後も高齢化が進み，介護給付費も増加することが見込まれている状況

から，介護保険料の減額も難しいことが想定されるため，低所得者や滞納者の多い所得段階の保険料負

担に配慮するためには，本市においても第８期計画からの保険料所得区分を国標準の９段階から，本市
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独自の１４段階へと多段階化することが望ましいと意見がまとまっております。今回の多段階化によ

り，高齢者の負担能力に応じたきめ細やかな所得区分にしたこと。各段階の補正係数の引き下げや設定

を緩やかにしたことで，所得に占める保険料負担の公平感を高めることができると考えておりますの

で，御理解をお願いいたします。 

 

６番（﨑田信正君） ほかの自治体ではですね，保険料の引き下げ，あるいは利用料の負担軽減につい

て，独自努力をされているという事例も見られますけれども，今回の１４段階化も独自努力の表れだと

いうことで，これは評価したいと思います。現行の保険制度の枠内では，幾ら努力されてもですね，限

界があると。介護費用の半分は保険料で賄えというのが，今の制度ですから，それを崩さない限り，ど

うしても多額になっちゃうわけですよね。利用者が増えると高くなるという制度ですから。それは，国

の制度，変える必要がありますけれども，それは国が変わるまで待っているのかということで，待てな

いということで，ほかのところでは独自対策をとるわけですよね。高齢者の生活状況によっては，市独

自の対策が必要だと思いますけれども，その辺りの議論，検討などはされていないんでしょうか。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 介護保険料につきましては，３年間を計画いたしまして，同一の保険料を

設定しているところでございます。この保険料設定につきましては，３年間の介護給付費を見据えて，

同じ傾向で高くなるっていう想定をした場合に，初年度につきましては，余剰金が出ます。２年目につ

きましては，ある程度とんとんで行きます。３年目につきましては，１年目の余剰金を足して，それで

統一した保険料で運営ができるという形で進めているところでございます。今回，この第７期計画中に

保険料の余剰といたしました給付費の準備基金につきまして，２億１，０００万円余りの基金を積み立

てることができまして，保険料を６，６００円に据え置いたということになっております。このことに

つきましては，これまでの介護予防であったり，健康増進事業が効果を示しているものと考えていると

ころでございます。このようなことから，今後とも介護予防，健康増進事業を進めて行きまして，これ

以降の介護保険料の抑制に努めたいと考えておりますので，御理解をお願いいたします。 

 

６番（﨑田信正君） はい，ありがとうございます。いろいろ努力されているのは分かりますが，今，言

われたのは，いろいろ介護予防の取組とかっていうことで，ちょっと文書にしなかったのが悪かったの

かもしれませんが，独自の財源を投入してやるべきじゃないかというのが，私の質問，主題だったんで

すけれども，これは今度，予算委員会もあるし，これからもありますから，今回はこの程度で留めてお

きますけれども。 

 次に，生活保護の扶養照会について，お伺いをしたいと思います。新型コロナウイルスとの戦いは，

もう１年を過ぎました。まだ収束に向かっているとは言えない状況でありますけれども，接種が始まっ

たワクチンの効果に，これは本当に期待をしたいと思いますけれども，長期にわたるコロナの影響は命

を脅かして日常生活，経済活動にも大きな影響を与えました，与えております。毎日の生活に事欠く状

況も報道では流されておりますけれども，国会でも菅総理が最後には生活保護があるというふうに述べ

られました。全て，国民は健康で文化的な最低限度の生活を営むことを権利として認めた憲法２５条を

具現化したものでありますけれども，しかし，今の制度では，まだまだ健康で文化的にという言葉には

追い付いていないというのが私の思いであります。しかも，その生活保護制度も，実際の捕捉率は２割

程度だと言われており，その原因に扶養照会が一つあると。更に，受給することを恥とする風土が，ま

だ強く残っているのかなということも指摘をされております。そこで，今回，田村厚労大臣が生活保護

は権利，扶養照会は義務ではないと国会でも明言していることから，奄美市の扶養照会が，今，どのよ

うに取り扱われているのか，その実情についてお示しをいただきたいと思います。 

 

福祉事務所長（永田孝一君） それでは，生活保護の扶養義務照会についてお答えいたします。御質問の
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扶養義務者の扶養につきましては，生活保護法の中におきまして，保護に優先して行われるものとされ

ております。生活保護制度を運用する上で必要となってくるものと考えております。実際に，本市にお

いて保護申請がなされた場合には，扶養照会を行っておりますけれども，その取扱いにつきましては，

申請者から丁寧に生活歴等を聞き取り，特別な事情等により，扶養義務の履行が期待できないと判断さ

れるものに対しては，直接の扶養照会を行わないようにしております。扶養義務者の照会につきまして

は，金銭的援助のみを求めるものではなくて，精神的な支援についても確認を行うということになって

おります。このように，扶養義務につきましては，保護に優先して行わなければならないものとなって

おり，保護実施に上で必要であるものと考えております。なお，先にも述べましたが，扶養照会の運用

については，適切な実施を心掛けていきたいと考えておりますので，御理解をよろしくお願いします。 

 

６番（﨑田信正君） 私も議員で，生活保護の相談，いろいろ受けております。その間，担当者ともいろ

いろ説明したりやって，丁寧に対応していただいてですね，本当に助かっているというか，市民の方も

これで救われている方が多いかなという思いはしております。先ほど，所長も言われたように，これ，

２月２６日に厚生労働省社会援護局保護課が扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等につ

いてという文書を出しておりますね。その中で書かれているのが，今，所長も言われた，要保護者の相

談に当たっては丁寧に生活歴等を聞き取り，個々の要保護者に寄り添った対応がなされるよう，より一

層，配慮されたいという文言が出ているんです。このとおりされていると思うんですよ。ただ，扶養照

会についてはですね，確認しておきたいと思うんですが，申請者の同意を得て，是非，やっていただき

たいと思います。今，そうされていると思うんですけれども，その確認を，まずさせていただきたいと

思います。申請者の同意を得て，というのはね，私も相談を受けるときに，一番躊躇するのは娘さんが

本土に嫁いで，そこに扶養照会行くわけですよね。娘さんは大体専業主婦ということで所得ありません

から，そのときに，その家庭の所得証明書の添付まで義務付けているのじゃなかったかなと思うんです

けれども，それがネックになって申請を諦めると，嫁ぎ先の娘に迷惑かけたくないというようなこと

が，実際，あったと思うんですよ。そういったことで，申請者の同意を得て扶養照会。明らかにこれは

扶養照会して，扶養義務を果たすことができるというようなことが，丁寧な聞き取りをやられるわけで

すから，その中でしっかり判断してもらいたいと思いますけれども，同意を得るということについては

いかがでしょうか。 

 

福祉事務所長（永田孝一君） 御質問の扶養義務の同意についてですけれども，文書等で合意を交わすと

いうことはしておりません。説明をした上で，議員のおっしゃられた娘さんの例を言いますと，こうい

った形で扶養照会をしますがよろしいですかということで，これは保護に優先して行われるものと，捕

捉性のところの話になりますので，そういった丁寧な説明をして，実施させていただくという流れにな

っております。以上です。 

 

６番（﨑田信正君） これまで同様，丁寧に対応していただければというふうに思います。 

 先ほど，健康で文化的に追いつかない実態だと述べましたけれども，桜を見る会での税金私物化の問

題や，税金である政党助成金が大規模な選挙買収資金となった河井案里，前参議員ですかね，今，な

ど，例を挙げればきりがありません。生活困窮者の最後の安全網となる生活保護でも，こんなことにな

っていたんだなという思いを強くしたのが，２月２２日に生活保護基準の減額は違法とした大阪地裁の

判決が出ました。ここで示された内容です。これは，２０１３年から１５年にかけて，安倍前政権が段

階的に実行した最大１０パーセントの保護基準引き下げ，これが憲法が保障する生存権を侵害し，生活

保護法に違反するということ，全国各地で訴えされたものであります。基準引き下げの理由が問題なん

ですね。これ，２００８年から２０１１年の物価下落率を理由とした。２００８年というのは，世界的

な原油価格や穀物物価の高騰を受け，特異な物価上昇の年だと。ここを起点にすれば，物価下落率が大
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扶養義務者の扶養につきましては，生活保護法の中におきまして，保護に優先して行われるものとされ

ております。生活保護制度を運用する上で必要となってくるものと考えております。実際に，本市にお

いて保護申請がなされた場合には，扶養照会を行っておりますけれども，その取扱いにつきましては，

申請者から丁寧に生活歴等を聞き取り，特別な事情等により，扶養義務の履行が期待できないと判断さ

れるものに対しては，直接の扶養照会を行わないようにしております。扶養義務者の照会につきまして

は，金銭的援助のみを求めるものではなくて，精神的な支援についても確認を行うということになって

おります。このように，扶養義務につきましては，保護に優先して行わなければならないものとなって

おり，保護実施に上で必要であるものと考えております。なお，先にも述べましたが，扶養照会の運用

については，適切な実施を心掛けていきたいと考えておりますので，御理解をよろしくお願いします。 

 

６番（﨑田信正君） 私も議員で，生活保護の相談，いろいろ受けております。その間，担当者ともいろ

いろ説明したりやって，丁寧に対応していただいてですね，本当に助かっているというか，市民の方も

これで救われている方が多いかなという思いはしております。先ほど，所長も言われたように，これ，

２月２６日に厚生労働省社会援護局保護課が扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等につ

いてという文書を出しておりますね。その中で書かれているのが，今，所長も言われた，要保護者の相

談に当たっては丁寧に生活歴等を聞き取り，個々の要保護者に寄り添った対応がなされるよう，より一

層，配慮されたいという文言が出ているんです。このとおりされていると思うんですよ。ただ，扶養照

会についてはですね，確認しておきたいと思うんですが，申請者の同意を得て，是非，やっていただき

たいと思います。今，そうされていると思うんですけれども，その確認を，まずさせていただきたいと

思います。申請者の同意を得て，というのはね，私も相談を受けるときに，一番躊躇するのは娘さんが

本土に嫁いで，そこに扶養照会行くわけですよね。娘さんは大体専業主婦ということで所得ありません

から，そのときに，その家庭の所得証明書の添付まで義務付けているのじゃなかったかなと思うんです

けれども，それがネックになって申請を諦めると，嫁ぎ先の娘に迷惑かけたくないというようなこと

が，実際，あったと思うんですよ。そういったことで，申請者の同意を得て扶養照会。明らかにこれは

扶養照会して，扶養義務を果たすことができるというようなことが，丁寧な聞き取りをやられるわけで

すから，その中でしっかり判断してもらいたいと思いますけれども，同意を得るということについては

いかがでしょうか。 

 

福祉事務所長（永田孝一君） 御質問の扶養義務の同意についてですけれども，文書等で合意を交わすと

いうことはしておりません。説明をした上で，議員のおっしゃられた娘さんの例を言いますと，こうい

った形で扶養照会をしますがよろしいですかということで，これは保護に優先して行われるものと，捕

捉性のところの話になりますので，そういった丁寧な説明をして，実施させていただくという流れにな

っております。以上です。 

 

６番（﨑田信正君） これまで同様，丁寧に対応していただければというふうに思います。 

 先ほど，健康で文化的に追いつかない実態だと述べましたけれども，桜を見る会での税金私物化の問

題や，税金である政党助成金が大規模な選挙買収資金となった河井案里，前参議員ですかね，今，な

ど，例を挙げればきりがありません。生活困窮者の最後の安全網となる生活保護でも，こんなことにな

っていたんだなという思いを強くしたのが，２月２２日に生活保護基準の減額は違法とした大阪地裁の

判決が出ました。ここで示された内容です。これは，２０１３年から１５年にかけて，安倍前政権が段

階的に実行した最大１０パーセントの保護基準引き下げ，これが憲法が保障する生存権を侵害し，生活

保護法に違反するということ，全国各地で訴えされたものであります。基準引き下げの理由が問題なん

ですね。これ，２００８年から２０１１年の物価下落率を理由とした。２００８年というのは，世界的

な原油価格や穀物物価の高騰を受け，特異な物価上昇の年だと。ここを起点にすれば，物価下落率が大
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きくなるのは明らかであって，しかもテレビとかパソコンなどの物価下落が大きく反映されていると。

生活保護利用世帯の消費実態に合わない手法を用いて基準を引き下げたことは，これは合理性は乏しい

と地裁が判断したんですね。そういう判決です。生活保護率が全国平均の４倍近くになると言われる奄

美市として，これは大変関心のあることかなと思いますけれども，このことについて，見解があればお

示しをいただきたい。併せて，奄美市の現在の生活保護率も教えてもらえますか。 

 

福祉事務所長（永田孝一君） それでは，お答え申し上げます。先ほどの裁判の件は存じてございます

が，生活保護費の基準額につきましては，地域ごとに国が定めるものとなっておりますので，本市にお

きましては，今後，国の動向を十分に注視していきたいと考えています。なお，最低生活費につきまし

ては，健康で文化的な生活基準を維持できるものであることと，生活保護の中でも示されておりますの

で，適正な基準額が必要であると考えております。奄美市の現在の生活保護率については，令和３年１

月現在で６５．２０パーミルとなっております。以上です。 

 

６番（﨑田信正君） 国が決めることですけれども，国の決め方がこういうことだということを確認して

ください。 

 次に，戸玉地域の採石問題で，住民と業者の話し合いがどうなったかについてですが，戸玉の採石場

に関しては，これまでも長い歴史があります。昨年の６月議会で，採石業者から採取計画変更の申請が

出されたと。地域住民の皆さんがこれまでの採石にかかわる実態を踏まえて，認可しないよう希望され

ていることから，この件について質問してきたわけであります。市も県からの意見を求められて，４月

２１日に提出された意見書では，隣接する地域集落からの厳しい御意見について記載，地域集落の御意

見について重く受け止めているとし，事業者と集落での話し合いの場を設けてまいりたいと答弁をいた

だいております。これが，昨年の６月。これを受けて，９月議会でその経過，その後の経過を質しまし

た。当局も問題解決の糸口は話し合いの場から生まれるとしておられますけれども，実現に至らなかっ

た具体的な理由は，そのときは示されませんでした。そして，１２月議会では，集落と事業者が話し合

うことで解決策を見出すことが最善であると認識しているが，長年にわたる相互の考え方の相違などに

より，その場を設定することに時間を要しているという答弁でした。そして，現在のやり取りを通して

意思疎通に努めているとのことでありますけれども，当局も話し合うことが最善だと言われているわけ

ですが，なかなか話し合いが実現できていない，これほどまで事が進まないのはなぜかという思いを強

くしております。どれだけ大きな事業で，どれだけ多くの方を対象にしているのかと言えば，１月末で

は戸玉が２１世帯，市が８７世帯で，両集落合わせても１０８世帯なんですね。しかも，長年にわたる

相互の考え方の相違ということも言われておりますから，だからこそ，なお話し合いが必要だと思うん

です。過去の歴史は動かしようがないわけですから，長引かせて事態が改善することはありませんの

で，これらのことについて，どのように捉えられているのか。また，今後の見通しについて，御見解を

伺いをいたします。 

 

住用総合支所事務所長（弓削洋一君） それではお答えいたします。集落と事業者の話し合いの重要性に

ついての認識は，これまで答弁しておりますとおり変わっておりませんが，現時点では場の設定には至

っておりません。しかしながら，これまで集落及び事業者双方の御了解をいただき，本市が仲介となっ

て，文書でお互いの考えなどのやり方を行っているところでございます。このような取組を進める中

で，騒音対策として事業者が防音壁の設置を新たに行うこととなり，今後，集落，事業者と市の立ち合

いによる騒音測定を行い，その効果について検証を行う予定としております。一つ一つの問題の解決に

向けて，集落，事業者，市がともに取り組むことができるよう，粘り強く取組を進めてまいりたいと存

じますので，引き続き御理解を賜りますようお願い申し上げます。以上です。 
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６番（﨑田信正君） いつ頃話し合いが開催されるのかという目途はないんですか，今。 

 

住用総合支所事務所長（弓削洋一君） 先ほども申し上げましたけれども，現在，文書等のやり取りが終

わりまして，今後，一つ一つの問題について，集落と業者と私ども市と一緒になり，一つ一つ解決して

まいりますので，よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

６番（﨑田信正君） 一つ一つの問題ということですから，話し合いが必要だと思うんですけれども，そ

れはまた，次回にしたいと思いますが。集落と事業者ということがありますけれども，赤土問題は環境

保全のことですから，市が全面に立ってもいいんじゃないかなと思うんですけれども，その辺りの御見

解をお伺いをいたします。 

 

住用総合支所事務所長（弓削洋一君） 御質問の土砂等の流出防止につきましては，市といたしまして

は，鹿児島県に対し，改めて採石業者への土砂流出防止対策の徹底について，文書で要請を行ったとこ

ろでございます。また一方，事業者におきましても，今後，新たに１基の沈砂地の新設を計画されてい

ると伺っております。今後は引き続き，河川管理者としての指導を行うとともに，新たに設置されてい

る沈砂地の効果について，集落の皆様の御協力をいただきながら検証してまいりたいと存じますので，

よろしくお願いいたします。 

 

６番（﨑田信正君） 次に，もう住宅政策のほうに行きます。住宅政策ですけれども，特に，下佐大熊住

宅なんですけれども，ここの経過ですね。現在，入居をされている方々の御意見などをお聞きするとい

うことでしたけれども，その経過と，今後の取組について，お示しをいただきたいと。今，待ち状況も

あるかと思うんですが，最長で，奄美市全体ですね，住宅入居でどの程度待っていることになるのか。

それと，下佐大熊住宅は老朽化が著しくてね，お聞きすると，今，入居を制限じゃなくて，受け付けて

いない状況ですね。これは，本当に困っている人は，なかなか古いところでも入れればなという思いを

たくさんの方がされておりますので，このことについても御見解をお願いいたします。 

 

建設部長（保浦正博君） それでは，お答えします。現在，策定しています奄美市住生活基本計画におい

て，まずは市全体の住環境の把握のため，お住まいに関するアンケート調査を行っております。御質問

の佐大熊特定住宅の入居者の方々につきましては，令和３年度に策定を予定しております棟ごとの調査

を行い，方針を定めます，公営住宅長寿命化計画において，御意見等を承りたいと考えています。入居

待機者で最長の方につきましては，約９年となっております。 

 

６番（﨑田信正君） 何年。 

 

建設部長（保浦正博君） ９年となっております。 

 

６番（﨑田信正君） ９年。 

 

建設部長（保浦正博君） はい。下佐大熊住宅は建築年が古いため老朽化が著しく，室内改修に多額の費

用が必要となることから，長寿命化計画において建替え，大規模改修，用途廃止などの検討を行い，方

向を定めてまいりたいと考えておりますので，御理解を賜りたいと存じます。 

 

６番（﨑田信正君） まだやり取りしたいんですが，時間がないので次に回します。 

 次，ジェンダーですが，今，もうテレビでもう非常に話題になっておりますので，ジェンダーのこと
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は，鹿児島県に対し，改めて採石業者への土砂流出防止対策の徹底について，文書で要請を行ったとこ

ろでございます。また一方，事業者におきましても，今後，新たに１基の沈砂地の新設を計画されてい

ると伺っております。今後は引き続き，河川管理者としての指導を行うとともに，新たに設置されてい

る沈砂地の効果について，集落の皆様の御協力をいただきながら検証してまいりたいと存じますので，

よろしくお願いいたします。 

 

６番（﨑田信正君） 次に，もう住宅政策のほうに行きます。住宅政策ですけれども，特に，下佐大熊住

宅なんですけれども，ここの経過ですね。現在，入居をされている方々の御意見などをお聞きするとい

うことでしたけれども，その経過と，今後の取組について，お示しをいただきたいと。今，待ち状況も

あるかと思うんですが，最長で，奄美市全体ですね，住宅入居でどの程度待っていることになるのか。

それと，下佐大熊住宅は老朽化が著しくてね，お聞きすると，今，入居を制限じゃなくて，受け付けて

いない状況ですね。これは，本当に困っている人は，なかなか古いところでも入れればなという思いを
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の佐大熊特定住宅の入居者の方々につきましては，令和３年度に策定を予定しております棟ごとの調査

を行い，方針を定めます，公営住宅長寿命化計画において，御意見等を承りたいと考えています。入居

待機者で最長の方につきましては，約９年となっております。 

 

６番（﨑田信正君） 何年。 

 

建設部長（保浦正博君） ９年となっております。 

 

６番（﨑田信正君） ９年。 

 

建設部長（保浦正博君） はい。下佐大熊住宅は建築年が古いため老朽化が著しく，室内改修に多額の費

用が必要となることから，長寿命化計画において建替え，大規模改修，用途廃止などの検討を行い，方

向を定めてまいりたいと考えておりますので，御理解を賜りたいと存じます。 

 

６番（﨑田信正君） まだやり取りしたいんですが，時間がないので次に回します。 

 次，ジェンダーですが，今，もうテレビでもう非常に話題になっておりますので，ジェンダーのこと
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は申しませんが，これ，ジェンダー平等について，奄美市の現状と対策，それと，奄美市の女性の管理

職の比率をですね，どのように考えられているのかまでお示しをいただきたいと思います。 

 

市民部長（満永亮一君） ジェンダーギャップの本市の状況についてでございますが，平成２９年度に行

った市民意識調査におきまして，社会通念，慣習，しきたりの中で，男女の地位が平等であることの質

問に対しては，男性が優遇されているとの回答が７１．５パーセントとなっており，数値的において

も，本市はジェンダーギャップがある状況でございます。引き続きですね，男女共同参画基本計画の

下，ジェンダーギャップがなくなるように取り組んでいきたいというふうに考えております。 

 

６番（﨑田信正君） 女性管理職の比率。 

 

総務部長（三原裕樹君） 女性管理職についてお答えいたします。本市の特定事業種行動計画，この中で

女性の割合を１０パーセントというふうに定めております。現在の割合につきましては，平成１８年度

が１．３パーセントでございましたが，令和２年度が６パーセントということで，着実に割合が上昇し

ているところでございます。以上でございます。 

 

６番（﨑田信正君） また，時間足りなくて，和光園については次にお伺いいたします。 

 

議長（与 勝広君） 以上で，日本共産党 﨑田信正君の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。午後１時３０分，再開いたします。（午前１１時４５分） 

                     ○              

議長（与 勝広君） 再開いたします。（午後１時３０分） 

 午前に引き続き，一般質問を行います。 

 チャレンジ奄美 安田壮平君の発言を許可いたします。なお，安田壮平君から一般質問中の資料投影

のため，書画カメラ使用の申し出がありましたので，これを許可いたします。 

 

７番（安田壮平君） 皆様，こんにちは。チャレンジ奄美の安田壮平です。まずは一言，所見を申し述べ

ます。 

 一昨日の真名津町の火災で被災された皆様に，心よりお見舞い申し上げます。１日も早く，元通りの

生活が取り戻せますよう，お祈りいたします。また，明後日は東日本大震災より１０年の節目に当たり

ます。月日の経つのは早いですが，風化もまた早い。私たちはそこに抗わなければなりません。当時，

政府の復興構想会議の議長を務めた五百旗頭眞氏は，国内で阪神，淡路，中越，東日本，熊本と震災が

続くが，経験したところは必ず次に，あのときはお世話になったと中心的に被災地を支援していく，そ

んな連鎖ができていると述べられています。東日本の半年前に豪雨災害を経験した奄美の私たちも，忘

れてはならない視点だと感じます。また当時，震災を経験した宮城県の村井知事，岩手県の達増知事に

よると，住宅や町のインフラはほぼ再建されたと評価する一方，コミュニティ形成や不登校，心のケア

など，ソフト面の支援がまだまだ追いついていないとのこと。考えさせられるものがあります。明後日

は犠牲になられた方々の鎮魂と，これからの復興をお祈りし，皆で静かに手を合わせたいと願います。

所見の結びとなりますが，今月末で退職される市職員の皆様，長い間のお勤め，大変にお疲れ様でござ

いました。市民の１人として感謝申し上げます。まだまだ若いその力と，これまでに培われてきた御経

験やお知恵を生かされ，これからの人生の更なる充実をお祈りしますとともに，よりよい奄美市づくり

のために，できる範囲で地域にも還元していただきますようお願いいたします。 

 それでは，質問に入ります。 

 新型コロナからの回復・再生（１）これからの時代の地域経営についてということですが，私は自治
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体の首長は行政の組織の長であると同時に，地域の経営者であり，地域の総合プロデューサーである，

必ずその側面を持っていると考えています。もちろん，首長だけで地域の経営を行うのではありません

が，地域の様々な主体と連携をとりながら，経営資源である人，物，金，情報，時間を適切に配分，活

用し，地域をよりよい状態に導いていくという大事な責務があると考えます。この地域経営は決して新

しい言葉ではなく，１０年以上前から総務省なども使っている言葉です。このことを踏まえて，（１）

の質問に移ります。①経済の立て直しに向けて，何を産業の柱と据え，どのような道筋を描いている

か，お示しください。 

 次の質問からは発言席にて行います。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） それでは，さっそく安田議員にお答えさせていただきます。議員も御承知のとお

り，我々１２市町村で広域事務組合を中心に作成いたしました奄美群島成長戦略ビジョンにおける重点

３分野であります農業，観光交流，情報については，産業振興の柱であり，奄美群島で力を入れて取り

組んでいく分野であります。その中で，特に観光分野については，今回の新型コロナの大きな影響を受

けているところであります。コロナ禍における経済回復に道筋については，これまで世界自然遺産登録

を見据え，各種観光施策に取り組んできているほか，コロナ禍を境に，新たに取り組んできた各種事業

やコロナ禍を見据えたワーケーション，修学旅行誘致の取組などは，観光分野の回復にとって効果的な

取組の一つであろうかと認識しているところであります。これらを一つ一つ着実に取り組み，トータル

産業と言われる観光業の活況を取り戻していくことで，幅広い産業への波及効果についても期待できる

ものと考えているところであります。併せまして，今年の夏に期待される世界自然遺産登録は，経済回

復にとって力強い後押しになるものと考えております。まずは観光業において，コロナ禍以前の水準ま

で早期に回復できるよう，引き続き関係者の皆様と連携を図りながら，努めてまいりたいと考えている

ところです。以上です。 

 

７番（安田壮平君） 市長，ありがとうございました。私がイメージしていた答弁とですね，非常に近い

ものがあるなと。やはり，まずは観光交流，ここを中心にですね，もう一度立て直すというか，取り戻

すというところから進める。まさにそのとおりだろうと思います。私が思うのは，あとはその成長戦略

ビジョンの３分野，農業，観光交流，情報。農業や，やはり食と農ですけれども，やはりこれらはそ

の，それぞれ単独に，独立してあるものではなくて，やっぱりこの三つを掛け合わせることによって，

本当にですね，それぞれの分野にも，また，他の分野にも，様々なプラスの波及効果があると思います

ので，是非，その視点で力強く，そしてまた，民間と連携をとりながら進めていっていただきたいと願

います。 

 ②ですが，デジタル化や情報通信技術，ＩＣＴ活用も重要度は高まっていくが，ＩＣＴを活用した既

存産業の振興をどのように図っていくか。今，申し上げたとおりなんですけれども，農業も観光交流

も，ＩＴと組み合わせることで，更なる稼ぐ力の創出が見込まれます。その観点から，これまでです

ね，ＩＣＴプラザかさり，北の拠点であるＩＣＴプラザかさりでは，この既存産業の振興について，何

か展開があったのか。あるいはまた，今，浦上のほうで整備中の産業支援センターを拠点として，どの

ような活用，あるいは展開を図っていくのかについてお示しください。 

 

商工観光部長（武下義広君） はい，それでは，お答えいたします。議員御案内のとおり，情報通信技術

の進展は著しく，各方面で重要度が高まる中，今年度策定した第２次奄美市地域情報化計画において，

ＩＣＴを活用した各産業への振興施策を計画しております。計画の中で，農業振興施策につきまして

は，鳥獣から農水産物を守るＩＣＴ活用による鳥獣被害防止対策事業や，ドローン活用による水産物被
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体の首長は行政の組織の長であると同時に，地域の経営者であり，地域の総合プロデューサーである，
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が，地域の様々な主体と連携をとりながら，経営資源である人，物，金，情報，時間を適切に配分，活

用し，地域をよりよい状態に導いていくという大事な責務があると考えます。この地域経営は決して新

しい言葉ではなく，１０年以上前から総務省なども使っている言葉です。このことを踏まえて，（１）

の質問に移ります。①経済の立て直しに向けて，何を産業の柱と据え，どのような道筋を描いている

か，お示しください。 

 次の質問からは発言席にて行います。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） それでは，さっそく安田議員にお答えさせていただきます。議員も御承知のとお

り，我々１２市町村で広域事務組合を中心に作成いたしました奄美群島成長戦略ビジョンにおける重点

３分野であります農業，観光交流，情報については，産業振興の柱であり，奄美群島で力を入れて取り

組んでいく分野であります。その中で，特に観光分野については，今回の新型コロナの大きな影響を受

けているところであります。コロナ禍における経済回復に道筋については，これまで世界自然遺産登録

を見据え，各種観光施策に取り組んできているほか，コロナ禍を境に，新たに取り組んできた各種事業

やコロナ禍を見据えたワーケーション，修学旅行誘致の取組などは，観光分野の回復にとって効果的な

取組の一つであろうかと認識しているところであります。これらを一つ一つ着実に取り組み，トータル

産業と言われる観光業の活況を取り戻していくことで，幅広い産業への波及効果についても期待できる

ものと考えているところであります。併せまして，今年の夏に期待される世界自然遺産登録は，経済回

復にとって力強い後押しになるものと考えております。まずは観光業において，コロナ禍以前の水準ま

で早期に回復できるよう，引き続き関係者の皆様と連携を図りながら，努めてまいりたいと考えている

ところです。以上です。 

 

７番（安田壮平君） 市長，ありがとうございました。私がイメージしていた答弁とですね，非常に近い

ものがあるなと。やはり，まずは観光交流，ここを中心にですね，もう一度立て直すというか，取り戻

すというところから進める。まさにそのとおりだろうと思います。私が思うのは，あとはその成長戦略

ビジョンの３分野，農業，観光交流，情報。農業や，やはり食と農ですけれども，やはりこれらはそ

の，それぞれ単独に，独立してあるものではなくて，やっぱりこの三つを掛け合わせることによって，

本当にですね，それぞれの分野にも，また，他の分野にも，様々なプラスの波及効果があると思います

ので，是非，その視点で力強く，そしてまた，民間と連携をとりながら進めていっていただきたいと願

います。 

 ②ですが，デジタル化や情報通信技術，ＩＣＴ活用も重要度は高まっていくが，ＩＣＴを活用した既

存産業の振興をどのように図っていくか。今，申し上げたとおりなんですけれども，農業も観光交流

も，ＩＴと組み合わせることで，更なる稼ぐ力の創出が見込まれます。その観点から，これまでです

ね，ＩＣＴプラザかさり，北の拠点であるＩＣＴプラザかさりでは，この既存産業の振興について，何

か展開があったのか。あるいはまた，今，浦上のほうで整備中の産業支援センターを拠点として，どの

ような活用，あるいは展開を図っていくのかについてお示しください。 

 

商工観光部長（武下義広君） はい，それでは，お答えいたします。議員御案内のとおり，情報通信技術

の進展は著しく，各方面で重要度が高まる中，今年度策定した第２次奄美市地域情報化計画において，

ＩＣＴを活用した各産業への振興施策を計画しております。計画の中で，農業振興施策につきまして

は，鳥獣から農水産物を守るＩＣＴ活用による鳥獣被害防止対策事業や，ドローン活用による水産物被
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害防止対策事業を検討していくこととしております。また，観光交流振興施策につきましは，観光公共

施設Ｗｉ－Ｆｉ整備事業や，訪日外国人受入環境整備事業など，１０事業が計画されており，稼ぐ力の

創出を支援していくことを考えているところでございます。御質問のＩＣＴプラザかさりにつきまして

は，これまで漁業や農業に関するシステム活用相談教室を実施し，１６名の方に参加いただいたところ

でございます。また，入居企業につきましては，畜産業の遠隔監視システムの導入，奄美空港のデジタ

ルサイネージ導入，お土産店のＥＣサイト構築保守，奄美市公衆無線ＬＡＮ整備など，本市の農業や観

光への連携が図られているところでございます。更に，今年度整備を行っております産業支援センター

内でのＷｏｒｋＳｔｙｌｅＬａｂ，本場奄美大島紬やフリーランス，そして，情報通信産業や各種産業

など，多様な人材が集う拠点とし，産学官や異業種間による連携，島内外企業のマッチング，また，ワ

ーケーションやテレワークの活用など，各種産業の振興を促進していきたいと考えているところでござ

います。以上です。 

 

７番（安田壮平君） はい，承知しました。かなり詳しい説明をありがとうございます。この第２次情報

化計画ですね，本当にすごい大事な内容が盛り込まれていますので，また，適宜，その時代のですね，

新しい技術革新，そういったもの，しっかりと更新していきながらですね，奄美市に合った，各産業へ

の波及というものをですね，進めていただきたいと思います。ＩＣＴプラザかさりでも，そういった畜

産とか，あるいはまた，観光との連携もあったということですし，浦上のセンターのほうでも，また，

これからいろいろ計画されているということなので，本当，楽しみというかですね，ワクワク感，ドキ

ドキ感は止まらないわけなんですけれども，やっぱりそれを着実に進めていく，一つ一つ実現していく

っていうことが大事だと思いますので，そこをまた，しっかり民間と連携をとりながらですね，民間の

力を借りながら，進めていっていただきたいというふうに感じております。是非，奄美でも，今，流行

りのというか，スマート農業っていう仕組みですね。九州各地でも行われていると，奄美群島でも行わ

れていると。残念ながら，奄美市のそういった施政方針などには，そういった文言が盛り込まれてなか

ったんですけれども，でも，その萌芽と言いますか，その芽は芽吹きつつあると思いますので，やっぱ

りそこはしっかり，一つ一つ形にできるよう取り組んでいただきたいと思います。 

 ③ＳＤＧｓ，持続可能な開発目標の活用や達成に向けてということですが，これについては，地方創

生総合戦略に記載はあるものの，全庁的に具体的にどのように取り組むのかがよく見えません。全国的

に多くの自治体でＳＤＧｓを軸にした行政運営や地域活性化が始まっている中，奄美市としてどのよう

に取り組むのか。また，世界自然遺産との相乗効果を発揮できるのではないか。見解をお示しくださ

い。 

 

総務部長（三原裕樹君） それでは，お答えします。本市におきましては，先ほど議員からもございまし

たように，令和元年度に策定をいたしました奄美市攻めの総合戦略２０２０において，四つの基本目

標，それぞれに対して対応するＳＤＧｓの項目を示し，本市におけるＳＤＧｓの達成に向けた取組を明

確にしたところでございます。ＳＤＧｓの達成に向けましては，官民それぞれの取組が求められている

ところでありまして，国内大手企業の取組などを拝見いたしますと，ＳＤＧｓの理念と適合した取組が

成長の柱となっているふうにも感じられます。このような状況において，本市の総合戦略において，Ｓ

ＤＧｓに関する事項を盛り込むことで，改めて民間企業に対する普及にもなることを意図したものでご

ざいます。世界自然遺産との相乗効果との御意見でございましたが，世界自然遺産に登録された場合

は，その地で取り組む事業をＳＤＧｓの理念と合致させることにより，行政としての市民理解の醸成の

みならず，民間企業においても投資価値の向上などに期待がされるものと考えております。議員御質問

のＳＤＧｓに対して，本市が全庁的に，具体的にどのように取り組むかということでございますけれど

も，全国自治体の取組では，ＳＤＧｓ未来都市の認定など，地方自治体における多様な取組も展開され

ているところでございます。また，議員御承知のとおり，ＳＤＧｓに関する取組は目新しいことばかり
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を指すものではなく，本市が総合戦略において既に試みたように，従来の取組を再整理し，体系化する

ことも含んでいるものと考えております。従いまして，本市において特別の体制構築には至っておりま

せんが，これまでの施策の中には，ＳＤＧｓの理念に合致をするものもございます。今後は，本市が進

めております事業とＳＤＧｓの関連性について整理を図りながら，より具体的な取組の研究を進めてま

いりたいというふうに考えております。以上でございます。 

 

７番（安田壮平君） はい，是非，このＳＤＧｓが始まってからですね，初めて世界自然遺産になる地域

ですので，是非，そこは力を入れて取り組んでいただきたい。とはいえ，ＳＤＧｓ自体は元々，ＭＤ，

前身のですね，ＭＤＧｓというので，２０００年から始まっていますので，２０１５年からＳＤＧｓに

なって，そして，２０３０年に，まずは達成を目指そうと。また，その後も続いていくであろう取組で

す。決して一過性の，流行りのものではないですし，有識者の方曰く，ＳＤＧｓはコモンセンスだと。

いわば常識，あるいは良識だというので，しっかり世界中に定着していく。特に，やっぱり先進国と言

われる地域，更に大きな責任を負っていると思います。先ほど部長もおっしゃったように，決して目新

しいものではなくて，これまでやってきたものの再整理というか，延長というか，そしてまた，それを

しっかり体系化して，意識して強化していくということが必要だと思いますので，是非，その方向で取

り組んでいただきたいと思います。ちなみに，今回の一般質問で出てきた様々なテーマ，案件の中で，

例えば脱炭素，ごみの分別の徹底，照明のＬＥＤ化，虐待防止，地域コミュニティづくりなどもです

ね，ＳＤＧｓの目標の対象になっていますし，それ以外にも，身近なところでは子どもの貧困に取り組

むとか，プラスチックごみ，ペットボトルを減らすとかですね，そういうものも漏れなく含まれますの

で，ごく身近にあると。そしてまた，これは行政だけではなく，民間企業や住民も巻き込んで取り組ん

でいかないといけない。だからこそやはり行政にもしっかり旗振りをしていただきたいというところで

ありますので，よろしくお願いいたします。このコロナウイルス感染症が世界に蔓延していく中で，こ

のＳＤＧｓも重みを増していまして，要はその感染症から経済の問題，人権の問題，あるいは環境，差

別，貧困の問題というのがつながっていきますし，あるいはまた，最近，本当に目につくようになった

自然災害の激甚化。ここから気候変動や，あるいはエネルギー，まちづくりの問題にもですね，発展し

ていく。やはりこう，全ての問題がこう相互に絡み合っている，複雑にかかわっている。それを一体的

に解決していこうという目標がＳＤＧｓになりますので，行政の，国や県や市，それぞれのレベルでで

すね，様々な施策とマッチする方向性でありますので，是非，そこはまた，これからもしっかりとです

ね，議論させていただきながら，取り組んでいただけたらと思います。 

 続いて，（２）に移ります。店舗等における感染防止の徹底について。感染防止対策店舗支援事業の

利用状況は，ということですが，午前中，総数で５１４件ということでしたが，業種ごと，主な業種ご

との利用店舗数をお示しください。 

 

商工観光部長（武下義広君） はい，それでは，お答えいたします。それでは，全体の実績についてでご

ざいますが，今，議員がおっしゃったように，２月２６日時点で５１４店舗の申請を受け付けており，

交付額は４，４０１万２，２６９円となっております。まず，それと業種ごとの状況と金額につきまし

て，お答えしたいと思いますが，件数の多い順に申し上げますと，飲食業の２１２件，４１．２パーセ

ントでございます。金額としまして１，７９８万８，７９０円。次に，サービス業。これは，理美容店

ですね，になります。１５２件，２９．６パーセント，１，３０２万４，３４４円となります。次に，

小売，卸売業。飲食品や日用品という形になっていますが，１２１件，２３．５パーセント，１，０３

９万７，４４４円となっており，この上位３業種で４８５件，４，１４１万５７８円と，全体の９４．

３パーセントを占めている状況でございます。以上です。 

 

７番（安田壮平君） はい，承知しました。この事業，本当に大事な取組でして，店舗の感染防止などに
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を指すものではなく，本市が総合戦略において既に試みたように，従来の取組を再整理し，体系化する

ことも含んでいるものと考えております。従いまして，本市において特別の体制構築には至っておりま

せんが，これまでの施策の中には，ＳＤＧｓの理念に合致をするものもございます。今後は，本市が進

めております事業とＳＤＧｓの関連性について整理を図りながら，より具体的な取組の研究を進めてま

いりたいというふうに考えております。以上でございます。 

 

７番（安田壮平君） はい，是非，このＳＤＧｓが始まってからですね，初めて世界自然遺産になる地域

ですので，是非，そこは力を入れて取り組んでいただきたい。とはいえ，ＳＤＧｓ自体は元々，ＭＤ，

前身のですね，ＭＤＧｓというので，２０００年から始まっていますので，２０１５年からＳＤＧｓに

なって，そして，２０３０年に，まずは達成を目指そうと。また，その後も続いていくであろう取組で

す。決して一過性の，流行りのものではないですし，有識者の方曰く，ＳＤＧｓはコモンセンスだと。

いわば常識，あるいは良識だというので，しっかり世界中に定着していく。特に，やっぱり先進国と言

われる地域，更に大きな責任を負っていると思います。先ほど部長もおっしゃったように，決して目新

しいものではなくて，これまでやってきたものの再整理というか，延長というか，そしてまた，それを

しっかり体系化して，意識して強化していくということが必要だと思いますので，是非，その方向で取

り組んでいただきたいと思います。ちなみに，今回の一般質問で出てきた様々なテーマ，案件の中で，

例えば脱炭素，ごみの分別の徹底，照明のＬＥＤ化，虐待防止，地域コミュニティづくりなどもです

ね，ＳＤＧｓの目標の対象になっていますし，それ以外にも，身近なところでは子どもの貧困に取り組

むとか，プラスチックごみ，ペットボトルを減らすとかですね，そういうものも漏れなく含まれますの

で，ごく身近にあると。そしてまた，これは行政だけではなく，民間企業や住民も巻き込んで取り組ん

でいかないといけない。だからこそやはり行政にもしっかり旗振りをしていただきたいというところで

ありますので，よろしくお願いいたします。このコロナウイルス感染症が世界に蔓延していく中で，こ

のＳＤＧｓも重みを増していまして，要はその感染症から経済の問題，人権の問題，あるいは環境，差

別，貧困の問題というのがつながっていきますし，あるいはまた，最近，本当に目につくようになった

自然災害の激甚化。ここから気候変動や，あるいはエネルギー，まちづくりの問題にもですね，発展し

ていく。やはりこう，全ての問題がこう相互に絡み合っている，複雑にかかわっている。それを一体的

に解決していこうという目標がＳＤＧｓになりますので，行政の，国や県や市，それぞれのレベルでで

すね，様々な施策とマッチする方向性でありますので，是非，そこはまた，これからもしっかりとです

ね，議論させていただきながら，取り組んでいただけたらと思います。 

 続いて，（２）に移ります。店舗等における感染防止の徹底について。感染防止対策店舗支援事業の

利用状況は，ということですが，午前中，総数で５１４件ということでしたが，業種ごと，主な業種ご

との利用店舗数をお示しください。 

 

商工観光部長（武下義広君） はい，それでは，お答えいたします。それでは，全体の実績についてでご

ざいますが，今，議員がおっしゃったように，２月２６日時点で５１４店舗の申請を受け付けており，

交付額は４，４０１万２，２６９円となっております。まず，それと業種ごとの状況と金額につきまし

て，お答えしたいと思いますが，件数の多い順に申し上げますと，飲食業の２１２件，４１．２パーセ

ントでございます。金額としまして１，７９８万８，７９０円。次に，サービス業。これは，理美容店

ですね，になります。１５２件，２９．６パーセント，１，３０２万４，３４４円となります。次に，

小売，卸売業。飲食品や日用品という形になっていますが，１２１件，２３．５パーセント，１，０３

９万７，４４４円となっており，この上位３業種で４８５件，４，１４１万５７８円と，全体の９４．

３パーセントを占めている状況でございます。以上です。 

 

７番（安田壮平君） はい，承知しました。この事業，本当に大事な取組でして，店舗の感染防止などに
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対するですね，消毒とか，そういう様々な資機材について補助をすると，全額補助をするという取組

で，やはり感染防止対策を徹底した上で，地域内でいかに経済を循環させるか。買い物とか，その消費

につなげていくかということ，本当，これ大事ですので，ここは本当，徹底していただきたいというふ

うに思います。 

 ②なんですけれども，飲食店への個別訪問による対策強化の現状はということで，１月に繁華街で感

染が確認された際，職員による飲食店への個別訪問が行われたと聞きました。実際に訪問してみて，感

染対策の状況や来店者名簿などの設置状況はどうか。また，感染防止対策宣言店という仕組みという

か，制度があると思いますが，その登録数は何店舗か，お示しください。 

 

保健福祉部長（山下能久君） それでは，お答えいたします。年末から１月中旬にかけまして，新型コロ

ナの陽性者が２１例確認され，緊急な感染症対策が必要であると危機感を持って店舗への感染症予防対

策に取り組んでいるところでございます。これまでも，感染拡大の要因といたしまして，マスクを外し

て接する時間が多い飲食店は，これまで国の分析からも感染リスクが高いとされていることや，本市に

おいて飲食店の店舗名が公表されたことを受け，多くの飲食店が集中しております屋仁川地区を中心

に，感染防止への強化策として個別訪問を行いました。この訪問事業につきましては，民間事業所へ委

託して実施いたしましたが，訪問前に説明会を実施し，訪問に際しての留意事項や確認内容についての

説明を行った上で実施しております。訪問した店舗の感染対策につきましては，消毒液や空気清浄機等

での感染対策を行っており，来店者名簿につきましても，訪問した店舗の３分の１程度が活用している

との報告を受けております。個別訪問を行った店舗数は４７０店舗となっております。具体的な訪問内

容につきましては，感染症予防対策のチェックリストを基に，店舗へ感染症対策についての周知や，感

染対策支援として行っております感染症対策物品購入助成制度についても説明を行い，申請につなげて

いるところでございます。また，感染防止の対策がとられている店舗につきましては，感染対策宣言店

舗への登録についても説明し，登録申請の代行，感染対策宣言店舗ステッカー，ポスターの配布も行っ

ております。感染対策宣言を行った店舗数につきましては３３８件で，このうち，飲食店につきまして

は２５５件。屋仁川地区店舗につきましては，１４５件となっております。以上でございます。 

 

７番（安田壮平君） はい，ありがとうございます。本当，大変な個別訪問だったと思うんですけれど

も，しっかり回っていただいて，周知徹底，取り組んでいただいたと，感染防止のですね，強化に取り

組んでいただいたと。良かったなと思います。地元のお客さんも，あとはまた，観光客などですね，島

外からのお客さんも，お互いに安心して，そしてまた，そのお店で働く方もですね，安心して過ごせる

環境づくりのためにですね，やっぱりこれからも，そのウィズコロナの時代，暫く続きますので，これ

がスタンダードとしてですね，定着するように。確か，僕も１回行ったところでですね，住所とか名前

とか書いてくださいっていうのを言われて，一瞬戸惑ったんですけれども，やっぱり大事だなと，かえ

ってこれで，本当，安心，なんかあったときにですね，安心するなというふうに思います。そういう時

代なんだというふうに思いますので，そこは引き続き，また，この登録数などが増えるように。そして

また，各お店の感染対策，力を緩めないようにですね，ここもまた，行政と民間としっかり連携とりな

がら，各種，お店もですし，各種団体，経済団体などとも連携をとりながら進めていっていただきたい

と願います。 

 続いて，（３）水際対策の徹底について。これは，昨日永田議員のお話の中でありましたので，概略

については割愛をさせていただきますが，空港と，そして，名瀬港でですね，民間事業者による委託業

務による検温などを行って，もしその発熱者があった場合にですね，その保健師がフォローするとか，

あるいはまた，医療機関への検査をお勧めする，いうようなことで取り組んでいるということですが，

実際にそのＰＣＲ検査への受診につながったケースはあったのかどうか。あったとすれば，何件あった

のかというのが一つ。あと，もう一つが，ちょっと昨日分からなかった部分で，佐大熊港の，その要は
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十島航路ですね，フェリーとしま。佐大熊港においては，今，どのような水際対策，されているのか。

この２点について伺います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） それでは，まずはじめに，水際対策における保健師の追跡調査について，

また，何人がＰＣＲ検査につながったかについてお答えいたします。体温が高いとされた方につきまし

ては，議員御案内のとおり，御本人の了承を得て，その後の状態を保健師が確認し，必要な方につきま

しては，病院受診や保健所への相談を促しております。これまで１１名の方の発熱者が出たところでご

ざいます。この協力依頼に対し，拒否された方はいませんので，いないというところでございます。こ

れまで，２人の方が病院を受診されておりますが，ＰＣＲ検査を受けた方の人数については把握してい

ないところでございます。なお，このＰＣＲ検査の判断につきましては，受診された医療機関の医師が

判断をするということになっておりますので，御理解賜りたいと思います。 

 続きまして，佐大熊港における水際対策についてお答えいたします。佐大熊港における水際対策につ

きましては，名瀬港と同じ４月２９日から７月末まで実施しているところでございます。十島村役場に

お伺いしましたところ，感染症対策といたしまして，乗船２週間前からの健康チェック表の提出をお願

いし，乗船前の検温，船内でのマスク着用，席の間隔を広くという感染症対策を実施しているとお聞き

したところでございます。以上でございます。 

 

７番（安田壮平君） はい，分かりました。それぞれについて，分かりました。引き続きですね，しっか

り水際対策，取り組んでいっていただきたいと思います。フェリーとしまもやっぱり，十島村もです

ね，名瀬という地域はとても身近な地域だと思いますので，お互いに安心して行き来できるように。そ

こもまた，十島村とも連携とっていただきながら，力を緩めないようにしていただければと思います。 

 ②に移ります。発熱者に対し，ＰＣＲ検査につなげる仕組みの構築はということで，今，部長の答弁

では，そうやって皆さん，概ねですね，本当，あくまでも要請というか，お勧めしかできないわけなん

ですけれども，そこをしっかり受け止めていただいて，医療機関にもしっかり受診をしていただいてい

るケースが多いということなんですけれども，先進事例を一つ，御紹介します。沖縄県石垣空港におい

ては，石垣市と県立八重山病院が連携をとり，３７．５度以上の発熱者に対して協力を依頼し，市が運

行する自動車で病院に搬送し，ＰＣＲ検査，抗原検査を行う体制を構築しています。奄美市でもこのよ

うな取組ができないかというところ。これが，実際は石垣市，空港と病院が車で２０分という距離なの

で，奄美市の場合はそれが倍以上ありますので，実際的には難しいだろうなというふうにも思うんです

が，せめて，少なくともその奄美空港でサーモグラフィーによる検温を行っているということをです

ね，ホームページで周知するような取組はできないか，二つ合わせて伺います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） お答えいたします。石垣市の取組につきましては，空港と病院が近いこと

もあり，対応が可能であったと考えておりますが，議員御案内のとおり，奄美大島においては，空港か

ら県立大島病院までの距離的な問題や，ＰＣＲ検査体制からも同様の取組については難しいものと考え

ております。これまで発熱者の状況につきましては，先ほども申し上げましたが，１１名の発熱者が確

認されております。この発熱者の全ての方に対し，保健師が追跡調査を実施しているところでございま

す。今後とも，県や委託事業所，奄美大島５市町村が連携して，水際対策における追跡調査をしっかり

して，進めていきたいと考えております。 

 次に，空港でのサーモグラフィーによる検温についての周知についてお答えいたします。水際対策の

ための体温スクリーニングを実施について，奄美空港や名瀬港においては，機内放送やポスターなどに

て周知をしております。また，市及び奄美空港のホームページでも掲載しておりましたが，閲覧する

方々に対し，分かりやすい表示になっていなかった現状も確認しております。市民の皆様をはじめ，島

外からお越しになる皆様へ事前に周知し，感染防止の啓発をすることは大変重要なことと認識しており
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十島航路ですね，フェリーとしま。佐大熊港においては，今，どのような水際対策，されているのか。

この２点について伺います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） それでは，まずはじめに，水際対策における保健師の追跡調査について，

また，何人がＰＣＲ検査につながったかについてお答えいたします。体温が高いとされた方につきまし

ては，議員御案内のとおり，御本人の了承を得て，その後の状態を保健師が確認し，必要な方につきま

しては，病院受診や保健所への相談を促しております。これまで１１名の方の発熱者が出たところでご

ざいます。この協力依頼に対し，拒否された方はいませんので，いないというところでございます。こ

れまで，２人の方が病院を受診されておりますが，ＰＣＲ検査を受けた方の人数については把握してい

ないところでございます。なお，このＰＣＲ検査の判断につきましては，受診された医療機関の医師が

判断をするということになっておりますので，御理解賜りたいと思います。 

 続きまして，佐大熊港における水際対策についてお答えいたします。佐大熊港における水際対策につ

きましては，名瀬港と同じ４月２９日から７月末まで実施しているところでございます。十島村役場に

お伺いしましたところ，感染症対策といたしまして，乗船２週間前からの健康チェック表の提出をお願

いし，乗船前の検温，船内でのマスク着用，席の間隔を広くという感染症対策を実施しているとお聞き

したところでございます。以上でございます。 

 

７番（安田壮平君） はい，分かりました。それぞれについて，分かりました。引き続きですね，しっか

り水際対策，取り組んでいっていただきたいと思います。フェリーとしまもやっぱり，十島村もです

ね，名瀬という地域はとても身近な地域だと思いますので，お互いに安心して行き来できるように。そ

こもまた，十島村とも連携とっていただきながら，力を緩めないようにしていただければと思います。 

 ②に移ります。発熱者に対し，ＰＣＲ検査につなげる仕組みの構築はということで，今，部長の答弁

では，そうやって皆さん，概ねですね，本当，あくまでも要請というか，お勧めしかできないわけなん

ですけれども，そこをしっかり受け止めていただいて，医療機関にもしっかり受診をしていただいてい

るケースが多いということなんですけれども，先進事例を一つ，御紹介します。沖縄県石垣空港におい

ては，石垣市と県立八重山病院が連携をとり，３７．５度以上の発熱者に対して協力を依頼し，市が運

行する自動車で病院に搬送し，ＰＣＲ検査，抗原検査を行う体制を構築しています。奄美市でもこのよ

うな取組ができないかというところ。これが，実際は石垣市，空港と病院が車で２０分という距離なの

で，奄美市の場合はそれが倍以上ありますので，実際的には難しいだろうなというふうにも思うんです

が，せめて，少なくともその奄美空港でサーモグラフィーによる検温を行っているということをです

ね，ホームページで周知するような取組はできないか，二つ合わせて伺います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） お答えいたします。石垣市の取組につきましては，空港と病院が近いこと

もあり，対応が可能であったと考えておりますが，議員御案内のとおり，奄美大島においては，空港か

ら県立大島病院までの距離的な問題や，ＰＣＲ検査体制からも同様の取組については難しいものと考え

ております。これまで発熱者の状況につきましては，先ほども申し上げましたが，１１名の発熱者が確

認されております。この発熱者の全ての方に対し，保健師が追跡調査を実施しているところでございま

す。今後とも，県や委託事業所，奄美大島５市町村が連携して，水際対策における追跡調査をしっかり

して，進めていきたいと考えております。 

 次に，空港でのサーモグラフィーによる検温についての周知についてお答えいたします。水際対策の

ための体温スクリーニングを実施について，奄美空港や名瀬港においては，機内放送やポスターなどに

て周知をしております。また，市及び奄美空港のホームページでも掲載しておりましたが，閲覧する

方々に対し，分かりやすい表示になっていなかった現状も確認しております。市民の皆様をはじめ，島

外からお越しになる皆様へ事前に周知し，感染防止の啓発をすることは大変重要なことと認識しており
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ますので，奄美空港や名瀬港での周知と併せまして，市や奄美空港のホームページにおきましても，分

かりやすい方法で周知してまいりたいと考えているところです。御理解をお願いいたします。 

 

７番（安田壮平君） はい，承知しました。周知はしていたと。ちょっと分かりにくかったということで

すので，是非，そこはしっかり改善して，すぐ目につくようにですね，していただければと思います。 

 続いて，（４）今年度実施の商品券発行事業について伺います。奄美市応援券，飲食店応援プレミア

ム応援券，ほーらしゃ券，未就学児世帯応援事業の商品券，それぞれ第１弾から第４弾のコロナ対策で

すが，それぞれの登録店舗数と利用状況をお示しください。 

 

商工観光部長（武下義広君） それでは，お答えいたします。本年度実施している商品券事業の登録店舗

数と利用率について，本年２月２４日現在の状況について御説明いたします。まず，奄美市応援券につ

きましては，加盟店舗数６３６店舗，換金額１億９，８１７万３，５００円，換金率９２．６パーセン

トとなっております。次に，ほーらしゃ券につきましては，加盟店舗数６３１店舗，換金額２億４，３

１７万６，０００円，換金率８８．４パーセントとなっております。次に，飲食店応援プレミアム商品

券につきましては，加盟店舗数２７４店舗，換金額４，９３８万円，換金率９８．８パーセントとなっ

ております。未就学児世帯応援事業につきましては，０から６歳の未就学児を対象に，１人当たり５，

０００円分の奄美市応援券を送付しており，発行総額１，１５７万円に対して換金額８８２万３，５０

０円，換金率７６．３パーセントとなっております。また，６５歳以上，インフルエンザ予防接種費助

成事業につきましては，令和２年１０月中にインフルエンザの予防接種を受けた方を対象に，１人当た

り１，５００円分のほーらしゃ券を送付しており，発行総額６９０万１，５００円に対して換金額３３

３万７，５００円，換金率４８．４パーセントとなっております。以上です。 

 

７番（安田壮平君） はい，承知しました。金額が大きい奄美市応援券，飲食店応援プレミアム応援券，

ほーらしゃ券，この三つに絞ってですね，伺いますが，それぞれのその利用数上位１０店舗における，

利用状況と書きました，シェアはいかがでしょうか。 

 

商工観光部長（武下義広君） それでは，お答えいたします。令和２年度の商品券事業のうち，奄美市応

援券，飲食店応援プレミアム商品券，ほーらしゃ券の３事業についてお答えさせていただきます。奄美

市応援券につきましては，上位１０店舗が全体の４２．６パーセントを占めており，そのほとんどが飲

食料品小売業，いわゆるスーパーですね，となっております。市民全員に給付されたということもあ

り，普段の買い物等での利用が多いものとなっていると考えております。ほーらしゃ券につきまして

は，上位１０店舗が全体の３７．４パーセントを占めております。奄美市応援券と同じく，また，例年

と比較しても，飲食料品，小売業での利用が多くなっております。飲食店応援プレミアム商品券につき

ましては，上位１０店舗が全体の３６．１パーセントを占めており，使用期間が夏休み期間と重なって

いたこともあり，家族連れで利用しやすい飲食店での換金が多い傾向になっております。以上です。 

 

７番（安田壮平君） はい，承知しました。貴重なデータだと思います。今後のですね，コロナ対策，考

えていく上で，貴重なデータだと思います。こういう話を聞いたからですね，どうしてもこう特定のお

店に偏っているんじゃないかというような話を聞いたもんですから，見る人によってはいろんな見方が

あると思いますけれども，私自身は，かなり上位１０店舗に偏っているのかなと。別にそれが悪いとい

うわけでもありませんし，この商品券によって，大変喜ばれる消費者の方，そしてまた，お店もあるわ

けですからいいんですけれども，やはりその財政政策，一つの財政政策として，やはりなるべく多くの

事業者に行きわたらせるにはどうすればいいかっていうのを考えるのもですね，大事な行政の役割じゃ

ないかなと思います。というのも，やはり，その行政がある意味公的資金，税金を使ってこういう経済
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政策をやって，それがまた，民間の事業者に行く。そこから，また，様々な消費なり，様々な需要が生

まれていくわけですので，今，いわゆる需要創出というか，あるいはまた，乗数効果というかですね，

やはりそこが民間から民間にどんどんお金が使われていって，初めて本当のその経済効果，経済対策と

いうものの力が発揮されると思いますので，是非，今後，またそのコロナ対策についてですね，経済支

援やる場合の一つの参考にしていただきたいと思います。 

 ③新規の感染防止対策宣言店舗等応援事業について，登録店舗数を増やすための取組はいかがでしょ

うか。 

 

商工観光部長（武下義広君） それでは，お答えいたします。感染防止対策宣言店舗につきましては，新

型コロナ感染防止対策に関する基本的な対策，基準として，１２項目を設け，そのうち８項目以上を行

っている店舗などを感染防止対策宣言店舗として，今，登録しているところでございます。御質問の登

録店舗を増やすための取組についてということでございますので，まず，本市のホームページや地元紙

での，当然，案内をはじめですね，先ほどお答えしましたように，屋仁川区域周辺における店舗の個別

訪問による案内。また，ほーらしゃ券取扱店舗に対しての登録案内の呼び掛け。そして，感染防止対策

店舗支援事業の窓口申請時での案内などを実施しているところでございます。以上でございます。 

 

７番（安田壮平君） はい，是非，引き続き，ここは先ほど述べたのと同様ですね，力を入れて取り組ん

でいただいて，その登録店舗を増やす努力を，是非，しっかりと強化して続けていただきたいと思いま

す。 

 ④今後，希望者に対して電子マネーで発行することについての見解はということですが，昨日の橋口

議員の一般質問でもありましたとおり，この商品券発行事業については，今後は公平性や三密防止など

に鑑み，事前申し込み制が主流になるということを期待していますが，それに併せて，市内利用を条件

として，希望者に対して電子マネーでの発行というのも，やはりこのキャッシュレスの時代にですね，

検討に値すると考えてますが，見解はいかがでしょうか。 

 

商工観光部長（武下義広君） はい，それでは，お答えいたします。先ほど議員から御案内ありましたよ

うに，商品券事業については，昨日，橋口議員にお答えしたようにですね，今後は混雑を避けるための

販売方法が主流となっていくために，事前申し込みや電子申請が主になっていくんじゃないかというふ

うに考えているところです。議員の御質問の商品券の電子化の導入についてでございますが，これも，

今後，進めていく必要があるんじゃないかというふうに考えております。現在の商品券事業の課題とし

ましては，商品券の発行や換金の際の事務負担が大きいこと。また商品券や案内文の印刷など，紙に関

する費用が高くなること。そして，購入者や使用店舗に隔たりが生じ，市場が広がりにくいこと。人為

的なミスが生じやすいこと等が挙げられます。商品券を電子化することにより，事務負担の軽減や使用

状況のデータの集積が容易になること。そして，簡単に申し込み，使用ができるなどのメリットが予想

されることから，まずは加盟店舗側も含め，どのような環境整備が必要となるのか。また，それに伴う

費用がどの程度かかるかなど，先進地における事例等参考にしながら検討していきたいというふうに考

えております。以上です。 

 

７番（安田壮平君） はい，承知しました。是非，電子マネー，今後もですね，奄美市内でどんどん利用

が増えていくと思いますので，まずはその希望者からということでですね，是非，全国の先進事例もし

っかり調査，研究していただきながら，少しずつ前に進めて行っていただければと思います。この奄美

市が，今年度行ってきた様々な商品券発行事業，これは非常に今後のですね，経済対策，ウィズコロ

ナ，アフターコロナ見据えて，様々な有効な活用できるデータの宝庫になると思います。是非，今後，

今，注目されている新たな行政経営手法，ＥＢＰＭ，エビデンスベースドポリッシュメイキング，根拠
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政策をやって，それがまた，民間の事業者に行く。そこから，また，様々な消費なり，様々な需要が生

まれていくわけですので，今，いわゆる需要創出というか，あるいはまた，乗数効果というかですね，

やはりそこが民間から民間にどんどんお金が使われていって，初めて本当のその経済効果，経済対策と

いうものの力が発揮されると思いますので，是非，今後，またそのコロナ対策についてですね，経済支

援やる場合の一つの参考にしていただきたいと思います。 

 ③新規の感染防止対策宣言店舗等応援事業について，登録店舗数を増やすための取組はいかがでしょ

うか。 

 

商工観光部長（武下義広君） それでは，お答えいたします。感染防止対策宣言店舗につきましては，新

型コロナ感染防止対策に関する基本的な対策，基準として，１２項目を設け，そのうち８項目以上を行

っている店舗などを感染防止対策宣言店舗として，今，登録しているところでございます。御質問の登

録店舗を増やすための取組についてということでございますので，まず，本市のホームページや地元紙

での，当然，案内をはじめですね，先ほどお答えしましたように，屋仁川区域周辺における店舗の個別

訪問による案内。また，ほーらしゃ券取扱店舗に対しての登録案内の呼び掛け。そして，感染防止対策

店舗支援事業の窓口申請時での案内などを実施しているところでございます。以上でございます。 

 

７番（安田壮平君） はい，是非，引き続き，ここは先ほど述べたのと同様ですね，力を入れて取り組ん

でいただいて，その登録店舗を増やす努力を，是非，しっかりと強化して続けていただきたいと思いま

す。 

 ④今後，希望者に対して電子マネーで発行することについての見解はということですが，昨日の橋口

議員の一般質問でもありましたとおり，この商品券発行事業については，今後は公平性や三密防止など

に鑑み，事前申し込み制が主流になるということを期待していますが，それに併せて，市内利用を条件

として，希望者に対して電子マネーでの発行というのも，やはりこのキャッシュレスの時代にですね，

検討に値すると考えてますが，見解はいかがでしょうか。 

 

商工観光部長（武下義広君） はい，それでは，お答えいたします。先ほど議員から御案内ありましたよ

うに，商品券事業については，昨日，橋口議員にお答えしたようにですね，今後は混雑を避けるための

販売方法が主流となっていくために，事前申し込みや電子申請が主になっていくんじゃないかというふ

うに考えているところです。議員の御質問の商品券の電子化の導入についてでございますが，これも，

今後，進めていく必要があるんじゃないかというふうに考えております。現在の商品券事業の課題とし

ましては，商品券の発行や換金の際の事務負担が大きいこと。また商品券や案内文の印刷など，紙に関

する費用が高くなること。そして，購入者や使用店舗に隔たりが生じ，市場が広がりにくいこと。人為

的なミスが生じやすいこと等が挙げられます。商品券を電子化することにより，事務負担の軽減や使用

状況のデータの集積が容易になること。そして，簡単に申し込み，使用ができるなどのメリットが予想

されることから，まずは加盟店舗側も含め，どのような環境整備が必要となるのか。また，それに伴う

費用がどの程度かかるかなど，先進地における事例等参考にしながら検討していきたいというふうに考

えております。以上です。 

 

７番（安田壮平君） はい，承知しました。是非，電子マネー，今後もですね，奄美市内でどんどん利用

が増えていくと思いますので，まずはその希望者からということでですね，是非，全国の先進事例もし

っかり調査，研究していただきながら，少しずつ前に進めて行っていただければと思います。この奄美

市が，今年度行ってきた様々な商品券発行事業，これは非常に今後のですね，経済対策，ウィズコロ

ナ，アフターコロナ見据えて，様々な有効な活用できるデータの宝庫になると思います。是非，今後，

今，注目されている新たな行政経営手法，ＥＢＰＭ，エビデンスベースドポリッシュメイキング，根拠
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に基づく政策立案という手法が注目されていますが，これを是非，奄美市でもですね，積極的に取り入

れていただいて，よりよい政策立案，実現に結び付けていただきたいと念願をしまして，（５）に移り

ます。 

 レンタカー事業者への支援についてです。昨年の入込客数，直近の数値で構いませんので，お示しく

ださい。 

 

商工観光部長（武下義広君） それでは，お答えいたします。議員お尋ねの入込客数につきましては，毎

年，県大島支庁から公表が行われておりますが，例年，２年分につきましては，現在，集計中とのこと

で，３月下旬頃の発表，公表となる予定と伺っているところでございます。それで，入込客数の参考と

なるデータといたしまして，県が発表いたします奄美地区の観光客動向調査によりますと，平成３１年

１月から令和元年１２月までの年間延べ宿泊者数３４万５，１９０人に対し，令和２年１月から１２月

までが２３万７１２人となっており，対前年比３３．２パーセント減となっております。また，同じく

参考となる日本航空が公表する輸送実績によりますと，奄美大島発着便における平成３１年１月から令

和元年１２月までの年間旅客数は５１万７，１０３人に対し，令和２年１月から１２月までの旅客数は

３３万１，７００人となっており，対前年比３５．９パーセント減となっております。二つのデータを

比べますと，概ね３割から４割にかけての減少傾向となっておりますことから，入込客数についても同

様の傾向になるものと予測しているところでございます。以上です。 

 

７番（安田壮平君） はい，承知しました。参考の数字としてですね，お示しいただきました。３割から

４割の減少になるんじゃないかということですが，それでは，その観光客やビジネス客が主にどのよう

な島内交通手段を利用しているのか，情報やデータがあればお示し願います。 

 

商工観光部長（武下義広君） それでは，お答えいたします。御質問の観光客等の島内交通手段につきま

しては，県，市町村，観光関連団体とも把握していないところでありますが，これも参考データという

形でなりますが，交通手段の状況を知る参考として，県が公表する奄美群島の概況から交通関係の数値

を抜粋してお答えいたしたいと思います。それによりますと，奄美大島内の路線バス事業者は，平成２

１年度から現在においても２事業者あることは御承知のとおりでございます。島内のタクシー保有車両

台数につきましては，年々減少しており，直近３年間の車両台数は平成２９年度２０５台，平成３０年

度１９７台，令和元年度１８０台となっております。一方，レンタカー業の事業所数を見ますと年々増

加傾向にあり，直近３年間としましては，平成２９年度が４１事業所，平成３０年度が４５事業所，令

和元年度が４８事業所となっており，同期間における営業所数についても，平成２９年度が５２営業

所，平成３０年度が５７営業所，令和元年度が６２営業所と右肩上がりの状況となっております。ま

た，事業所，営業所ともに，レンタカー業の統計が開始された平成２４年度から見ますと，倍の数値と

なっているところであり，これらのことから，島内交通手段としてのバス，タクシーの利用は横ばい，

または，減少していると考えられますが，一方でレンタカーの需要は増加傾向にあると推測していると

ころでございます。以上です。 

 

７番（安田壮平君） 恐らく，やはり島内交通手段としては，レンタカーが主流だというですね，感じた

とおりだと思います。やっぱり数字でも表れるんだなと思います。 

 ②観光産業の中で，行政からの支援策に乏しいと見える，特に乏しいと見えるレンタカー事業者への

支援は考えられないかということですが，ここで資料の投影をお願いします。まず，これは２月１日の

地元新聞のですね，１月稼働落ち込み，コロナ前の１・２割になったと。かなり激減，利用が激減して

いるという状況です。次の資料お願いします。次の資料がですね，ちょっと私が作った資料で，見づら

いかもしれません。行政による主な事業所支援。主体，一番左が主体として国・県・市，あります。国
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は主な支援としては持続化給付金と家賃支援給付金。これはもう，全ての業種が対象。県としては，感

染防止対策直接支援事業継続緊急支援金，今，受付始まったやつですね。あと，需要喚起利用促進。二

重丸が付いているのは，その業界に特化した支援策があるという意味です。本市については，直接支援

として事業所支援給付金，これは全ての業種が対象。その下の直接支援，その他給付金というところで

ですね，最近できたのがタクシーと運転代行への支援がありました。一番下の需要喚起利用促進とし

て，宿泊，飲食，バスについてはあるんですが，レンタカーについてはですね，やっぱりこう見ていた

だくと，全ての業界が対象のものはあったりするんですが，やはりレンタカーに特化した支援策に乏し

いというのがお分かりになるんじゃなかと思います。観光産業としての業種がですね，中核を占めるわ

けですが，とりわけ行政からの支援策に乏しいと考えられるのがレンタカー事業者への支援です。この

ような支援策の比較をしていただいて，また，レンタカー事業者が多い空港周辺の県内自治体の取組。

例えば，霧島市，西之表市，屋久島町，やはりレンタカーに特化した，１台当たり幾らとかですね，そ

ういう直接支援をやっています。本市においても，是非，独自の支援策を提案したいんですが見解をお

示しください。 

 

商工観光部長（武下義広君） はい，それでは，お答えいたします。まず最初に，レンタカー事業者にも

関連する国・県・市の支援策についてお答えいたしたいと思います。観光事業者への支援策の性質とし

ては，コロナへの感染防止対策経費を助成する感染防止型。そして，経営の維持を支援する給付金型。

そして，落ち込んだ需要を喚起する利用促進型の，大きく三つに大別されると認識しております。１点

目の感染防止型につきましては，県の観光バス，タクシー，レンタカー，感染防止対策支援事業におい

て，補助金１０分の１０，レンタカー１台当たり１万円。１営業所当たり上限５０万円と，大変手厚い

内容で事業が実施されていると考えております。２点目の給付金型につきましては，レンタカーを含め

た幅広い事業者に対して，国の持続化給付金があり，本市においてもこれと連動した形で，奄美市事業

所支援給付金による支援体制をとってきております。また，先頃，県においても，事業継続緊急支援金

を拡充し，レンタカーをはじめとする観光関連への追加支援を行っておるところでございます。３点目

の利用促進型につきましては，国のＧｏＴｏトラベル事業において，レンタカーと宿泊がセットになっ

た旅行商品も割引対象となり，また，地域共通クーポンの利用先として，レンタカー事業者も対象とな

っております。また，本市においては，奄美特産品プレゼントキャンペーン事業において，レンタカー

などを２日間以上利用することを条件とし，観光客などの来訪者へ奄美市の特産品をプレゼントする事

業を行い，レンタカーの利用促進につながる独自の取組を実施しているところでございます。先ほど，

議員のほうからも御案内がありましたが，県内の空港周辺自治体における取組についてですね，こちら

のほうでも聞き取りを行っております。その中で，特にレンタカーに絞ってという給付ではなくてです

ね，全体の事業所を対象としてですね，そういう形での給付金や感染防止型の支援に取り組んでおられ

るというふうに聞いているところでございます。コロナ禍における支援策については，国や県の取組を

踏まえ，事業者の支援につなげていくことが最も重要と考えており，令和３年度についても，コロナ禍

の影響は当面続くものと想定されますので，引き続き，幅広い事業者に，当然，このレンタカーも含め

てですね，幅広い事業者に寄り添いながら，各種事業に取り組んでまいりたいと考えておりますので，

御理解いただきたいと思います。以上です。 

 

７番（安田壮平君） はい，承知しました。霧島市とか，レンタカー業者に特定したですね，１０台当た

り１０万円とか，そういう台数による支援をしていますし，西之表市，屋久島町もですね，観光業会と

いう意味での支援ですので，その中でレンタカーも含まれている。その事業を営んでいれば，もう無条

件に支給をするというような支援をやっていますので，是非，その売上が何パーセント落ちたからと

か，そういうのじゃなくて，是非，そのやっぱり観光業がですね，やっぱりこの復活の，奄美復活のカ

ギになる産業ですので，そこは是非，力を入れていただきたい。そしてまた，先ほど奥 晃郎議員の質
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は主な支援としては持続化給付金と家賃支援給付金。これはもう，全ての業種が対象。県としては，感

染防止対策直接支援事業継続緊急支援金，今，受付始まったやつですね。あと，需要喚起利用促進。二

重丸が付いているのは，その業界に特化した支援策があるという意味です。本市については，直接支援

として事業所支援給付金，これは全ての業種が対象。その下の直接支援，その他給付金というところで

ですね，最近できたのがタクシーと運転代行への支援がありました。一番下の需要喚起利用促進とし

て，宿泊，飲食，バスについてはあるんですが，レンタカーについてはですね，やっぱりこう見ていた

だくと，全ての業界が対象のものはあったりするんですが，やはりレンタカーに特化した支援策に乏し
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問にもありましたが，やっぱりその維持費がかかるわけですよね。その設備，資産が多いところは，台

数多いところほど，やはり状況が厳しいので，そういった規模にも応じて，例えば直接支援であった
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よね。是非とも，そこはまた，配慮していただければと思います。 

 続いて，（６）財政調整基金の活用について伺いますが，今年度の基金繰入額と残高の状況をお示し

ください。 

 

総務部長（三原裕樹君） お答えします。今年度の財政調整基金繰入額は３月補正予算段階で６億４，５
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３，０５６万４，０００円。台風１０号の災害対応として５，９７０万１，０００円。下水道事業会計
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７番（安田壮平君） はい，承知しました。②に移る前に，資料の投影をもう一度お願いします。これ

も，自分で作った資料なんですけれども，県内８市の財政調整基金活用の比較ということで，これもま

たですね，先ほど部長から答弁いただいた金額と少し違うので，やっぱり何ていうか，こう，時間が経

つにつれてどんどん変わっていく数字ではあります。まだまだ確定した数字ではないんですけれども。

コロナ対策についての，この４億６，３００万円，第５弾の時点のですね，数字を，奄美市の場合は載

させていただきました。県内，奄美，人口で並べたときにですね，奄美市の上位二つと下位二つ，下位

三つですね。あと，観光に力を入れている霧島市と西之表市でまとめてみました。一番右の活用率って

いうところを注目していただければと思うんですが，奄美市は１３．５パーセント。別にその，ほか

の，何ですかね，２０パーセントとか３０パーセントとかのところもあるし，別に特段，高い，低いと

いうわけでもないし，こうだからどうだっていうわけじゃないんですけれども，ただ言えるのは，出し

ている自治体はですね，使っている自治体は結構使っているなということが分かるんじゃないかなと思

います。もちろん，これもまた，年度末に向けてですね，数字が変動していくと思いますので，あくま

でも参考値として御認識いただければと思います。ありがとうございます。 

 今後の突発的な自然災害などに備えるためにも，財政調整基金の安定的な確保，運用は必須です。そ

れと同時に，コロナ禍で疲弊した地域経済の現状をつぶさに見極めつつ，ワクチン接種や，年度以降次

期の島内外との移動活発化などによる感染状況次第では，経済回復が遅れたり，更なる打撃を受けたり

する可能性もあります。国からの支援に頼り切ることはできない中で，財政調整基金を活用して，特に

ダメージの大きい業種に対して適切なタイミングで的確な支援策をうってほしいのですが，見解をお示

しください。 

 

総務部長（三原裕樹君） 御案内のとおり，財政調整基金につきましては，災害発生や今般のコロナ対策

など，緊急事案に対し，迅速かつ弾力的に対応できる財源として，本市の一般会計予算額の約１割とな

る３０億円程度を目標に，現在，確保をしているところでございます。その中で，先ほども申し上げま

したとおり，今年度は新型コロナや災害対応として，約６億円を財政調整基金から繰入をしておりま

す。今後とも，直面する新型コロナ関連につきましては，最優先すべき対策でありますことから，引き

続き，地域の実情を捉え，地元自治体としての役割と，市独自の取組を精査し，また，一方で感染状

況，人や地域経済を動かすタイミング等も勘案しながら，しっかりと継続をして取り組んでまいりたい

というふうに考えております。以上でございます。 

 

７番（安田壮平君） 是非，本当に総合的な視点から，ここはやっぱり考えないといけないテーマだと思
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います。是非，今，部長がおっしゃったとおりですね，の方向性で結構ですので，しっかり現状を見な

がら，民間ともしっかり意見交換していただきながら，いいタイミングで打っていただきたいと思いま

す。あくまでも，やはりその他の自治体との比較をすることで，奄美市の姿も浮かび上げると思います

ので，そういった取組も，是非，やっていただければなと思いますし，また，財政調整基金に限らず，

財源の確保は今後の大きな課題です。どのように財源を生みだすか，公共施設の維持費，いかにお金を

生みだす仕組みをつくるか。あるいはその，先ほど来出ているふるさと納税，企業版も含めて。あるい

はまた，ＰＦＩなど，民間手法の活用含めてですね，財源確保がウィズコロナの時代の大きなテーマに

なると思います。確保することと，そして，使うこと。どちらも大事ですので，是非，これからもその

精度を高めていっていただくよう念願しまして，（７）に移ります。 

 新型コロナ対策官民連携協議会，①については，昨日永田議員の質問にありましたので，割愛をさせ

ていただきます。地元の経済の会合，中小企業振興会議とですね，健康増進課でいろいろ聞き取り，意

見交換を行ったというふうに伺いましたので，しっかり，また，フルメンバーでですね，この協議会，

やっていただきたいと思うんですが，②について。世界自然遺産登録を見据えた協議会として運用して

いくことはできないだろうか。ここをちょっと提案をさせていただきます。やはり，ウィズコロナの時

代，世界遺産登録，なった場合にですね，やっぱりコロナ対策もしながら，環境と開発のバランス，経

済のバランスとっていかないといけない。地域住民，民間企業などともですね，意見交換，協議の場，

必要だというふうに考えますが，見解はいかがでしょうか。 

 

総務部長（三原裕樹君） 世界自然遺産登録を見据えた協議会としての運用ができないかとの御質問でご

ざいますが，新型コロナ対策官民連携協議会につきましては，まずは新型コロナ対策について意見交

換，情報共有の場と考えておりますので，この点については御理解をいただきたいというふうに思いま

す。その上で，既存会議の活用や新たな協議会の立ち上げにつきましては，既に関係する観光分野，あ

るいは経済分野，それから，自然保護分野など含め，地域住民レベルの会合など，様々な意見交換，協

議の場がございます。それぞれが役割をもって会議を運営しているものと考えているところでございま

す。このような中で，既存の会議の活用や新たな協議会の立ち上げが，それぞれの会議の初期目的に影

響を及ぼさないようなことなどにも留意をする必要がございますので，今後，また検討してまいりたい

というふうに考えております。以上でございます。 

 

７番（安田壮平君） はい，承知しました。世界自然遺産なればですね，やっぱり国際化，グローバル化

が，また更に進むわけで，また，想定してなかった様々な問題，課題も見つかっていくと思います。既

存の会議など，協議会，活用していただいて，そしてまた，そこ，しっかり，更なる，いろいろな協議

会，整理していただいてですね，その統合的な運用というか，体系化された運用して，世界自然遺産で

しっかりお客さんを迎える体制，整っていただければと思います。 

 以上で，終わります。 

 

議長（与 勝広君） 以上で，チャレンジ奄美 安田壮平君の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。１４時４５分，再開いたします。（午後２時３１分） 

                     ○              

議長（与 勝広君） 再開いたします。（午後２時４５分） 

 引き続き，一般質問を行います。 

 自民党奄美 松山さおり君の発言を許可いたします。なお，松山さおり君から一般質問中の資料投影

のため，書画カメラ使用の申し出がありましたので，これを許可いたします。 

 

１１番（松山さおり君） 市民の皆様，議場の皆様，こんにちは。自民党奄美の松山さおりでございま
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す。一般質問最終日，お昼２番目の登壇となりました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 はじめに，今年度３月で退職される皆様，長年の市政への御尽力に心から感謝を申し上げたいと思い

ます。また，退職されましてからも，市政発展のために，地域でもお力添えをいただければと思いま

す。お疲れ様でございます。ありがとうございました。 

 質問に入る前に，所見を少々述べさせていただきます。皆様は昨日の３月８日が何の日か御存知でし

ょうか。 

 （発言する者あり） 

 ありがとうございます。先日，橋口議員もお話していましたが，３月８日は国連が決めた国際女性デ

ーでございます。１９０４年３月８日に，アメリカで女性労働者が婦人参政権を求めてデモを起こした

ことがきっかけで，１９１０年にコペンハーゲンで行われた国際社会主義会議で，女性の政治的自由と

平等のために戦う日と提唱したことから，同年，国際女性デーと制定されました。日本でも，２０１６

年より女性の活躍を実現するための施策が行われていますが，２０１９年に発表された男女格差の度合

いを示すグローバルジェンダーギャップ報告書，世界経済フォーラムでは，日本は１５３か国中１２１

位で，Ｇ７，フランス，アメリカ，イギリス，ドイツ，日本，イタリア，カナダ，先進国でも最下位と

の結果が出ました。日本は依然として男女平等が進んでいないと厳しく指摘されている状況であると言

えます。イタリアでは，この３月８日をフェスタ・デラ・ドンナ，女性の日とされ，男性が日頃の感謝

を込めて，母親や奥さん，会社の同僚などに黄色いミモザの花を送ります。春を告げる花，愛と幸福を

呼ぶと言われるミモザを送られた女性たちは，そのミモザを誇らしげに胸や髪に飾ります。昨今，この

３月８日を女性の生き方を考える日として，国際女性デー，ハッピーウーマンフェスタを日本全国で展

開。男女ともにジェンダー平等について考え，アクションする日として，国際女性デーを日本の新たな

文化にという動きが高まっています。２０２０年には１７都府県で開催。２０２５年までに全国での開

催を目標としています。先日，２月２７日に私も会員であります男女共同参画あまみ会議ハーモニー交

流会が開催され，３０名以上の会員の方が出席されました。２５年前に国連世界女性会議，北京会議に

出席された先輩方からお話をお伺いしました。２５年前から男女平等を訴え続けてこられた先輩方。お

話を伺いながら，しかし，未だに奄美は女性の社会，経済，政治への参加が少ない現状を感じました。

ジェンダーによる男女差別をなくして，一人ひとりの実力が生かされて，人権が守られ，安全で安心し

て暮らせる世の中になっていくことを願い，私も日々努力していきたいと思います。 

 それでは，質問に移らせていただきます。１の特定健診，がん検診について伺います。はじめに，特

定健診についてお聞きします。日本人の死亡原因の約６割を占める生活習慣病の予防のために，４０歳

から７４歳までの方を対象に，年に１回行われている健診だと認識しておりますが，現在の奄美市の年

齢別の受診率をお伺いします。 

 次の質問からは発言席で行います。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） それでは，早速松山議員にお答えいたします。本市の特定健診の受診率についてお

答えいたします。年齢別ということですので，１０歳ごとの年齢別で受診率を申し上げます。４０歳代

が２２パーセント。５０代が２４．５パーセント。６０代が３７．７パーセント。７０から７４歳が４

４．８パーセントとなっておいます。従って，全体の受診率は３５．３パーセントであります。傾向と

いたしましては，年齢の若い方の受診率が低くなっている状況です。また，平成２８年度より市単独で

３０歳代の国保加入者を対象に，生活習慣病予備軍の早期発見を目的とした若年健診を行っておりま

す。若年健診の現状につきましても，令和元年度の受診率は１３．４パーセントと低い状況にありま

す。特定検診と併せまして，年齢の若い方を中心に全体的に受診率向上を上げていくことが課題という

ことでありますので，どうか皆さん方の御協力もよろしくお願い申し上げます。以上です。 
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１１番（松山さおり君） 市長，ありがとうございました。やはり，４０代が２２パーセント，７０代以

上は４４．８パーセント，年齢が上がるごとにですね，受診率は上がっているってことなんですが，７

０代でも，まだなお５０パーセント，５割にも満たないっていうところで，ちょっとびっくりしている

ところでございます。３０代の若年検診ということも，平成２８年がスタートっていうことで，予備軍

っていうことですので，やはりここからですね，予防医学と言うか，病気になる前の予防っていうこと

で，市のほうでも取り組んでいるっていうことで，認識，今，ちょっとお伺いしたので，すごいいいこ

とだなと思っております。 

 ２のがん検診にもかかることですが，年齢とともに体力の低下や病気の快復力が低下しているので，

受診率が年齢が上がるごとに高くなるということなんですが，先ほど，私申し上げましたが，予防医学

という言葉があります。病気に罹らないように予防するという考え方です。病気に罹ってから治すので

はなく，病気になりにくい体づくりを推進して，健康を維持することを目的とした考えです。先進国の

中では，３０年以上前から予防医学を取り入れている国も数多くあります。福祉大国と呼ばれる北欧諸

国では，国民に予防医学の考え方が浸透しており，寝たきり老人の人数も減少しているそうです。しか

し，日本では病気や怪我が起きてから治療するという考え方がまだまだ主流であり，今後の意識改革が

重要視されています。高齢になるほど，健診の受診率が上がっています。働く世代，子育て世代，３０

代の特定健診をもっと進めていただきたいと思います。３０代は仕事をしながら子育てをしている忙し

い世代です。夫婦共働きも当たり前の世の中になっています。３０代はまだまだ若くて，仕事も無理を

してしまう。家庭では子どもを優先にして自分の体を顧みない，気にしない方が多いのではと思いま

す。若いときから，自分で自分の体を守っていくという考えが，本市でも広がっていくことを期待し

て，次の質問に入ります。 

 この特定健診でございますが，市民への広報，周知についてお伺いいたします。 

 

市民部長（満永亮一君） それでは，市民への広報，周知についてお答えいたします。特定健診は国保加

入者の方を対象として実施しているところでございますが，実施自体をがん検診と併せまして，複合検

診を行うことで，受診率の向上を図っているところでございます。その周知，広報に関しましては，奄

美市広報紙５月号に折り込んでおります国保の情報紙，「コクトくんと学ぶコクホのこと」に，検診の

種類，対象，料金，日程などの内容でお知らせをしております。また，特定健診と若年健診の対象の方

には，直接，受診票などを送付し，自分が対象であることの意識付けを行っております。令和元年度か

らは特に働き盛りの世代であります４０から５０歳代をターゲットとして，健診をより身近なものとし

て捉えていただくため，ＦＭデイによるラジオＣＭを放送し，広く周知を図っているところでございま

す。併せまして，特定保健指導や運動教室，健康教室などを行う際にも，特定健診の歌を流しつつ，健

康に対しての話題を織り交ぜながら，周知，広報を行っております。今後の受診率向上に対しまして

は，ナッジ理論を活用し，受診を意識付けするような勧奨葉書などの作成や，受診率の高い他市町村の

意見等を参考にしながら，様々な方法で受診率の向上に取り組んでいきたいと考えております。以上で

す。 

 

１１番（松山さおり君） はい，ありがとうございます。先ほど，私申し上げました予防医学の件でござ

いますが，１次予防が健康増進，そして，健康な時期に病気の予防を意識すること。健康診断，食事，

運動ですね。２次予防が早期発見，早期治療ということで聞いていますので，早期治療であれば，病気

を早く発見して，適切な治療を受けて，重篤化を防ぐこと。現在では，医療が進歩し早期発見できれ

ば，大抵の病気を治すことができると言われております。是非ですね，今，お聞きした限りでは，もう

広報も十分，ＦＭへのＣＭ広告などですね，十分やっていらっしゃるのではないかなと思っております

が，まだ受診率が，やはり，まだまだちょっと低い状況ではありますので，まだ，できるだけの広報，
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１１番（松山さおり君） 市長，ありがとうございました。やはり，４０代が２２パーセント，７０代以

上は４４．８パーセント，年齢が上がるごとにですね，受診率は上がっているってことなんですが，７

０代でも，まだなお５０パーセント，５割にも満たないっていうところで，ちょっとびっくりしている

ところでございます。３０代の若年検診ということも，平成２８年がスタートっていうことで，予備軍

っていうことですので，やはりここからですね，予防医学と言うか，病気になる前の予防っていうこと

で，市のほうでも取り組んでいるっていうことで，認識，今，ちょっとお伺いしたので，すごいいいこ

とだなと思っております。 

 ２のがん検診にもかかることですが，年齢とともに体力の低下や病気の快復力が低下しているので，

受診率が年齢が上がるごとに高くなるということなんですが，先ほど，私申し上げましたが，予防医学

という言葉があります。病気に罹らないように予防するという考え方です。病気に罹ってから治すので

はなく，病気になりにくい体づくりを推進して，健康を維持することを目的とした考えです。先進国の

中では，３０年以上前から予防医学を取り入れている国も数多くあります。福祉大国と呼ばれる北欧諸

国では，国民に予防医学の考え方が浸透しており，寝たきり老人の人数も減少しているそうです。しか

し，日本では病気や怪我が起きてから治療するという考え方がまだまだ主流であり，今後の意識改革が

重要視されています。高齢になるほど，健診の受診率が上がっています。働く世代，子育て世代，３０

代の特定健診をもっと進めていただきたいと思います。３０代は仕事をしながら子育てをしている忙し

い世代です。夫婦共働きも当たり前の世の中になっています。３０代はまだまだ若くて，仕事も無理を

してしまう。家庭では子どもを優先にして自分の体を顧みない，気にしない方が多いのではと思いま

す。若いときから，自分で自分の体を守っていくという考えが，本市でも広がっていくことを期待し

て，次の質問に入ります。 

 この特定健診でございますが，市民への広報，周知についてお伺いいたします。 

 

市民部長（満永亮一君） それでは，市民への広報，周知についてお答えいたします。特定健診は国保加

入者の方を対象として実施しているところでございますが，実施自体をがん検診と併せまして，複合検

診を行うことで，受診率の向上を図っているところでございます。その周知，広報に関しましては，奄

美市広報紙５月号に折り込んでおります国保の情報紙，「コクトくんと学ぶコクホのこと」に，検診の

種類，対象，料金，日程などの内容でお知らせをしております。また，特定健診と若年健診の対象の方

には，直接，受診票などを送付し，自分が対象であることの意識付けを行っております。令和元年度か

らは特に働き盛りの世代であります４０から５０歳代をターゲットとして，健診をより身近なものとし

て捉えていただくため，ＦＭデイによるラジオＣＭを放送し，広く周知を図っているところでございま

す。併せまして，特定保健指導や運動教室，健康教室などを行う際にも，特定健診の歌を流しつつ，健

康に対しての話題を織り交ぜながら，周知，広報を行っております。今後の受診率向上に対しまして

は，ナッジ理論を活用し，受診を意識付けするような勧奨葉書などの作成や，受診率の高い他市町村の

意見等を参考にしながら，様々な方法で受診率の向上に取り組んでいきたいと考えております。以上で

す。 

 

１１番（松山さおり君） はい，ありがとうございます。先ほど，私申し上げました予防医学の件でござ

いますが，１次予防が健康増進，そして，健康な時期に病気の予防を意識すること。健康診断，食事，

運動ですね。２次予防が早期発見，早期治療ということで聞いていますので，早期治療であれば，病気

を早く発見して，適切な治療を受けて，重篤化を防ぐこと。現在では，医療が進歩し早期発見できれ

ば，大抵の病気を治すことができると言われております。是非ですね，今，お聞きした限りでは，もう

広報も十分，ＦＭへのＣＭ広告などですね，十分やっていらっしゃるのではないかなと思っております

が，まだ受診率が，やはり，まだまだちょっと低い状況ではありますので，まだ，できるだけの広報，
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周知，そして，市民の方への啓発にも努めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 次の質問に入ります。（２）のがん検診について伺います。がん検診の実施状況についてお聞きしま

す。現在のがん検診の日程などを含め，どのような状況で検診を行っているか，お聞きします。先ほ

ど，答弁でございました複合検診ということでございますが，どのようなこうですね，環境というか，

そういう中で，どのような検診を行っているかっていうことで，お願いしたいと思います。はい，実施

状況，お願いいたします。 

 

保健福祉部長（山下能久君） がん検診の実施状況について，お答えいたします。本市におきましては，

集団全体の死亡率を下げるために有効とされる，対策型のがん検診を健康増進事業で行っております。

検診の項目といたしましては，胃がん，肺がん，大腸がん，子宮がん，乳がんの５種類のがん検診にな

っております。今年度は，新型コロナの感染防止対策として同時実施できませんでしたが，例年は特定

健診とがん検診を同時に受診できるミニ人間ドック健診として実施しております。夏場に３支所におい

て，１か月ほど実施したのち，未受診者の皆様が受診できる場として，冬場にも検診日程を設定してお

ります。また，名瀬地区におきましては，予約制を導入することで，短時間で受診できる体制を整える

とともに，休日や夜間の検診を行うなど，住民の皆様が受診しやすい体制を整えて実施しているところ

でございます。以上でございます。 

 

１１番（松山さおり君） はい，ありがとうございます。予約制をとっているということ，夜間でも受診

ができる状況を考えてらっしゃるっていうことで，はい，お伺いしました。 

 次に，がん検診の項目ごとの受診率について，お伺いしたいと思います。先ほど，部長もおっしゃい

ました，胃がん，肺がん，大腸がん，乳がん，子宮頸がん，五つのがんが，国がしている五つのがん検

診があると思います。それについて，今のですね，受診率ということを答弁お願いいたします。 

 

保健福祉部長（山下能久君） がん検診の項目ごとの受診率についてお答えいたします。議員御質問の受

診率につきましては，最新の平成３０年度の受診率，目標値につきましては，昨年度策定いたしました

健康あまみ２１第２次の健康増進計画からお答えいたします。まずはじめに，胃がん検診の受診率は，

目標値２０パーセントに対しまして６．１８パーセント。次に，肺がん検診の受診率につきましては，

目標値２０パーセントに対し，９．２７パーセント。次に，大腸がん検診の受診率につきましては，目

標値２０パーセントに対し，１０．０６パーセント。次に，子宮がん検診の受診率につきましては，目

標値３０パーセントに対し，２１．４５パーセント。乳がん検診の受診率につきましては，目標値４０

パーセントに対し，２８．５３パーセントとなっております。五つ，全てのがん検診において，県の受

診率を上回っているものの，市の目標値に届いていないのが現状でございます。本市の死因別第１位は

悪性新生物，がんで，全死亡数の２９．３パーセントを占めます。また，２人に１人ががんに罹患する

時代となり，がん対策は非常に重要な課題であると認識しております。今後もがん検診の受診率向上を

図り，早期発見，早期治療に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

１１番（松山さおり君） はい，ありがとうございます。はい。胃がんのほうが，現在，目標が２０パー

セントで，６．１８パーセントですね。肺がんが９．２７パーセント，大腸がんが１０．６パーセント

ですね。子宮頸がんが２１．４５パーセント，乳がんのほうが２８．５３パーセントということで，や

はり目標に，どの受診率も到達していないという状況かなと思います。諸外国に比べて，日本のがん検

診受診率は低いと言われています。ちょっと日本とですね，比較した，諸外国の受診率を見ていただき

たいと思います。ちょっとモニターの投影をお願いします。これは，各国の乳がんの検診受診率になり

ます。一番左の棒グラフですね，８８．８パーセント，これがアメリカです。それから，イギリスと，

一番最後，４１パーセント，アメリカの約半分という受診率が日本になります。これは，少し前の，数
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年ほど前のデータになりますが，現在でもこの状況はほとんど変わりがありません。アメリカは乳がん

に関して言いますと，アンジェリーナジョリーというハリウッド女優がですね，乳がんに罹患したとい

うことで，遺伝性もありますし，そのアンジェリーナジョリーさんのおばさんが乳がんで死亡したとい

うことがありまして，両方の乳房を切除したという経緯もあって，再建。再建のほうもアメリカも進ん

で，乳房再建というのも進んでいるので，受診率も高いのかなと思います。でも，やっぱりこれだけ低

い受診率というのは，市長，市を挙げてでもですね，どんどん上げて，受診率を上げていくべきなもの

だと思います。日本の，８０パーセント以上のアメリカは受診率でありますが，早期発見であれば早期

治療ができ，身体的な負担，経済的な負担が軽減されるので，今後もがん検診の受診者が増加するよう

に，更なる市民への周知徹底をお願いしたいと思います。 

 それでは，続いて次の質問です。ありがとうございます。続いて，乳がん検診の対象年齢，受診間隔

の見直しができないか，伺いたいと思います。国の基本方針で，乳がん検診は対象者が４０歳以上，検

診は２年に１回とされています。しかし，乳がんは日本全国で１年間に約９万２，３００人が乳がんと

診断され，そのうち，男性も年間約６５０人罹患しています。女性では約９万１，６００人で，女性の

がんの中では最も多いがんとされています。確かに罹患者も，罹患率も４０代後半から増加傾向にあり

ますが，２０代，３０代で乳がんに罹患する方も，やはりいらっしゃいます。働く世帯，子育て世代の

方の罹患率も増加傾向にあるのではと思います。記憶に新しいところで，歌舞伎俳優の市川海老蔵さん

の奥様で，元フリーアナウンサーの小林麻央さんが乳がんを発症し，２年８か月の闘病生活の末，２人

の幼いお子さんを残して３４歳の若さで亡くなられたというニュースがありました。ＡＹＡ世代と呼ば

れる１５歳から３９歳の若い世代の若年性乳がんでした。若年性乳がんは割合こそ少ないですが，年々

増加傾向にあります。深刻な症状になるケースも多いと言われています。ここで，女性のですね，乳が

んの死亡数っていうことで，モニターの投影をお願いいたします。こちらですね，１９８０年から２０

１６年までのデータになりますが，１９８０年代，４，１４１名というですね，年間に死亡する死亡数

ですね，乳がんの死亡数です。それが，２０１６年には１万４，０１３人。年間に１万４，０１３人っ

ていうことですので，もう３０何年前，３６年前のデータと比べますと，もう３倍以上の死亡率が増加

しております。これが年々上がってきているんですけれども，乳がんで亡くなる女性は１万３，０００

人を超えておりますので，乳がんが女性の３０代から６４歳では死亡原因のトップとなっております

が，２０代から３０代もゼロではありません。また，先ほど私，申し上げましたが，男性の方も稀に，

年間約６５０人の方が罹患されております。もう身近な病気と言っても過言ではないかと思います。乳

がんは４０代から自治体のがん検診で無料で受診することができますが，３０代で自費で検診を受ける

のを金銭的負担と考えるのか，大切な命を守るための自己投資と考えるのか。早期発見であれば，心身

や金銭的負担も軽くて済みます。若いうちからの定期検診を受けることが必要なことだと思います。乳

がんに関しては，３０代から急激に増え始めてきています。３０代は子どもを残して死ねない子育て世

帯でもあります。がん細胞は，１年もあればあっという間に成長してしまいます。乳がんで言えば，１

年前にはなかったしこりができてしまい，乳がんと判断され，手術をされる方もいらっしゃいます。早

期発見がとにかく大事で，検診の重要性を広めていくべきだと思います。今では乳がんは１１人に１人

と言われていましたが，これからは検査の精度も上がってきていることから，７，８人に，数名に１人

が罹患すると，昨年，私自身，乳腺科のドクターからお伺いいたしました。このようなことから，是

非，乳がん検診の対象年齢，受診間隔の見直しができないか，お聞きします。 

 

保健福祉部長（山下能久君） それでは，お答えいたします。本市の乳がん検診につきましては，国のが

ん予防重点教育及びがん検診実施のための指針に準じて，対象年齢を４０歳以上，実施回数を２年に１

回として実施しております。県内においても，毎年受診できる体制をとっている市もございます。乳が

んの罹患の動向や，検診による死亡率減少効果，発見率など，国の指針を参考に，１９市の動向を踏ま

えながら，乳がん検診の対象年齢，受診間隔につきましては，検討させていただきたいと存じます。 
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年ほど前のデータになりますが，現在でもこの状況はほとんど変わりがありません。アメリカは乳がん

に関して言いますと，アンジェリーナジョリーというハリウッド女優がですね，乳がんに罹患したとい

うことで，遺伝性もありますし，そのアンジェリーナジョリーさんのおばさんが乳がんで死亡したとい

うことがありまして，両方の乳房を切除したという経緯もあって，再建。再建のほうもアメリカも進ん

で，乳房再建というのも進んでいるので，受診率も高いのかなと思います。でも，やっぱりこれだけ低

い受診率というのは，市長，市を挙げてでもですね，どんどん上げて，受診率を上げていくべきなもの
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の幼いお子さんを残して３４歳の若さで亡くなられたというニュースがありました。ＡＹＡ世代と呼ば

れる１５歳から３９歳の若い世代の若年性乳がんでした。若年性乳がんは割合こそ少ないですが，年々

増加傾向にあります。深刻な症状になるケースも多いと言われています。ここで，女性のですね，乳が

んの死亡数っていうことで，モニターの投影をお願いいたします。こちらですね，１９８０年から２０

１６年までのデータになりますが，１９８０年代，４，１４１名というですね，年間に死亡する死亡数

ですね，乳がんの死亡数です。それが，２０１６年には１万４，０１３人。年間に１万４，０１３人っ

ていうことですので，もう３０何年前，３６年前のデータと比べますと，もう３倍以上の死亡率が増加

しております。これが年々上がってきているんですけれども，乳がんで亡くなる女性は１万３，０００

人を超えておりますので，乳がんが女性の３０代から６４歳では死亡原因のトップとなっております

が，２０代から３０代もゼロではありません。また，先ほど私，申し上げましたが，男性の方も稀に，

年間約６５０人の方が罹患されております。もう身近な病気と言っても過言ではないかと思います。乳

がんは４０代から自治体のがん検診で無料で受診することができますが，３０代で自費で検診を受ける

のを金銭的負担と考えるのか，大切な命を守るための自己投資と考えるのか。早期発見であれば，心身

や金銭的負担も軽くて済みます。若いうちからの定期検診を受けることが必要なことだと思います。乳

がんに関しては，３０代から急激に増え始めてきています。３０代は子どもを残して死ねない子育て世

帯でもあります。がん細胞は，１年もあればあっという間に成長してしまいます。乳がんで言えば，１

年前にはなかったしこりができてしまい，乳がんと判断され，手術をされる方もいらっしゃいます。早

期発見がとにかく大事で，検診の重要性を広めていくべきだと思います。今では乳がんは１１人に１人

と言われていましたが，これからは検査の精度も上がってきていることから，７，８人に，数名に１人

が罹患すると，昨年，私自身，乳腺科のドクターからお伺いいたしました。このようなことから，是

非，乳がん検診の対象年齢，受診間隔の見直しができないか，お聞きします。 

 

保健福祉部長（山下能久君） それでは，お答えいたします。本市の乳がん検診につきましては，国のが

ん予防重点教育及びがん検診実施のための指針に準じて，対象年齢を４０歳以上，実施回数を２年に１

回として実施しております。県内においても，毎年受診できる体制をとっている市もございます。乳が
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１１番（松山さおり君） ありがとうございます。身近な女性のある先輩からもですね，２年に１回の受

診ではちょっと足りないのではないか。やはり，１年に１回，受診ができるような体制をつくってほし

いということで要望もありましたので，是非，前向きな検討をしていただいて，実現をしていただきた

いと思います。神奈川県でワンコインで受けれる乳がん検診イベントも開催されています。乳がん検診

を受けやすい環境づくり，女性が乳がん検診をですね，受けやすい環境づくり。スタッフが女性だけと

かですね，そういうふうなことも周知，公報していただいて，進めていただきたいです。乳がんの正し

い知識，予防医学，乳がんの早期発見への啓発活動を，是非，推進していただきたいと思います。要望

して終わりたいと思います。この質問は。 

 続きまして，ウィッグ助成金について伺います。がんは日本人の２人に１人が罹ると言われておりま

す。早期発見であれば，早期治療で化学療法をせずに済む場合もありますが，そのがんの進行度合いに

よっては，抗がん剤治療をしなければならない場合もあります。抗がん剤はがん細胞をやっつけるため

に行われますが，良い細胞も壊してしまいます。その副作用で脱毛が起こります。そのため，ほとんど

の乳がん患者の方はウィッグを用意します。医療用ウィッグは安価なもので数万円はします。人毛を使

用している場合は，２０万から３０万円以上するものもあります。患者の経済的負担，精神的負担を軽

減するために，秋田県・名古屋市では自治体ががん患者へのウィッグ助成金を創設しています。兵庫県

では２０２１年度，今年度になりますが，医療用ウィッグの購入費などを一部補助する制度を創設する

方針を固めたそうです。金銭支援を図ることで，生活の質の向上を目指すことを目的としているそうで

す。県内には乳腺科の全国でも有数の専門外来があります。九州全域から治療に訪れる患者も少なくあ

りません。その鹿児島県から，本市から，患者への支援を全国に広げていっていただきたいと思います

が，がん患者への本市のウィッグ助成金の創設ができないか，伺います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） お答えいたします。がんに罹患して治療を始めることは，身体的，精神

的，経済的にもかなりの負担になると考えております。それ以上に，がん，抗がん剤の副作用でウィッ

グが必要になることは，想像を超える大きな負担だと考えているところでございます。その負担を少し

でも軽くしたいという思いに深く共感いたしますが，ウィッグ購入補助を実施している市町村はまだま

だ少なく，本市において，どの程度のニーズがあるのかを，現在，把握できていない状況でございま

す。まずは，がんの治療を行っている医療機関などから現状をお聞きするとともに，患者さんやその家

族の声にも耳を傾け，ニーズを把握することから始めさせていただきたいと存じます。その上で，補助

の必要性につきましては，検討させていただきたいと考えますので，御理解のほど，よろしくお願いい

たします。 

 

１１番（松山さおり君） 元ＳＫＥ４８のタレントで矢方美紀さんという方がいらっしゃいます。矢方美

紀乳がんダイアリーをブログで始め，ＮＨＫでも乳がんダイアリー矢方美紀２０２０，夢を諦めたくな

いというタイトルで，今年の１月にも放映がありました。２６歳の乳がんダイアリー矢方美紀というタ

イトルでは，中国語，英語バージョンでも紹介されています。メディアでも警鐘を鳴らしているぐらい

高い罹患率の乳がんですが，化学療法，抗がん剤治療を受けた患者の苦痛に感じることの１位は髪の毛

の脱毛です。そのほかに，吐き気，嘔吐，手の爪割れ，眉やまつ毛の脱毛もあります。若い方が乳が

ん，ほかの若年性のがんですね，罹る場合ですね，やはり職場にも行けなくなる。職場を辞めなければ

いけなくなるのではと，そういう不安に駆られて，自分のこう，表面的なものにすごくこう気を，気を

取られてっていったら変ですけれども，そういうので，もうちょっと鬱になったりとかですね，そうい

う現状も聞いておりますので，是非，この乳がんの，乳がんだけではないんですが，がんになって，抗

がん剤を受けてしまった。そういう方たちに対しての，少しでも優しい支援というかですね。自治体に

よりましたら，その乳がん患者の方，患者の方と自己負担とこう半々で助成をしているっていう場合も
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ありますので，その辺ですね，是非，各自治体のこう，聞いていただいてですね，検討していただい

て，前向きにお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 では，２の市営住宅について伺いたいと思います。笠利地区の市営住宅の入居状況についてお聞きし

ます。（１）家族世帯，単身用住宅の現状について伺います。それぞれの入居状況について，お示しい

ただきたいと思います。家族世帯での入居状況，そして，単身用住宅での入居状況の今の現状をお願い

いたします。 

 

笠利総合支所事務所長（濱田洋一郎君） はい，それではお答えいたします。笠利町内における市営住宅

につきましては，総管理戸数３７４戸のうち，単身者の方が入居できる戸数は２２９戸と，このように

なっております。空き状況でございますけれども，世帯用，これ，１４５世帯，１４５戸でございます

が，世帯用で２戸ございまして，佐仁集落，用集落に１戸ずつの空きがございます。申し込み状況につ

きましては，７世帯。その内訳といたしましては，赤木名校区に２世帯。屋仁集落に１世帯，用集落に

１世帯，宇宿集落に２世帯，節田集落に１世帯の待機者がいらっしゃいます。単身者につきましては，

町内全域を対象として，２４名の方が，今，待機という状況になっているところでございます。以上で

す。 

 

１１番（松山さおり君） はい，ありがとうございます。私も昨年１１月に笠利支所に伺いまして，単身

用住宅の申し込み人数をお伺いしたときがあります。そのときには２２名待ちとお伺いいたしました。

現在は２７名ということで，はい。 

 （「２４名」と呼ぶ者あり） 

 ２４名，失礼しました。２４名ですね。少し，状況もそこまで変化がないという認識でよろしいでし

ょうか，はい。単身用の住宅をこう希望されている市民の方がいらっしゃいまして，各，ですね，集落

を幾つかお伺いしまして，空き家がないか，市営住宅が２２名待ちということでしたので，集落の近く

で，御自分がお生まれになったこう集落の近くで空き家がないかとか，一緒にこう探した経緯がありま

した。やはり，２４名ということでございますので，入りたくても入れないっていう方がまだまだ多い

のではと思います。奄美市としても，定住促進住宅，空き家バンクなどの施策は実施しておりますが，

やはり，ワーケーションでも選ばれた島でもありますので，これからどんどん人口増加，そして，Ｕタ

ーンの方も増えていくのではと思います。その中でですね，２の質問に移りたいと思いますが，空いて

いる，家族世帯の住宅でもですね，今，２世帯空いているということではありましたが，それに対して

７世帯の申し込みが，まだ，７世帯待ってらっしゃるってことなんですが，この辺をですね，期間限定

での単身者の入居が可能だったりとか，その現状に応じて，その市営住宅をですね，活用していくって

いう，期間限定ですので，１年間の入居であれば大丈夫ですよって。その間に，空き家，御自分のです

ね，家を探すっていうこと，期間もできると思いますので，そういうことはちょっとこうできないの

か，伺いたいと思います。 

 

笠利総合支所事務所長（濱田洋一郎君） それでは，お答えいたします。奄美市では同居者がいない，い

わゆる単身世帯が入居できる公営住宅は，奄美市の市営住宅管理条例施行規則において，免責要件とい

うので，免責要件によりまして定められております。近年，単身者で申し込み者が増えているというこ

とにつきましては，議員の御指摘のとおりでございまして，待機状況を改善するために，実は平成２７

年度，それと，平成３０年度，令和２年度と，年次的に単身者が入居できる対象住宅の拡充をしてきて

いるところでございます。直近の令和２年４月１日の改正では，単身入居できる住宅の要件，広さです

けれども，６０平方メートル以下の住宅ということで，拡充をさせていただきました。それによりまし

て，笠利地区において，対象戸数が１３棟３６戸，１３棟３６戸増えております。期間を限定して市営

住宅に入居させることはできないのかという御質問でございますけれども，火災，台風等の災害等によ
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ありますので，その辺ですね，是非，各自治体のこう，聞いていただいてですね，検討していただい

て，前向きにお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 では，２の市営住宅について伺いたいと思います。笠利地区の市営住宅の入居状況についてお聞きし

ます。（１）家族世帯，単身用住宅の現状について伺います。それぞれの入居状況について，お示しい

ただきたいと思います。家族世帯での入居状況，そして，単身用住宅での入居状況の今の現状をお願い

いたします。 

 

笠利総合支所事務所長（濱田洋一郎君） はい，それではお答えいたします。笠利町内における市営住宅

につきましては，総管理戸数３７４戸のうち，単身者の方が入居できる戸数は２２９戸と，このように

なっております。空き状況でございますけれども，世帯用，これ，１４５世帯，１４５戸でございます

が，世帯用で２戸ございまして，佐仁集落，用集落に１戸ずつの空きがございます。申し込み状況につ

きましては，７世帯。その内訳といたしましては，赤木名校区に２世帯。屋仁集落に１世帯，用集落に

１世帯，宇宿集落に２世帯，節田集落に１世帯の待機者がいらっしゃいます。単身者につきましては，

町内全域を対象として，２４名の方が，今，待機という状況になっているところでございます。以上で

す。 

 

１１番（松山さおり君） はい，ありがとうございます。私も昨年１１月に笠利支所に伺いまして，単身

用住宅の申し込み人数をお伺いしたときがあります。そのときには２２名待ちとお伺いいたしました。

現在は２７名ということで，はい。 

 （「２４名」と呼ぶ者あり） 

 ２４名，失礼しました。２４名ですね。少し，状況もそこまで変化がないという認識でよろしいでし

ょうか，はい。単身用の住宅をこう希望されている市民の方がいらっしゃいまして，各，ですね，集落

を幾つかお伺いしまして，空き家がないか，市営住宅が２２名待ちということでしたので，集落の近く

で，御自分がお生まれになったこう集落の近くで空き家がないかとか，一緒にこう探した経緯がありま

した。やはり，２４名ということでございますので，入りたくても入れないっていう方がまだまだ多い

のではと思います。奄美市としても，定住促進住宅，空き家バンクなどの施策は実施しておりますが，

やはり，ワーケーションでも選ばれた島でもありますので，これからどんどん人口増加，そして，Ｕタ

ーンの方も増えていくのではと思います。その中でですね，２の質問に移りたいと思いますが，空いて

いる，家族世帯の住宅でもですね，今，２世帯空いているということではありましたが，それに対して

７世帯の申し込みが，まだ，７世帯待ってらっしゃるってことなんですが，この辺をですね，期間限定

での単身者の入居が可能だったりとか，その現状に応じて，その市営住宅をですね，活用していくって

いう，期間限定ですので，１年間の入居であれば大丈夫ですよって。その間に，空き家，御自分のです

ね，家を探すっていうこと，期間もできると思いますので，そういうことはちょっとこうできないの

か，伺いたいと思います。 

 

笠利総合支所事務所長（濱田洋一郎君） それでは，お答えいたします。奄美市では同居者がいない，い

わゆる単身世帯が入居できる公営住宅は，奄美市の市営住宅管理条例施行規則において，免責要件とい

うので，免責要件によりまして定められております。近年，単身者で申し込み者が増えているというこ

とにつきましては，議員の御指摘のとおりでございまして，待機状況を改善するために，実は平成２７

年度，それと，平成３０年度，令和２年度と，年次的に単身者が入居できる対象住宅の拡充をしてきて

いるところでございます。直近の令和２年４月１日の改正では，単身入居できる住宅の要件，広さです

けれども，６０平方メートル以下の住宅ということで，拡充をさせていただきました。それによりまし

て，笠利地区において，対象戸数が１３棟３６戸，１３棟３６戸増えております。期間を限定して市営

住宅に入居させることはできないのかという御質問でございますけれども，火災，台風等の災害等によ
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り罹災するなど，緊急避難的な対応が必要という方につきましては，市営住宅へ期間を限定した一時入

居について，対応を実際させていただいております。しかしながら，一般的な入居におきましては，期

間を限定した入居というのは行っていないというのが現状でございますので，どうか御理解をいただき

たいと思います。以上です。 

 

１１番（松山さおり君） はい，分かりました。繰り返しになりますが，単身用の方，Ｕターンの方，Ｉ

ターンの方も，また増えてきている状況でもあるのかなとやっぱり思いますので，何かしら柔軟な対

応，また，その空き家バンクのほうでもですね，対応していただきたいなと思います。ありがとうござ

います。 

 続いて，３番ですね。コロナ禍の支援施策について。事業所支援給付金についてお伺いいたします。

同僚議員が，もう何度か同じような，何名かですね，同じような質問をしておりますので，少し簡単に

お伺いしたいと思います。１月の終わりから２月の７日までの県の事業継続緊急支援金，時短要請協力

支援金という支援がありましたが，それはもう９時以降にですね，お酒を出さないっていうか，９時ま

で，９時以降までに営業され，している店舗だと思いますので，名瀬地区に対象店舗が，事業者が多く

あったのではないかなと思いますが，それ以外，観光関係，ダイビング関係，カフェ，その他，観光地

の飲食店などは，その事業にはちょっと当てはまらなかったと思います。なので，できればもう，持続

ですね，事業所支援給付金の執行残もあると伺っておりますので，執行残という考えはないと総務部長

も先ほど答弁されておりましたが，市長のほうもですね，支援の網から漏れない施策をしていくという

ことでおっしゃっておりましたが，もう一度，これについてですね，もう少し幅広い，２番も一緒にち

ょっと質問いたします，幅広い活用ができないのか，伺いたいと思います。 

 

商工観光部長（武下義広君） それでは，お答えいたします。今，議員の御説明ありました，県の協力金

や市の支援金について。また，県の事業所継続緊急支援金についてのお話ですが，この件につきまして

は，昨日の荒田議員にもお話をさせていただいたとおり，県の事業，継続緊急支援金につきましては，

業種の拡充や支援金の引き上げも，現在，行われており，多くの事業所が対象になるものと思われます

ので，まずは申請状況を注視していきたいというふうに考えております。また，今後ともですね，国・

県及び新型コロナ感染状況や，経済状況を踏まえながら，適切な時期にしっかりと必要な支援策を講じ

てまいりたいと考えておりますので，ご理解いただきたいと思います。以上です。 

 

１１番（松山さおり君） はい，ありがとうございます。是非ですね，たくさんの人，たくさんの事業者

の方が対象になると思いますので，支援策をですね，また，施策をどんどん推進していただきたいと思

います。 

 すいません，続いて（２）ですね，ひとり親世帯臨時特別給付金について伺いたいと思います。支給

対象者の実績について伺います。国・市の実績もあると思います。また，ひとり親世帯臨時特別給付金

ということで，再支給の案内もあったと思います。この事業が２月で終了と聞いておりますが，その実

績もお願いいたします。 

 

福祉事務所長（永田孝一君） それでは，新型コロナの生活支援の方策でありました，ひとり親への特別

給付金についてお答えいたします。まず，ひとり親世帯に対する新型コロナの影響に伴う特別給付金に

つきましては，市独自で実施した給付金，それから，国の第２次，第３次補正予算において実施した２

種類ございますので，それぞれの実績についてお答えしたいと思います。まず，市独自で実施しました

ひとり親世帯への臨時特別給付金につきましては，令和２年４月分，または，５月分の児童扶養手当を

受給しているひとり親世帯に対して，１世帯５万円の給付金を給付を行ったものでございます。対象世

帯は６９８世帯。令和２年６月３０日までに対象世帯に，全てに対して３，４９０万円を給付してござ
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います。続きまして，国の事業として実施しました，ひとり親世帯臨時特別給付金についてお答えいた

します。本事業は，議員御案内のとおり，６月から７月にかけて１度，それから，１２月に再支給とい

うことで２回ございました。中身につきましては，基本給付が１世帯５万円。第２子以降が，１児童当

たり３万円。更に，追加給付として，新型コロナの影響により収入が減少した世帯に対しては，１世帯

５万円を更に追加給付として支給すると。また，第３次補正，国の第３次補正において再支給が実施さ

れて，１２月でしたけれども，基本給付が再支給と。１世帯５万円，第２子以降１児童当たり３万円

を，令和２年の１２月２８日以降に給付してございます。全体の給付実績をお答えをいたしますと，延

べ１，６５２世帯，１億８４６万円の給付がございました。なお，本市のひとり親世帯，市独自のもの

と，国の事業，連続して受給した場合には，子どもの人数等にもよりますけれども，最低で１５万円の

給付を受給したということになります。以上です。 

 

１１番（松山さおり君） はい，ありがとうございます。ひとり親世帯の臨時特別給付金ということなん

ですけれども，ひとり親の方は，また，１人でお子さんを育ててらっしゃる大変な家庭でもありますの

で，これは漏れなく支給されたっていう，大体，こう比率とか，今，お分かりですかね。皆さんに，対

象者全ての方に支給されたという認識でよろしいんでしょうか。 

 

福祉事務所長（永田孝一君） お答えいたします。対象者は，まず市のやつは児童扶養手当を受給してい

る世帯，４月，５月でございます。国につきましては，６月分の児童扶養手当が受給されているもの。

また，少しちょっと細かくなりますが，児童扶養手当の資格はありますけれども，遺族年金等の年金を

受けて，実際受給していないっていう方。それから，所得が多過ぎて支給停止状態になっているという

方につきましても，コロナによる影響で収入が減ったとかいうときには，国のほうは支給対象にしてお

ります。なので，児童扶養手当の対象者につきましては，全てではございませんけれども，６月受給対

象者は全て。それ以外の方につきましても，新規で登録する等の形がございました。総数での割合は示

せませんが，ほぼ全ての方が受給されているという認識でございます。 

 

１１番（松山さおり君） ありがとうございます。続いて，３番，（３）島外学生応援支援金について伺

いたいと思います。この質問もですね，竹山議員，橋口議員も質問されておりました。島外で頑張る学

生応援事業ということで，なんですけれども，昨年４月に大学に入学した学生はですね，この１年間，

キャンパスライフを楽しむことなく，リモート授業になり，ほとんど大学に通っていない状況でありま

した。学費が軽減されることもなく，保護者の負担は変わらずだったと思います。学生においてはアル

バイトをしても，時短や，アルバイトができない状況だったと思います。そういうときに，この島外学

生応援支援金，島外で頑張る学生応援事業はとてもありがたい支援だなと思っておりまして，私のほ

う，保護者からの声，そういうことがありましたら，ちょっとお聞きしたいと思います。 

 

教育部長（福長敏文君） それでは，お答えをいたします。今，議員のほうから保護者の方のお声という

ことでございましたけれども，詳細にとれているものが，学生さんからの声ですので，それをお届けさ

せていただきたいと思います。今回の事業をとおしまして，アンケートや電話，また，窓口での相談の

中で，様々な，そして，率直な御意見を伺うことができました。なかなか把握できない島外での学生さ

んの学校や生活の様子もうかがい知ることができたのではないかというふうに思っております。それで

は，アンケートの中から，幾つか学生さんの声を御紹介させていただきます。「支援金，ありがとうご

ざいます。この心遣いを励みに，卒論を仕上げます。就職は島外に決まっておりますが，機会があれ

ば，島のために力を尽くしたいと思います。」「この度は新型コロナウイルス対応でお忙しい中，支援

金制度を設けてくださり，ありがとうございます。島から離れていても，常に島内の方々の支えを感じ

取りながら生活しています。島を離れたからこそ，たくさんの気付きや発見があり，それをまた，島へ
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と戻り還元したいと心から思っています。今回のような支援金制度を設けているところはなかなか見受

けられません。やはり，島の人の結いの精神や人を大切に思う気持ちあってこそだと，本当に感謝して

おります。今後，必ず島の皆さんへ恩返しできるように，たくさん学んで吸収して，成長していきたい

と思っています。今回の支援金をそのような学びや生活において大切に使わせていただきます。どうか

お体にお気を付けてお過ごしください。本当にありがとうございました。」ということで，このよう

な，頑張りますと，感謝しています，希望が持てました，いつか島に恩返しがしたいなど，多数の声を

いただいております。本市といたしましても，島の子どもたちが島外で頑張っていることを忘れずに，

その活躍を心から期待し，応援をし続けてまいりたいと考えております。以上です。 
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掃員の掃除をする間隔だったりとか，市民にどのようなサポートをしているのか。その辺も，御答弁お

願いしたいと思います。 

 

市民部長（満永亮一君） どのような施策がっていうお話ですが，先ほどちょっと答弁で触れましたが，
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鹿児島県海岸漂着物等地域対策推進事業を活用しまして，名瀬地区と笠利地区には各６名，住用地区に

４名の計１６名の作業員を雇用しております。海岸清掃に従事する日数は年間１３５日，月に１１日か

ら１２日ほどとなっております。本市の回収作業実施区域につきましては，鹿児島県海岸漂着物対策推

進地域計画に基づきまして，本市においては１８地区の重点区域を指定しております。この事業は県内

で３０の市町村が活用しておりますが，対象指定された４８．５キロの海岸線のうち，約８割に当たる

３９．１キロメートルが奄美市の海岸線であり，収集実績としましても，全体の１割から２割を回収

し，積極的に海岸漂着物の回収に取り組んでいるところでございます。また，先ほど議員おっしゃいま

したボランティアの清掃の件なんですが，集落作業，また，海岸を清掃していただいているボランティ

アの方々へのサポートとしましては，要望に合わせて回収用の袋の提供や仕分けの指導，また，集積後

の収集，処分等を行っております。また，その他としまして，今年度は船舶でしか回収できない海岸線

を，船のほうで，船舶でまいりまして回収し，また，潜水士等のガイドを活用した海中ごみの清掃の，

海中の中のですね，清掃，取組にも協力させていただいているところでございます。以上，説明させて

いただきましたが，全ての海岸線が完全に清掃ができていないこともありますが，継続しまして，市民

とともに海岸線の美化にですね，取り組んでいきたいというところでございます。以上です。 

 

１１番（松山さおり君） はい，ありがとうございます。ある集落の区長さんですが，自ら毎日海浜ので

すね，清掃をしているというお話も聞いております。６月，７月には世界自然遺産登録に向けてという

ことで，市民の皆さんも期待しているところかと思いますが，市民の方への更なる啓発活動っていうこ

とで，何かありましたらお願いいたします。 

 

市民部長（満永亮一君） 先ほども申し上げましたが，やはり漂着ごみっていうのは，本当に見た人の心

を荒むって言いますか，大変，汚れているのは大変いけないことだというふうに思っております。海岸

に行く人，一人ひとりが，漂着ごみもありますが，行った人がごみを拾うなり，そういった意識付けを

ですね，全体で，世界自然遺産登録を目指す上で，そういった啓発もしながら，やっていきたいという

ふうに願っております。以上です。 

 

１１番（松山さおり君） はい，ありがとうございました。それでは，よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 最後に，この場で何ですけれども，先日，１月にですね，お亡くなりになられました橋口和仁先輩な

んですが，私も笠利のほうの出身でありまして，とても尊敬して，いろんなことをアドバイスしていた

だいた先輩でございます。本当に，その意思を引き継ぐっていうわけではないんですけれども，そのい

ろいろこう教えていただいたことを，また，この市政に，発展のためにも生かして，日々，また頑張っ

ていきたいと思いますので，よろしくお願いいたします。御冥福をお祈りしたいと思います。ありがと

うございました。 

 一般質問を終わります。ありがとうございます。 

 

議長（与 勝広君） 以上で，自民党奄美 松山さおり君の一般質問を終結いたします。 

 暫時，休憩いたします。１６時に再開いたします。（午後３時４１分） 

                     ○              

議長（与 勝広君） 再開いたします。（午後４時００分） 

 引き続き，一般質問を行います。 

 社会民主党 関 誠之君の発言を許可いたします。 

 

１４番（関 誠之君） 市民の皆さん，議場の皆さん，こんにちは。私は社会民主党，社民党の関 誠之
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でございます。久しぶりに一般質問の大トリを務めさせていただきます。最後までの御清聴，よろしく

お願いをいたします。 

 はじめに，今年度を最後に市役所を退職されます職員の皆様に心から感謝と敬意を表します。退職後

は健康に留意され，市政に対する御指導，御協力をお願いを申し上げます。 

 さて，令和３年第１回定例会一般質問に当たり，若干の所見を述べさせていただきます。朝山市長に

おかれましては，平成２１年１２月に市長に就任され，３期１１年余の歳月が過ぎました。令和３年度

は，令和３年度予算は公約の総仕上げの予算と言っても過言ではありません。施政方針と予算編成の概

要には，就任以来，市政の主人公は市民である。徹底した行財政改革，入るを量りて出ずるを制する，

市長とむんばなしにより，市民の皆様が抱える課題の解決に向けて，各種事業を展開してまいりました

と記載されてあります。奄振計画の戦略的三分野である農業，観光交流，情報について，私なりに総合

計画の進捗度で評価してみますと，農業分野は７１パーセント，観光交流分野は１４７パーセント，情

報分野８７パーセントと，かなり高い達成率になっています。しかしながら，総合計画の将来目標であ

る人口５万人，交流人口４５万人，総生産１，４００億円は，交流人口を除き，未だに達成をされてお

りません。昨年はコロナ禍の中で，入込客，有効求人倍率，交流人口，市税などが伸びずに，経済の大

幅な減退を余儀なくされた年でありました。このような状況を踏まえ，今年度の予算は３月補正で１１

号，１２号の新型コロナ感染症対策事業等を計上した積極的１５月予算となっています。１５月予算の

一つの目的は，予算の端境期である６月頃までに経済循環を停滞させないよう執行し，経済を喚起させ

ることであります。このことを念頭に，翌年に繰り越した約３５億円の繰越明許費も含め，早期の予算

執行をお願い申し上げます。施政方針にもありますとおり，今後，経済循環を回復させるためには，即

効性のある緊急的な経済対策を，感染防止対策と経済対策との両面を念頭におきながら，宿泊業や飲食

業，ガイド業などの観光関連分野で奄美群島が一つとなって対策を講じることであります。是非，市長

がリーダーシップをとり，国や県の施策と連動させながら，奄美群島が一体となった事業の具体化，事

業の実施をお願いを申し上げます。また，奄美群島の元気回復のためには，県と連携して取り組む水際

対策を徹底し，感染状況なども考慮した上で，コロナ禍の行事の開催することは大変重要なことだと考

えます。これまでも情報通信産業について，重点的な進行が図られています。情報関連企業就労数，企

業数は総合計画の中で，目標値に近い実績を示しています。新年度からはデジタル担当部署を新設し，

庁内における働き方改革の推進やＧＩＧＡスクール構想など，子どもたちの教育環境の充実を図り，そ

の効果を民間企業にも展開するよう努め，奄美市産業支援センター内での整備を進めている産業連携拠

点やＩＣＴプラザかさりなどを活用した情報通信分野の振興発展に努めることは，時宜を得たものであ

り，高く評価をされる政策だと思います。宿泊業や情報通信業が連携した受入環境の整備を促進するこ

とは，令和２年度に大手旅行会社が発表したワーケーションしてみたい国内スポットランキングで奄美

大島が第一に選ばれたことを具現化し，選ばれるワーケーションの島を確立することになり，このこと

を奄美大島全体で進めていくことが，交流人口を増やし，経済を回復させることにつながることである

と思います。最後になりますが，２０２０年度で奄美市総合計画が終了いたします。奄美市総合計画は

市政の全般的な方向を示すもので，市が策定する計画の中でも最も上位の計画に位置付けされている計

画であります。市政の方向を示す総合計画の策定を先送りすることなど，私には考えられないことであ

ります。ローマ帝国の政治家，セネカは，どの港へ向かうのかを知らぬ者にいかなる風も順風とはなら

ない。どの港へ向かうかを知らない者には，いかなる風も順風とはならないと言っています。総合計画

先送りの件は，あとの質問事項で議論をしたいと思います。このような状況認識に立ち，市長の政治姿

勢，令和３年度の施政方針と予算編成について御質問いたしますので，簡潔に分かりやすくお答えくだ

さい。 

 最初に，奄美市の現状と課題，経済状況の認識を伺います。 

 次の質問からは，発言席にて質問させていただきます。 
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議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） それでは，本議会最後の一般質問になりました。それでは，さっそく関議員にお答

えいたします。本市財政の現状でありますが，歳出では障害者福祉費等による扶助費の増。本庁舎建設

等の大型事業の実施による公債費の増。歳入では，新型コロナの影響等による市税の減。普通交付税の

一本算定に伴う影響など，厳しい財政状況が続いていることは，議員がお話のとおりであります。ま

た，本市の経済状況におきましても，新型コロナの影響は多岐にわたり，飲食業や観光業を中心に大変

厳しい状況にあることは御案内のとおりであります。このような中におきまして，令和３年度の予算編

成に当たりましては，未だ新型コロナの収束が見えず，市税等の自主財源の減収も見込まれておりま

す。市民経済や地域経済を支えることは，行政の責務でありますので，安定した市民サービスの継続

と，必要な公共投資とともに，引き続き新型コロナ対策にも優先して取り組んでいく予算編成といたし

ております。いずれにいたしましても，義務的経費は増加傾向にあります。歳入も厳しい，限られた財

源の中ではありますが，各種事業の必要性や緊急性を精査し，事業の選択と集中，事務の効率化に更に

努めていくとともに，新型コロナ対策など，喫緊の課題に対しましても，適切に取り組んでまいりたい

と存じますので，御理解と御協力をよろしくお願い申します。 

 

１４番（関 誠之君） はい，ありがとうございました。認識的にはさほど変わっていないというふうに

思いますけれども，次に，財政の状況，今，少し市長のほうでも話していただきましたが，その状況の

認識と財政基盤の確立を，これからどうやっていくのか。先ほど市長も話されておりましたとおり，こ

の扶助費，公債費の伸び，また，一般財源である市税の，４０億円あったのが２億円ほど減っとるよう

な感じもいたしますけれども，そういったことについてですね，見解を。併せて，先ほど市長からもあ

りましたが，義務的な経費，人件費，扶助費，公債費の増加について，見解を示していただきたいとい

うことと，特に公債費が伸びておりますので，この公債費を，今後，どのような形でですね，返還を，

返済をしなければいけないんですけれども，財源を確保していくか，それについて見解をお示しいただ

きたいと思います。 

 

総務部長（三原裕樹君） 本市の財政状況を示す財政健全化判断比率の指標につきましては，直近の令和

元年度決算において申し上げますと，いずれも指標の基準内ではございますけれども，実質単年度収支

は４年連続の赤字となったものでございます。主な要因といたしましては，台風等による災害対応，今

年度から企業会計へ移行した下水道事業会計への特別負担金などの臨時的な財政出動のほか，今後の事

業に備え，各特定目的基金へ積替えを行うなど，財政調整基金からの繰入に伴うものでございます。こ

うした年度間の財政調整基金からの繰入額の増減によって，実質単年度収支は影響を受けることとなり

ますけれども，財政調整基金をしっかりと確保し，必要に応じて有効活用できることは，財政運営の安

定の裏付けでもあるというふうに考えているところでございます。また，普通建設事業費の増加に伴う

公債費の増加についてでございますけれども，確かに継続をして実施をしてまいりました庁舎の建設，

それから，給食センター，市民交流センターなど，大型事業の実施によるものでございます。ただ，こ

れらの財源につきましては，積極的に有利起債を活用するとともに，交付税措置を除く一般財源分の償

還につきましても，基金へ積立を行い，将来の財源措置にもしっかりと対応をしているところでござい

ますので，御理解をいただきたいと思います。以上でございます。 

 

１４番（関 誠之君） はい，ありがとうございます。よく理解ができましたが，やはり全体的に見ます

と，自主財源がやっぱり１８パーセントから２０パーセントというようなところでですね，非常に，こ

れをどういうふうな形で確保，伸ばしていくかというのが，一番大事なことではないかなというふうに

思います。依存財源に当たっては，もう８０パーセント，特に交付税がその財源になっておりますけれ
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ども，先ほど申し上げたとおり，市税が今年，今年度の，３億４８３万円ほど減っているというような
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依存財源に頼らざるを得ない状況であることは，もう御案内のとおりであります。市税につきまして

は，納税義務者の増などにより，近年，増収傾向にございましたが，新型コロナの影響により厳しい状

況が想定をされます。その一方で，自主財源といたしまして，近年，ふるさと納税の確保が全国各地で

活発となっており，本市におきましても，地元の生産者の御協力などをいただきながら，規模の拡大に

取り組んでいるところでございます。しかしながら，このような状況が急激に好転するということは，

現実的には大変厳しいことと思っております。今後，新型コロナの影響など，市税への影響も見通せな

い中でございますけれども，確実な財源は市税等の税収でございますので，引き続き着実に地域の経済

活動を支え，雇用創出と産業の振興に取り組み，安定した財政運営を図りながら，税収の確保に努めて

まいりたいというふうに考えています。 

 

１４番（関 誠之君） まさにそのとおりだと思いますけれども，財政の運営に関しては，しっかりよく

やっているというふうに，前から評価をしておりますけれども，やはり先ほど言いました自主財源がな

かなか伸びてこない。やっぱり自主財源を伸ばすためには，市税を増やす。それは，経済をどう回して

いくかということだろうと思いますけれども，手っ取り早いと言いますか，策といたしましては，やは

り寄附金を増加を，増額をさせると。この議会でも議論になっておりましたが，いわゆるふるさと納税

の返礼品の充実はもちろんですけれども，企業版のふるさと納税，これを本格的にやはり取り組んでい

くというのと，もう一つはクラウドファンディング。今，あちらこちらでガバメントクラウドファンデ

ィングというのもありますけれども，等に本格的に取り組むことが，自主財源を伸ばす。もう，これ以

外に少し考えられんじゃないかというふうに思います。時間がありませんから，もうコメントはもらい

ませんけれども，是非，そういった思いでですね，やっていただきたいというふうに思います。 

 あと，今年度のですね，普通建設事業が合併以来最少額ということであります。合併以降，最少であ

った平成１９年の，年度の普通建設事業が３７億４，２６０万４，０００円より，今年は３０億５，１

６１万３，０００円ですから，かなり少ない額になっているというようなことで，平成２９年度から３

１年度までの３年間の普通建設事業は１８５億４，８６４万４，０００円。年平均にしますと６１億

８，２８８万１，０００円となっております。平成２８年度以前，５年間の普通建設事業の平均は４２

億３，３６１万１，０００円であります。普通建設事業はこの５年間の平均である，この４２億円ぐら

いが，ちょうど奄美市の普通建設事業の身の丈かなと私は思いますけれども，このことを踏まえて，２

点について質問いたします。 

 １点目は，約３０億５，０００万円の事業費で，奄美市における公共事業による経済への波及効果。

特にコロナ禍で経済，傷んでおりますから，波及効果が十分な額なのかということをお答えをいただき

たいと思います。 

 ２点目は，ここ３・４年の普通建設事業は長期計画の年次計画により実行され，身の丈に合った計画

だったのか。平均をしてみれば，大体４２億円ですから，この１０年ぐらい。そういうものから比べる

と，この３年間，６１億円というような，もちろん造るべきときに造るということはよく分かります
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が，こういった公債費を安定的にさせるために，この長期計画というのがあると思いますので，是非，

その辺を踏まえて，御答弁をお願いをいたします。 

 

総務部長（三原裕樹君） 大型事業によりまして，年度間の普通建設事業費に増減はありますけれども，

公共事業等の投資的経費は雇用の確保と地域経済の活性化に寄与することは十分に承知をしております

ので，今後とも財源の有効活用と事業の平準化，そして，地域市場の情勢なども勘案しながら，事業の

実施に努めてまいりたいというふうに考えています。令和３年度は，一時，ちょっと普通建設事業，落

ちましたけれども，また，来年は，実施計画，財政計画を見ますと，またその辺については，経済対策

含めて活用ができるものだと考えております。 

 それから，大型事業がちょっと，事業が身の丈に合った事業かということでございますけれども，庁

舎，公民館，両支所含めてですけれども，いずれも４０年を経過した，耐震基準以前の建物でございま

す。市民共有の財産といたしまして，いずれは建て替えが必要というふうに考えておりました。その中

で，実施計画，財政計画，基づきまして，この合併特例債，これが活用できる期間に，計画的に実施を

したということですので，このことについては御理解をいただきたいというふうに考えています。以上

です。 

 

１４番（関 誠之君） はい，ありがとうございます。先ほど言いました扶助費，公債費等ありますけれ

ども，聞くところによると人件費も伸びたんで，大変だというようなことも聞いておりますが，実際は

人件費というのは伸びておりませんで，この，こういったことをですね，理由に，職員の賃金なり，こ

の臨時職員と言いますか，今は任用職員ですか，の賃金落ちるとか，そういうことないようにですね，

していただきたいというふうに思います。人件費で言いますと，２８年は４４億円あったのが，今，４

２億円ですから，そういうふうに落ちていないと。もちろん，職員の人件費も２９億円から２８億円に

落ちておりますから，そんなに人件費が伸びて，今，財政的に困っているということはないというふう

に，私は思いますので，是非，財政状況，市の収納状況，市税の収納状況とか財政指数，また，実質単

年度収支，将来負担比率，経常収支比率，積立金の残高というような指標をですね，しっかりと情報開

示しながら，お互い，この財政の規律をしっかり守っていくというふうにしていただきたいというふう

に思います。是非，そういった視点で，この予算もつくられておると思いますから，補正を含めて，次

の予算もお願いをしたいと思います。 

 次に，２番目の奄美市総合計画，先ほど，冒頭申し上げましたけれども，について，御質問をしたい

と思います。一つ目は，総合計画の位置付けについて，まず，認識を伺いをいたします。二つ目は，基

本構想，基本計画と個別の計画，６０幾つだったと思いますけれども，個別計画があるようでございま

すので，その関連をお伺いをいたしたいと思います。 

 

総務部長（三原裕樹君） 現行の奄美市総合計画につきましては，当時の地方自治法において，義務規定

がございました。しかしながら，御案内のとおり，地方分権改革の取り決めの中で，この義務付け，枠

付けの見直しの一環としまして，地方自治法の一部を改正する法律が平成２３年８月１日に施行され，

この基本構想の策定を義務付けた規定は廃止をされております。ただ，総合計画につきましては，市の

全体計画の中の一つの大きな羅針盤でもございます。その中で，全国的な事例を見ますと，従来どおり

の総合計画の位置付けを行っている自治体，これが数多くある中，一方，総合計画と地方創生総合戦

略，これらを統合した形のもの。また，総合計画とは異なり，市政運営の総合指針というふうな個別の

分野，分野別計画，そういったものを上位計画に位置付けているものもございます。そのため，便宜

上，総合計画という名称を用いて説明をさせていただいておりますけれども，市全体の総合的，長期的

な施策の方向性を示すものとして，本市の様々な計画の体系を進める中で，その位置付けも含めて，再

度，また検討したいというふうに考えております。 
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していただきたいというふうに思います。人件費で言いますと，２８年は４４億円あったのが，今，４

２億円ですから，そういうふうに落ちていないと。もちろん，職員の人件費も２９億円から２８億円に

落ちておりますから，そんなに人件費が伸びて，今，財政的に困っているということはないというふう

に，私は思いますので，是非，財政状況，市の収納状況，市税の収納状況とか財政指数，また，実質単

年度収支，将来負担比率，経常収支比率，積立金の残高というような指標をですね，しっかりと情報開

示しながら，お互い，この財政の規律をしっかり守っていくというふうにしていただきたいというふう

に思います。是非，そういった視点で，この予算もつくられておると思いますから，補正を含めて，次

の予算もお願いをしたいと思います。 

 次に，２番目の奄美市総合計画，先ほど，冒頭申し上げましたけれども，について，御質問をしたい

と思います。一つ目は，総合計画の位置付けについて，まず，認識を伺いをいたします。二つ目は，基

本構想，基本計画と個別の計画，６０幾つだったと思いますけれども，個別計画があるようでございま

すので，その関連をお伺いをいたしたいと思います。 

 

総務部長（三原裕樹君） 現行の奄美市総合計画につきましては，当時の地方自治法において，義務規定

がございました。しかしながら，御案内のとおり，地方分権改革の取り決めの中で，この義務付け，枠

付けの見直しの一環としまして，地方自治法の一部を改正する法律が平成２３年８月１日に施行され，

この基本構想の策定を義務付けた規定は廃止をされております。ただ，総合計画につきましては，市の

全体計画の中の一つの大きな羅針盤でもございます。その中で，全国的な事例を見ますと，従来どおり

の総合計画の位置付けを行っている自治体，これが数多くある中，一方，総合計画と地方創生総合戦

略，これらを統合した形のもの。また，総合計画とは異なり，市政運営の総合指針というふうな個別の

分野，分野別計画，そういったものを上位計画に位置付けているものもございます。そのため，便宜

上，総合計画という名称を用いて説明をさせていただいておりますけれども，市全体の総合的，長期的

な施策の方向性を示すものとして，本市の様々な計画の体系を進める中で，その位置付けも含めて，再

度，また検討したいというふうに考えております。 
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 それから，関連性という御質問がございました。改めて奄美市政の総合的な経営指針となる最上位の

計画とされ，各行政分野の個別計画や施策の基本とされております。また，それぞれの個別の計画を見

ますと，確かに総合計画を上位計画と位置付けているもの，これが多数ございます。一方，これら個別

計画におきましては，それぞれ関連する事業の法律，それから，要綱等により義務規定や努力規定，そ

れから，任意規定，そして，根拠を有しているものもございます。また，近年では財政的インセンティ

ブ補助金導入や地方債の導入ですね，そういったものにより計画を策定しているものも多くございま

す。市全体における計画数の増加にも，このようなことから結び付いているものというふうに考えてお

ります。以上でございます。 

 

１４番（関 誠之君） 先ほど，冒頭で申し上げましたけれども，やはりどこの港に向かっていくのかで

すね。この総合計画というのは，奄美市が本当にどういう将来像を描くのか，そして，どういうふうに

それを具体的にクリアして，目的に近づくのかというのが，この総合計画の位置付けと。また，これは

議会の議決事項でもあるわけですよね，基本条例の中で。そういうことを考えますと，総合計画の審議

会や策定委員会が開催できなかったのが，コロナ禍の中だからという説明が全協でありましたけれど

も，それ以外の理由というのがあればお示しいただきたいというのが一つ。まず，お伺いいたしたいと

思います。 

 

総務部長（三原裕樹君） 総合計画をつくらないとは申し上げておりません。現計画ですけれども，将来

目標というのを三つ掲げております。先ほど議員からもございましたが，人口，交流人口，総生産額。

そういったものを，新計画をつくるとなると，この将来目標っていうのは，これはもう，必ず設定が必

要というふうに考えております。将来目標につきましては，これはもう，定量的な目標をつくらないと

なかなか検証ができないということもございます。例えば，現に交流人口につきましては，一昨年です

かね，既にもう，目標を突破をいたしました。ただ，このコロナ禍の状況の中で，減便を実際して，実

際，昨年度はこの目標に届いておりません。こういった状況の中で，将来の目標値を設定をすることが

果たしてできるのかということで，庁内でもいろいろ議論いたしました。その結果，こういった目標設

定についても，この状況では難しいだろうということで，見送ったということですので，このことにつ

いては，もう御理解をいただきたいというふうに考えております。以上でございます。 

 

１４番（関 誠之君） 私もつくらないという前提の下に話しているわけじゃないんです。総合計画の策

定を先送りする。先送りということは，そこに空白ができる。そこが問題であって，確か前の，この総

合計画つくったときも，その空白があったんじゃないかなというふうに私は記憶しておりますけれど

も，この奄美市，皆さんの説明では，奄美市の市町村計画，これや，あと奄美の攻めの総合戦略という

ものに委ねるようなことを聞きましたけれども，奄美市市町村計画では，新市の進むべき方向について

のより詳細で，かつ，具体的な内容については，新市において策定する基本構想，基本計画に委ねるも

のとしますと，こう書いてあるんですよ。ということは，その基本計画の代用にはならないというふう

に私は解釈をしておりますが，また，奄美市攻めの総合戦略は，総合計画の一分野，人口減少に対応す

る重点プロジェクトであるわけで，これもただ総合計画の一部門，いわゆる人口減少対策の重点プログ

ラムというようなことでつくったわけですから，この重点プロジェクトやら，これ，奄美市市町村計画

があるからいいんだというようなことは，私はいかがなものかと思いますが，それについて見解があれ

ばお願いします。 

 

市長（朝山 毅君） 議論の意をするところでありますが，今回，今，お話がありますように，コロナ対

策，コロナの状況下において，向こう１０年間の経済情勢を，財政情勢を加味して，十分な計画が可能

かと，まず１点。そして，国勢調査，あらゆる調査の基本になる国勢調査が，まだはっきりした数値が
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出ておりません。そういうこと。それと，議員がさっきおっしゃいましたが，この総合計画については

任意規定になったというふうな，社会動態がこのような混沌とした情勢の中において，平時の状態での

１０年間の予算，若しくは計画が十分に可能なのかということを考えたときに，暫くコロナが収束する

ような状況，また，国勢調査が十分に発表できたと，そういう諸々の社会動態，実態を捉えた上で，し

っかりと予算，事業計画を整えて，そして，議会にお諮りしというようなことであります。そういう

諸々のことを考えてやっているわけで，今回，そのような御理解をいただきたいということでありまし

て，決してそういう意図的なものはないと。善意に解釈していただければと思うところであります。こ

れは，私の思いでありますので，ご理解いただきたいと思います。 

 

１４番（関 誠之君） はい，市長の思いですから，受け止めていきたいと思います。しかしながらです

ね，やっぱり前の改定時期もかなりの空白時間があってですね，今回も当初予算に組んでいるわけです

から，もうぎりぎりのところで駄目だというようなことではね，なかなか，これ，議会の議決事項なん

ですよ。私たちも，今，おっしゃった，市長が言われたことについては理解をしているつもりです。だ

けれども，やはり一番のこの上位の計画ですから，奄美，この市の総合計画は，市が策定する計画で最

も上位の計画であるというふうに皆さんおっしゃっているわけですね。そして，現市長の公約を示すも

のでもありますというふうに，１年前の第１回の定例会でも話しているわけですよ。そして，そのとき

に予算を組んで，確かに，今，コロナ禍というのはよく理解ができます。しかしながら，それに代わる

ような，何かあってもよかったのではないかなと私は思っておりますが，当初予算に，先ほどいった総

合計画の審議会とか査定委員会の委員報酬を組んでるにも，あったにもかかわらずですね，それをやっ

ぱり全額落とすというようなことは，いかがなものかなという思いもあり，確かに延ばすことについて

ね，皆さんが説明をしたということだけれども，コロナ禍が収まらなければ，ずっと先延ばしになるの

かね。その辺を含めて，具体的にやはりしっかりと説明がほしいと思いますが，いかがでしょうか。 

 

市長（朝山 毅君） 決してコロナ禍の中においてという気持ちで，その先送りしているわけじゃござい

ません。ここは，議会の皆様方にも御理解をいただきたいと思いますが，今回の予算編成について，大

変職員，苦労いたしました。算定が難しい。ようやく先ほどお話が出ております市税についても，昨

年，初めて４１億円相当になりました。今回は，市税は２億７，０００万円落としているはずです。そ

のようなことにおいて，そういう状況下が判断しづらいと，これの影響は何かと言うと，やはりコロナ

対策，経済状況だ。経済実態だということの中で，安定した状況下を想定して，事業を計画するという

のが非常に難しいところがあると。暫くコロナが収束するような状況を，間をいただき，その中におい

て，我々もしっかり，その間には国勢調査も判然としたものが出てくるという中で，やはりしっかりし

た向こう１０年間の奄美市の行く末を議会に諮り，市民に御理解いただくような計画を，責任を持って

策定したいというふうなことであって，これはお互いの意見の相違があるかもしれませんが，御理解を

いただきたいと申し上げているところでありますので，一つ，関議員においても，高邁な関議員で，財

政にも詳しい方ですから，よく判断をなさっていただくようにお願いします。 

 

１４番（関 誠之君） 褒められたのか，ちょっとその辺分かりませんが，財政はですね，やっぱり一番

大事なことですから，金が幾らあって，どこにどう使えるというのが分からないで，私たちやっている

わけじゃないんで，議員も一生懸命頑張っているということだけは認識をしていただきたいというふう

に思います。 

 最後になりますけれども，その総合計画のね，やはり例えば骨子なりの大きなものだけ，しっかりと

目標を立てて。例えば，自然，人，文化が共につくるきょらの島という大きな目標があるわけですよ

ね。それに，五つぐらいの項目があるわけですから，そういった概要的なものも含めて，やはり考えて

いただきたいということを，一応，提案を申し上げておきますので，よろしくお願いをいたします。先
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出ておりません。そういうこと。それと，議員がさっきおっしゃいましたが，この総合計画については

任意規定になったというふうな，社会動態がこのような混沌とした情勢の中において，平時の状態での

１０年間の予算，若しくは計画が十分に可能なのかということを考えたときに，暫くコロナが収束する

ような状況，また，国勢調査が十分に発表できたと，そういう諸々の社会動態，実態を捉えた上で，し

っかりと予算，事業計画を整えて，そして，議会にお諮りしというようなことであります。そういう

諸々のことを考えてやっているわけで，今回，そのような御理解をいただきたいということでありまし

て，決してそういう意図的なものはないと。善意に解釈していただければと思うところであります。こ

れは，私の思いでありますので，ご理解いただきたいと思います。 

 

１４番（関 誠之君） はい，市長の思いですから，受け止めていきたいと思います。しかしながらです

ね，やっぱり前の改定時期もかなりの空白時間があってですね，今回も当初予算に組んでいるわけです

から，もうぎりぎりのところで駄目だというようなことではね，なかなか，これ，議会の議決事項なん

ですよ。私たちも，今，おっしゃった，市長が言われたことについては理解をしているつもりです。だ

けれども，やはり一番のこの上位の計画ですから，奄美，この市の総合計画は，市が策定する計画で最

も上位の計画であるというふうに皆さんおっしゃっているわけですね。そして，現市長の公約を示すも

のでもありますというふうに，１年前の第１回の定例会でも話しているわけですよ。そして，そのとき

に予算を組んで，確かに，今，コロナ禍というのはよく理解ができます。しかしながら，それに代わる

ような，何かあってもよかったのではないかなと私は思っておりますが，当初予算に，先ほどいった総

合計画の審議会とか査定委員会の委員報酬を組んでるにも，あったにもかかわらずですね，それをやっ

ぱり全額落とすというようなことは，いかがなものかなという思いもあり，確かに延ばすことについて

ね，皆さんが説明をしたということだけれども，コロナ禍が収まらなければ，ずっと先延ばしになるの

かね。その辺を含めて，具体的にやはりしっかりと説明がほしいと思いますが，いかがでしょうか。 

 

市長（朝山 毅君） 決してコロナ禍の中においてという気持ちで，その先送りしているわけじゃござい

ません。ここは，議会の皆様方にも御理解をいただきたいと思いますが，今回の予算編成について，大

変職員，苦労いたしました。算定が難しい。ようやく先ほどお話が出ております市税についても，昨

年，初めて４１億円相当になりました。今回は，市税は２億７，０００万円落としているはずです。そ

のようなことにおいて，そういう状況下が判断しづらいと，これの影響は何かと言うと，やはりコロナ

対策，経済状況だ。経済実態だということの中で，安定した状況下を想定して，事業を計画するという

のが非常に難しいところがあると。暫くコロナが収束するような状況を，間をいただき，その中におい

て，我々もしっかり，その間には国勢調査も判然としたものが出てくるという中で，やはりしっかりし

た向こう１０年間の奄美市の行く末を議会に諮り，市民に御理解いただくような計画を，責任を持って

策定したいというふうなことであって，これはお互いの意見の相違があるかもしれませんが，御理解を

いただきたいと申し上げているところでありますので，一つ，関議員においても，高邁な関議員で，財

政にも詳しい方ですから，よく判断をなさっていただくようにお願いします。 

 

１４番（関 誠之君） 褒められたのか，ちょっとその辺分かりませんが，財政はですね，やっぱり一番

大事なことですから，金が幾らあって，どこにどう使えるというのが分からないで，私たちやっている

わけじゃないんで，議員も一生懸命頑張っているということだけは認識をしていただきたいというふう

に思います。 

 最後になりますけれども，その総合計画のね，やはり例えば骨子なりの大きなものだけ，しっかりと

目標を立てて。例えば，自然，人，文化が共につくるきょらの島という大きな目標があるわけですよ

ね。それに，五つぐらいの項目があるわけですから，そういった概要的なものも含めて，やはり考えて

いただきたいということを，一応，提案を申し上げておきますので，よろしくお願いをいたします。先
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ほど，財政のこと言いましたけれども，本当に令和３年度の普通建設事業の予算額３０億円は，この１

０年間の平均に比べても，市の経済を回すには低すぎるんではないかと。やはり，この１年間，コロナ

をこう経験した市長が先頭に立ってですね，このコロナ禍の経済を回復させるためにも，積極的に予算

措置をすべきと考えますけれども，そういう中で，コロナ禍の問題も少しずつ前に進んでいくのではな

いかと思いますけれども，市長，見解があればお聞かせいただけますか。 

 

総務部長（三原裕樹君） 令和３年度の当初予算，議員ございましたが，その前に繰越予算もございま

す。先ほど，議員からも１５か月予算という話，ございましたが，その繰越予算と合わせるとそれ相当

の普通建設事業になりますので，その辺については御理解をいただきたいというふうに思います。 

 

１４番（関 誠之君） はい，いろいろ議論したいんですけれども，時間がございませんので，次の項目

に移りたいと思います。 

 令和２年度予算における新型コロナウイルス感染対策事業の成果と今後の追加事業についてというこ

とで，通告してありますので，この件については，同僚議員に，奥議員，また，安田議員の答弁で詳細

にしていただきましたので，よく理解できました。ただ１点だけ。財政調整基金の話も先ほど出ており

ましたけれども，１２月補正後が３１億８，９８６万２，０００円という，７，０００円ということ

で，財調がまだ余裕があると言いますか，しっかりありますので，是非，今後，追加事業，追加支援事

業として，この財調を使っていただきたいと。私が調べたところによりますと，財調というのは，いわ

ゆる標準財政規模の１０パーセントぐらいあれば，何とか行くんじゃないかというようなことでありま

すから，財政，標準財政規模が，今，１６８億円ぐらいですので，２０億円ぐらい残しても，あと財源

的には１０億円ぐらいございますので，コロナ禍を見据えてですね，しっかりと追加の支援事業，やっ

ていただきたいと思いますが，その辺について，あればお願いいたします。 

 

総務部長（三原裕樹君） 標準財政規模は確かそうですけれども，我々の自治体，この人口規模の自治体

にしては，予算規模はかなり大きうございます。そういうことで，標準財政規模にすると２０億円程度

かもしれませんが，やっぱり災害も大きい地域でございますので，その辺については，しっかりと財調

は積み立てるというふうに考えております。その中で，今後の追加支援事業につきましては，感染リス

クが高まる状況等に対応しながら，今後，検討すべき課題はあると考えておりますが，財政出動は必要

に応じてしっかりとやっていきたいというふうに考えております。それから，財源につきましては，財

調のお話もございましたけれども，国の臨時財政調整交付金，これ，３次分が，また，予定をされてお

ります。そういったのも活用しながらですね，しっかりとやっていきたいというふうに考えておりま

す。 
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んです。一般財源はと言いますと３億６，２３０万９，０００円，いわゆる５．８７パーセント。これ
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少しこの５．８７パーセントは市の財源を使ってもいいのではないかと。災害のこともよく理解をして

おりますので，２２，３年だったかな，かなりのそういった財源がいったというのも分かっております

から，是非，市民に寄り添ったですね，追加事業をお願いをしたいというふうに思います。 

 次にまいります。次は，働き方改革。奄美市の働き方改革ですか，におけるＲＰＡ導入の現状と，そ

の後の計画，課題ということで通知してありますので，その件について，お答えいただけますか。 
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総務部長（三原裕樹君） まず，このＲＰＡの意図，ＡＩ，ＲＰＡの実証実験の，昨年の実績でございま

すが，ふるさと納税，軽自動車税，健康管理，予算査定，納付書発行，この５業務について，ＲＰＡ化

を検証いたしております。導入の効果といたしましては，データ入力の自動化，それから，正確性の向

上，業務プロセスの可視化，こういったものの定性的な効果。それから，年間５０８時間の業務時間の

削減。そういった定量的な効果，そういったものが得られているところでございます。今後もですか。 

 

１４番（関 誠之君） 職員採用における人材確保，これが一番大事なことだと思いますけれども，庁内

における人材育成を含めて，どのように図っていくのか。お示しいただきますか。 

 

総務部長（三原裕樹君） 本市では職員採用試験において，情報処理技術者としての採用枠，これは設け

ておりません。しかしながら，これまでに採用された職員の中には，民間企業で情報処理技術者として

の業務経験のある職員，それから，大学で情報処理を専攻した職員，こういった職員がおります。これ

らの職員を含め，多くの職員が専門研修や多種多様な行政事務，これを経験することで，シナリオの作

成，これＲＰＡ化と言いますけれども，それができる，デジタルに強い職員として成長していけるよう

に，専門的な人材研修にも取り組んでいきたいというふうに考えております。 

 

１４番（関 誠之君） ＡＩ，ＲＰＡ導入の現状は，同僚議員のことでよく分かりましたので，そういっ

たものが進んだ場合の問題点があると思いますが，問題点を把握しておれば，お示しをいただきたいと

いうことと，デジタル担当部署の新設ということでありますから，その目的，また，そういったものが

進んでいくと，奄美市行政の将来像的なものが見えておれば，お示しください。 

 

総務部長（三原裕樹君） まず，問題点ということでございますけれども，近年，多くの自治体では人口

減少や都市部への人口流出，それに伴う地域経済の低迷等により税収が落ち込む。その一方で高齢化に

よる介護や医療等の対応，社会インフラの維持などが求められております。このような中，住民が安心

して生活をし，地域経済を維持，向上させるためには，限られた行政経営資源の中でＡＩ，ＲＰＡのＩ

ＣＴツールを活用し，質の高い公共サービスを提供することが，自治体の喫緊の課題であるというふう

に考えております。 

 それから，デジタル担当部署の目的ということでございますが，国も行政のＩＴ化を強力に推進する

ために，９月にデジタル庁を新設するという予定にしていること。それから，先ほど来御質問いただい

ておりますけれども，ＡＩ，ＲＰＡなどの新たな技術を活用した働き方改革，これが求められること。

それから，ＧＩＧＡスクール構想の具現化に向けた取組。現在，分散をしている，そういった電算管理

業務を一元をして，対応力の強化を図る。これが目的でございます。 

 それから，将来像ということでございますが，全国的に少子高齢化，人口減少によりまして，自治体

に従事する労働力も現状から半減される，そういった状況も想定されることが，いろんな報告がでてお

ります。その中でも，必要な行政サービスを維持するためのスマート技術の活用の必要性を指摘されて

いる，そういった報告もございます。その上で，２０４０年，２０４０年問題っていうの，ございます

が，その奄美市行政の将来像についてでございますが，目まぐるしく変わる社会情勢の中で，今後も行

政サービスを維持し，これまで質問いただいたＡＩ，ＲＰＡ，そういった技術を導入していくことで，

地域の実情に即した質の高い市民サービスのあり方，また，その時々の社会情勢を的確に捉えた行政運

営が重要というふうに認識しております。以上でございます。 

 

１４番（関 誠之君） はい，ありがとうございました。これ，２月２５日の地元新聞ですけれども，テ

レワーク導入，運用へというようなことが載っておりまして，最大２１０人が実施している，環境整備
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をしていると。現在は，一部職員で実験的に行っているが，関係各課と調整をして，正式な運用に乗せ

たいというのが出ておりましたが，もちろん，こういうほうに進んで行くと思います。そういう中で，

その労働環境，条件の変更も出てくるんではないかというふうに思いますので，私もこの２１０人云々

というのは，初めて新聞で分かったことで，そういったことが，働く労働組合等々とはどのような話し

合いがなされているのか，お伺いをしたいと思います。 

 

総務部長（三原裕樹君） 今のお話，委員会でのお話だと思いますけれども，そのとき，このコロナ禍で

テレワークという業務の，一つの手段ですけれども，手法ですね，そういったのが進められる中で，対

応できるものをどうするかということを，実証的に，今，実験をしている状況ですので，今後，これを

どうするかというのは，今後の検討となりますので，組合ともそういう話は，今後，したいというふう

に考えています。まだ，実証実験ということですので，その辺については御理解をお願いいたします。 

 

１４番（関 誠之君） 働く側と十分に話し合いをしてですね，納得の上，やっていただきたいというふ

うに思います。 

 次に，この行政手続きにおける脱ハンコ。これは，同僚議員のありましたので，１点だけ。この行政

事務の廃止できる可能性のある数があれば。また，そのことについて，いつ頃までにどうできるのか，

分かりましたら教えていただきたいと思います。 

 

総務部長（三原裕樹君） 現在，全庁的に押印を求めている全ての手続きの洗い出しをしている最中でご

ざいますので，件数を示すことは，今現在，難しいというふうな状況でございますが，今後，そういっ

たものをマニュアルに沿って見直しながら進めていく予定にしておりますので，見直す中で，また，御

説明したいと思います。以上でございます。 

 

１４番（関 誠之君） そのようなときになったら，また，議論をいたしたいと思います。 

 次に，その他の施策について。（１）の大学設立可能性調査における共同キャンパスの取組について

ということであります。共同キャンパスの実現に向けた取組についてお示しをいただきたいというもの

と，平成２９年度３月の奄美大島大学設立等可能性調査は，その後，どのような検討がなされ，活用が

行われているのか，お答えをいただきたいと思います。平成２９年度に，その可能性調査やったときに

は，施政方針には大学設立について議論を進めてまいりますというふうにありますが，３０年度には記

載がなくて，今に至っているということで，３１年度には共同キャンパスの設置に向けた検討とか，事

業の具体化を進めるというようなニュアンスに変わっておりますが，それについて御答弁ください。 

 

総務部長（三原裕樹君） まず，共同キャンパスに関する取組でございますが，この共同キャンパスにつ

きましては，多様な関係人口による地域活性化，人材参画を促進する事業として位置付けた上で，教

育，研究，社会貢献，この三つの機能を核に事業を展開をすることとしております。また，共同キャン

パスの具体化に向けては，人材の確保，知の集積を行う場の検討など，様々な課題がございますが，ま

ずは５市町村における連携事業として，奄美大島５市町村でフィールドワークを行う研究者等を招いて

のシンポジウム，これを開催することを申し合わせていたところでございます。しかしながら，新型コ

ロナの影響によりまして，シンポジウムを取りやめることとなったほか，また，令和２年度には多くの

大学等において，来島していたフィールドワーク等が見送られた，こういった状況がありまして，周辺

環境に変化がございました。この共同キャンパスにつきましては，この具体化，発展を期待する声もい

ただいておりますけれども，現時点においてはそのような状況で，具体的な取組ができていないという

状況でございます。このことについては，今後，５市町村で断続的な意見，これは大学も含めてです

ね，それを継続をしておりますので，今後，また，御理解，継続して取り組んでまいりたいというふう
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に考えております。 

 それから，可能性調査の活用ですけれども，平成２８年度にこの大学設立可能性調査，これができ上

っております。その中で，いろんなヒアリング，そういったこともいたしました。現状といたしまして

は，私立大学，半数近くが定員割れと。それから，もう関係者のヒアリング，これは生徒，保護者含め

てですけれども，島外意向が強いと，そういった状況で，卒業後の就職先まで含めた制度の検討が必要

という声がございました。また，設立に関して，運営も含めてですけれども，多額の費用が必要となる

ことも報告をされたところでございます。この結果を受けまして，平成２９年度で３回にわたって有識

者会議を開催し，奄美大島に大学等設置，または，誘致することの可能性，それらに類似する各種施策

について，様々な御意見，御提言をいただきました。その有識者会議から提出された意見具申が共同キ

ャンパスというふうになっているということでございます。 

 

１４番（関 誠之君） 今，共同キャンパスの件で，大学を含めてということでありますから，この大学

の設立可能性が消えたわけではないというふうに解釈してよろしいんですか。 

 

総務部長（三原裕樹君） その有識者会議の中では共同キャンパスを設置するほうが望ましいという報告

を受けたということでございます。 

 

１４番（関 誠之君） ごめんなさい。今，言ったことは理解をしますけれども，元々大学設立可能性調

査ですから，できるかできないかということでしょうけれども，高等教育機関をつくるということは，

総合計画を含めて，ずっとやってきたことですよね。高等教育機関というのは，短大から大学，その上

の大学院とかと思いますけれども，再度，お聞きしますけれども，大学のこの設立の可能性もなくなっ

たというふうに理解をしてよろしいんでしょうか。 

 

総務部長（三原裕樹君） 設立の可能性がなくなったと申しているわけじゃありませんで，その有識者会

議の中では，まずは共同キャンパス，そういったものを進めたほうが望ましいという結果だったという

ことでございます。 

 

１４番（関 誠之君） 大学の設立も含めてですね，まずそこからやっていこうということだというふう

に理解をしたいと思います。 

 それで，あと，奄美看護専門学校の経営状況と将来展望をどのように認識しているかということ。同

僚議員が１１月の９日にですね，龍郷，大和村との議員有志ということで，現状の報告，島内の自治体

の支援，また，奄振事業の可能性等々を議論をされてきたようでありますし，議会の中でもそういった

ことについて発言があったと思います。そういう中で，この奄美看護専門学校の経営状況と将来展望を

どのように認識しているのかということが１点。二つ目は，奄美看護専門学校を公立短期大学に昇格さ

せ，持続可能で安定的な経営を目指すべきではないかという市民の声がありますけれども，市としての

見解があればお聞かせをいただきたいと思います。 

 

総務部長（三原裕樹君） まず，奄美看護福祉専門学校の経営状況についてでございますけれども，全国

的にも少子高齢化が進み，入学者数の確保が困難になるという，学校経営を取り巻く厳しい環境は同様

だというふうに考えております。その中で，学校側といたしましても，学科の統一，そういった，募集

停止，そういったものもしながら，経営安定化に向けた努力を続けておられるものというふうに認識を

しております。 

 それから，公立短期大学という話がございましたが，本市としての見解という御質問でございます

が，先ほどの答弁ともちょっと重複いたしますが，専門学校におかれましては，独自に，今，学科の募
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に考えております。 
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っております。その中で，いろんなヒアリング，そういったこともいたしました。現状といたしまして

は，私立大学，半数近くが定員割れと。それから，もう関係者のヒアリング，これは生徒，保護者含め

てですけれども，島外意向が強いと，そういった状況で，卒業後の就職先まで含めた制度の検討が必要

という声がございました。また，設立に関して，運営も含めてですけれども，多額の費用が必要となる

ことも報告をされたところでございます。この結果を受けまして，平成２９年度で３回にわたって有識

者会議を開催し，奄美大島に大学等設置，または，誘致することの可能性，それらに類似する各種施策

について，様々な御意見，御提言をいただきました。その有識者会議から提出された意見具申が共同キ

ャンパスというふうになっているということでございます。 

 

１４番（関 誠之君） 今，共同キャンパスの件で，大学を含めてということでありますから，この大学

の設立可能性が消えたわけではないというふうに解釈してよろしいんですか。 

 

総務部長（三原裕樹君） その有識者会議の中では共同キャンパスを設置するほうが望ましいという報告

を受けたということでございます。 

 

１４番（関 誠之君） ごめんなさい。今，言ったことは理解をしますけれども，元々大学設立可能性調

査ですから，できるかできないかということでしょうけれども，高等教育機関をつくるということは，

総合計画を含めて，ずっとやってきたことですよね。高等教育機関というのは，短大から大学，その上

の大学院とかと思いますけれども，再度，お聞きしますけれども，大学のこの設立の可能性もなくなっ

たというふうに理解をしてよろしいんでしょうか。 

 

総務部長（三原裕樹君） 設立の可能性がなくなったと申しているわけじゃありませんで，その有識者会

議の中では，まずは共同キャンパス，そういったものを進めたほうが望ましいという結果だったという

ことでございます。 

 

１４番（関 誠之君） 大学の設立も含めてですね，まずそこからやっていこうということだというふう

に理解をしたいと思います。 

 それで，あと，奄美看護専門学校の経営状況と将来展望をどのように認識しているかということ。同

僚議員が１１月の９日にですね，龍郷，大和村との議員有志ということで，現状の報告，島内の自治体

の支援，また，奄振事業の可能性等々を議論をされてきたようでありますし，議会の中でもそういった

ことについて発言があったと思います。そういう中で，この奄美看護専門学校の経営状況と将来展望を

どのように認識しているのかということが１点。二つ目は，奄美看護専門学校を公立短期大学に昇格さ

せ，持続可能で安定的な経営を目指すべきではないかという市民の声がありますけれども，市としての

見解があればお聞かせをいただきたいと思います。 

 

総務部長（三原裕樹君） まず，奄美看護福祉専門学校の経営状況についてでございますけれども，全国

的にも少子高齢化が進み，入学者数の確保が困難になるという，学校経営を取り巻く厳しい環境は同様

だというふうに考えております。その中で，学校側といたしましても，学科の統一，そういった，募集

停止，そういったものもしながら，経営安定化に向けた努力を続けておられるものというふうに認識を

しております。 

 それから，公立短期大学という話がございましたが，本市としての見解という御質問でございます

が，先ほどの答弁ともちょっと重複いたしますが，専門学校におかれましては，独自に，今，学科の募
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集停止など，そういったもので学校経営の安定化の努力を続けておられる現状でございます。当時の名

瀬市及び大島郡医師会，そういった要望もあり，開校に至った学校でございます。日頃からの学生のボ

ランティア活動をはじめ，地域貢献活動，そういったものにも熱心に取り組んでいただいているところ

でございます。同校のあり方ということにつきましては，学校経営という観点でございますので，学校

法人側の御意向，これが一番だと，一番に尊重されるべきだというふうに考えておりますので，御理解

をいただきたいというふうに考えております。 

 

１４番（関 誠之君） はい，ありがとうございました。議会でも報告がありましたとおり，３０年度が

１４０名の６８名。３１年度は８０名の５８。令和２年度は８０名のうち５１名の入学ということで，

かなり苦戦をしておることは，もう理解をしていらっしゃると思いますので，是非，この持続可能で安

定的な経営をですね，しっかりと，島内自治体の支援をあげながら，頑張っていただきたいというふう

に思います。 

 時間がありませんが，世界自然遺産の登録の現況とビジターセンターの建設についてということで挙

げてありますが，登録延期の際，どのような宿題で，それをどうこなしたかということについては，理

解をいたしました。同僚議員の質問にもありました。そして，５月頃にＩＵＣＮ，情報はありますか

と，今のところありませんということですから，それも良としたいと思います。できれば，情報を取る

努力もですね，一生懸命頑張っていただいて，できることはしっかりとやっていくというふうにやって

いただきたいと思います。最後になりますけれども，環境省の予算要求で世界自然遺産登録推薦事業と

して１億２，０００万円。また，世界自然遺産保全管理拠点施設整備として３，５００万円という概算

要求をしたようでありますけれども，２０２１年度の本予算にどのようなことで織り込まれたのか，内

容があれば，また，その内容までお聞かせください。お願いをいたします。 

 

総務部長（三原裕樹君） 国の令和３年度当初予算中の世界遺産登録推進事業１億２，０００万円につい

て，確認をいたしましたら，奄美・沖縄の世界自然遺産登録及び登録後の適正な遺産価値の管理を目的

とした会議運営。それから，ＩＵＣＮからの勧告及び要請事項等に対応する環境省の経費として計上を

されているということでございました。また，同予算案中の世界遺産保全管理拠点施設等整備費３，５

００万円につきましては，これは徳之島に整備予定の世界遺産センターの基本設計費として計上されて

いると。なお，住用地区のマングローブパーク内に整備予定の世界遺産センターにつきましては，令和

２年度の補正予算で同様の整備費として６億４，０００万円，これが確保をされております。同センタ

ーの規模といたしましては，木造平屋建て約６００平米を予定しておりまして，現在，実施計画を行う

とともに，来年度の着工に向け，準備を進めているというふうに伺っております。以上でございます。 

 

１４番（関 誠之君） はい，ありがとうございました。大学の可能性を提唱していた高元昭紘ＡＰＵ名

誉教授の言葉ですけれども，決断するのは設立したいか否かの決断であると。なぜできないかじゃな

く，常にどうすればできるか考えること。大学の設立は樹木を植え，育てることと似ていると。大事に

育てれば，大きく育つということを，私もしっかりと胸に刻んでですね，頑張ってまいりたいというふ

うに思います。 

 以上で，私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

 

議長（与 勝広君） 以上で，社会民主党 関 誠之君の一般質問を終結いたします。 

 これにて，本日の日程は終了いたしました。 

 ３月１１日，午前９時３０分，本会議を開きます。 

 本日はこれをもって散会いたします。（午後５時００分） 
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議長（与 勝広君） おはようございます。ただいまの出席議員は，１９人であります。会議は成立いた

しました。（午前９時３０分） 

 これから，本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は，お手元に配付してあります議事日程第３号のとおりであります。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程に入ります。 

 日程第１，議案第１号 令和２年度奄美市一般会計補正予算（第１２号）についてから，議案第１２

号 工事請負契約の変更契約の締結についてまでの１２件について，一括して議題といたします。 

 ただいまの議案に関する各委員長の審査報告を求めます。 

 最初に，文教厚生委員長の審査報告を求めます。 

 

文教厚生委員長（竹山耕平君） おはようございます。御報告申し上げます。文教厚生委員会は２月１８

日の１日間開会し，当委員会に付託されました議案第１号から議案第５号及び議案第１０号から議案第

１２号の８件について，慎重かつ丁寧に審査いたしまいた。８件の議案につきましては，お手元に配付

してあります文教厚生委員会審査報告書のとおり，全て全会一致で可決すべきものと決しました。 

 以下，主な審査内容について御報告申しあります。 

 はじめに，議案第１号 令和２年度奄美市一般会計補正予算（第１２号）中，２款総務費中の関係事

項及び３款民生費及び４款衛生費について補足説明があり，その主なものにつきましては，２款総務費

１７目新型コロナ感染症緊急対策費のうち，１，９８０万の減額は，国の事業で国民１人に１０万円の

特別定額給付金事業が終了したことによるもの。実績として，４万２，７１４名に給付されました。ま

た，新生児特別給付金１９０万円の減額は，令和２年４月２８日以降に産まれた子供１人当たり１０万

円を支給する市単独事業で，３月末までの出生分を見込み減額するものであります。その他につきまし

ては，主にコロナ関連により，事業の未実施であったこと。また，今年度の事業費確定見込みによるも

のであります。 

 委員より，コロナ禍の中の各種予防接種業務についての質疑があり，令和元年度の６５歳以上のイン

フルエンザ予防接種率の５２．８パーセントに対し，今年度については，１０月以降の自己負担額１，

５００円を無料としたことから，６７．４パーセントの接種率と増加したということであります。 

 また，新生児特別給付金の実績についての質疑に対し，今年１月１３日までに産まれた対象者は２０

４名。今後も含めた支出予想額として２８０名分を予想しているということであります。 

 また，母子家庭高等職業訓練促進給付金事業について質疑があり，昨年度は１３名，令和２年度につ

いては看護師１２名，保育士・介護士２名，美容師１名の合計１５名が対象となったこと。 

 また，住居確保給付金についての質疑に対し，今年１月３１日現在の実施世帯数は２８世帯４８名，

支給済み額３７９万６，９００円であります。 

 ほかにも，ひまわり寮の入居者の状況並びに老朽化していることから改修工事の必要性について。子

育て保健福祉総合施設の不動産鑑定業務について。介護給付等事業費，成年後見制度について質疑があ

りましたが，この際，省略をいたします。 

 次に，２款総務費中，関係事項及び１０款教育費について補足説明があり，その主なものにつきまし

ては，新型コロナ感染症緊急対策事業の消耗品費１，１５０万円は，各学校における対策を引き続き行

うために増額計上を行うもの。また，社会教育費中の工事請負費，市民交流センター１億１，７７３万

７，０００円の減額は，市民交流センター整備事業における令和２年度の事業費確定により減額を行う

もの。また，高精細映像制作事業の５９８万５，０００円は，先の対策事業第３弾の事業の中で，奄美

大島の秋，冬，昼，夜の自然に関する映像を制作し，引き続いて奄美大島の春，夏，昼，夜の映像を作

成するものでございます。 

 委員より，離島留学助成金の実績と見通しについての質疑に対し，本年度４月当初で５名を受け入れ
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議長（与 勝広君） おはようございます。ただいまの出席議員は，１９人であります。会議は成立いた

しました。（午前９時３０分） 
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項及び３款民生費及び４款衛生費について補足説明があり，その主なものにつきましては，２款総務費

１７目新型コロナ感染症緊急対策費のうち，１，９８０万の減額は，国の事業で国民１人に１０万円の

特別定額給付金事業が終了したことによるもの。実績として，４万２，７１４名に給付されました。ま
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たが，１学期をもって２名が帰り，現在，３名を受け入れている。来年の募集については，地域の区長

と協議した結果，コロナの状況から新規の募集は見合わせることにするが，収束状況を見ながら，活性

化協議会とともに協力し，受入態勢を努めてまいりたい。また，親子留学の相談もきていることから，
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の自然を紹介することと併せ，島内のクリエイター事業者においても多大な影響を受けていることか

ら，事業者支援の一環も兼ねているということです。 

 そのほかにも質疑がありましたが，この際，省略をいたします。 

 次に，議案第５号 令和２年度奄美市ふるさと人材育成資金特別会計補正予算（第１号）について審
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 補足説明の主なものは，令和３年度からこれまでの特別会計を廃止し，基金による運用を予定。その

ために，今回の補正において，歳出の繰出金を確保し，併せて歳入に同額の予算確保を行い，廃止を行

うものであります。なお，今後の基金の運用管理については，毎月の貸付額や返済額，また，残高な

ど，運用状況管理を行うことから，決算時において明確に提示を行いたいということでありました。 

 委員より，基金状況についての質問があり，現在，基金として３億２，３４３万８，０００円。その

内訳として，２月１５日現在，貸し付けている債権残高が１億６，３２２万４，２３３円。特別会計の

歳入歳出差引額２，６９１万９，６６２円。定額預金８，０００万円。従来の基金残高５，３２９万

４，１０５円であります。 

 また，滞納状況についての質疑に対し，現在の滞納額は３，５１３万８，３８２円で，昨年に引き続

き減少している。滞納への取組として，全返還者への返還状況の通知。滞納者と現年度未納者への未納

分通知及び納付書発送を行い，納付状況を把握することで，返還者本人や保護者からの連絡や納付につ

ながったこともあり，滞納額が減少傾向にあるということであります。今後も継続して滞納解消に努め

ていくということでありました。 

 次に，議案第１０号から議案第１２号の工事請負契約の変更契約の締結につきましては，奄美市市民

交流センターに関連する案件でありましたので，一括して審査を行いました。 

 補足説明の主なものとして，地方自治法９６条第１項第５号及び奄美市議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により，議会の議決を求めるものと同時に，今回の変

更契約は１２月議会において可決された債務負担行為補正に伴うもので，設計内容や工期延長による諸

経費の変更に伴い，変更契約を行うものであります。 

 議案第１０号 建築工事主体の変更契約の相手方は，現在，建設を請け負う東急・前田・丸三特定建

設工事企業体で，契約金額は１９億８，２３０万９，０００円。議案第１１号 空調設備工事変更契約

の相手方は，現在，工事を請け負う，隈元・有村特定建設工事企業体で，契約金額は２億５，１９７万

２，０００円。議案第１２号 電気設備工事変更契約の相手方は，現在，工事を請け負う，高田・玉野

特定建設工事企業体で，契約金額は２億８，４１０万円であります。 

 委員より，当初の金額に対し，３億１，１４０万９，０００円増となり，１５パーセントを超える高

額な変更契約となっていることに対する質疑に対して，特例措置に関する分として，国交省からの通知

により，令和２年３月に適用する労務単価の運用に係る特例措置として，新労務単価に置き換えること

が示され，そのことに対応した２４４万９，０００円と，間接費として，島外からの職人を手配せざる

を得なかったことから，１億９１４万５，０００円。また，設計変更分として，建設汚泥の処理に９，

８８８万４，０００円と，外構工事等の６，０１９万２，０００円であるということです。これは，今

回の建設工事が３度の入札により落札されたことを受け，工期，スケジュールの関係があったことか

ら，本体工事に合わせた追加工事として，工期短縮を図ったことによるものであります。 

 また，委員より，間接費等の特記事項についての記載方法についての質疑に対し，入札時の公告の中

に留意事項として記載し，労働者確保に要する間接費の設計変更についても明記しているということで
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あります。このことにより，専門職等の必要な場合に，当初から見込め，予算計上できるものと，島内

の労務事情の状況によっては，地元業者で施工できない事態の場合，島外からの労働者確保に要する費

用を確保できるとしており，当初ではこのような事態は積算基準上，適正ではないことから，見込むこ

とができない。留意事項として記載し，対応が可能としているということであります。 

 そのほかにも質疑がありましたが，この際，省略いたします。 

 次に，議案第２号 令和２年度奄美市国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）について審査を

行いました。 

 委員より，出産育児一時金，県支出金，人間ドック利用補助金等質疑がございましたが，この際，省

略をさせていただきます。 

 次に，議案第３号 令和２年度奄美市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算（第４号）に

ついて審査を行いました。 

 特に，質疑等はございませんでした。 

 次に，議案第４号 令和２年度奄美市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）について審査を行い

ました。 

 委員より，国庫支出金の交付金について質疑があり，平成３０年度に創設された交付金で，高齢者の

自立支援や重度化防止，介護予防など，国が定めた評価に対する市町村の実績から自己採点を行うこと

により，交付金が算出されるということであります。努力支援交付金については，今年度から新たに創

設され，保険者が介護予防に資する地域支援の中の四つの事業に予算を確保し，取り組んでいるかどう

かということであります。 

 また，介護保険事業費準備基金についての質疑に対し，準備基金はこれまでの剰余金を積み立ててい

くもので，令和２年度は１月末現在で２億１６９万５，６９７円。基金の使途として，基金から保険給

付に充てることができ，５０億円規模の特別会計の中，２億円程度の基金を用意しているというもので

あります。毎月の支払い自体が約４億円となっており，１５日分程度の基金しかないことから，介護予

防に今後も努力を積み上げながら，支払い給付の適正化に関しても，事業者とともにしっかりと精査を

行うことにより，適切な給付に努めていきたいということでありました。 

 以上で，文教厚生委員会の審査報告を終わります。 

 なお，御質疑等ございましたら，他の委員の協力を得てお答えをいたします。よろしくお願い申し上

げます。 

 

議長（与 勝広君） 次に，産業建設委員長の審査報告を求めます。 

 

産業建設委員長（橋口耕太郎君） おはようございます。御報告申し上げます。産業建設委員会は，２月

２２日の１日間開会し，慎重かつ丁寧に審査をいたしました。審査結果については，皆様のお手元に配

付してあります議案３件について，審査報告書のとおり，全て原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

 はじめに，議案第１号 令和２年度奄美市一般会計補正予算（第１２号）中，関係事項について当局

より補足説明があり，以下，主な質疑について御報告をいたします。 

 委員より，商工費観光施設管理費の委託料４，１４３万２，０００円の支援金について，各施設への

支援金の規定や金額の割り振りについて質疑があり，当局より，指定管理者施設の支援額の算定は，平

成３１年３月から翌年の２月の利用料金収入と，令和２年３月から今年の２月までの利用料金収入を差

し引いた額が収入が減った額となり，それに，コロナ関連で支給された給付金と国の持続化給付金等を

差し引いた額を算定基礎額，利用料の減という形で見込んだ。それに，市が設定した負担割合，全ての

総収入額に占める指定管理料の割合で，指定管理料が多ければ影響が少なく，指定管理料が少なければ

利用料金頼みという観点から，それぞれの負担割合を決め，先ほどの算定基礎額に市の負担割合を乗じ
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差し引いた額を算定基礎額，利用料の減という形で見込んだ。それに，市が設定した負担割合，全ての

総収入額に占める指定管理料の割合で，指定管理料が多ければ影響が少なく，指定管理料が少なければ

利用料金頼みという観点から，それぞれの負担割合を決め，先ほどの算定基礎額に市の負担割合を乗じ
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た額と，指定管理料が占める割合で設定をした。支援金には上限額があり，それと比較して，いずれか

低いほうの額を，今回の算定額としたとのこと。 

 委員より，新型コロナ感染症緊急対策事業の委託料，奄美観光受入態勢構築誘客促進事業のワーケー

ションについて質疑があり，当局より，近年，旅行しながら仕事ができるというワーケーションについ

て，新たな働き方，多様な働き方の一つとして注目されている。その中で，全国の大手企業，観光の大

手企業が企業内スタッフにアンケートした結果，ワーケーションしてみたい国内スポットランキング

で，奄美大島が１位となった。この追い風を受け，本市としてコロナ禍においても，観光地や帰省先な

ど，自宅以外でリモートワークをする過ごし方，旅行しながらのワーケーションなどに注目し，推進し

ていかなければと考えている。その中で，既存の施設の活用はもちろん，更に，行政でも後押しする施

策を展開し，奄美らしいワーケーションスタイルの構築業務として７７１万３，０００円。ワークスペ

ース整備補助金１５０万円及びワーケーションインセンティブ補助金５０万円，これらをセットとした

９７１万３，０００円の事業を，奄美らしいワーケーションスタイル構築事業と位置付け，来年度，積

極的にワーケーションを誘致していこうと考えているとのこと。 

 複数の委員より，商工振興費の助成金，廃止路線代替バス運行補助金について，特定財源の部分で，

国・県支出金が減額となった理由と，赤字となった場合のルール，あるいは上限額等について。また，

現行１社でバス事業を運営しているが，新規事業等の情報の有無についての質疑があり，当局より，こ

の補助金は市内の住民の生活路線を守るための補助金で，市が拠出している。国・県補助金の減額は，

バス事業の会計が１０月から９月までの会計となっており，一昨年前の補助事業の確定額が今年度の予

算で県負担金として計上される。その部分を歳入で減額しているもの。また，今回，増額に関する県負

担金は，来年度に増額されると見込んでいる。赤字等のルール，上限額については，例年，かかる費用

の平均額を予算措置し，毎年度，３，５００万円の予算を計上している。今年度はコロナの影響などに

より，外出自粛の中，地域の皆さんの足は止めてはならないということで，今回，増額をした。予算の

執行は，しまバスと年度当初に可能な範囲，当初予算の中で，事業者にも営業努力をしてもらい，そし

て，費用も節約するなどを申し合わせて，契約，覚書を交わしている。ただ，本年度はコロナ関係で致

し方ないという部分があり，特例によりかかった費用の部分について増額補正を行った。この廃止路線

代替バスの事業は，この一つの事業しかない。ただ，コロナの特例を踏まえ，国でもこの補助に該当す

る基準の緩和を令和２年度補助金から実施するという情報がきている。実際に１路線当たり何名以上と

か，収支率が何パーセント以上などの数字は明らかにされていないが，一定数，これまで補助対象外の

路線についても対象とみられるように，国で基準の緩和を行うと示されている。奄美市で該当になる路

線があるかは，来年の９月までの利用実績を見て判断されることになる。そこで，該当がされれば，補

助金の増額も出てくるのではないかとのこと。 

 委員より，畜産振興費の負担金補助及び交付金，肉用牛生産基盤維持緊急支援対策事業費補助金につ

いて，今回，１２０万円増額されているが，繁殖雌牛，自家保留牛の頭数がどれぐらい増頭されたのか

について質疑があり，当局より，当初予算で３００万円，今回の補正で１２０万円，合計４２０万円計

上している。この肉用牛生産基盤維持緊急支援対策事業は，繁殖雌牛を導入する際に１頭７万円。自家

保留牛は１頭３万５，０００円を助成するという内容。今年度の見込みは，現在，８４頭の導入を行っ

ている。内訳は，購入牛で３６頭，それから，自家保留牛で４８頭となっている。繁殖雌牛の頭数は，

平成２９年度８１６頭，３０年度８１８頭，令和元年度８０６頭となっており，昨年度の実績が７１頭

３０８万円で，今回，今現在で８４頭の導入があり，この事業効果で増頭傾向にあると考えているとの

こと。 

 また，複数の委員より，繰越明許費の奄美海洋展示館リニューアル事業の事業費１億２，２００万円

余りについて，リニューアルの内容とこの事業の完成時期について質疑があり，当局より，今回のリニ

ューアルでは，海洋展示館の主に１・２階の展示施設にかかわる内容。使われていない部分の活用。展

示館全体の見栄え。また，観光に資するという内容で考えている。その中で，既存展示物があり，古い
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物があれば撤去を行い，水槽設備の新設，音響映像の設備，また，展示照明などの工事を行っていく。

リニューアルコンセプトである遊び，学び，体験に関するコンテンツを造作し，様々なゾーニングを予

定している。委託事業者からは，最新のもの，例えば近年話題になった，アマミホシゾラフグやホエー

ルウォッチングなどを子供たちにしっかり伝えていけるような施設を目指していきたい。また，完成時

期は来年度に入るとすぐ一番の観光時期である夏のシーズンを迎え，そこに工事を間に合わせるのはな

かなか難しい状況。夏の展示の時間を確保し，次のリニューアル工事に入っていくことを踏まえ，来年

度中の完成を見込んでいるとのこと。 

 委員より，繰越明許費の手花部節田線の道路整備事業の区間，工事内容等について質疑があり，当局

より，現在，平集落の中で，令和元年度の繰越工事と令和２年度の１工区，２工区，３工区の工事を同

時に行っている。繰越をした額の２，９１５万４，０００円は，現年度予算前払い分と支払い分を差し

引いた額を，完成払いも含め，繰り越すもの。工事の進捗は３月末完了予定だが，ぎりぎりとなる可能

性があるため，繰越をしたもの。工事は４月，５月には完了を目指しているとのこと。 

 そのほかにも，数件の質疑がありましたが，この際，省略をいたします。 

 次に，議案第６号 令和２年度奄美市水道事業会計補正予算（第３号）について，当局より補足説明

があり，複数の委員より，この事業所分９５万円の減免は，事業所から要望によるものなのか。また，

財源内訳についても質疑があり，当局より，基本料金の減免は商工情報課が行っている事業所支援給付

金とセットで行っている。その申請書の下段に水道，下水道基本料金減免を希望するかという欄を設

け，セットで申請をしていただいた。財源は，国の新型コロナ交付金の事業計画に，今回の減免分も載

せている。ただ，市全体の交付対象事業費と実際の交付金額に差が生じているため，最終的には財政課

の判断だが，全部充当，それとも，一部になるか，検討を進めているとのこと。 

 そのほかにも若干の質疑がありましたが，この際，省略をいたします。 

 次に，議案第７号 令和２年度奄美市下水道事業会計補正予算（第３号）について，当局より補足説

明があり，委員より，名瀬浄化センターの管理棟耐震補強工事の増額について，管理棟の今後の予定，

方向性などについて質疑があり，当局より，管理棟は耐震補強工事と更新工事と両方を予定している。

令和２年度から令和６年度までを目途に，現在のところは計画をしており，現存の建物を更新していく

予定とのこと。 

 そのほかにも若干の質疑がありましたが，この際，省略をいたします。 

 以上で，産業建設委員会の報告を終わりますが，御質問がありましたら，他の委員の協力を得てお答

えをいたします。よろしくお願いいたします。 

 

議長（与 勝広君） 次に，総務企画委員長の審査報告を求めます。 

 

総務企画委員長（川口幸義君） おはようございます。総務委員会は，去る２月２４日，付託されました

３件の案件について，全て丁寧に審査いたしました。 

 それでは，総務企画に付託されました，議案第１号 令和２年度奄美市一般会計補正予算（第１号）

中，総務企画委員会関係事項について及び議案第８号 奄美市土地開発基金条例を廃止する条例の制定

について並びに議案第９号 工事請負契約の変更契約の締結についてまでの，これらの議案３件につき

まして，お手元に配付してあります総務企画委員会審査報告書のとおり，全て原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 以下，その審査の結果について報告いたします。 

 議案第１号及び議案第８号，予算が関連するため，一括して審査を行い，採決は分割して行いまし

た。 

 当局より，議案第１号 令和２年度奄美市一般会計補正予算（第１２号）中，議会事務局所管分につ

いて，予算書の１９ページ１款１項１目議会費７５６万３，０００円の減額について，１節報償費の９
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物があれば撤去を行い，水槽設備の新設，音響映像の設備，また，展示照明などの工事を行っていく。

リニューアルコンセプトである遊び，学び，体験に関するコンテンツを造作し，様々なゾーニングを予

定している。委託事業者からは，最新のもの，例えば近年話題になった，アマミホシゾラフグやホエー

ルウォッチングなどを子供たちにしっかり伝えていけるような施設を目指していきたい。また，完成時

期は来年度に入るとすぐ一番の観光時期である夏のシーズンを迎え，そこに工事を間に合わせるのはな

かなか難しい状況。夏の展示の時間を確保し，次のリニューアル工事に入っていくことを踏まえ，来年

度中の完成を見込んでいるとのこと。 
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引いた額を，完成払いも含め，繰り越すもの。工事の進捗は３月末完了予定だが，ぎりぎりとなる可能

性があるため，繰越をしたもの。工事は４月，５月には完了を目指しているとのこと。 

 そのほかにも，数件の質疑がありましたが，この際，省略をいたします。 

 次に，議案第６号 令和２年度奄美市水道事業会計補正予算（第３号）について，当局より補足説明

があり，複数の委員より，この事業所分９５万円の減免は，事業所から要望によるものなのか。また，

財源内訳についても質疑があり，当局より，基本料金の減免は商工情報課が行っている事業所支援給付

金とセットで行っている。その申請書の下段に水道，下水道基本料金減免を希望するかという欄を設

け，セットで申請をしていただいた。財源は，国の新型コロナ交付金の事業計画に，今回の減免分も載

せている。ただ，市全体の交付対象事業費と実際の交付金額に差が生じているため，最終的には財政課

の判断だが，全部充当，それとも，一部になるか，検討を進めているとのこと。 

 そのほかにも若干の質疑がありましたが，この際，省略をいたします。 

 次に，議案第７号 令和２年度奄美市下水道事業会計補正予算（第３号）について，当局より補足説

明があり，委員より，名瀬浄化センターの管理棟耐震補強工事の増額について，管理棟の今後の予定，

方向性などについて質疑があり，当局より，管理棟は耐震補強工事と更新工事と両方を予定している。

令和２年度から令和６年度までを目途に，現在のところは計画をしており，現存の建物を更新していく

予定とのこと。 

 そのほかにも若干の質疑がありましたが，この際，省略をいたします。 

 以上で，産業建設委員会の報告を終わりますが，御質問がありましたら，他の委員の協力を得てお答

えをいたします。よろしくお願いいたします。 

 

議長（与 勝広君） 次に，総務企画委員長の審査報告を求めます。 

 

総務企画委員長（川口幸義君） おはようございます。総務委員会は，去る２月２４日，付託されました

３件の案件について，全て丁寧に審査いたしました。 

 それでは，総務企画に付託されました，議案第１号 令和２年度奄美市一般会計補正予算（第１号）

中，総務企画委員会関係事項について及び議案第８号 奄美市土地開発基金条例を廃止する条例の制定

について並びに議案第９号 工事請負契約の変更契約の締結についてまでの，これらの議案３件につき

まして，お手元に配付してあります総務企画委員会審査報告書のとおり，全て原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 以下，その審査の結果について報告いたします。 

 議案第１号及び議案第８号，予算が関連するため，一括して審査を行い，採決は分割して行いまし

た。 

 当局より，議案第１号 令和２年度奄美市一般会計補正予算（第１２号）中，議会事務局所管分につ
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６万３，０００円の減額については，昨年１２月３１日付で議員辞職があったことから，３か月分の議

員報酬を減額する。 

 次に，８節旅費６６０万円のうち，普通旅費１４０万円の減額については，コロナ禍による各種会合

の中止や，オンライン開催などにより，随行職員などの旅費を減額する。また，費用弁償５２０万円の

減額についても同様に，各種会合の中止やオンライン開催などによる議長の費用弁償８０万円の減額

と，常任委員会において，令和２年度の所管事務調査を見合わせることに決定したので，それに伴い，

２２名分の費用弁償４４０万円を減額している。このことから，議会費の予算現計は２億１，０７９万

８，０００円となるとの補足説明がありました。 

 議案第１号 令和２年度奄美市一般会計補正予算（第１２号）中のうち，総務所管分の主なものにつ

いて，補正予算の１９ページ２款１項１目一般管理費８節旅費について，市長，副市長，随行者にかか

る旅費だが，現状にて各種会議，行事，イベントなどが中止になったことにより，出張旅費の不用見込

額３００万円を減額したと説明があり。 

 続いて，補正予算書２１ページより，１項１７目１２節情報システム運用業務１，７００万円の内訳

について，本市基幹ネットワークを強化し，テレビ会議やテレワークを安定的に実行できる環境を構築

する事業費６５０万円と，ポストコロナにおける働き方改革の一環として，業務のペーパーレス化を推

進するため，タブレット端末や無線ＬＡＮ環境などを整備する事業費１，０７０万円であるなどの補足

説明がありました。 

 委員から，コロナに関わらず，次世代の働き方や仕事の効率性の面からも必要。いつ，どのタイミン

グで変えていくか，市民にも情報発信を要望があり，当局から，テレワークなどネットワーク環境の強

化を行う事業費として６５０万円。業務のペーパーレス化を推進するため，タブレット端末などの導入

や無線ＬＡＮ環境整備する事業に１，０７０万円，総額７２０万円計上。今後の働き方改革などを見据

えた取組が強化すると答弁がありました。 

 議案第８号 奄美市土地開発基金条例を廃止する条例の制定について，当局から議案第８号に関し

て，土地開発基金繰入金９，３８４万８，０００円は，土地開発基金の廃止に伴い，現金保有分を繰り

入れる。また，同基金の廃止に伴いまして，議案８号において，同基金条例を廃止する条例を提出する

旨の説明があり，土地の先行取得に活用するための土地開発基金は今回廃止。全額９，３８４万８，０

００円を公共施設整備事業基金に積み立てる。当局は平成２５年度を最後に運用がない。必要な場合は

公共施設整備事業基金を活用し，市民から要望などにも弾力的に，有効的に活用していくと説明があり

ました。 

 その他にも，委員から質疑がありましたが，この際，省略させていただきます。 

 次に，議案第９号，工事請負契約の変更契約の締結について，委員より，増額となっている間接費に

ついて，当初の入札設計の段階で組み入れる想定はなかったのかとの質疑があり，当局から，この間接

費につきまして，この施行地内，工事施工地奄美大島での調達単価というものを採用した設計としてお

りますので，まず，地元業者で施工ができないか検討して，島内の労務事情等で施工できない事態，そ

ういうことを確認できた場合には，島外からの労働者確保に要する費用，こういった間接費を設計変更

で対応するような考えで進めております。当初設計で計上するというのは，今回はしていないところで

ございます。当初から設計できないかということでございますが，島内の建築業者も大・中様々な規模

の民間の工事を請け負っておりますので，それぞれの建築工事の発注時に下請け業者の予定というのを

完全に把握して，これらのほうで設計に入れ込むというのは，ちょっと困難な状況ということを御理解

いただきたいと思いますという，以上で，答弁がありました。 

 よって，議案９号，工事請負契約の変更の締結については，これは原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 以上で，総務企画委員会に付託されました議案の報告を終わります。 

 なお，質問がございましたら，他の委員の協力を得てお答えいたします。よろしくお願いします。 
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議長（与 勝広君）） これから，各委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって，質疑を終結いたします。 

 これから，討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって，討論を終結いたします。 

 これから，採決いたします。 

 議案第１号から議案第１２号までの１２件を一括して採決いたします。 

 この議案１２件に対する各委員長の報告は，いずれも原案可決すべきものであります。 

 お諮りいたします。 

 この議案１２件は，各委員長報告のとおり，決することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，議案第１号から議案第１２号までの１２件については，いずれも原案のとおり可決されまし

た。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程第２，陳情第１号 日本政府に核兵器禁止条約の調印，批准を求める意見書の

提出を求める陳情についてを議題といたします。 

 本件に関する総務企画委員長の審査報告を求めます。 

 

総務企画委員長（川口幸義君） それでは，報告いたします。２月２４日，１日限りで審査いたしまし

た。 

 それでは，当委員会に付託されました陳情第１号について，報告申し上げます。 

 陳情第１号につきましては，お手元に配付しました審査報告書のとおり，不採択すべきものと決して

おります。 

 以下，主な審査内容について申し上げます。 

 陳情第１号 日本政府に核兵器禁止条約の調印，批准を求める意見書の提出を求める陳情。陳情者は

奄美市名瀬朝仁新町にお住いの奄美民主団体協議会会長荒田まゆみさんであります。陳情事項は，日本

政府に核兵器禁止条約に調印，批准することを強く求めることであります。 

 陳情者より，陳情の背景として，核兵器禁止条約に批准した国が５４か国に達して，１月からこの条

約を発効したこと及び全国の約３０パーセント以上の自治体が政府に対し条約への参加，署名，批准を

求める意見書を決議，提出しているなどの説明がありました。 

 委員から，意見として，今，この条約に関して日本政府が署名，批准していないのに，非核三原則を

順守しているのは当然として，このアジアにおいて，中国，北朝鮮による核の脅威が現実に存在してお

り，世界の情勢を見ても，各地でまだ紛争が絶えない。日本国としての防衛を考えるときに，まだまだ

時期的に署名，批准は難しいと考える。 

 また，別の委員より，広島市長や長崎宣言から，日本政府は核保有国と非核保有国の橋渡しをしっか

り果たすべき。また，新型コロナ感染症が自分の周囲で広がり始まるまで，その怖さに気付かなかった

ように，核兵器が使われてしまうまで，その脅威に気付かなければ，取り返しがつかないことになるな
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議長（与 勝広君）） これから，各委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって，質疑を終結いたします。 

 これから，討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって，討論を終結いたします。 

 これから，採決いたします。 

 議案第１号から議案第１２号までの１２件を一括して採決いたします。 

 この議案１２件に対する各委員長の報告は，いずれも原案可決すべきものであります。 

 お諮りいたします。 

 この議案１２件は，各委員長報告のとおり，決することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，議案第１号から議案第１２号までの１２件については，いずれも原案のとおり可決されまし

た。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程第２，陳情第１号 日本政府に核兵器禁止条約の調印，批准を求める意見書の

提出を求める陳情についてを議題といたします。 

 本件に関する総務企画委員長の審査報告を求めます。 

 

総務企画委員長（川口幸義君） それでは，報告いたします。２月２４日，１日限りで審査いたしまし

た。 

 それでは，当委員会に付託されました陳情第１号について，報告申し上げます。 

 陳情第１号につきましては，お手元に配付しました審査報告書のとおり，不採択すべきものと決して

おります。 

 以下，主な審査内容について申し上げます。 

 陳情第１号 日本政府に核兵器禁止条約の調印，批准を求める意見書の提出を求める陳情。陳情者は

奄美市名瀬朝仁新町にお住いの奄美民主団体協議会会長荒田まゆみさんであります。陳情事項は，日本

政府に核兵器禁止条約に調印，批准することを強く求めることであります。 

 陳情者より，陳情の背景として，核兵器禁止条約に批准した国が５４か国に達して，１月からこの条

約を発効したこと及び全国の約３０パーセント以上の自治体が政府に対し条約への参加，署名，批准を

求める意見書を決議，提出しているなどの説明がありました。 

 委員から，意見として，今，この条約に関して日本政府が署名，批准していないのに，非核三原則を

順守しているのは当然として，このアジアにおいて，中国，北朝鮮による核の脅威が現実に存在してお

り，世界の情勢を見ても，各地でまだ紛争が絶えない。日本国としての防衛を考えるときに，まだまだ

時期的に署名，批准は難しいと考える。 

 また，別の委員より，広島市長や長崎宣言から，日本政府は核保有国と非核保有国の橋渡しをしっか

り果たすべき。また，新型コロナ感染症が自分の周囲で広がり始まるまで，その怖さに気付かなかった

ように，核兵器が使われてしまうまで，その脅威に気付かなければ，取り返しがつかないことになるな
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どの言葉を引用して，日本政府は橋渡し役としての役割を担うためにも，世界で信頼を得るために署

名，批准をするべきであり，この陳情を採択しようとの意見がありました。 

 協議会で結果，採決をとることにし，採決の結果，陳情第１号は賛成少数により不採択とすべきもの

と決しました。 

 以上で，陳情第１号の審査報告を終わりますが，この質問がございましたら，他の委員の協力を得て

お答えいたします。 

 

議長（与 勝広君） これから，委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって，質疑を終結いたします。 

 これから，討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 

６番（﨑田信正君） おはようございます。日本共産党の﨑田信正です。質問通告出し忘れていまして，

申し訳ございません。私は陳情第１号 日本政府に核兵器禁止条約の調印，批准を求める意見書の提出

を求める陳情に採択の立場で，これは是非採択をしていただきたいとの思いで討論をしたいと思いま

す。 

 原発と核兵器も関連があると言われておりますけれども，奇しくも本日は３月１１日，東日本大震

災，そして，東京電力福島第一原子力発電所の事故から１０年を迎えました。今朝の地元紙でも，死

者，行方不明者は２万２，０００人を超え，全国で今なお４万１，０００人以上が避難生活を続けてい

ると報じております。亡くなられた方の御冥福をお祈りするとともに，被災に遭われた全ての人にお見

舞いを申し上げます。そして，早期の完全復興を応援したいと思います。 

 さて，この種の意見書についてでありますけれども，２０１７年７月，被爆者の方々の悲願とも言え

る核兵器禁止条約が国連で採択されたことにより，日本も批准することを求めて，２０１７年１２月議

会に議員発議で，そして，２０１８年３月議会，そして，２０１９年３月議会にも陳情が出されまし

た。新しい議会となった２０１９年１２月議会でも陳情が出され，４度，これまでこの批准を求める意

見書の提出について議論されてまいりましたけれども，いずれも賛成少数で実現をしておりません。核

保有国が反対をする中，核兵器禁止を求める声を止めることはできず，昨年１０月に条約発効に必要な

５０か国に達したことから，１月２２日に被爆７５年にして，被爆者たちの長い運動の歴史が実を結

び，核兵器禁止条約が発効いたしました。しかし，日本政府はまだ参加していないことから，多くの団

体，個人から早期に参加を求める声は広がっております。委員長報告にもありましたけれども，昨年８

月６日に行われた広島市平和式典で，松井一實広島市長の平和宣言では，日本政府には核保有国と非核

保有国の橋渡しをしっかりと果たすためにも，核兵器禁止条約への署名，批准を求める被爆者の思いを

誠実に受け止めて，同条約の締約国になり，唯一の戦争被爆国として，世界中の人々が被爆地広島の心

に共感し，連帯するよう訴えていただきたい。そして，子供代表の小学６年生の２人は，平和への誓い

の中で，人類の手によって作られた核兵器をなくすのに必要なのは，私たち人間の意志です。私たちの

未来に核兵器は必要ありませんと述べています。８月９日に同じく原子爆弾の惨状に見舞われた長崎の

田上富久市長の平和宣言では，新型コロナウイルス感染症が自分の周囲で広がり始めるまで，私たちが

その怖さに気付かなかったように，もし核兵器が使われてしまうまで人類がその脅威に気付かなかった

としたら，取り返しのつかないことになってしまいますと述べ，ここ数年，中距離核戦力全廃条約を破

棄してしまうなど，核保有国の間に核軍縮のための約束を反故にする動きが強まっています。それだけ

でなく，新しい高性能の核兵器や，使いやすい小型核兵器の開発と配備も進められていますと指摘をし
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ております。更に，核保有国や核の傘の下にいる国々の中には，この条約をつくるのはまだ早すぎると

いう声があります。そうではありません。核軍縮が余りにも遅すぎるのですとしています。そして，世

界各国の指導者への訴えに続き，日本政府と国会議員にも訴えております。核兵器の怖さを体験した国

として，１日も早く核兵器禁止条約の署名，批准を実現するとともに，北東アジア非核兵器地帯の構築

を検討してください。戦争しないという決意を込めた日本国憲法の平和の理念を永久に堅持してくださ

いと訴えたのであります。そして，原子爆弾で亡くなられた方々に心から追悼の意を捧げ，長崎は広

島，沖縄，そして，戦争で多くの命を失った体験を持つ町や平和を求める全ての人々と連帯して，核兵

器廃絶と恒久平和の実現に力を尽くし続けることを宣言されました。被爆地の市長として，毎年平和式

典を開催されており，そこでの平和宣言の言葉は思い付きなどのはずはありません。宣言で触れられた

中距離核戦力全廃条約の破棄や，使いやすい小型核兵器の開発と配備は，アメリカトランプ政権の出来

事であります。このような事実を見ているからか，ネット上では１０月２６日の長崎市役所前で行われ

た発効までのカウントダウン点灯式で，長崎の高校生，平和大使の１人が決意を述べております。この

ように紹介されてあります。条約に背を向けている日本政府の対応には疑問が残ります。唯一の戦争被

爆国でありながら，核兵器廃絶についてのリーダーシップを発揮することができません。核保有国と非

核保有国との橋渡しを行うと言い続けていますが，具体的なビジョンを示すこともなく，役割を果たし

ているとは言えません。更には，唯一の戦争被爆国とのいうことさえ，恥ずかしい気がしますというこ

とまで紹介をされております。核兵器禁止条約の前文では，核兵器の使用による犠牲者，被爆者並びに

核兵器の実験によって影響を受けた人々に引き起こされた受け入れ難い苦痛と被害に留意するとしてお

ります。松井一實広島市長，田上富久長崎市長の平和宣言。そして，子供の平和への誓いや，高校生平

和大使の思いに心を寄せ，日本政府がこの立場に立っていただきたいと強く願っております。委員会に

提供された資料によりますと，２月１５日現在，核兵器禁止条約への調印，批准参加を日本政府に求め

る意見書は５３２議会で採択をされております。是非，奄美市議会もこれに遅れることなく，本日，採

択されることを願って討論といたします。ありがとうございました。 

 

議長（与 勝広君） ほかに討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって，討論を終結いたします。 

 これから，採決を行います。 

 この採決は起立表決に代わり，電子表決により行います。 

 本件に関する委員長の報告は，不採択とすべきものであります。 

 この際，念のため申し上げます。委員会が不採択のときは，本会議において，改めて採否をお諮りす

ることになっておりますので，表決に当たっては御注意お願いいたします。 

 お諮りいたします。 

 本件を賛成とする諸君は賛成のボタンを，反対とする諸君は反対のボタンを押してください。 

 （電子表決） 

 押し忘れはありませんね。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 押し忘れなしと認めます。 

 電子表決を終了いたします。 

 賛成少数であります。 

 よって，陳情第１号は，不採択とすることに決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。１０時４０分から開催いたします。（午前１０時２１分） 

                     ○              
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ております。更に，核保有国や核の傘の下にいる国々の中には，この条約をつくるのはまだ早すぎると

いう声があります。そうではありません。核軍縮が余りにも遅すぎるのですとしています。そして，世

界各国の指導者への訴えに続き，日本政府と国会議員にも訴えております。核兵器の怖さを体験した国

として，１日も早く核兵器禁止条約の署名，批准を実現するとともに，北東アジア非核兵器地帯の構築

を検討してください。戦争しないという決意を込めた日本国憲法の平和の理念を永久に堅持してくださ

いと訴えたのであります。そして，原子爆弾で亡くなられた方々に心から追悼の意を捧げ，長崎は広

島，沖縄，そして，戦争で多くの命を失った体験を持つ町や平和を求める全ての人々と連帯して，核兵

器廃絶と恒久平和の実現に力を尽くし続けることを宣言されました。被爆地の市長として，毎年平和式

典を開催されており，そこでの平和宣言の言葉は思い付きなどのはずはありません。宣言で触れられた

中距離核戦力全廃条約の破棄や，使いやすい小型核兵器の開発と配備は，アメリカトランプ政権の出来

事であります。このような事実を見ているからか，ネット上では１０月２６日の長崎市役所前で行われ

た発効までのカウントダウン点灯式で，長崎の高校生，平和大使の１人が決意を述べております。この

ように紹介されてあります。条約に背を向けている日本政府の対応には疑問が残ります。唯一の戦争被

爆国でありながら，核兵器廃絶についてのリーダーシップを発揮することができません。核保有国と非

核保有国との橋渡しを行うと言い続けていますが，具体的なビジョンを示すこともなく，役割を果たし

ているとは言えません。更には，唯一の戦争被爆国とのいうことさえ，恥ずかしい気がしますというこ

とまで紹介をされております。核兵器禁止条約の前文では，核兵器の使用による犠牲者，被爆者並びに

核兵器の実験によって影響を受けた人々に引き起こされた受け入れ難い苦痛と被害に留意するとしてお

ります。松井一實広島市長，田上富久長崎市長の平和宣言。そして，子供の平和への誓いや，高校生平

和大使の思いに心を寄せ，日本政府がこの立場に立っていただきたいと強く願っております。委員会に

提供された資料によりますと，２月１５日現在，核兵器禁止条約への調印，批准参加を日本政府に求め

る意見書は５３２議会で採択をされております。是非，奄美市議会もこれに遅れることなく，本日，採

択されることを願って討論といたします。ありがとうございました。 

 

議長（与 勝広君） ほかに討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって，討論を終結いたします。 

 これから，採決を行います。 

 この採決は起立表決に代わり，電子表決により行います。 

 本件に関する委員長の報告は，不採択とすべきものであります。 

 この際，念のため申し上げます。委員会が不採択のときは，本会議において，改めて採否をお諮りす

ることになっておりますので，表決に当たっては御注意お願いいたします。 

 お諮りいたします。 

 本件を賛成とする諸君は賛成のボタンを，反対とする諸君は反対のボタンを押してください。 

 （電子表決） 

 押し忘れはありませんね。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 押し忘れなしと認めます。 

 電子表決を終了いたします。 

 賛成少数であります。 

 よって，陳情第１号は，不採択とすることに決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。１０時４０分から開催いたします。（午前１０時２１分） 

                     ○              
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議長（与 勝広君） 再開いたします。（午前１０時４０分） 

 日程第３，議案第１３号 令和３年度奄美市一般会計予算についてから，議案第３４号奄美市国民健

康保険条例の一部を改正する条例の制定についてまでの２２件について，一括して議題といたします。 

 ただいまの議案２２件に対する質疑に入ります。 

 なお，議案に対する質疑でありますので，所見等は述べないようお願いいたします。 

 通告がありましたので，社会民主党 関 誠之君の発言を許可いたします。 

 

１４番（関 誠之君） 市民の皆さん，議場の皆さん，おはようございます。私は社会民主党，社民党の

関 誠之でございます。 

 さっそく議案第１３号 令和３年度奄美市一般会計予算について，質疑をいたします。 

 まず，歳入についてであります。①１９ページ，１０款２項１目新型コロナウイルス感染症対策地方

税減収補填特別交付金２億２，６１５万８，０００円についての説明と，予算額の根拠をお示しくださ

い。 

 次に，１９ページ，１１款１項１目地方交付税の普通交付税が６，０３１万９，０００円の増になっ

ておりますけれども，主な要因をお示しください。今年度から一本算定になり，約９，０００万円の減

額を予想されておりましたけれども，数値的には影響がないように見えますけれども，その要因は何で

あるか，お示しください。 

 三つ目，２１ページ，１４款１項５目商工使用料のワークスタイルラボ使用料４０５万４，０００円

の詳細と，ワークスタイルラボとは何かをお答えください。 

 四つ目は，２５ページ，１５款２項２目２節児童福祉費補助金のうち，子育て支援金交付金が３０９

万８，０００円の減額。子ども子育て支援体制整備総合推進事業費補助金が１００万円の減額。子ども

子育て支援事業費補助金９２２万円の全額が減額となっていますけれども，なぜなのか，お答えくださ

い。 

 五つ目。３２ページ，１７款２項１目１節物品売払い収入，学校給食収入過年度１３８万円の徴収方

法と，開設以来の滞納額，納入額の詳細についてお答えください。また，滞納処分はどのような手順で

行われているのか，お示しください。 

 （２）歳出について。①５３ページ，２款１項６目１８節負担金補助金及び交付金の危険空き家等除

去助成金１５０万円についての説明と，空き家の現況，昨年の実績と今年度の除去予定戸数がありまし

たら，お示しをいただきたいと思います。 

 ②５７ページ，２款１項９目１１節クラウドサービス利用料，１２節情報システム運用業務の説明

と，それぞれ増減について，要因をお示しください。 

 三つ目，６５ページ，２款１項１６目１２節委託料，外来種対策２００万円の委託先と，その業務内

容。６６ページ，１８節，奄美大島自然保護協議会特別負担金１，０１１万９，０００円の内訳につい

てお答えください。 

 ④９３ページ，３款２項７目１２，委託料，病後児保育９４９万９，０００円の算出根拠と事業の実

績と，昨年度，２５７万３，０００円の増額要因についてお答えをいただきたいと思います。 

 五つ目は，１０７ページ，４款３項１目２３節投資及び出資金２億３，６４０万円の法的根拠と内訳

についてお答えください。水道事業会計への出資金の総額も併せてお示しをいただきたいと思います。 

 六つ目は，１１１ページ，６款１項２目１８節負担金補助金及び交付金の県農業共済大島診療所３２

７万７，０００円。大島支所７４５万６，０００円。県農業共済組合１億５，１００万円の負担金につ

いての根拠と内訳について御説明ください。 

 七つ目は，１１９ページ，６款２項２目１２節委託料，ダム堆砂量測定業務１５０万円は平成２８年

度から毎年予算措置されているように思われますけれども，年次別の堆砂量と委託の成果をどのように

活用されているのか，お答えください。 
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 １２９ページ，７款１項３目１８節奄美市加工品販売拡大支援実証事業補助金６８０万円の内容につ

いてお答えください。 

 １４３ページ，８款４項１目１８節名瀬港環境整備事業負担金３，２６８万円の法的根拠と負担金の

内訳を示すとともに，市として県に対して，名瀬港環境整備事業構想について，どのような意見，要望

をしているか，お答えください。 

 １０問目は，１７１ページ，１０款５項４目１８節市民交流センターオープニングセレモニー事業負

担金の１００万円の出資先と，セレモニーの概要についてお示しをいただきたいと思います。 

 次に，１７４ページ，１０款６項２目１節会計年度任用職員，給食調理員５，３１９万円の人数と調

理員の定数，正規職員は何名かお答えください。 

 最後になりますが，１８０ページ，１０款６項５目１２節官民連携体制構築業務委託２５９万円の委

託方法と委託先，業務内容，どのような成果を期待しているのか，お答えをいただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 

 

税務課長（藤原俊輔君） それでは，１の１の①新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付

金についての説明と，予算額の根拠についてお答えいたします。まず，この特別交付金についてです

が，これは国の施策であります固定資産税軽減の特別措置に対するもので，その減収分を国が全額補填

する特別交付金となっております。軽減の対象となるのは，資本金が１億円以下の中小企業者や個人事

業主など，新型コロナの影響により令和２年２月から１０月までの連続する３か月間の事業収入が，令

和元年の同３か月と比較し，その収入が３０パーセント以上減少している場合は２分の１，５０パーセ

ント以上減少している場合は全額の固定資産税を，令和３年度に限り軽減するものです。この軽減を行

う対象資産については，事業用家屋及び事業用に使用する償却資産が対象となっております。 

 次に，予算額２億２，６１５万８，０００円の根拠についてですが，奄美市で把握しております事業

用家屋及び償却資産により算定しており，今回，全ての中小企業者や個人事業主が２分の１の軽減を受

けた場合を想定して算出いたしました。内訳につきましては，事業用家屋で１億５，９１６万９，００

０円，償却資産で６，６９８万９，０００円の減額を見込んでおります。しかしながら，西議員の一般

質問でも答弁させていただきましたが，今回の予算額の算定につきましては，新型コロナの影響による

減収の把握が大変困難だったことから，今後，補正予算などで増減の対応をさせていただきたいと考え

ておりますので，御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

財政課長（永田公洋君） おはようございます。１の１の２，普通交付税についてお答えいたします。令

和３年度の普通交付税につきましては，１１０億８，２４５万円を計上いたしております。前年度当初

予算と比較いたしますと，６，０３１万９，０００円の増額を見込んでおります。御案内のとおり，一

本算定の影響で，約９，０００万円の減額を見込んでおりますが，一方で，増額の要因といたしまし

て，令和３年度は公債費算入額の増，市税等の減収，そして，国の地方財政計画の伸び等を勘案し，算

定いたしております。以上です。 

 

商工情報課長（向井 渉君） それでは，１の（１）の③のワークスタイルラボについてお答えいたしま

す。現在，浦上町にあります産業支援センター２階の一部をＩＣＴ及びフリーランス等産業支援拠点施

設整備事業において改修し，ワークスタイルラボとして，今年の７月のオープンを目指しているところ

でございます。本施設には，コワーキングスペース，商品開発スペース，集中作業スペース，会議スペ

ース，キッズスペース，お試しサテライトオフィス機能などが一体的に完備される予定になっておりま

す。また，本場奄美大島紬や情報通信産業等の各種産業及びフリーランスや起業家，在宅で勤務してい
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 １２９ページ，７款１項３目１８節奄美市加工品販売拡大支援実証事業補助金６８０万円の内容につ

いてお答えください。 

 １４３ページ，８款４項１目１８節名瀬港環境整備事業負担金３，２６８万円の法的根拠と負担金の

内訳を示すとともに，市として県に対して，名瀬港環境整備事業構想について，どのような意見，要望

をしているか，お答えください。 

 １０問目は，１７１ページ，１０款５項４目１８節市民交流センターオープニングセレモニー事業負

担金の１００万円の出資先と，セレモニーの概要についてお示しをいただきたいと思います。 

 次に，１７４ページ，１０款６項２目１節会計年度任用職員，給食調理員５，３１９万円の人数と調

理員の定数，正規職員は何名かお答えください。 

 最後になりますが，１８０ページ，１０款６項５目１２節官民連携体制構築業務委託２５９万円の委

託方法と委託先，業務内容，どのような成果を期待しているのか，お答えをいただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 

 

税務課長（藤原俊輔君） それでは，１の１の①新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付

金についての説明と，予算額の根拠についてお答えいたします。まず，この特別交付金についてです

が，これは国の施策であります固定資産税軽減の特別措置に対するもので，その減収分を国が全額補填

する特別交付金となっております。軽減の対象となるのは，資本金が１億円以下の中小企業者や個人事

業主など，新型コロナの影響により令和２年２月から１０月までの連続する３か月間の事業収入が，令

和元年の同３か月と比較し，その収入が３０パーセント以上減少している場合は２分の１，５０パーセ

ント以上減少している場合は全額の固定資産税を，令和３年度に限り軽減するものです。この軽減を行

う対象資産については，事業用家屋及び事業用に使用する償却資産が対象となっております。 

 次に，予算額２億２，６１５万８，０００円の根拠についてですが，奄美市で把握しております事業

用家屋及び償却資産により算定しており，今回，全ての中小企業者や個人事業主が２分の１の軽減を受

けた場合を想定して算出いたしました。内訳につきましては，事業用家屋で１億５，９１６万９，００

０円，償却資産で６，６９８万９，０００円の減額を見込んでおります。しかしながら，西議員の一般

質問でも答弁させていただきましたが，今回の予算額の算定につきましては，新型コロナの影響による

減収の把握が大変困難だったことから，今後，補正予算などで増減の対応をさせていただきたいと考え

ておりますので，御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

財政課長（永田公洋君） おはようございます。１の１の２，普通交付税についてお答えいたします。令

和３年度の普通交付税につきましては，１１０億８，２４５万円を計上いたしております。前年度当初

予算と比較いたしますと，６，０３１万９，０００円の増額を見込んでおります。御案内のとおり，一

本算定の影響で，約９，０００万円の減額を見込んでおりますが，一方で，増額の要因といたしまし

て，令和３年度は公債費算入額の増，市税等の減収，そして，国の地方財政計画の伸び等を勘案し，算

定いたしております。以上です。 

 

商工情報課長（向井 渉君） それでは，１の（１）の③のワークスタイルラボについてお答えいたしま

す。現在，浦上町にあります産業支援センター２階の一部をＩＣＴ及びフリーランス等産業支援拠点施

設整備事業において改修し，ワークスタイルラボとして，今年の７月のオープンを目指しているところ

でございます。本施設には，コワーキングスペース，商品開発スペース，集中作業スペース，会議スペ

ース，キッズスペース，お試しサテライトオフィス機能などが一体的に完備される予定になっておりま

す。また，本場奄美大島紬や情報通信産業等の各種産業及びフリーランスや起業家，在宅で勤務してい
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る会社員など，場所に縛られない働き方をしている人たちが利用し，利用者同士が交流することで，互

いのアイディアや情報交換を通じて，仕事の質を高める働き方ができる場所として整備いたしておりま

す。そこでは，新しい働き方構築を目指し，知識や技術習得等の人材育成，島内外企業との連携，横断

的な交流の場，コミュニティを生かした共同作業場としての活用を図るとともに，本市への進出を希望

する島外企業や創業支援としてのチャレンジの場として活用を図ります。議員御質問の使用料４０５万

４，０００円につきましては，先ほど申し上げましたスペースごとに利用計画を策定し，その使用料の

合計金額となります。以上でございます。 

 

福祉政策課長（寿山一昭君） おはようございます。それでは，１の④について，お答えいたします。質

問のほうでは子育て支援交付金が３９０万８，０００円の減額ということで質問がありましたが，子育

て支援金は令和２年度との差額は５３１万２，０００円の増額となっておりますので，増額について御

説明いたします。この交付金は地域の子ども子育て支援事業に要する経費を補助することを目的してお

り，１３の事業が対象となっております。負担割合は国・県・市３分の１ずつでございます。奄美市で

は１３事業のうち，延長保育事業や一時預かり事業など，九つの事業を実施しております。令和３年度

の増額につきましては，主に放課後児童健全育成事業，いわゆる放課後児童クラブの運営費補助が５１

５万円増額となっており，この増額の理由としましては，令和２年度に二つのクラブで，それぞれ一つ

ずつ増設されたことが要因となっております。 

 次に，子ども子育て支援体制整備総合推進事業費補助金１００万円の減額について御説明いたしま

す。この事業は，国の補助率２分の１の補助事業で，令和２年度は子育て支援員の研修を計画し，その

補助金として１００万円を歳入予算計上しておりましたが，新型コロナの影響で中止となりました。令

和３年度は，奄美大島雇用創造協議会が厚生労働省の委託事業で，子育て支援員育成セミナーを開催す

ると伺っておりますので，令和３年度の研修計画は，こちらでは取り止めましたことが歳入の減額とな

っております。 

 最後に，子ども子育て支援事業費補助金９２２万円の減額について説明いたします。この事業は，幼

児教育・保育の無償化を円滑に実施するための事業に係る補助事業で，補助率は１０分の１０でござい

ます。この事業における幼稚園や保育等の無償化に係る補助対象期間は令和元年度と令和２年度となっ

ておりますので，令和３年度の収入は計上しておりません。 

 続きまして，歳出についての１の２の④について，お答えいたします。病児保育事業の積算根拠と実

績について，まずお答えいたします。病児保育事業の予算の算出根拠としましては，子ども子育て支援

交付金要綱の基準によるものでございます。予算額９４９万９，０００円の内訳としましては，事業所

１か所当たりの基本額５００万７，０００円と，前年度の延べ利用児童数に応じた加算額４４３万４，

０００円に，生活保護と住民税非課税世帯の方が利用した際に減免された分の加算額としまして，５万

８，０００円を合計した金額となっております。利用実績につきましては，令和元年度が登録児童数２

１２名，利用児童数の実人数が１３３名，延べ利用人数は２９１名。事業費としましては，８６５万円

となっております。令和２年度の実績見込みにつきましては，登録児童数が１２７名，利用児童数は実

人数７１名，延べ利用児童数は１６３名を見込んでおります。事業費２５７万３，０００円の増額の要

因についてお答えいたします。まず，令和２年度についてですが，当初予算では必要最小限の予算計上

をしておりましたが，新型コロナの影響で利用数が減少することへの国の特別措置としまして，前年度

並みの財源が確保されることとなったため，補正予算にて増額を行ったところでございます。令和３年

度の予算につきましても，同様の対応が見込まれるため，令和元年度並みに予算計上したことが増額の

要因でございます。以上です。 

 

学校給食センター所長（井上裕之君） おはようございます。それでは，１の１，⑤についてお答えいた

します。予算計上額１３８万円のうち，名瀬・住用学校給食センター分は１３５万円を計上しておりま
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す。まず，過年度分給食費の徴収方法でございますが，納期締切後に納入依頼書を送付いたします。そ

のあとも納付がない場合，電話連絡，戸別訪問などを実施しているところでございます。また，公会計

に移行した平成３０年９月の開設後の滞納額につきましては，平成３０年度が１５件の１６万２，５０

６円。令和元年度が１５６件の６３万２，８５８円。令和２年度３月末での滞納見込額を加え，合計１

３５万円の予算計上となっております。次に，納入額は平成３０年度が調定額８，４３８万６，６２４

円に対し，納付済額が８，４２２万４，１１８円で，収納率は９９．８０パーセント。令和元年度分は

調定額１億２，６２８万１，３８３円に対し，納付済額が１億２，５６４万８，５２５円で，収納率は

９９．４９パーセント。令和２年度は１月末現在，調定額９，０１９万９，０００円に対し，納付済額

８，７４７万円となっております。最後に，滞納処分につきましては，滞納が発生した場合，納付期限

到来後の督促文書送付や催告文書の送付を行い，電話や戸別訪問をして納付を促すとともに，学校の協

力をいただき，児童・生徒を通して納付をお願いしております。それでも，納付約束が守られない保護

者については，最終催告書を送付するとともに，その後は訴訟という手順になっております。 

 次に，１の２，⑪についてお答えいたします。御質問の会計年度任用職員の給食調理員の人数につき

ましては，今年度の実績等を基に，２９名で積算しております。学校給食センターの給食調理員の人数

につきましては，施設規模や配食数等により，開設当時から４０名を基準に配置を行っております。正

規職員につきましては，再任用職員６名を含む９名の予定となっております。以上でございます。 

 

プロジェクト推進課長（當田栄仁君） おはようございます。プロジェクト推進課からは（２）の①と，

（２）の③について，２問，お答えいたします。 

 まず，（２）①の空き家につきまして，本市の空き家につきましては，昨年度，奄美市空き家等実態

調査として，市内全域を対象に実地調査を行っております。その結果，名瀬地区６３９件，住用地区９

１件，笠利地区２８９件，総数１，０１９件が確認されたところであります。危険空き家等除却助成金

につきましては，適切な管理が行われていない危険な空き家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を及

ぼしていることに鑑み，財産の保護及び生活環境の保全を図ることを目的に，危険空き家の所有者等に

対して除却工事に要する経費の３分の１，上限を３０万円として助成するものであります。この助成金

につきましては，来年度からの実施を目指すものであり，昨年度及び今年度の実績はございません。な

お，来年度予算につきましては，５件分について計上させていただいているところでございます。 

 続きまして，（２）③世界遺産推進費関係についてお答えいたします。まず，外来種対策事業２００

万円の業務内容につきましては，市街地，集落周辺における侵略的外来植物の伐採及び繁殖エリアのデ

ータ化となっております。委託先につきましては，伐採については，植物の伐採に関する業務経験，技

能を有する事業者。繁殖エリアのデータ化につきましては，地理情報システムの業務経験，技能を有す

る事業者を想定しているところです。次に，奄美大島自然保護協議会特別負担金１，０１１万９，００

０円につきましては，世界自然遺産登録の記念事業として奄美大島５市町村で実施する各事業に係る本

市負担分となります。以下，内訳を申し上げます。世界遺産委員会パブリックビューイング４５万３，

０００円。世界自然遺産登録記念祝賀会９０万５，０００円。登録記念イベント４５２万３，０００

円。奄美大島自然保護ガイドブック改定日本語版６５万７，０００円。同じく，英語版，中国語版５７

万３，０００円。登録記念懸垂幕作成２５万５，０００円。登録記念のぼり旗作成２２万６，０００

円。情報発信事業１７万４，０００円。盗掘，盗採防止センサーカメラ維持管理分析１６２万９，００

０円。奄美大島子ども世界自然遺産講座７２万４，０００円，以上となっております。 

 

企画調整課長（國分正大君） それでは，歳出②クラウドサービス利用料及び情報システム運用業務につ

いて説明いたします。 

 まず，１１節クラウドサービス利用料について御説明いたします。主な内容といたしましては，住民

票の写しなどの証明書，コンビニ交付サービス利用料や職員向けの情報共有ツールＬｏＧｏチャット，
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す。まず，過年度分給食費の徴収方法でございますが，納期締切後に納入依頼書を送付いたします。そ

のあとも納付がない場合，電話連絡，戸別訪問などを実施しているところでございます。また，公会計

に移行した平成３０年９月の開設後の滞納額につきましては，平成３０年度が１５件の１６万２，５０

６円。令和元年度が１５６件の６３万２，８５８円。令和２年度３月末での滞納見込額を加え，合計１

３５万円の予算計上となっております。次に，納入額は平成３０年度が調定額８，４３８万６，６２４

円に対し，納付済額が８，４２２万４，１１８円で，収納率は９９．８０パーセント。令和元年度分は

調定額１億２，６２８万１，３８３円に対し，納付済額が１億２，５６４万８，５２５円で，収納率は

９９．４９パーセント。令和２年度は１月末現在，調定額９，０１９万９，０００円に対し，納付済額

８，７４７万円となっております。最後に，滞納処分につきましては，滞納が発生した場合，納付期限

到来後の督促文書送付や催告文書の送付を行い，電話や戸別訪問をして納付を促すとともに，学校の協

力をいただき，児童・生徒を通して納付をお願いしております。それでも，納付約束が守られない保護

者については，最終催告書を送付するとともに，その後は訴訟という手順になっております。 

 次に，１の２，⑪についてお答えいたします。御質問の会計年度任用職員の給食調理員の人数につき

ましては，今年度の実績等を基に，２９名で積算しております。学校給食センターの給食調理員の人数

につきましては，施設規模や配食数等により，開設当時から４０名を基準に配置を行っております。正

規職員につきましては，再任用職員６名を含む９名の予定となっております。以上でございます。 

 

プロジェクト推進課長（當田栄仁君） おはようございます。プロジェクト推進課からは（２）の①と，

（２）の③について，２問，お答えいたします。 

 まず，（２）①の空き家につきまして，本市の空き家につきましては，昨年度，奄美市空き家等実態

調査として，市内全域を対象に実地調査を行っております。その結果，名瀬地区６３９件，住用地区９

１件，笠利地区２８９件，総数１，０１９件が確認されたところであります。危険空き家等除却助成金

につきましては，適切な管理が行われていない危険な空き家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を及

ぼしていることに鑑み，財産の保護及び生活環境の保全を図ることを目的に，危険空き家の所有者等に

対して除却工事に要する経費の３分の１，上限を３０万円として助成するものであります。この助成金

につきましては，来年度からの実施を目指すものであり，昨年度及び今年度の実績はございません。な

お，来年度予算につきましては，５件分について計上させていただいているところでございます。 

 続きまして，（２）③世界遺産推進費関係についてお答えいたします。まず，外来種対策事業２００

万円の業務内容につきましては，市街地，集落周辺における侵略的外来植物の伐採及び繁殖エリアのデ

ータ化となっております。委託先につきましては，伐採については，植物の伐採に関する業務経験，技

能を有する事業者。繁殖エリアのデータ化につきましては，地理情報システムの業務経験，技能を有す

る事業者を想定しているところです。次に，奄美大島自然保護協議会特別負担金１，０１１万９，００

０円につきましては，世界自然遺産登録の記念事業として奄美大島５市町村で実施する各事業に係る本

市負担分となります。以下，内訳を申し上げます。世界遺産委員会パブリックビューイング４５万３，

０００円。世界自然遺産登録記念祝賀会９０万５，０００円。登録記念イベント４５２万３，０００

円。奄美大島自然保護ガイドブック改定日本語版６５万７，０００円。同じく，英語版，中国語版５７

万３，０００円。登録記念懸垂幕作成２５万５，０００円。登録記念のぼり旗作成２２万６，０００

円。情報発信事業１７万４，０００円。盗掘，盗採防止センサーカメラ維持管理分析１６２万９，００

０円。奄美大島子ども世界自然遺産講座７２万４，０００円，以上となっております。 

 

企画調整課長（國分正大君） それでは，歳出②クラウドサービス利用料及び情報システム運用業務につ

いて説明いたします。 

 まず，１１節クラウドサービス利用料について御説明いたします。主な内容といたしましては，住民

票の写しなどの証明書，コンビニ交付サービス利用料や職員向けの情報共有ツールＬｏＧｏチャット，
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今，先般の一般質問でもあった件です，の利用料などでございます。なお，働き方改革の一環として導

入したＬｏＧｏチャット利用料追加などが増額の主な要因となっております。 

 続きまして，１２節情報システム運用業務でございますが，これは庁内全体で使用する基幹系システ

ムや情報通信機器，光ファイバーケーブルの保守などに係る費用でございます。令和２年度は名瀬・住

用・笠利の各支所において，耐用年数を超えた情報通信機器の更新を行っております。当該作業が完了

したことで，減額の要因となっております。以上です。 

 

水道課長（吉 郁也君） ４款３項１目２３節の水道事業会計出資金２億３，６４０万円につきまして

は，笠利東部地区再編推進事業の建設改良費について，水道事業会計へ出資するものです。この財源と

して，歳入に一般会計出資債を同額計上しております。国が定めている出資が可能な事業の基準に該当

することと，一般会計出資債については，地方交付税による財政措置があるため，この制度の活用によ

り，市の財政負担の軽減を図るものです。また，令和３年度の東部地区再編推進事業の財源内訳としま

しては，総事業費４億７，４１２万１，０００円のうち，一般会計出資金が２億３，６４０万円。上水

道事業債が３，６４０万円。残りの２億１３２万１，０００円が水道事業の一般財源となっておりま

す。水道事業会計への出資金総額につきましては，令和元年度末で８億７，６８０万円となっておりま

す。以上です。 

 

農林水産課長（石神康郎君） それでは，１の（２）の⑥について，お答えいたします。鹿児島県農業共

済組合大島診療所負担金３２７万７，０００円につきましては，家畜が死亡したり廃用になったときの

診断や，病気や怪我の治療を行う鹿児島県農業共済組合大島診療所の管理運営費用を負担することによ

り，同診療所の運営の安定を図るものでございます。現在の大島農業共済組合事務組合家畜診療所は嘱

託獣医師３名体制でございますが，１名の獣医師が御高齢ということもあり，今後も３名体制を長く維

持するためにも，令和３年度から獣医師を１名追加し，診療体制の充実を図る予定でございます。それ

に伴い，今年度と比較いたしますと，負担金が６５万９，０００円増額いたしております。鹿児島県農

業共済組合大島支所負担金７４５万６，０００円につきましては，農畜産物や農業施設などが風水害や

病害虫など，不慮の事故によって受けた損失を補填する鹿児島県農業共済組合大島支所に対して負担金

を支出することにより，同組合大島支所の運営の安定を図るものでございます。こちらにつきまして

は，現在の大島農業共済事務組合が令和３年３月３１日をもって解散し，４月１日からは県内の農業共

済が一つになった，新たな鹿児島県農業共済組合となることに伴い，運営コストの合理化が図られ，国

から１，８００万円の事務費交付金がございますので，各市町村の負担金が軽減される見込みで，令和

２年度と比較いたしますと負担金が５６９万８，０００円，減額いたしております。鹿児島県農業共済

組合負担金１億５，１００万円につきましては，大島農業共済事務組合が解散することに伴い，同組合

規約に基づき，事務の承継を本市が行うため，令和３年３月３１日時点の歳計現金及び退職手当負担金

残高を受け入れ，同額を新設される鹿児島県農業共済組合へ支出するものでございます。１億５，１０

０万円の内訳といたしまして，歳計現金が１億５，０００万円。まず，農家からの掛金の余剰金であ

り，共済金財源でございます。積立金が約６，９３４万８，０００円。平成３０年度の台風による園芸

施設共済金が足りずに，業務引当金より充当している不足金が約マイナス２６２万７，０００円。市町

村負担金及び賦課金の黒字で，安定的な業務運用をするため，引当金が約５，３８８万１，０００円。

年度を跨がる引き受けがあるため，次年度に繰り越す掛金でございます責任準備金が約２，０４１万

６，０００円。その他，令和２年度の黒字などが約８９８万２，０００円。それと，退職手当負担金残

高が１００万円を見込んでいるところでございます。 

 続きまして，１の（２）の⑦大川ダムの年次別の堆砂量と委託の成果について，お答えいたします。

大川ダムの堆砂量調査につきましては，平成２８年度から実施いたしております。堆砂量の調査につき

ましては，河川法第７８条第１項の規定及び水利使用の許可に付された条件に基づき，年１回，河川管

－ 234 －



 

- 235 - 

 

理者でございます鹿児島県に堆砂状況を報告することが義務付けられており，平成２８年度の堆砂量は

５万８，１００立米。２９年度，５万８，１００立米。３０年度は４万８，２００立米。令和元年度，

４万８，３２０立米。令和２年度３万７００立米となってございます。今年度と昨年度を比較いたしま

すと，１万７，６２０立米減少いたしておりますが，減少の理由といたしましては，調査，測定する箇

所の地盤の断面が変化した結果であると推測いたしております。成果といたしましては，毎年，ダムの

堆砂量を調査することにより，ダム貯水池の地盤，断面の変化を把握することにより，ダムの安全確保

が図られると考えておりますので，御理解いただきたいと存じます。以上でございます。 

 

紬観光課長（島袋 修君） おはようございます。１，（２）⑧の加工品販路拡大支援実証事業補助金に

ついてお答えいたします。当該事業は，本年度から奄振交付金を活用し，農林水産物などの地域資源を

活用した加工品の販路拡大に取り組む事業者を支援するものでございます。補助の内容につきまして

は，展示会や商談会への参加料，旅費，商品パンフレット製作，パッケージデザイン委託などの販路拡

大に係る経費の１０分の８以内で，１者当たり４０万円を上限に補助金を交付することとしておりま

す。また，１者当たり最大３年間補助事業を活用できるものとしており，令和２年度においては７者が

本事業を活用し，販路拡大に取り組んでおります。令和３年度の６８０万円につきましては，既に実施

しております７者に，新たに１０者を加え，合計１７者への支援を想定しております。以上でございま

す。 

 

土木課長（平山光二君） それでは，１の（２）の⑨について，御説明いたします。名瀬港環境整備事業

負担金につきましては，地方財政法第２７条に基づくものであり，名瀬港本港地区の防災拠点，緑地の

整備に伴う負担金で，負担率は県事業費の１７．２パーセントでございます。市としての名瀬港環境整

備事業への意見，要望についてでございますが，現在，県が整備を進めております名瀬港本港地区の緑

地につきましては，耐震強化岸壁背後の防災拠点緑地でありますことから，大規模地震時の緊急輸送に

備え，多目的に利用できる広場として，市民や観光客に親しまれる緑地の整備を要望しているところで

ございます。以上でございます。 

 

生涯学習課長（大庭勝利君） おはようございます。それでは，１の（２）の⑩市民交流センターのオー

プニングセレモニー事業負担金について，お答えいたします。まず，本事業負担金の出資先についてお

答えいたします。現在のところ，実行委員会等の組織を想定しているところでございます。次に，オー

プニングセレモニーの概要についてでございますが，落成式典のほかに，記念講演や開館から数日間を

市民への施設見学のためのイベント等を考えております。今後の状況にもよりますが，本事業において

も新型コロナの感染拡大の防止の観点から，人数制限等の措置も検討しているところでございます。以

上でございます。 

 

スポーツ推進課長（大山茂雄君） それでは，１の２，１２，官民連携体制構築業務委託２５９万円につ

いてお答えいたします。これまで，スポーツ合宿の受入はスポーツアイランド協会を中心として行われ

てまいりました。本協会は宿泊事業所を中心とした３０を超える事業所と行政で組織しております。奄

美スポーツアイランド協会の業務には，誘致事業，受入事業，歓迎事業など多岐にわたっております。

現在，この業務の主要な部分を行政で行っている状況でございます。この業務をこれまで以上に官民連

携を強化し，民間のノウハウや強みの部分を幅広く取り入れるために，来年度から補助事業を活用し，

３年計画で持続的に合宿受入の体制を強化，再構築してまいります。委託先につきましては，現在，幅

広に検討しているところでございます。本事業の活用により，コロナ禍で落ち込んだスポーツ合宿受入

の数や交流人口の回復，更に，拡大してまいりたいと考えておりますので，御理解のほどよろしくお願

いいたします。以上です。 
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議長（与 勝広君） 答弁漏れはありませんね，はい。 

 

１４番（関 誠之君） 答弁，ありがとうございました。何点か再質問をさせていただきますけれども，

まず，財政の問題ですけれども，やっぱりなかなか見えにくいというか，交付税の問題は，要するに基

準財政需要額と基準財政収入額があって，その差額が出てくるというふうになっておりますが，９，０

００万円減る，だから，非常に厳しいんだという，この厳しさが見えないんですけれども，その辺はど

ういうふうに見たらいいのかというのが１点ですね。 

 二つ目は，水道事業の出資金。この出資金というのが，先ほど地方財政法の説明，いただきましたけ

れども，地方公営企業操出金基準というのがあると思いますけれども，その辺のことを少し具体的に教

えていただきたいというのは１点です。 

 それとあと，先ほどありました，環境整備，名瀬港の負担金の問題ですけれども，当然，市民が港や

海に親しむための賑わいと潤いづくりのある空間ということで，理解はいたしますけれども，具体的

に，今のあのクルーズ船が入って来る，あの辺を見ますとですね，やはり奄美の玄関として，印象深い

ものはないわけですよね。そういうものも含めて，具体的にこの賑わいと潤いの空間をどういうふうに

県に具申をしているのかということをお聞かせていただきたいと思います。 

 それと，給食センターの問題は，正職員がほとんどいなくなるような状況が，今，生じておりまし

て，今後のこの給食センターの運営のあり方，もっと言えば調理員の採用とか，その採用しないなら

ば，あとの経営の方法論。今，笠利のほうは委託にしておりますけれども，そういうものがどのように

議論されているのかいないのか，そこまでお聞かせをいただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

 

財政課長（永田公洋君） それでは，１点目の交付税についてお答えいたします。確かに，令和３年度か

らは一本算定が完全にスタートいたします。ただ，一方で先ほども申し上げましたとおり，公債費の算

入が約６，０００万円ほど，前年度と比べ増額いたします。それから，コロナの影響で市税等の減収を

約５，０００万円ほど見込んでおります。それから，国の地方財政計画，これが国から普通交付税等の

見通しで示されますが，令和３年度は５．１パーセントの伸びが示されております。こういうことを考

えまして，一本算定の影響は９，０００万円見込んでおりましたが，増も見込まれると。一点，今年度

の実績から申し上げますと，今年度は地方財政計画で２．５パーセントの伸びが示され，結果，決定は

０．５パーセントの伸びでございました。それを，新年度と比較いたしますと，我々６，０００万円ほ

どの，当初予算では増額を計上しておりますけれども，今年度の実績と比較いたしますと，約１億９，

６００万円での減額での計上でございます。いずれにいたしましても，歳入は厳しい，確実なものとい

うことで編成をしておりますので，御理解をいただきたいと思います。以上です。 

 

水道課長（吉 郁也君） 一般会計から地方公営企業への繰出につきましては，国が定める地方財政計画

及び毎年度総務省からの地方公営企業操出金についての通知で示されております。このうち，今回の東

部地区再編推進事業は，安全対策事業として一般会計出資債を発行して出資することができるとなって

おります。以上でございます。 

 

土木課長（平山光二君） 緑地につきましてはですね，多目的に利用できる広場としてですね，市民や観

光客に親しまれる整備を要望しているところでございまして，議員御質問の賑わいと潤いにつきまして

はですね，先日，竹山議員からも同様の質問があったかと思うんですけれども，港を核としました地域

の活性化につきましてはですね，国の創設しました港オアシスなどの制度が該当するというふうに考え

ておりますけれども，そういったもののほかにですね，どのような手法があるのか，この，こういった
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制度も含めてですね，今後，検討してまいりたいというふうに考えております。 

 

学校給食センター所長（井上裕之君） まず，新規採用についてでございますが，全体の業務状況を考慮

しながら，検討していきたいと思っております。また，今後の方向性といたしましては，現状を把握し

ながら，現在のところは直営の方向で取り組むことを考えております。以上です。 

 

１４番（関 誠之君） ありがとうございました。特にですね，水道の問題は，これから恐らく管路の整

備もやっていかなきゃいけないという中で，かなりの建設の費用がかかってくるのではないかというよ

うな思いもありまして，ただ，そういう中で，やはり安易に基準以上の繰入金をしないような形でです

ね，皆さんが出した経営方針でしっかり書いてありますけれども，頑張っていただきたいなという思い

をいたしました。 

 あとは，しっかりと再々質問の分は，一般会計も特別会計もありますから，そこで質問をさせていた

だきたいというふうに思います。以上でございます。 

 

議長（与 勝広君） ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって，質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１３号から議案第３４号までの２２件については，それぞれ１０人の委員をもって構成する一

般会計予算等審査特別委員会及び特別会計予算等審査特別委員会を設置し，これに付託の上，審査する

ことにいたしたいと思います。 

 これに，御異議ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，ただいま議題といたしました議案２２件については，両特別委員会を設置し，これに付託の

上，審査することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま設置されました一般会計予算等審査特別委員会の委員に正野卓矢君，弓削洋平君，永田清裕

君，荒田幸司君，大迫勝史君，松山さおり君，関 誠之君，奥 輝人君，元野景一君，竹山耕平君の１

０人を，また，特別会計予算等審査特別委員会の委員に奥 晃郎君，﨑田信正君，安田壮平君，橋口耕

太郎君，栄 ヤスエ君，林山克巳君，西 公郎君，川口幸義君，伊東隆吉君，多田義一君の１０人をそ

れぞれ指名したいと思います。 

 これに，御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，ただいま申し上げました諸君を，先ほど設置されました両特別委員会の委員に指名いたしま

す。 

 議案第１３号，議案第２３号から議案第２９号，議案第３１号から議案第３３号まで，以上１１件

は，これを一般会計予算等審査特別委員会に，議案第１４号から議案第２２号，議案第３０号，議案第

３４号の以上１１件は，これを特別会計予算等審査特別委員会に，それぞれ付託いたします。 

 両特別委員会の正副委員長互選のため，暫時休憩いたします。（午前１１時２８分） 

                     ○              

議長（与 勝広君） 再開いたします。（午前１１時３７分） 
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制度も含めてですね，今後，検討してまいりたいというふうに考えております。 

 

学校給食センター所長（井上裕之君） まず，新規採用についてでございますが，全体の業務状況を考慮

しながら，検討していきたいと思っております。また，今後の方向性といたしましては，現状を把握し

ながら，現在のところは直営の方向で取り組むことを考えております。以上です。 

 

１４番（関 誠之君） ありがとうございました。特にですね，水道の問題は，これから恐らく管路の整

備もやっていかなきゃいけないという中で，かなりの建設の費用がかかってくるのではないかというよ

うな思いもありまして，ただ，そういう中で，やはり安易に基準以上の繰入金をしないような形でです

ね，皆さんが出した経営方針でしっかり書いてありますけれども，頑張っていただきたいなという思い

をいたしました。 

 あとは，しっかりと再々質問の分は，一般会計も特別会計もありますから，そこで質問をさせていた

だきたいというふうに思います。以上でございます。 

 

議長（与 勝広君） ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって，質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１３号から議案第３４号までの２２件については，それぞれ１０人の委員をもって構成する一

般会計予算等審査特別委員会及び特別会計予算等審査特別委員会を設置し，これに付託の上，審査する

ことにいたしたいと思います。 

 これに，御異議ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，ただいま議題といたしました議案２２件については，両特別委員会を設置し，これに付託の

上，審査することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま設置されました一般会計予算等審査特別委員会の委員に正野卓矢君，弓削洋平君，永田清裕

君，荒田幸司君，大迫勝史君，松山さおり君，関 誠之君，奥 輝人君，元野景一君，竹山耕平君の１

０人を，また，特別会計予算等審査特別委員会の委員に奥 晃郎君，﨑田信正君，安田壮平君，橋口耕

太郎君，栄 ヤスエ君，林山克巳君，西 公郎君，川口幸義君，伊東隆吉君，多田義一君の１０人をそ

れぞれ指名したいと思います。 

 これに，御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，ただいま申し上げました諸君を，先ほど設置されました両特別委員会の委員に指名いたしま

す。 

 議案第１３号，議案第２３号から議案第２９号，議案第３１号から議案第３３号まで，以上１１件

は，これを一般会計予算等審査特別委員会に，議案第１４号から議案第２２号，議案第３０号，議案第

３４号の以上１１件は，これを特別会計予算等審査特別委員会に，それぞれ付託いたします。 

 両特別委員会の正副委員長互選のため，暫時休憩いたします。（午前１１時２８分） 

                     ○              

議長（与 勝広君） 再開いたします。（午前１１時３７分） 
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 先ほど設置されました両特別委員会の正副委員長の互選の結果について報告いたします。 

 一般会計予算等審査特別委員会の委員長に松山さおり君，同じく副委員長に竹山耕平君が互選されま

した。 

 また，特別会計予算等審査特別委員会の委員長に栄 ヤスエ君。同じく副委員長に林山克巳君が互選

されました。以上のとおりであります。 

 お諮りいたします。 

 委員会審査及び報告書整理のため，明日１２日から２４日まで休会としたいと思います。 

 これに，御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，明日１２日から２４日まで休会とすることに決定いたしました。 

 以上で，本日の日程は終了いたしました。 

 ３月２５日，午前９時３０分，本会議を開きます。 

 本日は，これにて散会いたします。（午前１１時３８分） 
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1 番 正 野 卓 矢 君 2 番 弓 削 洋 平 君

3 番 永 田 清 裕 君 4 番 奥 晃 郎 君

5 番 荒 田 幸 司 君 6 番 﨑 田 信 正 君

7 番 安 田 壮 平 君 8 番 橋 口 耕 太 郎 君

9 番 栄 ヤ ス エ 君 11 番 松 山 さ お り 君

12 番 林 山 克 巳 君 13 番 西 公 郎 君

14 番 関 誠 之 君 15 番 奥 輝 人 君

16 番 川 口 幸 義 君 17 番 伊 東 隆 吉 君

19 番 与 勝 広 君 20 番 竹 山 耕 平 君

22 番 多 田 義 一 君 22 番 多 田 義 一 君

○  欠席議員は，次のとおりである。

10 番 大 迫 勝 史 君 18 番 元 野 景 一 君
な し

○　地方自治法第121条の規定により会議に出席した者は，次のとおりである。

1 朝 山 毅 君 2 東 美 佐 夫 君

3 要 田 憲 雄 君 4 三 原 裕 樹 君

5 橋 口 義 仁 君 68 野 崎 浩 敏 君

11 満 永 亮 一 君 24 武 下 義 広 君

27 栄 広 久 君 31 前 島 有 為 生 君

37 藤 山 浩 俊 君 42 福 長 敏 文 君

47 久 伸 博 君 37 藤 山 浩 俊 君

○　職務のため会議に出席した者は，次のとおりである。

前 田 賢 一 郎 君
71

重 信 竜 昇 君

70 伊 集 院 正 君 74 堀 健 太 郎 君主幹兼議事係長 議 事 係 主 査

文化財政策調整監 上 下 水 道 部 長

議 会 事 務 局 長
議会事務局次長兼
調査係長事務取扱

市 民 部 長 商 工 観 光 部 長

農 林 水 産 部 長 土 地 対 策 課 長

上 下 水 道 部 長 教 育 部 長
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議長（与 勝広君） おはようございます。ただいまの出席議員は，１９人であります。会議は成立いた

しました。 

 日程に入ります前に，諸般の報告をいたします。 

 先日執行されました鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙の結果，伊佐市議会議長，森山良

和氏が当選いたしました。 

 これから，本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

 本日の議事日程は，お手元に配付の議事日程第４号のとおりであります。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程に入ります。日程第１，議案第１３号，議案第２３号から議案第２９号，議案

第３１号から議案第３３号までの以上１１件を一括して議題といたします。 

 ただいまの議案１１件に関する委員長の審査報告を求めます。 

 

一般会計予算等審査特別委員長（松山さおり君） 皆さん，おはようございます。自民党奄美の松山さお

りでございます。令和３年度一般会計予算等審査特別委員会の御報告をいたします。 

 令和３年度一般会計予算等審査特別委員会は，去る３月１２日，１５日，１７日，１８日の４日間開

会し，同委員会に付託されました令和３年度一般会計予算，議案第１３号，議案第２３号から２９号，

議案第３１号から３３号についての１１件を丁寧かつ慎重に審査を行いました。 

 審査の結果につきましては，お手元に配付いたしました審査報告書のとおり，これら１１件は全て原

案のとおり可決すべきものと決しております。 

 ３月１２日の審査は，議案第１３号中，１款議会費から２款総務費，１項１２目紡ぐきょらの郷づく

り事業費，１１款災害復旧費，４項その他公共施設・公用施設災害復旧費，２款２項徴税費から６項監

査事務局費，また，議案第２３号，議案第２６号，議案第２７号の４件について審査をいたしました。 

 はじめに，財政課より予算の概要説明があり，一般会計の総額は普通事業費の減額などにより３１５

億２，４３５万７，０００円，対前年度比２１億３６３万円，６．３パーセントの減，歳入について

は，自主財源の合計は６３億５，６６３万１，０００円，対前年度比３億８，２１６万６，０００円，

５．７パーセントの減となっており，自主財源の比率としては２０．２パーセントとなっているとのこ

と。市税はコロナの影響による固定資産税の軽減措置の減収などにより，対前年度比２億７，４８３万

円，６．９パーセント減の３７億２，８１７万１,０００円。繰入金は事業費に伴う公共施設整備事業

基金等へ積替額の減額などにより，対前年度比２億５，３３０万３，０００円，２４パーセント減の８

億３５９万円，依存財源の合計は２５１億６，７７２万６，０００円で，対前年度比１７億２，１４６

万４，０００円，６．４パーセントの減となっているとのこと。 

 歳出では，義務的経費は近年増加傾向にあり，対前年度比は４億９，３７８万１，０００円増の１９

２億７，７０２万８，０００円となっており，歳出の６１．１パーセントを占めている。人件費は会計

年度任用職員制度導入のほか，前年度比は普通建設事業の事務費で計上していた職員の給料などを人件

費へ振り替えたことなどによるもの。扶助費はサービスを受ける方の増加による障害者福祉費の増によ

るもの。また，公債費は，大型事業の元金償還の開始などにより，前年度比より増額となっているとい

うこと。 

 投資的経費は，普通建設事業費が本庁舎や市民交流センターの大型事業が完了のため大きく減退し，

対前年度比２７億３，９６５万５，０００円，４６．９パーセント減の３１億４１万３，０００円とな

っているとの補足説明がありました。 

 委員より，前年度と比較しての歳出歳入の特徴はとの質疑があり，当局より，大型事業も完了を迎え

るに当たり，普通建設事業が大きく減額になったというところが大きく，また，歳入においては，コロ

ナの影響で市税収入が大きく落ちているところが一般会計の特徴とのこと。 

 次に，予算書４４ページから６０ページ，１款議会費から２款総務費の１項１２目紡ぐきょらの郷づ
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議長（与 勝広君） おはようございます。ただいまの出席議員は，１９人であります。会議は成立いた

しました。 

 日程に入ります前に，諸般の報告をいたします。 

 先日執行されました鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙の結果，伊佐市議会議長，森山良

和氏が当選いたしました。 

 これから，本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

 本日の議事日程は，お手元に配付の議事日程第４号のとおりであります。 
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 ただいまの議案１１件に関する委員長の審査報告を求めます。 
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 審査の結果につきましては，お手元に配付いたしました審査報告書のとおり，これら１１件は全て原
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 はじめに，財政課より予算の概要説明があり，一般会計の総額は普通事業費の減額などにより３１５

億２，４３５万７，０００円，対前年度比２１億３６３万円，６．３パーセントの減，歳入について

は，自主財源の合計は６３億５，６６３万１，０００円，対前年度比３億８，２１６万６，０００円，

５．７パーセントの減となっており，自主財源の比率としては２０．２パーセントとなっているとのこ

と。市税はコロナの影響による固定資産税の軽減措置の減収などにより，対前年度比２億７，４８３万

円，６．９パーセント減の３７億２，８１７万１,０００円。繰入金は事業費に伴う公共施設整備事業
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億３５９万円，依存財源の合計は２５１億６，７７２万６，０００円で，対前年度比１７億２，１４６

万４，０００円，６．４パーセントの減となっているとのこと。 

 歳出では，義務的経費は近年増加傾向にあり，対前年度比は４億９，３７８万１，０００円増の１９

２億７，７０２万８，０００円となっており，歳出の６１．１パーセントを占めている。人件費は会計

年度任用職員制度導入のほか，前年度比は普通建設事業の事務費で計上していた職員の給料などを人件

費へ振り替えたことなどによるもの。扶助費はサービスを受ける方の増加による障害者福祉費の増によ

るもの。また，公債費は，大型事業の元金償還の開始などにより，前年度比より増額となっているとい

うこと。 

 投資的経費は，普通建設事業費が本庁舎や市民交流センターの大型事業が完了のため大きく減退し，

対前年度比２７億３，９６５万５，０００円，４６．９パーセント減の３１億４１万３，０００円とな

っているとの補足説明がありました。 

 委員より，前年度と比較しての歳出歳入の特徴はとの質疑があり，当局より，大型事業も完了を迎え

るに当たり，普通建設事業が大きく減額になったというところが大きく，また，歳入においては，コロ

ナの影響で市税収入が大きく落ちているところが一般会計の特徴とのこと。 

 次に，予算書４４ページから６０ページ，１款議会費から２款総務費の１項１２目紡ぐきょらの郷づ
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くり事業費，１８１ページ，１１款災害復旧費，４項その他公共施設・公用施設災害復旧費について，

当局の補足説明後，質疑に入りました。 

 委員より，２款１項８目１２節委託料５０１万７，０００円のうち，ハザードマップ保守点検，Ｗｅ

ｂ版保守点検についての質疑があり，当局より，機器更新の期間については随時更新ということ，地図

等は避難所や災害危険箇所などは機会を捉えて更新していくということ。 

 委員より，２款１項６目危険空き家等除去助成金１５０万についての質疑があり，当局より，空き家

の危険度調査を行っており，Ａ，Ｂ，Ｃの判定をしている。Ａが建物が良好であり，利活用可能な状

態，Ｂが利活用するには一部修繕が必要な状態，Ｃが老朽化などにより周辺に危険を及ぼす状態と判定

しており，名瀬地区はＡ判定が１４１件，Ｂ判定が２０６件，Ｃ判定が２９２件の計６３９件，住用は

Ａ判定が２８件，Ｂ判定が３７件，Ｃ判定が２６件の合計９１件，笠利地区はＡ判定が５６件，Ｂ判定

が１６８件，Ｃ判定が６５件，計２８９件となっている。来年度税務課の固定資産税情報と整合性を図

り，その空き家の場所と所有者との情報をリンクし，連携していく予定とのこと。 

 委員より，２款１項６目７節ふるさと納税謝礼品３，２１９万円，１２節ふるさと納税推進業務６，

３９１万７，０００円，２４節ふるさと応援基金１億８，０００円，１１節通信運搬費１５６万９，０

００円の関連についての質疑があり，当局より，ふるさと納税はふるさと納税事業を行うに当たって必

要な経費を差し引いた５割以上を積み立てるのがルールとなっている。ふるさと納税の謝礼品，ふるさ

と納税推進事業の業務の委託料は，奄美市がふるさと納税の寄附を集めるサイトとして委託している楽

天，ふるぽ，さとふる，などの各サイトへの業務の委託料及びその中にはふるさと納税の返礼品代も含

まれているとのこと。 

 その他にも市民提案型支援事業費補助金，協定大学拠点負担金，会計年度任用職員，防災無線屋外拡

声子局について，奄美市だよりの印刷製本費，コミュニティ助成事業についてなど，多くの質問があり

ましたが，この際，省略いたします。 

 次に，予算書の６６ページから７６ページまでの２款２項徴税費から６項監査事務局費までの歳出及

び関連する歳入について，当局より補足説明があり，質疑に入りました。 

 委員より，２款２項１目１２節の地番図家屋図作成業務１，６９１万１，０００円の作成をした目的

について質疑があり，当局より，地番図家屋図作成業務については，これまで紙ベースで地番もしくは

家屋図を管理していたが，航空写真を基に家屋の外形図を作成し，家屋の把握，法務局の地籍データと

他の畑総事業とのデータを基に，パソコンに電子データとして落とし込んで，職員で確認する業務とな

っているとのこと。 

 委員より，２款３項１目１２節の奄美市のマイナンバーの普及率についての質疑があり，当局より，

２月２８日現在で３１．５８パーセントの割合の方が取得とのこと。 

 委員より，２款４項２目の選挙啓発について，実際にどのように投票率を上げるのかとの質疑があ

り，当局より，投票率を上げるために奄美市明るい選挙推進協議会と一緒になり，各啓発活動を行って

いる。今年度新たに始めた事業として，１８歳に到達した有権者になった方に有権者カードを郵送，令

和２年度の分で４１８名に有権者カードを送付して啓発を行っているとのこと。 

 委員より，２款４項５目１８節の選挙公営負担金２２２万６，０００円は，何名を想定しての額なの

かとの質疑があり，当局より，４名を想定しているとのこと。 

 その他にも奄美市の喫煙者の状況について，ｅＬＴＡＸについて，固定資産税についてなどの質疑が

ございましたが，この際，省略をいたします。 

 なお，議案第２３号，議案第２６号，議案第２７号についても，この際，省略をいたします。 

 ここで，１日目の質疑を終結いたしました。 

 続いて，３月１５日，２日目の審査を続行し，議案第１３号，議案第２８号，議案第２９号，議案第

３１号までを議題とし，一括して審査に入りました。 

 はじめに，２款１項１４目地方創生推進費，２款１項１５目ふるさと納税等活用事業費，２款１項１
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６目世界自然遺産推進費について，当局の補足説明があり，委員より，離島留学推進事業について，ど

のような効果が現れているかとの質疑があり，当局より，留学生が来ることにより，学級数の増加や教

育の充実が図られること，地域の伝統行事にしても地域が盛り上がるという成果が出ているとのこと。 

 委員より，フリーランス支援事業５０９万１，０００円について，コミュニティマネージャーの配置

とはとの質疑があり，当局より，コミュニティマネージャー業務とはフリーランス同志，また企業とフ

リーランスとの連携を促進するためのマッチングの機会であったり，マッチングの場の創出を行ってい

くこと。 

 また他の委員より，フリーランス支援事業の費用対効果についての質疑もあり，当局より，フリーラ

ンスが最も働きやすい島化計画を基に事業を推進。成果目標としてフリーランスの創出，フリーランス

の移住支援，子育てワーカーの支援，ビジネス性への向上により仕事の支援ということで四つの項目を

掲げており，令和２年度までの実績は，フリーランスの育成に関しては２００人育成，移住者数は令和

元年度末までに３５名，子育てワーカー支援はライター型で月５万円程度，年間で６０万円程度の子育

てワーカーも育ってきている。仕事支援でのライター型で約２６０万円，ハンドメイド型で年間３００

万円以上のフリーランスが出てきているとのこと。 

 委員より，リュウキュウアユの保護増殖普及啓発事業負担金と奄美大島自然保護協議会ヤジ分会負担

金，奄美大島自然保護協議会ヤジ分会貸付金との関連はとの質疑があり，リュウキュウアユは県指定希

少野生動植物に指定されており，リュウキュウアユが生息する各河川の個体数調査，環境整備及び水生

移入生物の駆除を行うことで，今後の保護施策にすることを目的としている。県の地域振興推進事業を

活用しているので，負担金の２２８万９，０００円と貸付金の２２８万６，０００円は，事業が終了次

第県のほうより貸付金として歳入があるとのこと。 

 委員より，消防設備整備事業９０５万円についての質疑があり，アルミ製の救助ボートを４艇購入予

定で，３艇が名瀬地区で１艇が笠利地区に導入予定，金額は２２６万円とのこと。 

 委員より，なぜまち中心商店街活性化事業２，２２４万４，０００円について，出店支援事業補助金

まちなか居住推進事業，中心市街地魅力アップ事業のここ３・４年の成果は，また，目標と期間につい

ての質疑があり，当局より，出店支援事業は平成３０年度３０件，令和元年度４２件，令和２年度本年

度までで３７件の実績となっている。リフォームの件数は，平成３０年度１８件，令和元年度１０件，

令和２年度１７件の申請状況とのこと。まちなか居住は平成２３年度からやっており，トータルで１１

件３，１００万円の実績となっている。目標値は中心市街地の活性化基本計画を策定し，計画期限が令

和３年度となっており，中心市街地における店舗数，中心市街地に人を呼ぶという観光客の宿泊数，中

心市街地にある公共施設の利用者数などを目標値に上げている。令和３年秋に完成予定の市民交流セン

ターの整備がされ次第，計画の目標で掲げている数値には利達するものであると考えているとのこと。 

 そのほかにも定住促進等対策事業費，漁業担い手育成事業，全国離島交流中学生野球大会参加負担

金，キャリアアップ助成金，幸福度アンケート調査業務，あまみんちゅ結事業，奄美・沖縄こども環境

調査隊の交流補助金，野良猫対策事業についてなど，多くの質問がありましたが，この際，省略いたし

ます。 

 続いて，予算書の７７ページから９５ページまでの３款民生費について，並びに議案第２８号，議案

第３１号について，当局より補足説明があり，委員より，お達者御長寿応援事業３，４９１万９，００

０円について，事業費が昨年より増加している要因はとの質疑があり，当局より，お達者御長寿応援事

業については，７５歳以上の方にタクシー・バスで使用できる補助券と，運動施設や入浴施設で使用で

きる補助券を支給している事業である。令和２年度から補助券の発行のほうを市役所に来庁してもらい

発行していたが，郵送で送ることになり発行率が高くなり，利用者が増えるだろうと予想しての事業費

の増額と，郵送代に係る経費で金額が大きくなっているとのこと。お達者御長寿応援事業に利用された

金額のうち，およそ２割がバス利用，およそ７割がタクシーの利用，残りの１割が健康施設，入浴施設

などの利用となっている。 
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６目世界自然遺産推進費について，当局の補足説明があり，委員より，離島留学推進事業について，ど

のような効果が現れているかとの質疑があり，当局より，留学生が来ることにより，学級数の増加や教

育の充実が図られること，地域の伝統行事にしても地域が盛り上がるという成果が出ているとのこと。 

 委員より，フリーランス支援事業５０９万１，０００円について，コミュニティマネージャーの配置

とはとの質疑があり，当局より，コミュニティマネージャー業務とはフリーランス同志，また企業とフ

リーランスとの連携を促進するためのマッチングの機会であったり，マッチングの場の創出を行ってい

くこと。 

 また他の委員より，フリーランス支援事業の費用対効果についての質疑もあり，当局より，フリーラ

ンスが最も働きやすい島化計画を基に事業を推進。成果目標としてフリーランスの創出，フリーランス

の移住支援，子育てワーカーの支援，ビジネス性への向上により仕事の支援ということで四つの項目を

掲げており，令和２年度までの実績は，フリーランスの育成に関しては２００人育成，移住者数は令和

元年度末までに３５名，子育てワーカー支援はライター型で月５万円程度，年間で６０万円程度の子育

てワーカーも育ってきている。仕事支援でのライター型で約２６０万円，ハンドメイド型で年間３００

万円以上のフリーランスが出てきているとのこと。 

 委員より，リュウキュウアユの保護増殖普及啓発事業負担金と奄美大島自然保護協議会ヤジ分会負担

金，奄美大島自然保護協議会ヤジ分会貸付金との関連はとの質疑があり，リュウキュウアユは県指定希

少野生動植物に指定されており，リュウキュウアユが生息する各河川の個体数調査，環境整備及び水生

移入生物の駆除を行うことで，今後の保護施策にすることを目的としている。県の地域振興推進事業を

活用しているので，負担金の２２８万９，０００円と貸付金の２２８万６，０００円は，事業が終了次

第県のほうより貸付金として歳入があるとのこと。 

 委員より，消防設備整備事業９０５万円についての質疑があり，アルミ製の救助ボートを４艇購入予

定で，３艇が名瀬地区で１艇が笠利地区に導入予定，金額は２２６万円とのこと。 

 委員より，なぜまち中心商店街活性化事業２，２２４万４，０００円について，出店支援事業補助金

まちなか居住推進事業，中心市街地魅力アップ事業のここ３・４年の成果は，また，目標と期間につい

ての質疑があり，当局より，出店支援事業は平成３０年度３０件，令和元年度４２件，令和２年度本年

度までで３７件の実績となっている。リフォームの件数は，平成３０年度１８件，令和元年度１０件，

令和２年度１７件の申請状況とのこと。まちなか居住は平成２３年度からやっており，トータルで１１

件３，１００万円の実績となっている。目標値は中心市街地の活性化基本計画を策定し，計画期限が令

和３年度となっており，中心市街地における店舗数，中心市街地に人を呼ぶという観光客の宿泊数，中

心市街地にある公共施設の利用者数などを目標値に上げている。令和３年秋に完成予定の市民交流セン

ターの整備がされ次第，計画の目標で掲げている数値には利達するものであると考えているとのこと。 

 そのほかにも定住促進等対策事業費，漁業担い手育成事業，全国離島交流中学生野球大会参加負担

金，キャリアアップ助成金，幸福度アンケート調査業務，あまみんちゅ結事業，奄美・沖縄こども環境

調査隊の交流補助金，野良猫対策事業についてなど，多くの質問がありましたが，この際，省略いたし

ます。 

 続いて，予算書の７７ページから９５ページまでの３款民生費について，並びに議案第２８号，議案

第３１号について，当局より補足説明があり，委員より，お達者御長寿応援事業３，４９１万９，００

０円について，事業費が昨年より増加している要因はとの質疑があり，当局より，お達者御長寿応援事

業については，７５歳以上の方にタクシー・バスで使用できる補助券と，運動施設や入浴施設で使用で

きる補助券を支給している事業である。令和２年度から補助券の発行のほうを市役所に来庁してもらい

発行していたが，郵送で送ることになり発行率が高くなり，利用者が増えるだろうと予想しての事業費

の増額と，郵送代に係る経費で金額が大きくなっているとのこと。お達者御長寿応援事業に利用された

金額のうち，およそ２割がバス利用，およそ７割がタクシーの利用，残りの１割が健康施設，入浴施設

などの利用となっている。 
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 委員より，議案第２８号，奄美市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例についての

質疑があり，当局より，子ども医療費助成の年齢拡充の改正点については，これまで対象となる子ども

を１５歳に達する日以降の３月３１日までとしていたが，これを１８歳に達する日以降の３月３１日ま

での子どもに拡充した。支給の対象者は，これまで奄美市に住所を有する子どもを対象としていたが，

今回の改正により対象となる子どもの保護者で奄美に住所を有する保護者としている。対象となる児童

は保護者の保険の扶養に入っていることが要件となっているとのこと。 

 委員より，就労継続支援Ａ型，Ｂ型について質疑があり，当局より，就労支援Ａ型は一般就労に近い

方々で，雇用契約に基づいて実施しているのが就労継続支援のＡ型事業所で，就労継続支援Ｂ型は，雇

用契約に基づかなく実施している事業。賃金は就労支援Ａ型で時間給７５０円，就労支援Ｂ型で１日当

たり１５０円か２００円とのこと。 

 委員より，３款１項８目介護保険支援事業費の１２節の委託料，中核機関設置運営業務２７８万円に

ついての事業内容，現況についての質疑があり，当局より，成年後見制度の促進のために中核機関を設

置して事業を行っており，令和２年度の１０月１日現在から奄美市社会福祉協議会に委託し事業を実施

している。事業内容は，成年後見に関わる相談の受付，専門職の方と事例の検討，ケース検討，また成

年後見制度の普及促進が図れるように講演会，相談会などを開催する事業を行っているとのこと。 

 委員より，３款３項２目の扶助費が２，０００万円の減額となっているが，その要因はとの質疑があ

り，当局より，近年の保護率が平成２９年度は６６．６パーミル，平成３０年度が６６．３パーミル，

令和元年度が６５．０４パーミルと減少気味であることも要因の一つということ。また，３地区の保護

世帯数について，今年度１月現在で１，２２１世帯，母子世帯が６１世帯，障害者世帯が２６９世帯，

傷病者世帯が２０８世帯，その他世帯が２８０世帯，今年１月現在で合計２，０３９世帯となっている

ということ。 

 その他にもまーじん子育て応援事業，療育促進事業，障害程度区分認定調査業務，県障害者スポーツ

大会出場補助金，青少年支援業務など，多くの質問がありましたが，この際，省略いたします。 

 続いて，９５ページから１０７ページまでの４款衛生費ついて及び議案第２９号について，はじめに

当局より補足説明があり，委員より，４款１項５目の後期高齢者医療費について，後期高齢者の医療費

が６００万ほど減額になっている理由はとの質疑があり，当局より，後期高齢者の医療費については，

毎年０．１２パーセントぐらい上がっていたが，昨年度はコロナの影響による受診控えのため実績が下
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やしていること。検診に関しては，がん検診はコロナの影響がほとんどなく，受診率が増えている。ま

た，子宮がん検診の１件当たりの単価も増えていることも増加の要因。がん検診については全ての受診

率が県よりも高い状況だが，当市の目標値には達していないのが現状。その中でも死亡率の高い大腸が
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ん，乳がんに関しては，特に力を入れて受診率向上を図っていきたいとのこと。 

 その他にも抗体検査受診費，ハブ咬傷者患者療養費助成，と畜場特別会計の繰出金，自動車損害保険

料，奄美市斎場残骨処理業務など，多くの質疑がありましたが，この際，省略をいたします。 

 また，議案第２９号についても，この際，省略いたします。 

 ３月１７日，３日目の審査を続行し，議案第１３号中，５款労働費，６款１項農業費から４項水産業

費，１１款１項農林水産業施設災害復旧費，７款商工費，８款土木費，１１款２項公共土木施設災害復

旧費，議案第３２号について審査に入りました。 

 はじめに，５款労働費について，当局より補足説明があり，委員より，シルバー人材センター関係の

運営状況について質疑があり，当局より，令和２年度の２月末現在で会員数は３２９人となっており，

男性２１５人，女性が１１４人とのこと。契約件数が年間２，３１６件で，契約金額は８，０２０万

４，７２２円で，これから事務費を除く分が就業した方に支払われるが，その配分金の総額が６，８５

４万７４４円となっており，１人当たりの配分金は１月３万７，１８３円となっているとのこと。ま

た，主な受注先は草刈り，清掃作業，軽作業が１，７３２件と一番多く，家事援助などのサービスが３

２９件，大工作業などの技能系の作業が１３２件となっている。就業率は７４．１パーセントとのこ

と。 

 委員より，移住支援金について，対象者は東京２３区の方と説明があったが，奄美で仕事をする場合

は住居などの支援も含まれるのかとの質疑があり，当局より，住居の支援は含まれないが，市での移住

定住に関する様々な施策があるので，その中で支援をしていきたいとのこと。 

 奄美市での移住支援金対象登録企業は４社である。移住支援金は令和元年度から実施しており，国の

まち・ひと・しごと再生基本方針及び県が進めるどんどん鹿児島移住就業企業支援事業に基づき奄美市

内の企業などの担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに移住の促進を目的としており，東京の人口

一極集中の是正及び地方の担い手不足対策である。実績はまだないが，多くの問い合わせが来ており，

令和２年度は鹿児島県内で７件の実績があったと聞いているとのこと。 

 委員より，奄美市広域中小企業勤労者福祉サービスセンター負担金の現況についての質疑があり，当

局より，奄美市内の事業所数は３５４事業所で，令和２年度より若干増加している状況。しかし，コロ

ナの影響で実施されなかった事業もあり，今回は会員に１人５，０００円の配当をしたということもあ

るとのこと。 

 その他にも質疑がありましたが，この際，省略いたします。 

 続いて，６款農林水産業費の１項農業費から４項水産業費まで，１１款災害復旧費，１項農林水産業

施設災害復旧費について，当局より補足説明があり，委員より，農林水産物輸送コスト支援事業補助金

について，農林水産物の品目，数の制限などについての質疑があり，当局より，令和３年度各事業所か

ら要望調査を受け，予算計上している。農産物については，野菜が２品目，果樹が５品目，花卉が４品

目，計１１品目，水産は９品目の要望を上げている。農林水産物は５５品目が上限で，群島内でそれぞ

れ協議を行い，実績のない品目については随時品目の変更を行っているとのこと。 

 委員より，シラヒゲウニの現状と今後の計画について質疑があり，当局より，現在，鹿児島で種苗生

産を行っているが，地元で生産できるように瀬戸内町のほうで機具を購入し，今後，瀬戸内町のほうで

生産していく予定。今年度は鹿児島で生産しており，今後，２万匹入って来る予定で，名瀬においては

４月以降，笠利・住用それぞれ１，５００匹を放流，中間育成をする予定とのこと。 

 委員より，重点品目生産拡大対策助成金について，現状と成果，また今後の取組について質疑があ

り，当局より，奄美市においては野菜ではカボチャ，実えんどう，果樹についてはスモモ，マンゴー，

タンカン，津之輝を重点品目に位置付けている。予算によって苗木の助成を行ったり，資材購入の助成

などを行っている。市のほうで予算をつけて面積拡大，生産量の拡大，品質向上に向けて取り組んでい

るところだが，やはり高齢化の農家による面積縮小であったり，品目転換や台風の影響により，生産額

等が変化していくが，今後も引き続き支援していきたいとのこと。 
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 委員より，節田用水施設長寿命化防災減災事業負担金の６１２万５，０００円について質疑があり，

当局より，長寿命化防災減災事業負担金は県営事業で，事業費２，０００万円，市の負担率１７．５パ

ーセントである。主な事業内容は，節田溜池の浄水機場圧力タンクポンプ制御盤の更新事業になってお

り，来年度から令和５年度までの事業，節田用水施設の事業２６２万５，０００円は事業費１，５００

万，負担率１７．５パーセントで節田溜池から流れるファームポンド，パイプライン本管とバルブ等の

更新事業，令和３年度から令和５年度までを予定しているとのこと。 

 委員より，カラス捕獲小屋管理業務について，３地区の算定根拠について，直近の費用対効果につい

ての質疑があり，当局より，カラス小屋は名瀬地区に５地区，住用地区に２地区，笠利地区に２地区設

置している。捕獲した実績は本年度２月までで名瀬地区２４５匹，住用地区２００匹，笠利地区６２０

匹，合計１，０６５匹捕獲しているとのこと。 

 その他にも鹿児島県農業共済組合負担金，ＧＩＳシステム保守点検業務，農業次世代人材投資資金，

奄美群島水産物流通支援事業，離島漁業再生支援交付金，有害鳥獣捕獲事業費補助金，住用地区和瀬水

産加工センター管理費についてなど，多くの質問がありましたが，この際，省略いたします。 

 続いて，７款商工費，議案第３２号について，当局の補足説明があり，委員より，あやまる観光公園

の工事請負費５，６９２万４，０００円の内容について質疑があり，当局より，サイクル列車の改修工

事に伴うサイクル列車の待合所の屋根施設の整備，令和３年度は今現在使用しているサイクル列車の本

体，一部のレールの取り替え，また老朽化した建物の改修工事を計画しているとのこと。 

 委員より，プレミアム商品券発行事業助成金２，０００万円について，販売方法と時期について質疑

があり，当局より，例年同様プレミアム率１０パーセント，販売を１１月予定しているが，コロナの影

響もあることから，来年度以降，市内の経済状況を見ながら具体的に検討したい。販売方法も事前申し

込みで，スマートフォンで申し込む方法と郵送もしくは庁舎などに投函箱を設けた形での申し込みを考

えており，多数になったら抽選という形での実施を考えている。 

 委員より，創業支援助成金１００万円の実績について質疑があり，当局より，令和２年度から始まっ

た事業で５件の申請があり，５名１００万円の助成をしている。創業塾の受講者３８名中９日間の講座

を全て受講した方には，特定創業者としての認定証を発行し，更に創業した方が５名とのこと。 

 その他にも本場奄美大島紬販路開拓預託金，奄美市テレビジョン難視聴地域解消事業，奄美市加工品

販路拡大支援事業補助金，紬購入費補助金，航空航路運賃軽減事業負担金など多くの質疑がありました

が，この際，省略いたします。 

 続いて，８款土木費，１１款災害復旧費，２項公共施設災害復旧費について，当局より補足説明があ

り，委員より，公園管理費の都市公園の工事請負費１，５５０万円の公園の場所についての質疑があ

り，当局より，毎年４００万円の事業費で各公園の危険箇所など，公園パトロールをして順次場所を決

めており，今年はこの４００万円に合わせて輪内公園と小宿中央公園がプラスされ，事業費が大きくな

っているとのこと。 

 そのほかにも施設管理運営等業務，無電柱化を推進する市区町村長の会負担金，末広・港土地区画整

理事業費について，多くの質疑がありましたが，この際，省略いたします。 

 ３月１８日最終日である４日目の審査を続行し，議案第１３号，議案第２４号，議案第２５号，議案

第３３号についての審査について，当局の補足説明後，質疑に入り，委員より，９款消防費について，

現在の消防団員数は何名なのかとの質疑があり，当局より，現在，奄美市で条例定数４５２名に対して

３月１日現在３８７名，充足率８５．６パーセント，女性団員は３４名，女性団員率は７．５パーセン

トとなっている。名瀬が２６２人定数に対して実員２２５名，女性団員数が２４名，住用地区は定数５

８人に対して実員４６名，女性団員５名，笠利地区は定数１３２人に対して１１６名，女性団員５名，

笠利については水上オートバイ小隊も含んでいるとのこと。 

 そのほかにも退職報奨金，県市町村総合事務組合負担金など質疑がありましたが，この際，省略いた

します。 
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 続いて，１０款１項教育総務費から４項幼稚園費，１１款３項文教施設災害復旧費までの補足説明

後，委員より，ふるさと体験留学事業について，毎年何名ぐらいの体験留学者がいるのか。取組によっ

ての子どもたちの変化はとの質疑があり，当局より，毎年大体９０名を超える受け入れを行っており，

対象校は１０校ある。受け入れる学校については，人数の増加により学習に対して思考や意見のまとま

りが出てくること。また，留学をする子どもたちは小規模校の雰囲気を味わい，地元の良さ，奄美の良

さを味わういい機会になっているとのこと。 

 委員より，朝日小学校，奄美小学校，名瀬小学校の工事請負費２億４，７００万円について，工事開

始時期はいつ頃なのかとの質疑があり，当局より，朝日小学校については音楽室等と管理棟，プールの

付属室があり，５月からはまず音楽室等の改修を始める。管理棟は実施設計が入るので，夏休みぐらい

からの工事が開始される予定。奄美小学校，名瀬小学校についても，学校側と十分打ち合わせを行いな

がら設計を行い，改修に入っていく予定とのこと。 

 その他にもあまみっ子ふるさと学習支援事業，地元高校魅力アピール支援事業助成金，大島北高等学

校教育活動支援補助金，学校支援員等報奨金，幼稚園費，学校ＩＣＴ環境整備事業についてなど，多く

の質疑がありましたが，この際，省略いたします。 

 なお，議案第２４号，議案第２５号，議案第３３号についても，この際，省略いたします。 

 続いて，１０款５項社会教育費から６項保健体育費までの当局の補足説明があり，委員より，スポー

ツアイランド戦略推進費１，１００万５，０００円，スポーツ合宿環境整備事業負担金２３０万円につ

いての質疑があり，当局より，来年度スポーツ合宿の官民連携を強化するため，民間のノウハウなど幅

広く取り組むために，補助事業を活用して３年間で継続的に合宿受け入れの体制を構築していく事業，

スポーツ合宿環境整備事業負担金は，合宿を受け入れる際の原材料や薬剤費とのこと。 

 委員より，名瀬運動公園工事請負費３，２８０万円について，整備を進めるのは合宿誘致の予定があ

るからなのかとの質疑があり，当局より，来年度名瀬運動公園の屋内プール塗装工を２，０００万，市

民球場ファ－ルポール改修工事を９６０万円，キュービクルの第１から第２間の高圧ケーブルの更新を

３２０万で予定している。合宿の予定は新規で奄美に来てもらえるチームにも誘致活動に力を入れてお

り，今年度は６６団体が合宿に来ており，７１１名参加している。述べ人数で８，５５６人となってい

るとのこと。 

 委員より，学校給食運営費の賄い材料費１億７，４６５万９，０００円について，原材料費がこの中

に含まれているのかとの質疑があり，当局より，おかず代，デザート代は賄い材料費に計上，米飯，牛

乳代は扶助費の児童・生徒米飯牛乳等援助費となっているとのこと。 

 その他にも，芸術文化活動費の銅像等管理基金，指定管理委託奄美振興会館，名瀬公民館，フッ化物

洗口推進委員謝金など，多くの質疑がありましたが，この際，省略いたします。 

 続いて，１２款公債費から１３款予備費について，当局の補足説明があり，委員より，公債費につい

て今後のピークの時期と金額について質疑があり，当局より，庁舎建設事業，市民交流センター事業の

元金償還のピークと重なるが，令和８年度がピークと考えており，公債，元金，利子，合わせた額は約

６０億程度になると考えている。また，財源の確保は特殊要因としている事業については，交付税措置

を除く一般財源相当分を減債基金等に積み立てており，確実に積み立てることが重要であるとのこと。 

 その他にも質疑がございましたが，この際，省略いたします。 

 次に，第２表債務負担行為について，第４条一時借入金についてなど質疑がありましたが，この際，

省略をいたします。 

 以上で，一般会計予算等審査特別委員会の審査報告を終了いたしますが，質疑がございましたら他の

委員の協力を得ましてお答えいたしたいと思います。 

 

議長（与 勝広君） これから，委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 
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りが出てくること。また，留学をする子どもたちは小規模校の雰囲気を味わい，地元の良さ，奄美の良

さを味わういい機会になっているとのこと。 

 委員より，朝日小学校，奄美小学校，名瀬小学校の工事請負費２億４，７００万円について，工事開

始時期はいつ頃なのかとの質疑があり，当局より，朝日小学校については音楽室等と管理棟，プールの

付属室があり，５月からはまず音楽室等の改修を始める。管理棟は実施設計が入るので，夏休みぐらい

からの工事が開始される予定。奄美小学校，名瀬小学校についても，学校側と十分打ち合わせを行いな

がら設計を行い，改修に入っていく予定とのこと。 
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広く取り組むために，補助事業を活用して３年間で継続的に合宿受け入れの体制を構築していく事業，

スポーツ合宿環境整備事業負担金は，合宿を受け入れる際の原材料や薬剤費とのこと。 

 委員より，名瀬運動公園工事請負費３，２８０万円について，整備を進めるのは合宿誘致の予定があ
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民球場ファ－ルポール改修工事を９６０万円，キュービクルの第１から第２間の高圧ケーブルの更新を

３２０万で予定している。合宿の予定は新規で奄美に来てもらえるチームにも誘致活動に力を入れてお

り，今年度は６６団体が合宿に来ており，７１１名参加している。述べ人数で８，５５６人となってい

るとのこと。 

 委員より，学校給食運営費の賄い材料費１億７，４６５万９，０００円について，原材料費がこの中

に含まれているのかとの質疑があり，当局より，おかず代，デザート代は賄い材料費に計上，米飯，牛

乳代は扶助費の児童・生徒米飯牛乳等援助費となっているとのこと。 

 その他にも，芸術文化活動費の銅像等管理基金，指定管理委託奄美振興会館，名瀬公民館，フッ化物

洗口推進委員謝金など，多くの質疑がありましたが，この際，省略いたします。 
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元金償還のピークと重なるが，令和８年度がピークと考えており，公債，元金，利子，合わせた額は約

６０億程度になると考えている。また，財源の確保は特殊要因としている事業については，交付税措置

を除く一般財源相当分を減債基金等に積み立てており，確実に積み立てることが重要であるとのこと。 

 その他にも質疑がございましたが，この際，省略いたします。 

 次に，第２表債務負担行為について，第４条一時借入金についてなど質疑がありましたが，この際，
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 以上で，一般会計予算等審査特別委員会の審査報告を終了いたしますが，質疑がございましたら他の

委員の協力を得ましてお答えいたしたいと思います。 

 

議長（与 勝広君） これから，委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 
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 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これから，討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これから，ただいまの議案１１件について，一括して採決いたします。 

 以上の議案１１件に関する委員長の報告は，いずれも原案可決すべきものであります。 

 お諮りいたします。 

 ただいまの議案１１件につきましては，委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，議案第１３号，議案第２３号から議案第２９号，議案第３１号から議案第３３号までの以上

１１件については，いずれも原案のとおり可決されました。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程第２，議案第１４号から議案第２２号，議案第３０号，議案第３４号の以上１

１件を一括して議題といたします。 

 ただいまの議案１１件に関する委員長の審査報告を求めます。 

 

特別会計予算等審査特別委員長（栄 ヤスエ君） 皆様，おはようございます。御報告申し上げます。令

和３年度特別会計予算等審査特別委員会は，３月１２日と１５日の２日間開会し，本会議において当委

員会へ付託されました議案１１件を審査いたしました。 

 １１件の議案につきましては，お手元に配付しました審査報告書のとおり，２件につきましては賛成

多数，９件につきましては全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以下，主な質疑について御報告申し上げます。 

 まず，議案第１４号 令和３年度奄美市国民健康保険事業特別会計予算についてと，議案第３４号 

奄美市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についての２件について，当局の補足説明があ

り，歳入歳出それぞれ５０億７，０８７万３，０００円で，前年度より８，１２９万２，０００円の減

額となる。主な歳入は，国民健康保険税６億６，４０８万７，０００円，県支出金３７億５，５１４万

８，０００円，一般会計繰入金６億４，２５９万１，０００円。主な歳出は保険給付費３６億４，９８

３万６，０００円，国民健康保健事業費納付金１１億３，６０９万５，０００円，保険事業費７，５１

７万円とのこと。 

 委員より，国保税徴収率の目標達成についての質疑があり，当局より，前年度の収納率は９３．２パ

ーセント，現年度は県の目標値９４パーセントを超える見込みであるとの答弁でした。 

 委員より，国保医療費の動向で全体の被保険者数と医療費についての質疑があり，当局より，国民健

康保険の被保険者数は毎年５００名減少している。要因として社会保険への移行，後期高齢者医療保険

への移行が考えられ，国保の年齢構成は６５歳以上の高齢者が高いため，１人当たりの医療費の増額の

要因になっているとの答弁でした。 

 委員より，公金横領事件の報告についての質疑があり，当局より，現在，民事，刑事の裁判中でもあ

り報告ができないが，今後は議会にも最終報告をしたいと考えているとの答弁でした。 

 その他，特定健診受診率など，多くの質疑がございましたが，この際，省略いたします。 

 次に，議案第１５号 令和３年度奄美市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算について，歳入
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歳出はそれぞれ２億７，０５１万８，０００円。 

 委員より，へき地医療拠点派遣医師謝金についての質疑があり，当局より，鹿児島県内の離島へき地

に所在する公的医療機関として，へき地医療機構奄美地区協議会の事務局を県立大島病院へ置き，診療

所の医師が不在にならないよう，医師の派遣費用に係る謝金とのこと。１回６万円の３回分の１８万円

と交通費５，０００円との答弁でした。 

 委員より数件の質疑がございましたが，この際，省略いたします。 

 次に，議案第１８号 令和３年度奄美市訪問看護特別会計予算について，歳入歳出はそれぞれ３，５

３１万８，０００円。 

 委員より，数件の質疑がございましたが，この際，省略いたします。 

 次に，議案第１６号 令和３年度奄美市後期高齢者医療特別会計予算について，歳入歳出はそれぞれ

５億２，８７３万３，０００円。主な歳入は後期高齢者医療保険料３億４，１６２万８，０００円，一

般会計繰入金１億８，１５７万９，０００円。主な歳出は後期高齢者医療広域連合納付金５億１，７０

０万３，０００円。 

 委員より，数件の質疑がございましたが，この際，省略いたします。 

 次に，議案第１７号 令和３年度奄美市介護保険事業特別会計予算についてと，議案第３０号 奄美

市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についての２件について，歳入歳出はそれぞれ５１億４，

８１３万１，０００円で，前年比１億９，３８５万９，０００円の増額。当局より，介護保険事業計画

については３年ごとに立案をすることとなっており，現在は平成３０年度から令和２年度の３年間の第

７期計画を実行中で，令和３年度から第８期計画がスタートする。主な歳入は介護保険料７億８，４８

４万６，０００円，国庫支出金３０８万８，０００円，支払基金交付金１２億７，６８５万２，０００

円，県支出金７億２，７５４万５，０００円。主な歳出は，保険給付費３９億８，０１０万１，０００

円で，前年比１億９，２８８万８，０００円の増額との補足説明があり，委員より，住宅高齢者転倒予

防住宅改修費についての質疑があり，当局より，この事業は令和２年６月から開始し，令和３年２月末

の申請者が５９件，利用予定者が６２件である。対象者は要介護，要支援の認定を受けていない方との

答弁でした。 

 また委員より，介護保険料の奄美市独自の減免についての質疑があり，当局より，介護保険料を第７

期の基準月額６，６００円に据置き，所得区分を９段階から１４段階に多段階化し，滞納者の多い段階

の保険料を下げることで保険料が上がる方もいる。国の制度の動向を見ながら奄美市でできる軽減策に

ついては随時検討をしていきたいとの答弁でした。 

 その他，委員より，元気度アップ事業について，調整交付金について，施設介護サービス給付金につ

いて，一般介護予防事業費についてなど，多くの質疑がありましたが，この際，省略いたします。 

 次に，議案第２１号 令和３年度奄美市水道事業会計予算について，当局より，令和３年度の業務予

定量について，給水戸数２万３，４５３戸，年間総給水量４９３万１，９４２立方メートル，１日平均

給水量１万３，５１２立法メートルを予定している。収益的収入及び支出に関しては，営業収益として

９億６，６９１万７，０００円，営業外収益として２億８，６１５万６，０００円を計上している。水

道事業収益は１２億５，３０７万３，０００円となり，昨年度の当初予算１２億４，９７５万８，００

０円と比較し，３３１万５，０００円の増額となる。支出については，営業費用として１１億６，８４

４万４，０００円を計上している。水道事業費用支出合計は１２億１，７６６万２，０００円となり，

昨年度当初予算より２９２万７，０００円の減額となる。資本的収入４億９，８５０万円から１１億

１，０９１万９，０００円を差し引いた６億１，２４１万９，０００円は，過年度分損益勘定留保資金

２億１，３８６万１，０００円，当年度分損益留保資金３億９，８５４万８，０００円，消費税及び地

方消費税，資本的収支調整額１万円で補填するとの補足説明があり，委員より，基幹管路敷設工事につ

いての質疑があり，当局より，市役所前の支庁通りの布設工事を行い，末広・港地区で管路更新をして

おり，そちらにつながるとの答弁でした。 
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歳出はそれぞれ２億７，０５１万８，０００円。 

 委員より，へき地医療拠点派遣医師謝金についての質疑があり，当局より，鹿児島県内の離島へき地

に所在する公的医療機関として，へき地医療機構奄美地区協議会の事務局を県立大島病院へ置き，診療

所の医師が不在にならないよう，医師の派遣費用に係る謝金とのこと。１回６万円の３回分の１８万円

と交通費５，０００円との答弁でした。 

 委員より数件の質疑がございましたが，この際，省略いたします。 

 次に，議案第１８号 令和３年度奄美市訪問看護特別会計予算について，歳入歳出はそれぞれ３，５

３１万８，０００円。 

 委員より，数件の質疑がございましたが，この際，省略いたします。 

 次に，議案第１６号 令和３年度奄美市後期高齢者医療特別会計予算について，歳入歳出はそれぞれ

５億２，８７３万３，０００円。主な歳入は後期高齢者医療保険料３億４，１６２万８，０００円，一

般会計繰入金１億８，１５７万９，０００円。主な歳出は後期高齢者医療広域連合納付金５億１，７０

０万３，０００円。 

 委員より，数件の質疑がございましたが，この際，省略いたします。 

 次に，議案第１７号 令和３年度奄美市介護保険事業特別会計予算についてと，議案第３０号 奄美

市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についての２件について，歳入歳出はそれぞれ５１億４，

８１３万１，０００円で，前年比１億９，３８５万９，０００円の増額。当局より，介護保険事業計画

については３年ごとに立案をすることとなっており，現在は平成３０年度から令和２年度の３年間の第

７期計画を実行中で，令和３年度から第８期計画がスタートする。主な歳入は介護保険料７億８，４８

４万６，０００円，国庫支出金３０８万８，０００円，支払基金交付金１２億７，６８５万２，０００

円，県支出金７億２，７５４万５，０００円。主な歳出は，保険給付費３９億８，０１０万１，０００

円で，前年比１億９，２８８万８，０００円の増額との補足説明があり，委員より，住宅高齢者転倒予

防住宅改修費についての質疑があり，当局より，この事業は令和２年６月から開始し，令和３年２月末

の申請者が５９件，利用予定者が６２件である。対象者は要介護，要支援の認定を受けていない方との

答弁でした。 

 また委員より，介護保険料の奄美市独自の減免についての質疑があり，当局より，介護保険料を第７

期の基準月額６，６００円に据置き，所得区分を９段階から１４段階に多段階化し，滞納者の多い段階

の保険料を下げることで保険料が上がる方もいる。国の制度の動向を見ながら奄美市でできる軽減策に

ついては随時検討をしていきたいとの答弁でした。 

 その他，委員より，元気度アップ事業について，調整交付金について，施設介護サービス給付金につ

いて，一般介護予防事業費についてなど，多くの質疑がありましたが，この際，省略いたします。 

 次に，議案第２１号 令和３年度奄美市水道事業会計予算について，当局より，令和３年度の業務予

定量について，給水戸数２万３，４５３戸，年間総給水量４９３万１，９４２立方メートル，１日平均

給水量１万３，５１２立法メートルを予定している。収益的収入及び支出に関しては，営業収益として

９億６，６９１万７，０００円，営業外収益として２億８，６１５万６，０００円を計上している。水

道事業収益は１２億５，３０７万３，０００円となり，昨年度の当初予算１２億４，９７５万８，００

０円と比較し，３３１万５，０００円の増額となる。支出については，営業費用として１１億６，８４

４万４，０００円を計上している。水道事業費用支出合計は１２億１，７６６万２，０００円となり，

昨年度当初予算より２９２万７，０００円の減額となる。資本的収入４億９，８５０万円から１１億

１，０９１万９，０００円を差し引いた６億１，２４１万９，０００円は，過年度分損益勘定留保資金

２億１，３８６万１，０００円，当年度分損益留保資金３億９，８５４万８，０００円，消費税及び地

方消費税，資本的収支調整額１万円で補填するとの補足説明があり，委員より，基幹管路敷設工事につ

いての質疑があり，当局より，市役所前の支庁通りの布設工事を行い，末広・港地区で管路更新をして

おり，そちらにつながるとの答弁でした。 
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 委員より，水道料金のクレジット決済について質疑があり，当局より，クレジット決済については令

和３年４月１日からスタートする。現在，パンフレット作成，ホームページ掲載の準備をしているとの

答弁でした。 

 その他，数件の質疑がありましたが，この際，省略いたします。 

 次に，議案第２２号 令和３年度奄美市下水道事業会計予算について，当局より，収益的収入及び支

出について，主な収入については，営業収益として下水道使用料の５億４，２２５万円は，下水道使用

料の見込額を計上している。営業外収益として他会計補助金の６，８００万円は，一般会計から繰入金

を計上している。主な支出については，管渠費の３，０６４万４，０００円は，汚水管施設の維持管理

に係る経費で，主な支出としては委託料の９６０万円は，管路清掃の業務委託料である。その他，ポン

プ場費の９１５万円，処理場費の３億１，８３５万５，０００円等を計上している。 

 次に，資本的収入及び支出について，主な収入については企業債の６億３，０１０万円，補助金の３

億３，７２４万円，負担金等の１，７９７万４，０００円を計上している。主な支出としては，管路建

設改良費の２億７，５９０万円，ポンプ場建設改良費の６９０万円，処理場建設改良費の３億９，４７

２万円，企業債償還金の９億１，２２５万７，０００円を計上している。令和３年度の予定キャッシュ

フローの計算で令和３年度の期首残高が１億９，２３６万７，１８９円に対し，資金期末残高が１億

６，１７１万４，８３４円となり，資金減少額は３，０６５万２，３５５円を見込んでいるとの補足説

明があり，委員より，委託料の管路清掃業務についての質疑があり，当局より，名瀬地区の公共下水道

は６キロを予定している。笠利地区の特定環境保全公共下水道については，約８００メートルを予定し

ているとの答弁がありました。 

 その他，委員より，マンホール蓋について，下水道料金の収納率についてなど，多くの質疑がありま

したが，この際，省略いたします。 

 次に，議案第１９号 令和３年度奄美市と畜場特別会計予算について，歳入歳出それぞれ８，０１５

万９，０００円，主な歳入としてと畜場使用料１９４万６，０００円，一般会計繰入金７８７万５，０

００円，国庫支出金基地周辺対策事業４，３６３万３，０００円，と畜事業債２，６７０万円，主な歳

出は施設管理業務委託料４５１万２，０００円，工事請負費６，３４２万６，０００円とのこと。 

 委員より，本体工事の進捗についての質疑があり，当局より，本年度実施設計で令和３年度給水管敷

設と造成工事，令和５年度には完成する予定との答弁でした。 

 また委員より，施設管理業務委託料についての質疑があり，当局より，令和３年６月からハサップと

いう食品衛生法上の基準が義務化されるため，有資格者の職員の増員を検討しているとの答弁でした。 

 次に，議案第２０号 令和３年度奄美市交通災害共済特別会計予算について，当局より，歳入歳出そ

れぞれ７８４万円。主な収入として１万人分の共済費収入４００万円と，交通災害共済基金繰入金２８

３万円。主な歳出は，交通災害共済見舞金３６０万円との補足説明があり，委員より，交通災害見舞金

の支払実績について質疑があり，当局より，令和２年度中には死亡事故の申請が１件，特に令和２年度

は自転車事故が多いとの答弁がありました。 

 その他，多くの質疑がございましたが，この際，省略いたします。 

 以上で，特別会計予算等審査特別委員会の審査報告を終わりますが，御質疑がございましたら他の委

員の協力を得ましてお答えしたいと思います。 

 

議長（与 勝広君） これから，委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これから，討論に入ります。 
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 討論の際は，件名を明らかにした上で討論するようお願いいたします。 

 通告がありましたので，日本共産党 﨑田信正君の発言を許可いたします。 

 

６番（﨑田信正君） おはようございます。日本共産党の﨑田信正です。 

 私は，特別会計のうち議案第１７号 令和３年度奄美市介護保険事業特別会計予算について，議案第

２１号 令和３年度奄美市水道事業会計予算についての２件について，いずれも反対の立場で討論を行

います。 

 まず，議案第１７号，介護保険会計であります。介護保険料は３年ごとの見直しで，平成３０年度か

らの第７期で基準額が月額６，６００円となり，高い介護保険料となっております。第８期事業計画の

初年度となる令和３年度の保険料基準額は，第７期と同じ６，６００円に据え置かれましたが，６，６

００円そのものが年金から天引きされる保険料としては負担が重いとして，令和元年度の決算認定でも

反対してきました。今回，値上げにならなかったことは一程度評価をしたいと思います。更に，保険料

区分についても，以前から低所得者にはもっときめ細かい対策が必要であり，１８段階を実施している

ところもあると紹介し，多段階化は奄美市でこそ必要だと述べてまいりました。そして今回，第８期で

は標準９段階から１４段階へと細分化され，低所得者の方に配慮する努力，これについても評価をした

いと思います。しかし，現行の保険制度の下では，低所得者対策を行えばどうしてもほかに負担が行く

ことになります。年金生活者の収入は増えず，家計はよくなっておりません。更に今後もよくなる見通

しがない状況を鑑みて，保険料の負担を抑えるために，この際，思い切って独自の減免制度に踏み切る

英断を求めたいと思います。 

 次に，議案第２１号の水道会計です。私はこれまでも水道会計については水道料金に消費税の課税は

認められないこと，市民生活の実態を示し，福祉減免が必要だと申し上げてきました。施設の維持管理

については，どこの自治体でも御苦労されているものと承知をしております。また，将来的な不安も示

されておりますけれども，水道は生きるためには欠かせないものであり，福祉の側面を強く持つものだ

と考えます。福祉減免の要件にはいろいろあります。例えば，生活保護受給世帯，身体・知的・精神の

障害者のいる世帯，寝たきり老人等のいる世帯，ひとり親世帯，６５歳以上だけの世帯などで構成をし

ている，こういったように広く対象にしているところもありますけれども，６５歳以上のみの世帯だけ

を対象にしているところや，７５歳以上のみの世帯と身障者世帯としているところ，そして生活保護受

給者を除く，こういった事例もございます。自治体でいろいろ違っているということは，それぞれでい

ろいろ検討した結果だと思います。奄美市ではまだ福祉減免そのものが実現をしておりません。是非福

祉の心を持って，まずできるところから始めることが必要だと思います。更に，水道料金の従量料金の

区分を１０立米までの単位を２分化して，水道料金の軽減を是非実現をしていただきたいと申し上げ，

反対の討論といたします。ありがとうございました。 

 

議長（与 勝広君） ほかに討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これから，この議案１１件について，採決を行います。 

 採決は，起立表決に代わり電子表決により，これを分割して行います。 

 最初に，議案第１７号，令和３年度奄美市介護保険事業特別会計予算についてを採決いたします。 

 本案に関する委員長の報告は，原案可決すべきものであります。 

 お諮りいたします。 

 本案は，委員長報告のとおり決することに賛成の諸君は賛成のボタンを，反対する諸君は反対のボタ

ンを押してください。 
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 討論の際は，件名を明らかにした上で討論するようお願いいたします。 

 通告がありましたので，日本共産党 﨑田信正君の発言を許可いたします。 

 

６番（﨑田信正君） おはようございます。日本共産党の﨑田信正です。 

 私は，特別会計のうち議案第１７号 令和３年度奄美市介護保険事業特別会計予算について，議案第

２１号 令和３年度奄美市水道事業会計予算についての２件について，いずれも反対の立場で討論を行

います。 

 まず，議案第１７号，介護保険会計であります。介護保険料は３年ごとの見直しで，平成３０年度か

らの第７期で基準額が月額６，６００円となり，高い介護保険料となっております。第８期事業計画の

初年度となる令和３年度の保険料基準額は，第７期と同じ６，６００円に据え置かれましたが，６，６

００円そのものが年金から天引きされる保険料としては負担が重いとして，令和元年度の決算認定でも

反対してきました。今回，値上げにならなかったことは一程度評価をしたいと思います。更に，保険料

区分についても，以前から低所得者にはもっときめ細かい対策が必要であり，１８段階を実施している

ところもあると紹介し，多段階化は奄美市でこそ必要だと述べてまいりました。そして今回，第８期で

は標準９段階から１４段階へと細分化され，低所得者の方に配慮する努力，これについても評価をした

いと思います。しかし，現行の保険制度の下では，低所得者対策を行えばどうしてもほかに負担が行く

ことになります。年金生活者の収入は増えず，家計はよくなっておりません。更に今後もよくなる見通

しがない状況を鑑みて，保険料の負担を抑えるために，この際，思い切って独自の減免制度に踏み切る

英断を求めたいと思います。 

 次に，議案第２１号の水道会計です。私はこれまでも水道会計については水道料金に消費税の課税は

認められないこと，市民生活の実態を示し，福祉減免が必要だと申し上げてきました。施設の維持管理

については，どこの自治体でも御苦労されているものと承知をしております。また，将来的な不安も示

されておりますけれども，水道は生きるためには欠かせないものであり，福祉の側面を強く持つものだ

と考えます。福祉減免の要件にはいろいろあります。例えば，生活保護受給世帯，身体・知的・精神の

障害者のいる世帯，寝たきり老人等のいる世帯，ひとり親世帯，６５歳以上だけの世帯などで構成をし

ている，こういったように広く対象にしているところもありますけれども，６５歳以上のみの世帯だけ

を対象にしているところや，７５歳以上のみの世帯と身障者世帯としているところ，そして生活保護受

給者を除く，こういった事例もございます。自治体でいろいろ違っているということは，それぞれでい

ろいろ検討した結果だと思います。奄美市ではまだ福祉減免そのものが実現をしておりません。是非福

祉の心を持って，まずできるところから始めることが必要だと思います。更に，水道料金の従量料金の

区分を１０立米までの単位を２分化して，水道料金の軽減を是非実現をしていただきたいと申し上げ，

反対の討論といたします。ありがとうございました。 

 

議長（与 勝広君） ほかに討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これから，この議案１１件について，採決を行います。 

 採決は，起立表決に代わり電子表決により，これを分割して行います。 

 最初に，議案第１７号，令和３年度奄美市介護保険事業特別会計予算についてを採決いたします。 

 本案に関する委員長の報告は，原案可決すべきものであります。 

 お諮りいたします。 

 本案は，委員長報告のとおり決することに賛成の諸君は賛成のボタンを，反対する諸君は反対のボタ

ンを押してください。 
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 （電子表決） 

 押し忘れはありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 押し忘れなしと認めます。 

 電子表決を終了いたします。 

 賛成多数であります。 

 よって，議案第１７号は原案のとおり可決されました。 

 次に，議案第２１号，令和３年度奄美市水道事業会計予算についてを採決いたします。 

 本案に関する委員長の報告は，原案可決すべきものであります。 

 お諮りいたします。 

 本案は，委員長報告のとおり決することに賛成の諸君は賛成のボタンを，反対する諸君は反対のボタ

ンを押してください。 

 （電子表決） 

 押し忘れはありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 押し忘れなしと認めます。 

 電子表決を終了いたします。 

 賛成多数であります。 

 よって，議案第２１号は原案のとおり可決されました。 

 次に，議案第１４号から議案第１６号，議案第１８号から議案第２０号まで，及び議案第２２号，議

案第３０号，議案第３４号の以上９件についてを一括して採決いたします。 

 ただいまの議案９件に関する委員長の報告は，いずれも原案可決すべきものであります。 

 お諮りいたします。 

 ただいまの議案９件は，委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，議案第１４号から議案第１６号，議案第１８号から議案第２０号まで及び議案第２２号，議

案第３０号，議案第３４号の以上９件については，いずれも原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩いたします。１０時４５分に再開いたします。（午前１０時３３分） 

                     ○              

議長（与 勝広君） 再開いたします。（午前１０時４５分） 

 日程第３，発議第１号 奄美市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたし

ます。 

 お諮りいたします。 

 本案は，提案理由の説明を省略いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，提案理由の説明は省略いたします。 

 これから，本案に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 
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 これから，討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって，討論を終結いたします。 

 これから，本案について採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は，原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，発議第１号 奄美市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定については，原案のとおり

可決されました。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程第４，議員派遣についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 会議規則第１６６条の規定に基づき，お手元に配付のとおり，議員の諸君を第６３回奄美群島市町村

議会議員大会及び議会報告会開催のために派遣いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，配付の文書に基づき議員を派遣することに決定いたしました。 

 なお，派遣の内容に変更が生じた場合は，議長に一任願います。 

 次に，安田壮平君から議員の辞職願が提出されております。 

 お諮りいたします。 

 安田壮平君の議員辞職の件を日程に追加し，議題とすることに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，安田壮平君の議員辞職の件を日程に追加し，議題とすることに決定いたしました。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程第５，安田壮平君の議員辞職の件を議題といたします。 

 ここで，地方自治法第１１７条の規定により，安田壮平君の退場を願います。 

 （安田壮平君，退場） 

 それでは，辞職願を朗読させます。 

 

議会事務局次長（重信竜昇君） 朗読いたします。令和３年３月２２日，奄美市議会議長，与 勝広様。

奄美市市議会議員，安田壮平。辞職願。今般，一身上の都合により令和３年３月２５日をもって議員を

辞職したいので，許可されますよう願い出ます。以上です。 

 

議長（与 勝広君） お諮りいたします。 

 安田壮平君の議員の辞職を許可することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，安田壮平君の議員の辞職を許可することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 
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 これから，討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって，討論を終結いたします。 

 これから，本案について採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は，原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，発議第１号 奄美市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定については，原案のとおり

可決されました。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程第４，議員派遣についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 会議規則第１６６条の規定に基づき，お手元に配付のとおり，議員の諸君を第６３回奄美群島市町村

議会議員大会及び議会報告会開催のために派遣いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，配付の文書に基づき議員を派遣することに決定いたしました。 

 なお，派遣の内容に変更が生じた場合は，議長に一任願います。 

 次に，安田壮平君から議員の辞職願が提出されております。 

 お諮りいたします。 

 安田壮平君の議員辞職の件を日程に追加し，議題とすることに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，安田壮平君の議員辞職の件を日程に追加し，議題とすることに決定いたしました。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程第５，安田壮平君の議員辞職の件を議題といたします。 

 ここで，地方自治法第１１７条の規定により，安田壮平君の退場を願います。 

 （安田壮平君，退場） 

 それでは，辞職願を朗読させます。 

 

議会事務局次長（重信竜昇君） 朗読いたします。令和３年３月２２日，奄美市議会議長，与 勝広様。

奄美市市議会議員，安田壮平。辞職願。今般，一身上の都合により令和３年３月２５日をもって議員を

辞職したいので，許可されますよう願い出ます。以上です。 

 

議長（与 勝広君） お諮りいたします。 

 安田壮平君の議員の辞職を許可することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，安田壮平君の議員の辞職を許可することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 
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 議会運営委員長及び各常任委員長から，お手元に配付の文書表のとおり，閉会中の継続審査及び調査

の申し出がありました。 

 申し出のとおり，これを閉会中の継続審査及び調査とすることに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，各委員長の申し出のとおり，これを閉会中の継続審査とすることに決しました。 

 以上で，本定例会に付議された事件は，全て終了いたしました。 

 これをもって令和３年第１回奄美市議会定例会を閉会いたします。（午前１０時４９分） 

                     ○              

 以上，本会議の次第を記載し，相違なかったことを認め，ここに署名する。 

          奄美市議会議長 与  勝広 

          奄美市議会議員 正野 卓矢 

          奄美市議会議員 橋口耕太郎 

          奄美市議会議員 川口 幸義 

 

－ 254 －



文教厚生委員会審査報告書 

 

本委員会に付託された事件は，審査の結果，下記のとおり決定したので，会議規則

第 110条の規定により報告いたします。 

 

記 

 
番号 議案等番号 件           名 審査の結果 

(１) 議案第１号  
令和２年度奄美市一般会計補正予算（第 12 号）

について 

原案可決す

べきもの 

(２) 議案第２号  
令和２年度奄美市国民健康保険事業特別会計補

正予算（第５号）について 

原案可決す

べきもの 

(３) 議案第３号  
令和２年度奄美市国民健康保険直営診療施設勘

定特別会計補正予算（第４号）について 

原案可決す

べきもの 

(４) 議案第４号  
令和２年度奄美市介護保険事業特別会計補正予

算（第３号）について 

原案可決す

べきもの 

(５) 議案第５号  
令和２年度奄美市ふるさと創生人材育成資金特

別会計補正予算（第１号）について 

原案可決す

べきもの 

(６) 議案第 10号  工事請負契約の変更契約の締結について 
原案可決す

べきもの 

(７) 議案第 11号  工事請負契約の変更契約の締結について 
原案可決す

べきもの 

(８) 議案第 12号  工事請負契約の変更契約の締結について 
原案可決す

べきもの 

 

令和３年３月 11日 

 

文教厚生委員長  竹山 耕平 

 

奄美市議会議長  与 勝広 殿 

－ 255 －



文教厚生委員会審査報告書 

 

本委員会に付託された事件は，審査の結果，下記のとおり決定したので，会議規則

第 110条の規定により報告いたします。 

 

記 

 
番号 議案等番号 件           名 審査の結果 

(１) 議案第１号  
令和２年度奄美市一般会計補正予算（第 12 号）

について 

原案可決す

べきもの 

(２) 議案第２号  
令和２年度奄美市国民健康保険事業特別会計補

正予算（第５号）について 

原案可決す

べきもの 

(３) 議案第３号  
令和２年度奄美市国民健康保険直営診療施設勘

定特別会計補正予算（第４号）について 

原案可決す

べきもの 

(４) 議案第４号  
令和２年度奄美市介護保険事業特別会計補正予

算（第３号）について 

原案可決す

べきもの 

(５) 議案第５号  
令和２年度奄美市ふるさと創生人材育成資金特

別会計補正予算（第１号）について 

原案可決す

べきもの 

(６) 議案第 10号  工事請負契約の変更契約の締結について 
原案可決す

べきもの 

(７) 議案第 11号  工事請負契約の変更契約の締結について 
原案可決す

べきもの 

(８) 議案第 12号  工事請負契約の変更契約の締結について 
原案可決す

べきもの 

 

令和３年３月 11日 

 

文教厚生委員長  竹山 耕平 

 

奄美市議会議長  与 勝広 殿 

産業建設委員会審査報告書 

 

本委員会に付託された事件は，審査の結果，下記のとおり決定したので，会議規則

第 110条の規定により報告いたします。 

 

記 

 

番号 議案等番号 件           名 審査の結果 

(１) 議案第１号 
令和２年度奄美市一般会計補正予算（第 12号）

について 

原案可決す

べきもの 

(２) 議案第６号 令和２年度奄美市水道事業会計補正予算（第 

３号）について 

原案可決す

べきもの 

（３） 議案第７号 
令和２年度奄美市下水道事業会計補正予算（第 

３号）について 
原案可決す

べきもの 

 

令和３年３月 11日 

 

産業建設委員長  橋口 耕太郎 

 

奄美市議会議長  与 勝広 殿 
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総務企画委員会審査報告書 

 

本委員会に付託された事件は，審査の結果，下記のとおり決定したので，会議規則 

第 110条及び第 141条の規定により報告いたします。 

 

記 

 

番号 議案等番号 件           名 審査の結果 

(１) 議案第１号  
令和２年度奄美市一般会計補正予算（第 12号）に

ついて 

原案可決す

べきもの 

(２) 議案第８号 
奄美市土地開発基金条例を廃止する条例の制定に

ついて 

原案可決す

べきもの 

(３) 議案第９号 工事請負契約の変更契約の締結について 
原案可決す

べきもの 

(６) 陳情第１号 
「日本政府に核兵器禁止条約の調印、批准を求める

意見書」の提出を求める陳情 

不採択とす

べきもの 

 

令和３年３月 11日  

 

総務企画委員長 川口 幸義 

 

奄美市議会議長  与 勝広 殿 
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総務企画委員会審査報告書 

 

本委員会に付託された事件は，審査の結果，下記のとおり決定したので，会議規則 

第 110条及び第 141条の規定により報告いたします。 

 

記 

 

番号 議案等番号 件           名 審査の結果 

(１) 議案第１号  
令和２年度奄美市一般会計補正予算（第 12号）に

ついて 

原案可決す

べきもの 

(２) 議案第８号 
奄美市土地開発基金条例を廃止する条例の制定に

ついて 

原案可決す

べきもの 

(３) 議案第９号 工事請負契約の変更契約の締結について 
原案可決す

べきもの 

(６) 陳情第１号 
「日本政府に核兵器禁止条約の調印、批准を求める

意見書」の提出を求める陳情 

不採択とす

べきもの 

 

令和３年３月 11日  

 

総務企画委員長 川口 幸義 

 

奄美市議会議長  与 勝広 殿 

一般会計予算等審査特別委員会審査報告書 

 

本委員会に付託された事件は，審査の結果，下記のとおり決定したので，会議規則第110条の規

定により報告いたします。 

記 

 

番号 議案番号 件         名 審査の結果 

（１） 議案第 13号  令和３年度奄美市一般会計予算について  
原案可決すべ

きもの 

（２） 議案第 23号  
奄美市行政組織条例の一部を改正する条例の制定につ

いて  

原案可決すべ

きもの 

（３） 議案第 24号  
奄美市特別会計条例の一部を改正する条例の制定につ

いて  

原案可決すべ

きもの 

（４） 議案第 25号  
奄美市ふるさと創生人材育成基金条例の一部を改正す

る条例の制定について  

原案可決すべ

きもの 

（５） 議案第 26号   
奄美市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する

条例の制定について  

原案可決すべ

きもの 

（６） 議案第 27号  

奄美市税外収入督促手数料及び延滞金の徴収に関する

条例及び奄美市後期高齢者医療に関する条例の一部を

改正する条例の制定について  

原案可決すべ

きもの 

（７） 議案第 28号  
奄美市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正

する条例の制定について  

原案可決すべ

きもの 

（８） 議案第 29号  
奄美市有墓地条例の一部を改正する条例の制定につい

て  

原案可決すべ

きもの 

（９） 議案第 31号   

奄美市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関

する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定

について  

原案可決すべ

きもの 

（10） 議案第 32号  
奄美市ＩＣＴプラザかさり条例の一部を改正する条例

の制定について  

原案可決すべ

きもの 

（11） 議案第 33号  
奄美市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついて  

原案可決すべ

きもの 

 

令和３年３月25日 

一般会計予算等審査特別委員会委員長 松山 さおり 

 

奄美市議会議長  与  勝広 殿 

－ 258 －



特別会計予算等審査特別委員会審査報告書 

 

本委員会に付託された事件は，審査の結果，下記のとおり決定したので，会議規則第110条の規

定により報告いたします。 

記 

 

番号 議案番号 件         名 審査の結果 

（１） 議案第 14号   
令和３年度奄美市国民健康保険事業特別会計予算につ

いて  

原案可決す
べきもの 

（２） 議案第 15号   
令和３年度奄美市国民健康保険直営診療施設勘定特別

会計予算について  

原案可決す
べきもの 

（３） 議案第 16号   
令和３年度奄美市後期高齢者医療特別会計予算につい

て  

原案可決す
べきもの 

（４） 議案第 17号   令和３年度奄美市介護保険事業特別会計予算について  
原案可決す
べきもの 

（５） 議案第 18号   令和３年度奄美市訪問看護特別会計予算について  
原案可決す
べきもの 

（６） 議案第 19号   令和３年度奄美市と畜場特別会計予算について  
原案可決す
べきもの 

（７） 議案第 20号   令和３年度奄美市交通災害共済特別会計予算について  
原案可決す
べきもの 

（８） 議案第 21号   令和３年度奄美市水道事業会計予算について  
原案可決す
べきもの 

（９） 議案第 22号   令和３年度奄美市下水道事業会計予算について  
原案可決す
べきもの 

（10） 議案第 30号   
奄美市介護保険条例の一部を改正する条例の制定につ

いて  

原案可決す
べきもの 

（11） 議案第 34号   
奄美市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定

について  

原案可決す
べきもの 

 

 

令和３年３月25日 

特別会計予算等審査特別委員会委員長  栄 ヤスエ 

 

奄美市議会議長  与 勝広 殿 

－ 259 －



  令和３年３月 25日 

 
 

議員派遣について 
 
地方自治法第 100 条第 13 項及び奄美市議会会議規則第 166 条の規定により，

次のとおり議員を派遣する。 

 
記 

 
１ 第 63回奄美群島市町村議会議員大会 
（１）派遣目的  当該議員大会における各地区提出議題の審議のため 
（２）派遣場所  奄美市 
（３）派遣期間  令和３年６月４日（金）（１日間） 

（４）派遣議員  本市議会議員全員 

 
２ 第 15回議会報告会 
（１）派遣目的  奄美市議会基本条例第７条の規定に基づく議会報告会開催

のため 
（２）派遣場所  奄美市内３地区３か所（名瀬地区・住用地区・笠利地区） 
（３）派遣期間  令和３年６月 10日（木） 

（４）派遣議員  本市議会議員全員 
 
 

－ 260 －



                               令和３年３月25日 

 

 

 奄美市議会議長  与 勝広  殿  

  

 

議会運営委員長  伊東 隆吉 

総務企画委員長  川口 幸義 

文教厚生委員長  竹山 耕平 

産業建設委員長  橋口 耕太郎 

 

 

閉会中の継続審査の申出について 

 

 

 各委員会は，下記案件について，なお検討を要するため，閉会中も継続審査を要するも

のと決定したので，会議規則第111条の規定によって申し出ます。 

 

                 記 

 

○ 議会運営委員会 

 １ 議会運営に関する事項について 

２ 議長の諮問する事項について 

 

○  総務企画委員会 

１ 陳情第２号 奄美市議会から「駐屯地外・訓練等の市民広報」を求める陳情 

 

○  文教厚生委員会 

１ 請願第１号 病児の難病治療で抗がん剤治療等による特別な理由で抗体価が低下・

消失した場合のワクチン再接種費用助成制度を求める請願 

 

○  産業建設委員会 

１ 委員会の所管事務に関する調査について 

－ 261 －


